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創立６０周年記念租税研究大会にあたり

社団法人日本租税研究協会会長・新日本製鐡名誉会長

今井 敬

本年１１月をもって当日本租税研究協会は創立

６０周年を迎えます。６０年間もの長きにわたる皆

様方の租研事業への変わらぬご支援に、御礼申

し上げますとともに、今後の租研の活動に対す

る決意を、申し述べさせて頂きたく、御挨拶申

し上げます。

当協会が発足致しました昭和２４年頃の日本は、

荒廃した国土の復興と共に、社会の諸制度の整

備についても、国を挙げて取り組んでおりまし

た。こうした状況下、当協会は、民間の立場か

ら、財政・税制問題を調査・研究することが重

要だというシャウプ博士の指摘に基づきまして、

当時の経済界、学界、行政機関、その他各方面

の有力者を発起人と致しまして、また、当時の

経済団体連合会が斡旋役となりまして、昭和２４

年１１月９日に創立されました。協会では、設立

当初から、活発な委員会・研究会活動が行われ、

税制に関する基礎的な仕組に関する意見提言か

ら、時代の要請に応じた税制改正要望、更には

中期的な観点をも踏まえた、具体的な意見提言

を行ってまいりました。

日本経済のこれまでの６０年を振り返りますと、

戦後の目覚しい経済復興、高度成長期を経て、

日本の経済動向が、世界経済に影響を及ぼすま

でになりました。その後、１９８０年代から１９９０年

代にかけての、バブルの発生および崩壊の時期

を経まして、２０００年代に入り、ようやく戦後最

長の緩やかな景気回復を辿ることになりました

が、２００８年秋には、米国のサブプライムローン

の破綻に端を発した世界的な金融・経済危機と、

戦後最大の世界的同時不況に直面致しました。

現在はやや持ち直しの動きが見られるものの、

依然として、厳しい局面が続いています。

今日の日本は、こうした足下の経済金融問題

とともに、多くの社会構造的な問題にも直面致

しております。第一は、経済活動のグローバル

化の中での、日本の脆弱な経済・社会構造の改

善であります。そのためにも、時代にふさわし

い経済成長戦略が求められます。第二は、少子

化・超高齢化社会における、持続可能な社会保

障制度の構築であります。第三は、巨額の長期

債務残高と、その財政の健全化であります。

日本の活力は、取りも直さず国民の活力が原

点であります。日本の富を生み出すのは、民間

の経済活動であります。グローバリズムの時代

に、日本の経済的ポジションを認識し、日本の

産業の特性を生かす政策が求められています。
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このような時期だからこそ、民間の活力を活か

し、将来に対する国民の安心と、安定した生活

が確保される為の施策が求められております。

そのためには、どのようなことが税財政に求

められているのか、各方面から具体的な意見を

求め、調査・研究を深め、意見・提言をおこな

っていくことが租研の役割でございます。当協

会が果たすべき役割は、これまで以上に、重要

なものとなっておりますし、我々は、この役割

を十分に認識し、果たしていきたいと存じます。

そのためには、６０年間の長い歴史の中で、当

協会が培ってきた財産を活用し、皆様からの期

待に応えられるように、諸活動を活発なものと

し、研究成果を発表していくとともに、政策に

反映させていきたいと考えております。

この「租税研究大会」は、税財政に関する最

新の情報に基づき、問題提起と意見交換、更に

は将来を展望していただく場として、毎年開催

致しておりますが、設立の年から続いておりま

す。本年は、創立６０周年記念の中心的な事業と

して、規模を拡大して行っておりまして、多く

の講師の方々のご協力と多数の皆様のご参加を

頂いております。心から御礼申し上げます。

当協会が６０年にわたり、このような活動がで

きましたのは、ひとえに、会員の皆様をはじめ、

関係各方面のご支援、ご厚意の賜物と深く感謝

の意を表する次第であります。

１０年前の５０周年の際には、当時ご存命のシャ

ウプ博士から「税制は国家にとって不可欠の要

素ですが、租研の活動は、日本の税制の成功に

大きく貢献してきました。租税の諸問題に関す

る研究を通じて、また、租税立法に関する建議

を通じて、租研は重要な貢献をしてきました。」

と、租研の活動を評価するお手紙を頂きました。

今後も、皆様から、そのような評価を頂けるよ

うな貢献を果たして行きたいと考えております。

当協会は、創立時の姿勢を原点に、租研に対

する皆様方の期待に応えるべく、これからもよ

り一層の努力をして参りたいと思っております。

当協会の更なる発展のために、従来にも増し

た皆様のご支援・御協力をいただきますように

お願い申し上げまして、御挨拶と致します。
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租税訴訟学会会長 山田二郎

１．はじめに ……………………………………………………………………………………１１１

�１ 租研・租税法との出会い

�２ 租税訴訟の動向

２．司法改革の「第１の波」と２０世紀における租税訴訟の低調な救済率 ………………１１２

�１ 近代国家と司法権の確立

�２ 第二次世界大戦後の司法権の独立

�３ 裁判所の違憲審査

３．司法改革の「第２の波」と２１世紀における租税訴訟への期待 ………………………１１４

�１ 司法改革

�２ 裁判所の違憲立法審査

�３ 税務訴訟例

４．まとめ ………………………………………………………………………………………１１８

資料 ………………………………………………………………………………………………１１９
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◇討論２ ９月１１日�・午後

今、財政政策における戦略性を問い直す ――――――――――１２２

―持続可能な社会保障制度の確立と税・財政の一体的改革―

司 会 慶応大学総合政策学部教授 小澤 太郎

参加者（五十音順）

一橋大学大学院経済学研究科／国際・公共政策大学院准教授 國枝 繁樹

慶応大学経済学部教授 駒村 康平

慶応大学経済学部教授 土居 丈朗

上智大学経済学部准教授 中里 透

一橋大学大学院経済学研究科／国際・公共政策大学院准教授 林 正義

はじめに …………………………………………………………………………………………１２３

�．財政総論－財政健全化に向けて－ 報告：土居丈朗 …………………………………１２３

１．わが国の財政状況と財政健全化 １２３

昨今の財政出動により、更に悪化したわが国の財政状況／税制改革の中期プログラム

／国民負担率と社会保障財源の確保

２．消費税を含む税制改革について １２６

社会保障財源としての消費税の利点／世代間格差と消費税の利点／消費税にまつわる

誤解－消費税は逆進的ではない－／世界的な法人税率の推移と国際的な調和

３．求められる歳出改革－無駄の削減について－ １３０

�．社会保障制度の課題－持続可能な社会保障制度の確立に向けて－ 報告：駒村康平

………………………………………………………………………………………………１３１

１．グローバル化と高齢化のなかでの社会保障制度の持続可能性 １３１

グローバル化経済と社会保障／急速に高まるわが国の高齢化率及び後期高齢者比率

２．社会保障制度が抱える問題 １３３

所得保障政策の問題点／年金制度の評価ポイントと改革の目標／年金に係る世代間格

差と消費税の必要性／非正規労働者の増加と国民年金・国民健康保険の空洞化／公的

年金の立て直し：所得比例型＋最低保障年金モデル／公私年金の連携－世界的潮流－

／ワーキングプアの実態－所得格差論から貧困論へ－／医療・介護における改革の方

向性

�．財政収支と財政健全化 報告：中里 透 ………………………………………………１３９

１．９０年代以降の経済財政運営 １３９

これまでの経済財政運営の経緯／骨太の方針２００６のコミットメント／財政タカ派と上

げ潮派の論争

２．財政健全化の進め方 １４２

増税か歳出削減か／金利と成長率に関する論点／サステナビリティの確保－金利と利

払費の動向－／制度的担保の必要性－「骨太の方針２００６」に代わる明確なコミットメ
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ントの再構築

�．税制・社会保障・労働市場規制の一体的改革 報告：國枝繁樹 ……………………１４５

１．日本の財政戦略 １４５

「財政的児童虐待」の実態／所得再分配機能の低下／怪しい経済政策－ブードゥー経

済学、トリクルダウン理論、ポンジー財政政策／ブードゥー経済学の帰結／トリクル

ダウン理論の帰結／ポンジー財政政策・財政赤字ギャンブル－わが国におけるポン

ジー財政政策－／埋蔵金伝説

２．オバマ政権の財政戦略の教訓 １５０

新しい財政責任の時代－ブッシュ政権の失敗した考え方からの脱却－／オバマ政権の

税制改革案

３．税制・社会保障・労働市場改革の一体的な改革 １５３

オバマ政権の財政戦略の教訓と日本の今後の財政戦略／税制・社会保障・労働市場改

革の一体的な改革の必要性

�．社会保障と地方財政 林 正義 …………………………………………………………１５３

１．社会保障と地方財政の実態と問題点 １５３

社会保障においてなぜ地方財政が重要なのか－社会保障と地方の関与－／社会保障分

野における地方の役割の国際比較／社会保障における地域間格差の実態／より統一さ

れた社会保障制度へ

２．地方における社会保障財源の確保 １５９

地方の社会保障給付やサービスを充実するための財源確保／消費税について

全体討論－今、財政政策における戦略性を問い直す－ ……………………………………１６１

�．質疑応答 ……………………………………………………………………………………１６１

債務残高は政府資産とのネットで見るべきか／長期金利の上昇で財政が破綻した場合

とその責任は／永久国債とした場合の影響／第２の埋蔵金はあり得るのか／個人に直

接手当を供することによる需要主導の経済活性化

�．財政政策の戦略性を問う …………………………………………………………………１６５

１．消費税率を引き上げないことは戦略として正しいか １６５

２．地方分権化と増税 １６８

３．年金の新制度への移行過程 １６９

４．社会保障改革の戦略性 １７０

５．おわりに １７１

財政経済研究会報告書 …………………………………………………………………………１７４
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◆報告 ９月１２日�・午前

わが国税務会計の商法依存と自立化 ―――――――――――――２０４

―歴史と展望―
専修大学商学部教授・一橋大学名誉教授・企業会計審議会会長 安藤英義

はじめに …………………………………………………………………………………………２０４

�．商法における株式会社の資本概念の歴史 ………………………………………………２０５

１．昭和２５（１９５０）年改正前の商法―資本確定の原則― ２０５

２．昭和２５（１９５０）年改正商法―授権資本／資本準備金― ２０５

３．昭和３７年（１９６２）改正商法―払込資本による資本概念の確立― ２０６

４．確立した資本概念の存続 ２０６

�．平成１３（２００１）年６月改正商法における資本概念の揺らぎ―払込資本から離脱―２０７
１．改正の３要点 ２０７

２．資本概念への大きな影響 ２０８

�．会社法（平成１７年７月公布）における資本概念の崩壊 ………………………………２０８

１．最低資本金、準備金の減少限度額の撤廃 ２０８

２．新しい資本概念は不在 ２０９

�．資本概念の揺らぎ・崩壊の背景 …………………………………………………………２０９

１．国内における直接的・短期的な要因 ２１０

２．国内における間接的・長期的な要因 ２１０

３．国際的な要因 ２１１

�．商法の時代における税務会計の対応 ……………………………………………………２１２

�．資本概念の揺らぎ・崩壊に伴う税務会計の独自化 ……………………………………２１３

１．平成１３年改正法人税法における払込資本と留保利益の峻別 ２１３

２．平成１８年改正法人税法における資本積立金額の概念の廃止 ２１３

�．「払込資本と留保利益の区別」の歴史と海外の現状……………………………………２１３
１．「払込資本と留保利益の区別」の歴史 ２１３

�１ 組合（人的会社）における資本の区分経理―払込資本と留保利益の先駆的区分―

�２ 株式会社における資本維持の理念―払込資本と留保利益の区別―

�３ 財務会計における資本と利益の区別の原則：２つの次元

２．「払込資本と留保利益の区別」の海外の現状 ２１８

�１ アメリカ

�２ イギリス

�３ IASB（International Accounting Standards Board）

	．資本に関する今後の展望 …………………………………………………………………２１９

１．会社法における展望 ２１９

２．税務会計における展望 ２２０


．補足 …………………………………………………………………………………………２２０

― x―



◇討論 ９月１２日�・午後

企業会計基準のコンバージェンスと会社法・法人税法
の対応 ―――――――――――――――――――――――――――――――――２２１

司 会 横浜国立大学大学院国際社会科学研究科国際経済法学専攻長

岩� 政明

参加者（五十音順）

立教大学経済学部准教授 坂本 雅士

早稲田大学大学院会計研究科教授 品川 芳宣

成蹊大学経済学部教授 成道 秀雄

学習院大学法科大学院准教授 渕 圭吾

横浜国立大学大学院国際社会科学研究科准教授 吉村 政穂

はじめに …………………………………………………………………………………………２２２

�．税務会計研究会・中間報告 報告：品川芳宣 …………………………………………２２２

中間報告の概要と性格 ２２２

中間報告のテーマ／連結先行と連単分離／企業会計基準の現況／法人税法の対応／中

間報告の概要

�．個別論点の検討 報告：渕 圭吾・吉村政穂 …………………………………………２２５

１．企業会計基準のコンバージェンス ２２５

�１ 企業会計基準改正の経緯

�２ 企業会計基準改正の特徴

�３ コンバージェンスの履行とその課題

２．会社法（会計計算規則）の対応 ２２７

�１ 平成１４年商法改正

�２ 平成１７年会社法の制定と会社計算規則

�３ 中小企業の会計に関する指針

３．法人税法の対応 ２２７

�１ 課税所得算定の基本原則（租税政策の基本原則）

�２ 確定決算基準の意義と機能

�３ 最近の税制改正の動向

基本的方向／企業会計からの乖離／企業会計との調和

４．コンバージェンスに対する法人税法の方向性 ２３０

�１ 企業会計との基本的関係

�２ 確定決算基準

�３ 個別問題

収益認識／時価（公正価値）評価に伴う利得／引当金・繰延資産／減価償却制度／減

損処理／企業会計基準／持分プーリング法の廃止／のれんの償却
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�．確定決算主義 報告：坂本雅士 …………………………………………………………２３３

１．報告の目的 ２３４

２．確定決算主義の意義 ２３４

３．確定決算主義の論拠 ２３４

４．諸外国の課税所得計算における確定決算主義的視点 ２３５

イギリス／アメリカ／ドイツ／フランス／主要国のまとめ

５．IFRS 導入と連単財務諸表の関係 ２３６

イギリス／ドイツ／フランス／IFRS への対応のまとめ

６．日本における会計制度の現状 ２３８

７．企業会計審議会「中間報告」の骨子 ２３８

８．IFRS と連単財務諸表の関係－検討の視座－ ２３８

９．IFRS 導入と確定決算主義－まとめ－ ２３９

�．減価償却と減損会計 報告：成道秀雄 …………………………………………………２４０

１．減価償却制度 ２４１

�１ 沿革

�２ わが国の現行制度

�３ 確定決算主義と逆基準性

２．減損会計 ２４２

�１ 沿革

�２ 企業会計と法人税法の減損損失

�３ 専用機械設備等の減損損失の計上の検討

３．税効果会計と財務諸表の比較可能性 ２４４

�．パネルディスカッション …………………………………………………………………２４４

１．法人税法２２条４項とコンバージェンス後の企業会計基準の関係 ２４４

公正処理基準とコンバージェンス後の会計基準／中小企業の会計基準／複数の会計基

準併用とその問題点／イギリスの事例／諸外国における会計基準と法律の関係／イギ

リスの事例／会計基準の相違と租税の公平性／諸外国の状況／会計基準の相違から生

ずる問題点

２．確定決算主義の今後 ２４８

社会的コストの削減と法人規模によるクライテリア／損金経理による法人の意思確

定・客観性の担保

３．収益認識基準への影響 ２５０

国際会計基準の動きと企業会計基準委員会の論点整理／法人税法の対象と会計基準の

変化／収益認識基準における国際会計基準の影響

４．費用損失の認識基準への影響 ２５３

公正妥当な会計処理の基準と国際会計基準／引当金

５．企業会計基準の変更と企業組織再編 ２５４

組織再編成税制・政令による帳簿価額規定の影響／のれんの償却／のれんの取扱い

６．質疑応答 ２５６

税務会計研究会中間報告 ………………………………………………………………………２６１
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大阪大会（関電会館）

大阪大会開催にあたり ――――――――――――――――――――――――２８５

�日本租税研究協会副会長 宇野郁夫

◆報告１ ９月１５日�・午前

租税法学からみた消費税 ―――――――――――――――――――――２８７

同志社大学法学部教授・日本税法学会理事長 田中 治

はじめに …………………………………………………………………………………………２８７

�．消費税の論点 ………………………………………………………………………………２８７

１．基本的な論点 ２８７

�１ 誰が納税義務者になるのか

消費者は事業者に消費税を預けているのか／事業者は消費税を預かっているのか

�２ 消費税の課税対象は何か

消費税の担税力は何か

�３ 消費税において仕入税額控除はなぜ設けられたのか

２．消費税の実体税法上の仕組みをめぐる基本的な見解の対立 ２９２

�１ 納税者は事業者か消費者か

�２ 消費税の課税対象は付加価値か売上高か

�３ 事業者が納付すべき税額は何ゆえに生じるのか

�．納税義務者をめぐる紛争 …………………………………………………………………２９３

１．消費者と納税義務 ２９３

消費者が納税義務者、事業者は単なる徴収義務者であるとする原告の主張が退けられ

た事例／消費税法上の納税義務者でない者が不正な還付申告をした場合

２．取引価格と消費税との関係 ２９４

３．事業者の転嫁義務、転嫁請求権の有無 ２９５

�１ 転嫁義務

�２ 転嫁請求権

４．免税事業者の判定の際の基準期間における課税売上高の意義 ２９６

５．消費税と価格（あるいは取得価額） ２９７

６．免税事業者制度、簡易課税制度の趣旨 ２９８

７．消費税の性格論と平成１６年の総額表示の導入 ２９８

�．課税対象 ……………………………………………………………………………………２９９

１．課税対象は付加価値 ２９９

２．消費税の担税力は何か ２９９

３．実定法規の解釈 ３００
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�１ 資産の譲渡とは

�２ 事業とは

�３ 対価とは

４．非課税取引の意味 ３０１

�．仕入税額控除をめぐる紛争 ………………………………………………………………３０２

１．仕入税額控除の存在理由 ３０２

２．３０条７項の法的性格 ３０２

３．３０条７項の「保存」要件の解釈 ３０３

おわりに …………………………………………………………………………………………３０４

◇討論 ９月１５日�・午後

税制の今後の課題と展望 ―――――――――――――――――――――３０５

司 会 関西学院大学経済学部教授 林 宜嗣

参加者（五十音順）

総務省大臣官房審議官 佐藤 文俊

大阪産業大学経済学部教授 戸谷 裕之

関西電力㈱常務取締役・租税常任理事 中森 朝明

財務省主税局税制第三課課長 安居 孝啓

はじめに …………………………………………………………………………………………３０６

�．わが国の財政・税制の現状と課題 ………………………………………………………３０６

１．財政の現状 ３０６

２．税制の現状と課題 ３０７

税収の動向／国民負担の動向／税制改正の概要／近年の主な税制の動き

�．わが国の地方財政・地方税制の現状と課題 ……………………………………………３０９

１．地方財政の現状 ３０９

２．地方税制の現状と課題 ３１１

地方税収の動向／国・地方の税源配分について

�．財政・税制の現状と課題についての討論 ………………………………………………３１３

経済対策と財政健全化／企業の経済活力の強化／地方税制／税と社会保険料／財政健

全化について／地方税について／財政健全化と企業活力／企業活動と税の関係／税と

社会保険料の関係／財政赤字と経済活動／個別間接税の問題／ガソリン税等／地域間

格差の問題

�．個別税制の現状と課題 ……………………………………………………………………３１９

１．所得税 ３１９

所得税の現状と課題／金融所得課税について／給付付き税額控除について

２．法人税 ３２０

― xiv ―



法人税の現状と課題／国際課税の課題

３．消費税 ３２２

４．自動車関係諸税 ３２２

５．相続税 ３２２

６．納税環境整備 ３２２

�．個別地方税制の現状と課題 ………………………………………………………………３２３

１．地方税固有の問題 ３２３

自動車関係諸税／そのほかの制度改正／地方税の電子化

２．法人税について ３２４

企業活力を強化する法人税制の構築／法人実効税率の見直し／国際会計基準への統一

化と法人税制／連結グループ間の寄付金等の問題

３．地方税 ３２４

法人事業税／土地取引の活性化

４．所得税 ３２５

５．法人税の税負担 ３２５

６．事業税の問題 ３２６

法人税の今後の方向性／企業会計の国際化と税制／グループ税制／今後の税制改正／

所得税の給与所得控除／法人事業税の外形標準課税／土地取引活性化のための固定資

産税や不動産取得税の特例

◆報告２ ９月１５日�・午後

信託税制の過去と未来―――――――――――――――――――――――３３０

～１９年改正の位置づけと今後の展望

神戸大学大学院法学研究科教授 佐藤英明

はじめに …………………………………………………………………………………………３３０

�．平成１９年改正の概観～何が変わったのか ………………………………………………３３２

１．概観 ３３２

所得課税：旧法／所得課税：新法／資産課税

２．個別の課税類型について ３３４

受益者等課税信託／受益者不存在信託／法人型課税信託／集合的信託／受益者の変更

時の課税

�．わが国の信託税制の由来～どこから来たのか …………………………………………３３８

１．受益者課税の沿革 ３３８

実質主義的受益者課税

２．受益者不存在等の場合の課税の沿革 ３３８

３．集合的信託の課税の沿革 ３４０

４．特定目的信託等の課税の沿革 ３４１

― xv―



５．資産課税の沿革 ３４１

６．まとめ～３つの視点 ３４３

�．残された問題～今後の改正に望まれる方向 ……………………………………………３４３

１．収益留保型信託税制の必要性 ３４３

２．新たな「委託者課税信託」の必要性 ３４６

おわりに …………………………………………………………………………………………３４７

参考資料 …………………………………………………………………………………………３５０

〈資料編〉

◎財政・税制関係資料（財務省主税局）目次―――――――――――――――――――１

資料�～�
◎地方税制関係資料（総務省自治税務局）目次――――――――――――――――――５７

資料�～�

― xvi ―



東東
京京
大大
会会



はじめに

（金子） 本日は、「法人税における資本取引

と損益取引」という題でお話をさせていただき

ます。その前にすこしだけ、日本租税研究協会

（以下租研と呼ばせていただきます）とわが国

の租税法との関係について触れさせていただき

ます。さきほど会長からお話のあったとおり、

租研は１９４９年にシャウプ博士の助言に基づいて

創立されました。わが国の租税法の研究と教育

の基盤はシャウプによって作られました。シャ

ウプ使節団は非常に広い視野で税制の問題に取

り組み、税制そのものの改革と併せて納税環境

の整備ということにも大いに関心を向け、その

点についても重要な勧告を幾つも行いました。

その一環として大学の法学部では租税法の研究

と教育を行うべきであるということを勧告され

ました。その理由は、租税制度の普及・発展に

役立ち、またそれを通じて健全な税制について

のいろいろな意見が出てくるということであり、

発想は租税研究協会の設立についての助言と同

じことであります。そのような一節がシャウプ

勧告の中に入っており、昭和２６年に東京大学と

京都大学に租税法の講座が設けられたわけです。

東京大学の場合は、講座が設けられた後、何

人かの行政法の先生が交代で租税法の講義をし

ておられましたが、そのうちに私が最初の専担

者として講義を行うようになりました。租研は

シャウプ博士が生みの親であるわけですが、シ

ャウプ博士は日本の租税法の研究・教育の生み

の親でもあるわけです。

そういうわけで、租研とは、私はかねていろ

いろと関係をもち、またいろいろとお世話にな

ってまいりました。本日その６０周年の記念行事

の１つとして講演をさせていただくのは、大変

に光栄なことであります。

報告１ ９月１０日�・午前

法人税における資本等取引と損益取引
―『混合取引の法理』の提案―

東京大学名誉教授

金子 宏
（「�．自己株式の取得」は、甲南大学会計大学院教授・税理士垂井英夫氏が担当）
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�．序説

１．問題の意義

「法人税における資本等取引と損益取引」と

いう問題は、非常に重要な問題でありまして、

会計学の先生方はこの問題を重要な課題として、

かねて研究し、いろいろな論文を書いてこられ

たわけですが、租税法の分野では重要な問題で

あるにも拘らず、従来、論文が書かれてきませ

んでした。このような切り口からの租税法の研

究は、なされてこなかったように思います。

しかしこれは非常に重要な問題であり、今後

一層重要性を増すのではないかと思いますので、

本日ここでこの問題を取り上げることにしまし

た。なお、以下では資本等取引のことを資本取

引という場合が多いと思います。

本日のお話では３つの論点を取り上げたいと

思います。１つは現物配当です。それから次は

DESと略称されますが、デット・エクイテ

ィー・スワップと呼ばれる問題です。債権の株

式化あるいは債権の株式への転換のことです。

それから３番目が自己株式の取得であります。

第１番目と第２番目の問題を私がお話しし、

第３番目の問題については甲南大学教授の垂井

先生からお話をしていただくことにしました。

垂井先生はこの問題について優れた著書と論文

を書いておられ、第一人者ですので、お話をい

ただくのに最も適切な方であると思います。

それでは、なぜこの問題に興味を持ったのか

ということからお話をいたしますと、資本取引

と損益取引とは峻別できるものなのか。そうで

はなく１つの取引の中に資本取引の要素と損益

取引の要素とが混合（在）している場合もある

のではないか。ここで取り上げる３つの取引は

混合取引（仮にそういう概念を用いておきま

す）であると理解すべきではないか。そのよう

に理解した場合にどういう法人税法上の問題が

生ずるのであろうか。この問題に私はかねて強

い関心をもっておりましたが、平成１８年に制定

された会社法が現物配当を認めるため、関心が

ますます強くなったわけです。また、この問題

は、今後理論上も実務上も重要な問題となって

いくものと思われます。ということで検討しよ

うとしているわけであります。

２．戦前（額面超過金・払込剰余金の
取扱い）

まず戦前の税法ですが、資本取引と損益取引

の区別は戦前においてはそれほど厳密ではなか

った。というよりも、問題としてそれほど意識

されていなかったと言ってよいと思います。

例えば昭和２５年の商法改正以前は、額面超過

金や払込余剰金は、会社の純資産を増加させる

から益金を構成すると解されており、それに対

応して税務上も法人税の課税の対象とされてい

たわけであります。

３．戦後（企業会計原則、法人税法・
文献）

ところが第二次大戦後になりますと、企業会

計が発達して、企業会計原則にも、資本取引と

損益取引とを明確に区別し、特に「資本剰余金

と利益剰余金を混同してはならない。」（第１項

一般原則３）旨が規定され、資本取引からは所

得は生じないということがはっきりと規定され

るに至ったわけであります。

それから、法人税法の規定の中でもその旨が

規定されました。昭和２２年制定の旧法人税法は、

昭和２５年の改正で、「額面超過金及び利益余剰

金の益金不算入」を規定しました（９条の２）。

また昭和４０年制定の現行法人税法の２２条、これ

は各事業年度の所得についての基本的な規定で

すが、第２項で各事業年度の益金の額に算入す

べき金額は、各種の取引で資本等取引以外のも

のに係る収益の額をいうと規定して、資本等取

引に係る収益を益金の範囲から除いております。

次いで３項では、損失について、損金の額に

算入すべき金額は、損失の額で資本等取引以外
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の取引に係るものをいうと規定して、ここでも

資本等取引に係る損失は除いております。要す

るに、法人税法２２条は、資本等取引からは損益

は生じないということを明定しているわけであ

ります。また吉國二郎さんが早い時期に書かれ

た法人税法の体系書でも、資本取引からは益

金・損金は生じない旨が書かれていました。

そこで、法人税法２２条の規定の意義を検討す

るという観点から、この問題を取り上げたわけ

であります。

�．現物配当

１．現物配当の導入（会社法）と問題
の所在

この３つの問題の中で、まず現物配当の問題

を取り上げてみたいと思います。現物配当は商

法の下では規定が置かれておりませんでした。

現物配当が許されるのかどうかについては、学

説上は、全株主が同意すればよろしいという意

見が多かったようですが、実際には例はほとん

どなかったといわれています。

ところが、会社法ではそれが４５３条で認めら

れるようになりました。今後は恐らく企業にと

って現物配当は、いろいろな目的に使える便利

な制度ですので、例が増加していくのではない

かと思います。

そこで１つの設例から申し上げますと、法人

がある財産を５０で取得したとして、それが値上

がりして現在は時価が１００になっているとしま

す。それを現物配当するとどういう納税義務が

生ずるのか、或いは生じないのかということで

あります。

もしもこの現物配当が損益取引であるとしま

すと、配当する法人の段階では１００から５０を引

いた５０の所得が実現して、それが課税対象にな

るということになります。もし仮に時価が３０に

値下がりしていたとしますと、２０の損失が生じ

て、それを控除できるということになります。

それから、配当を受けた株主の段階では、時

価相当額の１００が配当として課税され、この財

産の取得価額は１００に増加することになります。

そこで、配当を受けてすぐ譲渡すれば、株主の

段階では、株主の譲渡所得に対しては利益がゼ

ロですから課税されないということになります。

他方で、もしもこれを資本取引だと考えます

と、法人レベルでは５０の含み益に対しては課税

されません。それから、株主レベルでは１００の

配当を受けたわけですから、１００が課税されま

す。取得価額は１００ということになるのではな

いでしょうか。この点については会計の専門家

に尋ねてみると、或いは、取得価額は１００では

ないという意見が出てくるかもしれませんが、

一応１００であると考えておきます。

株主の段階ではいずれにしても１００の配当が

あったわけですから、それに対して、個人だと

配当所得として課税されます。現行法の金融所

得の一体課税でいくと上場株式等の配当の場合

は２０％ということになります（上場株式等にか

かる配当であれば１０％）。それから法人の場合

ですと、受取配当の益金不算入制度が働いてき

ますから税負担は意外に少ないということにな

ります。法人の場合も個人の場合も、配当とし

て課税されますが、その資産を配当直後に売れ

ば、恐らくは利益は出てこないから譲渡益はゼ

ロだということになると思います。

そうすると、損益取引ではなくて資本取引だ

と考えた場合には、法人段階の５０の含み益、こ

れは永久に課税対象から漏れてしまうというこ

とになります。

これが現物配当に関する大きな問題の１つで

す。日本ではこの点について、自明の理のよう

に５０の含み益が法人税の課税の対象になると考

える傾向がありますが、必ずしも自明の理とも

言い切れません。つまり、これは資本取引だと

割り切れば、含み益に対しては課税できないと

いうことになってくると思います。
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２．アメリカの判例・立法の動向

この問題は、わが国では従来は理論的にはあ

まり分析されてこなかったわけでありますが、

アメリカでは早い時期からいろいろと議論され

てきました。

有名な事件としてジェネラル・ユーティリテ

ィーズ会社事件というのがあります。重要な事

件であるだけではなく、ストーリーとしても面

白いと思います。簡単に申し上げると、次のよ

うな事件であります。アイランズ・エディソン

という会社があり、その株式はこの事件の当事

者であるジェネラル・ユーティリティーズとジ

レットの２社が半分ずつ持っていました。ジェ

ネラル・ユーティリティーズはエディソンの全

株式の２分の１を２，０００ドルという低い価格で

取得したのですが、現物配当したときには約１１２

万ドルに値上がりしていました。

別の法人としてサザン・シティーズ・ユーテ

ィリティーズ・コーポレーションという会社が

ありまして、その社長がエディソンの全株式を

自分の会社で取得したいと思いまして、ジレッ

トとジェネラル・ユーティリティーズに、その

旨の申し入れをしました。

ジレットはすぐ同意するのですが、ジェネラ

ル・ユーティリティーズの方は、直接サザン・

シティーズに売れば、多額の譲渡所得が発生し

て、たくさんの法人税を払わなければならない、

また課税後の利益を株主に配当すれば株主に配

当所得につき課税されるということで、躊躇す

るわけです。売りたいのだけれども、逡巡する

という状況です。

そこで関係者の間でいろいろと相談しまして、

結局次のようなアレンジメントをしたわけです。

ジェネラル・ユーティリティーズは、現物配当

としてエディソン株を株主に配当し、株主が、

配当を受けたエディソン株を、サザン・シテ

ィーズに譲渡するということにしました。ジェ

ネラル・ユーティリティーズは現物配当するの

だから、それに対して法人税は課税されない、

また、株主の段階でも配当された株式の取得価

額が時価にステップアップするので、譲渡所得

は生じない、という理解の下にそういうアレン

ジメントをして、それを実行に移したわけです。

それに対して内国歳入庁は、現物配当は、資

産の処分であり、そこからは譲渡所得が生ずる

という理由のもとに、本件では現物配当株式の

時価と取得価額との差額はジェネラル・ユーテ

ィリティーズの所得であるということで課税し

たわけです。それに対してジェネラル・ユーテ

ィリティーズは訴訟を起こしました。

ご存知のとおりアメリカには租税裁判所があ

ります。その前身として当時はボード・オブ・

タックス・アピールズ（Board of Tax Appeals）、

租税審判所というものがあり、それが現在の租

税裁判所に発展してくるわけです。ここでは

ボード・オブ・タックス・アピールズのことを

租税裁判所と仮に呼ばせていただきますが、租

税裁判所にジェネラル・ユーティリティーズは

処分の取り消しを求めて出訴しました。

政府の側では、「ジェネラル・ユーティリテ

ィーズは株主に現金で配当することをまず決め

た。そして、現金による配当支払い債務の履行

として本件株式を交付したのだから現金配当支

払債務の免除益が生じ、交付した株式の時価相

当額の収益が生ずる。従って課税の対象になる

のだ。」と主張したわけですが、租税裁判所は、

「いや、配当したのは株式であって現金ではな

かった。」ということで、政府の主張を排斥し

て、結局ジェネラル・ユーティリティーズを勝

たせたわけです。

そこで内国歳入庁は第４連邦控訴裁判所に上

訴し、控訴裁判所で、債務免除益が生じたとい

う第１の主張に加えて、第２の主張として、「こ

のアレンジメントの唯一の目的は脱税であって、

取引の実体はジェネラル・ユーティリティーズ

からサザン・シティーズへの譲渡である。株主

はジェネラル・ユーティリティーズのエイジェ

ントとして利用されただけである。」という主

張をしました。
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第４控訴裁判所は、第１の主張については租

税裁判所の見解に反対しましたが、この第２の

主張を受け入れ、実際には株式はジェネラル・

ユーティリティーズからサザン・シティーズへ

譲渡されたのだという事実認定をしまして、政

府を勝たせたのであります。

そこで、今度はジェネラル・ユーティリテ

ィーズが最高裁判所に上告しました。最高裁判

所ではマクレーノルズという裁判官が裁判所を

代表して意見を述べました。マクレーノルズ裁

判官は、１９１４年から１９４１年までの長い間、最高

裁の裁判官を務めたベテラン裁判官です。マク

レーノルズ裁判官の法廷意見は、第２の主張に

ついて、このような主張は事実審である租税裁

判所の段階で提出すべきものであって、法律審

である控訴裁判所の段階で新たにもち出すこと

は認められないとして、第２の主張を認めた裁

判所の判決を破棄し、結局第１の主張について

だけ判断することとし、第１の主張については

租税裁判所の判断が正しいということで、最終

的にはジェネラル・ユーティリィテーズを勝訴

させたわけであります。

このように、最高裁判所は現物配当からは法

人に所得が生じないのか、それとも含み益相当

の所得が生ずるのかという点については何も判

断しなかったわけです。ところがその後、最高

裁はこの判決により、現物配当からは所得は生

じないという解釈を採用したという理解が一般

化してしまいます。そのため、この解釈はジェ

ネラル・ユーティリィーズ・ドクトリン（以下

GUDと略称）と通称されるようになりました。

そして、その後、裁判所は、下級審の裁判所を

含めて、一般にそういう解釈を行うようになっ

たわけです。

その結果、このドクトリンは租税回避に広く

使われるようになりました。極端な例をあげま

すと、ベビーカーの製造業者が卸売業者にベ

ビーカーを１台３０ドルで売っていたのを、今度

は親会社に現物配当したとします。ジェネラ

ル・ユーティリティーズ・ドクトリンに従いま

すと、製造会社には所得は生じないことになり

ます。そして現物配当を受けた親会社は、当時

は受取配当が８５％の益金不算入でしたから、配

当に対する税金は非常に少なくて済み、それを

３０ドルで売れば、譲渡益は発生せず税金はただ

で済むということになります。というのは、現

物配当に対して法人税を払っていますから、取

得価額は３０にステップアップしているからです。

３０で取得したものを３０で売るわけですから、親

会社には所得は生じないということになってし

まうわけであり、大変な節税になるわけです。

要するに親会社の段階で受取配当につき少し法

人税を払えば、それで済んでしまうということ

になるわけです。GUDの結果としてそういう

解釈が認められることになったわけです。

しかし、中にはGUDの適用を認めなかった

例もあります。時間の関係で詳細は省略します

が、例えばラーネッド・ハンド裁判官が裁判長

を務めていた第２控訴裁判所では、TTT事件

という事件の判決で、取引には正当な事業目的

がないという理由でGUDの適用を否定しまし

た。ちなみにラーネッド・ハンド裁判官という

人は大変な秀才で、『自由の精神』という本を

書いておられるのでご存じの方も多いかと思い

ますが、最も若くして連邦控訴裁判所の裁判官

になったという超優秀な裁判官であります。ま

た、バンク・オブ・ストラットフォード事件で、

第５控訴裁判所は、将来所得のつけ替えの否定

の理論を用いて、GUDの適用を認めませんで

した。

このような例外もあったのですが、GUDは

広く裁判所によって適用されました。しかし、

いろいろな好ましくない結果を生ずるというこ

とで批判も強くなりました。

ところが１９５４年の内国歳入法典の改正の際に、

３１１条で、GUDそのものが法律上の制度として

明文で採用されることになってしまったのです。

ただ、ベビーカーのような棚卸資産のうち、

後入先出法を使っているものについては課税す

るというような例外が２、３定められていまし
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たが、原則としては、含み益のある資産の現物

配当からは所得は生じないということが、明文

で規定されたわけです。

しかしその後、それに対する批判が大変強く

なり、その後の３０年の間に例外がどんどん付け

加わり、法律上は原則として規定されてはいて

も、実際にはGUDそのものが、例外のような

位置になってしまいました。

その後、１９８６年の改正、これはレーガン改革

と呼ばれているものですが、これによってGUD

は、若干の例外は残りましたが、正式に廃棄さ

れ、現在に至っているわけであります。

３．日本における立法と解釈のあり方

それでは、わが国における立法論としてある

いは解釈論としてどう考えるべきか、これが一

番重要な問題です。資本取引と損益取引は峻別

するべきであるという前提の下に、現物配当は

全体として資本取引であると考えると課税対象

にはならないという考え方が出てくるでしょう。

そうではなくて、これは私の造語ですが、混合

取引という言葉を使いたいと思いますが、現物

配当の中には会社が持っている財産・資産の譲

渡が含まれているので、それは資本取引と損益

取引の混合取引であるという考え方も成り立ち

ます。対価が入ってこないという意味で、それ

は無償譲渡ですが、２２条２項で無償譲渡からも

時価相当額の収益が生ずるということが規定さ

れていますので、含み益も課税対象になるとい

う結論になります。

これはわが国ではまだ全然議論されていない

問題ですが、しかし根本にさかのぼって検討し

なければならない問題であると思います。

この点についてどう考えるべきかについては、

総括の部分でまとめてお話しすることにしたい

と思います。

�．デット・エクイティー・スワ
ップ

１．意義と方法－債権の株式への転換

次は、デット・エクイティー・スワップの問

題であります。これは債務の株式化という訳語

が使われることが多いわけですが、最近はどち

らかというとデット・エクイティー・スワップ

と呼ぶことが多いと思います（以下では、DES

と略記します）。景気がわるくなっているもの

ですから、最近この取引が多くなっています。

恐らく２０００年ごろから増加してきまして、現在

では盛んに行われています。

例えば、銀行から融資を受けている会社が業

績が悪化してきた場合に、その会社は銀行から

の貸付金を自分の会社の株式に転換してくれな

いかということを銀行に申し込む例が多いわけ

です。

銀行としては引き揚げたいのですが、長年の

付き合いですからそういうわけにもいかず、こ

のような要請に応ずるという例も多いのではな

いかと思います。銀行としては、半ば貸し倒れ

のような状態の貸付金だから取立ても困難だし、

利息ももらえない。代わりに株式化しておけば

企業が業績を回復したときに配当をもらえると

いう期待を持つ場合もあると思います。

会社の側から見ると、利息を払わなくて済み、

その分キャッシュを保持できるという面があり

ますし、銀行が株主になってくれれば銀行のコ

ミットメントが得られるということもあるもの

ですから、株式に転換してくれないかという申

し込みをするわけです。そのような例が、最近

の不況を反映して増加しているわけです。

２．債権評価－券面額説と評価額説

DESについて課税関係がどうなるのかとい

う問題ですが、貸付金を株式に転換するという

ことは、要するに、債権を現物出資するのと同
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じことです。現物出資は資本取引の一種ですか

ら、資本取引であるDESからは益金は生じな

いと考えるのか、それとも、５００の貸付金を現

物出資する場合に、その現在価値が例えば２００

に目減りしている場合には５００の株式ではなく

２００の株式を発行すればよいという考え方（評

価額説）をとって、会社としては５００の債務を

負担していたのに、２００の株式を発行すれば事

が済むわけだから、結局３００の債務免除益（消

減益）が生ずるのではないか、この債務免除は

収益となるのではないかという問題があるわけ

です。

会社法の専門家の間では、ご案内のように貸

付債権の評価について券面額説と評価額説とが

あります。券面額説というのは、債権の券面は

５００であるから５００の株式を発行してもらうべき

だという考え方で、そこでは５００を出して５００の

株式をもらうわけですから利益は会社にも銀行

にも生じないということになります。

それに対して評価額説というのは債権を現在

価値で評価して、その評価額の現物出資がなさ

れたという考え方です。この考え方では、現在

価値が２００に減少しているならば、５００の貸付金

を現物出資して２００の株式をもらうのが正当な

取引であるということになります。そうすると

そこに３００の債務免除益が生ずることになりま

す。

２つの説が依然として対立しているのですが、

最近はどちらかというと評価額説の方が有力で

あるように思います。

３．東京地裁平成２１年４月２８日判決の
意義

最近、今年の４月２８日のことですが、東京地

方裁判所がこの問題について判決を下し、評価

額説の考え方に従って債務免除益に課税した課

税処分を適法と判断しました。

この事件は、いろいろな条件がついた事件で

すので、一般的な妥当性を持っているかどうか

については、問題は残りますけれども、東京地

方裁判所がいろいろな条件のついた事件とはい

え、評価額説を採用したということは大変に大

きな影響を持ち得ることではないかと思います。

４．平成１８年度法人税法改正

それから立法におきましても、企業再建促進

税制が平成１７年度の法人税法の改正で導入され

たのですが、平成１８年度の改正において、この

問題に関連する規定が入りました。つまり、「会

社更生手続き開始後、あるいは民事再生手続き

開始後にDESが行われた場合には、収益とし

て債務免除益が生ずるが、その債務免除益から

は期限切れになってしまった欠損金を繰り越し

控除することができる。青色損失の控除に先立

って、既に期限の切れた欠損金を繰り越して、

その債務免除益から控除できる。」という趣旨

の規定が入ったわけであります。

この規定が入ったこともあって、法人税の関

係では、立法者がDESからは債務免除益が生

ずる、つまり、債権の額面額と時価との差額の

債務免除益が生ずるという考え方を採用したと

理解されるようになり、評価額説が一般的な妥

当性を持つのではないかという解釈論が強くな

ってきたわけです。

それに対する１つの反論としては、この規定

は民事再生手続きとか会社更生手続き開始後に

行われたDESに関する規定であるから、それ

以前に行われたDESについては、券面額説も

成り立ち得るという考え方もあり得ると思いま

す。しかし、法人税の専門家の間では、法人税

法は、債権の券面額と時価との差額については

債務免除益が生ずるという考え方を採用したと

いう意見が強いように思います。

この考え方をとった場合に、先ほど言ったよ

うに、DESは全体として資本取引だと考えれ

ば、仮りに債務免除益が生ずるとしても、それ

は課税の対象にならないということになります。

また混合取引の考え方を取ると、券面額と時価

との差額の部分は損益取引の結果生じた利益だ

から課税対象になるという考え方になります。
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平成１８年度の法人税法の改正は、債務免除益は

課税の対象となるという考え方でできていると

理解するのが普通の理解の仕方ではないかと思

いますが、もちろん、先程述べたようにほかの

理解の仕方もあり得ると思います。

それから、別の問題ですが、DESを行った

場合に、銀行その他の債権者の側ではどういう

課税問題があるかを検討しておく必要がありま

す。DESは債権を安い値段で売ったのと同じ

ですから、差額を債務者である会社に寄付した

のだ、贈与したのだと見る考え方もあるかもし

れません。

つまり、５００のものを２００で渡したのと同じで

すから、３００を贈与したのと同じだと見て、債

権者は寄付金控除ができるという考え方です。

しかし寄付金控除の枠から外れてしまえば控除

できないことになりますから、債権者にとって

は気の毒であります。それに、そういう解釈を

とると、なかなか企業はDESの申し入れには

応じないということで、企業の再建がそれだけ

滞るということにもなりますので、私は、寄付

金と見るのはあまり好ましいことではないと考

えます。

私は、貸し付けた側では損金が生ずる、つま

り５００のものが２００という現在価値に目減りして、

それがDESによって実現したわけだから、３００

は貸倒れ損失として控除できると考えたいと思

います。数年前に私は「ジュリスト」という雑

誌の１２１９号に「部分貸し倒れの損金算入」とい

う論文を書きました。国税庁の通達では、貸付

金の貸し倒れ損失控除は、債権の全額が回収不

能にならなければ認められないということにな

っていますが、私はアメリカの制度や理論を研

究して、部分貸し倒れということもあり得るの

ではないかと考えました。

５００の債権のうち３００が回収不能になればその

３００は貸倒損失として控除できるのではないか

ということを書いたわけです。この場合も、５００

のうち３００が部分貸し倒れとして貸倒損失控除

ができると考えてよいのではないかと思います。

ただ、私の論文は学者の中では支持してくだ

さる人が割に多いのですが、国税庁では税収減

になるということもあると思いますが、あまり

取り上げられていないと思いますし、金融庁で

もあまり問題にしておりません。

国税庁も金融庁もあまり取り上げないもので

すから、実務の世界でもあまり取り上げられな

いということになっていまして、今のところ学

説にとどまっているのですが、別に実害のある

理論でもありませんので、適用されるようにな

っていくといいと思っているわけです。

たしかに、５００のうちどれだけが貸し倒れに

なったのかという部分貸し倒れの認定は大変に

難しく、国税庁がなかなか認めたがらないのも

よく理解できます。

これは資本取引と損益取引の問題とはちょっ

と無関係な問題ではありますが、実務に関係す

るところが大きいと思いますので、ちょっと触

れておきたいと思います。

DES取引についても、先ほど申しましたと

おり、資本取引と損益取引の問題がありまして、

債務免除益が生ずるということは素直に出てく

る理屈ではありますが、根本にさかのぼって資

本取引か損益取引かという問題をきちんと議論

した上で結論を出すべきであると思っておりま

す。

この問題についても現物配当の問題と併せて、

垂井先生のお話の後にまとめの部分で、もう一

度お話をさせていただきたいと思います。それ

では、ここで自己株式の取得に関して、垂井先

生にバトンタッチをいたしますので、よろしく

お願いいたします。
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�．自己株式の取得

（＊この項は、甲南大学会計大学院教授・税理

士 垂井英夫氏による講義になります。）

（垂井） 甲南大学の垂井と申します。本日は、

このような席でお話をさせていただくことを、

大変に光栄に思っております。

１．自己株式取得の現状

私が自己株式を勉強しようと思ったのは、今

から３０年ほど前で当時は何ら見向きもされてい

ませんでした。特に、当時、こんなイレギュラー

な取引などというのは商法で論じるべきもので

はない、というような風潮だったのです。ただ、

文献をさかのぼっていきますとアメリカでは

１９２０年代後半から１９３０年代すでに盛んに取引が

行われ、内国歳入法等の改正も行われています。

わが国でも明治３２年の商法に自己株式の取得禁

止の原型がありまして、昭和１３年（１９３８年）の

商法改正は株式の消却、会社の合併など一部に

ついて取得を認めたのです。その後何点か商法

の分野の論文を見ることができます。

個人的なこともあり、アメリカのシカゴに何

回も行っていました。シカゴで、ある邦銀の方

に紹介していただいてお話を聞きまして、自己

株式を勉強してみようと思うきっかけになりま

したのが、こういうお話でした。自己株式を取

得するために社債を発行するというので、社債

を引き受けてくれという要請があるというので

す。その理由は、これは資本コストの問題だと

言われて、「ああ、そうか。こういうふうに使

うんだ」と思いました。当時わが国では、自己

資本比率が高い方が安全性の面から好ましい、

とされていた時代でした。

自己株式は、わが国では商法において非常に

厳しい規制があって、ほとんど取引されており

ませんでしたが、アメリカでは当時盛んに取引

されている原因の１つではないかと思いました。

昨今では、法制度も緩和・整備されて、租税

法もそれに対応して整備されていきましたから、

当時と比べますと非常に盛んに取引が行われ、

コーポレートファイナンスの面からも活用され

ております。

これは、簡単に申し上げますと、利益配当は

わが国ではほぼ固定的な率でされるのが慣習と

いうか慣行になっております。その率を変える

ことは好ましくないので、利益配当の代替とし

て自己株式の取得を用いるという方法が普及し

つつあるようです。

これについては、一橋大学の花枝教授・青山

学院大学の芹田教授の共同の実証研究の成果で

ある「日本企業の配当政策・自社株買い―サー

ベイ・データーによる検証―」（２００７年）を花

枝教授から恵贈を受けました。それらの文献な

どを読ませていただきますと、そのようにうか

がうことができます。わが国は、その面では未

発達であるけれども、そういう方法が緒につい

たというふうに読むことができます。

それからもう１つ、予想外なこととして、通

常、自社が筆頭株主になるようなことは、自己

株式取得が緩和されるまではなかったわけです

が、昨今では上場会社の十数社が筆頭株主にな

っているということ、そして、筆頭ではなくて、

上位３位というふうに持株比率を抽出してみま

すと、もっと多くの会社が自社の大株主になっ

ているというような現状にあります。前置きが

長くなりましたが本論に入らせていただきます。
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では、報告レジュメに従って進めてまいります。

２．基本的視座等

まず、第一に私の立場を申し上げます。私は、

自己株式や、会社分割、株式交換、株式移転な

どを勉強する際の基本的な視座は、「資本に課

税が及ぶことは極めて危険なことである」と考

えています。これが私の基本的な立場でありま

す。

この考え方は全くの借用でして、これは、こ

こにおられる金子先生の「所得概念の法的構

成」という著名な論文（「租税法における所得

概念の構成」『所得概念の研究』１４頁、２８頁

初出１９６６年）がありますが、そこに「既存の富

に課税が及ぶことは極めて危険なことだ」とい

うふうに論述されています。

私はその論文から学んだものをベースにし会

社の組織再編、それから自己株式の取得などを

考えるときに、やはり資本に課税が及ぶことは

極めて危険なことだということを出発点にして

おり、以前から使わせていただいております。

今回の自己株式の取得につきましては、視点

は今日の論題と同じで資本取引と損益取引であ

ります。自己株式取得の取引を分析しますと、

それは資本の払戻しの要素と、利益の分配の要

素が含まれている、と考えられます。その取引

は発行会社と株主との関係ですから、取引当事

者として会社とその株主、必ず２者が登場しま

す。そして２者だけが、２者に限って登場しま

す。

株主は、通常の商取引、もちろんその発行会

社と商取引を行うことがありましょうが、今回

の論点は、そうではなくて、資本に関係する取

引ということであります。つきましては増資と

か減資とか利益の配当を受けるとかというよう

な取引のことです。株主としての地位に基づく

その発行会社との取引ということになります。

そして自己株式の取得というのは、その発行

会社の資産が株主に向かって社外に流出します。

したがいまして、ここで、実定法など制度を分

析するには、発行会社のレベル・観点で、それ

から、他方当事者である株主のレベル・観点か

ら分析していくことになります。この分析視点

から自己株式の取得は発行会社のレベルでは資

本等取引になり、株主レベルでは損益取引にな

ります。

これは、自己株式の取得のみでなく自己株式

の処分につきまして、会社法は「募集株式の発

行」という概念を用いて新株発行と自己株式の

処分を一元的に規定しました。したがいまして、

発行会社のレベルからは資本等取引になります。

他方、売却株主のレベルからは、これは単に保

有株式を発行会社に譲渡する、つまり、売買契

約で移転していくものですから、それは損益取

引ということです。そういう視点で自己株式の

取引を分析していきます。つまり、取引主体に

よる区分です。

３．自己株式取得と「会社の計算」

第二に、自己株式取得と会社の計算、この「会

社の計算」というのは、会社の計算規定を中心

に考えています。つまり、会社法における計算

ということでありますが、ここで注目すべきは、

自己株式は資産といえるのだろうかということ

で、長い間の論争があったところです。現在で

は、自己株式は、企業会計も会社法の計算も、

そして法人税法も資産から除外する、つまり資

産とは認識しないというところに定着しました。

ただ、その議論を分析してみると参考になる

のです。要するに、自己株式が株主に対してリ

ターンを生じさせるか、株主にリターンをもた

らすかという観点、すなわち経済的な観点から

自己株式を考えてみますと、自己株式がB/S

に記載されるというのは、あれは資本を払い戻

した抜け殻であって、株主にとって何らの経済

効果を生むものではありません。

したがいまして、経済学的な観点、会計学的

な観点から、資産とは到底認められないという

ことになります。特に、会計学の研究者、学者

の先生方は、ずっと以前から、自己株式は資産
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たり得ない、ということを強力に主張してこら

れました。

法人税法は、平成１８年度改正で初めて明確に

要件規定の中に、有価証券から除外するのだと

いうことを規定しました。初めてそこで名実と

もに、法人税法、所得税法、つまり所得課税法

は資産ではないということに落ち着いたわけで

す。そこで、第３の「純資産の減少」に進みま

す。

そうしますと、自己株式を取得する行為は、

会社の純資産を減少させます。すなわち、売却

株主に対して自己株式取得の対価として交付す

る金銭等の資産と交換関係にあるべき反対給付

で入ってくる自己株式というのものに資産価値

がないわけですから、会社の純資産が減少しま

す。この減少は、減資とか利益配当と同様の性

質です。

ただ、企業会計及び会社法は、原資が、資本

が充てられたのか、利益の部分が充てられたの

か明確にならないので、B/S 上は純資産の部の

株主資本から控除しますが、資本の部分から控

除するとか、利益剰余金から控除するとかとい

うことは規定していません。なぜなら、そこを

明確にすることができないということが原因だ

ろうと思います。

ところが、所得課税法においてはそうはいか

ないのです。先ほど申しましたように、課税が

資本に食い込むことは極めて危険なことである

という基本的視座からは、やはり資本の部分と

利益の部分を何らかの方法により区分する必要

があります。自己株式の取得の対価として支払

われる原資を分析して、資本が還元、返還され

た部分、それには課税関係を生じさせるべきで

はないのです。

ところが、会社は事業活動の成果としての課

税済内部留保利益をもっています。法人税法は、

利益積立金額と申しますが、それを原資にして

分配されたものについては、配当課税をしてお

かないと、会社法の手続きに基づいて分配され

る、つまり利益積立金額を原資にした利益配当

と随分と懸け離れることになり、同様の取引に

ついて課税の中立性を失うことになります（課

税の繰延べが生じる）ので、ここで区分が非常

に重要な問題としてクローズアップされるわけ

です。

では、どのように考えるかということは、金

子先生もずっと以前からこの問題については論

じておられますし、金子先生の門下であられる

水野忠恒先生や増井良啓先生など、ほかにも研

究されている先生方がおられたと思います。課

税済留保利益から利益配当の切り分けが重要で

あるという基本的考え方を論じてこられました。

実定法上は「みなし配当」課税になっています。

現在の実定法の規定は、自己株式を取得する直

前のその会社の「１株当たりの資本金等の額」

を算出して（「取得資本金額」といいます）、こ

れを基本にして、対価として払った金銭等資産

の価額のうち、その「取得資本金額」を超える

部分が利益、利益の分配だというふうに考えて、

そのような規定になっております。

したがいまして、利益配当課税の繰り延べが

できないように、先順位で配当とみなす金額（利

益配当）を確定させる規定になっています。

４．自己株式の取得と課税関係

もう１点、資本と利益を区分する意味は、参

考資料２・４頁（本誌１９頁）の「第四」のとこ

ろにありますが、第１は、今申し上げました売

却株主の観点からの利益の配当です。これは、

みなし配当課税、配当とみなして課税されます。

その原資は、会社がその事業活動から得た利益

の蓄積である法人税法上の利益積立金額が原資

になっている部分です。これは、みなし配当課

税されます。そうではなくて取得資本金額、つ

まり資本金等の額が原資になっている部分は、

譲渡所得として課税されます。ただ、この譲渡

所得は一般的にある資産、例えば土地が値上が

りし、キャピタルゲインに課税されるというこ

とと若干趣を異にしていまして、ここで課税さ

れるのは、つまり資本プレミアムです。すなわ
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ち、売却株主以外の株主が会社に対して払い込

んだその部分、例えば売却株主が１株１，０００円

で払い込んでいて（取得価額）、その後にその

会社は業績が良くて、株式時価が１，５００円にア

ップしていたら、新株発行は時価発行するのが

通常ですから、１，５００円で新株を発行します。

既存株主にとって、この差額５００円が資本プレ

ミアムの源泉になるわけで、この一部分が自己

株式を取得するときに実現するということの意

味なのです。

したがって、ある特定の財産が貨幣価値変動

等で含み益を持つというのとは若干趣を異にし

ます。

そのほか申し上げたいことが２～３あります

が、先ほど来申していますように、自己株式取

得のうち資本の部分と利益の部分は明確に区分

しないといけないということです。そうでない

と資本に課税が及ぶことがあるかもしれないと

いうことで、明確に区分することが重要だとい

うことを申し上げましたが、その表れは、参考

資料２・４頁の「第四」の「２．発行会社の観

点」のところです。

会社は自己株式を取得する対価のうち、資本

に関する部分は資本金等の額から控除します。

それから、利益に関する部分については、利益

積立金額から控除するという規定になっていま

して、利益積立金額という概念というのは非常

に重要な位置を占めています。

利益配当をする、もしくは、みなし配当など

の、利益が株主に移転し課税されない限り利益

積立金額は減算をされないということ、これは

組織再編でもそのような規定が貫かれています。

言い換えますと、株主に利益配当課税がされた

ならば、必ず利益積立金額が減算されるという

ふうに、利益積立金額は株主にとっては未実現

の利益（いずれは株主に対し利益配当課税され

るべきもの）を管理するという役割を担ってい

ます。

５．自己株式の取得と源泉徴収義務等

それから、自己株式の取得に関しみなし配当

部分については源泉徴収義務が対価を支払う会

社の方に生じますが、特に非上場株式の価額の

評価は難問ですから、見解の相違が出てくる場

合があるのではないかと考えています。なお、

上場株式、店頭登録売買銘柄等を市場取引によ

り取得する場合は、みなし配当課税ではなくて、

譲渡所得課税になります。

最後に、自己株式が時価と乖離した価額で取

引された場合、その差額の部分は、どのような

取引として認識されるべきか、について議論が

あります。

つたない話をこれで終わらせていただきます。

�．総括

（金子） 垂井先生、どうもありがとうござい

ました。それでは、今日のまとめを簡単にする

ことにします。

資本取引と損益取引の峻別の必要性は、企業

会計の世界では今後とも最も基本的な原則とし

て維持されていくと思います。法人税の世界で

もこの区別は所得計算上の基本原則として維持

されていくと思います。

問題は、垂井教授からお話いただいた自己株

式の取得問題も含めて、現物配当以下の３つの

問題について租税制度ないし租税法の問題とし

てどう考えたらよいかということであります。

以下、現物配当に即して私の考え方を簡単に述

べてみたいと思います。現物配当について述べ

ることは、その他の２つの問題についても妥当

すると思いますので、現物配当の場合を例に取

ってお話ししたいと思います。

私は、現物配当は資本取引と損益取引の混合

取引であって、配当に充てた資金の含み益が所

得として実現すると考えるべきだという見解を

とっております。

それは、次の２つの理由からです。１つは、
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所得の範囲はなるべく包括的に構成する必要が

あるということです。シャウプ博士、それから

シャウプ使節団においてシャウプ博士の右腕の

ような役割を果したサリー教授は、所得の範囲

を包括的に構成しなければいけないということ

を強調されました。

それは、ある所得は課税の対象とするけれど

も、他の所得は課税の対象としないということ

になると、そこに不公平が生じてしまうことで

す。それから、ある所得を課税の対象としない

ということになると、そこに必要以上に投資が

行われて、経済活動にゆがみが生ずるという問

題もあります。

法人税についても、所得の範囲は広く構成さ

れるべきであります。法人税の場合にも、公平

の問題はもちろん重要ですが、それと併せて、

というよりもそれよりももっと強調すべきこと

は、ゆがみの問題であろうと思います。経済的

なディストーションを生じないようにするため

には、なるべく所得の範囲を広く構成するのが

好ましいということになります。

現物配当をした場合にも、その配当される資

産について含み益が生じている場合が多いわけ

です。含み益は、未実現ではあるけれども、キ

ャピタルゲインという形で生じているわけであ

ります。それが資本取引であるからという理由

で課税の対象から除外されるということになり

ますと、その含み益は永久に課税の対象から除

外されてしまうことになります。

もちろん配当を受けた法人が、配当した法人

の帳簿価額を引き継ぐということにすれば別で

すが、そうするためには法律の特別の規定が必

要です。普通の場合ですと、現物配当を受けた

法人なり個人なりは、それに配当所得として課

税されるわけですから、取得価額を引き継ぐと

いうことはないわけで、当然取得価額がその資

産の時価相当額までステップアップされるとい

うことになります。

そうすると、その財産を、配当を受けた法人

なり個人なりが、ほかに譲渡した場合には、そ

のステップアップした金額が取得価額として控

除されるということになりますから、配当した

法人の段階で生じていた含み益は、永久に課税

の対象から漏れてしまいます。この問題に対処
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するためには、やはり現物配当の場合に含み益

に課税するという必要があるのではないか。こ

れが１つの理由です。

もう１つの理由は、アメリカの例からもわか

るように、現物配当からは所得が生じないとい

う考え方（GUD）をとると、租税回避に利用

されることです。租税回避があからさまに行わ

れるわけです。そしてそれが通ってしまうとい

うことになります。それは税制全体の観点から

見て好ましいことではありません。

そういう観点からは、あらかじめ租税回避の

可能性を少なくしておくことが好ましいわけで、

その意味でもやはり混合取引と考えて、損益取

引にあたる部分については所得が発生すると考

え、そして課税の対象とするのがいいのではな

いかと考えられるわけであります。

このように、現物配当からも配当資産の時価

と取得価値の差額に相当する金額の所得が配当

する会社に生ずると考えるのが妥当であると思

いますが、これは解釈論としていえることか、

それともそのような取扱いをするためには法律

上に規定を設ける必要があると考えるべきかに

ついては、意見の相違があり得ます。解釈論と

していうことも可能だと思いますが、しかし

ルール・オブ・ローの精神からすれば、このよ

うな今まで全く議論されてこなかった新しい問

題、会社法の制定による現物配当の制度の導入

に伴って生ずると予想される新しい、しかも非

常に基本的で重要な問題について解釈できめて

しまうよりは、やはり法律できちんと定める方

がよいのではないかと考えます。

なお、ホームページ等でご存知の皆さんも多

いと思いますが、財務省の主税局は、現在、経

産省と協議の上、グループ税制の導入を検討中

とのことであります。連結法人ではないが、連

結法人に類する企業グループの、グループ内取

引について連結法人に準ずる取扱いをしようと

いう制度で、非常に注目されます。その一環と

して子法人から親法人への現物配当について、

譲渡損益の計上を繰り延べることが検討されて

いるようです。制度の具体的内容がどうなるの

か、これから徐々にきまっていくと思いますが、

子会社の段階では現物配当資産の含み益に課税

せず、配当を受けた親会社が取得価額を引き継

ぐということになるのではないか、といわれて

います。これは、立法による問題解決の一例と

いえると思います。２２年度改正に入るのかどう

か、１２月に入ると方向が見えてくると思います

が、その経済効果を含めて、大いに注目される

ところです。

以上述べてきた混合取引の法理は、今日の論

点として取り上げた３つの問題に共通すること

であります。この３つの問題以外にも、将来、

資本取引と損益取引の区分について、いろいろ

な新しい問題が出てくる可能性がありますので、

将来ともこの問題については検討・研究を続け

ていく必要があります。垂井先生が最後にあげ

られた例も、自己株式の取得と贈与の混合取引

であると思います。

それからもう１つは、先ほど少しお話ししよ

うと思っていた点ですが、アメリカで１９８６年に

GUDが廃止されたときにどういう議論が行わ

れたかということですが、そこではこういうこ

とがいわれております。

まず第１には、アメリカの制度の下では、他

の多くの国々と同様に、法人の所得に対しては

法人の段階でまず法人税を課税し、それが配当

されると株主の段階で課税するという２回の課

税を行うシステムになっています。現物配当に

対して法人レベルで課税を行わないと、このシ

ステムと異なる結果になるということがいわれ

ています。

２番目には、先ほどお話ししたように、企業

の行動に対してディストーション、つまりゆが

みやひずみが生じてしまうということです。議

会報告書ではGUDが、M&Aを必要以上に増

加させたのではないかということもいわれてお

ります。

それから３番目は、配当を受けた株主の取得

価額が時価にステップアップされるから、結局、
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法人レベルで課税しておかなければ、法人レベ

ルの含み益は永久に課税の対象から除外されて

しまうが、これは好ましくないということです。

これは所得の範囲の包括性の問題に関連する問

題点であります。

２番目に申しましたことは、税制が企業取引、

私経済活動に対してディストーションを引き起

こすのは好ましくないということであります。

それから１番目は、法人税と所得税の二重課税

の仕組みの問題ということになります。

そのような幾つかの理由に基づいて、アメリ

カではGUDが１９８６年のレーガン改革で廃棄さ

れたわけです。

私の見るところでは、レーガン改革自体は、

一方で税率を引き下げる、他方では課税の範囲、

課税ベースをなるべく広くするという意味で非

常に前向きな改正でありました。またそれはシ

ャウプ勧告の考え方と同じなのです。所得の範

囲をなるべく包括的にとらえ、その代わり税率

は引き下げるというのがシャウプ勧告の考え方

であります。そしてシャウプ博士の右腕のよう

な役割を果たされたサリー教授が、やがてケネ

ディー政権の成立と同時に財務省の財務次官補

になって、租税政策を８年間にわたって担当さ

れたわけです。そのときに課税ベースの拡大と

税率の引き下げという方針を立てて、税制を改

革しようとし、それが引き継がれてきてレーガ

ン改革で、採用されて、相当の範囲で実現され

たということになるわけであります。ですから

レーガン改革は共和党政権の下で行われた改革

ですけれども、非常にオーソドックスな改革で

あったということがいえるのではないかと思い

ます。

今日お話しした現物配当の問題は、そのよう

な課税ベース拡大の一環を成しているという意

味で重要であると思うわけであります。

時間がまいりましたので、これで報告を終わ

らせていただきます。ご清聴ありがとうござい

ました。
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討論１ ９月１０日�・午後

税制の今後の課題と展望

●参加者（五十音順）

総務省自治税務局長 岡崎 浩巳
キヤノン㈱副社長・租研副会長 田中 稔三
日本税務会計学会会長・税理士 平川 忠雄

財務省主税局長 古谷 一之

司会 一橋大学大学院法学研究科教授・租税法学会会長 水野 忠恒

討論中に言及されている資料は、巻末「資料編」に掲載されています。
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はじめに

（水野） ただ今ご紹介いただきました水野で

ございます。日本租税研究協会６０周年というこ

とで、お忙しい中、お集まりいただきましてあ

りがとうございます。

日本租税研究協会では、時々講演させていた

だきますけれども、今回の会場は非常に立派な

お部屋で、野口英世が日本に帰ってこられたと

きに講演をされたのが、恐らくこの工業倶楽部

の部屋だったのかなと映画を見た関係で思い出

しております。

今日はそういう優雅な話ではございません。

「税制の今後の課題と展望」となっております。

現在は、今回の選挙の結果、政権が移るという

ことで、具体的にはこれから首班が指名されて、

新しい内閣の下で税制につきましても方針が出

されてくるという状況です。この状況を前にし

て、このようなシンポジウムの機会というもの

を持つというのはいい機会でもございますが、

他方で難しいこともございます。できるだけ有

益なシンポジウムにしたいと思っております。

基本的には今までの税制がどういう経緯をた

どってきていて、税制についてどのような問題

が起きているのか、山積しているのか、そのよ

うなことを中心に今後税制を議論する上で有益

な情報の提供、それから、貴重なご意見などを

いただけたらと思っております。

まず、はじめに、財務省主税局と総務省自治

税務局から資料を配布していただいております。

この資料をもとに、総論的なお話になりますけ

れども、財務省主税局の古谷局長、それから、

総務省自治税務局の岡崎局長からお話をいただ

きたいと思っております。両局長とも税制に長

く携わってこられている方々で、課長のときか

ら主税局、自治税務局にいらっしゃいましたの

で、詳しくお話を伺えるものと思っております。

では、まず財務省の古谷局長からお願いいた

します。

�．わが国の財政・税制の現状と
課題

１．財政の現状

（古谷） 主税局長の古谷でございます。今日

はよろしくお願いいたします。水野先生からご

紹介をいただきましたとおり、比較的長く主税

局におりまして、税制をいろいろと企画・立案

する仕事をさせていただいております。

お手元の「財務省主税局」と書いてあります

資料のうち、まず「税制総論」を私から簡単に

お話をしたいと思います。

現在の税制の置かれている状況を簡単にお話

します。資料�（資料編３頁）は、よく見てい
ただく資料ですけれども、４月の経済危機対策

後の補正後予算の姿を歳出、歳入で示しており

ます。歳出総額が約１０２兆円になっております

が、これに対して右側の歳入は税収が約４６兆

１，０００億円、歳出の４５％程度となっています。

公債金収入が約４４兆円で、歳入の４３％程度です。

税収の内訳は、右側をご覧いただきますと、所

得税が１５兆円強、法人税、消費税、その他の税

目がそれぞれ１０兆円程度と、１５、１０、１０、１０と

いったような構成になっています。

資料�は、昭和６１年度からの一般会計におき
ます税収、歳出総額、公債発行額の推移をグラ
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フにしてあります。よく私どもはこれを、右側

に向かってワニが口を開けている格好ですから、

「ワニの口の絵」と言って説明しています。平

成１９年度ぐらいまで、最近ようやくワニの口が

閉じかかったかなと見ておったわけですけれど

も、昨年秋以降の世界金融経済危機に対し、財

政面から何度も対応する一方、税収がかなり企

業収益の悪化等で落ちており、またワニが大き

く口を開けた状況になっております。

一番下の数字でご覧いただきますと、税収の

歳出に占める割合が４５％と５割を切りました。

これは当初予算での数字ですので、今後税収が

さらに落ち込みますと場合によっては公債の発

行額の方が税収を上回ってしまう厳しい財政状

況に足元がなりつつあるということです。

資料�～�は、国際的にも日本の財政が大変
厳しいという資料であります。

ただ、わが国経済も足元がかなり持ち直して

きてはおりますけれども、雇用状況は引き続き

悪化を続けている状況で、財政の再建が大きな

課題であることは変わりないのです。先週ロン

ドンで行われましたG２０でも、景気回復が確実

になるまで必要な金融支援や拡張的な財政・金

融政策の実施を継続することが合意されており

ます。現在の経済対策などのいわゆる出口戦略

の問題も、今後景気回復がしっかりと確保され

た段階で議論することになっております。やは

り経済には注意をしながら今後とも財政運営を

続けていかなければいけないと思っております。

２．税制の現状と課題

〔税収の動向〕

税収の状況を少し細かくご覧いただきたいと

思います。資料�―１は、一般会計税収です。

平成２０年度の決算が４４．３兆円、２１年度の予算で

４６．１兆円、平成２年度の税収のピークに比べま

すと約７割程度の税収しか入ってこないところ

まで落ち込んでおります。

資料�―２で、ごく最近の税収をご覧いただ

きますと、平成２０年度の決算が４４．３兆円で、補

正予算よりも２．２兆円税収が落ち込みました。

これは当初予算の５３．６兆円に比べますと９兆円

強税収が落ちた格好になっております。さらに

１９年度（前年度）の５１兆円に比べますと４４．３兆

円と、７兆円ほど落ちております。こうした落

ち込みは戦後最大で、リーマンショック後の企

業収益の悪化が大きく響いて税収もここまで落

ちてしまったということです。

その上で、平成２１年度予算は４６．１兆円と見込

んでおります。これは、昨年の暮れに左側の平

成２０年度補正４６．４兆円をベースに見込んでおり

ますので、決算で２．２兆円落ちたことが２１年度

税収にとっては土台の減となって効いてまいり

ます。

それに加えて、現在は経済状況がかなり低迷

しております。特に法人税もそうですけれども、

所得税でも残業やボーナスが相当落ち込んでお

り、給与に係る所得税、配当に係る所得税がか

なり悪くなっております。こうした影響で恐ら

く２１年度は予算をかなり下回らざるを得ないと

考えております。

来年度、平成２２年度はそれが土台になって見

積もることになりますので、現在進行中の２１年

度、さらには来年度、２２年度にかけて税収が大

変厳しい状況下で、今後の財政運営を考えてい

かなければいけないという状況にあります。

資料�は、今申し上げた税収の動向を所得税、
法人税、消費税、相続税の各税目に並べており

ます。特に、法人税が経済の動きに応じてかな

り大きく波動しております。これに比べまして、

消費税は、平成９年度から現在の５％に税率が

上がっておりますが、その後ほぼ１０兆円前後で

安定的に推移をしているということで、税目ご

との経済への反応の仕方が見てとれると思って

おります。

〔国民負担の動向〕

税収の大きさを国民負担率という観点から見

たのが、資料�です。マクロで見た租税負担率
は、分母が国民所得ですけれども、税収がピー

クであった１９９０年度（平成２年度）で２７．６％で
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す。これが２００９年度（平成２１年度）予算では

２３．０％まで下がってきております。

一方で、ちょっと薄く黒いのが社会保障負担

率ですが、高齢化の進展によって１５．９％という

数字まで着実に上昇を続けています。

国際比較は、資料�～�に掲げておりますの
で、ご覧いただければと思います。

資料�は、国民負担率で、上に白く乗っかっ
ている部分が社会保障負担率、その下が租税負

担率で、諸外国、主要先進国に比べまして、日

本は２３．０％と低くなっております。

これは景気の状況、税収の状況によるところ

も大きいわけですけれども、よくいわれますよ

うに消費税率が５％と諸外国に比べて低い結果、

ヨーロッパ諸国と比べて消費課税の負担率が低

いのは当たり前ですが、所得課税もかなり負担

が低くなっております。さらに最近の税収の低

迷で法人所得課税のウエートも必ずしも日本は

高くないといった状況にございます。

〔税制改正の概要〕

ちょっと視点を変えまして、足元の税制改正

の中身、或いは最近の動きをご報告したいと思

います。資料�，�は、平成２１年度に実施して
おります税制改正の概要をまとめております。

ご承知のように危機的な経済状況に対して、

昨年秋以降３年間は大胆な景気回復策を最優先

に行い、その後、財政再建を行うことで、平成

２１年度の税制改正はそうした考え方の下に住宅、

土地税制、企業税制、或いは自動車関係課税な

ど、需要を喚起する形の政策減税を主として実

施をいたしました。

１つ１つについて詳細な説明は省略しますけ

れども、例えば２番目の法人関係税制にありま

すように、省エネ設備については初年度に即時

償却、つまり１００％の償却を可能にする措置を

創設するとか、或いは中小企業について軽減税

率を引き下げるといったような、これまでやっ

たことのないような措置を講じております。

６番目の国際課税の面でも、外国子会社から

の配当につきまして益金不算入にする措置を導

入いたしました。この外国子会社からの配当の

問題は、経済対策という面もありますが、海外

で留保されている所得と国内に還流される所得

について課税関係をなるべく中立にする形で、

外国子会社からの配当についての国際的な二重

課税の調整措置である間接外国税額控除に代え

て、こうした益金不算入制度を導入しています。

税制の考え方としてもかなり転換をする措置を

今回は導入しています。

それに加えまして、通常、税制改正というの

は毎年１回行ってきているわけですが、４月の

経済危機対策におきまして、異例ではあります

けれども年度途中で税制改正を行いました（資

料�）。
住宅取得等のために贈与税を５００万円まで非

課税とする措置とか、中小企業の交際費課税を

軽減する措置、或いは研究開発税制につきまし

て税額が落ち込んでいることに対応して控除限

度額を引き上げるといった緊急の対応を取るな

ど、追加的な税制措置を講じています。

今後とも経済状況の推移に応じて財政面、税

制面でいろいろなことをなお考えていかなけれ

ばいけないと思いますけれども、平成２１年度改

正におきましても政策税制の面で大胆な対応を

取っていると思っております。

〔近年の主な税制の動き〕

資料�は、近年の主な税制の動きを簡単に表
しております。シャウプ勧告以来の税制改革と
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いうことで、昭和６２、６３年の消費税の創設を内

容とします抜本的な税制改革以降の主な税制改

革の流れをまとめております。

これからの税制改正ですけれども、ご承知の

ように現政権では、昨年末に「持続可能な社会

保障の構築とその安定財源に向けた『中期プロ

グラム』」を閣議決定いたしまして、景気回復

と財政健全化の両立を図るべく中福祉・中負担

のしっかりとした社会保障制度を構築し、その

ための安定財源確保を中心に、景気回復後には

消費税を含む抜本的な税制改革を実施するとい

う方針の下に、その道筋と各税目の改革につい

ての基本的な方向性について、今年の通常国会

で可決・成立した税制改正法の附則に盛り込ま

した。

今後、どのように税制改革に取り組むのか、

新政権の下で税制改正のプロセスを含めまして

かなり大きな変革があると思います。昨年末に

民主党は税制改革のアクションプログラムを公

表しておられますので、これがベースになって

今後の議論が進むのではないかと思いますが、

少子高齢化や経済のグローバル化といった経済

社会の変化への対応、社会保障の安定財源確保、

或いは格差の是正、経済成長力の強化、税制の

グリーン化といった課題に対応するため、税制

全般にわたって今後とも議論していかなければ

いけない課題は山積していると思っております。

その方向性については現時点では申し上げに

くいことをお許しをいただきたいと思いますけ

れども、これまで時々の状況に応じて、資料�
にありますように、それぞれの税制について見

直しを行ってきた経緯もございますので、こう

いったことを踏まえまして、今後いろいろな面

から議論がなされていくのを私どもとしても期

待をしたいと考えておるのが現状です。総論の

私からのご報告はこれまでにさせていただきま

す。

（水野） 古谷局長、ありがとうございました。

続きまして、地方税につきまして総務省の岡崎

自治税務局長からお願いいたします。

�．わが国の地方財政・地方税制
の現状と課題

１．地方財政の現状

（岡崎） 自治税務局長の岡崎でございます。

よろしくお願いいたします。司会の水野先生か

らお話があったように、私もだいぶ税が長くは

なったのですけれども、８年ほど自治税務局で

課長、審議官をやった後で、この２年間は大臣

官房に行っておりまして、税から離れていまし

た。その間は地域振興関係の仕事とか、官房の

内部の人事等の業務もやっておりました。昨年

の１１月あたりからは、定額給付金の担当局長を

命ぜられましたが、一応その仕事も大方終わり

まして、この７月から税務局に戻りました。ま

た地方税の仕事に携わることになりました。よ

ろしくお願いいたします。

地方財政、税体系の現状について最初にお話

をしたいと思います。

まず税の話に入る前に地方の財政状況という

ことです。資料�（資料編５８頁）です。ご承知
のように国も大変な状況ですけれども、地方も

非常に厳しい財政状況が続いております。毎年、

地方税をはじめ、いろいろな収入の見積もりと

いわゆる地方財政全体の歳出の見積もりを立て

ますと、財源が不足するという状況が毎年続い

ております。

平成２１年度の地方財政を見たときに、財源不

足は１０．５兆円です。不況の影響による税収減等

を反映しまして、一度ちょっと縮小しかかった

地方財源不足額が増えてきました。地方財政対

策を年末にやる中でこの不足額を地方債の増発

と交付税の増額を図ることで埋めて、何とかか

んとか毎年地方団体が運用している状況です。

従って、地方債依存度もだいぶ高くなってまい

りまして、借入金残高も、２００兆円に迫るとこ

ろです。
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地方団体の財政は、国と違いまして、昔は

３，３００、今でも１，８００ほどの団体の集合体であり

ますので、全体のマクロの状況のほかに個別の

団体はどうかということも見なければいけない

と思います。もちろん相当なばらつきがありま

す。いいところ、悪いところがありますが、個々

の団体の財政指標というのが右下にあるように

悪化してきています。経常収支比率、公債費負

担比率等々もこの１０年間ほどで悪くなってきて

います。

借入金残高は、資料�です。ここではっきり
していますのは平成２年、３年ごろはだいぶバ

ブルもあって良かったのですが、それが崩れて

からは増加の一途です。この５年ほどは２００兆

円前後で高止まりをしている状況です。その辺

から増えていないというのは、後ほど申し上げ

ますように相当な歳出の抑制をやってきている

ということが１点です。

それから、国債は６０年の償還が原則ですので、

利払いが相当多いのですけれども、地方債の場

合には大体２０年ぐらいで借りていて、返してい

るということで、かなり元本も返していますの

で、借りる方が抑えられるとそんなに残高とし

ては増えていかない、つまり、元本が減るもの

もありますので、今のところこの５年ぐらいは

相当に頑張って２００兆円程度でとどまっている

ということだと思います。

最近の大きな動きとして、この１０年ほど合併

を相当進めております。資料�です。かつては
３，３００ほどと言いましたが、今は１，７５３まで市町

村が減ってきております。最近もぼつぼつと追

加で合併するところがあります。一番市町村の

数が減っているところといいますのは、長崎県

がほぼ４分の１の数になって、減少率が７３．４％

です。広島とか、愛媛とか、こういうところは

７割以上市町村の数が減ったということです。

これに伴って、今は過渡期ですが、合併によ

る効果は、これから徐々に出てくると思います。

ただ、市町村の三役と議員さんは既に２万人近

く減ったはずです。そういうところでは相当な

財政上の効果も出ているのだろうと思います。

先ほどちょっと歳出削減の話を申し上げまし

たけれども、資料�にあるように、この８年ほ
どで決算ベースの生数字で７９兆円から６６兆円に

減少しております。その下に内訳がありますが、

都道府県が合計１８％減で、４３兆円から３５兆円で

す。市町村は、これも合計で４２兆円から３７兆円

で、１１％減です。

ただ、この内訳を見ますと、財政力指数０．３

未満の財政力が弱い団体、※３にありますよう

に沖縄、秋田、長崎、鳥取、高知、島根という

ことで、その平均ですと３割減、２９．４％減にな

っています。

それから、市町村も小さな町村ほど大幅に削

減してきています。

資料�は、総人件費の抑制です。公務員数は、
左側の過去５年間の実績で、１７万人以上が純粋

に減ってきております。給与も支払いベースで

２．２兆円ほど減っております。それから、今後

５年間の目標が右ですけれども、さらに１７万

７，０００人を削減しようということです。これは

一応各団体から目標を取って積み上げた数字で

すので、そんなに狂わないと思っております。

２．地方税制の現状と課題

〔地方税収の動向〕

ここから税の話になりますけれども、資料�
は、国税・地方税の税収内訳です。地方税は基
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本的には国税と同じ税収確保が目的ですけれど

も、地方の仕事の場合には法律、政令等で義務

づけられている仕事がかなり多いものですから、

税収増減によってやめられる仕事というのは少

ないと思っています。従って、地方税に必要な

大きな要件として１つは税収ができるだけ安定

していることが望まれると思っております。

それから、もう１つは、１，８００以上の団体の

合計ですので、できるだけ地域によって偏って

いるような、つまり、非常にたくさん入る団体

とほとんど入らない団体があるような税ではな

くて、偏在の少ない税というのが望ましいわけ

です。安定性と少ない偏在性が必要と考えてお

ります。そういう目で見ますと、先ほど財務省

の資料にもありましたが、景気の動向等で大き

く税収に増減があるのが法人関係税と思います。

そういうものが多いのは、都道府県です。法

人二税は法人住民税、法人事業税の合計ですけ

れども、税収の２８．３％を占めています。これを

見ますと、国税よりもウエートが大きいのです。

景気のブレで、市町村はまだいいのですけれど

も、都道府県は非常に税収が大きくブレるとい

う傾向が出ております。

資料�は、全体の税収の状況です。増えたり、
減ったりしているわけですけれども、この１９、

２０、２１年度を見ますと、国税と違う点を申し上

げますと、１９年度に所得税から住民税に３兆円

のいわゆる三位一体の１つとして税源移譲を行

いましたので、その分が乗っかっております。

従って、１９年の伸びが非常に際立っております。

それから、２１年度に、これも後ほど申し上げ

ますが、地方法人特別譲与税というのを作りま

して、それを従来の法人事業税と同様にカウン

トしますと３７兆円程度になります。ただ、先ほ

ど古谷局長からご説明がありましたように、こ

の先を考えますと、同じように２１年度計画を立

てるときに想定していなかった土台減というの

もあります。

それから、特に法人関係ですと３月決算法人

の納税の帰属年度が国税と異なっておりまして、

国税の方は前の３月までの年度に入りますが、

地方の方は翌年度になります。従って、税収が

落ち込むときには地方の方が１年遅れて影響が

出るということもありまして、２１年度も計画割

れすると思いますけれども、２２年度に向けて考

えますと非常に厳しい状況が予想されるところ

です。

資料�は、先ほどの国税とほぼ類似の表です。
やはり法人の振れが非常に大きいことで、この

辺をどう考えていくのかということだろうと思

います。

〔税源配分について〕

資料�ですけれども、基本的に国民の租税は
国税・地方税でシェアをしておりますが、この

割合が大体５７％と４３％になっております。一方

で国の歳出は４１％程度、地方は歳出の６割近く

を担っておりまして、その財源として国から交

付税、或いは国庫支出金ということで財源移転

が行われているという図です。

従って、もう少し地方税を充実していいでは

ないかということに使っているのですが、私が

この表を見ていつも言っていますのは、横の比

較もありますが、縦の関係です。一番下にある

ように、国と地方でサービスとしては１５０兆円

近い歳出をしておきながら、租税として頂いて

いるのは上にありますように９２兆円というここ

のところを、国だ、地方だという前に、本当は

もう少しきちんと解決していかないと、結局、

将来へのつけ回し、国も、地方も将来につけが

回っていくという状況がなかなか改善されない

と思っております。

〔地方税収の偏在について〕

資料�は、偏在度といいますか、それを何で
見るかというのは難しいのですが、人口一人当

たりの税収で比べてみたものです。

地方税全体では東京はもちろん多いのですが、

一番左で全国平均の一人当たり税収を１００とし

ますと、このぐらいの違いがあります。東京は

大体全国平均の７割増し、一方で沖縄県は６割

ぐらいしかないということです。単純にそれを
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割りますと３倍ぐらいの差があるというのが県

別の偏在です。ただし、これは市町村によって

相当違うわけですけれども、県単位で見てもこ

のぐらい違うということです。

所得課税の住民税は大体それが３．１倍ぐらい、

法人関係税はどうしても偏在が大きいものです

から６．６倍という数字になっております。それ

から、地方消費税、固定資産税は２倍前後で、

偏在が比較的少ない税だと認識をしております。

その偏在に関して２０年度改正で行った解決策

の１つとして地方法人特別税というのを行いま

した。資料�です。発想としては偏在の大きい
法人課税のうちの法人事業税について一部を地

方法人特別税という、形式上は国税ですけれど

も、共同の地方税のような形にして、それをも

ちろん地方に集めてもらうのですが、その全額

を譲与税として人口、従業者数等の指標で配る

というものです。

これは考え方としては、当時の発想としては、

２．６兆円というのは大体消費税１％相当ぐらい

で、抜本改正をやるときにこの辺をまた整理す

る、それまでの暫定措置だという位置づけをし

ております。ただ、下の※１にありますように、

このときの税収見通しでは２．６兆円になるはず

だったのですけれども、その後税収見通しが悪

化してまいりまして、今計算しますとこの部分

は１．７兆円程度まで縮小しているのが現在の状

態です。

〔地方消費税の現状等〕

資料�で、地方消費税の話をしておきますと、
５％の消費税をいただいておりますけれども、

そのうちの４％が国の消費税、１％が地方消費

税です。かつその４％の中にも１．１８％分という

のが地方交付税の財源になっております。

なぜこうなっているかというのはいろいろ経

緯がありまして、昭和６３年に一般的な消費課税

としての消費税を入れるときに地方の個別間接

税は廃止になったわけです。当時は電気税、ガ

ス税、或いは娯楽施設利用税とか、いろいろあ

ったのですけれども、そういうものが全部廃止

になる見返りで消費譲与税というのが作られま

して、消費税の２０％の額は地方に譲与するとい

う仕組みができました。その後、平成６年の改

正で９年から３％を５％にするときの改正の際

にもともとの個別地方間接税の穴埋め分プラス

当時に先行減税しました個人住民税の減収の補

填分として地方消費税というのを設けることに

なったわけです。

また、一方で所得税も相当減税をしましたの

で、その分所得税にかかる交付税が減るという

こともあり、１．１８％に相当する部分が地方交付

税ということで地方の取り分になっているとい

う経緯でした。地方側からすると、それは全部

ある意味では本来地方税だったものの見返りと

か、もともと所得税の方にあった交付税分の見

返りだということで、これは地方のもともとの

財源だという認識を持っているということです。

消費税は社会保障関係の財源という議論がさ

れておりますが、資料�にありますように、社
会保障は国と地方で支えていると、国費も今後

相当増えてきますが、地方費も相当増えていく

ということです。

また、国費は現金給付的なものが多いのです。

地方の場合には例えば１９年の一番下に７．１兆円

とありますけれども、施設の運営費的な、いわ

ゆる現金給付とは違う現物給付的なものが相当

あります。そういうものを含めますと国と地方

でお互いに負担をし合って、これからの社会保

障を支えようということだと思います。こうい

う中でどういうふうに安定財源を作っていくの

かということをこれから考えていかなければい

けないと思います。

取りあえず最初の説明としては以上で終わら

せていただきたいと思います。

（水野） 岡崎局長、どうもありがとうござい

ました。古谷局長から国の財政、そして岡崎局

長から地方財政全般の観点からお話をいただき

ました。いずれも税収のところにはっきりと、

平成１６年あたりから少し回復の兆しが見られま
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したが、昨年のアメリカ合衆国のサブプライム

ローン問題、それから、リーマン・ブラザーズ

の破綻といったことから、わが国も大きな打撃

を受けている状況が税収の落ち込みというとこ

ろに表れております。

このような大きな状況でございますが、続き

まして企業、或いは民間といった立場からお話

を伺いたいと思います。はじめにキヤノン副社

長で日本租税研究協会副会長の田中様から今の

局長のご説明に対するコメント、或いはご自身

のご意見などを伺いたいと思います。

�．財政・税制の現状と課題につ
いての討論

〔産業界から見た経済の現状と税制〕

（田中） ご紹介をいただきました租研の副会

長を務めておりますキヤノンの田中と申します。

よろしくお願いいたします。ただ今古谷局長、

岡崎局長から財政、税制につきましての全般的

な現状及び問題点をお話しいただきました。体

系的に全体像を理解することができたと思いま

す。大変ありがとうございました。私からは意

見というよりは産業界の一員という視点から、

この税制全般に関しまして日ごろ感じているこ

とを中心にお話をさせていただきます。

現在の厳しい経済の状況に関しましてはよう

やく最悪期は脱したのではないかという新聞報

道が盛んに目に付きますけれども、現実にはま

だまだ回復への展望が見えてきたとは言いがた

く、先行きが非常に不透明な状況が相変わらず

続いていると感じております。従いまして、当

面は、先ほど古谷局長からのお話にもございま

したとおり、景気対策、いわゆる景気を回復軌

道に乗せるという対策、政策を迅速かつ的確に

実施することを最優先にすることが日本経済に

とっては非常に重要なことではないかとわれわ

れも感じております。

そういう状況の中で税制の果たすべき役割と

いうのを考えますと、税制はよく国の形を示す

ものといわれております。政策というのはわが

国の目指すべき将来の方向性を示すもので、そ

の政策の有効な実行手段の１つとしてこの税制

というのが位置づけられると思います。従って、

日本という国の重要なインフラとしての観点か

ら税制を整理・活用して、政策と税制を結びつ

けることで、民間の実質的な取り組み、活動を

政策が後押しするという構図ができるのが非常

に重要なことではないかと感じております。

しかしながら、現実的にいいますと、わが国

においては国民の税制に対する正しい認識が十

分に周知徹底されているかというと、必ずしも

そうとは言えないのではないかと思います。租

税の意義、或いは役割を正しく理解いたしまし

て、社会の構成員として税を正しく納め、その

使い道にも十分な関心を払い、さらには納税者

として社会や国のあり方を主体的に考えるとい

う自覚を育てることが重要ではないかと考えて

おります。この点に関しましては財務省、総務

省の両省とも連携をしながら、国民への租税教

育というのを徹底いたしまして、当租研として

も尽力してまいる必要があるのではないかと考

えております。取りあえず私からは以上でござ

います。

（水野） 田中様、ありがとうございました。

続きまして、税理士の平川先生、お願いいたし

ます。
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〔わが国の財政状況についての懸念〕

（平川） お二方のご説明をお聞きしています

と、私どもはすぐ自分の業務に振り返って、国

と地方の連結決算を想定します。そうすると、

国が５９１兆円、地方は１９７兆円と大変膨大な借金

を抱えているわけです。併せて７８８兆円です。

もしわが国の基準金利が１％上がりますと、な

んと８兆円ぐらいの金額がさらに国と地方の負

担増となります。こんな状況を考えますと非常

に空恐ろしいというのがまず実感です。では、

果たしてこういう財政事情がわれわれの関与し

ている企業や個人事業主というところにどのよ

うな形で跳ね返ってくるかといったことを考え

ますと、早期にいろいろな対応策を策定しなけ

れば将来の厳しい状況に対応できないのではな

いかと思います。

利払いの動向を考えても、この何年間かの経

済危機が一段落しますと必ず利上げが出てくる

ということも予想されているわけですから、決

して私が心配していることは過言なことではな

いと思います。いずれにしろ、これらの実状が

想定されることに対して果たしてその影響がど

んなことになるのか、金利が上がれば企業のコ

ストが増加して、利益が減るし、個人の家計は

ますます苦しくなります。所得課税の方ではそ

ういった時期に増税は無理なような感じがする

わけです。

そんなことから考えますと、対応する方法は

限定されると思います。将来における財政状態

がわが国の税制にどんな形で跳ね返ってくるで

しょうか。この場合、地方の１９７兆円の債務が

そっくり利払いになるかどうか私はよくわかり

ませんが、少なくとも８００兆円近いお金の利払

い費が増えてくるということについては国・地

方の財政上の合計貸借対照表を考えるとこれら

の利払い費が気がかりになるわけです。この辺

を含めまして、将来に向かってこの課題に関わ

るご説明がなかったようですので、両局長さん

からこれに対するお考えをいただければと思っ

ております。

（水野） 平川先生、ありがとうございました。

田中副会長の方から報道では景気が回復しつつ

あるといわれているけれども、不透明な状況が

続いており、今後も景気対策が日本経済にとっ

て重要であるというお話をいただいております。

そして、その中で税制を考えていく必要性があ

るというお話をいただきました。

それから、平川先生の方からは国公債の負担

に関しまして、特に利払いを考えただけでも非

常に負担が重くのしかかっているということで

す。

このようなご意見、コメントを踏まえまして、

古谷局長、岡崎局長から補足的なご説明をいた

だければと思っております。古谷局長からお願

いいたします。

〔財政の健全化に向けた課題〕

（古谷） お二方から貴重なコメントをいただ

きまして、おっしゃるとおりだと思います。私

が用意いたしました資料�（資料編６頁）をご
覧いただきますと、先ほどは説明は省略したの

ですけれども、平川先生からご指摘をいただい

たように、国債の残高が約５９０兆円ということ

です。金利が最近は非常に低金利で推移してお

りますおかげで、利払費も国債残高が２００兆円

に満たなかったころの利払費で何とか済んでお

り、財政も今のところ持っておるわけですけれ
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ども、平川先生がおっしゃったように、金利が

１％上がっただけで５９１兆円の１％ですから約

６兆円利払費が増えるといったような潜在的な

負担を財政は被っている状況にあるわけです。

こういう状況で、世界的に最もわが国の財政

が厳しいわけですし、財政再建に向けた努力と

いうのは着実に進めていかなければいけないわ

けですけれども、一方で田中さんからお話があ

りましたように、当面はやはり未曾有の経済危

機の下で政策的にも金融・財政両面でいろいろ

なことを考えていかなければいけない状況にあ

るわけです。

ただ、そういう中で将来の財政再建に向けた

取組といった方針も政府としてきちんと示しな

がら、いわば出口戦略を念頭に置きながら当面

のいろいろな対策を行っていくということが

マーケットとの関係でも大変重要だと認識して

おります。さらにご覧いただきましたように、

経済の動向に合わせまして現在の日本の税収構

造は相当変動いたします。

これからのわが国の財政を考えますと、高齢

化に伴う社会保障の費用などがどうしても増え

ていく中心的な経費ですので、それを安定的に

賄えるような税収の安定化ということも大変大

きな課題です。そういう面からこれからの税体

系のあり方の議論をきちんと続けていくことが

是非とも必要であると思っているところです。

（水野） ありがとうございました。それでは、

岡崎自治税務局長、お願いいたします。

〔地方財政における健全化に向けた課題〕

（岡崎） 基本的には古谷局長からお話があっ

たことは地方にも通用するのです。先ほど地方

税で安定性を強調しましたが、国も地方も続い

て税収を安定的に、かつ先ほどの資料でもお示

ししたように、社会福祉系の歳出は必ず増えて

まいりますので、その辺をどういう財源で安定

的に、持続的に確保するかというのが非常に大

事だろうと思っております。

それから、借入金の利払いについていいます

と、若干国と違うといえば、２０年から２５年ぐら

いで借り入れて、償還するというものが地方債

に多いということです。それから、比較的１０年

単位で借り替える、或いは物によっては地方公

共団体金融機構の資金のように長期固定金利と

いうのもありますけれども、やはり傾向として

は金利が上がれば徐々に苦しくなるというのは

地方も同じだろうと思います。

基本的に税収を今後いかに確保するかという

のは古谷さんのお話のとおりですけれども、も

う１つは地方の場合ですと非常に小さな団体も

ありますし、長期低利のできるだけ良質な資金

をいかに確保するかというのも対処策としては

重要であろうと思っていまして、これは税の話

と若干離れますけれども、今申し上げた共同調

達機関としての地方公共団体金融機構とか、そ

ういうこともだんだん充実しながら、小さな団

体でも安心して、そんなにひどい条件ではなく

て、資金調達できるような仕組みをこれからも

考えていかなければいけないと思っております。

以上でございます。

（水野） 岡崎局長、ありがとうございました。

これまで全般的な経済情勢、それから、税制の

現状などについてお話を伺ってまいりました。

政権が交代するという大きな状況がございます

けれども、今までの税制、それから、財政全般

がどうなっているかということについてお話を

伺いました。

確かにわが国の国公債の依存が高くなって、

ついに税収よりも国債の方が上回ってしまうよ

うな状況にもなっています。これにどう対応す

るかということは内閣、或いは政権交代による

ことで対応の仕方が変わってくるかと思います

が、財政のこうした現状はそのままにしておく

わけにはまいりませんので、今後の課題として

認識せざるを得ない問題であるわけです。

そこで、今度は個別の税目、或いは税制上の

論点に絞りまして、お話を伺って質疑などを進
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めてまいりたいと思います。いわば各論的な税

制上の問題ということになります。まず国税に

つきまして古谷局長の方から、お話を伺いたい

と思います。

�．個別税制の現状と課題

１．所得税

〔所得税の現状と課題〕

（古谷） 主な税目の現状と課題をかいつまん

でお話をさせていただきたいと思います。資料

�（資料編１８頁）は、所得税です。所得税は、
ピーク時の２６．７兆円から、累次の減税、或いは

最近における所得税から住民税への税源移譲と

いった制度改正によりまして、１５兆円程度の税

収規模になっております。

その間の所得課税の改正は、資料�でぱっと
印象的にご覧いただきますように、累進構造を

緩和いたしまして、税率構造を簡素化してきた

歴史です。

昭和６１年分というのが一番左に書いてありま

すが、消費税導入前の所得税の構造は所得税と

地方の個人住民税を合わせまして８８％という最

高税率に向かって十数段階の税率の刻みを持っ

た構造をしておりました。これが逐次フラット

化という形で累進構造の緩和を特に中低所得者

層を中心に実施してまいりまして、現行では、

一番右の欄ですけれども、最高税率が５０％まで

下がっております。

６段階ほどの税率構造ですが、平成１９年度の

所得税から住民税への３兆円規模の税源移譲の

際に、併せて税制のあり方としまして、地方の

住民税と国の所得税の役割分担をはっきりさせ

ようということで、住民税については一律１０％

の比例課税にいたしまして、累進構造はすべて

国の所得税の方に集中するという形に仕組みを

明確化いたしました。今後、所得税の課題とい

うのはこの所得税の累進構造をどのように考え

ていくかということが１つあるのではないかな

と思っております。

資料�は、その昭和６１年分から最近に至るま
での改正によります実効税率を並べたものです。

ずっと下になだらかになってきておりまして、

フラット化が進んだ姿が見てとれるかと思いま

す。

資料�は、その実効税率の国際比較です。収
入１，０００万円までの実効税率は先進国の中で一

番低いところを日本は走っております。具体的

な負担水準は、資料�にあります。
象徴的にお話をしたいのは資料�です。所得

税の限界税率ブラケット別納税者数というやや

難しいことが書いてありますけれども、要する

に、日本の場合には税率が１０％以下のところに

納税者の８割の方が所属しておられるというこ

とです。消費税導入後の所得税の累次の改革に

よりまして、中低所得者層がかなり負担の低い

ところに集中しておられるという非常にフラッ

トな税率構造に変えてきたことです。こういう

状況で格差の是正といったことが議論される中

で、所得税の所得再分配機能をどのように評価

して、税率構造について考えていくかというの

が今後の１つの課題ではないかと思っておりま

す。

〔金融所得課税について〕

株の配当とか、銀行の預金の利子といった金

融所得につきましては、近年の国際的な潮流も

そうですけれども、いろいろな金融商品の間の

課税の中立性ということや、貯蓄から投資とよ

くいわれますが、個人投資家のリスクテイクに

対して税制面からもある程度の配慮をするとい

った考え方から金融所得課税の一体化を進めて

きております。

イメージ的に一番わかりやすい資料�をご覧
いただきたいと思います。これまで所得税につ

きましてはシャウプ勧告以来、総合課税という

考え方がいわれてきていますが、当面金融所得

課税につきましては分離課税を基本にしまして、

幅広く損益通算を行うことで一体課税を進めて

はどうかというのが現時点での議論です。

― 31 ―



現在、上の箱でご覧いただきますように、株

式につきましては配当と譲渡損益の間で分離課

税を前提に損益通算をしております。別途、預

貯金の利子は２０％の源泉分離課税、公社債の譲

渡損益については、経過利子という考え方もあ

りまして、非課税となっております。今後は、

利子、公社債の譲渡損益、株の配当、譲渡損益

を一体的に課税いたしまして、分離課税を前提

に損益通算を広く認めるという方向で検討して

いってはどうかということが一体課税のイメー

ジです。

一方、少額の投資をされる普通の方について

は、一定の配慮をしようということで、現在も

資料�で具体的な検討課題になっておるわけで
すけれども、少額の上場株式等の配当や譲渡益

については一定の非課税を認めるといった少額

投資優遇制度をこれに組み合わせる形で一体課

税を実施していってはどうかというのが現時点

での金融課税に対する考え方のイメージです。

〔給付付き税額控除について〕

所得税の控除に係わる検討テーマとして、最

近税制を活用した給付措置が話題になっており

ます。これは近年諸外国でも福祉雇用政策とい

った観点から、社会保障と税制を一体的に構築

いたしまして制度を作ってはどうかという議論

が行われております。いわゆる給付付き税額控

除という問題です。資料�～�に諸外国の制度
の概要を並べておりますが、大変恐縮ですがち

ょっと時間の関係でかいつまんでご紹介いたし

ます。

例えばアメリカは、勤労所得税額控除という

ことで、低所得者に対して税額控除をまず行っ

た上で、控除し切れない額はその人に給付を行

うという仕組みです。よく負の所得税といわれ

ますけれども、そういったものをイメージして、

社会保障給付と税額控除を組み合わせる手段で

一定の政策目的に対応することが、先進諸国で

も最近は広く行われるようになってきておりま

す。

制度名のところを横にざっと見ていただくと

おわかりのように、幾つかの政策目的がござい

ます。例えばアメリカの児童税額控除とか、イ

ギリスの児童税額控除と書いてありますように、

子育て支援の観点からこういう制度を入れてい

る国もございます。それから、アメリカの勤労

所得税額控除やイギリスの就労税額控除のよう

に、低所得者の就労促進策としてこういう仕組

みを導入している国もあります。

さらに資料�のとおり、カナダはGSTクレ
ジットと書いてありますが、これはGoods and

Services Tax クレジットということです。中

低所得者世帯の付加価値税負担を軽減するため

に一定の給付を行うということで、いわば消費

税の逆進性対策のような形でこの仕組みを導入

している国がございます。

さらに資料�にありますが、オランダは給付
の仕組みのところに算出税額と社会保険料の総

額から上記合計額を控除ということで、所得税

の税額控除をして、控除し切れない分は社会保

険料の負担から控除するということです。低所

得者の社会保障負担の軽減のためにこういう仕

組みを導入している国があります。国によって

いろいろな政策目的でこういう仕組みを使って

いるということです。

さらに、ちょっと細かくなりますが、資料�
の給付の仕組みというところをご覧いただきま

すと、アメリカは負の所得税そのものの仕組み

をとっていて、税額から控除して、控除し切れ

ない額は給付するということです。イギリスは、

税は税で負担した上で別途全額を給付する方式

で実施しています。先ほどのオランダは税で控

除できないと、給付はしないのですが、社会保

険料から控除しています。このように実施方式

も各国いろいろです。

わが国でもこうした給付付き税額控除制度を

格差是正という観点から低所得者への福祉的な

配慮の一環として議論してはどうかといったよ

うなことがこれまでもいろいろな形で出てきて

おります。今後生活保護や児童手当、或いは最

低賃金といったこれまでの社会保障施策との関
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係をどう整理するかといった点や、低所得者に

対する給付になりますので、所得をどうやって

正確に把握していくのかということが制度を導

入する前提となります。納税者番号制度の導入

の議論を含めて、そういった点についての具体

的な議論を今後いろいろなところで行っていく

必要があるという課題が、所得税の関係では１

つ出てきているという点をご紹介申し上げたい

と思います。

これについては、資料�にありますように１９
年１１月の政府税調の答申におきまして、一定の

検討課題が整理されておりますので、ご覧いた

だければと思います。

２．法人税

〔法人税の現状と課題〕

２つ目が法人税です。資料�は、最近の法人
税改正の主な流れを整理しております。これま

で税率の引下げとか、投資減税、或いは研究開

発減税、減価償却制度の見直しといったことを

実施しておりまして、企業の法人税負担につい

ては税率・課税ベースの両面でかなり負担軽減

を行ってきております。

さらに真ん中に幾つかトピックス的に書いて

ありますけれども、企業会計とか、会社法、或

いは信託法などの改正に合わせまして、組織再

編税制、或いは連結納税、信託税制など、企業

活動にとっての税制インフラ整備も進めてきて

おります。法人税については私どもとしまして

は経済界と意見交換をしながらかなりのスピー

ドで一定の対応はできているのではないかと思

っております。

資料�は、わが国の法人税率の引下げの経過
が書いてあります。また、資料�は、税率引下
げの諸外国との比較です。実効税率で国際比較

しますと、資料�にありますように、日本はア
メリカと並んで、諸外国と比べて高い水準にあ

るわけです。今後とも国際競争力の強化、或い

は国際的な税制の整合性の確保といった視点か

ら法人税改革を進めていく必要があろうかと思

います。

一方で、資料�，�に企業の社会保険料負担
も組み合わせた負担水準などを書いております。

社会保障負担との関係も考えながら、どのよう

な方向で企業の税制を見直していくのか、１つ

の課題だろうかと思います。

そういう中で、資料�に主要国の減価償却方
法の概要、資料	に定率法で償却した場合のグ
ラフの絵を付けております。平成１９年度の改正

で減価償却制度については懸案でした残存価額

の問題や償却可能限度額の問題を解決しますと

ともに定率法について２５０％定率法を導入いた

しました。

その結果、諸外国と比べて日本の場合はかな

り加速的な減価償却制度が導入されております。

日本の法人税の課税ベースは償却制度を含めま

すとかなり小さくなっているという認識を持っ

ておりまして、今後の企業税制の見直しの際に

税率の問題と課税ベースの問題の両方を併せて

議論を深めていっていただけるとありがたいと

思っております（資料	）。
資料
が租税特別措置による増減収見込額で

す。所得税関係、法人税関係、その他というこ

とで、総額ネットで５兆１，０００億円ほど租特に

よる減収額がございます。その内訳が資料�で
すが、今後企業税制の課税ベースの議論になり

ますと、この辺りの租特をどうしていくかが議

論になる可能性があると思っております。

〔国際課税の課題〕

それから、法人税の関係で、金融危機が顕在

化いたしました昨年秋以降、この金融危機の原

因の１つとしていわゆるタックス・ヘイブンの

存在等が議論になっておりまして、G２０を中心

に、国際的な租税回避行為に対する取組が世界

的な課題として挙げられてきております（資料

�，）。
これは当然税に関する情報交換といった問題

や制度・執行両面での国際課税の整備、或いは

一方で企業の海外進出を税制面からどのように

支援すればいいのかといった多面的な課題であ
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ろうかと思いますけれども、外国子会社合算税

制や移転価格税制などにつきまして、今後とも

実態に即した見直しをしていく必要がございま

す。この点については経済界とよく意見交換を

させていただきたいと思っております。

３．消費税

消費税について現時点であまり申し上げるこ

とはありませんが、資料�をご覧いただきます
と、何度も見ていただいている棒グラフですけ

れども、先進諸国の中で５％という税率は一番

低いということです。

消費税は世代を通じて広く負担を分かち合う

という観点、勤労者に負担が偏らない税である

という点や、消費を課税ベースとしております

ので、貯蓄や投資に課税しないという点で経済

に対してのディストーションが少ないわけです。

さらに先ほど見ていただきましたように、景気

変動に対して税収が安定しているといった点を

考えますと、少子高齢化、グローバル化といっ

た下で財政の安定財源確保、特に社会保障を中

心として今後の財政需要を賄うためには、やは

り大事な検討対象である税目であると思ってい

るところです。

４．自動車関係諸税

昨年、道路財源の一般財源化ということが一

応決着をいたしまして、今後の税制改革におい

て自動車関係税制の簡素化、軽減といったこと

が課題設定されていたわけですけれども、民主

党のマニフェスト等を拝見いたしますと、揮発

油税等の暫定税率の廃止、或いは地球温暖化対

策税の検討といったことが挙がっております。

資料�をご覧いただきますと、揮発油税等の
本則税率と暫定税率に分けて記述しております

が、暫定税率が国で１兆６，７００億円ほど、地方

で８，０００億円ほど、併せて２．５兆円ほどございま

す。議論の対象がこの２．５兆円という状況にな

っているわけです。

その一方で資料�をご覧いただきますと、日

本と諸外国のガソリン価格・税負担額の比較で

ございます。ヨーロッパ諸国に比べますと、ガ

ソリン税負担が低いこともありまして、日本の

ガソリン価格はこの程度であるということです。

こうした自動車関係税、エネルギー関係税を

環境という観点から見てみますと、資料�にあ
りますように、OECDの整理では環境関連税

制ということで、右側の箱にそのGDP比と税

収の規模が並べております。日本はGDP比

１．７％ということで、カナダやアメリカに比べ

ますと高くなっておりますが、ヨーロッパ諸国

に比べると低い、OECD平均より若干低いと

いった状況です。

こういう中で、主として北欧、ヨーロッパ諸

国では炭素税の議論が進められておりまして、

今後わが国においても環境対策等の観点から地

球温暖化対策税というものがどのように議論さ

れていくのか注目されるところだと思っており

ます。（資料�）

５．相続税

資料�をご覧いただきますと、相続税につき
ましてもバブルのときの資産価格の上昇に対応

いたしまして、負担調整の観点からかなりの減

税を実施してきております。さらに所得税の税

率構造の改革もにらみながら、最高税率も５０％

まで下がっておりまして、基礎控除もかなり引

き上げられてきています。平成２１年度の改正で

は非上場株式等に係る事業承継税制も実現させ

ていただいております。

下にございますように、現在相続税は１００人

が亡くなって、４人が相続税の対象になる、課

税割合で４．２％です。これがバブルの頃には８％

ぐらいあったのがほぼ半減してきているという

ことです。平均的な負担割合も２２％ぐらいを

ピークに現在ほぼ半分の１１．９％まで下がってき

ております。今後は、格差の是正とか、公的な

社会保障制度によって老後の生活が支えられて

いるという意味で高齢者扶養が社会化されてい

る、そういった点を踏まえて、資産が世代を移
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転するときにどういう負担を求めるかというこ

とが相続税における検討課題となってこようか

と考えております。

６．納税環境整備

最後に、納税環境整備です。これは先ほどの

金融所得課税の一体化とか、給付付き税額控除

といった検討とも関連いたしまして、所得の正

確な把握を行って給付や負担をお願いするとい

う観点から社会保障番号の検討などとも併せて

納税者番号についても具体的な検討を進めてい

く課題になっているということを申し上げさせ

ていただきたいと思います（資料�～�）。
以上、それぞれの税目の課題についてかいつ

まんでお話をさせていただきました。

（水野） どうもありがとうございました。所

得税、法人税をはじめ、個別の税制全般につい

て改正の経緯、論点等についてお話しいただき

ました。

続きまして、地方税につきまして岡崎自治税

務局長にお話しいただきたいと思います。

�．個別地方税制の現状と課題

１．給付付き税額控除について

（岡崎） 古谷局長の話の中で若干地方税関係

といいますか、私が思ったところをちょっと申

し上げますと、今後の１つの課題として給付付

き税額控除のお話がございました。資料�～�
（資料編２８～３０頁）でご覧いただきますとわか

りますように、給付方式としては幾つかありま

すけれども、イギリスとか、ドイツではいただ

く税はしっかりいただいた上で、すべて給付で

お返しするというやり方をしております。

ちょうど私が去年以来担当しておりました定

額給付金というのが完全な給付方式でした。も

ちろん政策目的等は違いますけれども、お金を

国民に対して配るという意味では同じ点がござ

います。それをやった立場から申し上げますと、

国民に広くお金を渡すというのは現実にはなか

なか難しいことでした。いろいろな課題があり

ますけれども、まずは誰が配るかということで

すが、定額給付金の場合には市町村にお願いし

たわけです。

私が、当時お願いしたのは簡単な仕組みでな

いとなかなか市町村も対応できませんというこ

とです。住民台帳の住所を基に配る所得制限は

入れないという単純な仕組みです。

それでも、外国人はどこまで対象にするかと

か、住所不定になってしまって、地方団体によ

って住民台帳自体が抹消された人がいたり、日

本の場合にはかなり頻繁に転居がありますので、

そういうものを転居の前後でどちらの市町村が

配るかとか、相当いろいろな問題がありました。

ですから、給付付き税額控除についての具体的

な仕組みを考える場合にも難しい問題が多いと

思います。

それから、アメリカなんかの給付付き税額控

除も所得が増えるとだんだん低減していって、

最後はなくなるというような制限の仕組みがあ

りますので、そういうものを取る場合には納税

者番号みたいな税制上のインフラ整備というの

が前提になるのではないかというふうな印象を

持っております。

２．自動車関係諸税

資料�，�（資料編７１～７３頁）は、道路特定
財源だった財源のお話で、古谷局長からあった

とおりです。

ただ、地方団体等の感じを申し上げますと、

地方６団体でも若干意見が違いまして、去年と

いうか、今年一度下がったのを上げたりした騒

動がありましたけれども、今回もし国の政策と

して下げるのであれば、先ほどの８，１００億円ほ

ど地方団体の分も減ってしまいますので、きち

んとそこは代わる財源を頂かなければいけない

というのが大方の意見です。全国市長会には、

下げること自体がいかがなものかという反対意
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見もあるようです。これからいろいろな議論が

必要だと思います。

資料�―１は、今年、２１年度改正の目玉とし

てやりました自動車取得税の軽減措置です。

この大幅な改正で軽減措置を導入いたしまし

た結果として、資料�―２のように、電気、ハ

イブリッド、クリーンディーゼル等はもともと

軽減税率があったのですけれども、ゼロ％（非

課税）になっております。それから、それ以外

のものも２０年、２１年で大幅に軽減されているの

がわかろうかと思います。

先ほど言った８，１００億円の暫定税率の減とい

うのも実はもともとは９，０００億円以上あったの

ですけれども、この軽減をしたおかげで、そも

そも暫定税率の減収見込みが減ってしまったの

ですが、いずれにしても８，１００億円ほどの穴を

どうしようかというようなことが地方団体の関

心事項になっております。

３．個人住民税の公的年金からの特別
徴収制度

あと２つはちょっと国税とは違う話題です。

資料�―１に個人住民税も公的年金から特別徴

収をしようということがあります。いわゆる天

引きをしようということが従来から課題で、実

は２０年税制改正で導入が決まりました。１０月の

年金支給から、年金からの特別徴収が始まると

いうことです。

もちろんポイントにありますように、新しい

税負担を求めるのではなくて、普通徴収といっ

て、要するに、市町村に納税に来ていただいた

ものをその必要がなくなるという意味で受給者

も便利になるし、市町村の方の徴収も効率化で

きるということがありまして、市町村から強い

ご要望があったものです。

実際に対象になりますのは公的年金を受給し

ている方のうち年金額の多い２割ぐらいの方と

考えております。それが６００万人ほどになりま

すので、今は一生懸命 PRしていまして、この

対象になる方にはもう既にほぼすべての市町村

で、資料�―２にあるようなリーフレット等を

直接お送りしているような努力をいたしており

ます。

既に所得税は随分昔から徴収しておりますし、

介護保険料、国民健康保険料等もやっておりま

すので、同じことをやるわけですけれども、で

きるだけ混乱がないように努めたいと、これか

らも周知に努めたいと思っております。

４．納税環境整備

地方税の電子化というのを一生懸命進めてお

ります。住民税は特に住所地課税ですので、大

きな企業ですと従業員の住所地ごとに全部分け

て送っていただいているということですけれど

も、電子化をしますと電子データで１カ所に、

地方税ポータルというところに連絡をしていた

だければ、そこが自動的に住所地に振り分けて、

市町村に電子情報で配る、お届けするというよ

うなシステムになります。（資料�―１）。

現在、都道府県は全部ですが、市町村は７割

ぐらいが加入しておりますけれども、その加入

を今年度中に全団体にするというのを目標にし

ております。それから、単にこれに加入するだ

けではなくて、これでできるだけたくさんの種

類の電子申告等を受けられる仕組みを各市町村

に整えていただこうということを考えておりま

す。

資料�―２にありますが、現在はそういうこ

とで始めているところですけれども、事業所税

等の電子申告や給与支払報告書は各市町村に送

っていただくのですが、これも電子データで送

るようにしたいと思っています。これができま

すと企業の側にも大きなメリットがあるのでは

ないかと思います。

それから、これは行政の中の話ですが、今は

税務署に行って、市町村が申告データなどをも

らってきて、それで名寄せをしたりして、いろ

いろな所得の個人別の所得の合計を捕捉すると

いうようなことをやっておりますが、２３年１月

からできれば、国税との間でも電子情報として
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そういうデータのやり取りができるようにした

いと思っております。

これができますと、国税もそうですし、市町

村の方も非常にメリットがあるということです

ので、こういうことを一生懸命ご説明しながら、

国と違いまして、意思決定主体が１，８００あるも

のですから、簡単に「みんな右を向け」と言っ

たら向くわけではありませんけれども、こうい

う時代に対応したものについてはぜひ協力いた

だきたいということで各団体にお願いしている

ところです。

できるだけ早くこういう便利な仕組みが使え

るようにいたしたいと思っておりますので、ど

うぞご協力をよろしくお願いしたいと思います。

納税者の側、特に企業の側から市町村に言って

いただけると大変効果があると思いますので、

その辺もよろしくお願いしたいと思います。私

からは以上でございます。

（水野） ありがとうございました。岡崎局長

から、定額給付金の話に始まって、道路財源と

の兼ね合いで自動車税制、さらには年金に対す

る特別徴収の話、それから、最後に地方税の電

子化ですが、通常申告書の一番下に住民税関係

がありますけれども、このようなものも電子化

して、納税者の便宜にも資するというお話をい

ただきました。

そこで、今度は、民間企業の方からご意見、

それから、今のご説明に対するコメントをいた

だきたいと思います。まず田中副会長からお願

いいたします。

�．個別税制の現状と課題につい
ての討論

〔法人税の実効税率の引き下げ〕

（田中） それでは、私の方からは、産業界の

立場から経済の活性化を後押しすると思われま

す法人税の実効税率の引き下げということと研

究開発促進税制拡充という２点について発言を

させていただきたいと思います。

まず、はじめが法人税の実効税率の引き下げ

という点です。わが国の現在の法人課税の実効

税率は、先ほど古谷局長からご説明のありまし
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たとおり、今年の１月現在ではほぼアメリカと

同水準の地方税込みで４０．６９％という水準です。

しかし、世界的には法人税率引き下げという流

れの中ですので、例えばヨーロッパを見ますと、

イギリスが２８．０％、フランスが３３．３３％、ドイ

ツが２９．８３％と、およそ３０％前後の水準となっ

ております。

また、日本企業ともろに競合しております例

えば中国が２５．０％ですし、韓国は２４．２％です。

韓国につきましては来年からさらに２２％まで下

がるということが既に決定しております。とう

とうアジア諸国と比べましてもわが国の実効税

率というのが非常に際立って高くなっていると

いうのが現状です。

先ほどもご説明がありましたとおり、日本の

税収において法人税が非常に重要な位置を占め

ているということは事実ですけれども、日本の

企業が国際的な調和を確保しながら外国企業と

同一の条件の下で競争を行えるようにするため

にも、法人実効税率の引き下げ、税率の格差を

解消する方向で検討していく必要があるのでは

ないかと考えています。このことは日本経済の

国際競争力の強化維持をもたらし、さらには海

外の企業の日本国内への投資の増大を呼び込む

ことにもつながるのではないかと考えます。

よく誤解されがちなのですが、法人税率の引

き下げというのは個別企業を優遇することを目

的と考えがちですが、決してそういうことでは

ございません。経済の成長エンジンであります

企業部門の活力を引き出して、企業部門が雇用、

賃金、設備投資、さらには株主に対する配当を

増加させることができれば、その波及効果は非

常に大きくて、家計、或いは個人消費、資本の

蓄積等々にも大きなプラス効果が出るのではな

いかと考えております。一層の経済成長、さら

にはそれに結びつく税収の増に貢献するのでは

ないかと考えておりますので、ぜひこの点は皆

様のご理解をいただきたいと考えております。

〔研究開発促進税制の拡充〕

２番目が研究開発促進税制の拡充ということ

です。グローバルな競争が激化する中でとかく

資源が少ないといわれているわが国が安定的な

成長を続けていくためにはやはりイノベーショ

ンを継続し続けなければいけない宿命にあるわ

けです。研究開発投資というのは本来中長期的

な利益の源泉で、継続的に実行していくことが

望ましいわけですけれども、例えば現在のよう

な厳しい経済状況の中では企業のリスク負担能

力が低下しているわけです。十分な投資が行わ

れないで、将来の成長が犠牲になるというよう

なことを懸念しております。

また、わが国の研究費に対する政府の負担割

合というのを主要国と比べてみますと必ずしも

高い水準ではございません。しかも一方で諸外

国では競って研究開発促進税制の拡充を図って

おります。従って、そういう中でわが国企業の

国際競争力を維持・強化する上でも、具体的に

は例えば税額控除の限度額の引き上げ、或いは

控除限度超過額の繰越の期間の延長等々をご考

慮いただいて、研究開発促進税制をグローバル

経済におけるわが国の競争力維持・拡充の視点

から強化していくのが必須ではないかと考えま

す。

以上、この２点、法人税制を中心にして意見

を述べさせていただきました。私からは以上で

ございます。

（水野） ありがとうございました。それでは、

平川先生、税制の専門家という立場からご意見

をいただければと思います。

（平川） 私の方からは、中堅・中小企業の立

場において多少、多岐にわたりますが、いろい

ろとお願いしたい点がございます。

〔贈与税・相続税の納税猶予制度〕

まず贈与税・相続税の納税猶予制度が、おか

げさまをもちまして、平成２１年度の税制改正で

実現しスタートしたわけですが、実務的には、

内容にはいろいろ問題点がございます。１つに

はやはり同族株主等の親族の範囲の問題です。
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いわゆる納税猶予の適用を受けてから５年間の

経営承継後継者の遵守要件の項目の「納税猶予

の停止」に関し、後継者の親族等が関わる認定

対象外会社の要件について「親族の範囲」がか

なり影響します。従いまして、現在の６親等内

の血族、３親等内の姻族というようなことの範

囲について、法人税制も含めて、見直しが必要

であろうかと思います。

さらに最近では親族の承継よりも親族外承継

というのがかなり多くなっています。この親族

外承継についてもしかるべき措置をおとりいた

だきたく、とりわけ親族外の方に認定対象会社

の株式を取得してもらうときに、その株式を所

有することによって企業支配の同族株主になっ

てしまうときの原則的評価額は大きな課題で親

族外承継を困難にしています。特例評価が何と

か使えるような取扱いを検討をしていただきた

いと思っております。

〔災害時の投資減税〕

次に環境公共投資関係です。大規模地震対策

のことについてご提案させていただきたいと思

います。われわれが関与している企業の中には

地震があったときに２次災害に結びつきやすい

業種がございます。このような業種の企業が地

震対策の設備投資を行った場合に、それに対す

る投資減税を思い切ってやっていただきたいの

です。このような民間企業自らの防災投資が増

えることによって地震があってときの２次災害

が防止されてコミュニティを壊すようなことが

民間投資により防げるといったこともあるわけ

ですので、この辺についても十分ご検討いただ

きたいと思うわけです。

〔グループ税制〕

次に昨今は財務省の方でグループ税制につい

てご検討なさっているようです。聞くところに

よりますと、資本金１億円超の会社を親会社と

する子法人につきましては中小企業特例の適用

がないというご意見もあるようです。これにつ

きましては資本金１億円超の親法人であっても

実態上は、二通りございます。１つは上場企業

に類するような事業基盤が確率している大企業

などの関係法人、もう１つは１億円超の資本金

であっても同族株主が支配している会社でござ

います。この同族会社の子法人は中小特例が受

けられないと大変大きな打撃を被るわけです。

いわゆる数が多い中堅企業グループが大変大き

な打撃を受けるということは日本経済にとって

必ずしもプラスにならないと考えております。

〔消費税届出書期限について〕

次に消費税です。消費税につきましては日本

税理士会連合会等からもかねがね届出書提出手

続きの問題についていろいろと改正要望が出さ

れているわけです。現在の届出書の手続き期限

について、例えば課税期間の初日の前日を課税

期間中という改正要望が多いようですが、私は

この点については現行消費税が帳簿備付け方式

などで納付税額等の定めを規定していて、法人

税、法人地方税の申告と同時手続きで処理され

ている実状から法人税等の申告期限をベースに

した届出書期限の柔軟化といったことがかなり

リーズナブルな方式ではないかと思います。更

に例えて言うならば、法人税の申告期限の延長

が認められている３カ月についても消費税も同

様にしていただくことも１つの方法です。

現在の規定では、各種届出書のいわゆる課税

期間の初日の前日ということを期限にしている

ものが全部で６種類ございます。６種類の届出

のものについてそれぞれ「前課税期間の申告期

限」にしていただくと、事業者の判断基準もス

ムーズに行くわけです。この辺も含めまして、

いわゆる制度の柔軟化、将来の消費税の動向に

も合わせた意味合いにおいて現時点で真剣に検

討すべきではないかと思います。

同じようにして、個人事業者については、い

わゆる相続が起きたとき、相続税の相続開始の

日の年中に消費税届出書を提出しなければいけ

ないわけです。これは実際には事業が交代する

わけですから、事業者変更の各種届出等手続き

がかなり多いわけです。消費税届出書について

も、相続税の申告期限までということになれば
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期限の理解が定着いたします。直接税等の定着

した申告の申告期限といったところまで手続き

の日を持っていっていただくのがかなり望まし

いことではないかと思っております。

〔買換え特例制度〕

もう１つお願いしたいことは特定事業用資産

の買換え特例、法人は特定資産の買換え特例で

す。本年度税制改正で平成２１年、２２年の取得に

対する課税繰延の特例制度が出ましたが、何と

いってもネックなのは圧縮割合が８０％、残り

２０％は自己資金で手当しなければいけないわけ

です。プラス土地等流通税を考えますと、かな

り資金負担が要るわけですので、思い切って、

この辺は経済の活性化のために１００％といった

繰延要件が入ってみたら市況活性化に繋がるの

かと、この辺もわれわれは実務の面から実感し

ているわけです。

〔固定資産税の建物評価〕

最後に地方税です。固定資産税の建物の評価

額についてはかねがねからいろいろな問題点が

あることはあるのですが、その理論的な問題点

は今日は置いておきまして、むしろ私が実務で

実感したことをお話しして、いかに建物の評価

額が一般の納税者と乖離があるかといったこと

をご説明したいと思います。

と申しますのは、昨今は中古のビル等を土

地・建物で売買したときに建物価格がゼロとい

う認識による売買が売主、買主で協議して行わ

れるケースがかなりございます。１つには消費

税の問題もあるわけです。いずれにしても建物

というのは中古で買いますと、現在のエコ機能

を持つためには大規模改修しなければいけない

ことで取り壊し、新設になることが通常と言え

ます。

そうすると、実際に存在する建物でも契約書

上はゼロ評価と認識して契約されます。ところ

が、実際にその建物の譲渡年の中途の期限前納

期分の固定資産税は、そこで決済します。この

固定資産税相当分の買主負担分は法人税、消費

税において建物価格なのです。建物ゼロに対し

ての固定資産税の残り部分を建物価格として決

済しなければいけないということで、納税者の

感覚からは非常に不都合なこともあるわけです。

原因は何かというと、先ほど古谷局長がおっし

ゃった減価償却が国税でかなり進捗したわけで

すが、やはり固定資産税の建物評価額の評価方

法について再検討していただきたいと思います。

多くの納税者に係わりのあることですけれども、

あえて提案させていただきます。

非常に数多い事柄を申し上げて申し訳ないの

ですけれども、中堅・中小企業が本気で納税に

協力していくためには税制のリーズナブルな方

向性が非常に大事だといったことをご認識いた

だければ幸いに存ずる次第です。

（水野） 平川先生、ありがとうございました。

田中副会長から法人税引き下げ、研究開発減税

の話、平川先生からは専門技術的なご要望など

がございましたが、古谷局長、岡崎局長には今

のご意見を踏まえた上であらためて補足的、さ

らに、この場でお答えいただくのは難しい問題

もあると思いますので、それに対してどうお考

えか、可能な範囲でご意見をいただけますでし

ょうか。まず古谷局長からお願いいたします。

〔法人税制について〕

（古谷） 田中さんの方から企業税制について

総括的なご意見をいただきました。田中さんが

おっしゃられたことは私どもももっともだと思

っております。先ほども資料でご説明しました

けれども、法人税の見直しについては３０％まで

基本税率を下げてきた過程では、課税ベースを

広げながら税率を下げるといったような方向の

選択をいたしました。その後、連結納税制度の

導入などもありました後、どちらかというと最

近は研究開発減税を大胆に実施するとか、減価

償却制度の加速化といった課税ベースを圧縮す

る形で企業の負担軽減を行ってきております。

今後の企業税制の見直しは、税制改革全体の

コンセンサスをどうやって図っていきながらそ
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れを実現するかということだろうと思いますけ

れども、国の財政も厳しい中で、一方で財源手

当も考えていかなければいけないわけです。課

税ベースを広げて税率を下げていくのか、或い

は最近のように投資に対する限界税率を低くす

るような方向での減税が効果的なのか、これか

らの日本の企業、産業がどのような方向で活力

を維持していけるのかといったことと併せて議

論を続けさせていただければありがたいと思っ

ているところです。

〔事業承継税制について〕

それから、平川先生から大変多岐にわたるご

意見をいただきました。全てについてここでお

答えすることもできませんので、持ち帰らせて

いただきたいと思いますが、１～２点申し上げ

ますと、今回実施をいたしました事業承継税制

はご指摘のように親族内承継が対象になってお

ります。親族外の、例えば番頭さんに承継をす

るといったような場合は、現状はそんなに贈与

や遺贈で行われている例が必ずしも多くないと

いうことで、こちらは中小企業庁の方でむしろ

番頭さんが買い取るときの金融を付ける措置な

どが行われているようです。これについては、

今後の事業承継の実態といったこともお聞きし

ながら検討を続けていく課題だろうと思ってお

ります。

〔グループ法人税制について〕

それから、グループ税制のお話もございまし

た。資本に関係する取引に関する税制で組織再

編税制や連結納税を導入しまして、数年が経過

しておりますので、実務家の方々のご意見も伺

いながら、改善すべき点があれば改善していき

たいということで、関係者が集まって勉強させ

ていただいております。そういう中で大企業の

子会社が中小企業である場合にどう取り扱うか

といった点も論点の１つになっていることは事

実ですが、これも幅広くいろいろなご意見をい

ただきながら議論を続けたいと思っております。

〔申告期限について〕

それから、消費税等々の申告期限の話がござ

いました。これもよくご承知のこととは思いま

すが、法人税の申告期限が延長されております

のは、確定決算主義の下で大法人については監

査もあるといったような特別な事情の下での特

例ということもございますので、すべて消費税

をそういったものと合わせることができるかど

うかという点についてはいろいろ議論もあると

思います。

いずれにしましてもいろいろなご意見をいた

だきましたので、持ち帰って勉強させていただ

きたいと思います。以上でございます。

（水野） ありがとうございました。では、岡

崎局長、お願いいたします。

〔実効税率について〕

（岡崎） 私からは２点です。田中さんからあ

りました実効税率につきましては国税と地方税

を合わせた法人の実効税率が国際競争力等を考

えて、どのぐらいがいいのかということを議論

していきたいと思います。その上で国と地方の

行っている仕事、日本の場合の役割分担等を踏

まえて、それぞれの税率をその中で決めていく

ことになると考えております。

〔固定資産税の家屋評価について〕

それから、平川先生からは固定資産税の家屋

評価のお話がございました。確かに最近私ども

もよく聞きますのは、非常に安い取引だったの

に、固定資産税の評価額が高いといわれるわけ

です。基本的に家屋の評価については横の公平

といいますか、同じような建物が２つあったと

きにそれが同じような税額になるようにという

ことで、従来から売り急ぎとか、いろいろな個

別事情の取引価格を使わずに、再建築価格方式

というのを使っております。個別事情にあまり

配慮するとかえって不公平が起きるということ

がございます。それと家屋が多少古くなってい

ても、存在する以上はいろいろな市町村の行政

サービスの下にあるのではないかというような

ことから、そういう方式を取っているわけです。
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ただ、いろいろ評価の方式については課題も

ありますので、もともと自治省時代は中央固定

資産評価審議会というのがありまして、総務省

になってからは地方財政審議会の固定資産評価

分科会で、金子宏先生に座長をお願いしており

ますけれども、ご意見をまたいろいろ伺いなが

ら、できるだけ納税者が納得できるような評価

の方式を、これは家屋に限りませんけれども、

検討してまいりたいと思います。にわかに評価

の方式を大幅に変えるというのは難しいと思い

ますけれども、いろいろなご意見をまた踏まえ

て検討していきたいと思っております。以上で

ございます。

おわりに

（水野） ありがとうございました。本来です

とここでまた最後にお一言ずついただきたいと

思っておりましたが、ちょうど時間が来てしま

いましたので、このあたりで打ち切らざるを得

ません。

はじめに全般的な状況のお話を伺いまして、

その後、個別的な税目について詳しく現状の問

題点等をお話しいただきました。政権と政権の

狭間にございまして、これから新しい政権の下

で税制がどのように対応されていくのか、特に

経済政策的な観点からは先ほど田中副会長から

ご意見がありましたような法人税率の問題、そ

れから、重点的に研究開発減税を行っていくの

かどうか、政権によって随分変わる可能性もご

ざいます。あとは金融関連税制ですが、今まで

金融所得課税の一体化ということをずっと進め

てきたわけですけれども、これもこのような状

況の下でどのように扱われるのか、今後の課題

であると思っております。

特に加えてコメントさせていただきますと、

今後の税制がそもそもどういう政策形成のプロ

セスになるのだろうかという点です。従来は、

最終的に今までは自民党の税制調査会が１２月に

大綱を出すという形で決着していたわけですけ

れども、今後これがどういうプロセスになるの

か、非常に注目されるところです。

また、先ほど古谷局長の方から勤労税額控除、

それから、児童税額控除といったお話がござい

ました。これについては選挙戦の中でいろいろ

な児童手当等の話が両政党の方から出されてお

りました。先ほどのご説明の中にあった給付付

きの税額控除というものが政府税制調査会で答

申の中に取り込まれたことがございました。今

年の６月ですが、その給付付きの税額控除はい

わゆる税額控除して、不足分は給付するという

新しい仕組みですけれども、それについてヨー

ロッパ諸国、北米諸国はどのように制度が進ん

でいるだろうかという調査を行いまして、これ

は近々報告書としてまとめられると思います。

そういうような中で特に今度の選挙の中でも手

当という形でいろいろな政策の方針が出されて

おりましたが、これから今後どのように展開し

ていくのか興味が持たれるところです。

これで本日のシンポジウムは終わらせていた

だきたいと思います。お忙しいところ参加して

いただきましたフロアの皆様、それから、報告

者の方々、どうもありがとうございました。
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はじめに

租研の大会には４～５年ぶりです。今年は６０

周年記念にお招きいただいて、誠にありがとう

ございます。

今は時節柄、先のことがわからない。あまり

個別の税の細かいことをやってもと思い、今日

は少し大きな話をしようと思います。税制改革

というのは、過去にどういう形で構築され、ど

ういう姿であるべきかというあるべき論をする。

それから、テーマに掲げているように理想を掲

げるのが望ましいのだが、現実にでき上がった

ものを見ると、かなり乖離がある。現実を追っ

かけると、税制そのものが壊れてしまう。個別

の業界、個別の特定の納税者のことばかり考え

ると、日本の税制があらぬ方向に行ってしまう

こともあります。

基本的な考え方は、税制は社会のインフラで

あるから、日本国民全員が等しく接せられ、等

しく公平に扱ってもらわなければいけない。そ

れと同時に複雑なものはいけないし、かつ、歪

んでいるような税制はもっといけない。ある目

標を立てて税制改革を進めるべきだろう。

過去に日本が何をやってきたか。或いは世界

で、例えばレーガンの税制改革は何をやってき

たかを踏まえて、今後の話も関連付けて少し大

きなお話をしたい。

こういう税制改革の論議もあるということで

お聞きいただければと思う。

１．税制改革のあり方

�１ 税制改革の進め方

税制改革はどういう格好で進めるべきかとい

うことに関しては、基本的な理念、目標がなけ

れば困る。当てずっぽうにやっては困る。これ

から新しい政府税調ができるようだが、最初に

報告２ ９月１０日�・午後

税制改革の理想と現実

放送大学長（元税制調査会会長）

石 弘光
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何のために税制改革をするかという基本的な理

念、ビジョンを出してもらって、それに沿った

形の議論がどうしても必要である。

これまで日本では、与党の税調、或いは政府

税調があって、審議機関がやっていたが、民主

党は大幅に変えようとしている。それと同時に、

世界の中で日本の税調的な存在は、珍しかった。

その反省も踏まえて、どうしたらいいかという

ことについても、少し感想もあるので後ほど触

れたい。

税制改革は、審議をして案を作っただけでは

しょうがない。税制改革案をどういう形で税法

に移して、かつ、実際の税として執行するかと

いうところまでいかないと駄目である。答申を

作って、国会で審議し、法案を成立・実施する。

税制改革の進め方があるのだが、これも税制改

革を進める側にとって極めて重要なプロセスで

ある。ただ、私の守備範囲をちょっと超えてい

るかもしれないので、税制改革の基本理念・目

標をどう構築するか、審議機関をどう設けるか、

審議の手順と答申の作成のあたりを中心に議論

をしたい。

�２ 租税原則

税制にはさまざまな原則があり、通常、これ

を租税原則といっているが、この租税原則につ

いては、その国においても、時代においても、

また、それにタッチする人の価値観によっても

違ってくるが、一般的には、公平、中立、簡素

といわれている、Fairness とか Equity、それ

から、Neutrality と Simplicity が３つの大きな

原則であり、このほかに、経済の活性化、或い

は経済の成長に資する税制がいいという判断も

ある。特に、経済界、産業界は、税制に活力な

り、経済成長を求めて、支援してもらいたいと

いう強い要望があると思うし、これまで租研で

もいろいろな研究が行われてきたと思う。

大ざっぱにいうと、公平・中立・簡素という

この３つのグループと、活力と経済成長という

残りの２つのグループはちょっと違う。これは

ある意味でトレードオフになっているし、対立

した概念であるとお考えいただいてもいい。

�３ 史上最高の理想的な税制改革
－シャウプ税制の成立－

いろいろな税制改革がこれまで地球上に現れ、

かつ、ついえていったのだが、私が見るところ、

近代的な税制ができて、この世の中で一番理想

的な税制改革はやはりシャウプ税制の成立だっ

たと思う。

この租研はシャウプさんに作ってもらったよ

うなものだから、その場でこういうお話ができ

るのは非常にハッピーなことである。ご承知の

ように、１９４８年にシャウプさん一行が７人で、

マッカーサーの指示に従って混乱した日本の税

制を構築したいと日本に来た。まさにそのとき

は日本の経済も社会も、ましてや税制は壊滅状

態であるから、俗に言われる白いキャンバスに

絵を描けた。このシャウプ勧告というのは、極

めて膨大な資料、調査に基づいたシャウプ・タ

ックス・リポート、シャウプ使節団の税制改革

報告が出たわけである。これは今でも古典中の

古典として、多くの財政学者や税制学者がひも

といている。理論的な水準も高い。当時の税制

の理論としては、これを超えるのは難しいぐら

いにできている。

読んでみるとよくわかるが、シャウプさんは、

課税の公平に一番力を置いて日本の税制改革を

した。公平（Fairness）がなければ、すべての

国民は税制を信用しない。従って、何よりも公

平が実現する税制でないと、戦後の日本の税制

として生き残れないだろうということで、公平

を重点的にした税制改革を作った。

具体的には、例の包括的所得税による総合課

税であり、法人税の擬制説であり、等々コンシ

ステントな１つの体系として税制改革を出して

くれた。（図１）

今から見ると超理想的である。財政学者なり

税制学者がやってみたいという青写真をそのま

まタックス・リポートに置き換えたと言っても
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シャウプ勧告 シャウプ勧告 
課税の公平の 
ための 
税制改革案 

課税の公平の 
ための 
税制改革案 

GHQの下で 
ほぼ100％実現 
GHQの下で 
ほぼ100％実現 

いいと思う。その後の研究によって、シャウプ

さんたちは、アメリカでできなかったことを日

本で実験的に試みたという評価もある。学者と

して、研究者として、やってみたかったことを

存分に打ち出したと思う。

今なら、そんな話は受け入れられなかったと

思うが、当時は受け入れられた。占領下で既得

権益は全部吹っ飛んでいた時代である。今です

と、既存の税制にコミットして、さまざまな業

界、さまざまな特定の業者、特定納税者が全部

利害関係であるから、何か改正すれば、ある人

はもうかるし、ある人は損をするという、loser

と gainer の関係が正確であるが、このときは

すべての人が全く白紙の状態でこの税制を迎え

たという意味で、特別な時期だった。

これだけの超理想的な税制が、ほぼ１００％実

現した。これもGHQ、マッカーサーがあるが

故に、こういう大きな改革ができたと思う。そ

れと同時に、当時は価値観ががらっと変わって

いたから、大きな変革をしたわけである。日本

の貴族的なものはなくなり、土地改革も行われ、

労働組合もできたし、民主主義という形で出た

から、税制改革が革命的な話ではなかったこと

で、ほぼ１００％日本の税制に移し替えることが

できた。昭和２５年から２６年にかけて、シャウプ

税制として成立した。

�４ 戦後の税制改革の変遷

シャウプさんは、自分の税制が２０年、３０年と

日本の戦後に残ると思っていたようだ。シャウ

プさんは、その後５０年ぐらい生きて、何度か日

本にも来ているし、何度か直接にお会いしてお

話を聞くことを得たが、シャウプさんは、シャ

ウプ税制は少なくとも１０年や１５年はもつと思っ

ていた。ところが、１９５０年に理想の税制を作っ

た後、早くも３年後にはサンフランシスコ条約

も結ばれ日本が独立したこともあって、GHQ

の力もなくなり、アメリカの占領下も終わった

から、日本がかなり自由に政策決定ができるよ

うになった直後から、シャウプ税制の修正の過

図１
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戦後の税制改革の変遷 

1950年 1953年 1955～1980年 1980年～現代 

シャウプ勧告による 
理想の税制 

シャウプ勧告による 
理想の税制 

シャウプ税制の 
修正スタート 
シャウプ税制の 
修正スタート 

成長促進の 
ため税制 
成長促進の 
ため税制 

財政再建と 
不公平税制の是正 
財政再建と 

不公平税制の是正 

程が始まった。

どういうことかというと、課税の公平や中立

などという、まさに税制全体を見渡すよりは、

個別の産業なり、個別の所得を優遇して、成長

のために税制を作りたいということであろうと

思う。

典型的なのは１９５３（昭和２８）年、シャウプさ

んが一番強調していた株式の譲渡益は全額課税、

損失は全額控除といった革命的なことはもうや

めて、有価証券取引税に変わったように、この

後２０～３０年、オイルショックが起きるまではさ

まざまな形で成長型の税制ができた。このとき

に租税特別措置が自由に使われたという意味で

は、政策税制が中核を占めている。（図２）

それをもって、現実的か、理想から乖離かと

いうのは、評価の難しいところだが、少なくと

もシャウプさんが理想としていた税制改革とは

次第に距離を置いてきた。ただし、財政赤字が

積もり積もって、１９７９年に大平首相が一般消費

税を入れようと言ったころから、不公平税制の

是正がスローガンになって、財政再建のために

は増税が将来必要となれば、不公平税制を是正

しないと国民は納得しない。

具体的には、今まで非課税、或いは分離課税

であったもの、さまざまな特例をこの際に縮小

していこうという話になってきて、ややトーン

が変わってきた。これが戦後の大体の大きな流

れで、今日まで財政再建と不公平税制というの

は、そのまま引き継がれていると思う。

不公平税制とはクロヨンであり、或いは金融

所得の分離課税の問題であったが、今は、税金

の無駄遣いを廃止するとか、或いは行革の話で、

税制は焦点がずれているかもしれない。

�５ 租税原則に立脚した税制改革と政
策的活用の対立

戦後の日本の税制改革を見て、対立的な概念

として出てくるのが、租税の原則に立脚した税

制改革を突き詰めていくのか、現実的な対応を

するのか。これはシャウプ勧告による税制改革

図２
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であり、公平・中立・簡素と政府税調が言って

いた規範論を武器にやっていくことが片方とす

れば、他方は、現実的な対応で、日本の経済の

成長、安定なり、活性化なり、役立てたいとい

う政策税制である。税制の政策的活用として、

資本の蓄積、貯蓄増強、輸出促進、福祉の充実

等、特定の政策目標遂行のために、準備金とか

引当金を作るとか、減価償却を使うとか、或い

は所得税の課税ベースの中の控除を増やすとか、

いろいろなことがある。

結果的には、この２つを軸足にして行ったり

来たりしている感じを持っている。（図３）

政策税制に偏りすぎると、これはいけないと

いうので戻る。戻りすぎると、また景気が悪く

なったり、経済成長がスローダウンして、やは

り税制でてこ入れしなければいけないとこっち

に行く。この両方の間を行ったり来たりしてい

る。

財政学者や経済学者、税法学者は、シャウプ

さんの言っているような租税原則は忠実に守り

たいと税制改革にコミットする。それに比べて、

経済界の人、或いは中央省庁で言えば、経済関

係の経産省とか、農水省や厚労省の政策官庁は、

政策的活用を主張する。原則論は、昔で言うと

大蔵省や自治省であったかもしれない。

このせめぎ合いで、日本の戦後の税制改革が

行われてきたという印象を受けている。

�６ 税制改革におけるタテマエとホンネ

戦後、税制改革において、本音と建て前が随

分使い分けられたと思う。現実は本音でやるし

かない。とはいっても、本音をストレートに言

うと何かと批判も出てくるし、なかなか説得し

にくいので、建て前は絶えず出していた。

この典型的な話が所得税の総合課税の原則だ

と思う。総合課税というのはあらゆる所得を１

カ所にまとめて累進課税する、包括的所得税

（Comprehensive income tax）が、所得税の

１つの基準である。

今、二元的所得税とか、分離所得税とか、さ

図３
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まざまな別なタイプが出たが、シャウプさんが

来て言ったのは、所得税を課税の公平の基地に

するならば、総合課税がいいということである。

一番の問題は、資本所得である。利子・配当、

キャピタルゲイン等々を総合課税の中で処理で

きるか。逆に言えば、シャウプ税制の根幹は株

の譲渡益、譲渡損失をすべてこの中で操作しよ

うという総合課税だから、これを無視されたの

ではシャウプ税制の存在はないのだが、その後、

日本の税制改革はそれを無視してきた。（図４）

何をしてきたかというと、１９５３（昭和２８）年

以降、日本独自の税制を作ることで、総合課税

の穴が結果的に空いてしまった。分離課税であ

るとか、所得を免税するとか、さまざまな形で

準備金、或いは引当金を作るという、課税ベー

スを縮小する形で、なし崩し的に修正した。と

りわけ利子が分離課税になったのは、総合課税

で累進税率という流れを大きく変えてきた。

１９５０年代に入ってから始まって、結局、１９８８

年、竹下税制改革のあたりで、やっと利子が、

非課税であったものが分離課税になったり、長

いことキャピタルゲインは非課税であったし、

３０～４０年は、資本所得、金融所得といわれるも

のには総合課税の視点からいくと、本格的な税

負担が行かなかった。

建て前は、あくまで総合課税である。所得税

法では、本則は総合課税であると言いつつも、

現実は絶えず分離課税でやる。初めから分離課

税でまともにそこを建て前にすればいいのだが、

そうはならなかった。

税制改革においても、建て前と本音がうまく

使われてきた。別の言葉で言えば、理想と現実

といってもいいが、これまで来たということで

ある。今にして考えれば、理想を追いかけるこ

とははなはだ難しい。おのずから現実的な妥協

は避けて通れない。

図４
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恣意的な判断 
を生じうる 

本則の一部を摘出② 

租税特別措置法① 

租税特別措置＝①＋② 

租税特別措置とは 

２．政策税制としての租税特別措
置

�１ 租税特別措置とは

その理想と現実、或いは本音と建て前の間に

入ってくるのが租税特別措置である。これはシ

ャウプのころはなかった。こういう言葉もなか

ったし、そういう制度もほとんどなかった。

１９５３年以降、さまざまな形で租税特別措置が

出てきたが、租税特別措置は概念上は難しいが、

租税特別措置法という丸のほかに、この外枠の

ところに本則の一部を入れ込んだというような

ことがあり、租税特別措置法と単なる租税特別

措置とは違うのである。

一般的には、図５の�租税特別措置法と外枠
の�が合わさって租税特別措置といっているが、
この�はかなり恣意的な判断が生じ得る。それ
と同時に、また、本則に入れること自体、或い

は特別措置法に入れてしまうこと自体、そもそ

も恣意的な判断があったのだが、税務当局のい

ろいろな最終的な仕分けのところは、かなり判

断があったと思う。

そこで、どんな形で租税特別措置が使われて

きたか。租税特別措置が拡大すれば拡大するほ

ど税制が現実的な対応をし、かつ、理想から離

れてきた、１９５０年代から６０年代は、租税特別措

置が膨張した時代だが、表１の構成比で見ると

わかるが、一貫して貯蓄の奨励である。所得税

の世界においても、この貯蓄の奨励のために、

郵貯から出てくる利子は非課税になったり、分

離課税があったりしている。

内部留保は、準備金、引当金等々があって、

非常に多くなったが、とかく不公平税制という

視点から見て非難があった。これは６０年代後半

からだいぶ減ってきた。

それから、技術の振興や設備投資は、加速度

償却等があって、これは比較的ウエートが小さ

い。産業の助成では、特定の産業の重要物産は

図５
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租税特別措置の事項別減収額と構成比：1950－64年度
 （単位：10億円、％）

合　計その他産業の助成技術振興およ
び設備近代化

内部留保
の充実貯蓄の奨励年　度

1.3－0.5（38.5）－0.5（38.5）0.3（23.0）1950

6.4－2.4（37.5）1.1（17.2）0.7（10.9）2.2（34.4）1951

29.81.5（ 5.0 ）5.2（17.4）3.0（10.1）14.6（49.0）5.5（18.5）1952

58.51.6（ 2.7 ）11.6（19.8）4.0（ 6.8 ）30.3（51.8）11.0（18.8）1953

69.00.6（ 0.8 ）12.0（17.4）2.5（ 3.6 ）37.7（54.6）16.2（23.5）1954

93.411.2（12.0）12.8（13.7）2.8（ 3.0 ）39.2（42.0）27.4（29.3）1955

95.38.9（ 9.3 ）15.4（16.2）3.7（ 3.9 ）35.0（36.7）32.3（33.9）1956

73.5△2.7（ 3.7 ）15.4（21.0）11.0（15.0）19.6（26.7）30.2（41.0）1957

85.9△3.6（ 4.2 ）22.3（26.0）10.8（12.6）18.6（21.7）37.8（44.0）1958

112.7△1.5（ 1.3 ）23.8（21.1）9.5（ 8.4 ）38.4（34.1）42.5（37.7）1959

140.7△1.1（ 0.8 ）26.5（18.8）14.0（10.0）50.3（35.7）51.0（36.2）1960

149.5△2.0（ 1.3 ）30.3（20.3）14.3（ 9.6 ）50.4（33.7）56.5（37.8）1961

169.52.2（ 1.3 ）38.2（22.5）13.5（ 8.0 ）50.1（29.6）65.6（38.7）1962

199.82.1（ 1.1 ）44.1（22.1）16.5（ 8.3 ）38.1（19.0）99.0（49.5）1963

254.07.4（ 2.9 ）31.1（12.2）20.2（ 8.0 ）74.6（29.4）120.7（47.5）1964

（出所）大蔵省主税局「現行租税特別措置関係資料」、1963年５月２日、税制調査会「昭和41年度の税制改
正に関する答申及びその審議の内容と経過の説明」、1965年12月。

免税にするとか、輸出所得を免税にするとか、

いろいろなことをやった。これもだんだん減っ

てきて、あくまで個人貯蓄の奨励が一番大きか

った。

�２ 政策税制としての租税特別措置

税制上の手段としては、例えば、貯蓄奨励で

は、ある時期、長期も短期も利子所得は全く非

課税にした時期もあった。それから、免税所得

もあったし、分離課税、特別控除、引当金、準

備金、特別償却という形で、先ほど述べた１～

５までの政策目標に対して、さまざまな組み合

わせでこれをやった。（図６）

シャウプさんのころは、そもそも政策上の手

段として、非課税とか、分離課税とか、引当金、

準備金は、ほとんど無視できるぐらいである。

政策目標も貯蓄奨励というもの自体が既に課税

の公平や課税の中立に相反するし、こういうも

のを入れてくると、税制が複雑になる。この政

策税制として租税特別措置を入れたこと自体、

シャウプ税制とは異質な問題が出てきたと理解

すべきだろう。

具体例として個人の貯蓄が一番いいが、１９５２

年までは、利子所得に対しては完全に総合課税

という建て前でやっていた。５３年から分離課税

を入れ、５５～５６年、これは確か一万田蔵相のと

きだと思ったが、完全に利子は免税にしてしま

う、当時は総合課税が原則だから、これは非常

に問題があると所得税の世界では議論されてき

ていた。（表２）

しかし、今考えてみると、その後、支出税と

いった、言うなれば消費支出に掛けるといった

新しい所得税に対立するような概念が出てきた。

それは、利子に掛けない。そういう点からいう

と、非難しなくてもよかったかもしれないが、

利子に対してしっかり所得税を掛けようという

視点からいうと、さまざまな特例が入って来て、

少なくともシャウプがやっていた全額利子に掛

けるという発想からはだいぶ乖離したというこ

とである。

表１
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1950年 1951年 1952年 1953年 1954年 1955年 1956年 1957年 1958年 1959年 1960年 

公
社
債
・
預
貯
金
・
貸
付
信
託
等 

償
還
差
益
定
期 

積
金
等
の
利
子 

利
子
所
得
に
対
す
る
所
得
税 

（1947年～） 

（1947年～） 

（1941年～） 

（1943年～） 

総　合　課　税 ただし支払の際20％源泉徴収 

分離10％課税 分　離　10　％　課　税 

全額免税 長期貯蓄３年間全額免税 

長期貯蓄利子 
分離５％課税 

郵便貯金および日歩３厘以下の当座預金利子非課税 

国民貯蓄組合預金等の利子非課税 

納税準備預金利子非課税 

雑所得として総合課税 

源泉選択 
制度復活 
＊税率50％ 

源泉選択 
制度適用 
（1940年～） 

償還差益は 
当分の間非課税 
（1947年～） 

（出所）大蔵省主税局「租税特別措置に関する問題点関係資料（その３）－貯蓄奨励のための減免措置」、1960年
８月12日（大蔵省資料Ｚ22-241）。 

個人の貯蓄に対する税制 

図６

表２
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所得税・法人税の租特による減収額 

所得税・法人税の税収 

1960 1970 1975 1980 19901985 年度 65 67 69

10

％ 

5

0

12.0

10.3
9.8

8.9 8.7

9.8

8.6

6.5 6.5

8.3

6.9

6.9

6.0

5.8

5.2

5.4 5.2

5.1 5.0

5.6
5.2

4.6

4.7

4.5
4.8

（出所）大蔵省主税局『税制主要参考資料集』より作成。 

租税特別措置による減収率の推移：1960－90年度 

租税特別措置の流行も、時代とともに随分下

がってきた。この図７で見ると、租税特別措置

の規模は、租税特別措置によって出てくる減収

というのは一応推計がされている。所得税・法

人税で、徴収すべき税収がどれだけ欠落してい

るかというデータはすぐ出てくる。それと本来

の税収を割り算すると、相対的に減収額の幅が

大きいときほど租税特別措置の利用が大きかっ

たという形で、１９６０年～１９６５年の６０年代には１

割強が、租税特別措置によって失われていた。

その後、不公平税制とか、税制を見直さなけ

ればいけないという掛け声で、だんだんと落ち

てきて、結局のところ、オイルショックがあり、

かつ、財政再建が掛け声として出てきて、不公

平税制は直さなければいけないというころには、

かなりこのウエートが減ってきている。

今は計算していないが、この４．８％や４．５％の

辺りにまだいるのではないか、現在は、これよ

りは少なくなっていると思うが、いずれにして

もまだ残っている。民主党はこれを全廃して、

必要なものだけ残すと言っているが、これはな

かなか大変な話である。

税調も随分これを議論して、一生懸命廃止す

べきものを廃止すると、また新しいものが出て

くる。絶対額として減らすのは至難の業であっ

たという印象を受けている。

流れは非常に変わってきたのが、１９８０年代に

入ってから、それもひとえに財政赤字の結果、

将来、増税は避けられないのではないかという

ことだ。ただ、１９８０年代はご存じのように、土

光臨調が出てきて「増税なき財政再建」で華々

しく増税の道を封じたから、潜在的に将来は少

子高齢化等々の中で増税は避けられない。それ

と同時に、当時は財政赤字がこれだけ増えると

思っていなかったが、これだけ増えてしまった

から、どうしても増税は避けられない。歳出の

無駄を切ると同時に、不公平是正はやらなけれ

ばいけない。租税特別措置が不公正税制のやり

玉に上がったという意味で、これは減ってきた。

図７
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�３ “活力”の解釈

絶えずわれわれを悩ませたのは「活力」とい

う言葉である。活力というのはバイタリティー

であり、税制によって経済を活性化するという

のは、悪いことではないという価値観が当然あ

る。現に各国の税制改革の中には、バイタリテ

ィーという言葉も基本理念に入っているし、別

な言葉で言えば、経済成長を促進するという意

味でバイタリティー（活力）なのである。

ただ、この「活力」の解釈には２通りある。

片方だけがとらえられてきたという気がする。

一般的に、特に経済界の方々が言っている「活

力」は、まさに政策減税が多い。インセンティ

ブとして活用したい、つまり、設備投資を高め

たいから減税しろ、或いは税率を引き下げて可

処分所得を増やして個人消費を増やしたい、こ

のように直接に政策的に、言うなれば個々の消

費者、或いは個々の企業に対して、減税という

形で刺激を与えたい。これがあって、投資が増

えたり、消費が増えたり、或いは輸出所得を減

税してやれば輸出促進につながる。こういう発

想が、実はインセンティブという意味で、租税

誘因と言っている１つの流れで、一般にはこっ

ちの解釈を取る人が多い。

実はもう１つ、アメリカのレーガン税制改革

の２期のときにいわれ、こっちの方が活力があ

るといつも税調でも議論していた。要するに税

制が歪んでくる。なぜ歪むかというと、この税

制を政策的に利用するから税制が歪むのである。

課税ベースを狭くすることは、１つの例が、設

備投資減税などをすると、投資した分だけ課税

ベースが減ってくるから、その結果、非常に有

利になる。

例えば、利子である。汗水垂らして働いた勤

労所得と比べて、利子もいろいろ運用によって

汗水かくのかもしれないが、一般的に不労所得

である。不労所得が優遇されると、勤労意欲も

含めて、どうしてもそっちの方に税制が加担す

るという意味で、税制が歪んでくる。税の抜け

穴（ループホール）がいっぱい出てくると、そ

の抜け穴探しで経済が歪んでくる。

例えば、よくアメリカでいわれたのは、設備

投資減税の結果は、設備投資減税があるから設

備投資をしようという動機が出てくる。つまり、

減税目当てで投資をする。本当にその投資が必

要かどうかは二の次であるとなると、税制が生

み出す税制の歪みである。

本当の民間活力を期待するなら、税制に課税

の中立性という原則を押し当てて、政策減税を

極力使わない。つまり、税制からの過分の期待

も、税制からの過分の負担もなくして、ニュー

トラルにして、民間が同じ土俵で競い合った方

がいいという発想も出てくる。具体的には課税

ベースを広くする意味で、日本でいう租税特別

措置を極力なくして、その代わり税率を下げる。

そっちの方で広く減税の恩典を与える。その結

果、民間活力が期待できる。こういうものが活

力だという解釈もある。

ただ、政治家、或いは経済界の方々はみんな

税制政策的にインセンティブとして活用する方

である。経済財政諮問会議の委員と政府税調は

大いに論争もしたし、活力をめぐって議論もし

ていたのだが、これは政策税制でやるか、租税

原則論でやるかという対立であった。これもま

た、形を変えた本音・建前論であり、理想と現

実の建て前だったと思う。

３．世界における税制改革

�１ １９８０年代の世界における税制改革

課税の公平という視点で税制改革は大きく

１９５０年代、６０年代は流れたと思うが、１９８０年代

にまた別の意味の税制改革の基本的な理念が登

場した。これはイギリスのサッチャーであり、

アメリカのレーガンという人たちが言ったわけ

だが、税率はフラット化しろということである。

つまり、累進税率は非常に歪みを与える。後か

ら数字を出すが、１０段階、１５段階、２０段階もあ
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るような累進税率は、所得がちょっと上がって

もすぐに高いインカムブラケットととらえられ

て、勤労意欲を失うとか、経済の促進という面

から見ても累進税率は緩和して、そのかわり課

税ベースを拡大する。これは所得控除とか、準

備金、引当金をなくして、取りあえず課税ベー

スを拡大しろということである。フラット化と

課税ベースの拡大こそ、課税の公平・中立・簡

素である。課税のベースを拡大すると、課税ベー

スは少なくなって簡素に通じる。それから、フ

ラット化という意味で、中立を保てる。課税ベー

スが拡大することによって、公平も保てる。つ

まり、累進税率を過度に高めて公平を高めるよ

りは、課税ベースの方で公平を高めることが

１９８０年代にできた。

これが税制改革の理想になった。租税原則に

忠実な考え方で、中曽根首相が１９８０年代の中ご

ろにシャウプ勧告以来の抜本税制改革とうたっ

た、またレーガンの発想、アイデアを借用した

という意味で、あのころは非常にもてはやされ

た税制改革の基本的なターゲットだった。ただ、

中曽根税制改革は幸か不幸か売上税が突出して、

うそつき発言みたいなものが出されてつぶれて、

レーガン税制改革で実現したような形でうまく

いかなかった。

その１つが、税率のフラット化というのは減

税になり、皆さん大好きである。ところが、課

税ベースの拡大というのは増税になる。従って、

財政再建も視野に入れれば、増減税はない方が

いい。税率のフラット化と課税ベースの拡大は

対になっているべき概念なのだが、不幸なこと

に日本では減税になる税率のフラット化のみが

採用されてきて、課税ベースの拡大については

ほとんど相手にされなかった。減税先行型の税

制改革になり、また財政赤字を膨らまし、財政

再建の先送りにつながった。１９８０年代はまさに、

理想はフラット化と課税ベースの拡大だったが、

現実はフラット化のみが行われて、新しい歪み

が出てきた。、レーガン税制の使い方は日本に

おいて少しまずかったと思っている。

�２ レーガン税制改革

レーガンは１９８１年からのレーガン第１期があ

って、その後のレーガン第２期と２つに分かれ

ている。レーガンの第１期は、日本でいう政策

減税型、政策活用型であり、租税特別措置を拡

大する形でアメリカ経済を、あのころはサプラ

イサイドという言葉があったように、その一環

としてやろうとしたのだが、やはりうまくいか

なかった。そのときに出てきた反省がレーガン

第２期につながって、税率のフラット化と課税

ベースの拡大によって、公平・中立・簡素を実

現しようとした。

ただ、日本ではレーガン第１期のことが大い

に喧伝されて、レーガンを見習えとしばしば言

われたが、そうではないのだ。その根っこにな

っているのが、この財務省報告であり、この「公

平、簡素及び経済成長のための税制改革」、「経

済成長のため」というのを「活力のため」と置

き換えて、言うなれば民間活力を阻害しない形

で生かそうという意味では、「税制の歪みを排

除、民間活力に期待」の方がレーガンの言う経

済成長だった。だから、ここでいう財務省報告

は、「税率のフラット化と課税ベースの拡大に」

による公平・中立・簡素の実現といった、源流

はシャウプさんのところにあるような発想だっ

た。（図８）

具体的には、表３のように、所得税の１４区分

の累進税率を３区分に変え、雑多な所得控除を

大いに縮減した。法人税も税率をフラット化し

た。アメリカの法人税というのは、累進税率的

に多段階で分かれていたが、これも均一にする。

或いは、投資税額控除をやめる、加速度償却を

やめるという形で、かなり課税ベースの拡大も

やった。ここはアメリカと日本の違いで、納税

者にとってはプラスもあるしマイナスもある。

両方とも実現するところに、日本の税制改革と

違った面がある。

アメリカは、修正されたフラット・レートと

いうので、０が入って４段階であるが、非常に

― 54 ―



レーガン税制改革による所得税率の見直し

限界税率（％）課税所得

財務省案現行（ドル）

0
03,710以下

113,710～6,000

15

126,000～8,290

148,290～12,900

1612,990～17,460

1817,460～22,040

2222,040～26,850

25

2526,850～32,630

2832,630～38,410

3338,410～49,980

3849,980～65,480

35

4265,480～93,420

4593,420～119,390

49119,390～117,230

50117,230以上

（注）課税所得区分は、共同申告のケースである。

図８

表３
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シャウプ勧告以来の抜本改革・修正されたフラット・レート
（％）

改正案
現行

1988年度分以降1987年度分

税率適用課税所得税率適用課税所得税率適用課税所得
10.550万円以下の金額10.550万円以下の金額

10120万円以下の金額11120　　　  〃12120　　　  〃
14.5200　　　  〃14200　　　  〃
16300　　　  〃17300　　　  〃

21400　　　  〃
15500　　　  〃20500　　　  〃

25600　　　  〃
20700　　  　〃25700　　　  〃

30800　　　  〃30800　　  　〃
301,000　　　〃351,000　　　〃351,000　　　〃

401,200　　　〃401,200　　　〃
401,500　　　〃451,500　　　〃451,500　　　〃
501,500万円超の金額502,000　　　〃

503,000　　　〃553,000　　　〃
555,000　　　〃605,000　　　〃
605,000万円超の金額658,000　　　〃

708,000万円超の金額

（出所）大蔵省主税局『税制主要参考資料集』、1990年。

細かい累進税率の階層を一挙に３段階にした。

�３ 日本における税制改革

表４が、日本の言うなればレーガン税制改革

の影響による所得税の区分であり、現行という

のは１９８６年、シャウプ勧告以来の抜本税制改革

の前の１０．５％から７０％まである、累進税率の刻

みを１９８７～１９８８年で直していって、１０～５０％に

下げたというのが日本のフラット化の現象であ

る。

さて、いろいろな試みはしてきたが、日本の

場合には、理想と現実がかなりかけ離れたとこ

ろで行われてきて、現実的な対応の方に力を取

られた。しかし、理想を掲げていると、現実的

なことに走ると気がとがめる。或いは、しかる

べき人がこれではまずいと、税制がインフラ的

な機能を果たさなくなるのではないかという形

で、言うなれば元に少し歩み寄る。租税原則で

やるか、政策活用型でやるか、綱引きが絶えず

行われていた。

やはり租税原則でやるよりは、税制を政策的

に活用する方が有利であったと感じる。日本の

戦後の税制改革は、理想よりは現実的に対応し

てきた。

４．税制調査会のあり方

�１ 税制改革における欧米型と日本型

税制改革はどういう格好でやったらいいのか、

日本は独自な形でやってきた。これが図９であ

る。上の流れが欧米型、下の流れが日本型であ

る。特に上の方はアメリカ・イギリスで、下は

日本である。どこがどう違うかというと、まず

一国の首相なり大統領が、税制改革をしたいと

なると、こういう形でやりたいと言う。先ほど

のレーガン税制改革では、レーガン大統領が公

平・簡素・経済成長のためにアメリカの税制を

直したいといった問題意識を持つわけである。

具体的に何をするかというと、まずそこでタス

表４
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税制改革論議における２つの型 

《欧米型》 

《日本型》 

諮　問 

作業委員会 
（専門家グループ） 

タックス・ 
リポートの 
公表 

審　議　会 
（政府税調） 答　　申 

議　会 
審　議 

実　施 
（？） 

党税調 

（出所）石弘光『現代税制改革史』、320頁。 

クフォース（作業委員会）を作る。これを専門

家グループと言っているが、著名なアメリカの

学者を集めてくる。７～８人から１０人ぐらいに

なることが多いが、そこで大体４～５年もむ。

或いは、そういう外部の学者に頼まないときに

は、財務省の中にいるエキスパートを集めて、

取りあえずタスクフォースを作って、そして、

タックス・リポートを作る。

シャウプ税制改革は欧米型である。シャウプ

税制使節団がアメリカから送り込まれて、まさ

にタスクフォースである。シャウプさんを入れ

て７人の専門家がタックス・リポートを作って、

シャウプ・タックス・リポートができて、それ

が議会で審議の対象になった。

この流れは、戦後、日本はたった１つ、アメ

リカから来た使節団がやったので作業委員会に

なったと思うが、その後、日本は審議会方式に

切り替えた。民主党は自民党がやっていた審議

会方式に対して、かなりかじ取りを変えるので

はないかという印象を持つ。審議会もうまく機

能しているときと、マスコミ的に言うと官僚の

隠れみのであったとか、利害関係者が暗躍した

とか、さまざまな批評はあるが、審議会は答申

を出してもらうまで、いろいろなグループがあ

るが、日本の場合には国民的な意見を聞くとい

う意味で国民代表を入れる建て前でメンバーを

選んで審議会を作る。

各省庁に重要な審議会があり、それも総理大

臣の諮問であったり、或いは大臣の諮問であっ

たり、局長の私的懇談会であったり、いろいろ

あったが、政府税調は、その審議会の中で一番

格の高い、一番注目された審議会であった。こ

れは確か１９６２年に、法制化されて総理府の下に

できた審議会であり、税制改革をパーマネント

な意味で議論し合う、国民的な議論の場を作っ

たのである。

それ以来、審議会というのが今日までずっと

来て、民主党はこの政府税調スタイルをやめよ

うと言っている。この政府税調は何をしたかと

いうと、大体２０～３０人の国民を代表する形で何

図９
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人か選んで正委員にする。例えば、学者グルー

プ、或いは産業界から、労働組合から、或いは

官僚OBから、或いは社会保障関係の人、特に

文化人という意味では作家が入ったりしたが、

３０人ぐらいがここに入って、そこで自由に議論

してもらう。

そのほかに、サポーティンググループとして

特別委員、臨時委員があって、重層的な仕組み

になり、これで事務局は大蔵省主税局なり自治

省税務局が資料を作り、税調の会合を束ねてく

れた。そこで３年に１回、中期答申みたいなも

のを出し、或いは特別な諮問があったときには

特別な報告書を出した。

例えば、地価が暴騰して地価税を作る必要が

あるときには、土地税制改革について答申を作

ったということもある。或いは、消費税を入れ

たいと議論したいときには、そういう小委員会

を作ってやったとか、いずれにしても、欧米型

のタックス・リポートという特定のグループが、

専門的な知識でやったものと、この審議会で答

申を作るのとはちょっとニュアンスが違う。

そこで、もう１つ、日本の税制改革特有なの

だが、この党税調が非常に権力を持ちだした。

党税調が政府税調以上に力を発揮しだしたのは、

１９８０年代中ごろ以降、或いは初めのころからだ

ったかもしれない。つまり、１９６２年に政府税調

ができて、６０年代、７０年代は政府税調の独壇場

であったと思う。それに対して、党税調が党の

立場からさまざまな形で意見を口にするという

形で、最後は党税調の答申と政府税調の答申が

両方並行的に出たのだが、大体、党税調の言っ

ていることの方が通る。そのうち、党税調と政

府税調は巧みに仕事を分けてきたと思う。これ

は私はうまくいったと思うが、政府税調は基本

的な理念なり、基本的な仕組みについてのフ

レームワークを作る。それに対して、党税調は

具体的な税率や時期、課税ベースの拡大等々の、

時の方向性を示すとか、いろいろ目玉を入れて

くれた。そういう意味で、これまで来たわけで

ある。答申ができて、これが法案になって、議

会で審議されて実施される。

自民党一党独裁のころは、１９５５年体制といわ

れていたが、大体、自民党が多数であるから、

この審議会或いは党税調で決めた答申というも

のは、ほとんどそのままそっくり議会で承認さ

れ法案化された。当然、法案の段階ではさまざ

まな味付けがあって、必ずしも審議会のとおり

ではなかったが、政治的な配慮もあって、そこ

で議会を通り実施される。

この仕組みからいうと、外国の学者から言わ

せると、政府税調の答申というのはすごく実施

率が高い。それに比べて、欧米型のタスクフォー

スが作ったタックス・リポートというのは、ア

メリカでいうと、議会に出されて、パブリック

ヒアリングがあって、議会で散々もまれるから

骨抜きになる。財務省リポートもそうだ。実施

率からいうと、どうも歩留まりがよくない。日

本のやり方がいいと言う学者もいた。自民党の

一党独裁という時期もあり、かつ、日本は長い

こと減税が主体で税制改革をやってきたから、

反対は少ない。

私がたまたま会長を引き受けたのは５代目だ

ったろうか、税調会長も５代目になると、どう

しても増税ムードが横行するから、増税ムード

の中での税制改革は、減税ムードの中の税制改

革とは全く違う。何が違うかというと、政治家

の神経の使い方は並大抵ではない。お役人なり

委員は、選挙を経るわけではないから、生一本

な勝手なことを言えるが、消費税１つとっても、

上げるということ、或いは所得税１つとっても、

増税については極めて政治家はセンシティブに

なる。党税調はそれに対して、当然いろいろな

ことを言ってくる。そこで、２つのパターンが

出てきて、こういうものをベースにして、今後

はどういうパターンにするかというのは大問題

だと思う。
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世界の主要なタックス・リポート

公表年次作業開始年次対　象　国名　　　称

1949年1949年日　本①Shoup（シャウプ）

1966年1962年カナダ②Carter（カーター）

1975年1972年オーストラリア③Asprey（アスプレー）

1976年1972年スウェーデン④Lodin（ロディン）

1978年1975年イギリス⑤Meade（ミード）

1977年1976年アメリカ
⑥Blueprints

　（ブルー・プリント）

1985年1980年アイルランド⑦O'Brien（オブライエン）

1982年1981年ニュージーランド⑧McCaw（マッカウ）

1984年1984年アメリカ
⑨The U.S. Treasurv

　（アメリカ財務省報告）

（出所）石弘光『現代税制改革史』、163頁。

�２ 世界の主要なタックス・リポート

欧米型のタックス・リポートは、学問的には

価値が高いものが随分出ている（表５）。その

中で一番これまでの税制改革に対して影響があ

ったのは、シャウプさんの日本が対象になった

シャウプ・タックス・リポートである。それか

ら、カーター・リポートは、カナダで出ており、

これは包括的所得税の元祖であり、随分学会に

は利用されているが、現実の世界では非常に難

しいという面もあった。

ミード報告はイギリスであり、支出税（expen-

diture tax）という所得税に相対する、所得が

消費されたときに掛ければいいというものであ

る。他は、ブルー・プリントやアメリカ財務省

報告など、かなりタックス・リポートとしては、

税の理論を整理したという意味では価値が高い

のだが、実現度からいくと、これはまさにへた

ってしまったというのが随分多い。

�３ 日本における政府税制調査会の歴
史

そこで、日本の場合は、もう１回、政府税調

の成り立ちから見ていきたいが（表６）、ここ

に１９５９年に一応、先ほどは１９６２年にスタートと

書いたが、設置期限が６２年で、総理府の設置法

で一応、この政府税調を３人で作ったが、実は

政府税調という名前の審議会は、税制審議会と

か税制懇談会とか、いっぱいある。これは、戦

後、さまざまな形でアドホックに１０人であると

か、６人であるとか、２５人であるとか、数年間

の設置で作られてきた。答申も出したり出さな

かったりしているが、言うなればシャウプさん

が来るというので、この１９４９年３月にできた税

制審議会、これは日本の言い分を全部まとめた

審議会である。

それ以降、税制調査会という名の下において、

臨時税制調査会等々、幾つかできたのだが、こ

れはみんなアドホックであり、数年で終わって

表５
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税制調査会と関連審議会の一覧

答申年月日答　申　内　容設置年月日設置根拠会長名名　称年　次

－別段答申行わず1948．４．10
閣議決定

（内閣に設置）
税制調査懇談会
（委員36人）

1948年４月

－答申（1949年度税制改正）1949．１．７
閣議決定

（大蔵省に設置）
（永田　清）
汐見　三郎

税制審議会
（委員10人）

1949年１月

11７．1949．答申（1950年度税制改正）1949．３．25
閣議決定

（内閣に設置）
大蔵大臣

税制審議会
（委員33人）

1949年３月

－答申行わず－
省議決定
（大蔵省）

－
税制懇談会
（委員６人）

1951年３月

1211．1953．答申（1954年度税制改正）
1953．８．７
〔設置期限なし〕

閣議決定
（内閣に設置）

小暮武太夫
税制調査会
（委員25人）

1953年８月

８
25

12．
12．

1955．
1956．

中間答申（1956年度税制改正）
答申（最近の諸情勢に即応すべき税制改正に
ついて）

1955．８．２
〔設置期限なし〕

閣議決定
（内閣に設置）

原　安三郎
臨時税制調査会
（委員25人）

1955年８月

27
７
26
８

１．
６．
 ５．
12．

1956．
1957．
1958．
1958．

滞納処分と強制執行等との調整措置に関する
要綱
租税優先権に関する中間覚書
租税滞納処分手続に関する中間覚書
租税徴収制度の改正に関する答申

1955．12．16
（設置期限）
当初1956．９
改正1957．９末
改正1958．12末

閣議決定
（大蔵省に設置）

我妻　　栄
租税徴収制度
調査会

（委員15人）
1955年12月

2512．1957．答申（相続税制度その他）
1957．６．14
（設置期限）
1958．５．31

閣議決定
（大蔵省に設置）

井藤　半彌

税制特別調査会
（委員）
当初10人
改正25人

1957年６月

２12．1958．意見要録（1959年度税制改正）
1958．７．22
〔設置期限なし〕

閣議了解
（総理大臣委嘱）

井藤　半彌
臨時税制委員
懇談会

（委員30人）
1958年７月

９
５
７

12．
７．

12．

1960．
1961．

1961．

第１次答申（1961年度税制改正）
第２次答申（国税通則法）
最終答申（1962年度税制改正）

1959．４．16
（設置期限）
1962．３．31

総理府設置法

（内閣に設置）
中田伊知郎

税制調査会
（委員30人）

1959年４月

（出所）大蔵省主税局「37年度税制調査会名簿等運営資料」、1962年８月10日（大蔵省資料Ｚ22-381）。

しまって、継続性がないという意味で、この井

藤半彌先生の後、中山さんで１９５９年に税制調査

会ができて、実際には６２年あたりからスタート

した。

つまり、いつの段階でカウントするかという

のはカウントの仕方があるのだが、審議会は税

制改革の中で取り入れられてきた。その意味で

は歴史がある。欧米型のタスクフォースのよう

に、諮問が出た段階で誰かがやるというのでは

なくて、代替わりはあったが、一応、関連審議

会は、表６にまとめた。

�４ 今後の税制調査会のあり方

図１０は、新聞の切り抜きだが、民主党は右に

書いたようなことをやりたいと言っている。左

は現状であり、政府税調があって、首相の諮問

機関で税制の大枠を議論する。与党税調、これ

は特に自民党税調であるが、税率などの細かい

点をここがやる。例えば、地価税を議論したと

きには、地価税という名前ですら、政府税調の

段階では土地保有税（仮称）だった、そして、

税率も基礎控除も決めていなかった。これが、

自民党の税調で具体的に地価税制を決め、地価

税という名前もそこで決まった。

従って、政府税調と与党税調がつながってい

たら、今後の消費税議論も、時期や消費税率ア

ップを５％から７％にするか、８％にするか、

１０％にするかというのも、これは与党が決める

べき話であっただろう。それから、軽減税率を

どうするとか、或いは目的税にするとか、この

メニューは恐らく政府税調が利害得失を踏まえ

て作ったと思う。最近では政府税調はどちらか

というとメニューを作り、それに与党税調が具

体的な味付けをするという形で両方が共存でき

たと思う。

ただ、政府税調は、昔から、国民の代表を入

れるという形で、税制の非専門家が入り、広く

国民の意見を踏まえて、税制改革案を作るやり

方でやってきた。これは欧米流の専門家だけで

やるのとは違う。私はそれに対して結構批判的

表６
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現　状 民主党案 

政　府 

国　会 

税制改正 

政　府 

国　会 

税制改正 

税制改正の流れ 

政
府
税
制
調
査
会 

首
相
の
諮
問
機
関
、

税
制
の
大
枠
を
議
論 

政
府
税
制
調
査
会 

財
務
相
が
指
揮
。
地

方
税
は
地
方
６
団
体
、

総
務
相
と
協
議 

与
党
税
制
調
査
会 

税
率
な
ど
詳
細
を
決
定 

与
党
税
制
調
査
会（
廃
止
） 

税制改正 
大綱 

税制改正 
法案 

税制改正 
法案 

答申 

歳入委員会を新設 

で、やはり税制というのは専門家がちゃんと作

って、国会等々で修正していく欧米流の方がい

いのではないかとかねがね思っていた。政府税

調の中で利害調整をやることになると、どうし

ても理想の税制改革からはだんだん離れて、現

実的対応が表に出る。とりわけ経済界の人、そ

して、各省庁のOB、或いは労働組合の人、消

費者団体の人が入ってくると、個々のパーツご

との議論に終始してしまう。取りあえず自分の

守備範囲が非常に重要だから、守備範囲が表に

出た議論になると、トータルで日本の税制をパ

ッケージとして良くする・悪くするという議論

が飛んでしまう。

それを支えたのが学者グループの委員だった

と思うが、ただ、学者グループといっても恐ら

く２割ぐらいしかいなかったのではないか。従

って、パワーとしては小さかった。

そこで、民主党は何を考えているかというと、

これはまだこれから詰めるのだと思うが、与党

税制調査会を廃止する。つまり、自民党税調み

たいなものを廃止する。これは民主党側からい

うと、与党税調は租税特別措置の存続、改廃、

或いは継続で、○×△みたいなことをやってい

て、言うなれば既得権益者との政治的に癒着が

ある。これはやめろということだ。

それでは、どうするかというと、政治家主導

で財務大臣が指揮を執って、地方６団体あたり、

或いは総務大臣などを入れた協議の場にして、

政治家が主たる責任を持つ新政府税調を作ろう

と、表向きはこういうことを言っている。恐ら

くそれが１０人になるか、２０人になるかわからな

いが、メンバーは全部政治家がやるのだろう。

それで税制改革法案を作って、国会では予算委

員会の代わりに歳入委員会を作って議論する。

アメリカ型でもないし、従来の日本型でもない、

政治家が主導した形で、法案までこぎ着ける。

政治家もいろいろな方がいっぱいいらっしゃ

るが、税制に精通した政治家というのはそれほ

ど多くないと思われる。昔の山中貞則みたいに、

まさに税制の鬼みたいな方がいられるわけでも

図１０
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ないだろう。どうしても背後にあるさまざまな

利害関係者の代弁になると、税制はインフラで

ある、国民の共有の財産であるという視点から

幅広く議論できる人が多分少なくなって、フ

レーム作りをするところがどうしても必要にな

る。それは基本理念をちゃんとすることである。

この新政府税調の下に基礎問題小委員会等々

の小委員会がぶら下がって、そこに学者なり専

門の税の担当者を入れて、絶対にそうしないと

無理だと思うが、基本的な骨格を作って、それ

に目玉を入れるという格好に政府税調はなって

いくのではないか。この並列に置いている現状

のこの関係が上下の関係になって、政治家が判

断する税制改革をするのではないか。

これが実現するならいいと思う。これからは

増税時代だから、消費税率を上げるとか、所得

税を増税するとか、法人税を軽減するとか、そ

ういう課題は国民の負託を受けて当選してきた

政治家が自分の職をかけて議論すべきだろう。

最終的に財務大臣がキャップで判断するという

仕組みは大いに結構だと思っている。委員だけ

でできている昔の政府税調、或いはそこに官僚

が入ってくるものは、政治家は極めて目の敵に

する。おれたちの利害関係が絡むような増税や

何かを勝手に決めてもらっては困るという反発

が非常に強いので、民主党の案はうまくいけば

と思うが、ここもいろいろなせめぎ合いでがた

がたになって、理想と現実が崩れてくるとは思

う。

ただ、国家戦略局、或いは行政刷新会議を作

られている中で、この政府税調がどういう位置

付けになるかはこれから議論されるのだろう。

政府税調はスタートして４０～５０年になるから、

ぼつぼつ衣替えの時期であるという印象を持っ

ている。現に、ここ４～５年、ほとんど政府税

調は国民の声を代弁する形で何ら答申も出して

いないし、イニシアチブを発揮することもない

ので、おのずから代替わりにならざるを得ない。

これからこの点について、国民全員がウオッチ

すべきではないかと思う。

５．税制改革の今日的課題

最後に、私が考えている税制改革の今日的課

題は何かということだけまとめておきたいと考

えている。

�１ 二元的所得税の実現

最初は所得税の改革である。これは、好むと

好まざるとにかかわらず、二元的所得税でいく

しかないと思っている。先ほどの本音と建て前

で申し上げたように、建て前は総合課税だと、

利子もキャピタルゲインも配当も、その他、勤

労所得も一緒にして１カ所に高く積んで累進税

率を掛けろという議論である。これはシャウプ

的な意味での包括的所得税である。それがどう

してもシャウプ税制が包括的にそういうことを

やった途端に、３年後ぐらいに駄目になったと

いうのには理由がある。それは利子や配当やキ

ャピタルゲインという性格の所得は、ボーナス

であるとか、月々のサラリーという意味の勤労

所得とはやはり違う。違うと同時に、金融所得

としての、或いは金融商品としての価値が税制

によって大きく歪曲されるのは好ましくないと

いうこともある。しかし、そういう不労所得を

持っている人には応分の税負担をしてもらうと

いう意味では、最高税率を掛けて、５０％、６０％、

７０％になれば最高税率で負担をかければいいと

いうのも、それもシャウプさんの課税の公平の

実現に非常にいいと思う。

ただ、現実は、例えば最高税率５０％の利子課

税を掛けたら、５％で得られる利子は税引き後

は２．５％になってしまう。商品価値があまりな

くなる。キャピタルゲインもそうだ。キャピタ

ルゲインもいっとき３年間ぐらい全額課税で、

キャピタルロスは全額損失を認めたが、それは

ロスばかりが申告されて、ゲインの方は課税

ベースには出てこない。

北欧がやって、オランダもやっているという

意味で、勤労所得と資本所得は分けて、別々な
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税率体系にしないと無理だろうと考えるように

なった。これはセカンドベストだろう。累進税

率は勤労所得の方で、これは所得がはっきりし

ているから、それについては例えば１０％から３０、

４０、５０％ぐらいは掛けてもいいかもしれない。

それに比べて、金融所得と資本所得の違いは現

物の土地建物のキャピタルゲインだが、いずれ

にしてもそのキャピタルゲインの利子や配当は

５０％も掛けられない。最低２０％ぐらい。北欧辺

りだと３０％ぐらい掛けている。２つに分けて所

得の概念どおりにやれということだ。

戦前、日本は分類所得税だった。明治以降、

所得税ができたときにも、そういう形で来たが、

それを５つも６つにも分けるのではなくて、２

つぐらいに分けてもいいのではないかというこ

とである。

当面、金融所得の一元化をやろうということ

で、政府税調は５～６年前から議論している。

つまり、利子、配当、キャピタルゲインの間で

損益通算となると、株で損した場合に利子から

引けることが実は非常に大きな問題だったが、

そこは目をつぶって金融所得だけひとくくりに

して、損益通算をすることで課税の対象にする

ぐらいまで議論がいっている。キャピタルゲイ

ンと配当だけ１０％の軽減税率になっている。つ

まり、株価対策になっているので、それを直し

て、二元的所得税の第１歩を踏み出すべきだと

思っている。

�２ 法人税の基本税率の引き下げ

それから、法人税の基本税率は、日本とアメ

リカは高く、４０％ぐらいになっている。ドイツ

が高かったのだが下げた。アメリカも下げてく

ると思う。日本もいつまでも世界で高い税率を

誇るわけにもいかないので、先鞭を切って下げ

ることはないが、他の先進国並みの基本税率ぐ

らいにする必要はあると考えている。

所得税、或いは消費税に比べて、法人税は税

収確保の手段としては、これから重要度が落ち

ざるを得ないと考えている。グループや親会

社・子会社で掛ける連結納税も入ったから、税

収確保というよりは、活力とか、経済成長とい

うことは考えてもいいと思っている。基本税率

を下げるというのは次の話題だが、難しいのは、

消費税が引き上げ不可避となると、企業は減税

して家計は増税だというところの政治的なス

ローガンに、この基本税率の引き上げがどれだ

け飲み込まれるか、まさにポリティカルマター

の問題が残ると思う。

従来、消費税を導入したとき、１９８９年、あの

ときはネット減税にすべく所得税・法人税を大

幅に減税した。或いは、１９９７年に３％から５％

に上げたときも、やはり所得税・法人税は下げ

ている。それと同じような議論が消費税を引き

上げるときに通用できるか、恐らくこれが大き

な問題だと思っている。

�３ 消費税率の引き上げと軽減税率、
目的税の是非

消費税の税率の引き上げは、今回新たに総選

挙で話題になった。自民党は一応、景気の回復

を待って上げようという言い方をしている。今

度の与党の連立では、任期中は据え置くと言っ

ている。いずれにしても五十歩百歩だ。数年後

に消費税率を上げなければいけないかもしれな

い。消費税率に言及したことは、少子高齢化の

問題、財政赤字の問題がのっぴきならなくなっ

たということだろう。

消費税は導入して２０年たつ。大平首相が導入

しようと言って３０年たつ。２０年、３０年たって、

やっと消費税に対して国民のアレルギーも次第

に薄くなったかなということと、社会保障財源

としてこれ以外に見当たらないことで、国民の

合意も次第に形成されてきた感じがする。各種

の世論調査を見ると、消費税アップあくまで反

対は大体５０％前後で拮抗している。しかし、最

近はどうも消費税のアップの方が大きくなって

きたように思う。

個人的には消費税みたいな、年金とか医療と

か、要するに国民の安全安心にかかわるような
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社会保障制度の根っこになる税収は政争の具に

しないで、消費税アップについては何年後に

８％とか１０％にするとか、政党間で政策協定を

結ぶべきだと思う。そうしないと、選挙のたび

に消費税を上げる・上げないとなり、上げるや

つが駄目で、上げないやつがいいという話にな

って、国民がそれに対して右往左往するのはよ

ろしくないと思っている。今後の消費税論争は、

ある種の政策協定が必要と思っている。そのと

きに軽減税率を入れるか、目的税にするか、い

ろいろ議論した方がいいと思うが、個人的には

軽減税率というのは、５％を１０％にする、或い

は２けたにするときに考えたらいいので、軽減

税率を入れるに当たっては８％ぐらいの標準税

率ではまだ入れるべきではないと思う。軽減税

率は食料品に適用するのだろうが、食料品の定

義自体が非常に難しい。

それから、目的税の是非は、多分なるのだろ

うが、付加価値税を消費税と同じと考えた場合

に、付加価値税を目的税にしているところはど

こもない。付加価値税なり、或いは恐らくオー

ストラリアやカナダの付加価値税に当たる

Goods and Services Tax も全部一般税である。

一般税でやるのが筋だと思う。基幹税であるか

ら、これから法人税の地位が落ちるとなると、

消費税は所得税に次いで第２位の地位を占める

から、そういう基幹税で集めた税収は文教に使

ってもいいし、ODAに使ってもいいし、或い

ははたまた国防に使ってもいいので、何も１カ

所に固定しておく必要はない。目的税というの

は難しかろうと思っている。ただ、日本は政府

に対する批判が非常に強く、そういう中で消費

税を上げてもいいが、何に使われるかわからな

い。従って、要するに特別会計でも作って社会

保障に充ててくれということで合意に達するの

なら、そのようにならざるを得ないのかと思い

つつ、私はこれには極めて消極的である。

�４ 地方税の税源

最後は、地方税の税源をどうしようかという

ことで、これは古くて新しい問題で、私自身も

それほどはっきりしたことが言えるほどの構想

を持っていない。いずれにしても、３年前に、

所得税から３兆円を税源移譲した。大借金人か

ら小借金人に税源が移ったのであまり意味がな

いと私はよく言ったのだが、本当に財政再建を

やり、これから日本の財政の健全化をやるなら、

国も地方も共に手を携えて自前の税制で増税す

るしかないと思う。片方から片方へ移せという

話でも絶対にないのだろうと思う。

地方税の税源で何があるかということで、今

は地方の知事が注目しているのは地方消費税で

ある。ただ、地方消費税は、私はその創設のと

きに立ち会ったが、あれはある意味で地方の譲

与税を地方消費税に振り替えただけであり、決

して地方が地方分権に基づいて汗をかいて集め

た税ではない。あれは中央が集めた消費税の

１％分を地域間の消費支出額と人口によって割

り振っているだけで、本来は、自分で集めるべ

きであれば小売売上税というのでやるべきなの

だが、これはまた難しいだろう。

学者の中でもこの地方消費税拡充に賛同する

人も結構多くて、私の意見は少数派だが、取り

あえず地方消費税についてどうするかというの

をちゃんと理論的にした方がいいと思う。後は

地方の個別の消費税をどうやって高めるかとい

うこと、或いは所得税や固定資産税について、

超過税率も含めて地方独自の税を設定する。或

いは、法人事業税の外形課税をもっと進めると

か、いろいろな方法があると思う。それをどう

するかということだと思う。

地方は地方、国は国で、自己の税源獲得をし

ないと、日本の税制はうまくいかないと思う。

税制改革は理想を掲げて、それに対してかなり

実現ができないという意味での現実を踏まえて、

税制改革は進むのだと思う。しかし、民主党が

出てきたということでどうなるかは、非常に注

目すべきであろうと思っている。

フロアの皆さんからご質問が出ればお答えし

たい。私のご説明を終わらせていただきます。

― 64 ―



ご清聴ありがとうございました。

質疑応答

（Q１） 税制に関する基本的な考え方として、

税制の根幹、骨組みは堅持しつつ、給付ないし

は税額控除で対応していく。政権が変わったと

きには、税額控除、日本でいえば租税特別措置

がそれに近いと思うが、そういった税額控除と

いうものを巧みに使いながら政策を実現してい

く。卑近な例であれば、子育ての優遇をする代

わりに配偶者控除はなくすると、これはほかの

国でもあると思うが、税制の骨格そのものは堅

持して、政策の実現は租税特別措置の中で実現

していく。こういった考え方について、先生は

どのようにお考えになるかお伺いしたい。

（石） 私の主張は、租税特別措置や税制の政

策的活用をやると、税制の骨格が崩れるという

ものである。税制の骨格を維持しながら租税特

別措置を拡充しろとか、ほかの給付付き税額控

除をやれとか言うと、本体が傷付くと私は思っ

ている。本体を維持するためには、租税特別措

置等の政策的活用は廃止すべきだというのが私

の主張である。

だから、本体はさておき、やはり今の例えば

格差社会とか、経済が不況だからとか、株価と

いうことを重視しろというのは、それはそれで

わかるが、そうなると、私は本体は極めて傷つ

くと思う。

今の具体的なご質問について、１点だけお答

えするが、給付付き税額控除は、今度は脚光を

浴びており、実現を期待しているようだが、こ

れは意見が割れるところで、実際にやるのは難

しいと思う。税調では、給付付き税額控除につ

いては、少子化や子育てに役立てたいときに、

扶養控除を引き下げて減税したい。その前に、

所得控除よりは税額控除がいいという議論にな

った。ご存じのように、所得控除というのは減

税すると所得の高い人ほど優遇され、税額控除

は所得の多寡に限らず一律で税額分だけ一定額

が減る。問題は課税のない方について、税額控

除の恩恵がいかないことから、そういった人に

ついては給付しようということで、扶養控除に

ついての給付付き税額控除が、税調で議論にな

った。

ところが、今議論になっている給付付き税額

控除は、どこの範囲まで税額控除を広げるか。

例えば配偶者控除、扶養控除、或いは社会保障

関係等々、すべて今は所得控除でやっているが、

それは２０区分ぐらいあると思うが、それを全部

税額控除するのか。そういう議論もなくて、単

に給付付きでやると低額所得者まで全部カバー

できるからいいではないかと、極めて楽観的に

言っている。アメリカやカナダはできる。それ

は制度がシンプルになっているし、社会保障税

も一緒に徴収している。税の仕組みも日本ほど、

給付の世界と税額控除の世界が分かれていない

からである。一方、日本の場合は、税額控除は

主税局、給付は厚労省になる。実務的な面で、

この給付付き税額控除というのは、実現可能性

からいうと、極めて難しいと思っている。概念

も難しいし、実施も難しい。

そういう意味で、制度設計をちゃんとやるべ

きだと思っているが、これは非常に難しかろう

と割り切っている。私はあくまでも税の本体を

傷つけないような税制改革の方がいいと思って

いるから、少しご主張とは違う面があるかもし

れない。

（Q２） 税制の根本的なことについて、民主

党の案のようにすることが本当にできるのかど

うか、先生のご意見を。

それから、私は民主党に期待している。８４兆

円の国家予算というのではなくて、総予算が２０７

兆円あるのであれば、それをうまくすれば、子

供手当とか、いろいろなものが全部解決してい

くのではないかと思っているのだが、現実の問

題としてどんなのだろうかを教えていただきた

い。
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（石） これはいろいろ数字が入り乱れている

から判断が難しいが、恐らく２０７兆円のうちか

なりのものが年金の手当であるとか、借金の返

済等で支払うべき使途が決まっているところだ

と思う。

よく埋蔵金といわれるような自由になる金が、

民主党の試算によると４兆円強が活用できると

いう話をしているが、例えば外国為替資金特別

会計や財投のいろいろな特別会計などで、確か

に数兆円ずつ出てきた。ただ、自民党が随分使

ってしまったのではないか。多分、そんなに残

っていないと思う。そういう隠し金的とか、偶

然に出てくる金とか、１回使うとなくなる。か

つ、不安定の財源で、いつ出るかわからない。

また、法律的な改正も必要だろう。これからの

年金の財源や介護・医療の社会保障の毎年確実

に出ていく財源に充てるのは間違いだと思う。

出ていく方は確実に毎年出ていくのに、出てく

るべきところの根っこにあるところが極めて不

安定で、出てくるとも思えない。

従って、民主党が、財源論といわれたのは、

要するに、願望論、希望論、精神論、具体的に

は今言ったように時間がかかる。取りあえず、

今年の補正予算とか、来年度の当初予算という

ような話ではなくて、これはかなり時間がかか

って、やはり財政赤字を増やすのではないかと

危惧している。

安定した財源を組むなら、やはり税制改革を

しなければ駄目である。それは消費税であり、

所得税だ。そういうもので恒常的な税収を確保

して、恒常的な支出に充てる。ただ、神風的に

出てくる財源がないとは言えないだろう。思い

がけない税収は、過去の借金返済に充てるべき

だ。思いがけない税収があるからといって、消

費税を上げないというのは、私の立場から言え

ば無責任だと思う。

国民もはっきり眼力を持ってやるべきだとい

うのが私の主張です。思いがけない税収が、出

てきたら、将来の孫や子供の負担にならないよ

うに、現世代は借金の返済に充てる。ただ、現

世代が使う年金や医療・介護は、現世代の負担

でやるべきである。それを借金にしてしまうと
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後世代に押し付ける。

それで問題は、マニフェストが１００％実行で

きるなどとは思えない。これから修正していく

のだろう。もう君子豹変すべしという社説があ

った。民主党の政策は、国民がどれだけ寛容度

を持って認めるかによると思う。意外に国民は

約束したことを守れとうるさいと思っている。

期待したものが出てこないと、子育て手当が切

られたと怒る人がいるし、高速道路の無料化を

怒る人もいるし、暫定税率をなくすなんてでき

ないということがあれば、マニフェストが実行

できなければ辞めると鳩山さんは言っていたが、

そこまで追い込まれるかどうかだ。

私はマスコミと国民の寛容度に置いているが、

寛容度のある人と厳しい人がいるから、これか

らの問題である。私は厳しい方だが、寛容度は

ありそうだ。

（Q３） 日本の国民は、減税に関しては寛容、

増税の話になるとものすごく敏感になってしま

う。政府に対して国民からものすごく強い不評

が出るという話をされている。政権交代になっ

て、今度は政府税調だけになって、党税調はな

くなるという話だが、先生のお話になった埋蔵

金というのか、そういった隠れた財産が出てく

るかどうか、本当に不透明で私も期待はしてい

ないが、ここでやってみて、やはりこれだけし

かなかったということになると、国民も仕方が

ないということで、消費税増税にイエスの旗を

振るようになっていくと思う。国民の納税意識

をなるべく高めていきながら、国債発行をなる

べく抑えてと私は考えているのだが、今後の展

開をもう少し教えていただきたい。

（石） 小泉首相が５年半首相をやっていた中

で、最初に上げないと言ってしまった。政府税

調と会談をしたことがあって、任期中は上げな

いが、その議論はしていいと、うまいこと言っ

ている。それで結局、５年半上げなくて、その

間に構造改革はよかったと思うが、毎年、社会

保障費を２２００億円削れという話が出てきて、そ

れが医療崩壊であり、介護地獄であり、さまざ

まな国民の安心安全を脅かす元凶だと思う。高

齢化社会では社会保障関係が毎年自然に１兆円

増える。消費税の痛みはないが、安心安全のコ

ストがもろにわれわれの方に来たのは事実であ

るから、国民もわかってきたのではないかと思

う。

北欧はすごい高福祉高負担であり、スウェー

デンはおわかりのように、日本の消費税に当た

る付加価値税が２５％で、平均的なサラリーマン

の所得は半分以上持っていかれる。しかし、ち

ゃんと老後の保障はあるし、病気のときはただ、

教育もただ、子育てや介護にも手厚いといった、

手厚い福祉をもらっているから文句を言わない。

日本はどちらかというと、自分の払った年金が

消えてしまったなどというような国だと、信用

できない。非常に不信感がある。

また、日本では、世代間の争いがあったりし

て社会連帯感が少ない。デンマークはほとんど

税方式だから、年金も医療も全部現世代の人が

後世代の人の負担をしているが、それは、現世

代の人が負担するのは、自分が老人になったら、

そのときの若者が助けてくれると思っている。

そういうことが日本にはない。これまでの政治

家の責任は重いと思う。これだけやらないと駄

目だと厳しいことも言わなければいけない。

これまで税制改革は、ネット減税か税収の中

立でやってきて、ネット増税はなかった。だか

ら、財政再建ができない。今後は、民主党のよ

うに税金の無駄を省く、予算を見直す、これは

いいと思う。だから、その成果が出るまで、本

当に出るのかどうか、疑問なのだが、成果が出

るとして、何年待てるかだろう。

それから、開き直って言えば、８０兆円も１００

兆円も、或いは２０７兆円も予算がある中で、数

兆円の無駄はあるだろう。企業だってみんな無

駄がいっぱいあるではないか。家計だと無駄が

あるではないかという議論も出てくるのではな

いか。それでもう少しもむ。もんでいるうちに
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ますます財政赤字が蓄積していくので、時間的

余裕があるかどうか心配である。よほど腹の据

わった政治家が出てきて、これで行くぞという

形で国民に訴えるようなことが必要ではないか

と思うが、見渡す限りいない。ますますこれか

ら同じような惰性に流されるのではないかと心

配である。

私らの世代は食い逃げ世代だからいいが、ど

んどん現世代に負担してもらっている食い逃げ

世代だが、年金もそんなにもらえないという話

になると、今の若い人はこれから気の毒だ。私

は総じてペシミスティックだが、民主党に期待

することもあるが、不安もある。どちらかとい

うと不安の方が大きい。それを少し皆さんと共

有して、これから民主党なり、自民党の再生等々

を踏まえてやるべきだと思っている。

（文責 �日本租税研究協会）
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司会 東京大学法学部教授 増井 良啓
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はじめに

（増井） おはようございます。シンポジウム

を始めます。この討論会「国際課税の潮流」の

狙いは、最近の日本における国際課税の状況を

概観し、OECDなどの国際機関における議論

の動向を踏まえ、外国子会社合算税制の改革の

方向性など、国際課税の現状と課題について討

論を行うということです。

全体の構成は３部構成です。まず第�部で国
内法の問題、特に外国子会社をめぐる税制の在

り方について、今年３月の改正、そして外国子

会社合算税制の議論をいただきます。

そして第�部は、視野を広げて、情報交換を
中心とした国際的な取り組みについてご議論い

ただきます。項目が２つございまして、１つは

G２０等における動き、いま１つは租税条約ネッ

トワークの拡充です。この点については、本邦

初公開といいますか、一番新しい情報をお話し

いただけるということで、私も大変期待してお

ります。

それから第�部として、OECDにおける最
近の議論ということで、AOAやビジネスリス

トラクチャリングといった論点についてご議論

をいただく予定です。

パネリストの先生方は、組織を代表してご意

見をいただくというのではなく、個人としての

資格でご発言をいただくということにご留意下

さい。従いまして、このパネルでもお名前はさ

ん付けで呼びます。

それでは、外国子会社配当益金不算入制度、

また外国子会社合算税制における議論を開始し

ます。大矢さん、よろしくお願いいたします。

�．国際課税の動向と国内法制

１．国際課税の動向

〔国際課税の役割〕

（大矢） 大矢でございます。よろしくお願い

します。第�部で詳しくご紹介しますが、私は
先週メキシコでグローバル・フォーラムという

のに参加してまいりました。そこで、情報交換

の在り方にかなり画期的な動きがありましたの

で、そのご報告を後でさせていただきます。世

の中、特に今年に入りまして、国際課税に動き

がございます。できるだけ新しいお話を皆様に

お届けできればと思っております。

まず、国際課税の今の姿と申しますか、昨今

の状況がどのように私どもの方針というか考え

方に影響を与えているかということを、かいつ

まんでご説明したいと思います。今もそうなの

ですが、今まで国際課税の役割というのが３つ

あるといわれていました（資料１）。１つが国

際的な二重課税の調整、２つ目が国際的な租税

回避への対応、３つ目が投資交流の促進だとい

われていました。それは今も間違いないのでご

ざいますが、他方で昨今、日本経済、世界経済

をめぐる状況は新たなダイナミクスを加えてお

ります。

〔金融システムの安定と課税〕

そのダイナミクスの１つは世界経済の状況で

あります。リーマンショック以降、世界の金融

システムの安定性、そして透明性というのが一

層求められております。金融監督を強化して、

ショックへの脆弱性を減ずるのだ、税もその文

脈で位置付けられなければいけないのだという

ことが随分いわれております。
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この昨今も、ついこの間G２０というのがあり

まして、この資料２１がそのG２０のコミュニケで

ございます。これはコミュニケの付属文書であ

りまして、本体の次の２ページ目に「金融シス

テムの強化に向けた取り組み」が付いています。

その中にタックスが位置付けられております。

課税についても、租税回避のための資金の流れ

というものが世界的な金融システムの安定性に

影響を及ぼすのだという考え方が非常に強いで

す。特にこの前の９月頭のG２０の議長国のイギ

リスをはじめ欧州諸国はそういう考え方が非常

に強くて、その金融システムの安定という点か

ら、課税が、その資金の流れというものが注目

されている面が非常にございます。

〔景気刺激策と課税〕

さらにもう１つ、世界経済の観点から税がど

のように見られているかというと、当然のよう

に世界経済が今停滞している中で、ほとんどの

国で景気刺激策を取られています。世界中のコ

ンセンサスというのがずっとこの１年間いろい

ろなフォーラムで議論されていますが、そのよ

うな景気刺激策は短期でなければいけない、タ

イムリーでテンポラリーなものでなければいけ

ないのだといわれております。他方で、中期的

には財政健全化を図らねばならない、そういう

財政フレームワークを持たないと市場の信任が

得られないということです。これが重要なのだ

ということで、短期は景気刺激策、中期より長

いものはしっかりとした財政フレームワークを

資料１
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持つのだということで、どこの国もやっており

ます。それは世界中のコンセンサスだと思われ

ます。

そうしますと、その景気刺激策を可能にする

ための適正な課税というのはどういうものか、

それと、適正な税収というのを確保しなければ

いけないのではないかということが、おそらく

世界中の考え方ではないだろうかと思います。

要するに、今、世界で足元は、金融システムの

安定という面と税収の確保という面が同時並行

的に議論されていると思います。

〔経済成長と課税〕

それからもう１つ、３つ目として日本経済成

長の観点でございます。日本経済も、ほかの先

進国より今のところ早期に回復の兆しがあると

いう感じではあるのですが、どうもその潜在成

長力を十分発揮しているとはいえない状況であ

ります。わが国への投資の促進、また日本企業

の海外展開の支援などを通じた日本経済活性化

の必要性は依然として大きいと思われます。

〔国際社会における議論の潮流〕

資料２１はG２０では金融システムの安定という

観点からの税・国際課税についてですが、イタ

リアのラクイラで行われた７月の首脳サミット

では、資料１９を覧いただくと、２行目に「我々

の課税ベースの保護並びに」ということがあっ

て、こういった課税ベースでの言及があります。

あまりここでは金融というのが正面から出てき

ていません。

要するに、同じこういったフォーラムでも、

G８と G２０の違いはもちろん参加国が違うとい

うのはありますが、そのフォーラムによって力

点の置き方が違うことがあるということになり

ます。今、この２つの側面で国際社会では議論

を同時にやっているというのが申し上げたいこ

とでございます。

いずれにしても、そうした足元の状況等々を

踏まえながら、バランスを取りながら、いろい

ろな問題の検討を行っていく必要があるのでは

ないかと思っております。以上、総論です。各

資料２１
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論にこれから入らせていただきたいと思います。

２．外国子会社配当益金不算入制度

〔外国税額控除制度の概要〕

まず、外国子会社配当益金不算入制度につい

てであります。これは最初に申し上げました３

つの観点のうち二重課税の調整にかかるもので

すが、日本経済の活性化にももちろん大いに関

係してくるものであります。経緯としては、外

国税額控除制度にそのベースがあります。外国

税額控除制度は資料２にその制度の概要がござ

います。この外国税額控除制度は昭和２８年に導

入されたものであります。外国で納付した外国

税額を国外所得に対してわが国で課される法人

税額の範囲内で控除することを認めるものであ

ります。すなわち、居住者・内国法人は全世界

所得に課税されるため、国外所得に対して源泉

地国で課税される部分について二重課税が発生

することになりますので、これについて二重課

税を排除しようとするものであります。

〔外国子会社配当益金不算入制度導入の経緯〕

従来の間接外国税額控除制度の下では、いっ

たん子会社の所得を益金算入し、全世界所得に

対するわが国で納めるべき税額を計算した上で、

そこから外国子会社が国外において納付した外

国法人税額を差し引くことから、例えば国外の

税率がわが国より低いような場合は、外国子会

社は親会社に配当を戻す場合と外国子会社の配

当を国外で留保した場合とで、企業全体として

の税負担が異なってきます。その結果として、

企業が必要な時期に必要な金額だけを戻すとい

う、企業の配当政策の決定に税制が中立的では

ないのではないかということで、企業に配当を

国外に留保するというインセンティブを与えて

いるのではないかという指摘があったところで

あります。

世の中は動いていますので、わが国企業はま

すます海外進出が進んでおります。そうした中

で、海外の子会社における内部留保も年々増加

しています。わが国経済の活性化の観点からは、

資料１９
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海外市場で獲得する利益をわが国に還流させる

ということがわが国の持続的成長・発展のため

に必要ではないかという議論がありました。

資料３は経済産業省でお作りいただいた非常

にわかりやすい資料でございます。このグラフ

にございますが、これだけ海外留保が大きいと

いうことが数字とグラフで示されております。

これが日本に戻ってくれば、雇用、それから設

備投資に回るのではないか、研究開発に回るの

ではないかということが期待されたわけでござ

います。こうした流れの中で、いろいろ検討が

進んできました。

また、間接外国税額控除制度については複雑

ですし、いろいろな証拠書類が要るので事務コ

ストが大きいというご指摘もあったところです。

そうしたことで、２１年の税制改正で、間接外国

税額控除に代えて、親会社が外国子会社から受

け取る一定の配当について、親会社の益金不算

入という制度を導入したところでございます。

この制度を導入しました結果として、国内に

還流する利益が、雇用や、先ほど申し上げた設

備投資、わが国経済の活力向上のために用いら

れることを期待しているところであります。ま

た、企業の事務負担も大いに軽減されることを

期待しているところでございます。

〔益金不算入制度の今後〕

他方で、まだこの制度は緒についたばかりで

あります。税だけではありませんで、今、行政

で行っていることはすべてそうですが、政策評

価というのをしなければいけません。成果の検

証というのをしなければいけないということは、

行政のすべての分野においてそうであります。

よく PDCA、Plan―Do―Check―Action といい

ます。歳出の方ですと予算執行調査というのを

やっていて、今、毎年６０件とか７０件とか自己評

価を財務省の中でもやっています。それを、制

度全体としては総務省が行政評価をやっている

のですが、やはり施策・政策を実施する主体が

まずは自己評価しなければいけないというのが

ございます。もちろん、今回の措置は企業の配

資料２
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当政策に対する税制の中立性や事務コストの軽

減といった観点から措置されたものであり、外

国子会社の利益を配当として直ちに戻さないか

らといって、今回の措置が無意味だということ

にはならないのですが、この Plan―Do―Check―

Action のサイクルで成果をチェックして次の

行政に生かすということは、今の世の中、当然

でございます。所期の成果が上がっているかど

うか、実際に、資金が日本に戻っているのか、

設備投資や雇用に本当に生かされているのかと

いうこと、それから、事務コストの軽減が実現

しているのかということを、これから皆様の声

を伺いながら検証していかなければいけないと

思っております。

例えば、昨今いろいろな論文等々がございま

して、マーケット情報等々ございまして読んで

いると、日本はまだ低金利なので、内外金利差

が大きいです。そうなると、むしろ外国に置い

ておいた方がいいのではないかという声、それ

から、これもまた為替レート次第というのもあ

るのかもしれませんが、海外進出意欲が増える

と、国内に資金を還流させる必要性が減るので

はないかとか、いろいろなご意見、またご指摘、

ご分析があるようであります。こうしたいろい

ろな見解・分析にも耳を傾けながら、われわれ

なりにまた検討、自己評価、分析していきたい

と思っています。

諸外国を見ますと、この外国子会社配当益金

不算入制度はどうかというと、ドイツとフラン

スでは既に外国子会社配当について、益金不算

入制度を導入しておりますし、２００９年度からイ

ギリスにおいてもこの導入をしております。で

すから、世界の流れになっているというのは間

違いないだろうと思っております。（資料４～

６）

３．外国子会社合算税制

〔外国子会社合算税制の概要〕

次に、外国子会社合算税制についてです。こ

れが、資料７です。これについて、今かなり議

資料３
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資料４

資料５
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資料６

資料７
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論がございまして、われわれとしても今いろい

ろな角度から考えているところです。２１年度税

制改正において、国際課税全般の見直しの中期

的なロードマップの第１歩として、今申し上げ

た外国子会社配当益金不算入制度というのを導

入したところなのですが、こうした国際課税全

般の見直しの中で、外国子会社合算税制の在り

方を、中長期的な方向性も含めて総合的に検討

すべき時期にきているのではないかと思ってい

ます。

この外国子会社合算税制は昭和５３年に導入さ

れたものですが、その基本的考え方は、わが国

の内国法人が実体のない子会社等を通じて、軽

課税国において国際取引を行うことによって、

直接国際取引を行う場合と比べて税負担を不当

に軽減・回避し、結果としてわが国での課税を

免れるという事態が生じるのではないかという

基本的な発想から出たものです。こうした租税

回避行為に対処するため、一定の税負担水準を

下回る国・地域にある実体のない外国子会社等

の所得を、その持ち分に応じてわが国の親会社

の所得とみなして、それを合算して課税する制

度であります。

〔外国子会社合算税制における適用除外基準〕

では、その実体のない場合というのはどうい

う場合かというのが問題でございます。それが、

いわゆる適用除外基準といわれるもので、資料

８にその４つの基準が記してございます。

実体を備えて、かつ所在地国において事業活

動を行うことについて十分な経済合理性がある

場合、すなわち、４つを全部満たす場合につい

ては、外国子会社合算税制の適用はないという

ことになります。このアプローチは、企業ごと

に見て、オール・オア・ナッシングで適用をす

るかしないか決めます。そのエンティティに着

目して決めるということで、この適用除外条件

を満たさない場合は、エンティティの所得全体

について合算対象所得とするというエンティテ

ィ・アプローチです。これが現行の考え方であ

ります。

資料８
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〔外国子会社合算税制を巡る論点〕（資料１０）

ところが、このエンティティごとに判断して

○か×かというアプローチが、世の中がいろい

ろ変化のある中で、必ずしも企業活動の実態に

合わなくなっているのではないかというご意見

があるところであります。

例えば企業が製造拠点の海外移転を進める中

で、東南アジアのグループ製造会社から欧米の

グループ販売会社へ輸出するという輸出業務に

ついて、業務効率化の観点から、東南アジアに

輸出業務を支援したり決済業務を一元化するよ

うな子会社を設立する、或いは、企業の海外拠

点が増加し、効率的な企業運営の管理のために、

北米や欧州、アジアの地域のハブとして事業戦

略をつかさどる地域単位の統括会社を作るとい

うような事例が多くなっています。こうした事

例について、こうした４つの基準が本当に今も

ワークするのかということはいろいろ議論され

ています。

例えば欧州統括会社をベルギーもしくはオラ

ンダに作るとして、この所在地国基準というの

がありますが、どうしてオランダやベルギーだ

けで事業をしないといけないのかとか、いろい

ろなご指摘をいただいているところであります。

そうした企業サイドから見た場合、十分実体が

あるのではないか、経済合理性もあるのではな

いかということです。あるにも拘わらず、適用

除外基準が適用されないという事例が多く生じ

ているのではないかというご指摘があるところ

であります。

このエンティティ・アプローチを取りますと、

オール・オア・ナッシングでございますので、

他方で、ある事業主体の所得の中に、本来事業、

積極的な事業活動からの所得が含まれていても、

その所得の性格を配慮することなく、全部一括

で判断します。パッシブな利子配当からくる所

得等は、どんなにそれが本来事業とは関係がな

くても、この適用除外基準に当てはまれば合算

されないということになります。

今のこのエンティティ・アプローチはオー
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ル・オア・ナッシングですので、４つの基準を

当てはめて、所得所得でその所得の性格・性質

について判断する必要がないという点では、判

断自体は非常に簡単です。割り切りができると

いうものであります。他方で、このパッシブな

所得については、そういう所得の性質というよ

うな切り口では判断しないということになりま

す。そうしますと、きめ細かな判断という点で

いかがかという指摘もあるところではあります。

それから今ご指摘いただいているのは、軽課

税国です。足切りとしてある程度税率が低いと

ころではないと、この制度は適用になりません。

税率を今２５％でやっていますが、世界的に法人

税率が下がっているのだから、もっと下げても

いいのではないかというご指摘もあるところで

はあります。

〔インカム・アプローチに対する議論〕

では、このエンティティ・アプローチを変え

るとしたらどういう対案があるかというのが今、

かなり議論になっています。インカム・アプ

ローチというのがその対案になるかと思います。

その理念型を申し上げるとさっきのパッシブの

所得という切り口なのですが、所得の性格に着

目して、事業からくる所得をアクティブな所得、

そうではないパッシブな所得に分類した上で、

パッシブな所得については軽課税国ではない場

合でも課税していきます。逆に、事業所得につ

いては、実体のあるものとして軽課税国でも合

算しないという方向になるかと思われます。

しかし、こうした理念型のインカム・アプ

ローチを全面採用すれば全部解決するかという

と、そうでもなくて、悩みは多いのであります。

行政というのはいつも走りながら悩んでいるの

だというのが、二十何年役人をやっているとい

つも思うことです。割り切れれば簡単なのです

が、そうもなかなかすぱっと割り切れません。

今の制度に問題があるというのは確かなのです

が、ではどうしたらいいか。

例えば、パッシブというけれども利子配当だ

けでいいのかとか、その定義をどうするのか、

ある製造業の方がシンガポールに子会社を作っ

て、どうも株の売り買いをやっている、そのキ

ャピタルゲインはどうするのかとかです。それ

から、インカム・アプローチにしますと、その

所得の性格を１つ１つ判断しますから、事務負

担が増えるのではないかというご指摘はありま

す。それから、データですが、細かく分けよう

とすればするほどタイムリーにデータが取れる

のかどうかというのももちろんあるでしょう。

さらには、資産運用というのはどこの企業でも

やるのが当然で、どうしてそこからくる所得を

いちいち合算されないといけないのだというご

指摘もあると思います。しかし、他方で、今の

このエンティティ・アプローチがあまりにも割

り切りがよすぎるというのも確かに言えること

です。やや荒っぽい判定なのではないかという

ご指摘もあるところではあります。

要するに、事務負担が軽い方にすると、判断

が粗くなるのではないか、しかし、きめ細かに

しようとすると事務負担が重くなるというのが、

ジレンマがあるところであります。その辺を全

体で考えて、どうやってバランスの取れた解決

法ができるのかということです。

〔諸外国の状況〕

資料９をご覧いただくと、諸外国の比較表が

ございます。一番上の列の「制度適用の基準」

というところに書いてあるのがエンティティ・

アプローチかインカム・アプローチかというも

のの分類で、アメリカだけがインカム・アプ

ローチを採用しているということになります。

ただ、これも、実はこう書いてありますが、な

かなか実態を見ると、ドイツなどはかなり中間

的なアプローチなようでございます。イギリス

も実は悩んでいます。当初、外国子会社配当益

金不算入制度の導入とセットで、この外国子会

社合算税制の見直しを検討してきたのですが、

最終的にはわが国と同様に、外国子会社配当益

金不算入制度を先行的に導入した上で、実質的

な見直しについて引き続き現在も検討を継続し

ているということであります。このイギリスに
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おいても、要するに、外国子会社合算税制の見

直しについてまだ勉強を重ねているところで、

はっきりとした方向性は出ていないということ

であります。

今後、合算対象とするパッシブの所得とは何

か、定義は何だということ、それから、エンテ

ィティ・アプローチが実態に合っているのか合

っていないのか、海外進出企業の実態の把握、

それから、制度を変えると日本経済にどういう

影響があり得るのかということ、それが税収に

もどういう影響があるのかということ、こうい

った観点を、いろいろなことを考えて、この制

度全体の在り方を考えていきたいと思います。

（増井） ありがとうございます。大矢さんに

は、短期的な視点と中期的な視点の区別という

大局的なところから、今年の３月に導入された

外国子会社配当益金不算入のシステムについて、

今回の税制改革を中期的なロードマップの第１

歩だと位置付けられました。その成果の検証が

必要であるということ、そして、外国子会社合

算税制の在り方について、エンティティ・アプ

ローチとインカム・アプローチの得失について

検討点をお話しいただいたわけです。

ここからは、青山さん、鈴木さん、八田さん

の順番でご意見をいただきたいと思います。そ

れでは青山さん、お願いいたします。

４．外国子会社配当非課税制度導入に
よる外国子会社合算税制の問題点

〔租税回避に対する耐久力〕

（青山） 筑波大学の青山です。よろしくお願

い致します。私からは、今ご紹介のありました

外国子会社合算税制に至る、昨年の外国子会社

配当の非課税制度導入との絡みでの問題点につ

いてコメントさせていただきたいと思います。

先ほど中期的ロードマップの一環として今年

度の税制改正がスタートした、その延長線上に

外国子会社合算税制があるというご指摘がござ

いました。これはまさにそのとおりだと思いま

資料９
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す。ある国の国際課税制度のパッケージの中の

重要なパーツを占めている部分が、一定の税の

ポリシーの下に変更された場合には、恐らく国

際課税全体としてその制度のバランス、すなわ

ち、税制として公平・中立・簡素という観点か

ら、きちんと機能するのかどうかという見直し

が必要になるのではないかと思っております。

非常に重要な柱でありました二重課税排除措

置である外国税額控除の間接税額控除をいわゆ

る免除方式の方に切り替えた重大な改正ですの

で、それが全体として国際課税制度の効率性等

にどんな影響を及ぼすのかということについて

の検証の必要性です。

よくいわれていることですが、租税条約の議

論において、租税回避に対するいわゆる耐久力

という意味では、外国税額控除の方が免除方式

より耐久力があるのだといわれております。こ

れは、最終的に居住地で、源泉地国では課税で

きなかったものまで取り込んで精算をするとい

う制度でございますので、源泉地での課税につ

いて何らかの瑕疵があった場合に、居住地国で

の補正が利くという趣旨が１つあろうと思いま

す。

そういった意味では、部分的ではありますが、

一定の保有基準を超えている子会社について免

除方式を採用したということは、その分につい

てわが国が課税権を放棄したということです。

そうしますと、国際課税全体のパッケージの中

で租税回避行為がもし行われた場合についての

税制の耐久力につきましては、少し弱まるので

はないかというのが通常の考え方であろうと思

います。その観点で、恐らく外国子会社合算税

制がどうなのかということの見直しが今まさに

求められているのではないのかと思います。

〔適用除外基準の検証〕

それから、併せまして２点目は、大矢さんの

お話にもございましたが、もう長い年月を経て

まいりました４つの適用除外基準を持っている

わが国の外国子会社合算税制が、先ほど来ご説

明がございました多国籍企業の世界のいろいろ

な拠点をベースにした事業展開の実体をうまく

反映しているのか、実体のないビジネスに対し

て適用すべきとされていた、そしてその使命を

担っていた４つの適用除外基準というのが適正

に今の新しい事態にも対応できているのかとい

うところの２点の検証が今求められているとこ

ろではないかと思います。

そういったことの観点に立ちまして、経済産

業省で国際課税の研究会が開催されてございま

す１。その研究会はこれからずっと続くわけで

ございますが、最近、中間的な論点整理という

こと、今申し上げましたような現状についてど

のような方向で考えていったらいいのかという

ことをまとめて、中間報告としてウェブサイト

に載せております。その中の論点整理等を、こ

こで簡単に紹介させていただきたいと思います。

〔エンティティ方式及び所得別方式の論点〕

その中では外国子会社合算税制につき、いろ

いろな論点を議論しているのですが、私からは、

そのうちエンティティ方式と所得別管理方式の

選択可能性の論点についてコメントさせていた

だきたいと思います。

１国際課税研究会 「国際課税の主要な論点について～中間的な議論の整理～」http : //www．meti．go．jp
/committee/summary／０００４５９９／index０４．pdf
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先ほどのオール・オア・ナッシングというご

説明がございましたが、「５１％が真正な事業所

得で、４９％が投資的な所得です」という場合で

あっても、エンティティ方式の下では主たる事

業をベースにどちらかを判断しなければいけな

いという宿命があります。そのオール・オア・

ナッシングの判定だから、納税者にとってのコ

ンプライアンスコストは少なくて済むし、それ

から執行当局にとっての執行コストも少なくて

済むというメリットがあったわけでございます。

ただ、今、申し上げましたような、オール・

オア・ナッシングの性格上出てくる問題点は、

まさに１つは、納税者から見ますと、主たる事

業が万一適用除外に当たらないものということ

になってまいりますと、部分的に真正な事業が

あっても、その主たる事業に引っ張られて一蓮

托生的に合算課税の対象にされてしまうという

問題でございます。もう１つ別の方から見ます

と、先ほどの５１％、４９％の例で申し上げました

が、主たる事業が真正な事業であれば、残りの

パッシブな所得は、ある意味でお相伴にあずか

る形で適用除外ということで合算課税されない

という仕組みでございます。

〔外国子会社合算税制についての経済産業省国

際課税研究会中間報告〕

このような外国子会社合算税制の仕組みが、

外国子会社配当非課税制度の導入後も、租税回

避防止の使命を適切に果たし続けることができ

るだろうかということで、まず代替する制度で

ある所得別方式について、海外の制度を調査し

検討いたしました。

経済産業省の所得別方式についての検討結果

は、あくまで中間報告でございますが、次のと

おりです。まずエンティティ方式を改めて所得

別方式にした場合のメリットは、金融などモー

バイルな所得につきまして、受動的所得という

カテゴリーのもとに合算対象として厳格に区分

対応できる点です。また、企業にとりましても、

所得別区分によって適用除外基準の明確化が図

られ実体のある事業の課税除外が進むのであれ

ば、一蓮托生という現行制度のデメリットは払

拭できるという点でございます。

一方、デメリットの方は、先ほど大矢さんの

ご説明にもございましたが、何を租税回避防止

の観点から課税対象とすべきかについては、ア

クティブ、パッシブという基準をとっても、能

動・受動の所得区分は簡単にはできないのでは

ないかという点でございます。これは、より砕

いて申しますと、利子・配当というのは所得の

外形的な形式ではパッシブだといわれています

が、その利子・配当が得られる原資が能動的な

事業から出ている場合をパッシブ所得からどの

ように除外するかは、海外でも、複雑な仕組み

が工夫されています。或いは、グループ間取引

につきましても、グループ間で実質的な活動を

やっている場合のグループ間取引をどのように

区分して、所得区分別課税対象からはずすのか

という問題でございます。

以上、メリット・デメリット両論を比較検討

した形で報告書が作られておりますが、所得別

管理方式への完全移行については中長期的課題

として位置付けて、課税対象とすべき所得の範

囲、所得別管理に伴う弊害防止、事務負担の軽

減などについても今後さらに議論を尽くす必要

があるという形で、まだ結論が出ないままの中

間報告になっています。

５．実務面から見た税制改正の影響と
課題

〔税制改正の影響〕

（鈴木） 三菱商事で税務の実務を担当してお

ります鈴木と申します。まず、平成２１年度の税

制改正で導入された外国子会社からの受取配当

金の益金不算入制度についてコメントさせてい

ただきます。

昨今、諸外国は法人税率を引き下げる傾向に

あり、現在、本邦の法人実効税率は、アメリカ

合衆国と並んで世界的に最も高い水準にありま

す。この状況の中で、今回新制度が導入された

ことにより、本邦企業は、日本と子会社の所在
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地国の税率差を配当実施後も恒久的に享受する

ことができるようになりました。また、実務面

でも、今回、間接税額控除が廃止されたことで、

申告時の事務負担が今後は大幅に軽減されます。

従って、今回の税制改正は、企業サイドからは

おおむね歓迎されているようです。

一方、今回の税制改正によって、本邦企業の

投資活動が変化するのかという点については、

外国子会社からの配当を引いた際に、従来のよ

うな親会社レベルで追加の課税がなくなったこ

とから、新聞等でも報道されていますように、

今年度に入ってから外国子会社から受け取る配

当金の額は昨年度に比べて増加しているようで

す。

〔実効税率の引下げ〕

次にこの配当で本邦に還流した資金がどのよ

うに使われるかについては、企業が投資の意思

決定を行う際は、通常、投資機会のそれぞれに

ついて経済性を試算して、最も経済性の高い投

資を選択するわけで、今回の税制改正がこの企

業行動そのものに対して影響を与えるわけでは

ありません。そして、この投資機会の経済性の

試算においては、投資先国における法人実効税

率が非常に大きなインパクトを持ちますから、

相対的に高い実効税率が課せられる日本国内へ

の再投資は、従前と変わらず不利なままです。

それどころか、今回の税制改正によって、低税

率国への投資が恒久的な優位性を持つことにな

りましたので、皮肉にも本邦企業が低税率国を

投資先として選択する傾向は、ますます高まっ

たのではないかとさえ考えられます。

従いまして、本邦企業が配当で日本に還流さ

せた資金をそのまま日本国内に留め置いて、わ

が国の経済の活力向上を実現するという目的の

達成のためには、本邦の法人実効税率を引き下

げて、諸外国との税率差を縮小させることがど

うしても必要ではないかと考えます。

〔益金不算入適用対象の調和〕

次に、新制度の内容についてです。現状、益

金不算入は外国子会社のみに適用され、海外支

店については適用されておりません。企業の海

外進出において、支店形態を取る場合と子会社

形態を取る場合の税負担が、同じ事業所得につ

いてでありながら異なるというのは、企業活動

にひずみをもたらします。従って、海外支店に

ついても外国子会社と同様に益金不算入として、

この両者の取り扱いの整合を図るべきと考えま

す。

〔基準税率〕

最後に、外国子会社合算税制について少しコ

メントさせていただきます。外国子会社配当益

金不算入制度の導入で、外国子会社合算税制の

重要性が増したということは企業としても理解

します。一方、世界的に法人税率が引き下げら

れる傾向の中、トリガー税率が２５％と、相対的

には特に軽課税とはいえない国に所在する子会

社も対象となってしまう現行制度の下では、決

して租税回避的な内容ではない通常の企業活動

であっても、容易に対象となってしまいます。

従って、本税制は企業にとって、少なくとも懲

罰的な制度であるべきではないと考えます。つ

まり新制度の仕組みから生じる二重課税は、丁

寧に手当てされ排除されるべきと考えます。

〔インカム・アプローチ採用による実務負担増

の懸念〕

また、大矢さんのご説明では、エンティティ・

アプローチを改めて、インカム・アプローチの

導入も、可能性として検討されているとのこと

― 84 ―



でした。この点について実務家の立場からコメ

ントさせて頂きますと、インカム・アプローチ

で求められるであろう情報を例えばマイノリテ

ィーの出資先から申告に間に合うようタイム

リーに入手することができるかは、正直言って

自信がありません。投資先の収入を合算対象と

それ以外に分類することは、通常の企業会計の

財務諸表だけからは到底無理でしょうし、また

その収入への経費の配賦などを精緻に行うには

詳細な情報と大変な手間が必要だろうと思いま

す。そのような作業を膨大な数存在する海外の

投資先の、例えばすべてについて行わなければ

ならないなら、先般の間接税額控除の廃止によ

ってせっかく減少した事務負担が、逆に著しく

増加してしまうことになると思われます。イン

カム・アプローチを検討されるにあたっては、

こういった実務面についても、ぜひご配慮いた

だきたいと考えます。

６．合算税制における統括会社の問題
点

〔統括会社の活用状況と低税率国の問題〕

（八田） KPMGの八田と申します。よろし

くお願いいたします。私からは、今まで大矢さ

んからも鈴木さんからも何度かお話をされてい

た、合算税制のときの統括会社の問題点のよう

なことを、いろいろな企業を見させていただい

ている立場から、少しだけ掘り下げてコメント

したいと思っております。

もう既に実体と合理性とに関する指摘がある

ということはご認識されているということだっ

たのですが、本当に経済環境が非常に悪化して

いるということ、それから当然のことながら、

その前に事業がグローバル化しているというこ

とで、昨年は各社コスト削減に努められたと思

いますが、今年度はかなりの企業において集中

と選択というか、必要ではないところを見極め、

企業の力を注力すべきところを選んでいくとい

うような形で、組織再編を考えていらっしゃい

ます。

再編を検討する際に当然のことながら、配当

免税の影響も考慮されるのですが、日本の企業

の特徴としまして、事業部制・カンパニー制が

非常に強いのです。特にアジアへの展開におい

ては、各地に事業部ごとに子会社を作って、膨

大な数の子会社を持っていらっしゃいます。そ

の中で、効率よく事業を行っていく、或いはコ

ストが削減できるような機能を統括会社に集め

ていくというような動きがあります。そのよう

な形で統括会社を作り、サプライチェーンの中

における事業の要請でそこに機能を持たせ、統

括会社が地域グループの会社の全体にまたがる

ある程度の役割を担っているような場合で、そ

れがたまたま統括会社の下にある子会社からの

配当所得が一定基準の割合を超えてしまったり

するような時に、結局、事業基準が満たされな

いような場合が出てきます。

それから、もう１つは、鈴木さんが「税率が

非常に問題だ」とおっしゃいましたが、アジア

の国はほとんど２５％以下になっていますので、

低税率国に置くということでタックスヘイブン

税制の対象になるかもしれないので物流子会社

などはなかなか統括会社ができないと考えてい

らっしゃる会社もあり、日本企業の競争力の足

を引っ張っているのではないかというような気

がします。

〔主たる事業の判断〕

先ほどちょっと言いました適用条件にうまく
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合わない例としまして、オペレーションを実際

に行っているので、所在地基準は満たしている

けれども、まずその主たる事業の判断というの

が非常に複雑で、何を主たる事業とするのかと

いうのが問題として１つ出てきます。さらに、

先ほど言いましたように、配当所得の方が多く

なってしまう、持ち株会社的な所得の方が増え

てしまうという場合です。

それから、もう１つ問題があるのは、卸売り

でも物流でも地域統括会社があるときには、純

粋持ち株会社でない限り、子会社のための仕事

をします。子会社に対するサービスを行ったと

きに、サービスの提供地がどこかという判断を

されることによって、所在地基準に触れてくる

ということもあります。

また、先ほどのように事業部ごとに各地に子

会社を持ち機能が重複しているような場合が多

い卸売業において統括会社を導入したい場合が

多いと思うのですが、卸売業なので所在地国基

準が適用できず、従って、非関連者基準でみる

ことになります。そのような場合に、非関連者

基準を満たさず、企業としての実体はあるのに

課税されてしまうというようなことが出てきま

す。

このような場合、統括会社を作るときには、

本来子会社が持っている機能をそこの統括会社

に集めるので、各地域にある子会社の持つ機能、

子会社が行うべき作業に対する収益を得ている

わけで、それを日本の親会社に合算し親会社の

所得とするというのは、やはり実体と合わない

部分があるのではないかと思います。

〔事業を有する持株会社への対応〕

先ほど経産省の取り組みのお話しがありまし

たが、１点だけ申しますと、事業持株会社のよ

うな場合で地域統括会社という位置付けで事業

を持っている持株会社のときには、その事業持

株会社が特定外国子会社等に該当したとしても、

今回の改正により、その下の子会社からの配当

に関しては合算課税の対象とならなくなったわ

けです。ところが、実際に行っている事業の部

分からの所得に対してはどうしても合算課税の

対象から除外できずに課税されてしまいます。

持ち株会社と事業会社とに分けるという考え

方も考えられ、イギリスなどはそういうアプ

ローチをしかけているようなことも聞きますが、

もともと事業の効率性のために作っていて、租

税回避の目的で作っているわけではないような

統括会社の場合には、ぜひ何らかの検討をして

いただきたいと思います。非常に難しいという

ところはよくわかりますので、それだけコメン

トさせていただきます。

（増井） ありがとうございます。多数にわた

るポイントについてご指摘、ご意見をいただき

ました。大矢さん、いかがでしょうか。

７．指摘・意見へのコメント

〔外国子会社配当益金不算入制度〕

（大矢） 鈴木さんからのご指摘の中で、海外

支店と海外子会社の扱いを同じにすべきだとあ

りました。外国子会社配当益金不算入制度につ

いて、支店もその子会社と同じ扱いにしてはと

いうご指摘だったのですが、支店まで入れてし

まうと、わが国が取っている全世界所得課税の

アプローチがそこから破られてしまうことにな

るので、そこはなかなかその原則からして難し

いと思っています。

〔外国子会社合算税制〕

それから、鈴木さんからも八田さんからもご

指摘いただいたインカム・アプローチとエンテ

ィティ・アプローチですが、ご指摘を踏まえな

がらまた検討していきたいと思います。いずれ

にしても、エンティティ・アプローチの今の制

度についてどうも実態と合わなくなっていると

いうご指摘がありますが、しからば、どういっ

た制度に改めるべきかということです。

問題は、今、租税回避に対してどう対応して

いくか、第�部でもご説明しますが、昨今その
取り組みが国際的に非常に強くなっていて、か

なり真剣な取り組みが世界中で、その取り組み
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が強化される中で、租税回避への対応として何

が一番効果的・効率的なやり方なのかというこ

とです。もちろん企業の皆さんに過剰に事務の

負担をかけるわけにはいきません。他方で、そ

うした費用対効果といいますかコスト・エフェ

クティブネスのいちばん高いやり方は何かとい

うことで、どういった制度が一番いいのかを

日々これから考えていくということではないか

と思っております。またこれからもご示唆・ご

指摘をいただければと思います。

（増井） 第�部に移ります。
第�部では国内法の観点から、つまり日本一

国として、多国籍企業の海外進出について税制

のあり方をどうすべきかをみてきました。その

最後に出てきた外国子会社合算税制の改正問題

は、いわゆるタックスヘイブンの存在と極めて

密接に関係しています。そして、そのタックス

ヘイブンに対する国際的なフォーラムでの動き

は、特にこの春ぐらいから大きな展開を見せた

ところです。大矢さん、お願いいたします。

�．租税制度に対する国際的な取
り組み

１．G２０等における情報交換に関する
OECD基準遵守を中心とした国際
的な租税回避防止に向けた取り組み
の進展

〔ＯＥＣＤモデル租税条約第２６条〕

（大矢） 今ご紹介があった点につきまして、

私が参りました国際会議で、急激なかなり画期

的な動きが先週１週間だけでもありましたので、

ご報告なども入れながら説明したいと思います。

昨年秋の金融危機を契機としまして、いわゆ

る情報交換に関するOECD基準の遵守を中心

とした国際的な租税回避防止に向けた取り組み

が加速しているところでございます。ご参考ま

でに、OECD基準が何かというのがモデル租

税条約２６条（資料１５）でございます。

この中で最も重要なのが５つ目のパラ５とい

うものです。２００５年のモデル租税条約改正前は

パラ３までしか規定がありませんでした。パラ

３というのはちょっと弱い規定です。「国内法

令等に基づいて入手することができない情報を

提供すること等の義務を課するものではない」

とパラ３は弱めの規定をしてあったのですが、

２００５年改正で新たに追加されたパラ５は、「要

請された情報が、銀行その他の金融機関により

所有されている等の理由でのみ、当該情報を提

供しないことができると解してはならない」と

いうことが入りました。これは、銀行機密法な

どが国内にあっても当局間では情報を出さない

といけないということで、かなりこれは今効い

てきております。

〔国際的な租税回避防止の必要性〕

今、租税回避防止に向けた取り組みが加速して

いるのですが、そもそもなぜ国際的な租税回避

はいけないのかというと、４つぐらいあります。

１つが、先ほどのG２０でも触れられていまし

たが、国際的な資金の流れ、実際の投資の流れ

のゆがみを助長するのだということが挙げられ

ます。それから２つ目の問題点が、すべての納

税者の公平性への信頼の毀損、３つ目が、足が

速くないタックスベース、勤労所得、財産等々

への課税が相対的に重くなってしまう、それか

ら、徴税調査コストが増加するといったいろい

ろな問題があります。特に今、金融システムの

安定に対して問題が出てきているというのは申

し上げたとおりであります。それは、１国だけ

でやっていてはあまり意味がなく、国際的に皆

でやらなければいけないということであります。

〔タックスヘイブンの定義〕（資料１１～１４）

これは、OECDを中心にいろいろな取り組

みをやっております。実は、タックスヘイブン

の定義とは何ぞやという大議論が今まであった

のです。昔は、税率が低いところ、無税もしく

は名目的課税というのが要件の１つだったので

すが、今は税率を決めるのは各国の主権の範囲
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内なのだから、それをもってタックスヘイブン

というのはおかしいだろうということで、今は

透明性を欠いていて情報交換をしっかりやらな

いというのがタックスヘイブンの定義となって

います。それが、先ほどのOECDのモデル租

税条約２６条に書いてあるようなことでございま

す。

〔グローバル・フォーラムの始まり〕

このOECDを中心とした取り組みが種々な

されていたところへ、OECDの中にグローバ

ル・フォーラムというのができました。これは

２０００年初頭なのでもう７～８年前になります。

ここで、OECD基準を作ったのはいいのだけ

れど、その国々が本当にやっているのかどうか、

国際的な観点から見てちゃんと実施しているの

かどうかというチェックが始まったということ

です。

それは毎年やってはいたのですが、エポック

メイキングなのがこうしたOECDのグローバ

ル・フォーラムの取り組みを受けて、資料１６に

あるように今年の４月２日に金融・世界サミッ

トというのが開かれまして、ここで付属文書「金

融システムの強化に関する宣言」とここもまた

金融システムというのが出てきますが、ここで

グローバル・フォーラムというのが随分書かれ

ました。

〔OECD基準の遵守状況〕

これが出たのと同じ日に、資料１７・１８をご覧

いただくと、これを世の中ではプログレスレ

ポートといっているのですが、国が先ほどの

OECD基準のモデル租税条約２６条を守ってい

るかどうかを分類したものであります。資料１８

の上段の国がホワイト、真ん中がグレー、一番

下がブラックといわれています。一番上は、国

際的に合意された税の基準を実施している国・

地域です。もちろん日本はこちらに入っていま

す。これがあって、２つ目に国際的に合意され

た税の基準にコミットしているが、実施が不十

分な国・地域です。今、ここに分類されている

国々が問題国ということで、このうちのかなり

資料１５
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資料１１

資料１２
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資料１３

資料１４
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資料１６

資料１７
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資料１８
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の国は相当一生懸命、情報交換のコミットの実

現に向けて努力しています。

具体的には、この一番上のホワイトリストに

いくためには、OECD基準に沿った情報交換

協定を含む租税条約を１２本締結すればよろしい

という、非常にクリアな簡単な基準がございま

す。その１２本の締結を目指して、すべてではな

いですが、この中の多くの国が一生懸命租税条

約を締結すべく努力をしているということであ

ります。

それから、その他の金融センターというのが

あって、例えばここにシンガポールなどがある

ものですから、シンガポールは今一生懸命上に

いくべく、租税条約を頑張っているという感じ

でございます。それから、一番下のブラックは

今ありません。コミットもしていない国という

のが潜在的にありますが、今、すべての国・地

域がコミットしているので、今ここはありませ

ん。ということで、この３分類があるというこ

とです。これが４月２日のものです。

実は、この資料１８は最新版で、９月３日現在

のものです。今年のグローバル・フォーラム終

了時点のものでございます。これは、１日２回

アップデートしていると言っていましたが、

日々アップデートされております。この最初の

ものが４月２日に出たということであります。

〔租税回避防止に向けた動きが増幅した契機〕

資料１６に戻っていただくと、首相や大統領な

どの首脳の文書のパラに「税に関する情報交換

の国際基準に反しているとグローバル・フォー

ラムによって評価された国のリストをOECD

が発表したことを留意する。そのコミットメン

トを歓迎し、速やかに実施を進めることを奨励

する」ということが書いてあります。要するに、

首脳レベルでもこのグローバル・フォーラムが

取り上げられ、このコミットを実施せよという

ことになっています。

どうしてこんな急に動きが出てきたのかとい

うと、これは例えば２００８年２月にリヒテンシュ

タイン事件というのがあって、かなり大掛かり

な組織的な金融機関も絡んだ脱税事件がありま

した。それから昨今、UBS事件というのもあ

ったというのが１つ、契機としてあります。そ

れから先ほどちょっと申し上げましたが、景気

後退局面で税収確保の必要性があるのだという

こと、それから金融の安定という見方がありま

す。金融危機でこういう租税回避防止に向けた

動きが増幅したのだという指摘が随分あるとこ

ろであります。

〔実効性の確保〕

実は前述のリストは先ほど皮肉交じりに１２本

でと言いました。私の立場で言ってはいけない

のですが、１２本租税条約を結べばいいというク

リアな基準で今やっているのですが、形式審査

なのです。本当にそれでいいのかということで

す。租税条約を結ぶのは結んだとして、ではそ

の１２本でいいとしても、その租税条約を結べば

いいのか、その後放っておいてもいいのかとい

うことです。例えば、日本がとある島国に「情

報を出してくれ」「情報交換してくれ」と名前

を特定して、この人がこの島に隠してあるだろ

う資産の情報を出してくれと頼んでも、頼んで

から１年たってもまだ来ないというのではしょ

うがないのです。空手形に終わらせないように

しなければいけないのではないかということが

ございます。

そういう認識から、資料１９（本誌７３頁）をご

覧いただきたいと思います。これもまたイタリ

アのラクイラというところで行われた首脳レベ

ルの話です。そこで、OECDに対していろい

ろな要請がなされています。パラ１６で、「すべ

ての国・地域は、自らのコミットメントを直ち

に実施しなくてはならない」と書いた上で、パ

ラ１７で「グローバル・フォーラムはピア・レビ

ュー・プロセスを実施しないといけない」とあ

ります。要するに、グローバル・フォーラムと

いうのはOECD加盟国も非加盟国も全部入れ

たフォーラムですが、ここで１つ１つの国に対

して本当に基準を実施しているかどうかのレビ

ュー（審査）をやれということが要請されてい
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ます。

それからパラ１７b．の２行目で、これらの基

準に合致する「協定の数」はいいのですが、「質

及び関連性の増加」とあります。関連性という

のは、コメンタリーがあるわけではないのです

が、要するにOECD基準を満たした情報交換

規定を含む１２本の租税条約を結べばいいとあり

ますが、その租税条約も、具体的な名前を挙げ

るといけないのですが、カリブ海のある島が隣

の島と租税条約を１２本結んだところで、国際的

な金融システムの安定にどのように資するかと

いうと大変疑問であります。そういった中身が

勝負というのもあるのではないかということだ

と思っております。

それから、「グローバル・フォーラムの参加

は拡大されるべき」というのは、加盟国の増加

等々についてです。それから d．は、途上国も

大事なのだということです。途上国も、新興国

も含む貧富の差が激しい途上国ですと、最近お

金持ちが増えてきて、どうも多額な資金をどこ

かの島国に移すということがあるようです。そ

ういった新興国からの資本流出が増えますので、

新興国の経済にとっても非常にダメージがある

のだということで、一部新興国・途上国はまじ

めに取り組んでいるところであります。

〔情報交換に関する多国間アプローチの検討〕

それから、多国間アプローチというのは、実

はバイラテラルの租税条約であってもよく、実

際にそうしているのですが、手間がかかります。

バイの条約ですと、小さな島国は先進国から相

手にしてもらえないのではないかという懸念が

常にあるところであります。従いまして、どこ

かOECDでもどこでもいいのですが、国際機

関のようなものが音頭を取って、多国間の条約

みたいなものを作って、みんながそれに署名す

れば終わりということがあれば、本当に１つで

非常に簡便な手続きで終わるのではないかとい

うことがあります。そういうのもまじめに勉強

しなさいということが言われています。

最後の行ですが、そういうことを次回のG２０

財務大臣会合のときまでに報告することを要請

するということで、７月にそういう要請があっ

て、先週末のG２０の財務大臣会合があったとい

うことであります。

〔本年のグローバル・フォーラムの概要〕

ここに散々書かれているグローバル・フォー

ラムというのが９月１～２日にメキシコで開催

されまして、私が行ってまいりました。ちょっ

と第�部に食い込むと思うので恐縮ですが、脱
線してしゃべらせていただきます。これは、多

分ほとんどの皆さんが行ったことがおありにな

らないと思うのですが、メキシコのバハカリフ

ォルニア半島という日本列島ぐらいの大きさの

長い半島が太平洋岸にございます。その突端の

町ロスカボスでこのグローバル・フォーラムと

いうのが開かれるはずだったのです。

その予備会合が８月３１日にあって、私は８月

３０日の夜に現地に着いたのです。普通、北米大

陸の太平洋岸ではあり得ないハリケーンが突然

バハカリフォルニア半島に進路を変えて、瞬間

風速７０mという巨大な台風が私どもがいたロ

スカボスを襲うことがほぼ確実となりまして、

朝起きてみると何か大変な騒ぎになっていまし

た。主催OECD、後援メキシコ政府なのです

が、私が泊まっていたホテルにいた人が大騒ぎ

していて、うろうろしているうちにやはり無理

だということになって、急きょメキシコ政府が

政府専用機を仕立てて、なぜか私が全然行くと

思っていなかったメキシコシティーに会場を移

して、そこで予定どおり開催するということで

した。

〔グローバル・フォーラムの主な成果〕

ということで、この７０カ国の参加の下でグ

ローバル・フォーラムが開催されました。その

成果というのが資料２０でございます。

この囲みの中の�～�というのが決まったの
ですが、画期的なのがこの一番目の「OECD

基準の実施の確保に向けた強力なピア・レビ

ュー・メカニズムの構築」です。それが下の矢

印のようなところに細かく書いたように、「３
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年間をめどにピア・レビュー作業の推進を目指

す」とあります。従来は形式的な法令があるか

どうかや条約の数といった審査にとどまってい

たのですが、今回は情報交換の障害となる国内

法制があるかないか、要するに情報交換の基礎

となる法律が国内法や条約があったとしても、

それと反する内容の法律などがあってはいけな

いので、そういうのがないかどうかというネガ

ティブチェックです。それから、実際の執行体

制についても、各国・地域のレビューを行い、

実際の執行体制、要するに行政能力があるかど

うかも含めて、何か変な慣習がないかどうか、

実際にリクエストしてからちゃんと情報がもら

えるまで時間がどれぐらいかかるか等々も含め

て各国・地域のレビューを行います。その結果

をグローバル・フォーラムの全体会合の了承を

得た上で公表するということが決まりました。

今回の参加国７０のうちには、例えば中国もあ

り、インドもあり、カリビアンの島国も多数来

ておりました。こうした中でこうしたことが決

まったというのは、この４月から始まった動き

の中で相当画期的なことであります。

〔ピア・レビューメカニズムの方向性〕

ピア・レビューの「ピア」というのは「仲間」

ということですから、OECDももちろん入り

ますが、ほかの国が、例えば日本だったらカリ

ビアンの島国もしくはヨーロッパのどこかの国

に行って、実際にその審査・レビューを現場で

します。それは、どこかの国の政府代表が行く

のだということになりました。

わが国は、そのピア・レビュー・グループの

副議長国になりましたので、そういった基準作

りとして、まずはピア・レビューのやり方です。

どういうところをチェックして、そのレーティ

ングを多分やることになると思いますが、どう

いうレーティングの仕方をするのか、どういう

観点からどういう項目のレーティングをするか、

それから総合評価のやり方など、まずメソドロ

ジーを決めなければいけません。それからレビ

ューし、レポートを出すというステップを踏む

資料２０
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ことになると思います。そうした基準作りから

まずやらなければいけませんが、そういった基

準作りにもわが国として積極的に関与していき

たいと思っております。

〔諸外国が真剣に取り組むグローバル・フォー

ラム〕

それから、次回のグローバル・フォーラムは

２０１０年６月までに行います。そこで議論するこ

とは前述資料２０の�１～�３で書いているとおりで
ございます。

最後に、G２０財務大臣会合というのは先週末

にやりましたが、１１月にもう１回やることにな

っています。イギリスが議長国でございまして、

本当にアクティブにやっておられまして、１１月

にもう１回あります。そのときまでに、OECD

が先ほどの多国間アプローチのレポートを出す

のだということになっています。これができれ

ば、どういうやり方があり得るのかというのが

整理されるのではないかと思っております。

本当にこうした動きが急に進んでいるのです

が、どうも現場で見ていて、どうしてこんなに

多数の国がこんなにまじめに取り組んでいるの

だろうと、半年前だったら多分考えられません。

こういったグローバル・フォーラムというのは

実はOECDの関係の会議ですが、OECDが

IMFや世界銀行と何が違うかというと、OECD

はコンセンサス方式でありまして、みな１国そ

れぞれ平等の発言権があります。IMFや世界

銀行の国際金融機関といわれているものは、出

資した額に比例して投票権がもらえるので、G

５とかG７が組めば何とかなるというところは

ありますが、OECDはコンセンサス方式なの

でそれぞれボイスがあるのです。

ですから、カリビアンの国々、島々がとてつ

もないボイスを持っている中で、中国もいて、

インドもいて、ブラジルもいる中で、どうして

こんな合意ができたのかというと、やはりマー

ケットの信用ではないかと思っています。要す

るに、こうした動きについて後ろ向きであると、

何か情報を隠しているのではないかと思われる

のは、健全な市場参加者の投資家の皆さんには

非常によくありません。投資意欲に影を落とす

ような感じが非常にいたしておりますし、そう

した評判が立つのは小さい国々にとってかなり

致命的なものであろうという感じがします。

それから、一部新興国も租税回避地への資金

が移転する、投資がいってしまうというのはか

なり深刻な問題だという認識がどうも出てきま

した。

いずれにしても、こうしたモメンタムをも大

事にしていかなくてはいけないというのは確か

だろうと思います。今後、いろいろ機会がある

と思いますが、わが国としても積極的に取り組

んでいきたいと思っております。

２．租税条約ネットワークの拡充

〔租税条約の概要〕（資料２２ ２３）

それから、租税条約のネットワークについて

も申し上げます。租税条約というのは、もちろ

ん先ほどの情報交換の話もありますが、二重課

税の調整や投資交流の促進等々、非常に重要な

経済インフラでございます。そうした二重課税

の調整とか租税回避への対応、投資交流等々の

観点、かつ外交的な観点ももちろんございます。

また、相手国の熱意というのももちろんあるで

しょう。そうしたことをいろいろ踏まえながら、

総合的にわが国全体として、政府全体として判

断した上で租税条約を締結しています。もちろ

ん２００４年に発効した日米新租税条約がかなり大

きなモメンタムとなって、今４５条約、５６カ国に

適用されております。

〔租税条約交渉の現状〕（資料２４ ２５）

資料２４に最近の動きがございます。今、やや

右真ん中辺りに基本合意というのがあります。

これらの国々と合意ができましたので、租税条

約を国会に出すべく今作業しているところであ

ります。

先ほど申し上げましたようなOECD基準に

基づく情報交換の促進の動きは、今後さらに加

速すると思われます。実際、この情報交換協定
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をバイでやるとなると租税条約に入れなければ

いけませんので、わが国に対して租税条約を改

定してくれというリクエストは大変たくさんき

ております。また、地域的にも非常に多岐にわ

たっております。グローバル・フォーラムに行

くと、廊下もしくは会議場で袖を引っ張られて

「おれの話を聞いてくれ」「私の話を聞いてく

れ」というのは非常にありまして、本当にご飯

を食べる暇もないという感じでありました。

要するに、どこの国と租税条約を結ぶかとい

うのは、本当に今、外務省等々と一緒に一生懸

命考えているところですが、政府全体として戦

略が要るでしょうということでございます。

〔多国間アプローチの問題点〕

わが国としてはマルチの条約というのができ

れば簡単で本当にいいのです。１回署名すれば、

すべての関係国と情報交換協定ができるという

マルチの条約があれば本当に１番いいのですが、

実は２つ問題があります。

グローバル・フォーラムに行ってこれは簡単

ではないなと思ったのは、１つは、小国側の論

理であります。今、小さな島国と租税条約、情

報交換協定を結ぶと、向こうにとって実はメリ

ットはほとんどありません。日本から租税回避

の動きがそこにいっているというのがあれば日

本が情報を取るのですが、向こうから日本に対

して情報をくれということはほとんどありませ

ん。従ってメリットはないのですが、さっき申

し上げた市場の信任とかそういう国際的な動き

の中でどうしてもやらざるを得ないと向こうが

真剣に思っているから向こうから言ってくるの

です。やはり何かしらこちらからベネフィット

を租税条約上、提供することがあります。例え

ば、もちろんそれは税の世界の中でですが、年

金課税などです。年金課税はあなたの島でやっ

ていいというようなベネフィットを、バイの条

約なら付けられるのですが、マルチだとそうい

うものが付けられませんので、そういった小国

はマルチの条約に乗り気ではありません。

それから、全く違う切り口ですが、このマル

資料２４
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チの条約というのはどこの国が入ってくるかわ

かりません。わかりませんので、政治的に内戦

をやっている国とか独裁者がいるような国も入

ってきてしまうと、その国に情報を渡さないと

いけません。そうすると、特定人物がその国で

迫害される恐れがあるのではないかということ

です。ある程度OECD加盟国だけとかと縛れ

ばマルチの条約というのはあり得るけれども、

すべての世界に開いた条約というのは、なかな

か政治的にも難しいのだということがございま

した。それもそうかなという気がいたしており

ます。

他方で、バイの条約を一つ一つ結ぶのはもの

すごく手間が掛かりますので、早く、ある程度

簡易な手続きでどうやったら情報交換協定がし

っかりとできていくかというのをまたいろいろ

なところで考えていかなければいけないと思っ

ています。

（増井） 大矢さんには、情報交換に関する

OECD基準やピア・レビューの副議長として

今まさに議論されていること、さらに、バイラ

テラルの条約締結を超えて今後マルチ条約を結

ぶとした場合の問題点についてもお話しいただ

きました。この第�部については、青山さんに
ご意見をいただきます。

３．国連モデル条約改定と情報交換規
定

（青山） それでは、私からは今のご説明を受

けて、２点コメントさせていただきたいと思い

ます。

１つは、OECDはもともと加盟国が３０カ国

のところを、この問題については、OECDが

リーダーシップを取ってグローバル・フォーラ

ムの中に非加盟国を含む関係国を引き込んで拡

大していったという経緯があります。なお、租

税条約というところで見ますと、発展途上国と

先進国との間の条約のモデルは国連モデルとい

うことになっていますが、この問題では国連モ

資料２５
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デルの情報交換規定改定の動きもこの間あった

ということを１つ追加したいと思います。

すなわち先ほどの資料の中にも出てございま

したが、２００８年に国連のモデル条約の情報交換

規定２６条が改定されました。これはOECDの

２６条と同様の内容への改正であり、その解釈に

ついても、かなりの部分、OECDモデル条約

２６条のコメンタリーをそのまま借用するような

形での出来栄えになっております。ご案内のと

おり、発展途上国と先進国の間の条約のモデル

である国連モデルについては、課税権の配分等

についてはOECDモデルとは異なり、源泉地

国課税権を重視する姿勢が強いわけですが、こ

の情報交換については全くOECDの基準をそ

のまま移行して引き取ったという形になってご

ざいます。

そういったことで、この中で先ほど大矢さん

がおっしゃったような小国の問題等は、国連モ

デルの要請を背景として議論されることにも留

意していかなければいけないという点が１点目

です。

４．非協力な国・地域に対する効果的
な制裁措置

それからもう１つは、この資料１６の首脳宣言

の下の項目の真ん中辺りに書いていますが、「非

協力な国・地域に居住する受取者に対する支払

いの経費控除の否認」という、いわゆるサンク

ション（制裁措置）が書かれています。そして、

これについては、資料１９（本誌７３頁）の下の f．

に「各国が、税の透明性に関する国際基準を満

たさない国に対する使用を検討すべき効果的な

対抗措置の項目表が、議論され合意されるべき

である」となっています。条約でもって、情報

交換をどのようにやるのか、それがどの程度効

率的にやられているのかという観点からのアプ

ローチと、併せて各国が国内法でもって特定の

タックスヘイブンと目されるところに対して何

らかの対抗措置もとりうるというのがこの項目

の意味するところだと思います。

これは大矢さんにお尋ねしたいのですが、こ

ういったアクションは、各国がそれぞれの税制

の枠の中で議論するのですが、資料１９にござい

ますように、そういった項目表がG８でも議論

され合意されるべきであるというのは、ある程

度何らかのパターン化、国際ルールとしての一

定のコンセンサスを求めているのか、或いはそ

うではなくて、プラクティスをある程度集約す

ればいいというお考えなのか。その辺りについ

て、もし教えていただければと思います。

（大矢） 英語で countermeasures というこ

とが言われていまして、この countermeasures

をどうするかということは今も議論があります。

一応、今、われわれの関係者で議論しているの

は、各国ができることをやればいいのだと、そ

れはまさに各国の税制の話なので、各国の税制

の中でできること、一番最も効果的な措置を検

討してくださいということです。今までも、確

か７月のサミットのときですが、ツールボック

スといったような何かこういう政策をやりまし

ょうというのはどこにも多分ないのです。いろ

いろな措置を並べて、「こういうのもあります

ね」「そういうのもありますね」「なるほど、そ

れはいいですね」ということで国際的な議論を

多分するのではないかと思っています。各国が

できることをやるのだというのが多分コンセン

サスだと思われます。

（増井） 第�部に移ります。OECDにおけ
る最近の議論ということで、モデル租税条約や

移転価格ガイドラインの関係について、大矢さ

ん、お願いいたします。

�．OECDに於ける最近の議論

１．OECDのモデル租税条約について

〔OECDモデル租税条約の現況〕

（大矢） では、OECDにおける最近の議論
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についてご説明いたします（資料２６）。OECD

のモデル租税条約につきましては、昨年の改定

で仲裁規定が新たに設けられたということがご

ざいました。これは２年に１回ですので、今、

次回の２０１０年の改定に向けた議論が行われてい

るところであります（資料２７）。

それから、現在、OECDの移転価格ガイド

ラインの改定についても議論がされているとこ

ろであります。今現在、OECDモデル租税条

約において議論されている主な論点として幾つ

かございます。恒久的施設、いわゆる PEとい

われているものですが、その帰属利益に関する

モデル租税条約第７条の検討、それから集団投

資ビークルに対する租税条約の適用等々でござ

います。

また、OECD移転価格ガイドラインについ

て現在議論されている論点としましては、独立

企業間価格の算定方式の１つであります利益法

の位置付け、それから比較対象となる独立企業

間取引の選定に当たっての指針、それから多国

籍企業グループの事業再編に関して生ずる移転

価格上の問題等々について議論されているとこ

ろであります。

〔恒久的施設（PE）の帰属利益計算とAOA〕

（資料２８）

まず、恒久的施設（PE）の帰属利益に関す

るモデル租税条約７条の検討です。租税条約に

おいては、外国企業が支店等の恒久的施設を通

じて行う事業活動により稼得する利益について

は、恒久的施設に帰せられる部分についてその

所在地国で課税できることとされていますが、

その恒久的施設に帰せられる部分というのは一

体何を指すかということの解釈が各国に委ねら

れていたので、国際的な統一的な指針が存在し

ていませんでした。そうなると、解釈の相違に

伴う二重課税の懸念が出てくるわけでございま

す。

多くの国の課税実務では、企業の取得した利

益について、恒久的施設が行った事業活動に対

応する部分とその他の部署が行った事業活動に
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資料２７
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対応する部分に区分して、恒久的施設の事業に

対応する部分を恒久的施設に帰せられる部分と

する解釈が一般的に採用されていたところであ

ります。

一方で、世の中は動いていますので、現在の

最近のビジネス活動における恒久的施設、支店

の重要性が増大したこと、具体的には特に金融

業において支店の事業活動の実態として、支店

が子会社と同様の機能を果たすようになってき

たということがあります。それで、支店が本店

の一部だという従来の前提を見直して、子会社

に対する課税と整合的・中立的な形で支店は課

税されるべきではないかという問題意識が広が

ってきたということであります。

そうした問題意識で、OECDの租税委員会

で外国企業の支店等恒久的施設に対する課税の

在り方について検討が行われてきました。今、

モデル租税条約７条の改定に向けた検討を行っ

ているということであります。これでルールが

統一されれば各国の解釈がそろってきますので、

その各国の解釈の違いによって特定企業が二重

に課税されるという懸念は解消されるのではな

いかということでございます。

ただ、留意すべき点としては、お互いの国が

課税のルールを共有することによって二重課税

の排除を確実にするというのが趣旨であって、

恒久的施設への課税を強化するということは目

的ではありません。そういった議論ではないの

だということは申し上げさせていただきたいと

思います。

そして、検討の結果、恒久的施設に帰せられ

る部分の計算に当たっては、税務上、支店・恒

久的施設を独立企業であるかのように取り扱っ

た上で収益と費用を計算するべきだという考え

方が支持されるように至ったということでござ

います。この考え方ですと、支店等の恒久的施

設をあたかも独立企業であるかのように考えて

所得計算を行うようになりますので、本支店間

の利子、使用料の支払い、資産の移転、役務提

供についても独立企業間で行われた取引と同様

にそれぞれ所得計算に反映されることになりま

す。こうしたルールが各国税務当局間で共通の

ルールとして認識されて実行されることを通じ

て、二重課税或いは課税の空白の排除が確実に

なるという期待をしております。

今、これまでOECDでなされてきたこうし

た検討の成果については、実は現行のモデル租

税条約と整合する範囲内で２００８年のコメンタ

リーの改定において既に反映されています。今

後、この合意の内容を完全に実施するために、

２０１０年にモデル租税条約本体の規定、それから

それに関連するコメンタリーを改定するという

ことを予定しております。

〔集団投資ビークルに対する租税条約の適用〕

（資料２９）

それから、集団投資ビークルについてもかい

つまんで申し上げます。投資ファンド等の集団

投資ビークルが居住地国において導管として扱

われる場合には、集団投資ビークルは居住地国

において課税を受けませんので、条約上の居住

者にならず、集団投資ビークル自体には租税条

約の特典が付与されないことが多いです。この

場合、集団投資ビークルに投資している個々の

投資家に租税条約の特典が付与されることにな

りますが、多数の投資家が個別に請求を行えば、

投資家にも源泉地国の当局にも大きな手続上の

負担が生じるということがございます。

また、租税条約は、条約を締結した相手国の

居住者に対して課税の減免等の特典が適用され

ることを前提とした２国間協定であり、相手国

居住者以外の者にそういった特典が適用される

ことがないようにする必要があります。そのた

めに、各国国内法において租税条約の軽減税率

等の特典の適用に関する手続きを定めています

が、これらの制度は所得の支払者と受益者、例

えば配当を支払う法人と配当を受け取る株主の

間の２者間での手続きを前提としているのが通

常でございます。昨今、クロスボーダー投資に

ついては、集団投資ビークルや金融仲介業者を

介して行う取引が非常に多くなっていまして、
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こうした投資に対する租税条約の適用手続きを

円滑にするための検討がずっとOECD加盟国、

それからビジネス代表から構成される作業部会

で進められてきたということがございます。

この背景として、先ほど集団投資ビークルの

法的地位や課税上の扱いが各国によって異なっ

ているということがあること、それから実はこ

うした集団投資ビークル等を通じたクロスボー

ダーの投資活動は幾つもの仲介者を介して通常

行われますので、個々の投資家は租税条約の適

用に関する届出書を多くの仲介者を通じて源泉

徴収義務者まで届ける必要があるということと

いった事態が生じるということでございます。

そうすると、仲介者にとっては個々の投資家情

報、顧客情報が別の仲介者にいくということに

なりますので、これはちょっとビジネス上問題

だということがどうもあるようでございます。

種々検討した結果、源泉地国の課税当局と契

約した外国の承認仲介業者が、顧客投資家の一

括情報によって租税条約の特典を請求すること

ができるとする案が提案されております。これ

は、アメリカのQI 制度を参考にしたものでご

ざいます。この制度の下では、承認仲介業者は

本人確認義務、源泉地国の課税当局への年次報

告義務、定期監査を受ける義務などを負うこと

になりますが、租税条約の適用手続きにおいて

は、自己の作成する一括情報で行うことができ

るようになりますので、コンプライアンスを確

保しながら租税条約の特典請求手続きを合理化

できるということになります。

２．移転価格ガイドライン

〔利益法の位置付け〕（資料３０ ３１）

これは９５年の全面改定以降、随時見直しが行

われてきたところでございます。その中で、今、

利益法について議論が随分ございます。

これまでの移転価格ガイドラインにおいては、

基本３法を適用できない場合のラストリゾート

として、独立企業間価格の算定方法としてまず

この上の３つをやってみて、駄目な場合、うま
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くいかない場合のラストリゾートとしての位置

付けが利益法でありました。一方で、実際の移

転価格課税においては、利益法が用いられる

ケースが非常に増えております。また、取引の

実態によっては、利益法の方が適当な場合があ

るのではないはないかという議論がございまし

た。その既存の基本３法と利益法の優劣関係、

位置付けについての見直しがなされてきたわけ

であります。

この背景としては、企業活動がどうも基本３

法が本来念頭に置いているような単純な卸売り

的な世界を超えて、大きくグローバル化・複雑

化している結果、無形資産の取扱い等、基本３

法をそのまま使うことで対応できない事例が増

えていることです。それから、データの入手可

能性という点で、やはり営業利益をベースにし

た利益法の方がデータが入手しやすいというこ

ともどうもあるようです。そうした背景があり

まして、こうした見直しが行われているという

ことです。

〔移転価格ガイドラインの改定案〕（資料３１）

今まであったそうした検討を踏まえて、実は

今月９日、一昨日になりますが、移転価格ガイ

ドラインの改定案がOECDから公表されてお

ります。これは公表されたばかりで私も全部を

細かく見たわけではないのです。中身は後でま

た申しますが、来年１月９日までの期限でパブ

リックコメントに付されております。

この案では、独立企業間価格の算定方法の優

先順位について、ラストリゾートとしての利益

法を位置付けている現行のガイドラインを改定

しまして、個々の事例において最適な算定方法

を用いることが提案されています。それが眼目

でございます。こうした見直しは、取引実態の

複雑化・多様化に伴って、どうも利益法の役割

が重要になっているということを踏まえたもの

でございまして、課税当局にとってはもちろん

個々の取引において最適と考えられる手法によ

って独立企業間価格を算定することが容易にな

るということがあります。納税者の皆様にとっ
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ても、より合理的な手法に基づく算定が可能に

なるという点で、納税者利益にも資するもので

あると考えております。

また、そうした利益法の位置付けを見直す中

で、独立企業間価格の算定の基礎となる比較対

象取引の選定に関する基準も明確にすることに

よって、適正な利益法の運用を図るという趣旨

で、比較対象取引の選定に関する幅広い指針を

移転価格ガイドラインに含めるべく、議論がな

されております。これも９日にパブリックコメ

ントに付された移転価格ガイドラインの改定案

の中に、そうした見直しの方向性を含んだ形で

書かれているということでございます。

〔事業再編と移転価格〕

事業再編については、例えば販売業者であっ

た現地法人が代理契約を結んで、コミッショネ

アに転換するといった多国籍企業のグループ内

における事業形態の再編が行われた場合の移転

価格の税制上の問題が議論されております。こ

れも、背景としては、多国籍企業の企業戦略の

多角化・グローバル化の進展に伴って、事業再

編が頻繁に行われるようになった一方、移転価

格ガイドラインは事業再編に対しては十分に対

応できていないのではないか、新たなガイドラ

インが必要ではないかという問題意識がござい

ます。

事業再編そのものはもちろん正常な企業活動

であるのですが、いろいろな資産が移る等々の

ことがあって、その課税の取扱いについては租

税回避的な行為と同視し得る結果が起こらない

ようにする必要があるのだと、無形・有形資産

の移転に伴う価格の妥当性について、どのよう

に客観的な合理的な算定を行うかという問題が

あると思います。

それから、事業再編に伴って、関連者間で配

分されたリスクの評価、機能、資産、リスクの

移転及び代理契約の終了見直しに対して、どの

ように独立企業原則及び移転価格ガイドライン

を適正に適用できるかという問題があります。

これは全く議論の途上でございまして、より客
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観的・合理的な課税が行われるというのを目指

して、また議論が進められるのだろうと思って

おります。

（増井） 多くの論点がありました。残された

時間を少しオーバーするかと思いますが、青山

さん、鈴木さん、八田さんの順にご意見をいた

だきます。

３．AOAにおける問題点

〔資本配賦〕

（青山） まず、７条のAOA、OECDのオー

ソライズした帰属の考え方につきましては、こ

れが成立することによって、先ほどのご指摘に

ありましたように、納税者の間で各当局が異な

った解釈をすることによって発生する二重課税

のリスクを根本的に解消できるという意味で、

非常に評価されている改正であろうと思ってい

ます。そして、現在パブリックコメント等が出

ていますが、そういったパブリックコメントの

中でもこの改正は基本的には肯定的に受け止め

られているわけでございます。

ただ、２点ほど納税者サイドで、問題提起が

されている点がございます。１つは、資本配賦

に伴う二重課税の問題です。今までは親会社、

子会社がそれぞれ資本金を別々に持っていて、

親子の間ではそういう形で解決できたものを、

本店・支店の間で同一法人の中の資本を配賦す

る必要が出てきたわけです。これは、それぞれ

本店・支店ごとに課税所得を算定するときに、

利子の損金算入金額を配賦しなければならない

わけですが、そのときに、前提として資本金額

の配賦というものが必要になるわけでございま

す。

この配賦方法について、残念ながらOECD

での検討のプロセスでは、方法を１本に絞れな

かったという経緯がございます。従って、各国

が２つの方法の選択肢の中からどちらを選ぶか

といった仕組みですが、配賦方法の違いによっ

て生じ得る二重課税について、きちんと解消で

きるメカニズムをこのOECDでの議論の中で

作り出しておく必要があるのではないかという

のが従来からの懸念でございました。

この点につきましては、今回のドラフトの中

では相互協議という受け皿でそれを解決すると

いう答えが出されております。最終的に相互協

議という受け皿になりますと、相互協議は仲裁

の規定の導入等でさらなる機能強化がモデル条

約２５条上も図られてきているところではありま

すが、果してそれがうまくワークするのかとい

うことが、今後より問われると思われます。

〔ドキュメンテーション負担の増加〕

それからもう１点は、やや技術的になります

が、同一法人内の取引を独立企業間のものに擬

制するということでございますので、本来であ

れば個別の法主体の間ですと契約がきちんとご

ざいますが、その契約がない本支店、或いは支

店間同士の間で契約を擬制しながら比較対象取

引と比較しなければいけないといったことにな

ってまいります。これを担保するためには課税

当局の観点からは、恐らく同一企業の中でも本

支店間で契約書類としてきちんと証拠を残し、

このような形で取引の合理性を確認しているの

だといったことの説明責任を企業に求めること

になると思います。

こういったことは、納税者にとりましては、

今後プラスアルファのコンプライアンスコスト

になってくるわけで、この点については、移転

価格税制とも共通しますが、過大なコンプライ

アンスコストが生じないような仕組みも考えな

ければいけないのではないかと思います。

４．AOA反映後の海外支店と国外子
会社の利得の取扱い

（鈴木） 今、青山先生からもお話がありまし

たAOAの話について、１点だけコメントさせ

ていただきます。２０１０年にAOAがモデル条約

の第７条についに反映されるということで、こ

れにより、今、青山先生からお話があったよう

に、今後、各国間の条約並びに各国の国内法に
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AOAが反映されて、それで PEに帰属する利

得の算定について居住地国と源泉地国の間でシ

ンメトリーが実現することになれば、PE課税

にかかる二重課税が排除されます。シンメト

リーは、二重課税排除の方法が外国税額控除の

場合でも国外所得免除方式の場合でも効果があ

りますので、この方向性は、支点形態で海外進

出する企業にとっては非常に好ましいことです。

次にこの資料２８の中ほどの、パラグラフの２

つ目にありますように、OECDの PEに対する

課税の基本的な考え方は「子会社に対する課税

と整合的・中立的であるべき」とのことです。

従って、先ほど外国子会社からの配当の益金不

算入制度のところでもコメントさせて頂いたと

おり、日本も海外支店の利得について益金不算

入の取り扱いとして、同時に国内法にもAOA

の考え方を反映させることで、海外支店と外国

子会社との課税の平仄が図られることが望まし

いと考えます。

５．事業再編に係る論点

〔事業再編後の機能とリスクの特定〕

（八田） 私は、移転価格のところの事業再編

に関してのみコメントさせていただきたいと思

います。先ほどご紹介がありました利益基準の

使い方とかその判定の妥当性とかその辺りは割

にもう議論が尽くされてきていますし、事業再

編の議論はまだまだ始まったばかりですので、

このようにしていただきたい、注意をしてやっ

ていただきたいというコメントだけでございま

す。

先ほども言いましたように、不採算事業から

撤退、あるいは企業における幾つかの機能を集

めるということでコストを集約してグループ内

の事業の経済合理性を追求するということで、

多くの企業で事業再編が行われようとしていま

す。その事業再編に関してOECDの考え方、

或いは先行してドイツが取り入れている考え方、

後でご紹介しますが米国のサービスのレギュ

レーションの中で少し使われている考え方には、

ポイントが２つあります。

事業とか機能を動かす組織再編が行われた前

と後の関連会社それぞれの収益というのは、再

編前と再編後はどのように何が変化して、どう

いう収益を認識するべきであるのかという点が

１つです。それから、事業等を動かしたときに、

それが動いた事業自体にどういう対価性を持た

せるのか、或いは価値を認めるべきであるのか

という点が２点目です。

ご存じのように、移転価格の考え方は非常に

複雑なのですが、現在の主流の考え方を最も簡

単に究極的に言葉に表すと、機能とリスクに見

合った収益の認識ということになると思います。

再編の前の機能、それから後の機能を考える場

合に、移転された機能というのは本当にどのよ

うな機能であったのかという機能の特定、それ

から移転前の機能、移転後の機能のその事業に

おける位置付け、というのは同じ機能であった

としても違ってくる可能性があります。また、

マーケットによってその機能の価値が違う可能

性もあり得るということを考えると、移った機

能が持つ価値の実体をどのように判断するかと

いうところが非常に難しい判断になってくると

思います。

それからまた、そのリスクに関してもしかり

です。何をリスクと考えるのかというところか

ら始まって、そのリスクが再編前後のそれぞれ

の関連会社にとってどういう価値を持つのか、

どういう位置付けであるのかというところが非

常に難しい点だと思います。

〔移転された無形資産の価値測定〕

また、日本企業においては製造が海外に出て

いっているわけですが、無形資産に注目します

と、研究開発機能も本社だけではなく海外拠点

でも行われていくという会社がだんだん増えて

きているように見受けられます。そうすると、

そこから生まれてきた無形資産の価値の考え方

ですが、価値の創出源が１００％新たに国外に移

した事業から起きてきた無形資産と考え、そこ

でかかったコストで見るとか、そこでの価値を
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見るとかという考え方だけでいいのか、それと

も、もともと本社で行われた研究開発、綿々と

行われてきた基礎研究開発などを考慮してその

価値を考えるべきなのか、その移転された無形

資産がどれだけの価値を持つのかというところ

も問題になってくると思います。

先ほど少し言いましたように、最近のアメリ

カのサービスに関する規則の中で、コストシェ

アに関しても、考え方が無形資産だけに焦点を

当てるのではなく、事業全体を考えて無形資産

を考えていくという考え方が入れられているよ

うな気がしますので、簡単にご紹介します。

例えば、コストシェアを行うときに、バイイ

ンの価格の中に特定できなくても何らかの形で

無形資産が貢献をしていて、それがコストシェ

アをおこなって創出する無形資産に貢献すると

考えます。ここに、特定の無形資産を考慮する

のでは無く、無形資産の価値を含んだ事業全体

を考慮する考え方でバイインを測るという考え

方が示されています。ここで、貢献すると考え

る無形資産の算定方法として新たに導入された

のがインカム・アプローチ、稼得価格（Acqui-

sition アプローチ）、そしてマーケット・キャ

ップ・アプローチです。ここには、事業におけ

る価値、事業再編という考え方を取り込んで無

形資産というものを考えていこうという姿勢が

見えると思われます。

ということで、事業再編に関してのお願いは、

OECDに参加される際には是非、OECDにお

ける議論にて、使いやすいものにしていただき

たいということです。それから、日本としては

日本の企業がいろいろな国で組織再編をやって

いくと思うのですが、ぜひOECDの議論の中

では各国がばらばらな課税をしないような基準

を作るような形に持って行っていただきたいと

思います。以上です。

６．AOA採用による PEの位置付け
への影響

（青山） １つ付け加えさせていただきますが、

先ほどAOAに基づく７条の原則が定まりつつ

あるということでしたが、もちろんガイドライ

ンも先ほどのお話のように新たに改定されると

いうことになってきますと、７条・９条の独立
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企業原則に基づく帰属の考え方がきれいに整理

されます。そうなると、それを担ぐと言っては

変ですが、帰属所得のベースとなる PE（恒久

的施設）の定義や位置付けについてもある程度

見直す必要があり、OECD等でもまだ検討課

題としては残されているのではないかと思いま

す。この点については、例えばサービス PEの

議論などは既にもうモデル条約の中でスタート

していますが、PEの見直しそのものが今後ど

のようなスケジュールで行われるのかというこ

とについてもしあるようでしたら、教えていた

だければと思います。

（増井） いまご指摘のあった諸点は、それぞ

れにセミナーをできるほどの大きなトピックで

す。特にコメントがあれば、お願いいたします。

（大矢） PEにつきましては、仔細のスケジ

ュールが決まっているわけではありませんが、

国内のサイドでどうするか等々もございまして、

あまりまだ確たることは申せる段階ではないの

ですが、ご指摘を踏まえて早急にいろいろ検討

していきたいと思っています。

それから、今日の皆様方の貴重なご指摘を

数々いただきまして、これをしっかり踏まえな

がらまた検討させていただきたいと思います。

皆さんの貴重なご指摘を踏まえ、日々悩みなが

ら行政に当たっていきたいと思っております。

ありがとうございました。

� まとめ

（増井） 以上で予定しておりました３つの部

の議論を終えることができました。お話を伺っ

ていて、私は次のようなことを感じました。

ロードマップとして終局的な図をどのように

描くかは、それぞれの人が考えるべきことです。

たとえば、私であれば一人の研究者としてどう

いう最終的な図柄が望ましいかを考えることに

なります。いま仮に国際的な税源分配の指針と

して、「アクティブな（能動的な）所得は源泉

地国で、そしてパッシブな（受動的な）所得は

居住地国で課税をする」という図柄を描いたと

すれば、本日の議論は次のようにみることがで

きようかと存じます。第�部で議論された日本
の国内法の改正は、能動的な所得は向こうの国

で、受動的な所得はCFC税制を強化して日本

できちんと課税をするという方向に向かうべき

かどうかが議論になっているように思います。

また、パッシブな所得をきちんと捕捉するとい

うことであれば、第�部で論じたようなマルチ
ラテラルな情報交換が必要になります。

そして、最後に第�部で出てきたOECDの
最近の議論は、源泉地国から外に中抜きで機能

が出ていくときに、移転価格の上でどのように

源泉地国として課税していくか。AOAの問題

にしても、PEに帰属する所得をどのように捕

まえていくかということですから、これは源泉

地国としてアクティブな所得をどのように捕ま

えるかという課題です。これをより長期的に考

えれば、日本の国内法としてソースルールとり

わけ事業の所得についてどのように今後、昭和

３７～３８年に成立したルールを変えていけばいい

かという大きな課題を示唆しているように思い

ました。

パネリストの先生方には大変貴重なお話をい

ただき、誠にありがとうございました。これで

午前の討論会を終了します。
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１．はじめに

日本租税研究協会の創立６０周年記念大会に報

告をする機会を与えて頂いたことを大変光栄に

思っています。本題に入る前に、私と租研、私

の租税法との出会いを話させて頂くことにしま

す。

�１ 租研・租税法との出会い

シャウプ勧告１９４９年（昭和２４年）に基づいて、

租研が創立され、また東京大学と京都大学等に

税法講座が開設され、租研の創設に貢献された

汐見三郎先生が、京都大学で初代の税法講義を

担当されました。この汐見三郎先生の最初の税

法講義を聞いたのが、私と税法そして汐見先生

を介して租研との出会いであるといえます。汐

見三郎先生の講義の内容は、後日汐見三郎・松

隈秀雄共著「税法読本」（東洋経済新報社版）

として残されていますが、名講義であったこと

を記憶しており、「税法講義」のノートは今で

も書架から取り出して参考にさせて頂いている

内容の濃い名著であります。私にとって、もう

１つの税法との出会いがあります。それは、私

は１９５３年～１９５５年（昭和２８年～３０年）京都で司

法修習生として実務修習をしていますが、京都

で中川一郎先生が１９５１年（昭和２６年）に日本税

法学会を創立されており、私が弁護士修習をし

たのが中川先生と一緒に日本税法学会の創立に

関与された三木今二先生であったということで、

司法修習生のときに日本税法学会に入会が許さ

れており、また裁判官となり大阪地方裁判所の

行政部に配属となりましたが、そのときの裁判

長の平峯隆判事も日本税法学会の創立に関与さ

れていたということで、私と税法研究との出会

いは一層深いものとなり、現在に至っています。

ところで、シャウプ勧告で開設された法学部

の税法講座は、それ迄は日本の大学の法学部で

は財政法の講座は設けられていましたが、財政

報告１ ９月１１日�・午後

租税訴訟の回顧と展望

租税訴訟学会会長

山田 二郎

―111 ―



法のように課税主体（国・地方自治体）の立場

から租税収入を確保する租税体系を研究すると

いうものではなく、税法講座は租税を課税主体

と納税者の権利・義務（債権・債務）の関係と

して捉えて、税法の体系を研究しようとしたも

のであり、税法講座と財政法講座とは、視点を

１８０度変更する画期的なものであったといえます。

シャウプ勧告で開設の契機を作られた日本の

法学部での税法講座も、この６０年の間に、現在

では殆んどの大学の法学部、ロースクールに開

設され、研究者の層も厚いものとなり、研究の

成果も蓄積され、租税立法の制定、税務行政、

租税訴訟にも裁判規範として大きな影響を与え

るものとなり、新司法試験の選択試験科目の中

にも取り入れられるようになっています。

私は裁判官、訟務検事、大学法学部での税法

講座の研究者、そして弁護士として、汐見三郎

先生の講義を聞いた税法との出会いを出発点と

して、これまで長い間税法と強いかかわりをも

って歩んできましたが、その中でも、租税訴訟

に深く関与してきましたので、これから「租税

訴訟の回顧と展望」というテーマで、まず租税

訴訟の軌跡から話を始めることにいたします。

�２ 租税訴訟の動向

国税の課税関係・徴収関係にかかる不服申立

て及び訴訟の概要については、毎年６月に国税

庁・国税不服審判所から過去２年間のその動向

が公表されています。今年６月に公表された概

要は、資料（本誌１１９頁）を参照ください。訴

訟の概要だけを見ますと、発生状況は、訴訟の

提起された件数を示しています。１９年度は、課

税関係、徴収関係を合わせて３４５件、２０年度は

３５５件であり、最近は大体３５０件の租税訴訟が提

起されています。次の終結状況は、租税訴訟の

結果を示しているものです。納税者の勝訴率（国

側の敗訴率。全部又は一部の勝訴を含む。）は

１９年度は１４．２％、２０年度は１０．７％で、一部勝訴

（その多くは、加算税の取消し）を含んでいま

すので、諸外国と較べても、救済率の低いこと

を指摘することができます。後で紹介しますよ

うに、課税処分や徴収処分のうちには、疑問も

少なくなく、特に最近では、裁判所に税法の積

極的な違憲審理を求めるものも出ていますので、

この租税訴訟の救済率の動向は、納税者の期待

に答えているものか検討を必要としている課題

となっています。端的にいいますと、租税訴訟

は逐年改善されているといえますが、未だ納税

者のための救済手続として納税者の期待に答え

る機能を果しているとはいえないのが現状です。

租税訴訟には、国税以外に地方税に関するも

のがあり、固定資産税、不動産取得税、事業税、

事業所税などに関する訴訟も少なくありません

が、地方税の統計を入手することができません

ので、ここでは説明を割愛いたします。

２．司法改革の「第１の波」と２０
世紀における租税訴訟の低調な
救済率

�１ 近代国家と司法権の確立

近代日本の司法権（裁判制度）は、江藤新平

の啓発的な努力により１８７１年（明治４年）に整

備され行政と司法が分離されることになり、明

治憲法（旧憲法。１８９０年（明治２３年））で司法

権の独立が規定されましたが、「司法権ハ天皇

ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ」（旧憲

法５７条１項）ことにされており、第二次世界大

戦が終るまでは、日本の司法権の独立は不徹底

なものでありました。

�２ 第二次世界大戦の敗戦により日本がアメリ

カの占領を受け、現行憲法（新憲法。１９４６年（昭

和２１年））が制定されましたが、新憲法により、

租税訴訟を裁判する行政裁判所が廃止され、裁

判は租税訴訟を含めて通常の裁判所で取り扱わ

れることに変更され（現行憲法７６条１項、２項）、

また裁判所に違憲立法審査権が認められ、税法

を含めて裁判所が立法の違憲審査権を行使でき

ることになり（現行憲法８１条）、このような背
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景から漸く租税訴訟に関して司法権が真に独立

することになったといえます。

この現行憲法による司法権の独立を、司法改

革の「第１の波」と呼ぶことにしています。

�３ 現行憲法の統治機構の下で、通常の裁判所

で租税訴訟が審理されることになり、裁判所に

違憲立法審査権が認められることになりました

が、納税者が税務事件に不服・不満があっても、

これを租税訴訟に持ち込むことは殆んどなかっ

たといえます。この原因についていくつかのこ

とが挙げられており、その中で、日本人は国や

地方自治体などの権力者（財政権力）に対して

オープンな形で争うことを好まない国民性をも

っていることが指摘されています（川島武宣「日

本人の法意識」１３９頁。岩波新書、１９６７年）が、

私は、租税訴訟の提起件数の少なかったのは、

救済率が低かったことが最大の原因であると考

えざるを得ません。租税訴訟の大半は、反税団

体の支援を受けて所得の推計課税を争う訴訟や、

戦後に活発な運動を展開していました労音運動

に対して個別消費税（入場税）が課税されまし

たが、その納税義務者が誰であるのか（主宰者

の認定）を争う訴訟がその大半を占めており、

租税訴訟は全体として極めて低調な状況が続い

ていました。

もっとも、今日でも先例となっているいくつ

かの租税訴訟がありましたので、ここでは、そ

の代表例として、大島サラリーマン訴訟事件（最

高裁大法廷昭和６０年３月２７日判決・民集３９巻２

号２４７頁）を取り上げておきます。

この租税訴訟を提起した納税者は、Ｄ大学の

教授で、給与所得者には必要経費の実額控除が

認められず、給与所得控除として一定の概算額

だけが必要経費として控除を認められているに

すぎないのは、事業所得者が必要経費として経

費の実額全部が控除されているのと比較して差

別であり、平等原則（憲法１４条）に違反すると

いうことを主な理由として更正処分の取消しを

求め、最高裁まで上告して争った事件でした。

この事件で、最高裁大法廷は、以下のとおり判

示しています。

「租税は、今日では、国家の財政需要を充足

するという本来の機能に加え、所得の再分配、

資源の適正配分、景気の調整等の諸機能を有し

ており、国民の課税負担を定めるについては、

財政・経済・社会政策等の国政全般からの総合

的な政策的判断を必要とするばかりではなく、

課税要件を定めるについて、極めて政策判断を

必要とするばかりでなく、課税要件等を定める

について、極めて専門技術的な判断を必要とす

ることは明らかである。したがって、租税法の

定立については、国家財政、社会経済、国民所

得、国民生活等の実態についての正確な資料を

基礎とする立法府の政策的、技術的な判断にゆ

だねるほかなく、裁判所は、基本的にはその裁

量的判断を尊重せざるを得ないものというべき

である。そうであるとすれば、租税法の分野に

おける・・・・・・その立法目的が正当なものであり、

かつ・・・・・・右目的との関連で著しく不合理であ

ることが明らかであることが明らかでない限り、

その合理性を否定することはできず、これを憲

法１４条１項に違反するものということはできな

いと解するのが相当である。」。そして、この大

法廷判決には、東京大学法学部で憲法を教えら

れていた伊藤正己裁判官が、以下の補足意見を

付記されています（木下忠良・長島敦両裁判官

が同調）。

「租税法は、強い合憲性の推定を受け、基本

的には、その定立について立法府の広い裁量に

ゆだねられており、裁判所は、立法府の裁量を

尊重することになるのであるが、そこには例外

的な場合のあることを看過してはならない。租

税法の分野にあっても、例えば性別のような憲

法１４条１項後段所定の事由に基づいて差別が行

われているときには、合理性の推定は排除され、

裁判所は厳格な基準によってその差別が合理的

であるかどうかを審査すべきであり、平等原則

に反すると判断されることが少なくないと考え

られる。性別のような事由による差別の禁止は、
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民主制の下での本質的な要求であり、租税法も

またそれを無視することを許されないのであ

る。」

大島サラリーマン訴訟事件で、税法に対する

違憲審査の限界（判断基準）が取り上げられて

いますが、法廷意見では、税法について給与所

得の概算控除の内容を明らかにする立法事実が

開示されていないのに立法府に広い立法裁量と

合理性の推定を認め、税法に対して違憲審理を

抑制的・消極的に行使していることが課題とし

て残されています。これらのことに加えて、こ

の課題は、日本では議院内閣制の下で、税法を

含めて立法の大半が行政府（内閣）から提出さ

れていて、行政府が立法府に対して強い影響力

を持っているという力関係も、裁判所の違憲審

査に重い課題を投げかけている問題であるとい

えます。

３．司法改革の「第２の波」と２１
世紀における租税訴訟への期待

�１ １９８９年（平成元年）に司法制度改革推進法

が制定され、司法制度改革審議会が設置されて、

２１世紀の司法制度の在り方が検討されることに

なりましたが、その検討項目の中で、「司法の

行政に対するチェック機能」に向けて具体的な

作業が進められ、その中の主要な成果として、

「行政事件訴訟法」の大改正が行われ（２００４年

（平成１６年）施行）たが、「行政手続法」（１９９３

年（平成５年））、「公文書公開法」（２００３年（平

成１５年））が制定され、現在「行政不服審査法」

の全文改正案がまとまり立法化の作業に入って

います。これらの立法改正と併せて熱い関心が

向けられているのが、裁判所の違憲立法審査権

の活性化・積極的な運用です。

私は、この改革動向を、司法改革の「第２の

波」と呼んでいます。

�２ 現在まで、裁判所の違憲立法審査は積極的

に行使されてきていません。特に、税法につい

ては、抑制的・消極的にしか行使されていない

現状批判が強くなってきています。

この現状について、園部逸夫元最高裁判事は、

「日本の最高裁の違憲審査の活動は、・・・・・・司

法権の限界という枠を重視する傾向があるが、

その理由の一つとして、このような違憲審査の

みを目的とする裁判所ではないという組織上の

問題を挙げることができる。・・・・・・より重要な

理由の一つとしては、日本の違憲審査制度が、

欧米諸国のように、国家権力としての行政権や

立法権に対する抵抗の歴史の所産として設けら

れたものではなく、太平洋戦争後の民主的な国

家の再建の経過で外圧によって輸入されたもの

であるため、いわゆる抑制と均衡の原理の適用

にあたって、ややもすれば、均衡すなわち調和

と協力の原理に重きを置く傾向があることを指

摘することができる。」と述べておられます（園

部逸夫「最高裁判所十年」２０８頁。有斐閣、２００１

年）。

そして、裁判所の違憲立法審査権の強化の道

については、司法制度改革審議会の会長であっ

た佐藤幸治京都大学名誉教授が、かねてから示

唆されていますように、裁判所の国会・内閣と

いう「政治部門」に対する抑制機能の強化を図

る必要があります。この抑制機能の強化は直接

には裁判所における具体的な紛争解決作用を通

じて果されることになりますが、佐藤名誉教授

は、「行政への過度の依存体質に決別し、自律

的個人を基礎とする自由で公正な社会を構築す

るという観点からは、司法の役割をもっと広く

捉える必要がある。」と指摘されています（佐

藤幸治「日本国憲法と「法の支配」」２９６頁。有

斐閣、２００２年）。佐藤名誉教授が説かれていま

す「司法の役割をもっと広く捉える必要があ

る。」とは、司法の立法・行政への過度の依存

体質と決別して、裁判所が憲法に基づいて自由

で公正な判断を積極的にすべきであるというこ

とです。前述しましたように、わが国では、議

院内閣制のもとで通常の場合には法律案が内閣

から国会に提出されており、行政権の立法権へ
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の関与・圧力が強いということも、裁判所の違

憲立法審査権の積極的な行使を求める視点から

いって重要な課題となっています。平成１６年度

の税制改正における不利益遡及立法が租税法律

主義に照らしてその合憲性（法令違憲、適用違

憲）が裁判所に問われ、東京・福岡の高等裁判

所の段階ではいずれも合憲判断が出されました

ので（代表例、福岡高裁平成２０年１０月２１日判決・

判時２０３５号２０頁）、現在最高裁に上告され審理

係属中でありますが、特に税法について裁判所

が立法事実・立法過程について精査・検討を加

え、裁判所の立法・行政への依存体質と決別す

べき懸案の問題の進展が求められています。

�３ ここで、最近の国内税務訴訟事件、国際税

務訴訟事件の代表例を取り上げてコメントを加

えておきます。

ア 国内税務訴訟事件から

東京高裁平成１１年６月２１日判決・高裁民集５２巻

２６頁（岩瀬事件）

この事件は、納税者と不動産業者が不動産を

相互に譲渡する二つの不動産売買契約を締結し、

売買代金を相殺しました。この取引を、納税者

は二つの売買契約と主張したのに対し、課税庁

は、差金決済を前提とした不動産の交換契約で

あるとして、更正処分をしました。一審判決（東

京地裁平成１０年５月１３日・判時１６５６号２２頁）は、

代替土地の取得と建築費用を賄える経済的利益

を得て初めて、契約の目的を達するものであり、

本件取引は１つの補足金付交換契約であるとし

て、更正処分を適法としました。これに対して

東京高裁判決は、「（契約当事者）がより本件取

引の実質に適合した法形式と考える補足金付交

換契約の法形式によることなく、各別の売買契

約と各売買代金の相殺という法形式を採用」し

たのは、「譲渡所得に対する税負担の軽減を図

るためであったことが優に推認できる」としな

がらも、「どのような法形式、契約類型を採用

するかは、両契約当事者の自由な選択に任され

ているのであり、譲渡所得に対する税負担の軽

減を図るという考慮から、各別の売買契約とそ

の各売買代金の相殺という法形式を採用するこ

とが許されないとすべき根拠はない」として、

原処分を取消しました。本件は、課税庁側から

の上告受理申立てがされましたが、申立てが却

下されて確定しています。

この岩瀬事件の東京高裁判決は、個別の否認

規定がなければ私法上において有効な取引を前

提として課税がされるべきこと、また課税庁側

が租税訴訟で取り入れていた「私法上の構成要

件の否認」論（経済的実質に基づく課税上の独

自の課税要件事実の認定手法）を否定したこと

で、その後の租税訴訟の課税要件事実の認定手

法に大きな影響を与えるものになっています

（注１）。航空機リース事件（名古屋高裁平成

１７年１０月２７日判決・タインズ Z２５５―１０１８０。原

処分取消しが確定）、船舶リース事件（名古屋

高裁平成１９年３月８日判決・タインズ Z８８８―

１２３７。原処分取消しが上告不受理決定で確定）

（注２）をはじめ、国際租税訴訟事件であるガ

イダント事件（東京高裁平成１９年６月２８日判

決・タインズ Z８８８―１２８２。原処分取消しが上告

不受理決定で確定）、レポ取引事件（東京高裁

平成２０年３月１２日判決・タインズ Z８８８―１３２５。

原処分取消しが確定）にも影響を与え、租税訴

訟における事実認定の動向を定着させるものに

なっています。

イ 東京高裁平成２０年１０月３０日判決・タイン

ズ Z８８８―１３７７（アドビ事件。一審・東京地裁平

成１９年１２月７日判決・タインズ Z８８８―１３０３。確

定）

この事件は、原告がソフトウェア（アドビ製

品）を国外関連者から輸入し、認定卸売業者又

はディーラーに販売するにあたって、ディスト

リビューターと一緒に広告宣伝・販売活動等の

役務提供取引をしていましたが、課税庁は、基

本３法によることなく「再販売価格法（ＲＰ法）

に準ずる方法」により原告が卸売業者から受け
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た対価の額が独立企業間価格を下回っていると

して法人税の更正処分等をしたことから、原告

がその取消しを求めた移転価格課税事件（ＴＰ

課税事件）です。一審の東京地裁判決は、原告

の請求を棄却しましたが、控訴審の東京高裁判

決は、「棚卸資産の販売又は購入以外の取引に

ついて、基本３法に準ずる方法と同等の方法に

より独立企業間価格を算定することができる旨

規定しているところ、この「準ずる方法」とは、

�取引内容に適合し、かつ、�基本３法の考え
方から乖離しない方法をいうものと解するのが

相当であり、・・・・・・本件国外関連取引において

控訴人が果す機能と本件対象比較取引において

本件比較対象法人が果す機能を比較する

に、・・・・・・本件国外関連取引は、本件各業務委

託契約に基づき、本件国外関連者に対する債務

の履行として、卸売業者等に対して販売促進等

のサービスを行うことを内容とするものであっ

て、法的にも経済的実質においても役務提供取

引と解することができるのに対し、本件比較対

象取引は、本件比較対象法人が対象商品である

グラフィックソフトを仕入れてこれを販売する

という再販売取引を中核とし、その販売促進の

ために顧客サポート等を行うものであって、控

訴人と本件比較対象法人とが果す機能において

看過し難い差異があることが明らかであ

る。・・・・・・以上によれば、本件国外関連取引に

おいて控訴人が果す機能及び負担するリスクは、

本件比較対象取引において本件比較対象法人が

果す機能及び負担するリスクと同一又は類似で

あるということは困難であり、・・・・・・本件算定

方法は、それぞれの取引の類型に応じ、本件国

外関連取引の内容に適合し、かつ基本３法の考

え方から乖離している合理的な方法とはいえな

いものといわざるを得ない。そうすると、処分

行政庁が本件取引に適用した独立企業間価格の

算定方法は、租税特別措置法６６条の４第２項第

２号ロに規定する「再販売価格基準法に準ずる

方法と同等の方法」に当たるということはでき

ない。」と判示し、逆転判決で原処分を取り消

しています。

本件は、比較対象取引の果している機能との

間に捨象できない差異があり、課税庁が用いた

「再販売価格基準法に準ずる方法と同等の方

法」にあたらないとして原処分を取消している

もので、比較対象取引の類似性、特に機能の類

似性及び第４の独立企業間価格の算定方法とし

て認められている「準ずる方法」の範囲につい

て重要な示唆を与えている判決です。またここ

では取り上げられていませんが、比較対象取引

としてシークレット・コンパラブルを使用する

ことが処分の透明性、裁判の公正さを担保する

うえで、どのような条件を具備をする場合に許

容されるのかも、ＴＰ課税の今後の課題として

残されています。

ウ 最高裁二小廷平成１７年１２月１９日判決・民集

５９巻１０号２９６４頁（りそな銀行事件）、同旨・最

高裁一小廷平成１８年２月２３日判決・判時１９２６号

５７頁（三菱ＵＦＪ銀行事件。注３）。

平成１０年改正前の法人税法６９条１項が定めて

いる外国法人税控除制度では「控除対象外国法

人税の額」について、租税制度の効率性と簡素

性の要請等から、当該事業年度のすべての国外

所得を一括して外国税額控除の控除限度額とし

て算定するという一括限度方式が採られていま

した。

この事件は、銀行業を営む被上告人が、外国

税額控除を定める法人税法（平成１０年改正前の

もの）６９条の規定に基づく自己の外国税額控除

の余裕枠を第三者に利用させ、その利用の対価

を得ることを目的として、二重課税を生じさせ

るような取引を行って外国法人税を納付した上

で、国内において納付すべき法人税の額から上

記外国法人税の額を控除して申告したのに対し、

課税庁が上記外国法人税の控除は認められない

として法人税の更正処分等をしましたので、被

上告人がこれを争った事件です。この租税負担

を軽減するスキームを利用していた複数の都市

銀行が取消訴訟を提起し、高裁段階の判決は分

― 116 ―



かれましたが、上記最高裁判決は、いずれも以

下のとおり判示し、都市銀行が利用した租税負

担を軽減するスキームを租税制度を濫用した租

税回避行為であると判示し、都市銀行の請求を

いずれも棄却しています。

「本件取引は、全体としてみれば、本来は外

国法人が負担すべき外国法人税について我が国

の銀行である被上告人が対価を得て引き受けそ

の負担を自己の外国税額控除の余裕枠を利用し

て国内で納付すべき法人税額を減らすことによ

って免れ、最終的に利益を得ようとするもので

あるということができる。これは、我が国の外

国税額控除制度のその本来の趣旨立場から著し

く逸脱する態様で利用して納税を免れ、我が国

において納付されるべき法人税額を減少させた

上、この免れた税額を原資とする利益を取引関

係者が享受するために、取引自体によっては外

国法人税を負担すれば損失が生ずるだけである

という本件取引をあえて行うというものであっ

て、我が国ひいては我が国の納税者の負担の下

に取引関係者の利益を図るものというほかない。

そうすると、本件取引に基づいて生じた所得に

対する外国法人税を法人税法６９条に定める外国

税額控除の対象とすることは、外国税額控除制

度を濫用するものであり、さらには、税負担の

公平を著しく害するものとして許されないとい

うべきである。」

この最高裁判決のいう租税制度の濫用は許さ

れないという租税制度の限定解釈・限定運用の

考え方は、アメリカ連邦裁判所のグレゴリー事

件の判決（Gregory v．Helvering，２９３ u．s．４６５

（１９３５年））で確立した「正当な事業目的の原

理」（proper business purpose doctrine）とし

て紹介されてきた原理と同じ結果を導き出そう

としているように受け取られますが、裁判所は

税法を定立する権限をもつものではなく、法律

を適用する役割を担っているものであるので、

納税者の法定安定性・予見可能性からいって、

限定解釈・限定運用の基準は、本来は、立法に

より事前に納税者に明確にしておくのが租税法

律主義の下では必要不可欠なことではないかと

考えます。
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４．まとめ

�１ 租税訴訟は納税者のための救済制度であり、

法治主義は民主政治の安全弁としての役割を担

っていますので、租税訴訟を納税者の視点から

考察してきました。

�２ 「公正な処分は、適正な手続によって担保

される」（憲法３１条）といわれているように、

税務行政手続、特に税務調査手続が適正に、透

明度の高い手続（説明責任を含む。）で執行さ

れることが要請されています。

しかし、平成５年１０月から漸く先進国になら

って施行されることになりました行政手続法は

その主要な部分（理由附記、処分基準の公開等）

が、税法の領域には適用除外となっています（国

税通則法７４条の２、地方税法１８条の４）。行政

手続法はナショナル・ミニマムを定めていると

位置づけることができますので、納税者の財産

権にかかる税務行政の手続が行政手続法のレベ

ルに引き上げられることが望まれています。

�３ 租税訴訟がこれ迄は低調で救済率も低いこ

とを紹介しましたが、平成１３年に税理士法が改

正され、税理士の補佐人として権利が拡大され、

租税訴訟において弁護士と税理士の共同活動が

活性化し、税理士の租税訴訟に対する関心が非

常に高くなってきていますので（タインズの情

報提供等）、租税訴訟の活性化・救済率の向上

が期待されています。

�４ 批判を受けることによって改善されるとい

うことは、裁判や租税訴訟にも妥当します。批

判がなくては、改善されません。

これ迄、特に裁判所の租税訴訟に対する違憲

立法審査権は裁判所の抑制機能・依存体質が強

く、機能していなかったといっても過言ではあ

りません。平成１６年度の税法改正で、唐突に遡

及立法で「損益通算の禁止」が導入された経緯

に見られましたように、租税法律主義を空文化

してしまっている裁判所の違憲立法審査権の不

行使を改め、我が国の租税立法・租税訴訟に対

する取り組みを納税者の信頼できるものに改善

してゆくことが必要です。

�５ ２１世紀の租税訴訟は、「裁判所の租税立法・

税務行政に対するチェック機能」が積極的に行

使されることが期待されています。租税訴訟の

活性化により、租税法律主義が税法の基本原理

として国民生活の中に実際に滲透することが納

税環境を高めるものであることを強調し、私の

２１世紀の租税訴訟に寄せる展望といたします。

（注１） 最高裁平成１８年１月２４日判決・民集

６０巻１号２５２頁は、第１審・第２審が任意組合

方式による出資スキームを「私法上の構成要件

の否認」による事実認定により更正処分を支持

したのに対し、事業の用に供していない資産（フ

ィルム）は減価償却資産から除外されるとして、

原告の請求を棄却しています。

（注２） 平成１７年度の改正で、平成１８年以降

において、組合事業から生ずる不動産所得にか

かる損失の金額がある場合には、その損失の金

額に相当する金額は、不動産所得に計算上にお

いて必要経費への算入、損金通算その他の所得

税関係法令の適用上においては、生じなかった

とみなすこととされました（租税特別措置法４１

条の４の２）。平成１９年度の改正で、特定受益

者が信託から生じた不動産所得の損失を有する

場合についても、同じ措置が講じられています

（同法４１条の４の２）。

（注３） 最高裁判決が出たことを受け、平成

１３年度の税制改正で法人税法６９条１項が改正さ

れて同法施行令１４１条４項が設けられ、本件で

問題となった取引に基づいて納付された外国法

人税については、外国税額控除の対象としない

ことが規定されています。
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今、財政政策における
戦略性を問い直す

－持続可能な社会保障制度の確立と
税・財政の一体的改革－

●参加者（五十音順）

一橋大学大学院経済学研究科／国際・公共政策大学院准教授 國枝 繁樹
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上智大学経済学部准教授 中里 透
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司会 慶応大学総合政策学部教授 小澤 太郎

― 122 ―



はじめに

（小澤） 小澤です。本日はよろしくお願いい

たします。このメンバーも含めた日本租税研究

協会の財政経済研究会（研究会報告書３０頁・本

誌２０３頁・メンバー表参照）は１１月２７日から１２

回に及ぶ討論を重ねました。後ほど、土居先生、

駒村先生から説明があるかと思いますが、本日

配布しております研究会報告書「持続可能な社

会保障制度の確立と税・財政の一体的改革」を

まとめさせていただきました。本日は、その報

告書に関する内容も踏まえて、各先生方にいろ

いろな論点を提示していただけたらというふう

に思っております。本報告書を作成するに当た

って、まず土居先生、駒村先生に財政経済、社

会保障の観点から総論を起草していただきまし

たので、まず順番としまして、土居先生より財

政経済、それから駒村先生より社会保障の総論

を、その後の各論に関しまして、中里先生、國

枝先生、林先生と、こういった順番でまずご報

告をいただきたいと思います。

それでは、土居先生、よろしくお願いいたし

ます。

（土居） 皆さん、こんにちは。土居でござい

ます。

私は、この財政経済研究会の財政運営に関し

て取りまとめ役を仰せつかりました。この報告

書をここですべて完全にお話しするわけことは

困難でございますが、まず、最初にかいつまみ

まして財政運営の総論についてお話をさせてい

ただきたいと思います。

１．わが国の財政状況と財政健全化

〔昨今の財政出動により、更に悪化したわが国

の財政状況〕

皆さまご承知のように、わが国の財政状況は

非常に悪くなっております。もちろん財政支出

自体いろいろな必要性が国民から挙がっており

ます。高齢化に伴って社会保障のための支出が

必要ですし、それから、地域振興のためにも支

出が必要である等々いろいろな形で財政需要が

あるわけです。しかしながら、あいにくそれに

伴うだけの財源が確保されておらず、結局は国

債の増発という形でこれまでやってきました。

１つ私としてこれは看過できないと思うもの

�．財政総論 －財政健全化に向けて－

慶応大学経済学部教授

土居 丈朗
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をここでご紹介しております。資料１をご覧く

ださい。OECDが、先進国で共通の定義に基

づきまして政府債務の残高だとか、財政収支に

ついて統計を発表しております。また、これを

対GDP比に直し、各国比較できるような形で

発表しており、そこに日本のデータも当然あり

ます。

わが国の政府債務残高、これは国と地方自治

体を合わせた政府債務というふうにとらえてい

ただいて結構ですが、これはこれまで大体１８０％

ぐらいの対GDP比になるということが政府債

務残高として知られておりました。小泉内閣以

降の歳出削減努力もありまして、この政府債務

残高は増加傾向を踏みとどまらせるということ

に成功したのですが、残念ながら昨年来の世界

同時不況、それに伴う景気対策、また、景気対

策のための支出だけでなくて、景気後退に伴う

税収減も作用いたしまして、財政収支が悪化し、

それに伴って国債を増発せざるを得なくなりま

した。

OECDも、２００８年１２月という景気対策だと

か税収の悪化というものがまだそこまで正確に

見込めない段階では、２０１０年ごろでもまだ日本

の政府債務残高対GDP比は１８０％ぐらいだろ

うと予測していたのですが、ついにOECDが

予測するところによりますと、この半年で景気

対策が上乗せされるとか、景気の悪化がはっき

りしてきて税収減が明確になってくるというよ

うなこともありまして、２０１０年にはほぼ２００％

になるのではないかということであります。あ

くまでも予測ですので正確にこうなるかどうか

はふたを開けてみなければわかりませんが、つ

いに日本の政府債務はGDPの２倍に達すると

いうほどにまで悪化するというわけです。

２００％という数字を記録するというのは、知

られている範囲でいえば、日本の歴史では第二

次世界大戦の戦費調達に伴う１９４０年代前半の状

況だとか、先進国の中でいえば、イギリスが

２５０％ぐらいに第二次世界大戦の終了直後にな

りました。イギリスはパックス・ブリタニカと

いう覇権を失うとともに、何とか第二次世界大

戦は勝ったわけですが、その代わりに残された

債務たるや、それぐらいの規模だったわけです。

平時で、戦争をせずにこんなに政府債務残高が

累増する先進国というのは、近現代においては

日本ぐらいだろうという域に達してしまいまし

た。

当然ながら、これから新政権ができると思い

ますけれども、新政権はあまりはっきり財政健

全化とは言っておりませんが、財政の収支や債

務残高について度外視して財政運営ができるな

どということはとてもいえないような状況であ

るということは、私としては国民の方々に広く

認識していただきたいと願っております。

〔税制改革の中期プログラム〕

もちろん政府も手をこまねいているわけでは

ありません。残念ながら２０１１年のプライマリー

バランスの黒字化はほぼ困難になりましたので、

資料１

資料２
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麻生内閣では基本方針２００９というものを打ち出

しまして、新たな財政健全化目標を資料２のよ

うな形で立てました。

もちろん目標を立てるだけでは、どのように

目標を実現するかという担保がないということ

になりますから、それと併せていわゆる税制改

革の中期プログラムというものを盛り込みまし

た（資料３）。また、これは単に法的拘束力も

なく打ち出したものというわけではなくて、一

応平成２１年度税制改正法の附則に明記され、そ

の法律が成立しており、法的根拠があるもので

す。もし、これに対して破棄するだとか異議を

唱えるということであるならば、それだけの議

席数は持っているといえば持っていますが、新

政権はこの附則を書き改めなければならないと

いうことが、必要になるだろうと思います。当

然ながら、なぜそれを改めるかということは、

やはりきちんと新政権には説明していただかな

ければならないと思います。

私としては、この税制改革の中期プログラム

というのは、基本路線としては、賛同できるも

のです。この報告書でも、すべてもろ手を挙げ

て賛成しているわけではありませんけれども、

かなりの部分でこういう中期プログラムで書か

れたことについては、是としているところであ

ります。

〔国民負担率と社会保障財源の確保〕

日本の歳入面から見た状況というのは、ご承

知のように租税負担率、国民負担率はともに低

資料３

資料４

― 125 ―



い状況（資料４）であり、これからの社会保障

の財源を賄うためには何らかの財源確保が必要

であるということは、いわれて久しいわけです。

その中で、わが国の社会保障の財源をどう考え

るかであります。

もちろん社会保険料という、社会保障の社会

保険という仕組みを使った形での財源調達とい

うことは、これは当然これからも引き続き重要

でありますけれども、それだけでは不十分だと

いうことになりますと、当然ながら、税による

社会保障財源の確保ということが求められるこ

とになると思います。必ずしも今般の衆議院総

選挙で大きな争点になったわけではなく、むし

ろ今後、例えば来年の参議院選挙なり、次なる

衆議院総選挙なりで恐らくは議論になるのだろ

うと思いますけれども、社会保障財源をどのよ

うな税で賄っていくかということが問われると

いうことになると思います。

２．消費税を含む税制改革について

〔社会保障財源としての消費税の利点〕

そこで、われわれの報告書の中では消費税を

重要な社会保障の財源であるとしております。

社会保障だけの財源ということまで明言してい

るわけではありませんけれども、少なくとも社

会保障の給付のために必要な税財源としては消

費税が有力な候補であろうということを打ち出

しております（資料５）。

当然ながら、所得税を何もいじらないという

ことを申し上げているわけではありませんが、

消費税をほとんど増税せずに、所得税を重くし

て社会保障財源に充てていくということになり

ますと、既に社会保険料で報酬比例、所得比例

の形で財源を賄い、しかも、それが今後増大す

るということが見込まれている中で、さらに勤

労世代の人たちに重い負担が集中的に及びます。

ご承知のように、年金保険料は、当然年金受

給者は払わないものであります。さらには、医

療保険、介護保険も社会保険料として徴収され

ているわけですが、その多くを支払っているの

は勤労世代の人たちです。あいにく、わが国の

社会保障には受益と負担の関係で言うと、世代

間の格差というものが年を追うごとに看過でき

ないものになってきており、税にせよ、保険料

にせよ、財源の負担を勤労世代にだけ、今後も

更に負担増を求めていくということはなかなか

困難であります。

それから、少しマクロ経済のことを考えたと

きに、消費税というのは貯蓄の二重課税を避け

ることができるという意味で、社会保障の財源

としては望ましいのではないかということです。

結局のところわが国はこれから高齢化しますの

で、高齢化要因だけを取ってみたときに、基本

的には高齢者の方々は今まで蓄えられたものを

取り崩すという形で消費をなさるという傾向が

ありますから、マクロ経済的には日本経済全体

としては高齢化が進むにつれて貯蓄率が下がっ

ていくという傾向になります。

貯蓄率が下がったとしても、日本で設備投資

なりの資金を賄うということをどうやって継続

的にやっていくかということになりますと、も

ちろん海外から資金を調達すればいいのではな

いかという声もあるかもしれませんが、一方、

それだけで本当に安定的に民間の企業の資金調

達ができるのか、ある程度日本の国内にも貯蓄

が必要であろうということになりますと、消費

税は貯蓄を税でもって阻害することがあまりな

いところが、利点として挙げられると思います。

資料５
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〔世代間格差と消費税の利点〕

ちなみに、資料６からのグラフを、簡単にご

紹介しますと、まず、社会保障を含めて受益と

負担には世代間格差があって、所得税なり住民

税は、高齢者の世帯、例えば、世帯主が７０歳以

上の方の世帯では、所得税が非課税、全く納め

ておられないという方々が世帯の半分以上を占

めています。資料７の左上のこの黒い点がそれ

を意味しています。６０代が世帯主である世帯の

３分の１では、所得税を全く納めておられない

わけです。これは別に脱税しているわけではな

くて、ちゃんと公的年金等控除とかそういうの

を受けられて合法的に非課税になっているとい

うことなのですが、そういう点が現行の所得税

制にはあります。それに対して、年間に５０万円

以上をお支払いになっておられる方々が４０代、

５０代の世帯には多くおられます。

また、社会保険料も同様でありまして、３０代、

３９歳以下の方が社会保険料を払っていないとい

うのは、これは介護保険が多分４０以上から払う

ということに多分に影響していますけれども、

それを除くと、高齢者の方はそれなりに納めて

おられるとはいっても、年間大体１０万円前後で

す。それに対して、年間５０万円以上の社会保険

料を納めておられるという方々が４０代、５０代の

方々で相当な数いらっしゃるというように、勤

労世代に負担が集中しています（資料８）。

もちろん順番といいましょうか、高齢者の

方々も勤労時代には税金を納めておられたとい

うことは、もちろん言うまでもなく尊重すべき

ことでありますが、残念ながら、先ほどご紹介

したような世代間の受益と負担の格差があると

いう中で、さらに今後社会保障の財源を若い世

代でといったときに、これまで以上に重く課す

ということで果たしてそのままやり続けていけ

るのだろうかということがあります。

一方、資料９にみられるように消費税は、先

ほどのグラフに比べれば、大体年間に１０万円前

後の消費税をお支払いになっておられる方を

ピークにして、それほど世代間、年齢層によっ

資料６
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てパターンが変わるということはあまり見出し

にくいのです。２０万円以上お支払いになってい

る方々が右端にポーンとたくさんいらっしゃい

ますが、これは単にグラフがこちらで切れてい

るわけで、基本的には山型の形でグラフがなっ

ているととらえていただいたらいいと思います。

年間１０万円ぐらい消費税を支払っておられると

いう方々をピークにしてどの世代においても同

様の分布がなっているということですので、そ

れは年齢層によってあまり変わらないというこ

とであり、そのようなことを考えると、消費税

で負担をお願いするということが今後求められ

るのではないかと思います。

〔消費税にまつわる誤解－消費税は逆進的では

ない－〕

ただ、消費税増税を国民に説得するのが、な

かなか困難な部分が政治的にはございます。そ

資料７

資料８ 資料９

― 128 ―



こで、資料１０ですが、経済学の立場から消費税

というのはどういう税であるか、巷間でいわれ

ている認識なり主張に経済学的にいうと誤解が

あるのではないかと思われることについて２点

ほどここで指摘しております。

まず、基本的には、消費税というのは消費者

だけが負担する税かというと、そうではないの

です。中小企業の方々が、消費税を増税される

となかなか価格に転嫁できなくて企業として負

担しなくてはいけなくなってしまうのだとお唱

えになっておられるようなことだとか、そうい

うのは必ずしも消費者だけが消費税の負担を負

っているというわけではなくて、生産者側も負

担を負うわけですから、消費者は消費税を増税

するというと消費者冷遇ではないかとか、家計

をいじめているというような言い方をされるも

のに対しては、そうではないと、経済学的には

いえるわけです。

それから、消費税は逆進的であるということ

もいわれるのですが、結論だけ申し上げますと、

消費税は生涯を通じた所得で見ると、これは比

例的であるということで、逆進的、つまり、所

得が低い人ほど負担率が高いという税ではあり

ません。もし、逆進的というようなニュアンス

を学術的に正確に述べるということであれば、

「消費税は累進的ではない」というふうにいえ

ば、それはそのとおりということです。確かに

もっと高所得の方から税金が取れるのではない

かと思うのだけれども、それほど消費税は高所

得の人に重く課すという税にはなっていないと

いうのは、そのとおりであります。

ですから、当然のことながら、低所得の人に

対する配慮とか、高所得の人たちに対してもう

少しご負担をお願いしなくてはいけないのでは

ないかという問題については、なかなか消費税

で対応するというのは難しいということで、所

得税できちんと対応すべきではないかというこ

とは、少なくともこのわれわれの報告書の中で

も述べておりまして、所得税についても、最高

税率などいろいろ累進度の問題についてはきち

んと考えるべきではないかということでありま

す（資料１１）。

〔世界的な法人税率の推移と国際的な調和〕

それから、法人税については、例えば資料１２

をご覧いただくと、これには新興国のデータは

書いていませんけれども、先進国、新興国を含

資料１０

資料１１

資料１２
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めて税率の引き下げが国際的に起こっていると

いうことに対しては、長い目で見ればこれに対

応する必要はあるということです。けれども、

残念ながら財政状況としては、必ずしも今すぐ

法人税を勇ましく減税するというほどの状況に

はないものですから、国際的な対応を考えつつ、

法人税の実効税率については中長期的には引き

下げる方向に導かなくてはいけないのではない

かということであります。

３．求められる歳出改革－無駄の削減
について－

それから、税の話ばかりではなくて歳出面に

ついても議論を及ぼしておりまして、歳出面か

ら見ますと、新政権では予算の無駄をなくすと

いうことを言っておられます。これは当然なが

ら、国民としては、どういう内閣であろうが不

断の努力としてやっていただきたいことであり

ます。

ただ、それほど無駄が露骨に目の前にぶら下

がっているというほど簡単ではないだろうとい

うふうに、私は思っております。少なくとも、

自明に誰から見ても無駄であるという予算は、

これまでにも小泉内閣以降歳出削減をやってき

ているということもありますので、切り代とし

てはどんどん減ってきていて、ないわけではな

いけれども、昔ほどたくさんはないという状況

にあると思います。ですから、より工夫してこ

の無駄をなくしていくということに取り組まな

いといけないと思います。

報告書では具体的には触れていませんが、自

明に無駄というものはそれほど多くはないけれ

ども、多くの人が無駄と思っていて、残る少数

の人が「これは大事だ」と思っているという予

算というのは、それなりの数はあると私は思い

ます。ですから、どこまでそれを削減するとい

うふうに政治決断できるかというところが、恐

らくまず１つ新政権は試されるところだろうと

思います。

それから、もう１つは、例えば、無駄ではな

いのだけれども、３年がかりで完成させようと

していた事業を、そこまでスピーディにやらな

くてもいい、１０年かけてやればいいというよう

な形で、３年で完成させる事業を１０年というふ

うに、完成の時限を延ばすというようなことを

することで、単年度での支出を抑制するという

ようなことも工夫をすればできます。無駄では

ないけれども、不要不急ということで、支出の

スピードを落とすということで支出を抑制する

というようなことも、恐らくこれはできるのだ

と思います。

地方分権、これも重要で、国が必ずしもやら

なくてもいいようなものを無駄にやっている、

ないしは、地方でやれば無駄が減らせるのに、

国で画一的にやっているので無駄があるという

ようなものも、地方分権を通じて削減する余地

はあるというふうに思います。

なお、社会保障については、駒村先生からお

話をいただくことにいたしたいと思います。

最後に、無駄の話をしてこれで終わりたいと

思いますけれども、私が思うには、実は、野党

は無駄があるということを言いやすいのだけれ

ども、与党になると、とたんに無駄があると言

いにくくなるという性質があるということを強

調して終わりたいと思います。

確かに、民主党は野党時代に勇ましく無駄が

ある、無駄があると言ったのですが、果たして

来年の今ごろ、引き続き無駄がある、無駄があ

ると勇ましく言っていられるだろうかというこ

とです。確かに、政府も無駄がないとは言って

いなくて、無駄については厳しく見てきたわけ

です。財務省も予算編成過程では厳しく査定を

し、「これは無駄ではないか。こんなものやめ

ておけ」というふうに、けんもほろろに現業官

庁が門前払い的に予算要求を断られるというよ

うなことは今までにもあったわけです。

ただ、財務省も、いったん政府予算案として

政府の閣議決定を経て定められた予算の中に無

駄があると、露骨に、特に予算審議の過程で言

えるかといわれると、予算案を通さなければい
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けない立場で、「いや、ここの中に実は無駄が

あるのです」とは、さすがに口が裂けても言え

ない立場というのがあるのです。与党になると、

予算案を通さなければいけないわけです。予算

案を通す立場で、予算の中に無駄があるという

ことを国会の中で言えるかというと、なかなか

これは難しいことです。

つまり、別の言い方をすると、１月から１２月

まで四六時中、無駄だ、無駄だというふうに政

府の中で言えるかというとなかなか難しいです。

いったん予算案で認めてしまったものの中で、

やはり無駄だったからやめようと、後でやめる

ということはできるかもしれないけれども、特

に１～３月の予算の国会審議の中でいったん認

めてしまった予算で無駄があるから削りましょ

うとはなかなか言えないというようなことにな

りますと、野党時代には随分勇ましく無駄だ、

無駄だと言っていたけれども、与党になったら

随分丸くなったねというふうに、一見するとな

るかもしれません。

ですから、そこのあたりの無駄の削減に対す

る意気込みをどのようにテンションを維持する

かというところが、今後問われることだろうと

思います。以上です。

（小澤） ありがとうございました。それでは、

引き続き駒村先生、よろしくお願いいたします。

（駒村） 慶応義塾大学の駒村でございます。

私は、この報告書の中では社会保障制度の今後

の課題を担当させていただきました。お手元の

研究会報告書で該当する部分は６～１８頁（本誌

１７９～１９１頁）までです。ここまでが社会保障に

かかわる議論でございます。その後、報告書の

終わりの方に、２５頁から各先生による個別の社

会保障分野における政策提言をまとめさせてい

ただいております。今日は、私は社会保障にか

かわる問題というのを、この１５分間でまとめて

お話しさせていただきたいと思います。

１．グローバル化と高齢化のなかでの
社会保障制度の持続可能性

〔グローバル化経済と社会保障〕

ご存じのとおり、社会保障制度をめぐる問題

は大変厳しくなっておりまして、特にその要因

というのはグローバル化経済、或いは、高齢化

社会というのが、２つの特に大きな要因であろ

うかと思います。国際的な資本の移動がかなり

大きくなる中で、福祉国家における社会保障コ

スト、社会政策コストを企業が回避するという

ような動きになってきますと、おのずと福祉国

家、社会保障制度というものの維持というのは

かなり難しくなってくるという意見があるわけ

です。

一方、グローバル経済を進めるためには、国

内におけるさまざまな格差や貧困の問題を解消

�．社会保障の課題
－持続可能な社会保障制度の確立に向けて－

慶応大学経済学部教授

駒村 康平
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するために、逆にきちんとしたセーフティネッ

トを張っていかないといけないのだという見方

も、これはまたあるわけです。グローバル経済

を、或いは、自由貿易を進めるためには、国内

問題を放置しては進められないという見方であ

ろうかと思います。

また、企業は労働コストや社会保障コストだ

けで立地を決めるだろうか、立地をする地域の

社会や経済の安定性、労使関係の安定性、そこ

にいる労働者の能力、生産性、こういったもの

も考慮して立地を決めているのではないかと考

えられます。しかし、企業は、工場を動かすと

いうことを脅しに使って、地域の安定した社会

というさまざまな公共財をフリーライドしよう

ということも考えられないか。いずれにしても

グローバル経済というのは、社会保障政策、福

祉国家には大きな影響を与えてくるのは、これ

は間違いないというわけです。

〔急速に高まるわが国の高齢化率及び後期高齢

者比率〕

それから、もう１つの問題でございますけれ

ども、これは特に日本社会はこれから厳しく直

面していく高齢化問題であります。寿命が延び

て出生率は低下するということから、これが起

きていくわけです。資料１３をご覧ください。こ

こにみられるように、菱形の付いた線が日本を

指しているわけですが、現在既に高齢化率２０％

を超えている日本は、既に先進国ナンバーワン

の高齢化率になっておりまして、これが一気に

２０５０年までに高齢化率はおおむね倍までの４０％

近くまで上がるだろうと読まれておりまして、

これは先進国の中でも極めて深刻な状態になっ

ているということであります。なお、アメリカ

とドイツは１９世紀で高齢化率がゼロになってい

ますのは、データがないだけでゼロではありま

せん。

さらに、高齢者の中の内訳、いわゆる高齢者

の中で特に後期高齢者ともいわれている７５歳以

上のウエートはどうなっていくのだろうかと見

ていきます。社会保障給付の特徴としては、年

金は加齢とともに給付額が増えことはありませ

んけれども、医療と介護は加齢とともに一人頭

給付額は急速に伸びていくという性格があるわ

けです。そういう意味では７５歳を境目で見てい

きますと、大体この辺から要介護リスクが上が

って行き、要介護度も重くなっていくという傾

向がございますし、また、医療費も同様でござ

います。その７５歳以上が、特に高齢者の中で占

める７５歳以上が重たくなっていくということも、

極めて医療、介護の現物給付の支出を増大させ

る要素としては注目すべきです。資料１４に見ら

れますように、最初の危機は、２０２５年からしば

らくという、いわゆる団塊の世代が７５歳以上を

迎えるタイミングです。それから、次がいわゆ

る団塊ジュニアが後期７５歳以上を迎える時期と

予想されており、ちょうどグラフにあるような

二こぶラクダのような形で、特に厳しい時期が

現れるだろうと思われます。

資料１３

資料１４

― 132 ―



一方、日本の高齢化の要因は寿命の問題だけ

ではなくて、出生率の問題もございます。資料

１５をご覧下さい。縦軸が出生率で、横軸が女性

の高等教育機関への進学率であります。多くの

国では、実は女性の高等教育機関等の進学率、

或いは、労働力率と出生率の間には正の相関が

見られてきているのですが、日本は例外的な存

在でありまして、日本はそこから外れて合計特

殊出生率が低いままの状態になっているという

ことが、先進国との比較の中でもわかるわけで

あります。資料にみられるように、日本がずれ

ているということになるわけです。

２．社会保障制度が抱える問題

〔所得保障政策の問題点〕 （資料１６）

そういった中で、昨今の社会保障制度をめぐ

る問題点としましては、まず大きいのはやはり

年金制度ということになってきます。年金制度

はさまざまな欠陥によって、高齢化に伴い生活

保護受給者に占める高齢者の割合が増え続けて

います。生活保護受給者の半分が高齢者であり、

その高齢者のかなりの部分が年金の額が極めて

低いわけです。そして、こういう人たちは生活

保護から脱却することが基本的にはないわけで

すから、生活保護が事実上年金化していくとい

う危険があります。

それから、２００９年において検証されるにとど

まったマクロ経済スライドについてですが、こ

れが基礎年金にも適用されるということは、生

活保護とのバランスを著しく壊していく、生活

保護をはるかに下回っていく基礎年金の水準に

今後なっていくだろうと予測されます。そのこ

とは、つまり、生活保護に対してますます負荷

を掛けるということになっていくだろうと思わ

れます。

また、実際に生活保護に若い世代がアクセス

するということは非常に限定されています。或

いは、失業者数に対する雇用保険における失業

手当の受給対象率が急速に低下していて、２割

程度に下がっているということで、若年世代に

対するセーフティネットは事実上壊れてきてい

るということもいえるだろうと思います。

また、それに対する非正規労働者や、いわゆ

るニートといわれている貧困群、将来の予備群

も確実に増加しているという中で、所得保障制

度というのを改めて見直さなければいけない時

期に来ているのだろうと思います。

〔年金制度の評価ポイントと改革の目標〕

年金についてお話を続けていきたいと思いま

すけれども、こういう中で、しかし、高齢化に

伴って年金受給者が増えていきます。特に団塊

の世代、ベビーブーマー世代を前にして困って

いるのは日本だけではなく、先進国共通の問題

でありまして、９０年代に、さまざまな先進国で

社会保障、年金制度改革が行われているわけで

す。そういう制度改革を幾つかの報告などを見

てサーベイしてみますと、どういう目的を持っ

た制度改革が採用されていたかというと、おお

資料１５

資料１６
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むね３つにまとめることができるのではないか

と思います（資料１７）。

１つは制度の、特に財政、経済的な持続可能

性であります。高齢化が進む中でも年金制度が

財政的、経済的に持続可能であるということで

す。２つ目は、社会状況の変化に対して年金制

度がきちんと対応できているかどうかというこ

とです。特に雇用の変化、雇用の流動化、非正

規労働者という現象は何も日本に限ったことで

はございませんので、そういう形で社会保険か

ら外れていく人間が放置されていないかどうか、

いかに雇われている人間を多くカバーできるよ

うにいくのかというようなことです。それから

３つ目としては、税と保険料を組み合わせて、

適切な、さらにはミニマムな老後所得保障がで

きているかどうかということです。こういう３

つがどの国でも共通した課題であり、そして、

その３つを直すためにさまざまな改革が行われ

ています。ということは、日本においても同じ

であろうと思います。

次に資料１８を見てください。これは世銀が先

進諸国の、年金改革をやった主な国の３０人の専

門家に、どの項目に重点を置いて改革を行いま

したかという調査をした結果であります。やは

り今申し上げましたように、財政的安定性と、

それから、低所得者の生活保障と、それから、

労働者保護の拡大と、こういったものが上位に

来ているということであります。こういう点か

ら見ると日本はどういうふうに今後選択肢が出

ていくのだろうかというのが、１つ次の課題に

なってくるわけです。

〔年金に係る世代間格差と消費税の必要性〕

今後、財政安定性については、大きく保険料

を上げ続けてその確保に努めるというのが１つ

の選択肢だと思いますが、これについて資料１９

で生涯保険料の世代間の格差をみて見ましょう。

これは、厚生年金を例に取っていますが、１９３５

年生まれから１９９５年生まれの世代別に、４０年加

入した場合に、一生のうち全報酬に占める企業

負担と本人負担を加えた場合の保険料というの

はどのくらいの大きさであったのかというのを

見ますと、大体３倍ぐらいの世代間での差が出

ています。

さらにこれに加えて、８５年の年金改革以降、

若い世代ほど年金をはじめ、給付水準が大体

２５％から２８％程度まで引き下げられております。

これは給付乗率を下げるという方法で給付水準

資料１７ 資料１８

資料１９

― 134 ―



を下げているということがございます。

一方、若い世代ほど受給期間が延びるという

のも１つ特徴がありますので、そういう政策変

数だけで評価できない部分ももちろんあります。

但し、資料２０にありますように、厚生年金の受

給期間を余命から逆算してみると、１９３５年から

４５年生まれの方は厚生年金の支給開始年齢が６０

歳のままでしたから、余命の延びとともに受給

期間は延びていきます。その後、支給開始年齢

の引き上げが６５歳まで徐々にやられていきます

ので、しばらく受給期間は短くなっていきます。

そして、その後、また寿命の延びに応じて若い

世代も受給期間が延びていくという形でなって

いると。若い世代は受給期間が延びているので、

不利さは相殺されるとはいうものの、特に１９６５

年前後の世代は短くもなるという特徴があるだ

ろうということです。

この結果、資料２１に見るように、仮に１９３５年

生まれの方の保険料負担に対する年金需給の比

率を１と置いたときには、厚生年金レベルだけ

で見れば、１９８５年生まれぐらいまで来ると大体

２５％から３０％ぐらいしかメリットがないという

ことになって、これ以上若い世代の負担で年金

財政の安定性を確保すべきなのかということを

考えなければいけないのです。そのためには各

世代が薄く広く負担する消費税のような財源が

やはり必要になってくるのではないかというふ

うに、社会保障問題を担当している側からも思

っているわけです。

〔非正規労働者の増加と国民年金・国民健康保

険の空洞化〕

一方、足元の問題として発生しているのは、

非正規労働者の増加が実は国民年金の空洞化の

直接的な引き金になったのではないかという点

であります。

資料２２を見ますと、年度別は正規労働者９７年

を境に減少傾向に入って行き、その代わり非正

規労働者というグループが増えており、非正規

労働者の多くが国民年金に１号保険者として、

厚生年金ではなく国民年金に入っていくという

ことになっていきます。企業側も非正規労働者

を増やすことによって社会保険料負担を削減し

ていこうということで、資料２３には、その１つ

の傍証として、事業主負担がここ数年間減って

きており、従来は５２％程度負担していた事業主

負担割合というのが、既に現在４８％ぐらいまで

資料２０

資料２２

資料２１
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下がってきているという事実があります。こう

いうことを見ても、やはり社会保険のかからな

い、事業主負担がかからない労働者を増やすと

いう形、非正規労働者の増加が結果として、社

会保険の中の国民年金１号、或いは、国民健康

保険の加入者を増やすという方向に利いてきた

のではないかと思われます。

実際に国民年金１号といわれている人たちが

どういう人たちによって構成されているのかを

見てみますと、資料２４にありますように、よく

国民年金１号というのは、自営業者年金といわ

れているわけですけれども、実は既にそれは間

違いであって、自営業者グループはわずか２割

から３割ぐらいにすぎず、あとの７割は不安定

労働者ということになっています。この不安定

労働者の納付率を見ますと（資料２５）、自営業

者のグループは比較的高いのですけれども、不

安定労働者のグループは極めて納付率が低いと

いうことで、納付率の低い人たちのウエートが

上がってきているために、国民年金１号年金も、

それから、国民健康保険の空洞化も進んでいる

のではないか、そういう意味では、働き方に中

立になるような年金制度というものを作ってい

かなければいけないという結論になっていくだ

ろうと思います。

〔公的年金の立て直し：所得比例型＋最低保障

年金モデル〕

今申し上げたように、財政的な安定性、最低

所得保障の必要性、それから、就労形態に対し

て中立な年金制度ということでございますので、

私としては、従来から所得比例年金と最低保障

年金の組み合わせについて、資料２６のように、

実際にどの程度のものが給付水準として可能な

のかというものをシミュレーションを含めて提

案してきたところでございます。これは民主党

でも似たような議論をやっておりますが、民主

党の提案は概念だけでございます。ここでは実

際に数字を入れて、どのくらいまでが可能なの

かということも試算をしたわけです。

この年金プランについてはなかなか合意を得

られるだけの議論をしておりませんので、ここ

ではご紹介させていただくというふうにとどま

りたいと思います。

次に、しかし、公的年金だけではどうしても

給付水準が今後低下していくのは避けられない

資料２３
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ということでございますので、これは従来の厚

生年金基金があった場合の国民年金、基礎年金、

厚生年金、厚生年金代行部分と、それから、上

乗せ部分の組み合わせで、これが１月当たりの

金額ということになるわけですけれども、マク

ロ経済スライドによって、この２つの積み木が

落ちていくということになれば、当然何もしな

ければ２万円程度、これは妻の分は含めており

ませんけれども、まず落ちていくということに

なります。

〔公私年金の連携－世界的潮流－〕

それを埋め合わすために企業年金、或いは私

的年金に対する税制上の優遇や、マッチング拠

出といわれたものが今後必要になってくるので

はないか。この意味では、公的年金と企業年金、

私的年金の関係は、従来の上乗せから、公的年

金の低下分を代替するという性格が出てくるの

ではないかと思われます。こういう公私の年金

の連携については世界的な潮流になっておりま

して、イギリスにおける強制加入の国民年金基

金、或いは、ドイツのリースター年金、スウェー

デンの２．５％分の個人勘定というものが、公私

年金を合わせて一定割合を保障するという大き

な世界の動きを示しているものと思われます。

日本で、この公私年金連携について税制上の

優遇措置を拡大するにおいては、その優遇すべ

き私的年金とはどういうものなのか、そこにお

ける年金性や一時引き出し、解約の制限、さら

には、大企業の労働者だけがそのメリットを受

けるようなことではなく、普遍的に広い労働者

が受けることができるような工夫も考えていか

ないと、公的年金を補完する私的年金として税

制上の優遇措置の資格は持たないだろうと思う

わけです。

ほかに各国においてさまざまな年金改革が行

われて、例えば、大きな改革としてはスウェー

デンとイタリアで拠出立て年金に切り替わって

いくような改革が行われています。その中でも

う１つ重要になるのは移行過程の問題でありま

して、何年かけてどのような年齢層から移行過

資料２６
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程にかけていくのかというのが大きな問題にな

ってくるだろうとは思います。ここでは、その

移行過程について少しご紹介しておりますけれ

ども、もう時間もございませんので、これは後

でまた議論において取っておきたいと思います。

〔ワーキングプアの実態－所得格差論から貧困

論へ－〕

最後に、所得保障が中心になってお話しする

ことになりましたけれども、一方、日本ではワー

キングプアという問題が非常に注目されており

ますけれども、実はワーキングプアというのは

日本では定義も統計も存在しないという状態で

ございます。

そこで、資料２７では、実際に全国消費実態調

査のデータを使って、ワーキングプアの推計と

いうのをやってみたわけです。世帯主が働いて

いながら、しかし、世帯の収入合計が生活保護

ラインを下回っており、なおかつ生活保護をも

らっていない人がどのくらいいて、どのくらい

増えているのかというのを推計したものでござ

いますが、確かに貧困の拡大要因としては、こ

の若い世代のグループで貧困率が上がる傾向に

なっているのではないかというふうに思われま

す。

〔医療・介護における改革の方向性〕（資料２８）

そのほか、医療、介護についてはいくつかの

提案をさせていただいております。特に医療に

ついては後期高齢者医療制度を見直すとしても、

それは果たして老人保健制度に戻るのがいい姿

なのだろうか、理想の姿はどういうものがある

のだろうか、地域保険に１本化していくという

のもあるだろうとは思います。

或いは、これだけ医療費支出が大きくなる中

で、病院に対するフリーアクセスというものを

これまでどおり認めていくのかということがご

ざいます。或いは、医者がどの地域で、どの診

療科を選ぶということに対する自由度というの

はこのままでいいのかどうなのか、ある程度の

制限というものも必要なのではないかと考えら

れます。イギリスのNHSのように、家庭医を

置いてゲートキーパーにするという厳しい税方

式でやっている国もあります。社会保険方式で

ありながら、最近では家庭医を付けて、まずい

きなり病院には行かないでいただいて、まずそ

の家庭医において日ごろの健康指導と、それか

ら、最初の治療を行うという形で、その次に病

院にアクセスしていただくような工夫をやって

いる国も見ておりますので、日本もそういう対

応も今後考えていく必要があるのではないかと

いうふうに思います。

以上が、この報告書に書いてあるところをか

いつまんでお話ししました。私の個人的な見解

も含まれましたけれども、それはまた後ほど議

論したいと思います。どうもありがとうござい

ました。

（小澤） ありがとうございました。それでは

中里先生、よろしくお願いいたします。

資料２８
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（中里） 上智大学の中里でございます。私は、

この研究会ではマクロの経済あるいは財政運営

の視点から、今後の財政健全化のあり方を考え

るという分担になっております。話の性質上や

や抽象的な議論になりますが、その点、お許し

をいただきたいと思います。

今日は９月１１日ですが、４年前の今日何があ

ったか、皆さんご記憶でしょうか。これは郵政

選挙があった日なのです。去年のことを振り返

ってみますと、あと４日経つと９月１５日ですが、

これはリーマンショックがあった日ということ

になります。この４年間を振り返ってみると、

あるいはこの１年間を振り返った場合にも、世

の中の景色がずいぶん変わってしまったなあと

いう印象を受けます。このように先行きが、も

ちろん政権交代という変化もございましたので

見通しにくいのですが、そのような中にあって

どのような形で財政の健全化を進めていくかと

いうことを少し整理してみたいと思います。

今日の検討課題ですが、ひとつは、財政健全

化をめぐるこれまでの議論を踏まえて論点整理

をしてみましょうということです。それを踏ま

えて、財政健全化の今後の進め方について検討

するということがもうひとつの課題ということ

になります。

このシンポジウムのテーマは「今、財政政策

における戦略性を問い直す」ということですか

ら、最初に財政健全化に向けた基本的な戦略、

結論めいたものをお話ししておいた方がよいと

思います。

最近、財政健全化をめぐって無駄の排除とい

うことがよく言われます。たしかに無駄の排除

は大事なのですが、それが何よりも先だという

ことになると、果たしてそれで大丈夫でしょう

かということになると思います。一方、はじめ

に増税ありきというようになってしまうと、は

たしてこれは相場観があるものだろうか、納税

者の皆さんの理解が得られるだろうかというこ

とになるわけです。月並みな言い方ですが、結

局のところ、歳出と歳入の両方を一体的に見直

していくということが大事ということになりま

すし、その中で、ではどのようにバランスをと

るのが良いのかということが重要なポイントと

いうことになるのではないかと考えています。

この点について少し過去の経緯などを振り返

りながら、お話をさせていただきたいと思いま

す。

１．９０年代以降の経済財政運営

〔これまでの経済財政運営の経緯〕

最初の資料２９と資料３０は、９０年代以降の、バ

ブル崩壊後といってよいかと思いますが、これ

までの経済財政運営の経緯をまとめたものです。

９７年１１月に山一と拓銀が破綻して金融危機が生

じ、それ以降、金融システムの安定化と、デフ

レに対する対応を一生懸命やってきて、ようや

�．財政収支と財政健全化
上智大学経済学部准教授

中里 透
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くそれにめどがついたのが２００２年あるいは０３年

頃ということになります。０５年以降、歳出・歳

入一体改革に向けた検討が始まり、金融面でも

正常化の道を歩み始めて、財政の健全化もこれ

からといった矢先にリーマンショックが起きて

しまい、また元の状態に戻ってしまったという

のが現状ではないかと思います。

〔骨太の方針２００６のコミットメント〕

では、これからどうしましょうかということ

が今日のテーマなのですが、ここで「骨太の方

針２００６」について振り返っておきたいと思いま

す。

「骨太の方針２００６」のコミットメント（資料

３１）は２０１１年度までにプライマリーバランスの

黒字化を達成するということ、それ以降は、債

務残高対GDP比を安定的に引き下げていくこ

とを目標にするということ、それからもう１つ、

成長戦略を一生懸命やりましょうと、これらが

大きな柱になっていたかと思います。そして、

プライマリーバランス黒字化の目標が大幅に後

ずれしてしまったのが現状ということになりま

す。

〔財政タカ派と上げ潮派の論争〕

「骨太の方針２００６」をめぐってはいろいろな

議論がございました。ここにある「財政タカ派」

というのは、どちらかというと増税を中心に財

政健全化を進めようというお考えの皆さんで、

一方、「上げ潮派」というのは、経済成長と歳

出削減を中心に財政健全化を進めていこうとい

うご主張の皆さんのことですが、両者の間でさ

まざまな議論がございました。

これから財政健全化のことを考えていく中で

いろいろな議論が出てくると思うのですが、そ

の主な論点はこれまで上げ潮派と財政タカ派の

間でなされてきた議論、この資料３２にあるもの

でほぼ尽くされているように思われます。

資料２９ 資料３１

資料３０
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ひとつは、増税と歳出削減のどちらを優先さ

せるべきなのか、あるいは、それらをどのよう

に組み合わせるべきなのかという話です。もう

ひとつは、これはちょっとテクニカルな話なの

ですが、金融政策と成長戦略にかかわる話とし

て金利と成長率の大小関係をめぐっていろいろ

な議論がありました。また、財政再建目標につ

いていうと、債務残高対GDP比を目標として

設定することの是非をめぐっても議論がありま

した。

先ほどの金利と成長率の大小関係の話に関連

して、インフレターゲットを導入すべきかとい

う議論もございました。インフレターゲットと

いうのは、ふつうは物価が上がっているときに、

それを抑制するために設定されるものですが、

「日本型の」インフレターゲットとここで書き

ましたのは、大変不思議なインフレターゲット

になっていて、デフレのときに物価を上げるた

めにインフレターゲットを設定するというよう

な議論があったということです。

それから、皆様ご存知のとおり、「霞が関埋

蔵金」をめぐる議論もございました。ここで括

弧がついているのは、「霞が関埋蔵金」という

ものが本当にあるのかどうかよくわからないと

いう意見もあるので、いわゆる霞が関埋蔵金と

いう書き方になっています。

これらの議論は、一見するとバラバラに見え

るのですが、実は統一的に議論することが可能

なのだということが、資料３３に示されています。

この数式、これは政府の予算制約式を書いて

ありますが、まず右辺の最初のところのGと

いうのは一般歳出です。ここでは地方交付税を

含めて一般歳出と呼んでおくことにします。次

の rBというのは、債務の残高と金利を掛け算

していますから、これは利払費ということにな

ります。これらを足し合わせたものが政府の支

出ということになります。

そこから税収を引いたときに、もし予算が足

らなければ国債を発行しないといけないという

ことになりますが、その場合に国債の残高がど

れぐらい増えるかというのが、この式の左辺の

ところでございまして、例えば２０１０年度の国債

残高と２００９年度の国債残高の差というのは、

２００９年度に発行した国債の新規発行額というこ

とになりますから、このような式が成り立つと

いうことになります。

これを対GDP比に直しますと、次のような

式が出てくるのですが、これは何かというと、

債務残高が何によって決定されるかということ

を表している式ということになります。GDP

対比で見た一般歳出と税収の差、これはいわゆ

るプライマリーバランス（基礎的財政収支）と

呼ばれているものですが、それと、債務が増え

ていくと金利負担が増えることになりますから、

その効果によって債務残高対GDP比が変化し

ていくということになります。したがって、債

務残高の推移は、プライマリーバランスと金利

と成長率に依存して決定されるというように整

理することができます。

ここで重要なことは、プライマリーバランス

を改善するということが、直ちに増税幅をどの

くらいにするかということと１対１では対応し

ないということです。それはなぜかというと、

プライマリーバランスの改善は増税だけでなく

歳出をどれだけ削減するかということにもかか

わるからです。上げ潮派と財政タカ派の議論の

中では、プライマリーバランスをどの程度改善

すべきかということと、増税をどれくらいすべ

きかということの話が、必ずしも分けて整理さ
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れていないところがあったように思われます。

２．財政健全化の進め方

〔増税か歳出削減か〕

これまでのことを踏まえると、財政健全化の

進め方を考えるうえでまず最初に議論しないと

いけないのは、財政収支の改善を増税と歳出削

減のいずれを中心に行うべきかということにな

ります。この議論の背後にあるのは、われわれ

がどのような政府規模を選択するかという問題

です。

増税によって財政収支の改善を図る場合、基

本的には現在の歳出の規模を所与として、ある

いは、これから見込まれる歳出の自然増を前提

として増税をしますから、これはどちらかとい

うと「大きな政府」を選ぶということになるわ

けです。一方、歳出削減で財政収支の改善を図

る場合は政府の仕事を減らしていきましょうと

いう話なので、これは「小さな政府」を選ぶと

いうことになるのです。このいずれが望ましい

かということは、最終的には政治的なチャネル

（経路）を通じて選挙によって選ばれた政党が

民意を反映して決めていくということに委ねる

しかないということになりますが、そうはいっ

ても過去のさまざまな経験に学ぶことは大事で

す。

この点に関する有名な論文としてアレシナと

ペロッティの研究（Alesina and Perotti

（１９９７））があります。この研究によれば、増

税よりも歳出削減、特に社会保障給付と公務員

給与の抑制をすることに重点を置いた改革の方

が、財政健全化が継続的な取り組みになりやす

いということが示されています。社会保障給付

と公務員給与を削減する政府というのは、おそ

らく財政の健全化に対するコミットメントが非

常に強い政府でありましょうから、もしかする

とこれはどのような支出を削ったかというより

は、コミットメントの強さを表しているのかも

しれませんが、この分析結果どのように受け止

めるかというのがひとつの論点になるのではな

いかと思います。

もうひとつは、霞が関と永田町において「フ

リーキャッシュフロー仮説」が成立するのでは

ないかという話です。フリーキャッシュフロー

仮説というのは、企業金融において、企業に内

部留保がたまって余裕資金が生じると、本来で

あれば企業の将来の生産性を高めるような投資

をしないといけないはずなのに、経営者が大き

な社屋や立派な社長室を作ってしまうといった

形で非効率な支出をしてしまう可能性があると

いうもので、この仮説が霞が関と永田町につい

ても、もしかすると成り立つかもしれないとい

うことです。

例えば、「霞が関埋蔵金」の議論でいうと、

本来であれば埋蔵金は借金を返すのに使われな

いといけなかったはずなのですが、それが補正

予算の財源になって、必ずしも効率的とはいえ

ないかもしれない支出につながってしまった可

能性があるわけで、財政の健全化についてはこ

のような点も留意しないといけないということ

になると思います。

〔金利と成長率に関する論点〕

これはちょっとテクニカルな話なのですが、

金利と成長率をめぐる議論についてもまとめて

おきたいと思います（資料３４）。

まず金利についてですが、名目金利は実質金

利と期待インフレ率とリスクプレミアムの和と

して書くことができます。実質金利は、一定の

仮定のもとでは実質成長率と時間選好率の和に
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なりますから、そうしますと、予想される将来

の経済成長率とインフレ率が長期金利を規定す

るということになるのですが、問題はそれを政

策的にコントロールすることができるのかとい

うことになります。

これはどういうことかというと、すでに政府

はたくさん借金をしていますから、その利払い

がかさむわけですが、それなら利払費を減らす

ために金利を下げればよいのではないかという

議論が一部にあるわけです。ひところ、インフ

レ目標を設定して金融緩和を大胆にやれという

ご意見がありましたし、最近ではいわゆる財政

ファイナンスと呼ばれる議論、財政支出の資金

調達に中央銀行が協力するというご提案が一部

の方からなされているところです。

それからもうひとつ、こちらは成長率にかか

わるものですが、上げ潮政策で成長率を引き上

げることができれば、税の自然増収が見込める

ので、増税なり歳出削減の幅を小さくすること

ができるというご意見もあったかと思います。

もちろん、成長戦略で成長率を引き上げること

ができるのであればそれにこしたことはないの

ですが、当然のことながらそれには不確実性が

伴います。この点についてどのように考えるか

という議論があるわけです。

インフレ目標や財政ファイナンスは、確かに

一見すると金利を下げることに貢献できるよう

に見えます。ただし、インフレ目標であれば、

もし成功した暁にはインフレ率が上昇するとい

うことが予想されるでしょうし、財政ファイナ

ンスによって、もし仮に非効率な歳出の拡大が

行われるとすると、それは将来の財政収支を悪

化させる要因になりますから、市場がそれを読

み込んで先に金利が上がってしまう可能性があ

ります。つまり、インフレ率の上昇や財政悪化

に対する懸念が生じた時点で長期金利が上がっ

てしまう可能性があるということになるのです。

われわれはこの点を踏まえて対応していかなく

てはならないということになります。

〔サステナビリティの確保－金利と利払費の動

向－〕

では、これからのことを考えたときに、財政

収支のバランスをどのようにとっていくか、財

政破綻が起きないようにするにはどうしたらよ

いかということが重要な論点ということになり

ます。

この点については長期金利がどのように推移

していくのかということが大きなポイントとい

うことになりますが、ご存知の通りこれまでの

ところ、長期金利は低位で安定的に推移してい

ます。財政破綻に伴うリスクプレミアムは、も

し付いているとしても、現時点では大変軽微な

ものであるというように理解できると思います。

今後の長期金利の見通しについて申し上げま

すと、潜在成長率は足許１％前後と見込まれて

おります。ブレークイーブンインフレ率でみた

場合の予想インフレ率についても０％から１％

の間に過去５年ほどを見ると収まっています。

したがって、ファンダメンタルズの要因からは、

長期金利は引き続き安定的に推移するであろう

と当面は見込まれます。ただ、財政運営その他

の政策要因によって今後どのように推移するか

は、当然のことながら政策運営次第ということ

になります。

財政のサステナビリティ、持続可能性を考え

るうえでは、ひとつ重要な留意点がございます。

それは、借金の残高が大幅に増えたにもかかわ

らず、これまで大きな支障をきたすことなく財

政運営を行ってくることができたのは、利払費

があまり増えていないことによるところが大き

いということです。それはなぜかというと、１９９０

年代初頭の長期金利の水準は６％台でございま

したが、今は１％台半ばになっていて、債務の

残高は増加したけれども、金利が低下したため

に、実は利払費はむしろ減少してきたからなの

です。資料３５にあるように、９１年度には１１兆円

だった利払費が、０６年度には７兆円程度になっ

ています。

ただ、注意しないといけないのは、これから
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は金利の低下余地が限られたものとなる中で借

金の残高は引き続き増えていきますから、利払

費が増加していく局面に転換していくことにな

るということです。実際に０７年度のところを見

ると、資金調達の平均金利は下がっているのに

利払費が増えています。金利がもし上昇すると

いうことになると、財政の持続可能性が確保で

きなくなる可能性があるということになります

から、これまで以上に財政規律を確保すること

が重要だということになります。

〔制度的担保の必要性－「骨太の方針２００６」に

代わる明確なコミットメントの再構築〕

報告の最後のところになりますが、財政健全

化に向けた取り組みというのは、多年を要する

ものです。そうすると、そのような中できちん

と中長期的な財政再建目標にコミットすること

が重要だということになります。これがここで

いう制度的な担保の必要性という話です。（資

料３６）

冒頭に申し上げましたように、このようなコ

ミットメントについては、歳出と歳入の両面に

おける目標が必要ということになると思います。

例えば社会保障の自然増が毎年１兆円ぐらいあ

り、また、社会保障の機能強化ということを考

えるとさらに歳出が増えるということになりま

すが、そのための対応額から、例えば公共事業

をもう少し工夫して効率化するといったことを

通じて削減できる分を控除すると、これからネ

ットでどれくらい歳出が増えていくかというこ

とが推測できるわけです。それを踏まえて、こ

のような歳出の増加に見合う形で、例えば消費

税をどうやってあげていくかということを考え

るという段取りになります。まずとにかく買う

ものの中身をきちんと決めましょう、それに対

して、いくらお金がかかるからこれだけ払って

くださいという形で議論をしないと、消費税に

関する議論はなかなか前に進まないのではない

かという気がします。

中福祉、中負担の中身をきちんと詰めれば、

では消費税を上げましょうということで理解が

得られるかもしれません。そこのところをきち

んと詰めること、つまり、歳出改革の内容とス

ケジュールを詰めることが、実は消費税を引き

上げるときに非常に重要なポイントになると思

います。

このような手順を考えると、政策コミットメ

ント、制度的な担保というものが重要な意味を

持つということになると思います。なぜこのよ

うなコミットメント、つまり、ある一定の期間

について歳出と歳入の健全化に関する具体的な

目標設定をしないといけないのかというと、ひ

とつはそれが政治的なリスクを低減するという

ことにつながるからです。予算編成にはいろい

ろな関係者、アクターが存在するわけですが、

その人たちの行動を安定化させる、もう少し日

常的な言い方をすると箍（たが）をはめるとい

うことですが、コミットメントによってそれが

可能になるということです。

資料３５ 資料３６
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それからもうひとつ、政策リスクの低減につ

ながるという効果も期待できます。これはどう

いうことかといいますと、例えば量的緩和政策

を導入したときには、消費者物価の上昇率が安

定的にゼロを上回るまで金融緩和を続けますと

いうコミットメントをしたわけです。そうする

と、そのことがわかっていれば、企業や家計は

それを読み込んで行動することができるように

なるので、将来の政策リスクが低減できるとい

うことになります。

財政運営について同様のコミットメントをす

ると何が起きるかというと、例えば非効率な歳

出の削減によって経済全体の生産性が上がると

いうことになれば、それは将来予想される所得

をむしろ増加させることにつながるので、それ

ほど景気の悪化をもたらすことなく歳出削減を

することができるかもしれないということにな

ります。

また、今後の財政収支の見通しをきちんと立

てて、将来的にも政府がきちんと通時的な予算

制約を満たすように行動しているということが

わかれば、何らかのきっかけで長期金利が急騰

するといったことを防ぐことができるというメ

リットもあります。

このように「骨太の方針２００６」に代わる明確

なコミットメントを作っていくことが今後の重

要な課題になると考えております。私の方から

は以上でございます。どうもありがとうござい

ました。

（小澤） ありがとうございました。それでは

國枝先生、よろしくお願いいたします。

（國枝） 一橋大学の國枝でございます。よろ

しくお願いいたします。私のタイトルは「税制・

社会保障・労働市場改革の一体的改革」となっ

ているのですが、これだけだと何のことだとい

うことだと思いますので、今回、セッション自

体のタイトルに戦略という言葉がございますの

で、主に日本それからアメリカの、特にオバマ

政権の財政戦略というものを見ながら、或いは

比較しながら、日本にとってどういう財政戦略

が必要になっていくのかというお話をしていこ

うと思います。

１．日本の財政戦略

〔「財政的児童虐待」の実態〕

まず財政で考えたときに、日本で現在の最重

要課題は何かということでございますけれども、

これは私は「児童虐待」だというふうに思って

おります。なぜ租税研究大会で児童虐待の話を

するのか疑問に思われるでしょうが、資料３７に

ありますように、ここでお話ししようとしてい

ますのは、「財政的な児童虐待（fiscal child

abuse）」についてお話をということでござい

ます。この言葉はボストン大学にコトリコフ教

授がいらっしゃいますけれども、彼の本で出て

�．税制・社会保障・労働市場改革の一体的改革
一橋大学大学院経済学研究科／国際・公共政策大学院准教授

國枝 繁樹
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くる話でございます。

これまで他の先生からもお話がありましたよ

うに、わが国は世界的に見ましても巨額の国債

或いは地方債、それだけではなくて、実は隠れ

た負債として巨額の年金負債がございまして、

将来世代に極めて重い負担を押し付けている状

態でございます。こういった状況を「財政的児

童虐待」というふうにコトリコフ教授は呼んで

いますし、私自身は「世代間の搾取」というふ

うに呼ばせていただいております。

具体的な数字については、経済学者は世代会

計というものでどれぐらいある世代がいわば得

をし、ある世代が負担をされているかというの

を見るわけですけれども、平成１５年の経済財政

白書に出てきます試算によりますと、この時点

で将来世代、すなわち、二十歳未満の人たちと

これから生まれてくる赤ちゃんたちですけれど

も、彼らに我が国は５，２２３万円の純負担をさせ

ております。（資料３８）

この負担額は世帯ごとなので、１人当たりで

は半額と考えるべきかもしれませんけれども、

それにしても、日本でオギャーと生まれてきた

赤ちゃんは何もしていないのに、２，６００万円以

上の借金をいきなり負わされてきている状況に

あるということでございます。

他方、６０歳以上の方につきまして計算をして

みますと、６，５００万円の生涯純受益です。これ

も家計ごとですから、２で割っていただいても

３，２００万円ちょっとの得をしているという状況

にあります。

この負担と受益の大きな開きというのは世界

一でございます。わが国はその意味で、これか

ら生まれてくる赤ちゃんたちを財政的に一番虐

待している国でございます。これを抑制すると

いうのが非常に重要な課題だろうと思います。

もちろん今回の選挙の中で、例えば子ども対策

ということで有名な子ども手当やその他の政策

が議論されたわけですけれども、実はほとんど

議論がなされてこなかったのは、財政的児童虐

待をどうするのかの問題でございます。残念な

がら、この点についてはほとんど議論がなされ

ず、むしろ財政的児童虐待をさらに悪化させる

方向の議論があったという問題がございます。

〔所得再分配機能の低下〕

それからもう１つは経済格差の話です。これ

は駒村先生の方からもお話がございました。グ

ローバリゼーション、それから、技術革新とい

うことで、これは日本だけではなくて世界的に

そうなのですけれども、経済格差が拡大しつつ

あります。とはいえ、経済格差の拡大に対し再

分配をきちんとしていくのが国の役割のはずな

のですが、実は残念ながら日本の税制の所得再

分配機能というのは弱体化が進んでおります。

先ほど土居先生の資料や駒村先生の資料であ

りましたように、社会保険中心の社会保障が日

本の特徴でございますけれども、社会保険とい

うのが意外と再分配をしていないのです。もち

ろん若い人からお年寄りへの再分配は非常に大

資料３７ 資料３８
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きな規模でやっているのですが、リッチな人か

ら、そうでない人への分配というのは実はあま

りなされていないのです。保険料も基本的に比

例でございます。

従って、再分配機能を期待されるのは税制と

いうことなのですけれども、現実にはインセン

ティブが重要ということで、最高税率もどんど

ん下げられフラット化が進んでいくということ

になりまして、その結果、当然の帰結なのです

けれども、税制の所得再分配機能は非常に低下

しています。OECD各国で比べましても、資

料３９の右側のグラフの一番下にある棒グラフで

示されているように、ほとんど再分配がなされ

ず、所得再分配機能が最低になっている国が日

本でございます。ほかのOECD各国はきちん

と税を使って所得の再分配をしております。

〔怪しい経済政策－ブードゥー経済学、トリク

ルダウン理論、ポンジー財政政策〕

財政的児童虐待を解決するためには、公債を

減らしていく必要がある。それも、毎年毎年の

予算の赤字国債だけではなくて、既にたまって

いる国債残高を減らすということが必要なわけ

です。当然ながら、足元の景気低迷の状況下で

でいきなり増税をして景気を悪化させては困る

わけでありまして、財政的児童虐待の本格的な

抑止は景気回復後という話だろうと思いますが、

景気回復後ということになっても、特に消費税

増税に対して反対し、財政的児童虐待の抑止を

邪魔する人たちがいるわけです。そこで、彼ら

が持ち出すのがこれから説明する「怪しい財政

政策」でございます。「怪しい財政政策」の代

表例としては、ブードゥー経済学とトリクルダ

ウン理論、ポンジー財政政策と財政赤字ギャン

ブル、それから、埋蔵金伝説というものがござ

います。

まずブードゥー経済学とトリクルダウン理論

についてお話ししますが、これはアメリカの

レーガン政権下で８０年代初めごろにいわれた言

葉でございます。具体的には、供給サイドを重

視するサプライサイド経済学の過激なバージョ

ンでございまして、例えば減税をするというこ

とで経済成長を促せば、経済成長して税収が増

加し、そして、減税したのに財政再建まででき

てしまうとの主張です。ゼロ或いは１００％の税

率だともちろん税収が上がらないわけですけれ

ども、どこかに税収を最大化する税率があって、

この当時のアメリカは税率を減らすことによっ

てむしろ税収を増やすことができるというふう

に主張したラッファーカーブ（資料４０）の考え

方がその背景にございます。

それから、トリクルダウン理論というのは、

経済成長をすれば経済格差問題もおのずと解消

するのだという主張でございます。

〔ブードゥー経済学の帰結〕

これは政治家にとっては大変おいしい話です。

しかし、レーガンが実際に大減税をしたわけで

すけれども失敗に終わりまして、財政赤字が拡

大し、その結果、貿易赤字も拡大して、双子の

資料３９

資料４０
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赤字が発生するということになりました。結局

いつ解決したかというと、９０年代にクリントン

政権が選挙で政権を取った後に、増税等によっ

て財政赤字が解消されるということになりまし

た。

〔トリクルダウン理論の帰結〕

もう１つトリクルダウン理論の方ですけれど

も、これも結局アメリカで何が起こったかとい

いますと、実はやはり経済格差が大きく拡大し

ております。経済格差拡大がなぜ起こったかと

いうのは、今の日本と同じように幾つか議論が

ありまして必ずしも税のせいではないと思いま

す。しかし、その経済格差を埋め合わせるべき

税財政の所得再分配機能が弱体化したわけです

から、当然経済格差は拡大していきます。当時

のブッシュ大統領（前大統領の父親）が大統領

選で負けたのは、この経済格差の拡大が一因か

というふうにいわれています。

その後、ブードゥー経済学とトリクルダウン

理論に基づく政策をクリントンの後のブッシュ

前大統領が行いまして、その結果、アメリカの

経済格差が広がり、財政赤字がめちゃくちゃな

額に膨らみました。

日本でも同様のことを主張する人たちがおり

まして、消費税増税は先でもいいではないかと

いうことを言っていたわけですけれども、消費

税増税先送りの結果、日本財政は大赤字でござ

います。また、トリクルダウン理論も経済成長

重視ということで主張してきた方がいらっしゃ

ったのですが、今年の経済財政白書を見ていた

だきますと、データでもってトリクルダウン理

論は日本でも誤りであったということがきちん

と証明されております。

ここまでは、アメリカと日本の両方に共通し

た怪しい財政政策なのですけれども、日本には

さらにオリジナルにとんでもない人たちがおり

ました。これがポンジー財政政策・財政赤字ギ

ャンブルといわれるものです。

〔ポンジー財政政策・財政赤字ギャンブル－わ

が国におけるポンジー財政政策－〕

ポンジーというのはあまり聞いたことがない

と思いますけれども、昔、実はボストンにチャー

ルズ・ポンジーという有名な詐欺師がおりまし

て、彼がやったのはいわゆるネズミ講でござい

ます。そして、ネズミ講のことをポンジー・ス

キームというふうに英語では呼ぶわけでござい

ます。

これは歴史上いろいろ繰り返されておりまし

て、最近ですとバーナード・マドフというファ

ンドマネジャーがいて、ナスダックの会長もや

って名士だったのですが、実は彼がやっていた

ことはこのネズミ講でございまして、それがば

れて史上最大の証券詐欺ということで逮捕され

ました。６５０億ドルぐらいの金額ということで

すから、６兆円を超える額ということで非常に

規模の大きい詐欺だったわけです。

しかし、この史上最大のポンジー・スキーム

（ネズミ講）すら、規模が小さく見えるような

巨大なポンジー・ゲームの実行を主張していた

人たちが我が国にはいました。彼らの主張がポ

ンジー財政政策ということになります。すなわ

ち、我が国にはたくさんの借金があるわけです

が、これは借り替えを繰り返すこと（すなわち

ポンジー・スキーム）により、国の債務負担の

相当部分から逃れることができるとの主張を意

味しております。そうした論理に基づき、ポン

ジー・スキームによって、たとえ消費税増税が

必要だとしても非常に少ない率の消費税増税で

済むとを主張した人たちがいたわけです。

さらに、経済成長に不確実性がありますので、

運よく高い成長率が実現して、借り入れを繰り

返していってもうまくいく可能性がないわけで

はないです。しかし、大体の場合失敗します。

失敗すると、さらに将来世代に大きな負担が大

きく降りかかることになる。こうした財政政策

は、財政赤字ギャンブルとも呼ばれます。

残念ながら、そんなおいしい話が必ず成立す

るわけはありません。有名な研究があって、先
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進国においてはポンジー財政政策は不可能であ

り、或いは、不確実性がある場合の財政赤字ギ

ャンブルも、成功の可能性はありますけれども、

政策として望ましくないということがわかって

おります。結局、ポンジー・ゲームのような美

味しい話は存在せず、借金したのであれば、全

額返済するしかないということを意味しており

ます。

ところが、わが国においてはこのポンジー財

政政策が、実は政府の財政戦略の中心に置かれ

てしまったということがあります。その発端と

なりますのが１９９９年の経済戦略会議答申です。

同答申においては、実は明確な形で大々的にポ

ンジー財政政策をやる、即ち、プライマリーバ

ランスを均衡させるまでは消費税増税等も含め

てやりますが、その後は借り換えをやっていけ

ば、成長率が高ければ大丈夫ですということが

提言されたわけでございます。

２０００年前半においても、ポンジー財政政策を

きちんと否定していれば、財政再建の最終的な

目標はプライマリーのかなりの規模の黒字とい

うことにならなくてはいけないのですけれども、

現実には、それを大きく下回るプライマリーで

の財政均衡がまず目標とされました。プライマ

リーでのかなりの黒字を実現するための一里塚

としての目標であればともかく、プライマリー

での財政均衡を達成すれば、あとはポンジー

ゲームをすればよいというポンジー財政政策の

考え方がその背後にあり、消費税増税の必要性

が過小に評価されることになりました。

このバーナード・マドフもびっくりするよう

な巨額のポンジー・スキームに基づく財政政策

が、どうもおかしいのではないかという話がや

っと出てきましたのが２００５年末の経済財政諮問

会議です。先ほど中里先生からもお話がありま

した金利・成長率論争という形で、成長率引上

げでポンジー・スキーム実現という考え方が、

マクロ経済学の常識から考えてどうもおかしい

のではないかということが明らかになってきた

わけです。ポンジー財政政策に疑問が呈される

までの間、ポンジー・スキームの実現で結局借

金の大部分を払わなければいいということであ

れば、増税額は非常に少なくて済むと主張され

ていたため、マクロ経済学の常識に基づきちゃ

んと考えればもっと早く増税をしていなくては

いけないことは明らかであったのに、２０００年代

半ばの景気回復にもかかわらず、消費税増税は

なされず、巨額の財政赤字を抱えたまま、金融

危機を迎えることになったわけです。

〔埋蔵金伝説〕

もう１つは埋蔵金伝説です。これも土居先生

からお話がございましたので詳しく述べません

が、１つ申し上げたいのは、巨額の埋蔵金でこ

れだけお金が出せますという話のほとんどは、

実はある特定の資産が公的な債務の見合いで保

有されている場合に、その資産を使ってしまお

うという話が多いという点です。しかし、そう

した資産を他の支出に転用しても、見合いの債

務は残っているわけですから、そのような形の

埋蔵金の活用とは、実は将来への負担先送りに

すぎないわけでございます。

こうした財源確保法は、過去においては、「隠

れ借金」とかいうふうに呼ばれ、批判されてい

ました。「隠れ借金」は、民間会社でいうと財

務状況をよく見せようとする一種の粉飾決算に

当たります。ところが、最近は、そうした手法

も、「埋蔵金」という言葉を使うと、何か望ま

しい財源確保法と受けとめられることも多いの

です。こうしたトリックを見破るためには先ほ

ど言いました世代会計が有用で、結局将来に負

担を付け回しているだけではないかということ

が世代会計を使えば明らかになってくるわけで

ございます。もちろん無駄な支出を削減するこ

とは望ましいわけですけれども、しかし、埋蔵

金の活用と呼ばれる財源確保の提案のうち、世

代会計の観点から考えると、将来負担への負担

付回しにすぎない話も多いということでござい

ます。

ここまで述べてきたいくつかの「怪しい財政

政策」の考え方の存在のため、本来もっと早く
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増税しなくてはいけなかったのに、それが阻害

されてきたというのが残念ながら我が国の財政

政策の歴史でございました。

２．オバマ政権の財政戦略の教訓

〔新しい財政責任の時代－ブッシュ政権の失敗

した考え方からの脱却－〕

これに対してアメリカのオバマ政権の財政戦

略はどうかということでいいますと、彼が明言

していますのは、ブッシュ政権の失敗した時代

遅れの考え方からもう脱却するのだということ

です。（資料４１）

その失敗した時代遅れの考え方とは何かとい

いますと、トリクルダウン理論、それから、ブー

ドゥー経済学です。経済成長促進により、増税

しなくても財政赤字は何とかなるのだという考

え方は、８０年代に既に失敗しているわけですか

ら、そうした失敗した考え方を排除するという

ことです。

但し、もちろんこの不景気の中ですから、ご

存じのとおりオバマ政権は巨額の景気刺激策を

取ったわけですけれども、その景気回復後には

即、増税も含めて財政再建をしますということ

を言っています。これこそまさに英語で言いま

すと、「new era of fiscal responsibility」、新し

い財政責任の時代であるということを言ってお

ります。

それから、もう１つ、小さな政府から賢い政

府へということで、環境、教育、インフラとい

うようなものについての支出はきちんとする賢

い政府に変わっていかなくてはいけないという

話があったと思います。日本とアメリカはちょ

っと違いがありまして、アメリカは古いインフ

ラが多々あって、時々橋が落ちたりしていまし

て、それを何とかするという問題がありますの

で、ここにインフラが入っています。

〔オバマ政権の税制改革案〕

オバマ政権の税制改革案については、４月に

私が『日本経済新聞』の経済教室に書かせてい

ただきましたので詳細には説明しませんが、基

本的には確かに低・中所得者への減税を行うわ

けですけれども、きちんとその分については高

額所得者への増税を行うということで増税案を

提示しております（資料４２、４３）。

資料４１

資料４２

資料４３
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ただ、オバマ政権の財政政策にももちろん問

題がないわけではなくて、現実には景気回復が

遅れるだろうということと、医療保険改革のコ

ストが巨額になることから、さらなる増税が必

要と考えられます。ちょうど最近『ニューヨー

クタイムズ』が、ちゃんとオバマ政権は包括的

な増税を考えろという社説を書いたりしており

ます。

その際に、グローバリゼーションの下では、

例えば法人税を増やすということはなかなかに

難しいということになってくると、アメリカと

いえども、間接税中心の増税を考えなくてはい

けないだろうと考えられます。また、同時に、

租税回避抑制のための国際協調も必要になって

きます。

３．税制・社会保障・労働市場改革の
一体的な改革

〔オバマ政権の財政戦略の教訓と日本の今後の

財政戦略〕 （資料４４～４６）

オバマ政権の財政戦略を踏まえた上で、では、

日本の財政戦略はどうかということを簡単に述

べまして終わりにしようと思います。オバマ政

権の財政政策では、失敗した時代遅れの考え方

から脱却しようと言っています。日本の新政権、

民主党のマニフェストを見る限りはブードゥー

経済学、トリクルダウン理論は否定なさってい

るのでしょうし、ポンジー財政政策も主張して

いないです。それから、賢く本当になっていた

だけるかという疑問はありますけれども、小さ

な政府から賢い政府へという方向性は同じなの

だろうと思います。

しかし、オバマ政権とブッシュ前政権の最大

の違いである「新しい財政責任の時代」という

点については、どうもだいぶ違うのではないか

と思われます。オバマ政権は無責任な前政権と

は異なり、景気回復直後に増税をして将来世代

には負担を残さないということを明言したわけ

ですけれども、今回の新政権は、むしろ４年間、

或いは少なくとも次の選挙まで消費税の増税な

しと言っておりますし、「財政的な児童虐待」

を抑制するという言葉は、マニフェストを読む

限りどこにも出てこないです。

逆に、消費税も上げない、そして、例えば年

金課税の軽減という話が出てきたりしておりま

して、むしろ「財政的児童虐待」はひどくなる

のではないかという疑念が生じてしまう。片方

で子ども手当を配っても、片方で「財政的児童

虐待」を拡大してしまってはいかがなものかと

思います。それから、また埋蔵金伝説による財

源確保がむしろバージョンアップしているよう

な気がするという困った問題もあるようです。

消費税増税の必要性というのは、もう延々と

議論されてきているわけですけれども、なかな

か実現しない。というのは、選挙で消費税増税

ということを訴えると、その党は負けるという

問題があるわけです。けれども、政治家の多く

は実際には消費税増税が必要なことはよくわか

資料４４

資料４５
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っているわけでございまして、だとすれば、消

費税増税が政争の具とならぬよう、年金改革と

その財源について超党派で議論を行って、オバ

マ政権同様に、財政責任を果たされるべきだと

いうふうに思います。

それから、所得再分配機能の強化については、

オバマ政権は、これはいろいろな側面がありま

すからそう単純には言えないのですが、所得税

の累進度の強化、低所得者への減税を提案して

います。その背景にあるのは、市場メカニズム

を別に否定するというのではなくて、市場メカ

ニズムには働いてもらいましょう、しかし、そ

のパイの分け方で所得再分配をちゃんとやりま

すよという考え方だろうと思います。

日本も所得再分配の強化は必要だということ

は恐らく今回の選挙結果を見る限り国民の総意

だと思うのですが、テレビでよく見かけるのは、

「小さな政府、トリクルダウン理論」を相変わ

らず言っている論者と、「反グローバリゼーシ

ョン、反市場メカニズム」を主張し、社会主義

国の方が望ましいとでも言い出しそうな論者の

間での論争です。しかし、両方の論者とも実は

オバマ政権に言わせると、時代遅れの失敗した

考え方に基づく議論をしています。

そうした時代遅れの失敗した考え方ではなく、

むしろ、オバマ政権の基本的考え方にも近い、

市場メカニズムの活用と財源確保の上での所得

再分配機能の強化という財政戦略が望ましいだ

ろうと思います。

〔税制・社会保障・労働市場改革の一体的な改

革の必要性〕（資料４７、４８）

その際に考えられますのが、結局、税制・社

会保障だけではなく、労働市場の規制のあり方

の問題です。規制緩和はどうしても格差拡大が

伴うわけでございますけれども、これを防止す

るためのセーフティネットの拡充というのを一

緒にやっていく必要があります。これまでのよ

うに規制緩和をして、格差問題もトリクルダウ

ンで自動的に何とかなりますという失敗した時

代遅れの考え方ではなくて、規制緩和、そして

消費税増税、それを基にしてセーフティネット

の拡充を同時に進めていく必要があるだろうと

思います。

先ほどワーキングプアのお話が出ましたけれ

ども、例えば最低賃金引上げがワーキングプア

対策として論じられています。これは今度の新

政権は最終的には１，０００円に上げるという話が

資料４７

資料４６

資料４８
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ございますけれども、確かにワーキングプアの

生活を何とかしなくてはいけないわけですけれ

ども、もう１つ、勤労所得税額控除でも所得保

障ができるわけで、この２つの手段、どちらが

望ましいのかをきちんと分析する必要がありま

す。

さらに言うと、実は理論的にはここでは難し

い話になりますから詳細にはお話ししませんが、

理論的には最低賃金と勤労所得税額控除を有機

的に結び付けた政策を考える必要があるという

ことが最近いわれています。これまでは税制と

社会保障の一体改革ということだけいわれてき

ましたけれども、税制・社会保障、さらには、

特に労働市場を中心とした規制改革というもの

を一体として考えていく必要があるだというの

が、私のお話でございます。以上です。

（小澤） ありがとうございました。それでは、

最後に林先生、よろしくお願いいたします。

（林） 一橋大学の林と申します。最後なので

すけれども、内容的には社会保障の話になるの

で、駒村先生の続きとして考えていただけると、

割とすんなりいくのではないかなと思います。

１．社会保障と地方財政の実態と問題
点

〔社会保障においてなぜ地方財政が重要なのか

－社会保障と地方の関与－〕

社会保障が議論されるときはあまり注目され

ないのですけれども、実は社会保障の大部分を

担っているのは地方政府、地方公共団体です。

生活保護もそうですし、各種の社会福祉サービ

スもそうです。社会保険に関しては、地方は介

護保険の保険者でありますし、弱い人たちが集

まる国民健康保険の保険者でもあります。医療

サービスに関しても医療計画や保健事業もやっ

ているということで、年金以外の大部分は地方

公共団体が行っていると言っても過言ではない

ということでございます。こういった地方支出

の公共支出全体に占めるシェアは、ほかの国と

比べて非常に大きいことは頭に入れておく必要

があります。時間も３０分近く予定時間を超過し

ているようなので、細かいところは議論せずに

行きますけれども、資料４９は、県と市町村が具

体的に行っている事務をまとめています。

資料５０は一般会計からの国と地方の歳出の比

率です。いわゆる社会保障費関係費に当たるの

は民生費であり、ここではその地方のシェアは

６４％となります。ただ、この数字は国と地方の

租税に基づく一般会計における支出になります。

この数字には社会保険のうち保険料で賄われて

いる部分が含まれていないことに注意する必要

があります。社会保険や社会保障基金と呼ばれ

るもののうち地方が担っているものは、国民健

康保険、老人保険制度、資料５１では２００６年の

�．社会保障と地方財政
一橋大学大学院経済学研究科／国際・公共政策大学院准教授

林 正義

―153 ―



資料４９

資料５０
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データなので老人保健という言葉を使っていま

すが、児童手当、そして、介護保険と、大体２００６

年度の計数だと、２５兆円ぐらいの支出に地方が

関与しているということになっています。

資料５２はちょっとわかりにくい言葉が多いの

ですけれども、これは「国民経済計算」から持

ってきている数字です。国民経済計算では中央

政府、地方政府、社会保障基金と３つに政府部

門を分けて、縦に書いてある公的歳出の種類別

にいろいろな係数を出しています。言葉はちょ

っと難しくてわかりにくいのですけれども、こ

こにならべているのは、いわゆる社会保障に関

係する支出です。

社会保障基金の地方が関与する�の部分と地
方政府�のところを２つ合わせた支出が、全体
の公共の支出に占めるシェアを一番右側に書い

ています。ざっと見ると、７割からから８割。

低いところは現金による社会保険給付で、これ

は年金等なので地方がほとんど関与しないとこ

ろなので２．１％と地方の比率は小さいのですけ

れども、ほかの支出を見ると、支出で見る限り

ほとんど地方が関与しており、地方のシェアが

非常に大きい歳出になっています。

〔社会保障分野における地方の役割の国際比

較〕

このシェアは国際的に見て非常に大きいので

す。資料５３でほかの国を見てみると、これは連

邦国家ですけれども、社会給付支出に占める地

方の比率を書いています。左側は社会給付、右

側は社会扶助給付、つまり、生活保護的なもの

です。社会給付の一部が社会扶助給付になるの

ですが、それに占める地方のシェアは社会給付

における地方のシェアは連邦国家の州を入れて

もせいぜいカナダの１６％ぐらいです。社会扶助

給付となると、ドイツは地方が生活保護もやっ

ていますから２０％プラス地方の３６％プラスでか

なり比率は高くなるのですが、それでも日本の

場合は８５％も地方が支出していますので、日本

と比べるとドイツでさえも非常に小さい数字に

なります。連邦国家だとこういう数字になりま

すが、単一国家だと日本に近いのはデンマーク

になります（資料５４）。ただ、デンマークの場

合は、私も専門家ではないのでよくわからない

のですが、年金の給付業務が入っているという

ことなのでこれだけ高い数字になっているとい

うことです。

資料５３

資料５１

資料５２
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〔社会保障における地域間格差の実態〕

これ（資料５５）が、日本の地方の社会保障に

おける役割が非常に大きいという１つの証左に

なるのですが、さらに日本国内の数字を見ると、

支出のうち、もちろん国からの補助若しくは負

担は当然あるのですが、そうでない部分もかな

りあるということです。いわゆる地方の一般財

源から支出される社会保障給付費というもので

す。社会保障給付費は、国の補助や負担がある

ものだけに限られ、地方が単独事業として一般

財源から拠出する部分の数字はいままで推計さ

れていませんでした。今回総務省が一応調査を

して、一般会計からだけですると、大体７兆円

ぐらいありますという数字が出ています。これ

がその具体的な例でございます。今は、詳細の

説明は省略させていただきます。

地方の単独事業であっても国の法律的な根拠

があって、国にやらされているのに具体的な基

準がないような支出もかなりありまして、先ほ

どの７兆円のうち３．２兆円ぐらいはそういう支

出だということでございます。残りの部分が、

特に何も規定がないような社会保障支出で、地

方がデファクト的にやっているような支出でご

ざいます。

資料５６は去年年末の経済財政諮問会議で総務

省から提出された資料です。下の先ほどの数字

は、この一番左側の棒の下側の、７．１兆円と書

かれているものです。当然この支出というのは

全体の社会保障給付費が伸びるに従って地方が

資料５４

資料５５
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自主的にというか、単独事業としてやる数字も

当然増えてくるでしょうということで、一番下

の箱になりますけれども、平成２３年には８兆円

になり、平成２７年には１０兆円ぐらいには伸びる

だろうということがいわれています。

これは何を意味するかというと、地方が単独

事業としてやる支出も増えるということは、そ

もそもそこに格差が存在していて、さらにその

格差もかなり大きくなるだろうということが予

測されます。

先ほどの総務省の数字というのは、一般会計

の数字のうちの単独事業ということなのですけ

れども、次に地方の特別会計でやられている国

民健康保険や介護保険における格差を見ていき

たいと思います。

例えば国民健康保険を含む日本の公的健康保

険制度においては、どこにいても同じ自己負担

で同じ医療サービスを受けられます。その自己

負担でないところを健康保険が支払うことにな

りますが、そのサービスに対して保険料を払っ

ています。国民健康保険では、その保険料は基

本的に市町村を単位とする保険者単位で決めら

れています。ということは、皆さんが住む所に

よって保険料が変わってくるのですが、どれぐ

らいその格差があるかというのを見たのが資料

５７です。これを見ると保険料が年間２万円で済

む所もあれば、年間１０万円以上払っている所も

あります。約５倍の保険料の差が今では存在し

ています。

資料５６

資料５７
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介護保険になるとその差はそんなにはないの

ですけれども、それでも年間２万５，０００円の所

から年間７万５，０００円の所まで分布の違いがあ

ります（資料５８）。

日本の地域格差の典型例としてよく指摘され

るのが介護保険料、国民健康保険料、水道料金

です。これらは、マスコミ等ではあまり前面に

出てこない数字なのですけれども、よく考える

と、特に医療に関しては同じ自己負担で同じ医

療サービスを受けているのに、どうしてこれだ

け保険料が違わなければいけないのかという疑

問がわいてきます。特に国民健康保険の場合は

低所得層が中心となりますので、そのような保

険の地域的不平等さにも配慮する必要があるで

しょう。

最近私が調査しているものに就学援助制度が

あります。これは地方の一般会計から出るお金

で、実は社会保障費ではなく教育費に分類され

ますが、多分に公的扶助的性格を有するもので

す。義務教育であってもお金がかかります。生

活保護の教育扶助をもらっていても、必ずしも

教育扶助がすべての義務教育費をカバーしてい

るわけではありません。

例えば、様々な追加的な教材、卒業アルバム

や給食費など、義務教育でもお金がかかるので

す。就学援助制度とはそのような支出をカバー

するために、生活保護の世帯、若しくは生活保

護に準ずる世帯に対して、お金を補助する、国

の法律に基づいて運用されている制度です。

ポイントは２つあって、児童生徒１人当たり

にどれぐらいお金を使っているのかという点と、

生活保護を受けるほどではないが、それに近い

低所得者の世帯の基準をどう決めるかという点

です。これらに関しては各市町村でばらばらの

運用がされています。

生活保護の基準の何倍の所得を持っていれば

この就学援助を受けられるかという基準は、市

町村が勝手に決めているわけですけれども、そ

の基準の格差はどれぐらいあるかというのを出

したのが資料５９の表です。生活保護基準の倍数

で表しますから、その横の数字が高くなるほど

緩くなるということです。横の数字が１．０だと、

生活保護以外の世帯には援助していないという

ことです。これを見ただけでも１．０から２．４ぐら

いまでかなりの格差です。最も多いのは１．２倍

ぐらいで、この辺が実質的な基準になっていま

すが、そうであってもかなりの格差があります。

資料６０は、就学援助を受けている小学１年生

の１人当たりにどれぐらいお金を使っているか

という市町村別の数字です。ここでは支出ゼロ

の市町村が５であります。もちろん、援助の対

象者がいないという場合も考えられます。いず

れにせよ、全く使っていない所から、年間、１

人当たり１５万円以上使っている市町村まである

ということです。

就学援助制度は国の法律に基づいて行われて

いる事業ですが、基準も支出額も市町村に任せ

られているため、地域間に大きな格差が存在し

資料５８

資料５９
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ているという典型的な例だと思います。

〔より統一された社会保障制度へ〕

要するに何を言いたいのかということですが、

つまり、日本の社会保障には大きな地域格差が

見えない形で存在しているだろうということで

す。これは、戦後の社会福祉制度の構築が、国

が地方の一般財源をかなり目当てにして、明確

な基準を決めないで複数の制度を作ってきたと

いうことに原因があります。

実際、社会保障の分野では地方分権化されて

おり、地方が自由にやっていいのです。上乗せ

横出しは禁じられていませんし、地方は独自の

事業を展開できます。また財源の格差が非常に

影響している世界でもあり、豊かな地方では福

祉は充実し、そうでない地方では充実していな

いという意味では、財政上の地方分権化も進ん

でいます。地方分権の好きな人には万歳の世界

かもしれませんが、社会保障においては分権さ

れすぎるのは良くないというのが通常の人が考

えることではないでしょうか。

特に２０００年代になってずっと国からの直接的

な補助も少なくなり、一般財源化ということで

交付税の方に置き換えられていますので、その

影響も地域間格差の拡大に大きく利いているの

ではないでしょうか。だから、やはり社会保障

分野では基準や財源の統一化が、悪い意味でい

えばいわゆる中央集権化ですけれども、必要で

はないかというのをここで問題提起したいと思

います。

２．地方における社会保障財源の確保

〔地方の社会保障給付やサービスを充実するた

めの財源確保〕 （資料６１、６２）

では、今ばらばらに行われている地方の社会

保障給付やサービスを充実する形で基準化・統

一化するということになります。これには、今

全くやっていない、若しくはテキトーにやって

いる地方におけるサービスを充実させることに

なるので、当然追加的な財源が必要になります。

この財源の充実に関してはしばしば「税源移

譲」が求められますが、知事会などが主張して

いる「税源移譲」では対処することはできませ

ん。彼らが言っている税源移譲とは、本来の意

味の税源移譲ではなく、国と地方の税収を一定

に保ったまま国の税収を地方に移す「税収移

転」であり、それでは社会保障の充実にはつな

がらないからです。

なぜかというと、国から地方に税収移転する

と、国から落ちてきた地方の税収のウエートが

増えるということなので、地方の税収格差が広

がります。税収格差が広がれば是正をする必要

が出てきますので、財政移転を増やさなくては

いけません。財政移転が増えるならば、国の負

担も当然増えます。要するに国の支出が増え、

国の税収が一定ならば、国が財政移転以外にお

いて使うお金が減少するので、例えば国による

社会保障サービスは減少してしまいます。

したがって、地域間格差の是正と全体の社会

資料６０

資料６１
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保障水準の充実させるためには、絶対増税が必

要になります。だから、いわゆる「税源移譲」

は役立たないということになります。

結局、増税が必要になります。ただし、日本

の場合は地方が公的支出のかなりの部分を担っ

ているので、必ずしも国が増税する必要はなく、

地方の増税でも対応できるというのが重要なポ

イントと思います。例えば、アメリカの基礎自

治体は社会保障支出はほとんどやっていません

ので、そういう所が地方増税したところで全体

としての社会保障の財源としては役立ちません。

税源移譲、税源移譲と言われていますが、実

際、「税源」、要するに広辞苑を引いたときに出

てくる日本語として正しい意味での「税源」は

タックスベースを意味しますから、地方は既に

税源を持っていることになるのです。住民税の

税源は個人所得、固定資産税の税源は土地償却

資産等々です。また地方消費税の税源は消費で

す。特に、個人住民税と固定資産税に関しては、

地方が自由に税率を決めることができますから、

本当は税源移譲の必要はないのです。

特に固定資産税の改革を強調したいのです。

それを進めるだけで地方財源はかなり充実する

と思われます。特に土地の部分に関しては現在

優遇措置がいろいろありますが、それらを解除

するだけでかなりの税収が見込めるはずです。

家屋の場合は実態と離れた資産評価をやってい

ますので、これのやり方を変える必要も当然あ

るでしょう。償却資産への課税は企業課税とも

捉えられますから、さらなる考察が必要でしょ

う。本来ならば、償却資産を固定資産税から分

離し、土地と家屋に集中して課税するのが経済

学的にいうとあるべき方向かなとは思っていま

す。

〔消費税について〕 （資料６３）

最後に皆さんの報告の中でいろいろ出てきた

消費税です。ここでは地方税のウエートを上げ

ましょうと議論していますが、地方税のウエー

トを上げるとどうしても税収の地方間格差は生

まれます。格差を埋めるためには国による財政

移転が必要になります。つまり、かえって地方

税のウエートを高めると財政調整の役割はさら

に大きくなるはずです。したがって、財政移転

にも追加的な財源が必要になるでしょう。当然

その財源には消費税の増税の一部を、地方消費

税の増税と呼んでもいいのですけれども、充て

る必要があるでしょう。現在の地方消費税は税

というよりも実質は譲与税ですから、地方消費

税を増税して、それを地域間の財政調整に当て

るというのが１つの考え方と思っております。

私の議論は以上でございます。

（小澤） ありがとうございました。一応セッ

ションの前半部分につきまして、各御報告を伺

いました。

資料６２

資料６３
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�．質疑応答

（小澤） それでは、後半を開始させていただ

きたいと思います。休憩時間中にフロアの方々

から質問を受け付けましたので、まず、これら

を中心にしながら討論を交えて進めていきたい

と思います。

〔Q１ 債務残高は政府資産とのネットで見る

べきか〕

まず、債務残高については政府資産とのネッ

トで見るべきとの意見があるが、どう考えるか

というご質問を受け付けましたが、どなたか。

では、土居先生、お願いします。

（土居） ご質問、ありがとうございます。私

は以前その議論について申しておりまして、そ

れなりにそういうものに問題意識について従来

から持っているのですが、結論から申しますと、

基本的にグロスで考えるべきである、政府資産

のことは考えないで議論すべきであるというこ

とですね。

なぜかということですけれども、政府資産と

いうのは基本的には年金の積立金に代表される

ような、そういう社会保障に関する積立金が基

本的な金融資産としてあるものです。「いや、

財政投融資とかでもあるではないか」という話

もあるでしょうがが、それは基本的には資産と

負債が見合うような形で持っているものです。

つまり、財政投融資で貸し付けているお金とい

うのは、それと見合っただけの債務、負債を抱

えて行っているものですから、そもそも両方キ

ャンセルアウトしてしまえば、それはグロスも

ネットも基本的には変わらないということにな

ります。

そうすると、問題は、先ほど國枝先生もお触

れになりましたけれども、年金の積立金に見合

う債務というのはないのかということです。そ

れは実は先ほどご紹介した私の資料１（本誌１２４

頁）のグラフでいえば、１８０％ぐらいで２００％に

なるのではないかといっている数字の中に、國

枝先生が先ほどお触れになった隠れた年金債務

は入っておりません。これから給付しなければ

ならない予定のもの、それを負債と認識した場

合に、例えば企業でいえば退職給与引当金とか

そういうたぐいのもののように明示的に認識し

ていて、それがあの中に入っているならば、そ

れは確かに年金積立金と相殺してネットにした

らいいと思うのですが、実は、あの１８０％とか

２００％といった数字の中には、年金債務は入っ

ておりません。

そうすると、片方の負債のところには負債性

のあるものでありながら認識していなくて、も

う片方で金融資産として年金積立金というのを

認識していて、その年金積立金があたかも国債

や地方債を返済できるかのように相殺するとい

うことになると、結局、釣り合いが取れないわ

けです。

もし、年金債務めいたものをきちんと認識し

た上でネットアウトするということであれば、

それはそのとおりでネットで考えるべきだとい

うことなのですが、残念ながら、政府としても

どこまでを確定した年金給付といえるものなの

かというものは、これは世界各国どこでもそう

全体討論 －今、財政政策における
戦略性を問い直す－
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なのですが、政権が替われば給付の仕方も変わ

ってしまうかもしれないし、そうなると、何を

もって年金給付債務というのかということは未

確定という部分がありますので、実際、OECD

でも統計の中では年金給付債務というものは認

識しておりません。

ですから、そうなると当然ながら、年金給付

債務を認識していないのに、年金積立金だけキ

ャンセルアウトして、そうやってネットで見れ

ば日本はそんなに大したことはないといってい

いのかという問題は、私はあると思っています。

そういう意味でグロスで考えるのが妥当であろ

うと思います。

ただ、１点だけ言うと、すべてがすべて年金

積立金だけが政府債務ではなくて、外国為替資

金特別会計で持っているいわゆる米国債です。

円ドル為替相場に介入して得たドル資金で買っ

ている米国債は、それと見合いの政府短期証券

を持っているということであれば、それは大体

１００兆円前後といわれていますけれども、その

部分なら相殺できるかなというようなところは

あるということで、部分的にあるかもしれませ

んが、もっと金額が多いのは年金積立金などの

社会保障の積立金ですので、それはキャンセル

アウトできないと思います。

（小澤） ほかにいかがでしょうか。補足する

ことがございましたら…。よろしいでしょうか。

それでは、２番目の質問に移りたいと思います。

〔Q２ 長期金利の上昇で財政が破綻した場合

とその責任は〕

長期金利が上がり財政における利払いが増え

た場合、これは財政が破綻した場合というふう

にも書いてありますが、円が無価値になるとの

意見があるがどう考えるかというご質問です。

中里先生、いかがでしょうか。

（中里） なかなか難しいご質問ですが、政府

債務が非常に増えてしまって財政破綻が起こる

といっても、日本国債が完全にデフォルトを起

こすような状況にはおそらくならないと思いま

す。あり得べきシナリオとしては、金利がじわ

じわ上がっていって経済に対して、景気に対し

てマイナスの影響をもたらすような場合を想定

した方がよいのかなというのが、基本的な印象

です。

（小澤） はい。ありがとうございます。それ

では、３番目の質問に移ります。

〔Q３ 永久国債とした場合の影響〕

自転車操業状態である国債の償還を中止し、

永久国債とした場合、財政、経済にどのような

影響があるのかというのが、３つ目の質問でご

ざいます。いかがでしょうか。中里先生お願い

します。

（中里） 永久国債にしたら利払いがまったく

なくて済むかというと、そうではないですよね。

１０年債を発行して資金調達をした場合と裁定が

きちんと行われていれば、永久国債だから、返

さなくていいから借金は帳消しにできるという

ことでは全くないわけです。その点を踏まえて

議論していかないといけないと思います。おそ

らくこれは政府紙幣をめぐる議論とも関連して

くるのですが、永久国債や政府紙幣で資金を調

達したから全く財政負担の問題がないというわ
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けではなくて、通常の国債と同じような形で、

結局、利子相当分が割り引かれて、実質的には

金利が付くような形でしか発行ができませんか

ら、その点を踏まえて対応することが必要だと

思います。

もちろん、永久国債にすれば借り換えのリス

クを低減することはできますが、借り換えのリ

スクというのは、借り換えのときの金利がどの

ような水準になっているかということによって

プラスにもマイナスにもなりますから、その点

を踏まえて対応することが必要だと思います。

（土居） 中里さんの答えに基本的に同感で、

それ以上にほとんど付け加えることはないので

すが、一言だけ少し違った点について申し上げ

ると、もし政府の方で別の形にして借りた方が

得だということになるとすれば、その裏側で何

が起こっているかというと、貸す方の側から見

れば、それだけ損だということになっているは

ずなので、政府だけ得して、あとは皆、損する

人はいないというようなやり方というのはない

ということだと思います。

ですから、やはりお金の貸し借りというのは、

基本的には現在の購買力と将来の購買力との交

換というだけの話ですから、それを交換してい

るだけなので、どっちかが得をするということ

が明らかならば、どちらかが損しているという

ことになります。基本的には、先ほど中里先生

がおっしゃったように、裁定が働くということ

はどちらも損しないという形で行われるという

ようなことに落ち着くのが普通で、損する人が

いたとすれば、それはうっかり間違えたか、そ

こまで頭が回らなかったかということだけなの

です。基本的にはそういうところで何かうまい

話があって、それで政府が何とかそのうまい話

で乗り切れるというたぐいは、それこそ國枝先

生がおっしゃったようなたぐいでいえば、間違

った財政政策であるということだと思います。

（小澤） ありがとうございます。國枝先生、

補足することはございますか。

（國枝） お二人の先生がおっしゃられたよう

に、投資家の方が１億円で買うとすれば、それ

は現在価値で見て１億円のキャッシュフローが

期待できるからでございまして、ということは、

それだけのキャッシュフローを何らかの形で政

府が負担することになるということですから、

永久国債を出したから大丈夫ということではな

いわけです。

先ほど私が強調しましたポンジー・スキーム

の話も実は同じでございまして、借り換えを政

府が繰り返していくポンジー・スキームは、通

常の状況であれば実現可能ではあり得ないわけ

です。もしそういう借り換えが可能であれば、

政府以外の、ほかの人たちも同様のスキームに

成功するわけで、バーナード・マドフは証券詐

欺罪で捕まらなくて済むわけでございます。当

然ながら、そういうおいしい話はないというこ

とを前提に政府の財政戦略を考えなくてはいけ

ないということでございます。

（小澤） はい。ありがとうございます。それ

では、４番目の質問に移りたいと思います。

〔Q４ 第２の埋蔵金はあり得るのか〕

埋蔵金について最初は有無が議論になったが、

現在では一般的に認識されています。特別会計
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の積立金以外に第２の埋蔵金はあり得るのかと

いうご質問です。いかがでしょうか。

（土居） お答えいたしたいと思いますけれど

も、民主党のマニフェストによると、それを第

２と呼ぶのか、第３と呼ぶのか何と呼ぶのか存

じませんが、独立行政法人にたまり金がある、

これは吐き出させるのだというふうにおっしゃ

っています。確かに、本当に独立行政法人など

で、そんな業務を引き続きやる必要があるのか

という問題意識を持ちながら、その存廃までも

きちんと議論した結果として解散というか、廃

止するなり、縮小するなりして、そうするとバ

ッファで持っていたような資金、資産負債差額

というかそういうものが国庫に納付されて、そ

れが財源として使えるという言い方ならば、そ

れはいいのです。但し、その代わり、独立行政

法人改革、小泉内閣でもやりましたけれども、

第２弾の独立行政法人改革をやらなければいけ

ないということに当然なります。

小泉内閣のときでも、あれだけ政治力があり

ながら相当時間をかけて、半年とか１年とかか

けて結論を得たということだとすると、たった

１～２カ月で、これはもう要らない独法だから

つぶしてしまえといって、それで「はい、お金

が出てきました」というほど簡単にできるとは、

私は思いません。

ただ、本気になってやりたいということなら、

そこはきちんと議論して、国民にも納得をして

もらった上で、縮小、廃止するものがあるなら

ばそういうことをして、かつ、それでお金が浮

いてくるかもしれないです。

ただ、その代わり、もうすぐそこに無駄金が

あるではないかというようなほど自明なお金か

といわれると、結構そんなに自明ではなくて、

１度小泉内閣でも独法改革をやったわけで、そ

れを経て今日に至っているということからする

と、それなりに存在意義を持って今に至ってい

るということなので、そうすると、やはりそれ

なりにその独法などから便益を受けている国民

も少なからずいるということですから、そうい

う少なからず恩恵を受けている人たちを説得す

― 164 ―



るということでもしないと、なかなか簡単にお

金が浮いて出てくるというわけではないと思い

ます。

（小澤） ほかに補足いかがでしょうか。よろ

しければ、引き続きまして５番目の質問に移り

ます。かなり率直なご質問です。

〔Q５ 個人に直接手当を供することによる需

要主導の経済活性化〕

従来は企業優遇により経済活性化を促してき

たが、これからは個人に直接手当を供すること

で需要主導の経済活性化を目指すと民主党は言

っているようです。どのように評価されますか

というご質問であります。では、まず駒村先生、

いかがでしょうか。

（駒村） どの部分を指しているかというのも

あるとは思いますけれども、子ども手当みたい

なところはまさにそれを指しているとは思うの

ですけれども、私が社会保障の分野で見ている

と確かに子育て家計が疲弊している部分があり

ます。そういう形で子ども手当のような形、特

に経済活性化のために子ども手当を使うのかと

いうのは、本当は子ども手当というのは、子育

て世代の特に不安定労働化している部分もあり

ますし、年功賃金もフラット化してきています

から、そういう世帯の経済力を補って少しでも

お金を使える余地を増やしましょうという点で

は評価していいのではないかなと思います。

ほかの部分の間接的な刺激か、直接的刺激か、

どちらがいいかというのは、全体的には申し上

げるほど民主党の政策に精通しておりませんけ

れども、子ども手当みたいな形は、本来は中長

期的に包括的な政策、現物給付と組み合わせて

やるといいと思います。８０年代後半から多くの

国では少子化を食い止めて、家庭と仕事の両立

に成功しているわけですから、少し手当の金額

は小さくてもいいかもしれませんが、日本はそ

ういう意味では大変遅れたわけですから、家計

支援というのはいいのかなとは思っています。

以上です。

（小澤） ありがとうございました。フロアの

方からのご質問をいろいろ取り上げさせていた

だきましたが、これから少し先生方どうしで討

論ということで、お互いの論点をいろいろ相互

に評価し合うというような時間に移っていきた

いと思いますが、まず私自身も実は質問がござ

います。

�．財政政策の戦略性を問う

１．消費税率を引き上げないことは戦
略として正しいか

もともと戦略性という言葉について以前に研

究会の中でも若干議論になりましたけれども、

ここで言っている戦略性というのは、中長期的

な視点に立った指針的なもの、或いは個別の政

策間の整合性とか優先順位とかいうようなもの

まで考えるという意味で包括的なものをイメー

ジしていて、そういう一種の戦略性というキー

ワードで財政政策を評価したらどうなるかとい

うのが、このセッションのメインテーマであっ

たわけです。

それで、当初私は、実は今までの財政政策に

は戦略が不在であったというような議論になる

のかなというふうに予想していたのですが、実
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は今日、先生方の報告を伺っていまして、戦略

はなかったというようなことではどうもなく、

むしろ、戦略はあったのだけれども、好ましく

ない方向を向いていたという議論が多かったよ

うに思うのです。

そこでですが、政権も交代ということになり

まして、民主党が消費税率を当分上げないとい

う議論をしているわけです。実は私どもの報告

書には、消費税率の引き上げは喫緊の課題であ

るというようなことが結論として導かれている

わけですけれども、実際、消費税率を引き上げ

ないというようなことで本当にやっていけるの

かどうか、そして、またそれは戦略として正し

いのかということを、率直に議論をしていただ

ければと思うのですが、いかがでしょうか。土

居先生の方からどうですか。

（土居） 簡単に口火を切らせていただきたい

と思いますが、恐らく鳩山民主党代表というか、

次期総理というかは、さすがに選挙戦中に微妙

に言葉を変えていて、全く議論しないと言って

いたのを覆すというところまで来ていて、さら

に、確か選挙後に連合の大会か何かにお出にな

った時、これから消費税増税という言葉が出て

くると思うけれども了解してくれというような

ことをおっしゃったとか何とかという話が報道

であったと思います。

そういう意味でいうと、確かに、この前の３

党の連立政権合意でも上げないということを明

記しているという点では、本当にこれでいいの

かという問題意識はわれわれにあるわけですけ

れども、全く議論しないわけではないというこ

となので、一条の光というのですか、それぐら

いはちょっと見えてきたかなと思います。

問題は、恐らく今後問われることは、消費税

を増税するタイミングとも関連してくると思う

のですけれども、財政健全化目標をどういうふ

うに鳩山新政権で出していくのかということが

問われるのだろうと思います。少なくとも、麻

生内閣では先ほどご紹介したような基本方針

２００９で示したようなものは出ています。それを

覆すのか、それとも踏襲するのか、何か別の新

しいものを出すのかというのは基本的には問わ

れていると思います。ですから、そこら辺は民

主党が消費税増税をどうするかということとも

関連づけながら、つまり財政健全化目標をどう

やって担保するのかということと連動して消費

税引き上げという議論も当然出てくるだろうと

思います。以上です。

（小澤） 國枝先生、ポンジー財政政策に関し

てかなり厳しい批判をされていたのですが、そ

ういう観点も踏まえて意見を伺いたいと思いま

す。

（國枝） 先ほども説明しましたように、過去

には確かに経済戦略会議という「戦略」という

言葉が入っている場もありましたが、そこで提

唱された財政戦略は、昔の日本陸軍の戦略みた

いなもので、できるわけがないことが書かれて

いたわけです。

消費税の話になりますと、多くの方が消費税

は増税しないと、この国の財政はどうにもなら

ないとの認識だと思います。ただ、もちろん今

の景気低迷の状況がございますので、増税の実

施は、景気回復してからということになります。

が、オバマ政権のように正々堂々と増税を行う

ということが、財政責任を果たすということで

す。

また、実はオバマ政権が将来の増税方針を明

確に言わざるを得なかった背景としては、今後

の財政運営方針を明確にしないと、中国がもう

米国債を買ってくれなくなってしまうという問

題がありました。将来、日本が増税を含めた財

政再建の方向性を示さないと、投資家が日本国

債に投資しないという状況に追い込まれてくる

可能性もありますので、その意味でもきちんと、

増税も含めた財政再建策を示していかなくては

いけないだろうと思います。

しかし、政治家の中でもある程度知識のある
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方は、実は皆さん、消費税増税が不可欠なのは

わかっているわけですけれども、問題は、実際

に政権与党が消費税増税ということを言うと必

ず選挙に負けるという政治的現実にあります。

今回、民主党は、消費税を上げるときには次の

選挙で国民に問うということをおっしゃってい

るわけですが、少なくともこれまでは大平総理

をはじめとして、そういう増税を言うと、残念

ながら選挙に負けるという実態がありました。

そうだとすると、もし私が民主党にアドバイ

スをするならば、消費税を上げなくてはいけな

い状況下で、民主党が次の選挙も乗り越えて政

権を継続していくというつもりであれば、何が

一番利口な戦略かというと、超党派で議論をす

ることだと思います。自民党も含めて議論をし

て、その上で、消費税の増税がどれだけ要るの

かという議論をするのが、実は一番賢いやり方

ではないかと思います。

福田総理の時代に自民党が超党派でやろうと

言ったわけですから、今度は民主党の方から超

党派でやりましょうと言うことが考えられます。

与党も野党も認めた増税ということであれば、

主な選挙の争点とはならなくなるわけで、実は

それが民主党にとっては一番いいのではないか

なと思います。

（小澤） 中里先生、どうでしょうか。財政収

支と財政健全化に関してお話しいただいたので

すが。

（中里） 民主党さんは、例えば郵政にしても、

あるいは他の政策についても小泉改革の見直し

ということを基本的なテーマとされているので

すが、実はこの点についてだけは小泉改革の継

承者という形になっていると思います。小泉総

理（当時）のときも歳出削減をとにかく最初に

やるのだということでありました。民主党さん

の意を忖度すれば、おそらく最初に増税から入

ってしまうと、行政の効率化が疎かになってし

まう可能性があるというご懸念があるのだと思

います。

この問題はおそらく２つに分けて考える必要

があるのではないかと思います。ひとつは、国

民経済計算でいうと、政府消費あるいは公共投

資のような形で支出される部分、もうひとつは

年金のように直接給付、所得移転の形で支出さ

れる部分で、この両者を分けて取り扱う必要が

あるのだと思うのです。

前者についてはおそらく歳出を効率化する余

地があるかもしれないので、最初に増税から入

らないということに意味があるのかもしれませ

ん。小泉総理（当時）が、とにかく削れるもの

は全部削れ、そうすると、どこかで国民がもう

これ以上は勘弁してくださいというところが出

てくる、そこになったらみんな増税に納得して

もらえるというお話をされていたことがありま

したが、そういう発想というのは確かにあり得

るのだと思います。

問題は、年金なのです。年金給付というのは、

右からとってきたお金を左にまいているだけで

すから、歳出を効率化する余地は限られていま

す。もちろん社保庁のマッサージ機になってい

る部分はあるかもしれませんが、それ以外は右

から左に移しているだけなので問題がないわけ

です。もし年金制度が不確かなものであること

によって、将来不安が起きているということで

あれば、そこは先送りせずに早めに措置すべき

です。その場合の財源は基本的には消費税をあ

てるということになると思います。所得水準に

よらず定額の負担になっている国民年金の保険
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料よりも消費税の方が明らかに逆進性は低いで

すから、基礎年金の財源を消費税に置き換える

という選択肢はあり得ると思います。

（小澤） 今、年金の話も出てきたのですが、

駒村先生、発表の中で消費税に関しても言及を

されていらっしゃいましたけれども、何かござ

いますか。

（駒村） 年金だけでもない状態ですけれども、

超高齢化社会の安定財源と、それから戦略性と

いう面でも、本来は構造改革やグローバル化を

進めたければセーフティネットの充実とをセッ

トでやっていけばよかったのに、お金がないか

ら改革を先行させてしまって、結果的にはそこ

で反対の声が非常に強くなって、改革もすべて

後戻りになってしまっているという状態ですか

ら、どっちみちそういう社会保障給付の財源と

しては消費税というのは期待されるべきだろう

とは思います。

ただ、一方では、こうなってくると消費税引

きあげが要るか要らないかの問題よりは、どう

やって持っていくのかという話だと思いますけ

れども、やはり先ほどのフロアからの議論もあ

ったように、国民の中には何かどこかにうまい

話があって、怪しいことをやっているのではな

いだろうかという、その根深い公共部門に対す

る不信感があるわけですから、民主党はその部

分についてはまず徹底的に透明化とかスリム化

を図って、手続きを踏んだ上でやろうというふ

うなことを言っていると理解しています。

確かに超党派でこの年金の話もやっていかな

くてはならないのですけれども、ちょうど民主

党が以前断ったように、今度は自民党が、あれ

に一緒に乗ったら狸の泥舟だ、乗らない方がい

いのだと思い始めると、それは無理なのです。

どういう形の超党派、どういう形の議事の進め

方、置き方も含めてかなり慎重にやらないと、

また同じことを繰り返すだけかなと思って、そ

こは心配しております。

（小澤） ありがとうございます。

２．地方分権化と増税

林先生には地方財政の問題全般に関していろ

いろご議論していただきまして、非常にユニー

クな、例えば、日本においては分権化が進みす

ぎているのが問題であるというようなお話もあ

りましたし、それから、単なる税源移譲では駄

目で、やはり増税ということも考えないといけ

ないというような議論もございましたけれども、

少し最終的に時間が短くなったという関係もあ

りまして、十分ご議論されなかった部分もあっ

たとは思うのですが、何か補足説明も兼ねてコ

メントしていただけるとありがたいのですけれ

ども。

（林） 消費税の増税との絡みなのですけれど

も、４年間消費税を上げないということであれ

ば、公約に書いてない違うところを上げればい

いのです。地方税との絡みでいえば、幸いわが

国は単一国家なので、国で地方の標準税率とい

うのを決められます。実際、国で標準税率を決

めて地方がどういう税率を取るかというのは別

問題ですけれども、標準税率よりも低い税率を

取っていれば交付税が減りますので、ある意味

消費税を上げるよりは大変ではないかなという

気がいたします。

だから、標準税率を住民税なり固定資産税な

り上げれば、要するに地方の首長さんも国の政
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治家同様税金を上げるのは嫌でしょう。国が上

げたから仕方ないということであれば、政治家

としての面子も立つかたちで、（地方）増税が

できるのかなと思います。

固定資産税の評価額の軽減措置を無くし、元

に戻すということは、消費税率を上げるよりも

非常に簡単なことなのでしょうから、それをや

るだけでもかなりの地方税は増えるかなと思い

ます。ただ、地方の税務担当の方は大変ご苦労

されるかとは思います。

あと国税の話に変わりますが、所得税にして

も各種の控除がありますので、所得控除から税

額控除に変えるだけもかなり変わってくるとこ

ろがあるとは思います。民主党も子ども手当と

の関連でいろいろな控除を見直すという話も出

ていたかと思いますので、そこのところで税収

一定のような控除の変革ができれば、効率性を

高めるような改革につながると思います。

あと、もちろん税務の方も、お金を払うべき

人からもらっていないという事実もかなりある

と思うのですよね。だから、多分、税務署さん

の職員を１人増やして人件費がかかったとして

もそれよりも高い税収は当然入ってくるでしょ

うから、本来ルールに従ってちゃんと払うべき

人は払ってもらうような、エンフォースメント

に力を入れる必要もあるでしょう。

歳出も見直せば無駄を省くことができると同

時に、歳入の方もちゃんとルールどおりにやっ

たり、控除を見直したりすれば、かなり歳入が

見込めるところがあるのではないでしょうか。

最後に、これは税収上あまり効果はないと思

いますが、消費税を上げる布石として所得税の

最高税率もある程度上げてもいいのではないか

なと思います。最高税率を上げても税収はそん

なに見込めませんよという話はあるのですけれ

ども、政治的な手法として、やはり一応お金持

ちからは取るよという制度的建前を出して、そ

れから消費税に移るというのも政治的な手続き

としてはあるかなとは思っております。

（小澤） ありがとうございます。

３．年金の新制度への移行過程

駒村先生のお話のところで、先ほど発表時間

の関係で年金制度の新制度への移行に関するお

話を省かれたと思うのですが、そのことについ

て補足していただければと思うのですが、いか

がでしょうか。

（駒村） 資料６４です。年金改革をもしやると

すれば、改革案の財政的な検証というのがまず

あるだろうと思いますし、次には施行する、実

行するための機関の整備というのもあるだろう

と思いますし、或いは、最終的にはそこにたど

り着くまでにどのくらい時間をかけるのかとい

うのもあるだろうと思います。

スウェーデンとイタリアの例を挙げたのは、

資料６４
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スウェーデンもイタリアも９０年代に、いわゆる

給付立て年金から拠出立て年金というふうに切

り替えていくわけです。この２つの年金制度は

似ている部分も多いのですけれども、完成度で

いえばイタリアよりもスウェーデンの方がいい

といわれています。細かいところはお話ししま

せんけれども、政治に対する政治家などの影響

度がスウェーデンの方が低い、要するに、影響

をあまり受けない。１回１回の選挙を受けない

ように工夫しているといわれています。

イタリアのところは、さまざまな重要な指数

を議会で調整する余地を残してしまったので、

そこは政治的な安定性に欠けているという問題

があるわけです。そのほかいろいろ同じ似たよ

うな概念上の拠出立てなのですけれども、細か

いところを見るとイタリアの方式には問題があ

るといわれています。

ここで横軸は年齢です。この色の濃い部分の

面積が改革当時に旧制度でカバーされている割

合であります。スウェーデンは改革時点で４５歳

の方はそれまで旧制度に入っていたことは忘れ

てくれ、昔から新制度に入っていたと思ってく

れということで、さかのぼって新制度に全面適

用するということになるということです。

日本でやる場合は、例えば今の４０歳の人をど

う扱うのか、２０年・２０年でやるのかという話が

出てくるわけです。今２１歳の人を１年と３９年で

やるのか、６０の人は今度は３９年と１年でやるの

かということです。要するに、厳密に切り替え

ていくと４０年ぐらいかかってしまうことになっ

てしまうわけです。

もし旧制度の方が新制度よりも甘い、逆に言

うと新制度の方が厳しいとどうなるか。イタリ

アもスウェーデンも新制度の方が厳しかったの

です。給付水準を下げる、２割以上カットする

わけです。

結局、イタリアの方は、これを見てわかるよ

うに、ある意味厳密に少しずつ切り替えていき、

しかも、当時４２歳の人は全部旧制度で計算して

あげるという逃げ切り規定まで作ってあげたと

いうことで、そういう意味では世代間で旧制度

と新制度の比重は不連続に扱いが違うというこ

とになってしまったわけです。そういう意味で

は、もし新制度に移行するときには、このスウ

ェーデンがやっているように、みなし規定で短

縮化してやっていくか、或いはイタリアのよう

に完全にやるかということがあります。そうい

う意味ではイタリアは失敗しているわけです。

ある世代から先は全員逃げ切りで旧制度で救済

するというふうにしているわけですから、イタ

リアのようにやってしまうと、実はイタリアは

高齢化のピークにおいても保険料のコントロー

ルが十分できずに、年金財政負担は上がり続け

るという問題が発生しています。

ちなみにイタリアがなぜ不連続に切れている

かというと、こまめな改革をやっている中で、

ある年齢より上の人はもう影響を受けないよう

なことを過去の改革で１回約束しているのです。

その約束は新制度に切り替えるときに守るかど

うかという議論が起きたときに、連立与党の中

に労働組合の支持を受けた強い与党があったの

です。労働組合は、普通に考えれば、労働者の

味方になるはずであって、若い世代の負担をコ

ントロールするということに関心を持つはずな

のです。けれども、実はその労働組合の組織率

が、落ちてきていて、組織している半分以上は

年金受給者、或いは年金受給が近い人というと

ころで、政治的には逃げ切り意見が強くなって

しまったので、こういう不連続な結果になった

のだということです。もし時間をかけて切り替

えるときには、まずどのくらいで切り替えるの

か、ある特定の世代に対して過重な保護をしな

いようにということを考えないといけません。

以上です。

４．社会保障改革の戦略性

（小澤） ありがとうございます。駒村先生は

以前にも戦略性の問題でいろいろ議論させてい

ただいたときに、社会保障の三大改革、年金、

介護保険、医療保険、それらの改革間での整合
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性の問題に関して、財源の単なるつじつま合わ

せにすぎないのではないかというような議論を

されていたと思うのですが、その点について何

か補足していただけますでしょうか。

（駒村） ２００４年、２００５年、２００６年と１年刻み

で年金改革、医療保険改革というのが行われて

いるわけですけれども、結果的には最初は年金

改革においてまだ実際には動いていないわけで

すし、実はよくよく見ると２００４年の導入された

マクロ経済スライドはいろいろな欠陥があるの

は間違いないのです。それは下げすぎない欠陥

と、下げすぎる欠陥があって、特に基礎年金に

おいては、本来マクロ経済スライドを掛けるべ

きではないようなところに掛けてしまっている

というのが、まず下げすぎる欠陥なのです。

一方では、名目賃金や若い世代の賃金が下が

っていても年金が下がらないという問題で、

２００９年年金財政検証では、逆に給付水準が上が

ってしまっているように見えるというような妙

なことも起きているわけですけれども、ここは

逆にいうと厚生年金については、下げない欠陥

が発生しているわけです。

その中でやはり基礎年金をまず下げるという

判断が、生活保護とのバランスに与える影響と

か、或いは医療、介護も天引きをやるという以

上、医療、介護の天引きする保険料についても

同時により応能性を強めていくような形でやっ

ていかないと、手取り年金という形ではかなり

低いものになります。

その３つの改革によって、果たして高齢者の

基礎的生活収入の部分、いわゆる基礎年金がど

こまで切り込まれるかということを、やはり国

民にやむを得ないのはやむを得ないで見せると

いうことは必要だったのではないかなと思いま

す。後期高齢者医療制度にしろ、介護保険制度

にしろ、一部に定額部分と、それから所得比例

部分というのが組み合わさった保険料体系にな

っているものを、もう少し応能負担的に滑らか

にするというようなこともやっていかないとい

けない。なぜなら、どんどんどんどんマクロ経

済スライドですべての年金受給者は十数年間で

大体２割ぐらいの給付カットになるからで、応

益・定額負担だと支払い余力がなくなるからで

す。

基礎年金に対するマクロ経済スライドは今回

の見直しで少し切り下げ期間が変わりましたけ

れども、最終到着地点としては金額に拘わらず

大体２割ぐらいの給付カットに全員がなるわけ

です。そういう現物の保険料負担においての一

定の配慮というのがあってもしかるべきだとい

うふうに思っております。３つの改革をセット

で考えたときにどのように国民的には影響を与

えるか、それを国民に伝えて、今から別の老後

生活のことも考えてくれということを時間的に

余裕のある世代にメッセージを伝えるという政

策も必要だったのではないかなと思って、戦略

性というか、整合性が欠けているのではないか

というふうに指摘しております。

５．おわりに

（小澤） ありがとうございました。甚だ残念

ながら時間がだいぶ押してきたのですが、最後

に、一言ずつ各先生方にお言葉をいただければ

というふうに思うのですが。それでは、林先生

の方から順番にお話ししていただけますか。

（林） 地方財政の観点からなのですけれども、

特に社会保障関連の地方支出と、その他の地方

支出を一応分ける必要があるということです。

最近のはやりでは、税源移譲を通じて地方にす

べてを任せなさいという勢いの話がありますが、

例えば一般財源化が進んだおかげで地方の社会

保障支出の格差が広がったという面もございま

す。いわゆる北米における地方がやっている効

率性だけで見ていい地方支出と、公平性の観点

も必要な社会保障関連の地方支出を分けて考え

る必要があるでしょう。

あと、当然社会保障を充実しろという話です

から、当然財源のことも裏でちゃんと考えなが
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らやっていく必要があることは言うまでもない

ことです。

（國枝） 私も報告で繰り返しましたように、

日本の財政状況は非常に厳しい状況にありまし

て、特に報告でも言いましたように、あまり議

論されてこなかった将来世代の負担の問題とい

うのは、これは党を超えてみんなの問題だと思

います。ぜひそういう観点から財政改革を進め

ないとどうしようもないという認識ができて、

実際に政治が動くということを期待したいと思

います。

（中里） そうですね。政権交代というのはも

ちろんこれは永田町の中の話であるわけですけ

れども、われわれにとってもいろいろなものを、

新しい目でもう一度見直すいいきっかけになる

と思うのです。政権交代というのはお引越しと

同じで、引越しをすると、荷物を整理している

間に、これはもう要らないなと思うものや、こ

れはすごい掘り出し物だというものが見つかっ

たりするわけです。そういう形である種の棚卸

をきちんとしていくということが大事だと思い

ます。それともう１つは、「ただし、先送りは

しない」ということです。視点は素人の視点を

活かしてよいのですが、実際の舞台回し、政策

運営はちゃんとプロの目で見ていかないといろ

いろと問題が起きてくると思うので、そこのと

ころだけは注意して。私も新たな視点でいろい

ろなことを考えていきたいと思います。

（駒村） 私はあまり財政的なこと話をしませ

んでしたけれども、社会保障に着目しますとこ

れだけの高齢化ですから、これは社会保障給付

の中でどっちをどっちに張り付けるというよう

なものではいかんともし難い状態ですので、や

はり労働力率の引き上げと出生率の改善という

のが、ここ数年で集中的にやらなければ、とに

かく経済のパイを少しでも大きくしていかない

と、社会保障制度の中だけのいじくりではもう

どうしようもならないというふうに思います。

以上です。

（土居） 少し私も新政権に関連しているとこ

ろで申し上げたいのですけれども、やはり中里

先生がおっしゃったように新しい視点からの期

待といいますか、今までの自民党中心の政権で

しがらみでやめるにやめられなかったとか、結

局温存されていたとか、そういうもので本当に

要らないものというものはやめるといういい機

会であるということで、そういう意味では大変

期待をしているのです。ただ、問題はマニフェ

ストに、ちょっと言い方を悪く言えば書きすぎ

たので、それにとらわれすぎると、ほかにもっ

とやらなければいけないことをやりそびれると

いう危険が民主党にはあるだろうと思います。

特に社会保障では、もし今後４年間解散しな

いとすれば、確実に医療の診療報酬改定もあり

ますし、介護保険の新しい財政期間も始まると

いうことになります。もともと社会保障国民会

議で医療と介護の一体改革だというようなこと

を打ち出していたわけです。これは残念ながら

というか、幸いというべきか知りませんが、も

し今後４年間解散がないとすれば、自民党政権

ではそれは手を着けられないということになっ

て、民主党中心の政権でそれをやるということ

になるわけです。しかし、医療については後期

高齢者医療制度のことぐらいしかあまり何も言

っていないし、介護保険については何もほとん

ど言っていないも同然だということになると、

結局その問題を避けて通れないわけですけれど

も、それについて結局マニフェストに書いた方

に議論が集中してしまうと、うっかり抜本的な

議論をし忘れるということになりかねないわけ

です。

ないしは、マニフェストで書いていなかった

ことをやらなくてはいけないということになる

のだけれども、そのときにどう言い訳をするの

かということが問われるというところでは、恐

らく民主党中心の政権は幸か不幸か、マニフェ
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ストで書いていなかったことにたっぷり時間を

割いていろいろ議論しなくてはいけないことに

なると思いますので、そのあたりは、やはりわ

れわれは報告書をまとめたところから、何かい

いアイデアをくみ取っていただければなという

ふうに思っております。

（小澤） はい、ありがとうございました。そ

れでは長時間にわたりご清聴いただきまして、

どうもありがとうございました。これにてセッ

ションを終了させていただきます。
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【財政経済研究会報告書】

持続可能な社会保障制度の確立と税・財政の一体的改革

平成２１年１０月
社団法人 日本租税研究協会

財政経済研究会

はじめに
本報告書は財政経済研究会において、昨年１１月２７日より計１２回に及ぶ研究会報告の内容

を基に、財政改革への提言を意図して纏められたものである。

国・地方を合わせた長期債務残高は、０９年度末には８１６兆円（対GDP比１６８％）に達す

る見込みであり、財政健全化は喫緊の課題であるが、従来１１年度に設定されていた基礎的

財政収支黒字化の目標は、昨今の景気悪化の影響で先送りせざるを得ない状況に至った。

こうした中、大幅な消費税率の引上げは、もはや避けて通れない政治的課題となりつつあ

る。また社会保障分野においても、年金制度改革、介護保険制度改革、医療制度改革とい

った、いわゆる３大改革後の各制度間の整合性を問題視し、一連の改革は単なる財源の辻

褄合わせに過ぎないとの厳しい見方が存在する。もはや我が国の財政政策は、一貫性のな

い戦術的対応に終始した先送りの彌縫策である事は許されず、まさにその戦略性が問われ

ていると言えよう。

こうした問題意識に立って、税制・社会保障・労働市場の一体的改革や地方財政改革も

含めて、今後の財政政策のあり方について率直な意見交換を図ってきた訳であるが、当然

の事ながら、すべての論点について各委員の意見が常に一致していた訳ではない。しかし

ながら、本報告書を纏めるにあたっては、委員の間で最低限強い異論が出なかったものに

ついてはできる限り報告書の内容に織り込む方針が採られた。その結果、この種のレポー

トとしては珍しく、現状認識にしても政策提言にしても、学問的な裏付けに十分配慮しつ

つも非常に歯切れの良い内容になったものと委員一同自負している。

詳しくは以下で展開される報告書の内容をご覧頂きたいが、ひところ流布したポンジー

財政政策的考え方を唾棄し、財政規律の復権の意義を高らかに宣言しつつ、最新の最適課

税理論に基づく累進的な所得税制の再評価、所得課税から消費課税へのシフト、法人課税

の軽減、地方税制のあり方における償却資産に対する固定資産税の早期軽減、地域間の格

差是正に関する地方交付税制度の役割の後退、納税者番号制度の導入、勤務医と開業医の

診療報酬配分の見直し、専門性の高い分野の介護労働者の賃金体系の見直し、介護保険・

障害者の自立支援サービス・保育サービスの統合、ワーク・ライフ・バランスを可能にす

る保育サービスの充実、国際比較の観点からの教育財政における子供の学力格差への対応

の遅れの指摘、最低賃金と勤労所得税額控除を有機的に組み合わせた低所得者対策の検討、
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一般財源化後の道路関係予算の適切な見直し、各地域における中核市や特例市のハブ化の

アイディア、また日本の社会保障分野では分権されていない事が問題なのではなく、むし

ろ分権され過ぎている事が問題であるとの認識の提示等、その他非常に多くの問題提起が

なされている。いろいろご異論もあろうが、是非とも読者諸氏のご叱正を仰ぎたい。

�．総論・問題意識
１．さらに悪化した財政状況

我が国の政府債務残高が未曾有の規模に達する中、小泉内閣が最終盤の２００６年６月に打

ち出した「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００６」では、歳出・歳入一体改革と

して、２０１１年度までに国と地方の基礎的財政収支の黒字化を目指し、歳出削減と歳入の確

保の目標を設定した。歳出削減を基本としながらも、要対応額と削減額合計との差額であ

る２．２～５．１兆円は、増税を含む抜本的な税制改革を行うこととした。

しかし、小泉内閣の後を継いだ安倍内閣は、財政収支の改善に努め、税制抜本改革の着

手を公約に掲げながらも、２００７年７月の参議院選挙で敗北して退陣し、参議院で与党は少

数派となり、いわゆる「ねじれ国会」の状態となり、歳出・歳入一体改革を徹底できない

まま、アメリカの金融危機に端を発した世界同時不況に直面するに到った。

麻生内閣では、一転して、景気対策として積極的な財政政策を講じることとした。麻生

内閣は、２００８年から２００９年にかけて、４度にわたる経済対策で、総事業費規模にして約１３２

兆円もの政策を打ち出した。

これにより、財政赤字の拡大が懸念され、「基本方針２００６」で打ち出した財政健全化目

標も、達成がかなり困難となった。そうした中、麻生内閣は、持続可能な社会保障構築と

その安定財源確保に向けた「中期プログラム」を、２００８年１２月に閣議決定した。こうした

財政健全化に向けた財政改革は極めて重要だが、今後の財政改革を議論する上において、

大規模に行われた財政出動の結果、財政収支がかなり悪化し、政府債務もさらに累増する

こととなったことを改めて認識しておく必要がある。

日本の一般政府の財政収支（純貸出／純借入）対GDP比でみると、２００８年１２月刊の経

済協力開発機構（OECD）の“Economic Outlook”では、１９９７年はマイナス２．４％で、２００８

年はマイナス１．４％と見込まれ、２００９年にはマイナス３．３％、２０１０年にはマイナス３．８％に

なるとの見通しが示されていたが、２００９年６月刊のOECD“Economic Outlook”改訂版

では、２００７年はマイナス２．５％で、２００８年は（補正予算の財政出動が織り込まれたとみら

れ）マイナス２．７％と見込まれ、２００９年にはマイナス７．８％、２０１０年にはマイナス８．７％と

なるとの見通しが示された（図１参照）。後者には、財政出動と景気後退に伴う税収減の

影響が加味されたと見られる。

そして、我が国の政府債務対GDP比は、既に明らかにされている財政出動と景気後退

に伴う税収減によってさらに悪化した。図２に示されているように、２００９年６月刊の

OECD“Economic Outlook”改訂版の統計によると、SNAベースで見た日本の一般政府

の（粗）債務残高対GDP比は、２００７年は１６７．１％だったのが、２００８年は１７２．１％となり、

さらに２００９年には１８９．６％、２０１０年には１９９．８％に達するとの見通しを示している。これは、

２００８年１２月に出された同OECD“Economic Outlook”では２００９年には１７４．１％、２０１０年に

は１７７．０％と見通されていただけに、日本の直近の財政出動が織り込まれたと考えられる
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２００９年６月刊のOECD“Economic Outlook”改訂版から、今般の財政出動により大幅に

政府債務が累増すると考えられる（ただし、内閣府『国民経済計算年報』の最新版では２００７

年度は１８５．２％となっており、OECDの値より高くなっている）。

２．財政赤字ギャンブルに危険性

財政状況のさらなる悪化にもかかわらず、経済成長促進策により経済成長が金利を上回

れば、現在存在する公的債務の相当部分につき、国債の借換えを繰り返すことで国民は財

政負担を逃れることができ、消費税増税等を先送りすることが可能だと主張する論者も存

在する。しかし、こうしたネズミ講（ポンジーゲーム）に基づくポンジー財政政策は重大

な問題を抱えている。運よく経済成長率が金利を上回ればよいが、現実には、経済成長率

は不確実性を含んでおり、経済成長率が金利を下回れば、借換えを続けて大きく膨らんだ

債務を将来世代が負担させられる可能性も大きい。すなわち、ポンジー財政政策は、一種

３／３０

図１ 日本の一般政府の財政収支対GDP比

図２ 日本の一般政府の粗債務対GDP比
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のギャンブル（「財政赤字ギャンブル」）にすぎない。それにもかかわらず、我が国におい

ては、１９９９年の小渕内閣の経済戦略会議の答申において、ポンジー財政政策に基づく財政

政策が提言され、２００５年末の経済財政諮問会議の会合において批判がなされるまで、ポン

ジー財政政策の考え方に基づき、自然増収を過大に見込んだ財政運営が容認され、消費税

増税の遅れを招くなど、我が国の財政収支改善に深刻な悪影響を及ぼしてきた。

他方、米国においては、オバマ政権が、「新しい財政責任の時代」との理念を掲げ、ブ

ッシュ前政権の「減税による経済成長で財政再建」との考え方を「失敗した時代遅れの考

え方」として否定し、景気回復後の増税を含む税制改革の断行を明言している。

我が国においても、オバマ政権に倣い、ポンジー財政政策のような誤った考え方を明確

に否定し、政治的には不人気でも、景気回復後の消費税増税等の責任ある財政政策を示し

ていくことが求められている。

３．財政規律を確保するための制度的担保の必要性

このように財政赤字が拡大し、財政の持続可能性に対する懸念が生じているもとでは、

長期金利の上昇等、財政状況の悪化が経済にもたらすマイナスの影響の顕現化を回避する

ためにも、財政の健全化に向けた具体的な道筋を明確にし、その実施を担保するための制

度的措置を講じることが求められる。

このような制度的措置を講じることは、予算編成に関与するさまざまなアクターの行動

を秩序立ったものとし、財政改革の実効性を高めるとともに、将来の財政運営についての

予見可能性を高め、家計や企業の期待を安定化させる効果を通じて実体経済や金融市場（国

債市況）にプラスの効果をもたらすものと期待される。

「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００６」（いわゆる「骨太の方針２００６」）に沿

った歳出歳入一体改革の取り組みは、このような制度的措置の一例であったが、財政健全

化に向けたコミットメントをより強固なものとするためには、今後の財政健全化の進め方

について、法制上の措置を講じることを含めた検討を行い、財政規律を確保するための制

度的措置の再構築を図ることが必要である。

４．持続可能性のある社会保障制度の確立に向けて

�１ 少子高齢化への対応と財政の健全化

社会保障制度の持続可能性を揺るがす最大の要因は、人口高齢化である。高齢化は、経

済成長を鈍化させ、社会保障制度の支え手を減少させ、社会保障給付費を急増させる。ま

ずは、少子化傾向を食い止めることが当面極めて重要である。

社会保障の制約条件としては、財政状況もまた重要である。高齢化のなか、社会保障費

の支出拡大は今後も不可避であり、保険財源だけでは、現在もそして将来も安定財源を確

保できず、税財源に依存するところが大きい。膨大な債務の存在は財政の自由度を低下さ

せることから、財政再建はおろそかにはできない。債務残高の増加が続くなか、国債の価

格の動向に十分注意しなければならない。金融市場において、各国中央政府の発行する債

券の格付け、ソブリン格付けについては、債務負担能力、債務借り換え能力、債務管理能

力の３つの要素が重要になる。財政再建と経済成長への対応が市場の信認を左右すること

になる。
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�２ 負担と給付のバランスのとれたアプローチ

社会保障制度を議論する場合、給付水準や給付の在り方だけを議論する給付論のみでは、

現実的な社会保障制度を提示できない。例えば、憲法学においては、福祉後退禁止の原則

などが持ち出されることがあるが、少子高齢化・低成長でも財政的に持続可能な制度を構

築するためには、制度全体の整合性を考慮すると個別の制度については給付の引き下げは

やむを得ない場合もある。

一方、財政負担のみに着目し、負担の軽減あるいは上昇を回避するために、限りなく給

付を引き下げていく必要があるという意見にも同意できない。社会保障制度が形骸化し、

まったく価値のない水準にまで下がる恐れもある。

また、社会保障制度が経済成長・活力を阻害するという指摘もある。たしかに、いくつ

かの研究では、潜在的国民負担率と経済成長の負の関係を確認するものもあるが、１）両

者の因果関係が不明確であり、雇用保険・生活保護などのように逆に経済成長が鈍化する

と社会保障給付が拡大する可能性もある。さらに、２）十分にコントロールできていない

要因、たとえば高齢化による労働力人口の減少が経済成長を下げ、社会保障給付費を増加

させる。また３）仮に社会保障給付が経済成長に負の影響を与えたとしても、社会保障給

付がもたらす便益が十分にGDPに反映されていない場合、社会保障制度の効果は過小評

価される。国民経済計算では保険料負担と給付が金額ベースで表示されるだけで、移転取

引はGDPに計上されない。本来は、社会保障制度の再分配効果や安心効果は、厚生水準

の改善の有無で評価されるべきである１。このように見かけ上、社会保障制度の拡大が経

済成長を阻害させるというロジックだけで社会保障給付を引き下げるという議論は正しく

ない。

�３ 社会保障をめぐる国と地方の役割分担

社会保障制度の持続可能性は、国の財政論だけではなく、国と地方の役割分担と財源政

策に密接にかかわる。

社会保障制度における所得再分配、すなわち年金や生活保護、雇用保険等の現金給付は

基本的には中央政府の財源と責任において、直接個人に対して給付すべきである。一方、

医療・介護・福祉などの対人社会サービス、いわゆる現物給付は、各自治体が直接的なサー

ビスの提供を行う。この際に、社会保障としてミニマムなものとして質量に必要な給付の

財源は国および経済力・高齢化率などを考慮した地域間再分配によって財源が確保される

べきである。そして、ミニマムを上回る部分は、各自治体が財源確保に向き合うべきであ

ろう。

５．本報告書の位置づけ

世界同時不況という「非常時」が終わり平時に戻った後、相当徹底した財政・税制改革

を行わなければ、この悪化した財政状況を元に復することは困難であり、また、高齢化に

対応した社会保障制度を持続可能にすることもできない。そこで本報告書では、今般の財

政出動によって悪化した財政状況を踏まえ、今後求められる財政・税制改革の具体策につ

いて提言する。

１ 岩本康志「社会保険の規模拡大は経済に悪影響を与えるのか」（季刊社会保障研究４２巻１号）参照
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�．社会保障制度
１．少子・高齢化のなかでの社会保障制度の持続可能性

�１ 人口構成のインパクト

日本の社会・経済に大きな影響を与える要素のひとつが、人口構成の変化である。国立

社会保障・人口問題研究所の２００６年の「日本の将来推計人口」によると、日本の総人口数

はすでにピークを越え、長期的に減少傾向が続くことになる。また、総人口数のほうは、

本格的に減少時期に入ると、毎年小さい県程度の人口が消滅していくことになる。

６５歳以上の高齢化率は現在の２０％から２０５０年ごろには４０％まで上昇し、急速な人口減

少・高齢化社会を迎えることになる。

図３を見てわかるように、わが国の高齢化のスピードは、先進国の中でも極端に早い。

また、人口減少地域ほど高齢化が進む傾向になり、地方自治体の役割の変化とともに、サー

ビス供給体制の効率化、財源確保も重要な課題となる。

�２ 社会保障費の将来予測

このように、日本社会は急激に人口構造の変化に見舞われることになるが、社会保障制

度にとっては、総人口の減少よりも脅威になるのが、高齢化率の上昇である。受給者が増

え、支え手が減少するからである。

図４は年金・医療・介護福祉別の社会保障給付費の動向であるが、社会保障給付費はす

でに２００６年で９０兆円近くに達している。そして、図５で見られるように、社会保障給付費

の７０％が高齢者向け給付である。

今後の高齢化の加速により、年金はもとより、介護・医療保険制度も同様に危機的状況

を迎える。当面の危機は、団塊の世代が７５歳を迎える２０２５年である。医療保険制度の支出
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図３ 高齢化率の国際比較
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年金 
47兆3,253億円 
（53.1％） 

医療 
23兆1,027億円 
（31.5％） 
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は急増し、制度の持続可能性が危ぶまれることになる。（図６参照）

社会保障制度は、２００４年年金改革、２００５年介護保険改革、２００６年医療保険改革と相次い

で大きな改革が行われた。この結果、高齢者向けの基礎的な社会保障給付費の財政構成も
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図４ 年金・医療・介護福祉別の社会保障給付費の動向

図５ 社会保障費の内訳
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確定し、社会保障給付費の圧縮がプログラム化された。さらに、２０１１年のプライマリーバ

ランス回復を目指し、経済財政諮問会議の骨太方針２００６年に基づいて、５年間で合計１兆

１千億円の削減予定も社会保障給費の延びを抑えた。

２．雇用・家族の変化への対応

�１ 雇用の流動化・多様化が社会保障制度に与えた影響

日本の社会保障制度は、社会保険中心型であり、公的扶助は限定的な役割にとどまって

きた。正規労働者は厚生年金、健康保険、自営業は国民年金、国民健康保険によりカバー

された。しかし、９０年以降の雇用の多様化、流動化が進み、１９９７年以降、正規社員が減少

し、非正規社員が増加した。この結果、正社員でもなく、自営業でもない非正規労働者が

増加し、国民年金や国民健康保険の対象者となったが、所得が不安定であるため、未納者

が増加した。こうした状況は、労働保険でも発生した。雇用制度の変化に社会保険制度が

十分対応できなかったことにより、社会保険中心型の社会保障制度は危機に陥った。この

ような雇用システムの変化による社会保険制度における隙間拡大への対応が急がれる。

�２ 家族の変容（核家族、家族規模の縮小）が社会保障制度にもたらした影響

家族の変容も著しい。今後は、高齢女性単身世帯が増加し、年金が不十分な低所得単身

高齢者が増えていくことが予測されている。一方、若年世代も疲弊している。家計経済研

究所の分析では、親と同居する２０歳から３４歳の未婚者が増加し、２００７年には４６．７％となり、

１０年間で３％増加している。この背景には、未婚率の上昇があるが、さらには所得水準の

悪化もある。現在の同居の増加原因は、従来のパラサイトシングルとは異なり、経済的な

余裕がないため、親と同居せざるを得ないという背景がある。このように、かつてのよう

な個人の生活リスクをカバーした家族を期待することができない。家族の機能が低下して

いくことを前提にした社会保障制度の見直しが必要である。

８／３０

図６ ６５歳以上に占める７５歳以上の割合

（出典：国立社会保障・人口問題研究所（２００６）「日本の将来推計人口」から筆者作成）
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３．社会保障制度が抱える問題

�１ 高齢社会においても持続可能な仕組み

�．年金制度
イ．年金制度改革の目標

年金をめぐっては、年金記録問題などが耳目を集めるが、より深刻なのは、制度そのも

のの不安定化に関わる問題である。様々な機関・団体が、いくつかの年金改革案を提示し

ているが、その案は必ずしもコンセンサスを得られていない。その理由は、年金制度の評

価軸が確立されてないからである。まず、年金制度の評価の基準を確定し、その上で課題

を明らかにする必要がある。

多くの先進諸国においても、９０年代に年金改革が行われ、そこで行われた改革には、い

くつかの共通点がある。図７は、年金改革を行った国の専門家３０人に対し、世界銀行が年

金改革でどのような点を重視したかアンケートした結果である２。アンケートは重視した

項目にウェイトを置く回答を求めているが、上位に来た項目は�年金財政の持続可能性の
維持、�低所得の高齢者の保護、�なるべく広汎に労働者をカバーする、ことが上位にき
ている。同様に、９０年代以降の各国の制度改革の経緯を調べた ISSA（国際社会保障協会）

の報告書もほぼ同様の傾向をまとめている。

ここで指摘されている項目は、日本にも当てはまる問題である。

�の財政の持続可能性は、少子高齢化が諸外国よりもはるかに深刻な日本にとっては、
もっとも優先順位の高い問題である。�の低所得高齢者への所得保障の拡充であるが、高
齢化にともない低年金、無年金の高齢者数が増加し、その一部が生活保護制度に流入し、

２ Chlon―Dominczak，A．and Marek，M．（２００３）Commitment and Consensus in Pension Reform．in

“Pension Reform，in Europe : Process and Progress”，（ed．by Holzmann，R．，Mitchell．O and Rutkow-

ski，M），World Bank Publications．

９／３０

図７ 年金改革で重視した項目
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年金制度と生活保護制度がドミノ倒しになりつつある日本では緊急性の高い事項である。

また、�の公的年金の対象になる労働者を広げるという点も、正規労働者の減少と非正規
労働者の増加によって、自主納付の国民年金加入者が増加し、それらが結果的に未納者増

加につながっている日本にとしては重要なテーマである。このように�～�の項目は、日
本にとっても年金改革の目標になる。

ロ．後世代負担の増加を抑える改革

このうち財政的持続可能性は極めて重要である。しかしながら、これ以上の保険料の引

き上げ、すなわち若年者負担の増大に依存すべきではない。

すでにこれまでの年金改革によって高齢世代の優遇は明確になっている。年金財政を安

定させるためには、保険料、給付乗率、支給開始年齢、スライド率の４つの政策手段があ

る。これらすべてが若い世代にとって、不利になるよう調整されてきている。

図８は、出生年別の厚生年金の生涯平均保険料率である。このことから、現在の７０歳以

上の世代は現在の若年世代の３分の１程度の保険料負担で済んでいる。さらに、出生年別

の給付乗率は若い世代ほど下げられている。

図９は、厚生年金の受給期間である。本来は、若い世代ほど寿命が伸びるため、受給期

間も伸びていくが、実際には、受給開始年齢の引き上げが行われており、そうなっていな

い。

むしろ、団塊の世代は、受給開始年齢の引き上げが遅かったために、相対的に有利にな

っている。そして、１９６０年代生まれは、もっとも受給期間が短くなっている。この結果、

図１０でみるように、４０年加入の生涯厚生年金保険料負担総額に対する生涯厚生年金老齢給

付総額の比を１９３０年生まれを１とすると、１９９０年代生まれは、０．２５程度にとどまる。

これに加えスライド率の調整の影響もある。２００４年に導入されたマクロ経済スライドは

デフレの期間が続くと、名目下限方式により、適用されず、むしろ現役世代の賃金の伸び

悩みの結果、代替率が上昇する。実際に２００９年の公的年金財政検証の結果、モデル世帯の

代替率は、２００４年の５９％から６２％に上昇している。マクロ経済スライドにおいて、少なく

１０／３０

図８ 出生年別生涯平均厚生年金保険料
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とも、名目賃金が低下した場合、名目下限方式の見直しを行い、名目額も給付引き下げを

行うべきである。

今後は、年金財政の安定化を図るためには、公的年金の水準の引き下げは不可避である。

多くの国でも、公的年金の給付水準を補い、高齢化により低下する貯蓄率を少しでも引き

上げるため、私的年金の活用が諸外国でも行われている。英国では、職域年金のない労働

者への国民年金基金の強制加入制度の導入、ドイツでもリースター年金の導入により、公

的年金の給付引き下げに連動した私的年金への税制上の優遇、スウェーデンでも所得比例

年金に加え、２．５％部分の個人型積立年金が導入されている。日本においても、厚生年金

に上乗せした私的年金の充実が課題になる。

さらに、�の低所得高齢者の問題を解消するためには、最低所得保障制度の確立が、�
の雇用の多様化による皆年金・皆保険の形骸化に対しては被用者保険（厚生年金、健康保

険、雇用保険）の適用拡大が必要になる。

１１／３０

図９ 出生年別受給期間

図１０ 出生年別収益率の変化（１９３５年で基準化）
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�．医療・介護
７５歳以上人口の比重が増加するために、当面もっとも大きな課題になるのが、後期高齢

者医療制度の行方である。後期高齢者医療制度の導入により、医療保険制度をもまた、保

険者間連帯から世代間扶養を明確にした。

保険者間連帯を担った老人保健制度は、財政主体が不明確であり、医療費効率化の動機

づけがなかった。後期高齢者医療制度の目的は、�費用負担の流れを明確にする、�コス
ト意識、�保険者の位置づけを明確にする、というものであった。
そもそも高齢者向け医療制度については長い議論があった。もともと１９６９年に社会保障

制度審議会に諮問した老齢保険制度（７０歳以上について、国費４分の１，保険料４分の３

でまかなう）や１９７７年の厚生省の懇談会で、６５歳以上を対象に独立した制度を作り、公費

と国民、事業者が拠出金で賄う方式などが検討されたのちに、１９８３年に創設された老人保

健制度が導入され、約２０年が経過していた。しかし、高齢者医療が増加し、老人保健制度

内に医療費抑制の動機づけがないことなどが問題となり、老人保健制度の見直しとなった。

後期高齢者医療制度の前段階では、医師会が主張した税財源を中心にし、７５歳以上の医療

制度を独立させる独立方式、健康保険組合連合会や連合が主張した突き抜け方式、リスク

構造調整方式、全国一本化方式などが候補になった。

後期高齢者医療制度については、a）高齢者のみの独立した保険制度であること、b）

保険料が個人単位で応益性があり、年金から天引きされたことなどから国民の反発が強く、

見直しを余儀なくされた。そこでは、所得比例部分の一律負担軽減という誤った政策が採

用された。今後、後期高齢者制度を継続するかが大きな課題になっているが、少なくとも

老人保健制度への復帰は回避すべきであろう。

後期高齢者医療の対案としては、都道府県単位で全保険制度を一本化し、リスク構造調

整を行うか、あるいは、６５才以上についてのみリスク構造調整を行うといった案もある。

�．ワーキングプアの増加と所得再分配機能・セーフティネットの拡充
最近の我が国においては、貧困問題や経済格差の拡大に関する議論が注目を浴びている。

こうした状況に対し、反市場主義・反グローバリゼーションの立場から規制強化を求める

論者がいる一方、さらなる規制緩和により小さな政府を実現すれば、自ずと経済格差問題

は解消するとするいわゆるトリクルダウン理論に基づき主張を行う論者も存在する。しか

し、現在の世界経済で過度な規制強化や反グローバリゼーション政策を図れば、国民に分

配すべき経済全体のパイが収縮しかねないし、またトリクルダウン理論は、米国のオバマ

政権からも「失敗した時代遅れの考え方」と批判されているのが現実である。

現在の我が国において必要なのは、規制緩和やグローバリゼーションへの対応を進めな

がら、同時にセーフティネットの拡充や所得再分配の強化を図っていく政策である。政治

的にも、規制緩和やグローバリゼーションへの国民からの支持を得るためにも、セーフテ

ィネットの拡充や所得再分配・最低所得保障の強化が不可欠と考えられる。

イ．ワーキングプアの増加

就労しているにも関わらず貧困状態となっているワーキングプアの増加は先進国共通の

課題になっている。

いわゆるワーキングプアという言葉は社会に定着したかのようであるが、その定義はそ

１２／３０
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れほど明確ではない。たしかに、国税庁の「民間給与実態調査」によると、民間給与所得

者のうち年収２００万円に満たない人々が、２００２年には、１９．１％、２００４年に２２．８％と着実に

増加している。また、非正規労働者が雇用人口に占める割合も３割に達しており、非正規

労働者の増加が、低所得労働者いわゆるワーキングプアの増加原因であることを示す傍証

は多くある。しかし、ワーキングとは、何時間就業している状態を示すのか、またプアと

はどの程度の貧困を指すのか明確にする必要がある。

低所得労働者であるワーキングプアが、短時間の家計補助的な労働者なのか、主たる稼

得者・世帯主でフルタイムに近い就労をしているにもかかわらず、世帯所得の合計が生活

保護基準以下に止まっている状態を指すのかによっても政策的な対応が異なる。主婦に代

表されるパート的な働き方の家計補助的な労働者の増加は、賃金・処遇などの労働政策上

の課題となっても、直ちに所得保障政策にはならない。一方、フルタイムに近い働き方を

しながらも、就労所得が生活保護水準に達していない人が増加し、その多くが生活保護か

ら漏れているような状態であれば、就労条件、最低賃金水準の見直しや生活保護制度の運

用改善といった労働・所得政策課題につながる。しかしながら、日本においては、ワーキ

ングプアの厳密な定義と公式統計はない。EuroStat は、�少なくとも週１５時間の雇用、
�等価世帯所得の中位６０％の所得基準で、労働人口に占めるワーキングプアの割合を推計
している（図１１）。

日本の状況であるが、同様な推計はない。そこで、政策的に問題になるワーキングプア

を、a）世帯主が労働していながら、b）世帯収入総計が生活保護生活扶助未満であり、

かつ生活保護を受給していない世帯としてみた場合、若年世帯で増加傾向にあり、２０歳代

後半で１４％存在すると推計される。

１３／３０

図１１ EU各国のワーキングプア率
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ロ．貧困の増加と再分配政策の拡充、被用者保険の適用拡大

国際比較において、ジニ係数、相対的貧困率のいずれも、日本は上位にある３。市場所

得だけみれば、日本の相対的貧困率は諸外国に比べて高い方ではないものの、再分配後所

得でみると、ジニ係数、相対貧困率とも日本は上位に来る。このように、社会保障給付、

税制が十分な再分配機能を果たせないことが確認されている。

また ILOが公表した報告書「金融経済危機：ディーセントワークによる対応」による

と、失業手当へのアクセスが、いちじるしく制限されている国としてアメリカ、カナダ、

日本が指摘されている。ILOの報告書では、失業給付を受けていない労働者の割合は、米

国が５９％、カナダが５６％、イギリスが４５％、フランスが２０％、ドイツが６％に対し、日本

は７７％となっている４。

日本では、雇用保険で、しばしばモラルハザードを防止するために、加入期間制限が変

更された。また、今回の世界的な不況に対応するために、緊急の雇用保険制度改正により、

短期労働者の加入要件を、継続雇用見込み期間６ヶ月以上に緩和している。

さらに暫定的であるが、緊急雇用対策で導入された訓練付き生活支援制度が導入され、

今後、本格的に失業扶助を導入していくのか注目する必要がある。

セーフティネットの拡充は必要であるが、その一方で、モラルハザードを発生させない

で、最低所得保障を行う仕組みの工夫が必要である。具体的には、給付付き税額控除の構

想である。通常の減税は、課税最低限については、減税の恩恵を受けることはできないが、

給付付き税額控除であれば、課税最低限に達しない世帯に対しても、「負の所得税」とし

て給付を行うことができる。給付条件に就労、子供といった条件を付けることによって、

勤労税額控除として就労支援や児童税額控除として子育て支援が可能になる。

また、カナダでは、低所得世帯の負担軽減のために、給付付き税額控除を活用している５。

しかし、給付付き税額控除については不正受給という課題もある。不正受給が３割になる

国もある。所得捕捉の強化や納税者番号制も不可欠である。

所得階層間での子供の学力の格差や進学率の差も広がっている。親の所得水準が子供の

可能性を左右し、格差・貧困の世代間連鎖が発生することは必ず防止する必要がある。低

所得世帯の子供に対する就学前教育を含む教育支援策は重要となる。

�．現物給付の提供体制の見直し
イ．医療

日本の医療費は、GDP比で８％程度と先進国では低い方にあり、さらに現状の高齢化

を考慮しても低い水準である。しかし、今後の急速な高齢化を考慮すると効率性を高める

３ OECDの国際比較において、２００５年から起用されたデータは、国民生活基礎調査で、それ以前は、

全国消費実態調査だった。統計的な癖から国民生活基礎調査の方が、ジニ係数が高くなっている傾向

にある。

４ 失業者の定義、給付制度の違いは考慮する必要はある。詳しい定義調整は、山上俊彦「日本の雇用

保険には大穴が開いているのか」『エコノミスト５月２６日』参照。

５ 生活に占める付加価値税の平均額を計算し、所得税から減免し、減免が不足している場合は給付金

として支給する。年間支出が、平均値以下の世帯は実質的に付加価値税は、ゼロとなる。

１４／３０
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必要はある。医療を巡る問題は、医療崩壊とも呼ばれる医師の不足である。たしかに、医

師数は１０００人当たり２．２名でOECD平均の３名より低い６。医師配置基準を満たしていな

い病院は全国で４分１程度存在し、北海道、東北地方では特に多い。日本の人口当たりの

医師数は少なく、地域間での医療サービスの格差が広がっているのは事実であり、対応が

急がれる７。しかし、こうした医師不足に加えて、サービス供給における病院間の分業が

不完全なことにより、医療提供体制が非効率となっている。

特に医療機関間の機能分化が遅れており、医療スタッフ、資源の配分システムにも問題

がある。まず、慢性疾患と急性疾患を区別したシステムづくりが急務であり、慢性疾患と

急性疾患用に病床を分けることにより、一定効率的に医療資源の配置が可能になる。

さらに、このような状況のままだと、たとえ医師総数をふやしたとしても、診療科・地

域に偏りが生まれることを防ぐことはできない。

更に勤務医と開業医の診療報酬の配分の見直しも必要である。現在のままでは、勤務医

の過剰な労働時間、低い収入により勤務医から開業医に転身することを防ぐことはできな

い。診療報酬による勤務医の処遇向上が不可欠である。加えて、現在の病院の自由標榜制、

自由開業制を見直す必要がある。フランスでは国が地域ごとに必要な医師数を調査し、医

学生は卒業時の競争試験で、成績上位の順で希望の診療科目、地域を選択できる。ドイツ

でも地域ごとの医師の偏在を規制しており、人口当たりの医師の定数を設け、定数を１１０％

以上超えると保険医として開業できない。

今後は、一定範囲のなかで専門病院を最適に配置し、医療機関間のネットワークで対応

し、利便性よりも安全性を重視すべきである。慢性、亜急性期医療（高度・専門的な急性

期医療を必要としない急性期）についてはリハビリなどの専門スタッフが必要になる。そ

こでは、医師に代わりいわゆるナースプラクテショナーといわれる診療看護師の育成・活

用も進められるべきである。

医療需要サイドにも改革は必要である。諸外国に比べ日本は一人当たりの外来受診の回

数は年間１４回と英国の２倍、米国の３倍以上となっている。現在のようなフリーアクセス

の見直しが必要である。フランス、英国でもかかりつけ医にまず受診し、ドイツでもかか

りつけ医が導入されている。病院に行く以前段階として、かかりつけ医を位置づけるべき

である。

また入院日数の長さも問題となっており、その背景には、いわゆる社会的入院があり、

家庭の事情や介護サービスが強くかかわっている。社会的入院については、介護施設や在

宅医療、介護の充実による解消が期待される。

診療報酬については、DPC導入により急性疾患医療における透明性と標準化が進んで

いる。実際に、DPCの適用により高度急性期病院の入院患者の在院日数は短縮している。

６ 厚生労働省は０８年８月の「安心と希望の医療確保ビジョン具体化に関する検討会」で医師の養成数

を現在の７８００人から１．５倍の１万２千人程度に増やすと提言している。

７ 厚生労働省は、０６年に医療法を改正し、ガン、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病の４疾病を指定し、

横断的・基礎的仕組みとして、救急医療、災害時医療、へきち医療、周産期医療、小児医療の５事業

を軸とした地域医療連携を進めることとしたが、相次ぐ救急医療のたらい回しなどが発生し、実効性

を有していない。
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また後発薬品の普及も遅れ１５％に留まっている。政府は２０１２年までに３０％を目指すとし

ているが、速やかに達成されるべきであろう。

今後は、IT技術による効率性の向上も期待される。特定健診・特定保健指導のデータ

は標準化され電子データとなり、電子化されたレセプトデータ同様に２０１１年にナショナル

データベースに蓄積されることが予定されている。さらに電子カルテの普及なども進めば、

医療の IT化が確立し、医療チーム内、医療機関間、医療機関患者間だけではなく、保険

者、加入者・患者も加えて情報に連結できるようになる。その結果、遠隔診断だけではな

く、在宅医療、地域医療連携、医療と介護の連携、医療ミスの予防、予防・保健事業の強

化、HER（Electronic Health Record）による電子的生涯型健康記録管理、保険者機能の

強化、住民の疾病状況、受診行動の把握とそれに基づく計画的な医療機関の配置といった

医療計画、保険者間の財政調整・拠出金の参考指標８などへの活用が可能になり、医療サー

ビスの生産性向上に寄与できる。社会保障カードの早期の実現がこうした可能性を広げる。

ロ．介護

介護については、介護労働力の不足と介護施設の不足が深刻になっている。介護労働者

は、比較的熟練を必要としない生活支援を行い、一般労働市場の需給の影響を受けやすい

労働者がいる一方、認知症、リハビリに対応するレベルの高い身体介護を担う介護労働者

もいる。専門的な身体介護を担う介護労働者については介護労働の専門性の引き上げとそ

れに見合う介護報酬体系、賃金体系にする必要がある。こうした専門性が確立していない、

現時点では、介護保険の報酬は、専門性が強く一般労働市場の影響を受けにくい医療・看

護とは異なる工夫が必要となる。現実には、そうした点が十分考慮されず、発足時から２

回の介護報酬改定は、労働市場の需給が緩やかであったことから報酬引き下げが可能にな

った。しかし、景気回復にともない労働市場がひっ迫すると、一転、低い労働条件から労

働者の確保が困難になった。

介護報酬は、介護の質を左右する重要なインセンティブである。介護提供者側の効率性

のみを反映した介護報酬では、専門的な技術を必要とする自立支援のための個別ケアサー

ビスや認知症ケアの質の改善のインセンティブはなくなる。

介護の質の向上のインセンティブとしての介護報酬体系をどのように設計するか、そし

て、事業所の現場でも介護労働者の専門性を引き上げる労働条件、賃金体系の工夫が重要

であるにもかかわらず、大きく遅れている。今後は、専門性の高い分野の介護労働者の賃

金体系を見直し、経験と技能の蓄積が賃金に反映される仕組みを早急に確立していく必要

がある。今後、必要な介護労働者数は増加し、２０２５年には２５０万人程度まで必要数が増え

る可能性がある。早期に、介護労働者の処遇体系を確立しておく必要はある。

介護施設については、給付費抑制により、介護保険対象の介護三施設の不足が問題とな

り、待機している要介護者は４０万人以上に達している。こうしたなか、有料老人ホームや

高齢者専門賃貸住宅への期待が集まる。しかし、介護保険が利用できる有料老人ホームや

８ ドイツにおいては、各保険者の財政基盤安定化のために、年齢、性別、被保険者の収入とともに罹

患率を指標にしたリスク構造調整値に基づく財政調整が行われる。

１６／３０

― 189 ―



介護対応型経費老人ホームといった特定施設９の新設規制を行う自治体が増えている。こ

うした動きは、施設増加に伴う介護給付費の増加を危惧する自治体などの総量規制を反映

したものであり、従来の介護保険三施設に代わる、民間主導の特定施設の増加の普及の障

害になっている。施設も少なく、家族機能の低下のなか在宅にも期待できないため、国民

の介護不安は高まることになる。住宅政策と介護政策の連携をすすめ、市場メカニズムを

活用した介護サービスの充実が急がれる。

�．少子化対策
８０年以降、先進国において少子化警告が顕著になると、多くの国が家族・子育て政策に

力をいれ、出生率の低下を食い止め、さらには反転上昇にも成功している国もある。

日本においても、ようやく家族・こども福祉に投入する財源を増やしているが、それで

もGDP比でみれば先進国の３分の１程度にとどまる（図１２）。

また、これまでの多くの施策が、選挙の目当ての一時的なものであったり、対象者を限

定したものであり、所得保障、労働政策、保育サービスの整合性を考慮しないものであっ

た。OECD各国の少子化対策政策で成功した政策を整理した“Low Fertility in OECD

９ ２００６年改正老人福祉法により有料老人ホームの定義が変更となり、範囲が拡大された。

１７／３０
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Countries : Facts and Policy Responses”よると、�継続的、�包括的、�体系的な政策
を行った国は成功している。

また、育児休業の普及の遅れや保育所不足などから、両立支援も大幅に遅れている。図

１３は有配偶女性の就業率はここ２０年ほとんど改善していないことを示している。

こうしたなか、保育制度については、新しい仕組みが検討され、認可外保育所でありな

がら、人的、施設基準を満たしている施設については、公的支援を行い、潜在的に１００万

人程度存在する待機児童の問題を解消する動きもみられる。ただし、そこにも課題があり、

保育所の最低基準全国一律でよいのか、自治体の裁量をどの程度認めるか、さらには供給

拡大のための安定財源のめどもついていない。

�．国と地方の財政関係の再構築・地方分権改革
我が国の歳出構造を、より効率的なものに改革してゆくには、政府支出の中で社会保障

に次いで大きい費目である、国から地方への財政移転の効率化も不可欠である。

確かに、国が地方自治体を介さずに直接支払う政府支出の中に非効率なものはあろう。

これはきちんと改善すべきである。しかし、国の政府支出のうち地方自治体への財政移転

が大きなシェアを持つ状況では、国の政府支出を本質的に効率化するには、地方自治体へ

の財政移転の効率化をも行わなければ、効果の実は上がらない。

地方自治体への財政移転の効率化を進めることは、ひいては地方分権改革につながる。

すなわち、地方自治体に権限を委譲した方が政府支出を効率化できるならば、権限を委譲

してかつ国からの財政移転をやめることで、国の政府支出を効率化できるとともに、地方

自治体がより効率的な政府支出を行うことができるようになる。これが、地方分権の一つ

の目的でもある。

これまで、我が国では地方分権改革に取り組んできたが、未完である。以下では、これ

までの地方分権改革の成果と、今後に残された課題について言及する。

１．市町村合併

市町村合併による多くの町村の市への昇格や市町村数の減少、政令指定都市や中核都市

１８／３０

図１３ 配偶関係別女性の年齢階級別労働力率の推移
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の増加、そして、都道府県から市町村へのパッケージ移譲などによって、都道府県の業務

は激減している。その一方で、地方が実施する社会保障は広域化を要請している。したが

って、業務が激減している都道府県を一定規模で合併して、地方が実施する社会保障を調

整・管理する新たな広域自治体として再編することも考えられる。

財政力の乏しい団体ほど市町村合併に積極的であったことによって、地方の財政は底上

げされた。その一方で、政令市、中核市、特例市の合計数は１００団体に及んでおり、財政

格差の議論は、異なるステージに移行しつつある。中核市や特例市がそれぞれの地域でハ

ブの役割を担い、周辺自治体が病院や図書館などの公共施設を利用可能にするならば、小

規模団体の財政負担を軽減することができるかもしれない。

一方、市町村の規模（人口、面積など）が大きくなったことで、自生的なコミュニティー

の形成が困難になりつつある。これを代替する政令市における区制や、地域自治区などの

人工的なコミュニティーが導入されている。また、住民が行政区の意志決定に関与する割

合が高くなっており、公選されていない住民が公共選択を左右するようになっている。こ

のように、自治体における代議制民主主義のあり方が変化しつつあることにも今後は配慮

が必要になろう。

国と地方の役割分担を考えるとき、すべての地方自治体が同範囲の役割を担う必要はな

い。政令市、中核市、特例市、一般市、町村が担う役割は、現状においても異なっている。

今後は、行政区の規模に応じて役割の範囲を変えるだけではなく、地方自治体が主体的に

担うべき役割を選択できるようなメニュー化についても検討されて良いだろう。

２．地域間格差是正のあり方

現在の国と地方の財政状況を考えると、増税無き地方税源の充実強化はありえない。む

しろ地方税の増税という形で地方税源の充実強化は行われるべきである。ただし、地方税

の増税を行う場合、自主財源の地域間格差は悪化するかもしれない。その場合、地域間格

差が少ない地方消費税や土地に対する固定資産税（償却資産は含まない）を増税すべきで

あろう。そうすることで、地域間財政調整以前の問題として、地域間格差が少ない地方税

制を構築することが求められる。

地域間財政調整の仕組みとしては、例えば地方譲与税ないしはそれに類似する制度によ

る新たに大規模な財政調整制度を創設することは有効である。それによって、地方交付税

制度が現行のままであっても、その役割は自然と後退するし、その結果、留保財源の存在

によって生じている地方交付税の平衡機能の障害を埋め合わせることもできる。

３．社会保障を巡る国と地方の役割分担・財源配分

社会保障制度は、所得再分配の機能をも持っている。しかし、現行制度下では、この機

能を、国が担うか地方が担うかについて明確な役割分担が必ずしも出来ていない。今後、

社会保障制度の設計においても、国と地方の役割分担の明確化が必要である。

所得再分配を行う際には、まずは個人単位で行うべきものであって、産業単位や地域単

位で行うべきではないと考える。なぜなら、「所得」の格差は究極的には個人に帰着され

るものだからである。確かに、産業ごと、地域ごとにそこに属する個人の所得に相関はあ

ろう（押しなべていえば、衰退産業従事者は所得が低く、成長産業従事者は所得が高いな
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ど）。さりとて、個人単位での所得再分配をないがしろにしてまで、産業単位や地域単位

での所得再分配を優先すべきではない。もちろん、産業単位や地域単位で行う方が行政コ

ストは安上がりだろう。しかし、１人当たり県民所得が低い沖縄県に住む年収１億円の人

が恩恵を受ける形で手厚く地方交付税を配り、１人当たり県民所得が高い東京都に住む年

収３００万円の人には地方交付税を配らない、という財政移転による所得再分配政策のミス

（経済厚生の損失）は、非常に大きいと考えられる。

とはいえ、現物給付に属する社会保障給付については、地方自治体が保険者になる制度

もあり、その場合には政策実行のために国による財源の確保が必要になることがある。た

だし、必ずしも地方交付税制度による必要はないことに注意が必要である。

我が国の社会保障制度を地方分権改革との関連で言えば、日本のように地方が社会保障

分野で大きな役目を担っている状況（老齢年金以外の分野では地方の歳出シェアは国際的

にみても非常に大きい）では、無条件に分権を進めることには注意する必要がある。

社会保障分野の歳出は、個人間の所得移転か再分配的な私的サービスの公的供給のいず

れかであるから、地方公共財の供給を前提にしたいわゆる「地域選好」とか「地域ニーズ」

といった議論にはなじまない。また個人間の再分配を前提にするから、定義によって「受

益と負担の一致」など起こりえない。

再分配政策であるから、ナショナル・ミニマムに該当するような特定のニーズを有する

個人は、原則的には、日本国内どこに居住していようが同様のサービス・移転を享受でき

るべきであり、水平的公平性は満たされなければならない。したがって、地域の財源の格

差によって、地方が担う社会保障政策に差異が存在することは、本来ならば避けなければ

ならない。

したがって、いかに社会保障における日本の地方の役割が大きいからと言って、地方に

財源の偏りがある限り、地方財源のみで実施する社会保障制度や社会保障のための財源の

分権化はありえない。公正かつ効果的な社会保障制度には、社会保障のための国からの財

源保障や地域間の財政移転が必要となる。

むしろ地域性に配慮すべきポイントは、どれくらいのサービスを個人がうけるかという

アウトプットに関するものではなく、所与のサービスをどのように提供するかという「手

段」について考えるべきであって、一定のアウトプットを公平に提供するという前提が満

たされるならば、社会保障分野における地域特性に応じた「手段選択」に関する分権は認

められるべきである。

その観点から言えば、日本の社会保障分野においてはむしろ「分権」が進みすぎている

点が顕著にある。その例を以下に示そう。

医療保険においては、全国どこでも同一医療サービスに対しては同一の料金が設定され、

同一の自己負担であるにもかかわらず、属する保険者によって支払う保険料に大きな差異

が存在する。これは、同一リスクの個人が属する保険者が変わることで、その同一リスク

の個人に対する保険料が変わることを意味しており、経済学的にみても非常におかしな制

度である。特に地域保健である国民健康保険の保険者間の保険料の差異は非常に大きい。

また保険者が市町村であるため、手厚い財政調整の仕組みがあるにしても、十分にリスク

を分散しきれていない。

介護保険においては、市町村が保険者であるので、介護保険も基本的には国民健康保険
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と同様の問題を抱えている。また、医療サービス供給者の立地によって当該サービスが割

当られるのと同様、介護施設や介護事業者の立地によって介護サービスが割当られること

も同じであろう。すなわち、「民間」によるサービス供給の利用可能性についても大きな

地域差が存在すると考えられる。ただし、介護保険が導入される以前と比べると、地方の

老人福祉における差は縮小したと考えて良いであろう。

生活保護においては、財源保障も運用枠組みも全国均一となっており、制度上はもっと

も公平に設計されている。しかし、地域におけるケースワーカー（CW）や資源の使い方

が偏っており、現金給付以外のサービス（就労支援やその他の対人サービス）には大きな

偏りがあると考えられる。

その他、単独事業としての地方の社会保障サービスにおいては、社会保障分野で地方が

国の制度に対して独自に横出しや上乗せを行っているケースは多い（児童・生徒の医療補

助など）。また国の法律で義務づけられていても、国は基準を明示していないため給付額

や運用が地域によって大きく異なる制度もある（準要保護世帯に対する就学援助給付など）。

これらは財源のあり方によって大きな地域差が存在する。

医療、介護、保育、教育、福祉といったサービスは共同消費性が低いし、政府が直接供

給する必要もない。医療サービスは病院が供給するし、介護サービスは介護事業者が供給

する。保育サービスは保育所等が供給するし、教育は学校が供給する。また福祉も政府が

直接供給する場合もあるが、その多くは社会福祉法人が供給することになっている。した

がって、むしろ政府部門がやるべきことは、これら供給者を適切に管理することである。

したがって、ここで問題になるのはこれらのサービスの生産規模や消費者の規模ではなく、

これらサービスの供給者を効果的に管理できる地域規模であることに注意すべきである。

この考え方は、国民健康保険や介護保険の保険者の規模の考え方にも通ずる。現状のこ

れらの地域保健は、リスク・プールというサービスを提供する規模と医療や介護などの対

人サービスの供給者を管理する規模が、同一として考えられている。ただ理論的に言って

この２つを最も効果的に行うことができる規模が同一であるとは考えられない。医療や介

護だけでなく、他の対人社会サービスについても同様であろう。したがって、社会保険で

は保険サービス（リスク分散）を効率的に行うことができる規模と、被保険者や対人社会

サービス供給者を効率的に管理する規模を別のものとして考える必要があろう。

また公的扶助的なサービスについても、サービスを提供する範囲とサービスを提供する

人材をプールする範囲が異なっても良いだろう。例えば、CWは在任暦が数年で終わる職

員がほとんどで、経験者が育たないと言われるが、これは自治体の規模が小さいため専門

職員を採用できないということにもよるだろう。また、業務がきつい自治体であると、そ

のような厳しい業務を一生続けるということも無理であろう。ただし、CWを含む福祉系

の職員を、例えば教員のように県単位で採用すれば、業務が厳しい福祉事務所と業務が緩

い福祉事務所との間でのローテーションが組め、仕事に緩急をつけながら、専門的な技量

も蓄積させることができる。社会福祉系の職員は少なくとも県単位の広がりで採用すべき

であろう。

日本の社会保障分野では、分権されていないことが問題なのではなく、分権されすぎて

いることが問題であるという認識をもつべきであろう。むしろ地方レベルでバラバラに行

われている社会保障サービスを、財源を確保しながら全国で統一された制度としてまとめ
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上げることが必要と感じられる。

繰り返しになるが、地方が所与の社会保障サービスを提供するときに利用する「手段」

に関する制約はできるだけないほうが良い。また、社会保障制度を受益者の観点からとら

えると、様々な制度からのサービスの組合せとして本来の機能を発揮することができると

考えられるから、その各種サービスの組合せを適切に行う主体として地方政府をとらえる

ことも可能であろう。

�．公共事業
公共事業については、小泉内閣のもとでそのあり方の見直しが進められ、その後も「骨

太の方針２００６」を踏まえ、毎年度の予算編成において継続的に縮減がなされてきた。その

結果、現在では、公共投資の対GDP比がピーク時の半分程度となるなど、歳出の規模と

しては適正化が図られつつある。

ここ数年の公共事業をめぐる動向において特筆すべきことは、道路特定財源の一般財源

化が行われたことである。道路特定財源の見直しについては、行政改革推進法（簡素で効

率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律）に「特定財源制度に係る税の

収入額の使途の在り方について、納税者の理解を得られるよう（中略）見直しを行う」こ

とが盛り込まれたのを受けて安倍・福田両内閣において見直しの具体策の検討が行われ、

福田内閣のもとで道路特定財源関係諸税の全額を一般財源化する方針が示された。これを

受けて２００９年の通常国会に道路特定財源を一般財源化するための法案が提出され（４月２１

日に可決・成立）、法制上の一般財源化が実現するとともに、２００９年度予算において、道

路財源のうち１兆円分を対象に使途の見直しが行われ、９，４００億円を道路関係の公共事業

に利用することとしたうえで、そのうちの８，０００億円程度を道路整備に充てるという形で

一般財源化が行われた。

一般財源化後の道路関係予算のあり方については、ガソリン税などの暫定税率の存廃を

めぐる議論の動向を踏まえつつ、一般財源化の当初の趣旨と整合性がとれたものとなるよ

う、規模の段階的な縮減を含め、引き続き適切な見直しを行っていくことが必要である。

�．税制改革
１．税制改革の方向性

社会保障給付の財源確保の観点からも、財政健全化の観点からも、今後わが国において

税制抜本改革は必ず行わなければならないものである。以下では、今後求められる税制改

革のあり方について言及したい。

まず、税制抜本改革で解決すべき課題を挙げよう。課題を挙げる際に、踏まえなければ

ならないことは、世界の税制改革の趨勢と整合的なものにすることである。もし世界の趨

勢に逆行する改革を行えば、それは早晩破綻をきたし、再度抜本改革をやり直す羽目にな

るだろう。

世界の税制改革は、所得課税から消費課税への動きが趨勢となっている。つまり、所得

税や法人税主体から、消費税（付加価値税）に重きを移す税制改革である。このような趨

勢になった主要な理由は、グローバル化である。所得課税の課税ベース（特に企業の利益

や金融所得）が、容易に国境を越えるため、課税権が領土内に限定される主権国家の枠組
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みを超越する経済構造になった。それとともに、所得課税にまつわる（貯蓄や配当に対す

る）二重課税を避けるためにも、消費課税を志向するようになったといえよう。

我が国の今後の税制改革も、所得課税から消費課税へのシフトを図るものにするべきで

ある。その趨勢と整合的に、社会保障財源の確保、格差是正、国際競争への配慮といった

税制改革を通じて解決すべき課題に取り組むことが求められる。

２．消費税

今後高齢化に伴い増大する社会保障給付の財源として、何を用いるかという観点から見

れば、消費税は他にない重要な利点を持っている。利点の１つに、現存する社会保障の受

益と負担にまつわる世代間格差を是正できる点がある。社会保障の受益と負担に関して、

世代間で格差があることがしばしば指摘されているように、高齢世代ほど、社会保障の純

受益（＝受益マイナス負担）が多くなっている。こうした純受益の構造を踏まえ、生涯に

払うであろう社会保険料の大半を既に払ってしまった高齢世代には、今さら重い負担を追

加的に課すことができないため、高齢世代に対する社会保障給付の抑制が主張される。し

かし、高齢世代は、特に医療や介護の分野での給付が滞ると通常の生活が営めなくなる危

険があり、純受益に世代間格差があるからといって、社会保障の給付抑制だけで調整しよ

うとするのも限界がある。

そこで考えられるのが、社会保障財源を高齢世代にも負担してもらうことである。その

主な財源を、所得税や（報酬比例の）社会保険料で賄おうとすれば、主に勤労世代に過重

な負担を強いてしまう。これに対し、消費税ならば、高齢世代でも負担するから、社会保

障の受益と負担にまつわる世代間格差の是正に寄与する。

消費税で賄うと、年金をもらう年齢に達した後も年金財源の負担を強いられて不公平だ

という意見があろう。しかし、世代間格差を解消するには、高齢者の社会保障給付を削減

するか、高齢者に年金支給後にも何らかの形で財源を負担して頂くかのどちらかしかない。

消費税で社会保障財源を賄うことは、年金をもらう高齢者にも意図的に負担頂くための仕

組みである。そうしなければ、年金にまつわる世代間格差が是正されず、若年世代の年金

不信が解消されない。

それ以外に消費税が望ましい理由として、貯蓄率低下が懸念される中で、消費税は貯蓄

を課税ベースとしないから、貯蓄減退を回避できる（所得税だと、勤労所得稼得時と貯蓄

に伴う利子所得発生時に二重課税される）点や、個人所得や法人所得に比べて消費の動向

が景気に対して相対的に安定的であることから、消費税の税収が景況に対してより安定的

である点などが挙げられる。

しかし、消費税は、低所得者により重く税負担を課す「逆進的」な税だという反対論が

ある。しかし、消費税が逆進的な税との認識は、間違っている。逆進的に見えるのは、人々

の消費行動をある一時期だけに限定して見るからである。しかし、人々は１年だけしか消

費しないわけではない。個々人の消費行動を一生涯通じてみればいずれ消費するから、消

費税の負担は、（生涯）所得が多ければそれだけ多くなる。したがって、消費税の負担は

逆進的ではなく、（生涯）所得に比例的になると理解するのが正しい。

ただ、消費税は、生涯所得に対して比例的な税であって、累進的ではないので、所得格

差を是正するのに役立つものではない。所得格差是正の観点から、低所得者に配慮するこ
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とはありえる。そこで政治的に出てくるのが、消費税における軽減税率である。

しかし、軽減税率を導入するのは、政治的に受けがよくても、望ましくない。例えば、

食料品にだけ軽減税率が適用されたとして、同じハンバーガーでも、テイクアウトすれば

食料品として軽減税率が、店で食べれば外食として標準税率が適用されるという、奇妙な

ことが起こる。軽減税率は、低所得者だけでなく、高所得者も適用されるから、格差是正

策になっていない。

さらに、消費税の「逆進性」（という錯覚）に目くじらを立てる割には、社会保険料に

おけるもっと深刻な逆進性を見過ごしている。国民健康保険や国民年金における定額の社

会保険料に換えて消費税で社会保障財源を賄えば、逆進性の緩和につながる。低所得者に

配慮するなら、消費税での軽減税率でなく、社会保障制度や所得税制などでもできよう。

この点については後述する。

所得税との比較で言えば、前述のように、所得税は貯蓄に対する二重課税があるため、

貯蓄を抑制する効果がある。これにより、設備投資（資本蓄積）が抑制されるので、将来

のGDPがそれだけ抑制されることになる。他方、消費税は、貯蓄の二重課税が起こらな

いので、その分貯蓄促進的で、投資の促進を通じて将来のGDPを高める効果がある。こ

れらの意味で、抜本改革では消費税の増税は不可欠である。

３．所得税

格差拡大が問題視される中、所得税制の所得再分配機能の強化が検討課題となる。

最近の我が国の所得税改革においては、税制の労働インセンティブ等への悪影響のみが

重視され、所得再分配機能については相対的に軽視される中、累進度の緩和が進められて

きたが、サエズ・カルフォルニア大学（バークレー校）教授の貢献に代表される最新の最

適所得税理論においては、より現実的な形で、所得税制におけるインセンティブへの影響

と所得再分配機能のトレードオフを分析する枠組みが提示され、累進的な所得税制の妥当

性が示されている。我が国においても、そうした枠組みを用いて、最高税率の引上げの余

地があることを示す研究も現れてきており、我が国の所得税の最高税率の引上げの可能性

についても検討される必要があろう。

また、第�章でも述べたとおり、低所得者層に対する支援のあり方として、勤労所得税
額控除が注目を集めている。既存の生活保護制度や見直しが進められている最低賃金制度

とも有機的に関連付けつつ、望ましい低所得者対策を検討していく必要がある。

４．国際課税・法人税

タックス・ヘイブン等を通じた租税回避の防止については、過去よりOECD等の国際

機関において国際的な努力がなされてきたが、�サブプライム危機以降、先進国各国にお
いて、税収が低迷し、財政赤字拡大を避けるため、国際課税の強化が図られてきたこと、

�金融危機を招いた問題のある金融スキームの多くがタックス・ヘイブンを利用したもの
であったこと等を背景にして、最近になって、一層の強化が図られてきている。本年春の

ロンドン金融サミットにおいても、タックス・ヘイブンへの規制強化・徴税強化が合意さ

れている。我が国においても、租税回避防止のための努力を一段と強化していくことが強

く求められる。
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法人税については、我が国の法人実効税率が国際的に見て高い水準にあることや、我が

国の税制を所得課税から消費課税へシフトさせてゆくべきことなどに鑑みれば、中長期的

には機会をうまく見つけて法人課税の軽減を図ってゆくべきである。特に、我が国の地方

税制が、諸外国に比べて顕著に法人課税に依存した構造になっていることは、早期に改め

るべきである。

ただ、グローバリゼーションの進展する中、各国による法人税の税率引下げ競争が激化

しているとはいえ、財政状況の厳しい我が国にとっては、競争が過激化することの弊害は

大きい。このため、我が国においては、法人税率の過剰な引下げ競争防止のため、東アジ

ア地域の法人税の調和に向け、各国に積極的に働きかけていくことが望まれる。

５．地方税

地方分権を進める上で、地方税の拡充は不可欠である。三位一体改革の中でも、地方税

の増強は謳われたが、その具体的手段だった税源移譲は、意見が大きく対立した論点だっ

た。地方税を拡充する方法として、なぜ税源移譲に固執しなければならないのか。

地方税の充実強化を図るには、地方税を増税することで対応できる。地方自治体の首長

は、税収確保が必要ならば、住民に対して説得し理解を得て、適切に増税を提起すること

が当然として求められる。現行の地方税制が原則として国の法律である地方税法で規定さ

れているからといって、増税を伴わない形で国から地方への税源移譲だけにその手段を求

めるのは、無責任といわざるを得ない。

今後の地方税制のあり方として、課税対象資産の評価が適切に行われることを前提に、

土地に対する固定資産税を中心とした地方税制が望ましい。土地に対する固定資産税が他

の税目より望ましい理由は、課税対象である土地は地域を越えて動かず、住民や企業の地

域間移動と無関係だからである。ただし、償却資産に対する固定資産税は、この特徴とは

全く異なるものであるから、地方税制として望ましくない。償却資産に対する固定資産税

は早期に軽減し、土地に対する固定資産税にシフトさせてゆくべきである。

また、自治体が財政規律を働かせ、健全な財政運営を行うには、必要な財源を十分にま

かなえるよう、各自治体が独自に税率を設定できるようにする必要がある。そのためには、

「超過課税」という言葉に込められたネガティブな意味合いを払拭すべく、「超過課税」

という概念それ自体を廃止することもありえよう。

�．政策提言
以上のような現状認識に従い、財政健全化と社会保障の持続可能性を担保するには、

歳出・歳入両面からの改革が必須である。

そこで、我々は、まず歳出面、次に税制面、そして最後に財政運営のあり方について、

以下のように提起する。

１．社会保障制度

�１ 教育部門の改革：貧困の固定化を回避（人的投資、教育費の配分を通じた実質的な機

会の保障、社会の流動化）

今年５月に公表された教育再生懇談会の第４次報告によれば、世帯の収入など家庭の経
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済環境によって子どもの学力に格差が生じていることが明らかになっている。

わが国の教育財政は、こうした子どもの格差への対応が遅れている。公教育の費用につ

いては、義務教育費国庫負担金と地方交付税制度における教育費の基準財政需要額がこれ

を支えているが、その算定方法は、義務標準法による４０人の学級編成基準という学校数、

学級数、児童生徒数のみを勘案したものであり、発達障害や就学援助の有無などによる教

育費の加減や調整が行われていない。

だが、こうした学校数、学級数、児童生徒数の数字のみに依拠する我が国の教育費の算

定は、諸外国の中ではむしろ例外的なものであり、イギリスなどの先進諸国においては、

子どもの能力や個性の差異に配慮して教育費の算定を行うのが一般的である。

我が国の教育財政は、半世紀にわたり教育費算定の基本的枠組みとして学級編成基準を

堅持し、その段階的な基準引き下げと教職員の加配定数の活用によって、地域間での教育

の格差是正や公教育の質的な向上にも貢献してきた。その反面、学級編成基準はその構造

の単純さから、公教育における子どもの能力や個性の差異への対応の足かせにもなってい

る。

深刻化する家庭の経済環境による子どもの学力差の問題に早急に対処するため教育財政

の抜本的な改革が急がれる。子どもの能力や個性の差異に配慮し、子ども一人ひとりの能

力や個性に応じた多様な教育を提供できるような財政的な基盤を築かなくてはならない。

そのためには、学級編成基準によって算定する教職員の基本定数については、就学援助の

対象児童数、学力未到達の児童生徒数等が教職員定数にも反映されるよう算定公式を見直

す必要がある。また加配定数についても、都道府県の申請に対する採択基準の不透明性や

目的外の流用などの問題が指摘されている。家庭の経済環境などへの対応には、地方の自

主性、裁量性の確保が不可欠である。各地方の実情に配慮するよう、加配定数はこれを別

枠とせず基本定数と統合するか、客観的な算出基準による配分のルール化によって透明性

を確保する必要がある。

�２ 医療・介護・保育部門の改革

�．医療部門の改革：医療サービスの供給体制と財源政策
医療サービスに配分する資源に限りがある中で、その効率的利用を実現する制度を整備

することは喫緊の課題である。

患者が医療に関する十分な情報のない中で医療サービスの選択をせざるを得ない状況に

あることをふまえて、患者に対する医療情報の提供及び患者が適切な医療サービスを受療

できる状況を制度的に整備することが必要である。（一般）診療所と病院の分業と連携を

図ることは中でも最重要課題である。そのためには、診療所で患者の病状判断、診断及び

診療上の相談を主として行うプライマリーケア医の養成が不可欠である。プライマリーケ

ア医を含めた各診療科の専門医制度を拡充し、ベスト・プラクティスに関する情報を開示

するなど患者への医療情報の提供を図る必要がある。公的医療保険制度も制度の統合を図

り、十分に規模の経済性が働くような保険運営をする必要がある。公的医療保険制度への

財政出動も、赤字補填という後ろ向きの役割ではなく、財政を出動させる際の基準を作成

し、規律ある財政運営をする必要がある。高齢化を前提とすると、公的医療保険と公的介

護保険の整合性を高め、医療と介護の連携を進めることも重要な課題である。
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医療制度における効率性の確保が重要である一方、公平性に関する配慮も肝要である。

負担と給付について世代間の公平、地域間の公平などを図る一方、医療における公平の基

準に関する国民的な合意を形成する必要がある。公的医療保険によって、国民が、どの程

度の医療サービスをどの程度の負担で享受できるべきであるかという判断を前提として、

公的医療保険制度における世代間、世代内の所得分配のあり方について国民的合意を形成

し、公的医療保険制度の改革を進めるべきである。

�．介護部門の改革：介護保険、障害者の自立支援サービス、保育サービスを統合
２００９年は介護保険にとって第４期目のスタートであった。将来的に介護保険制度をどの

ような姿にしていくのか、負担のあり方を含めた持続可能性をどのように担保するのかと

いったことは、３年おきの改革を繰り返してもたどり着くものではなく、将来の社会保障

制度のグランドデザイン無しには描けない。その視点では介護保険改革についての議論は、

年金・医療・福祉を統合的に提供するような生涯保障システムへの転換へと展開される。

つまり年金を単に生活費として考えるのではなく、医療・介護費用も高齢期に高確率で発

生する生活費支出と見なせば、介護保険ないし医療保険との整合性の取り方についての議

論になる。

特に問題となるのは、介護保険制度が高齢者世代に必ずしも安心感を与えていないとい

う根本的な問題である。社会保障は国民一人一人に対して提供されているさまざまな安

全・安心のシステムなのだと捉えたとき、これを１つの統合した形の生涯保障システムと

して提供すべきだと考える。介護保険制度がありながら高齢期の介護リスクについて安心

感を与えられないようでは制度の意義が失われてしまう。

着手点として、まず福祉とくくられる中で、介護保険、障害者の自立支援サービス、保

育サービスを統合していくような方向性がある。福祉サービスすべてを一つのサービス体

系にして提供する準市場的な仕組みが望ましいと考える。効率性と公平性のいずれも追求

していくことが、サービス給付を受ける人々と負担する人々との乖離を最小限に抑えるこ

とになる。

�．少子化対策・保育
保育サービスの充実は、労働力の減少が懸念される中で、女性の労働参加を促しつつ、

過度の少子化の進行を抑制するために極めて重要な施策となる。しかしながら、限られた

財源の中で、質の高い保育サービスを充実させるためには、戦略的な制度設計が必要であ

る。具体的には次のような戦略が有用と考えられる。

イ．多額の保育費が必要となる０歳児については、親が育児休業の取得を通じて保育を

行える環境を整える。

ロ．保育サービスについては、育児休業終了後に安心して利用できるように、１歳児以降

の定員を大幅に増加させる取り組みを行う。

ハ．保育サービスの拡大に際しては、非効率で不公平となりやすい現在の認可保育所制度

を拡充させるのではなく、東京都の認証保育所制度のように、保育サービス提供者との

直接契約を通じて、誰でも一定の質の保育サービスを受けられる仕組みを拡充させる。

なお、子育て支援として児童手当を増加させることは、社会保障制度などを通じて正の
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外部性を持つ子育てに対して、補助を与えることで非効率的な少子化対策を抑制するとい

う観点から意義がある。しかしながら、児童手当の増加は女性の労働参加を抑制する効果

を持つ。したがって、労働力不足が懸念される日本においては、限られた財源を、仕事と

子育ての両立（ワーク・ライフ・バランス）を可能にする保育サービスの充実に向ける方

が効果的である。この点でも、戦略的に子育て支援の在り方を考え、制度を見直していく

ことが重要である。

２．国と地方の役割分担を明確化する地方分権

我が国の歳出構造をより効率的なものにするには、国から地方への財政移転の効率化、

ひいては地方自治体の歳出構造の効率化も不可欠である。そのためには、国と地方の役割

分担を明確化し、国と地方自治体が適切に権限と財源と責任を持つことが重要である。

現在の国と地方の財政状況を考えると、増税無き地方税源の充実強化はありえない。む

しろ地方税の増税という形で地方税源の充実強化は行われるべきである。ただし、地方税

の増税を行う場合、自主財源の地域間格差は悪化するかもしれない。その場合、地域間格

差が少ない地方消費税や土地に対する固定資産税（償却資産は含まない）を増税すべきで

あろう。そうすることで、地域間財政調整以前の問題として、地域間格差が少ない地方税

制を構築することが求められる。

ただ、地域間に財源の格差が残る際に、必要に応じた地域を越えた再分配政策を講じる

こととなろう。再分配政策を行う際には、まずは個人単位で行うべきもので、社会保障を

中心とした現物給付で、地方自治体がその実施を担うものについては、国による財源保障

や自治体間の財政調整が必要である。

地域間格差是正に対しては、地方交付税以外の制度に注目し、例えば地方譲与税ないし

はそれに類似する制度による新たに大規模な財政調整制度を創設することは有効である。

それによって、地方交付税制度の役割は自然と後退する。

社会保障を巡る国と地方の役割分担・財源配分については、分権されていないことが問

題なのではなく、分権されすぎていることが問題であるという認識をもつべきであろう。

むしろ地方レベルでバラバラに行われている社会保障サービスを、財源を確保しながら全

国で統一された制度としてまとめ上げることが求められるところである。

３．将来を見すえた税制抜本改革

社会保障給付の財源確保の観点からも、財政健全化の観点からも、今後わが国において

税制抜本改革は必ず行わなければならないものである。世界の税制改革の趨勢を踏まえれ

ば、我が国の税制は今後、所得課税から消費課税へ重きを移す税制改革が必要である。

�１ 消費税

以上のように少子高齢化社会において社会保障制度の持続可能性を高めるためには、安

定財源の確保が不可欠であるが、条件としてはなるべく若い世代にのみこれ以上の負担が

集中しないような仕組みが重要である。まず世代間再分配偏重から世代内再分配の強化が

必要である。高所得の高齢者にはより多くの負担が求められるべきである。ただし、それ

だけでは、長期にわたる社会保障財源を確保することは困難であり、最終的には、安定財
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源として消費税が期待される。

また社会保障の守備範囲の見直しも不可欠である。特に、情報の非対称性の低い介護や

計画的に対応出来る部分のある年金における公私役割分担をすすめるべきである。

�２ 所得税

格差拡大が問題視される中、所得税制の所得再分配機能の強化は、今後重視されること

となろう。この観点から言えば、所得税制におけるインセンティブへの影響と所得再分配

機能のトレードオフを分析する枠組みが提示され、累進的な所得税制の妥当性が示された

先行研究に示唆を得て、最高税率の引上げや、勤労所得税額控除の導入が望まれる。既存

の生活保護制度や見直しが進められている最低賃金制度とも有機的に関連付けつつ、望ま

しい低所得者対策を検討していく必要がある。

�３ 国際課税・法人税

国際課税については、国際的に協調して、租税回避防止のための努力を一段と強化して

いくことが強く求められる。法人税については、我が国の税制を所得課税から消費課税へ

シフトさせてゆくように、中長期的には機会をうまく見つけて法人課税の軽減を図ってゆ

くべきである。特に、我が国の地方税制が、諸外国に比べて顕著に法人課税に依存した構

造になっていることは、早期に改めるべきである。ただ、財政状況の厳しい我が国にとっ

ては、法人税の税率引下げ競争が過激化することの弊害は大きいため、我が国においては、

法人税率の過剰な引下げ競争を防止すべく、東アジア地域の法人税の調和に向け、各国に

積極的に働きかけていくことが望まれる。

４．法的拘束力のある財政規律の確立

昨年来の財政出動以降、財政の持続可能性に対する懸念が生じているもとでは、長期金

利の上昇等、財政状況の悪化が経済にもたらすマイナスの影響の顕現化を回避するため、

財政健全化に向けた具体的な道筋を明確にすることが求められる。前述した財政改革に関

する各提言は、財政健全化のためにも重要である。

財政健全化に向けた制度的措置は、財政健全化目標など財政運営に関して、強いコミッ

トメントが必要である。そのためには、法的拘束力のある財政規律を確立し、債務残高が

無節操に累増しないようにすべきである。

財政健全化は、よりよい行政サービスを提供できる財政基盤を築き、持続可能なものに

するために不可欠であることを、我々は忘れてはならない。
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�．はじめに

日本租税研究協会の創立６０周年記念大会とい

う、大変名誉ある大会にお招きいただきまして、

こういうスピーチをする機会を与えられました

ことを、関係者の皆さまに厚く御礼申し上げま

す。

報告の要旨につきましては、事前にご案内の

ときと全く同文でして、要するに、従来税法は、

資本に関しては「商法依存」でずっとやってき

ましたが、皆さんご案内のとおり、会社法で随

分資本概念が揺らいでしまいました。特に配当

規制との関係での資本維持という点では、もう

ないに同然です。資本概念は崩壊しているとい

う見方ができると思います。では、これから税

法は何を頼りに資本概念を組み立てていけばい

いのかということで、学会、それから税務会計

を担当する教育の現場でも大変問題でして、教

科書を書かれている先生方も大変悩んでおられ

ます。

税務会計というと、範囲は別に資本概念だけ

ではないのですけれども、所得計算、利益計算

の基本にある「資本とは何か」ということは、

税務会計の最も基本だと私は認識しております。

その資本概念に関して、今言ったような最近の

動向を踏まえて、これから何を頼りにすればい

いのかということで、日本の会計制度は現在非

常に揺れております。コンバージェンスが進行

中ですし、また、去る６月には、企業会計審議

会から意見書として、中間報告ですけれども、

「我が国における国際会計基準の取扱いに関す

る意見書」が出ております。そこでは、２０１０年

の３月期から、一定の条件を満たし、国際的財

務・事業活動をしている上場企業の連結財務諸

表について IFRS（国際会計基準）を任意適用

する。それから、その後強制適用に移るかどう

か、強制適用の是非と強制適用する場合の対象

企業の範囲については２０１２年をめどに最終決定

報告１ ９月１２日�・午前

わが国税務会計の商法依存と自立化
―歴史と展望―

専修大学商学部教授・一橋大学名誉教授・企業会計審議会会長

安藤 英義
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するとしています。もしもそこで強制適用を是

とするという結論が出れば、２０１５年～１６年ごろ

に強制適用が開始されます。もちろん全部では

ありませんが、ごく限られた企業から入ってい

くと思います。一応、そういう会計制度をめぐ

る国際的な不確定要素もあります。その辺も触

れながらお話をさせていただきたいと思います。

�．商法における株式会社の資本
概念の歴史

１．昭和２５（１９５０）年改正前の商法―
資本確定の原則―

昭和２５（１９５０）年改正前の商法の時代は、資

本確定の原則という概念で代表されるような制

度でした。定款の絶対的記載事項に「資本ノ総

額」及び「一株ノ金額」というのがありまして、

そして、株式の総数は会社設立に際して発起人、

又は募集により引き受けられることになってお

りました。すなわち額面株式による総額引受主

義であるということですが、これを資本確定の

原則と言ったということです。言葉を代えます

と、「まず資本あり」ということです。これが

その後、昭和２５年改正で授権資本制となって「ま

ず株式あり」と変わっていくわけですが、この

当時はまず定款に資本の額を書きます。これは

資本金になりますが、資本確定の原則がまず行

われておりました。

そして、法定準備金、当時はまだ「法定」と

いう言葉は使っていません、準備金と言ってい

ました。その後、法定準備金となって、最近は

準備金に戻りましたが、言葉というのは揺れる

のだという感じがいたします。準備金の財源の

１つに額面超過金がありました。昭和１３年改正

後は、株式発行費を控除した後の額面超過金で

す。株式プレミアム、株式発行差金ともいいま

したが、これを準備金の財源の１つにしており

ました。

ところが、この額面超過金（当時の言葉を使

っております）の性格につきましては、当時の

商法学の通説は、これを必ずしも資本であると

は認めていないのです。これが面白いところで

す。会計学者は、商法は改正前、つまり、戦前

から株式プレミアムを法定準備金にしているの

だから、これは資本性を認めているのだという

のが会計学者の通説だと思いますが、それに対

して当時の商法学者は次のように言っています。

当時の東大の岡野敬次郎教授と、松本烝治教授

の説を紹介します。岡野教授は、その理由は、

「これを準備金として積み立てる理由は、その

１つは普通の業務執行の結果として生じたもの

ではないということ。従って配当に当てるのは

適当でない。差額を得る目的をもって、資本を

増加しようとするのを防ぐことにあるのだ」と

言っています。だから、必ずしも資本とは認め

ていない。それから、松本教授も「株主出資の

性格を有しておって、会社の通常の収入と認む

べからざるの故」と、これは原文そのまま読ん

でおります。「及び、超過額によって配当をな

すために、みだりに資本増加をなすの弊害を防

ぐ故とにある」。岡野教授、松本教授は全く同

じ内容のことを言っております。このように通

説は必ずしも資本であるとは認めていないので

す。

２．昭和２５（１９５０）年改正商法
―授権資本／資本準備金―

昭和２５年の改正商法で授権資本、資本準備金

という制度が導入されました。この２５年改正で、

定款の絶対的記載事項に、従来の「資本ノ総額」

に代えて「会社ガ発行スル株式ノ総数」が出て

きました。これを一般に「授権資本」と言いま

す。この授権資本の枠内で取締役会の決議によ

り新株の発行が行われるということです。改正

法はまた、額面株式のほかに無額面株式の発行

も可能としました。このとき導入した無額面株

式が、結局その後、今日のように額面株式を追

い出してしまったという、１つの基礎がこのと

きできたのです。これは非常に大きなことです。
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これはまた後に触れます。

会社の資本は、額面株式については発行済株

式の株金総額、無額面株式については、原則と

して発行済株式の発行価額の総額とするとされ

ました。ただし、無額面株式については、発行

価額の４分の１、さらに設立時には最低発行価

額を超える部分は資本に組み入れないことがで

きるとされましたけれども、いずれにしても今

申し上げたような資本の額の決定ルールができ

たわけです。

そして、法定準備金、従来の準備金ですが、

これは利益準備金と資本準備金に分けられまし

た。資本準備金として積み立てる５つの財源の

うち、財産評価純益以外の額面超過金、無額面

株式の払込剰余金、減資差益、及び合併差益は、

いわゆる払込資本の一部であるということがい

えます。

ここで財産評価純益、これは第２８８条ノ２第

３号ですけれども、この条文を紹介しますと、

「一営業年度における財産の評価益よりその評

価損を控除したる額」という文言です。これが

当時の資本準備金に入ったということです。こ

れが会計的にも、学会でも、商法学者も含めて

いろいろ議論を呼びまして、やがてこれは昭和

３７年の商法改正で資本準備金から外されること

になるのです。果たしてこれが資本なのかと。

資本準備金と言っているわけですから、資本性

を認定しているわけです。

この当時は企業会計原則が昭和２４年にできて

おりますから、その影響を商法も税法も大変受

けております。この資本準備金の５つの財源に

ついても、これも実は企業会計原則側の意見書

等の影響を受けて入ったというのが実際のよう

です。ところが、これも後で触れますけれども、

税法は踊らされなかったのです。これを入れな

かったのです。ですから、税法の方が先見の明

があるといえるかもしれません。

３．昭和３７年（１９６２）改正商法―払込
資本による資本概念の確立―

昭和３７（１９６２）年改正商法で、払込資本によ

る資本概念の確立がなされます。この時の改正

は大改正でして、一般にいう財産法から損益法

へ計理体系をシフトさせたとか、いろいろなこ

とがいわれました。繰延資産が出てきたり、引

当金が登場したり、商法会計にとっては大改正

でした。ここでは専ら資本について注目します。

この改正では、資本準備金については、その

財源から財産評価純益（第３号）が削除されま

した。また、合併差益について、第２８８条ノ２

第５号の例外規定として同条に第２項が追加さ

れて、被合併会社の利益剰余金に相当する金額

は、資本準備金としないことができるとなりま

した。それはともかく、ここで注目したいのは、

資本準備金から財産評価純益を削除したことで

して、これによって商法の資本概念、もう少し

詳しく言うと資本金及び資本準備金、これをま

とめてここで資本概念と言わせていただきます

が、これは株主の払込資本によることが明確に

なりました。

利益の配当に関する規定（第２９０条１項）に

よって、資本金と法定準備金、換言しますと払

込資本、すなわち資本金及び資本準備金と利益

準備金は、配当財源から外されて維持されるこ

とが確立したのです。

４．確立した資本概念の存続

この確立した資本概念は、その後約４０年間存

続することになります。もう少し詳しく言いま

すと、昭和３７年改正商法で確立した払込資本に

よる資本概念は、後に述べる平成１３（２００１）年

６月改正まで約４０年間存続することになります。

この間には、昭和５６（１９８１）年改正商法で、資

本金に関して額面価額主義から発行価額主義へ

の変更があります。さらに、平成１１（１９９９）年

改正商法で、株式交換・株式移転の制度が、さ

らに平成１２（２０００）年改正商法で、会社分割の

― 206 ―



制度ができました。これらの改正は、払込資本

の資本金と資本準備金への配分に影響を与え、

また、資本準備金となる項目を増加させました。

しかし、払込資本による資本概念という点にお

いて変化はなかったといえると思います。

もう少し、この間のことをご紹介いたします

と、まず昭和５６（１９８１）年改正では、株式会社

の資本は、本法に別段の定めがある場合を除く

ほか、発行済株式の発行価額の総額とする。こ

れが発行価額主義と私が先ほど言ったことです。

無額面株式のほかに、額面株式についても原則

として従来の額面価額主義から発行価額主義へ

と変わりました。「ただし、株式の発行価額の

２分の１を超えざる額は、資本に組み入れざる

ことを得。ただし、額面株式については券面額、

会社設立に際して発行する無額面株式について

は５万円を超える部分に限る」ということにな

りました。これに伴って資本準備金の財源につ

いて、額面株式と無額面株式の区別なく、株式

の発行価額中、資本に組み入れざる額とされる

ことになりました。

平成１１年８月の改正で、完全親子会社関係の

創設のために、株式交換及び株式移転の制度が

導入されまして、株式交換によって完全親会社

となる会社の資本増加の限度額、及び、株式移

転により設立する完全親会社の資本の限度額の

規定が置かれました。これに伴って資本準備金

の財源に株式交換剰余金及び株式移転剰余金が

加えられることになりました。

それから、平成１２年５月の改正で、会社が営

業の全部又は一部を他の会社に承継させる会社

分割、これには新設分割と吸収分割があります

が、その制度が創設されて、新設分割により設

立する会社の資本の限度額、及び吸収分割によ

り営業を承継する会社の資本増加の限度額の規

定が置かれました。これに伴って資本準備金の

財源に新設分割剰余金及び吸収分割剰余金が加

えられたということです。

それで、株式交換、株式移転及び会社分割に

おける資本或いは資本増加の限度額の各規定は、

最高限度額と同時に最低限度額（額面株式を発

行するときは額面総額）について定めておりま

す。この最低限度額については、通常の新株発

行の場合と異なり、株式の発行価額の２分の１

以上は資本に組み入れるとする規定の適用はな

いとされました。この辺から、資本概念の揺ら

ぎの兆候が見られると思います。

これらの改正は払込資本の資本金と資本準備

金への配分に影響を与え、また、資本準備金と

なる項目を増加させましたけれども、払込資本

による資本概念という点において変化はなかっ

たと言えると思います。

�．平成１３（２００１）年６月改正商
法における資本概念の揺らぎ
―払込資本から離脱―

１．改正の３要点

この時の改正は振り返って見ても資本制度に

ついての大改正だったと思います。改正の３要

点ということがよくいわれております。次の３

つの要点から成る改正によって資本概念に大き

な変化がもたらされました。

まずその１つは、自己株式の取得・保有に関

する規制緩和であります。改正前は、一定の目

的による場合を除いて、会社による自己株式の

取得を原則として禁止していました。その規制

が緩和されたということです。

２つは、株式の大きさに関する規制の廃止と

いうことです。まず額面株式を廃止する。これ

が大きな出来事だったと思います。これは後で

また申し上げることになります。また、株式の

発行価額の規制について、具体的には、会社設

立に際しての発行価額５万円未満の禁止といっ

たものが撤廃されました。

３つ目は、法定準備金の規制緩和といわれる

ものでして、その中で資本準備金の積み立て財

源の規定から減資差益（第２８８条ノ２第１項第

４号）を削除しました。さらに法定準備金の使
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用について、改正前は資本の欠損の 補、又は

資本組入の場合に限ってこれを認めておりまし

た。また、資本の欠損の 補に際しては、資本

準備金に対する利益準備金の優先使用を定めて

いました。改正法は、後者の使用順序の規定を

廃止するとともに、新たに法定準備金の減少手

続きを設けました。

２．資本概念への大きな影響

額面株式の廃止は、資本維持制度の核（コア）

である資本金の基盤の喪失を意味することにな

ります。改正前においては、額面株式の券面額

には、額面株式の発行価額の最低限であること、

及び、資本組入を要する最低限度であるという

機能が存在しておりました。要するに、ぎりぎ

りの資本金のまさに基盤となる金額を示してい

たのですが、それがなくなってしまったのです。

株式の大きさに関する規制の廃止に伴いまして、

会社の資本について額面等に基づく規制がなく

なると同時に、組織再編に係る資本或いは資本

増加の限度額については、最高限度額の規制だ

けとなって、従来ありました最低限度額の規制

がなくなりました。こういう影響が出るのが、

額面株式の廃止なのです。

これに加えて、自己株式の取得は、払込資本

の実質的な払い戻しであるといえます。また、

資本準備金からの減資差益の削除、及び法定準

備金の減少手続きの新設は、資本維持制度にお

ける払込資本からの離脱を意味すると私は思い

ます。ということで、払込資本に基づく資本概

念は大きく揺らいだというのが、この平成１３年

６月の改正商法です。わざわざ６月と言ってい

るのは、この年には２回改正があったのです。

確か１１月にもう１回やっています。この辺から

非常に目まぐるしく制度が動き始めたのです。

ちょっと雑談ですが、税法も変わりますけれ

ども、大体年度ごとにきれいにいきますよね。

商法も前は毎年なんてなかったのです。実は私

は商法会計の研究で商学博士を取ったのですけ

れども、そのときに私に影響を与えてくれた先

生が、「商法会計はいいぞ。大体１０年に１度変

わるから、資料もフォローできるし、考える時

間がある」と言うのです。「それに比べたら税

法は毎年だから大変だ」と言っていましたけれ

ども、今の会計基準はそれどころではないです。

もうぼんぼん出るでしょう。実施は大体ちゃん

と何月期決算からとかやりますけれども、ぼん

ぼん出てきます。大変なことだと思います。こ

のころから商法という六法の１つが、年に２回

も改正することを始めたということです。改正

をあまり頻繁に行うと権威がなくなるというの

が私の持論です。

�．会社法（平成１７年７月公布）
における資本概念の崩壊

会社法は平成１７年７月に公布されて、平成１８

年５月に施行されました。この会社法における

資本概念について、「崩壊」という言葉はちょ

っとショッキングというか、言いすぎかもしれ

ませんが、私は崩壊と言えるのではないかとい

うことで使っております。

１．最低資本金、準備金の減少限度額
の撤廃

新しい会社法では、最低資本金、従来１，０００

万円とありましたが、この制度が廃止されます。

それから、準備金、すなわち従来の法定準備金

の減少限度額、従来は資本金の４分の１でした

が、これも撤廃されました。これらによりまし

て、株主の払込資本を構成する資本金・資本準

備金・その他資本剰余金の３つの区分について、

総会決議と債権者保護手続きを経れば、相互間

の金額の移動が自由になったということです。

つまり、払込資本は、会社法では資本金か資本

準備金かその他資本剰余金かと大きく３つにな

っていますが、これは所定の手続きを経れば相

互間の移動自由ということは、極論すれば、資

本金をゼロにしてしまって、全部をその他資本

剰余金にすることも、実際それは手続きがうま
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くいくかどうかは別として、制度的には可能で

あるという立て付けになったということです。

ただし、会社の純資産額が３００万円を下回る

場合には剰余金の配当はできないとされていま

す。また、法務省令で、払込資本と留保利益、

払込資本というのは資本金及び資本剰余金、そ

れと留保利益すなわち利益剰余金の間の移動は

禁止されておりました。改正前会社計算規則、

これは今年改正されていますが、改正前は第４８

条～第５２条からこの移動は禁止されます。今年

の春に改正された会社計算規則ではこの禁止は

解かれておりまして、また商法時代に戻ったと

いうことです。つまり、はっきり言えば、利益

剰余金を資本金に組み入れることも可能になっ

ているということです。でも、一時的とはいえ

数年の間禁止された。これは歴史に残るかと思

います。

２．新しい資本概念は不在

こういった３００万円を下回ってはいけないと

か、資本と利益の峻別ということが行われてい

るわけですが、これらをもっても資本維持制度

における資本概念は、平成１３年６月改正商法以

来の揺らぎの果てに崩壊したのも同然です。既

に額面株式が廃止されている上に、最低資本金

制度まで廃止されたのですから、これだけでも

資本維持制度の根幹が失われたといえます。加

えて資本金・資本準備金・その他資本剰余金の

相互間の金額移動が比較的自由になったことで、

払込資本をすべて配当可能な「その他資本剰余

金」とすることさえ可能であります。こうなっ

ては、資本維持制度における資本概念は、実質

的にもはや崩壊していると言わざるを得ないと

私は思います。

問題なのは、払込資本に代わる新しい資本概

念が存在していないのです。乗り換えたのなら

いいのです。確定資本から授権資本にとか、そ

ういうふうに概念で別の資本に移ったというの

であればいいのですけども、何もないのです。

これがますます不安感をあおるのです。普通こ

ういうときは、こちらへ変わりますというので、

例えば「今まで乗っていた船は降ります。では、

その代わり横付けしているほかの船に移りまし

ょう」というならいいのですけれども、それが

与えられていないのです。そこが私は一番問題

だと思います。これについては最後の方でも触

れます。まさか資本確定による定款上の資本金

にまた戻すわけにもいかないし、今のところ世

界を見渡して払込資本に代わる資本概念はない

というのが現状です。

ご注意いただきたいのは、貸借対照表を見ま

すと、資本金、資本剰余金、利益剰余金、これ

が株主資本となっています。従って、まだ資本

概念があるのではないかというご意見があるか

と思うのですが、これは表示上の問題です。私

が言っているのは配当規制です。つまり、資本

維持と結び付いた資本制度との関係で資本概念

という言葉を使っています。表示上はちゃんと

資本と利益は分けられています。それはいいの

です。商法、会社法で重要なことは、配当規制

との関係での資本概念です。何を維持するのだ

と。その維持すべき資本が今会社法ではがたが

たになっているということです。つまり、剰余

金の配当という概念で、剰余金には利益剰余金

と資本剰余金が入っているわけですから、具体

的にはその他資本剰余金、その他利益剰余金で

すけれども、剰余金の配当という形でその他資

本剰余金もその他利益剰余金も配当という概念

でくくられているわけです。先ほど言ったよう

に、払込資本のすべてをその他資本剰余金にす

ることも不可能ではないわけですから、そうし

ますと堅持すべき資本という概念は、会社法上

はないと言っても言いすぎではないということ

です。ですから、表示と配当規制を一応分けて

考えていただきたいと思います。

�．資本概念の揺らぎ・崩壊の背
景

では、どうしてこういう資本概念の揺らぎは
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生じたのかという背景について考えてみました。

平成１３年６月改正商法以来の資本概念の揺らぎ、

さらに崩壊の背景には幾つかの要因があります。

私の見るところ、それには国内的な要因と国際

的な要因があります。決して国際的な要因だけ

ではないということです。

まず、国内的な要因ですが、これは直接的・

短期的な要因と間接的・長期的な要因に分けて

考えることができます。言ってみれば、波長の

長いうねりと時節的な風による波が重なったと

私は見ております。

１．国内における直接的・短期的な要
因

平成１３年６月商法改正のときに立法に関係し

た人が解説書などで書いておりますから、まだ

お耳に新しいかと思いますけれども確認します。

国内的な要因のうちの直接的・短期的な要因

としては、当時の経済・産業状況があるという

ことです。平成時代になってからの長引く不況

の下で、企業の資本効率の悪化による資本余剰

の傾向が存在しました。日本経済新聞社刊「全

国上場企業日経経営指標」の各年版のデータを

調べてみましたが、１９８１年３月期から２０００年３

月期までの２０年間に、全業種平均値で、自己資

本比率は１８．８０％から３２．９５％へと直線的に上昇

します。他方、自己資本利益率は１２．０２％から

０．９０％へと、これはちょっと波を打つのですけ

れども、大幅に下降しております。このような

経済・産業状況から、当時の新事業創出促進法

は、平成１４年１１月改正段階ですが、最低資本金

の規制、すなわち株式会社の１，０００万円、有限

会社３００万円という規制に対する特例を設けま

した。このような最低資本金規制に対する臨時

的な特例措置が、その後に成立する会社法にお

ける最低資本金制度の廃止につながったと見ら

れます。

平成１４年１１月改正の新事業創出促進法につい

て若干ご紹介します。これは最低資本金の規制

に対する特例でありますが、その要旨は、所定

の創業者が所定の期間内に設立する株式会社、

又は有限会社について、最低資本金の規制は会

社の設立の日から５年間適用しないというもの

でした。ただし、この特例に伴う債権者保護の

担保措置として、開示の強化、配当など会社財

産流出の防止が図られていることがありますけ

れども、いずれにせよ、商法上の株式会社の最

低資本金１，０００万円、有限会社法の３００万円とい

うのを５年間適用しないということをやったの

です。

２．国内における間接的・長期的な要
因

間接的・長期的な要因というのは、私の見る

ところ、戦後における株式会社の資本団体的性

格、民法的に言いますと財団的性格の希薄化が

あります。これは２つの次元において見られま

す。１つは、昭和２５年改正商法により、資本確

定の原則が廃止され、授権資本制度が採用され

たことです。会社設立時に資本額が確定した制

度から、株式の発行に応じて資本額が決定する

制度へと変化しました。これは換言すれば、ま

ず資本ありから、まず株式ありへと変化したの

です。これについてはすでに触れました。

要因の２つは、定款記載事項の１番目に会社

の目的がありますが、その地位の変化です。会

社の目的が記載されることの意味ないし機能の

低下が挙げられます。すなわち、会社の「目的」

外行為の効力についての解釈が、無効説から有

効説、言い方を変えると制限肯定説から制限否

定説へと変化しております。会社法学者の文献

を調べてこういうことが言えることがわかりま

した。

財団法人について、目的は絶対的な地位を有

してきております。これは今日でも変わってい

ないと思います。それを考えますと、株式会社

というのは、会社です。会社というのは本来社

団ですが、株式と付けているところに財団とい

う性格があるのです。ですから、財団的社団と

いうのが株式会社の本質だと思うのですけれど
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も、その財団的性格においては目的が大事です。

株式会社における目的の地位低下は、株式会社

の資本団体的性格、民法的に言うと財団的性格

の希薄化といえるかと思います。

これに関連して、目的の意味が薄らいできた

ということの証拠に使えるのが、先ほどの「新

事業創出促進法」（平成１４年１１月改正）で代替

措置として、つまり、債権者保護の担保措置と

して、開示の強化というのがあります。しかし

開示すべき項目の中に会社の目的がないのです。

では、何のために定款に目的を書かせているの

か。裁判をやっても、目的がこうだから目的外

行為は無効なんていう判例はもうない。では、

何のためにそれを書かせているのかという気が

いたします。

同時に、会社の名前も見ただけでは何をする

会社だかわからない会社が増えてきました。鉄

道で富士急行というのがあります。大月から出

ています。昔は富士山麓電気鉄道と言っていた

のです。小田急は小田原急行鉄道です。非常に

わかりやすかったが、だんだんわからなくなっ

てきて、あまり言うと関係者もいると思います

から言いませんが、会社の名前を見て何かわか

らない会社がたくさんあります。ですから、そ

うなれば本当は定款に書いてある目的というの

が非常に重要になってくるのですけれども、今

言ったように目的というのが、あまり裁判上意

味がないといわれています。対外的には今はな

くても、きっと社内的にはいろいろ生きている

のかという気はいたします。

その目的に関しては、平成１８年改正前の民法

には、第４３条に次のような規定がありました。

「法人は法令の規定に従い、定款又は寄付行為

で定められた目的の範囲内において権利を有し

義務を負う」。非常にわかりやすい。ところが、

平成１８年改正で、公益法人制度改革３法にこれ

が置き換わって、今ではこれが削除されていま

す。改正前民法にはこういう規定があったとい

うことです。ところが、営利法人である会社に

関しては、鈴木竹雄先生、竹内昭夫先生の『会

社法』という大変権威のあった昭和５０年版の教

科書ではこういうふうに言っています。「現在

では判例上、一定の行為が定款所定の目的の範

囲外と判断されることはほとんどなく、従って、

定款所定の目的による能力・制限の原則は実質

的に廃棄されるに至っているということができ

る」。その後も全然状況は変わっていないと思

います。

３．国際的な要因

国際的な要因としては、私は何よりもアメリ

カにおける法定資本制度の廃止傾向があると思

います。具体的に言いますと、１９８０年模範事業

会社法（Model Business Corporation Act）、

及びこれに倣った多くの州会社法があります。

アメリカには連邦会社法というのはなく、５０の

各州に会社法があります。これは日本やイギリ

スと違うところです。このModel Business Cor-

poration Act というのは、American Bar Asso-

ciation（アメリカ法律家協会）が作るものです。

これ自体は何の根拠もないのですけれども、そ

れをモデルに各州が会社法の改正をするのです。

そっくり入れるなんてことはありません。バラ

エティに富んでいるから、アメリカは面白いと

ころです。１９８０年模範事業会社法は大改正であ

りまして、法定資本制度を廃止してしまいまし

た。つまり、会社法から、例えば資本金、資本

剰余金とか利益剰余金など、資本絡みの配当に

関係する諸概念を全部削除したということです。

資本維持型の配当規制をやめたらどうするの

か。配当規制をするものがなくなってしまうで

はないかということですが、法定資本制度を廃

止した場合、それに代わる債権者保護のための

配当規制は、支払不能テストと貸借対照表（資

産・負債）テストの組み合わせを採用するのが

一般的です。資本維持型の配当規制に代わるこ

れらは、いわば破産法型の配当規制です。一気

に破産法レベルまで下げるということです。つ

まり、支払不能テストでは、支払不能な状況で

の配当禁止とか、配当を行うことによって支払
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不能に陥るという場合には、配当してはいけな

いということです。それに対して貸借対照表テ

ストでは、債務超過状態での配当を禁止すると

か、配当によって債務超過に陥るような配当は

駄目だということになります。支払不能とか債

務超過はいずれも破産法上の概念です。このよ

うに、ベースが破産法にあるような配当規制に

変わっていくというのが世界的な動向です。

１９８０年模範事業会社法も、結局そちらにシフト

しています。

どうして１９８０年模範事業会社法で資本制度を

廃止してしまったのかについては、後ほどご紹

介したいと思います。

�．商法の時代における税務会計
の対応

これは商法依存と一言で言えるかと思います

けれども、一応ご紹介いたします。

法人税法による税務会計は、資本概念に関す

る限り伝統的に商法に依存してきました。この

ことは、昭和２５年改正前商法における資本確定

の原則、要するに定款上の資本金ですが、それ

による資本概念の時代については完全にいえる

ことです。また、２５年改正後商法の授権資本制

度における資本概念の時代についても、原則と

してそういえると思います。原則としてと言っ

たのは、商法と税務会計で若干の差異が見られ

たからであります。すなわち、昭和２５年改正の

商法と法人税法に見られた合併差益（資本準備

金）と合併減資差益金等（資本積立金）に差異

がありました。及び同改正商法にありながら法

人税法にはなかった財産評価純益（資本準備

金）があります。しかし、後者の差異は昭和３７

年改正商法で解消し、長く続いた前者の差異、

商法上の合併差益と税法上の合併減資差益金等

の差異は平成１３年改正法人税法で解消したと見

られます。

前者の合併差益と合併減資差益金等の違いに

ついては、昭和２７年６月に企業会計審議会から

出された税法と企業会計原則の調整意見書があ

ります。これは非常に広範なものですけれども、

その総論の中に「資本剰余金と利益剰余金の区

別」というのがあって、その中に「合併差益」

という項目があります。これが税法と商法或い

は会計との違いに言及しているので、ちょっと

紹介させていただきます。

「合併差益」という見出しの下で、資本剰余

金（企業会計原則）及び資本準備金（商法）に

計上されるべき合併差益と資本積立金（法人税

法）に組み入れられるべき合併差益との差異に

ついて次のように述べています。「税法におい

ては、合併法人の資本積立金に算入される合併

差益は、合併差益の総額のうち、合併減資差益

及び被合併法人の資本積立金からなる部分のみ

である。被合併法人の積立金からなる部分は、

合併減資差益及び被合併法人の資本積立金から

なる部分とともに非課税合併差益として取り扱

われるが、資本積立金への組入れは、税法上認

められていない。」「税法上においては、合併差

益のうちに含まれる財産評価益を課税対象とし

て捕捉する必要、ならびに被合併法人の課税積

立金とその他の積立金とを区分する必要から、

かかる分析を要求するのである。しかしながら、

合併をもって現物出資に準ずるものと解釈する

ならば、……税法上においても、この（企業会

計上及び商法上の）会計処理の方法を認めるこ

とが望ましい。」と言っています。結局、昭和

２７年の意見書が、平成１３年の改正法人税でよう

やく生きたという感じです。

ここで注目されますのは、昭和２５年改正商法

の財産評価純益（資本準備金）を法人税法は資

本積立金と認めず、後に商法がこれを削除した

という、これは面白いと思います。このことか

ら払込資本による資本概念の確立は法人税法が

商法に先んじたと見ることもできるかと思いま

す。
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�．資本概念の揺らぎ・崩壊に伴
う税務会計の独自化

１．平成１３年改正法人税法における払
込資本と留保利益の峻別

組織再編税制の創設及びみなし配当課税の改

正が行われたこと等に伴って、資本積立金額と

利益積立金額についての抜本的な改正がこのと

きに行われました。これは、株主等が拠出した

部分の金額（払込資本）と法人が稼得した部分

の金額（留保利益）を峻別し、両者を混同しな

いという考え方に基づく改正であり、資本積立

金額と利益積立金額のいずれについてもマイナ

スが生ずることのあることが明確にされました。

これは大きな改正だと思います。

商法上の利益又は（利益）準備金の資本組入

額については、資本積立金額の減少とされ、従

来のみなし配当から外されました。また、組織

変更による資本の金額を増加させた場合には、

その増加させた金額は資本積立金額を原資とし

たものとされました。このような払込資本と留

保利益の峻別は、当時の商法会計に対する税務

会計の独自化といえると思います。

２．平成１８年改正法人税法における資
本積立金額の概念の廃止

会社法の制定に伴う整備が行われ、資本の部

の構成については、従来の「資本等の金額」を

改称した「資本金等の額」及び「利益積立金額」

とされるとともに、資本積立金額の概念は廃止

されました。また、このときに、資本金等の金

額及び利益積立金額の具体的な計算については、

政令（法人税法施行令）に委ねられました。

資本積立金額の概念の廃止は、会社法に対す

る税務会計の独自化の象徴といえると私は思い

ます。改正前の法人税法では、「資本等の金額」

は「法人の資本の金額又は出資金額と資本積立

金額との合計額をいう」とされておりました。

会社法が「資本」を「資本金」と改称したのに

合わせて、改正法人税法は「資本等の金額」を

「資本金等の額」と改称し、それは「法人が株

主等から出資を受けた金額として政令で定める

金額をいう」と定義されました。「資本金等の

額」の下位概念たるべき資本積立金額の廃止は、

先に述べた会社法の資本維持制度における資本

概念の崩壊に直面した、税法側の対応であると

取れると思います。すなわち、会社法に依存す

るのをやめて、税法は払込資本による資本概念

を「資本金等の額」の定義において明確化し、

その細分化は必要なしとしたと解されます。

税務会計の会社法に対する独自化は、自己株

式を取得した場合の処理、及び資本を払い戻し

た場合の処理についても見られます。税法は自

己株式の取得、及び資本の払い戻しをいわば会

社の部分清算と見ているといえます。また、会

社法上は自己株式の消却の時点で行う処理に相

当する処理を、税務会計では自己株式の取得の

時点で行っております。

�．「払込資本と留保利益の区
別」の歴史と海外の現状

法人税法はしっかりと払込資本と留保利益の

峻別の上に立って制度を構築しています。私は

それを堅持すべきだというのが結論です。その

ためには、「払込資本と留保利益の区別の原則

というのは歴史的に伝統があり、世界的に普遍

性がある」と言いたいのがこの�章です。まず、
少し歴史をさかのぼります。どこまでこの原則

はさかのぼれるかということです。

１．「払込資本と留保利益の区別」の
歴史

�１ 組合（人的会社）における資本の区分経理

―払込資本と留保利益の先駆的区分―

１９世紀までさかのぼります。これは面白いの

です。たまたま私は昨年の秋に、税務会計研究

学会の統一論題で報告しましたが、その準備の
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ためにこれを調べました。調べていって、これ

は発見だと思いました。それは、組合とか合名

会社においても払込資本と留保利益の区別とい

うことを説くテキストが昔からあったというこ

とです。こうなりますと、払込資本と留保利益

の区別というのは、別に株式会社になって株主

の有限責任に対する債権者保護のためにと言わ

れ始めるより前からあるということです。

１８００年代から欧米の簿記・会計テキストの中

に、組合会計において払込資本と留保利益の区

分経理を説くものを見かけます。これは、後の

時代に株式会社会計において定着する払込資本

と留保利益の区別の先駆けと取れます。形の上

だけではなく、その背景にある払込資本にのみ

利子を付与するという当時の利子付与の慣習に

は、払込資本（資本金勘定の残高）は元本であ

り、留保利益（社員別個人勘定の残高）はそう

ではないという認識の存在がうかがわれるから

です。

何点か紹介したいと思います。

われわれも組合とか合名会社の会計は大学で

学んだ経験がありますが、日本では組合とか合

名会社の会計で、払込資本と留保利益の区別な

んて恐らく書いているテキストはないのではな

いかと思います。しかし、それには根拠があり

ます。１４９４年の世界で一番古い簿記書である L．

Pacioli の『Summa』の中で簿記を紹介してい

ます。ベニス式簿記です。その中に組合取引の

処理というのがありまして、そこでは組合員別

つまり出資者別の出資金勘定を設けて処理する

ということがいわれています。つまり、人名別

の勘定を設けて処理しなさい。これは払込資本

と留保利益を分けろというのと全く別の話であ

りまして、この系統が日本のテキストでも一般

にいわれるものです。組合の簿記では、人名別

に、組合員別の勘定口座で処理しなさいという

ことです。

ところが、こういう流れとは別に、資本の区

分経理が説かれております。実際、私が趣味に

あかせて買った自分の書斎にある、ウィーンで

１８２６年に出されたドイツ系の簿記書、『商人簿

記学の理論的実践的教本』（ペッター著）に何

か書いてあるかと思って見てみました。ここで

は「多くの商会において、資本金勘定には払込

資本を記入し、利子と利益配分額は社員別個人

勘定に記入して、決算においても区分経理を維

持している」と紹介しております。そして、そ

の理由として、払込資本には毎年利子が付され

るが、利益の配分で増加した各社員の資本部分

には利子が付されないからであるとしています。

利子が付されるということは、払込資本を元本

と見ているということです。留保利益に相当す

るものは元本と見ていないということです。そ

ういうことが言えると思います。

当時の利子付与の慣習を反映した資本の区分

経理ですけれども、この利子付与の慣習という

のは今日もあるようです。欧米の文献を見てい

ますと、同じような記述を散見することができ

ます。今言った１８２６年の後ですと、１８４５年にア

メリカで刊行されたフォスターという人の簿記

の本にも見られます。それから、今日の英米の

会計の本ですと、パートナーシップです。これ

は組合とも合名会社とも訳せます。パートナー

シップにおける利子付与の慣習は今も続いてい

ることが、英米の会計テキストの組合会計

（Partnership Accounts）を見ると出てきます。

最近のものでは、２００２年にイギリスで発行さ

れたトーマスという人が書いた本で確認してお

ります。以上が組合或いは人的会社における資

本の区分経理についてです。

１９世紀ドイツにおいて、株式会社以前に合名

会社において資本維持を要求する商法草案が存

在しました。これは、「社員の出資金（払込資

本）は、会社設立の目的である事業を遂行する

ための基金であるから、社員間の関係において

既に維持すべきである」という考えに基づいて

おります。この考え方はフランスにおいても根

強かったのであります。

この商法草案というのは、１８３９年の「ヴュル

テンベルク」というドイツの一王国の商法草案

― 214 ―



でして、合名会社における利益の計算と分配に

関する規定の冒頭で次のように定めておりまし

た。「出資財産を超えて生じた剰余すなわち利

益は、財産目録の決算書（貸借対照表）に基づ

いて計算され、しかもそれは経常的営業を害さ

ないで可能である限り引き出される」と言って

います。つまり、利益は引き出していいと言っ

ています。これは合名会社です。株式会社では

ありません。このような純資産が出資財産を超

える額を利益とする旨の規定は、「ヴュルテン

ベルク商法草案」において、株式会社について

の規定にもあるのですけれども、それと全く異

なるところはございません。これは調べてわか

ったことです。このことが合名会社においても

払込資本の維持が意図されていたことを意味し

ております。繰り返しますが、社員の出資金は、

会社成立の目的である事業を遂行するための基

金であるから、社員間の関係において既に維持

すべきであるという考え方があるということで

す。

フランスでは、著名な会計学者バタルドンと

いう人が、１９５０年刊の『財産目録及び貸借対照

表』という本で、人的会社における資本の維持

を強調しております。この考え方はフランスの

会社法にも見られました。すなわち株式会社は

資本団体であるから、定款に定めた資本の金額

は、会社の基礎を成すものであるという認識か

ら、資本の増加と同様に、その減少ももともと

は株主全員の一致した同意を必要とするとされ

ていました。フランスの考え方は非常に古く、

頑固でありました。今はさすがにこういうのは

ありませんが、当時はこうでした。これは、小

島昌太郎著『比較株式会社形態論』という昭和

３３年に出された本に書かれております。

�２ 株式会社における資本維持の理念―払込資

本と留保利益の区別―

ここでいよいよ株式会社のレベルに入ってい

きます。ヨーロッパでは１８００年代前半に、商法・

会社法において株式会社の資本維持制度が生ま

れました。具体的には、１８３８年オランダ商法が

最初だと思います。これを引き継いでというか、
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この考え方の延長に１８４３年のプロシア株式会社

法があります。この資本維持制度、株式会社の

資本維持の直接の目的は、株式会社の株主有限

責任に対する会社債権者の保護にあったという

ことです。これについては、解説書等でも言わ

れてきまました。

もう少し言いますと、１８３８年のオランダ商法

は、株主に対する確定利子の約定をまず禁止し

ます。当時は、株主に対して確定利子を約定し

ていたのです。まずそれを禁止し、それから、

配当は利益からのみ支払われるということが、

１８３８年のオランダ商法で規定されました。

次いで、１８４３年のプロシア株式会社法では、

会社は定款上の資本金を株主への払い戻しによ

って減少してはならず、株主への分配に当てら

れる利益は、年次決算書上の剰余である旨を定

めました。これが資本維持型の配当規制の最初

です。それがだんだん精緻化していって今日に

至っているということです。これがヨーロッパ

です。

アメリカでは、１９世紀前半に会社法の判例、

１８２４年の有名な信託基金理論といわれる J．

Story 判事の判決ですが、そこで債権者保護の

ための資本維持という考え方がまず現れました。

しかし、１９世紀後半になりますと、資本維持は

債権者保護より、まず株主（出資者）自身のた

めという判例や考え方が、W．W．Cook という

人の１８８９年の本にはっきり出てきます。

１８２４年の判決はマサチューセッツ州の裁判の

例ですけれども、ウッド対ダマー事件です。会

社の配当規制の基礎である資本金、キャピタ

ル・ストックについて、それは債務を弁済する

ための担保ないし信託基金、トラスト・ファン

ドと考えられるとする有名な判決が、Story 判

事によって出されたのであります。

先ほど言ったことをもう少し敷衍いたします。

１９世紀前半に見られた以上のような債権者保護

のための資本維持という考え方に対して、１９世

紀後半になりますと、資本維持はまず株主、言

い換えると出資者自身のためという当然の考え

方が出てきます。当時のアメリカの会社法学者

のCook は、資本金を次のように定義しており

ます。「資本金（キャピタル・ストック）とは、

会社の事業遂行のため、及び会社債権者の利益

のために株主によって払い込まれた、又は払い

込まれるべき金額として会社定款に定めた額で

ある」。最初に「会社の事業遂行のため」と言

ってから、「及び会社債権者の利益のため」と

言っている。この順番が重要です。

Cook はこの引用文の脚注において多くの判

例データを示しておりますが、その中で１８７０年

の判決について、「会社の設立目的である事業

のための基金又は基礎として株主により拠出さ

れた財産」云々というところを引用しているの

です。Cook は１９２０年代に全６巻からなる会社

法の大著を出しました。より豊富な判例データ

を示していますが、１９２３年刊の第１巻にある資

本金の定義は全く変えておりません。つまり、

会社事業遂行のため、それから、会社債権者の

利益のためという順番、資本金の目的順位を変

えていないのです。

わが国もばかにならないのです。大正初期

（１９１０年代）に、上田貞次郎という当時の東京

高等商業学校（一橋大学の前身）の教授が、「株

式会社の場合に於て特に資本と利益との区別を

明確ならしむる理由は二あり。其の一は株主の

利害に関し、其の二は債権者の利害に関す」と、

この順番です。まず株主自身のためだ、或いは

事業のためだと述べております。これは、『株

式会社経済論』という大正２年に出された名著

においてです。これはすごいですね。こんなに

短くてすばっと言っているでしょう。実はこれ

に引用注が付いていないのです。だから、どこ

から持ってきたのかと一生懸命探っていますが、

わからない。いろいろな本を読んで自分で整理

したというのが、私の今のところの推論です。

その続きを紹介します。２つの目的のその１、

株主の利害について次のように述べています。

「株主より見れば、会社がその資本を配当する

ことは、会社設立の本意を没却する無意味の行
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為と言わざるをべからす。何となれば、この場

合において会社の財産はあたかもタコが自己の

足を食らうがごとくに株主の食い尽くすところ

となりて、会社の目的たる事業は衰退を重ね、

ついに自然消滅に帰すべければなり。」と言っ

ています。非常にわかりやすいです。

それから、これは直接関係ありませんが、実

は上田貞次郎という先生は、この本の中で、日

本で最初に株式プレミアム資本説を、従来の利

益説に対して唱えました。この点でも、この本

は非常に注目されているのです。これがきっか

けになって株主プレミアム論争が、日本でも世

界と同時にかなり高度な論争が繰り広げられま

す。昭和初期になって、やっと株式プレミアム

資本説というのが会計学者に間で通説になった

のです。そのきっかけは上田貞次郎という人で

す。大正２年は１９１３年ですから、世界的に見て

も早い時期です。

それから次は、１９３０年代のアメリカにおいて

資本会計で著名なマープルという人は、１９３６年

の本で、株式会社における投下資本と留保利益、

つまり、払込資本と留保利益の区別の必要性を

述べております。

それからもう１つ、最後に１９７６年、比較的最

近ですが、EC理事会で採択されたEC会社法

に関する第２指令です。その正式名称は「株式

会社の設立及び資本の維持と変更に関し」、そ

の次です。「社員並びに第三者の利益を保護す

る目的をもって」云々ときます。つまり、資本

維持の第１目的は社員だと言っているのです。

株主ということです。それから第三者すなわち

債権者です。この順番を守っているのです。

続く前文でも、「会社の株主及び債権者の保

護」といい、この順番です。株主、債権者の保

護です。最低資本金規定の原案理由書において

も次のように述べています。「資本は株式会社

の設立の本質的な要素の１つである。それは社

員間においては、その設立を可能ならしめる原

始出資額を示し、また、会社と第三者の関係に

おいて担保財産を表すものである」。今言いま

した順番です。株主のためが第１目的、それか

ら、債権者のためということです。

�３ 財務会計における資本と利益の区別の原

則：２つの次元

次は学会、特にアメリカで資本と利益の区別

が、１９３０年代から会計原則として言われ始めま

した。ここには２つの次元があり、１つは、要

するに期首資本と期間利益です。より正しくは、

期末元入資本と期間利益です。すなわち、期間

損益計算の立場からの資本と利益の区別です。

もう１つが、私がずっと言っている、払込資本

と留保利益の区別です。２つの次元がこの時代

にいわれました。

簿記及び会計の歴史を研究したアメリカのリ

トルトンは、簿記及び会計に対する株式会社の

重要な影響として「資本と利益の区別」を挙げ

ています。まず、簿記に対するその影響として、

期間的な資本と利益の区別に関して述べ、次い

で会計に対する株式会社の影響として次のよう

に述べております。「株式会社における中心的

な会計問題は、配当可能な利益の額にかかわる

ものである。そして、本来これは、資本と利益

の適切な区別を保つ問題である。株式会社が会

計に最も影響を及ぼしたのはこの点においてで

ある」。これは片野一郎訳『リトルトン会計発

達史』から引用したところです。

それから続けて１９３０年代にAIA（アメリカ

会計士協会）、これはAICPA（米国公認会計

士協会）の前身ですが、そこが公表した複数の

文書から、「資本と利益の区別」に関して次の

ことがわかります。これは結論です。まず、損

益計算或いは損益計算書を重視する立場から期

間的な資本と利益、わかりやすく言えば期首資

本と期間利益です。その区別が第一義とされま

す。この結果として、超期間的な区別である資

本（払込資本）と利益（留保利益）の区別は二

義的であるという位置付けになっています。

次はAAA（アメリカ会計学会）です。１９３６

年に公表された会計原則試案は、「資本と剰余
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金」において「会社の資本について２つの主要

区分が存することを認識すべきである。その２

つは払込資本（paid―in capital）と利益剰余金

（earned surplus）である。それぞれの区分の

再分類は必要に応じて行われるべきである」と

しております。

２．「払込資本と留保利益の区別」の
海外の現状

�１ アメリカ

「SFAC : Statements of Financial Account-

ing Concepts」は、財務会計概念書と訳されま

すが、これは概念フレームワークです。企業会

計基準委員会の討議資料「財務会計の概念フ

レームワーク」と同格のものだと思っても結構

です。ただ、日本のものは討議資料になってい

ますが、これはオフィシャルなもので討議資料

ではないです。SFACは現在、第７号まで出て

います。それはともかくとして、その中で純資

産、向こうでは equity すなわち持分といって、

その細分を扱わないと言っています。第６号、

パラグラフ６２、或いは脚注の２９においてです。

つまり、概念フレームワークのレベルでは持分、

日本で言うと純資産、或いは株主資本と言って

いいのかもしれませんが、その細分は扱わない

というのがアメリカの概念フレームワークのス

タンスです。

「GAAP : Generally Accepted Accounting

Principles」は、一般に認められた会計原則で

す。そのレベルでは「株主持分の２大区分は払

込資本と留保利益であり、それぞれさらに細分

される」と言っております。ですから、一般に

認められた会計原則のレベルでは、払込資本と

留保利益の区別が生きている。ただ、概念フレー

ムワークのレベルになると、これを扱わないと

言っているのです。概念フレームワークという

のは、それ自体が具体的な会計基準ではありま

せん。概念フレームワークの位置というのは、

その後の会計基準の改廃に対して指針を与える

ものであるし、或いは既存の会計基準の解釈に

おいて指針となるということです。それ自体は

決してGAAPではないという性格です。

次は会社法で、先ほど触れました１９８０年改正

模範事業会社法は、法定資本制度を廃止しまし

た。興味深いのは、法定資本制度をこれに倣っ

て廃止した、或いは原則的に廃止した州会社法

の増加傾向です。２００８年１２月時点で３７州です。

ということは、残り１３州は法定資本制度を堅持

しています。１９８５年６月時点では７州でした。

それから、１９９３年１２月で２６州に増えました。こ

こで過半数に増えたのです。５０州のうちの２５を

超えています。それで２００８年１２月で３７州ですけ

ども、実は私は時々調べていますが、２００１年で

も３７州です。ということは、２００１年から７～８

年ほとんど変化がないのです。増えていないの

です。つまり、資本維持制度、法定資本制度を

廃止する州は最近では増えてなくて、むしろ１３

州はいまだに頑張っている。約４分の１でしょ

うか、頑張っているのです。これが面白いです。

これが全州で法定資本制度を廃止すると、か

なり日本とかヨーロッパに影響があると思いま

す。けれども、まだアメリカの会社法の文献で

も、配当規制がいろいろあると今でもページを

割いているのは、この１３州が頑張っているから

です。そうでなければ模範事業会社法の解説だ

けで終わってしまうのですが、そうはいかない

ということです。この１３州は保守的だと言って

もいいかもしれませんが、資本維持型の配当規

制をやめてしまうのは、やはりおかしいという

意識がそこにはあるのかと思われます。

�２ イギリス

次にイギリスを紹介いたします。１９８５年の会

社法で、貸借対照表の書式を見ると、上から資

産そして負債があって、次いでCapital and re-

serves という順番になっています。これは資

本金及び剰余金ないし準備金ということになり

ます。その�がCalled up share capital、催告
済資本金です。払い込み及び催告済みの金額で、

これが資本金です。�が Share premium ac-
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count、株式プレミアム勘定で、株式払込剰余

金です。�がRevaluation reserve、再評価剰

余金です。�がOther reserves、その他の剰
余金ないし準備金です。�が Profit and loss ac-
count、損益勘定で、これは期間損益です。こ

こでわかるように、�と�が払込資本です。�
から以下が、再評価剰余金は微妙ですけども、

払込資本とは違う位置付けをしているのです。

きれいに資本と利益を分けているとは言えない

かもしれないけども、少なくとも背後に資本と

利益の区別の概念はあると思います。

同じように、ここでは紹介しませんでしたが、

フランスでもドイツでもイギリスに似た分類を

行っているのが現状です。

�３ IASB（International Accounting Stan-

dards Board）

最後に、IASB（国際会計基準審議会）のレ

ベルです。１９８９年４月にまだ IASC（国際会計

基準委員会）と言っていた時代の理事会が承認

して、それが２００１年４月に IASBという新組織

になってからも同じ採用を決定している「財務

諸表の作成及び表示に関するフレームワーク」

の中に、次のようなことがあります。

第６５項に、「持分は、第４９項で残余として定

義されているが、貸借対照表において細分され

ることがある。例えば株主からの拠出金、留保

利益、留保利益の処分を示す準備金と、資本の

維持修正を示す準備金は、別個に表示されるこ

とがある。こうした表示は、意思決定のための

財務諸表利用者の要求に適合する」とあります。

これは持分の細分を勧めているのです。ですか

ら、IASBの概念フレームワークでは、払込資

本と留保利益は最初に出てきますから、この分

類は重要であるという認識だと思います。

それから、IAS、これは具体的な国際会計基

準の第１号「財務諸表の表示」には、最終改正

２００８年１１月ですが、「貸借対照表は、少なくと

も、次の金額を表示する項目を含まなければな

らない」として、「（r）親会社の株主に帰属す

る発行済資本及び準備金」とあります。これは

日本で言うと払込資本と剰余金となります。一

応こういう分類をしています。

最近、FASB（アメリカ財務会計基準審議会）

と IASBが、コンバージェンスのために共同で

いろいろやっていますが、「財務諸表の表示に

関する予備的見解」というディスカッション・

ペーパーが２００８年１０月に公表されています。そ

れには、関係した文章として、「所有者持分セ

クションには、国際会計基準及び米国会計基準

で、所有者持分の定義を満たす項目を含めなけ

ればならない」とだけ言っています。ですから、

株主持分の表示について、大きな変化に向けた

動きはないといえます。したがって、国際的に

見ても払込資本と留保利益の区別というのは十

分普遍性がある、というのが私の認識です。

�．資本に関する今後の展望

１．会社法における展望

わが国会社法においては、資本概念の崩壊に

続いて近い将来、資本維持制度、言い換えれば

資本維持型の配当規制が廃止となる可能性があ

ります。その最大の根拠は、何といっても平成

１３年６月改正による額面株式の廃止です。

諸外国の会社法において額面株式を廃止した

場合、同時に資本維持制度も廃止となる例が多

いのです。具体例を挙げますと、１９７７年改正カ

リフォルニア州会社法、１９８０年改正の模範事業

会社法、１９９３年ニュージーランド会社法などが

これです。これに対して額面株式を維持してい

る場合、資本維持制度も維持しているのが普通

です。これはヨーロッパ各国、イギリス会社法、

デラウェア州会社法、ニューヨーク州会社法な

どであります。はっきりしているのです。額面

株式を維持するかどうかです。ニュージーラン

ドは、公会計でも最先端を走るし、面白い国で

す。イギリスの会社法改正がつい最近２００６年に

あったのですが、すごく揺れたようです。でも、
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額面株式を堅持し、無額面株式については消極

的態度を貫いて導入を見送ったのです。そのた

めに、イギリス会社法は資本維持制度を残して

いるのです。

２．税務会計における展望

わが国の税務会計においては、払込資本によ

る資本概念を堅持し、払込資本と留保利益の峻

別を行っています。「払込資本と留保利益の区

別」の原則は、企業会計原則の一般原則として

定着しています。最近の企業会計基準第１号「自

己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基

準」及び第５号「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」もこの原則に基づいてい

ます。

会社法は、配当規制とは別に「会計の原則」

として、「株式会社の会計は、一般に公正妥当

と認められる企業会計の慣行に従うものとす

る」と定めています。法務省令（会社計算規則）

に定める貸借対照表の純資産の部の表示は、企

業会計基準第５号に倣っています。

米国GAAP、EU諸国の会社法、及び国際会

計基準、具体的には IASB概念フレームワーク

とか IASですが、それにおいても払込資本と

留保利益の区別は健在です。したがって、わが

国における会計基準のコンバージェンスの進行、

さらに国際会計基準の段階的採用が行われたと

しても、この方面への原則的な影響はないと私

は見ております。細かいところは別です。大枠

の払込資本と留保利益を分けるという原則につ

いては、こういうことが言えるのではないかと

いうことです。

このように会計原則として国際的に定着して

いる「払込資本と留保利益の区別」の原則こそ、

税務会計における払込資本による資本概念のよ

りどころです。法人税法における資本課税排除

の理念に変わりがない限り、税務会計はこの資

本概念を今後とも堅持していくに違いないと思

います。

�．補足

�章の最後に言い残したことを補足します。
なぜ、１９８０年模範事業会社法が法定資本制度

をやめてしまったかということです。この模範

事業会社法を起草したアメリカ法律家協会会社

法委員会のコメントによりますと、「額面と表

示資本を基礎とする伝統的な資本制度は、今日

では劣後的株主（普通株主を考える）に対する

支払いから、債権者、優先的株主を保護する本

来の目的に役立っておらず、しかもそれらが株

主に対してある保護を与えると、株主が考える

限りにおいて株主をミスリードする恐れがあ

る」ということです。これは、とくに後半は、

１９１２年、ニューヨーク州会社法で無額面株式が

導入されたときの理由と全く同じです。法定資

本制度廃止の背後には、要するに資本の減少手

続きがすごくルーズであるということがありま

す。資本も利益もすべてその気になったら株主

は配当できてしまう、ということもほかの本で

紹介されています。ここでは、株式会社の資本

維持について、念頭にあるのは債権者保護だけ

であり、出資者（株主）の立場が欠落している

のです。

以上、補足させていただいて、ちょうど時間

となりました。ご清聴ありがとうございました。

【参考拙稿】

「会社法における資本概念の崩壊と税務会計」

『税経通信』Vol．６４ No．１，２００９年１月

「「資本と利益の区別」起源考」安藤英義編著

『会計学論考』中央経済社、２００７年６月

「資本制度の揺らぎ－背景と展望－」『季刊企

業と法創造』早稲田大学、２００４年１１月

「株式会社の資本制度崩壊の兆し」『会計』１６４

巻３号、２００３年９月
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討論 ９月１２日�・午後

企業会計基準のコンバージェンス
と会社法・法人税法の対応

●参加者（五十音順）

立教大学経済学部准教授 坂本 雅士
早稲田大学大学院会計研究科教授 品川 芳宣

成蹊大学経済学部教授 成道 秀雄
学習院大学法科大学院准教授 渕 圭吾

横浜国立大学大学院国際社会科学研究科准教授 吉村 政穂

司会 横浜国立大学大学院国際社会科学研究科国際経済法学専攻長

岩� 政明
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はじめに

（岩�） 横浜国立大学の岩�政明でございま
す。租税法を専攻しております。本日は午後の

部の司会を担当させていただきます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。午後の部のテーマは、

「企業会計基準のコンバージェンスと会社法・

法人税法の対応」というものです。このテーマ

につきましては、２００８年１２月から日本租税研究

協会内に税務会計研究会が組織され、そちらで

議論を重ねてまいりました。

研究会は、租税法、会社法、会計学の研究者

と企業実務に携わっておられる方との合同で、

これまで月１回のペースで研究を進めてまいり

ました。現在まだ進行中ですけれども、このほ

ど研究会の主査を担当しておられます渕先生と

吉村先生により、中間報告書が取りまとめられ

ましたので、本日はその中間報告書を基に、ま

ず報告をさせていただいて、その後、パネルデ

ィスカッションをしたいと思っております。

まず、研究会の座長でおられます早稲田大学

大学院会計研究科教授の品川芳宣先生から、中

間報告書の概要につきまして、ご報告をお願い

したいと思います。それでは品川先生、お願い

いたします。

中間報告の概要と性格

〔中間報告のテーマ〕

（品川） それでは、私の方からお手元に配布

させていただいております中間報告の概要と、

その中間報告の性格等について、若干説明させ

ていただきます。

既にご案内のように、税法と会計との関係に

関しては長い間いろいろな議論が行われてきた

わけでして、特に昭和２０年代以降は半世紀余り

にわたって、いわゆるトライアングル体制の下

で、税法と会計との調整が主たるテーマとして

議論されてきたわけです。ところが、それは昭

和の時代の話であって、平成に入って、その傾

総括

�．税務会計研究会・中間報告
早稲田大学大学院会計研究科教授

品川 芳宣
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向がかなり様変わりしてきているということは

皆さん方もご承知のとおりです。

現在、このメーンテーマである企業会計基準

のコンバージェンスについては、既に今年度か

らこれを選択する企業があるわけですが、それ

以前の問題といたしまして、既に平成に入って

から国際基準との調和を図るため多くの会計基

準が出されたということで、いわば日々国際基

準化されているわけです。それが、２０１１年度に

は、すべての上場企業がコンバージェンスする

という事態になっています。いわば予告されて

いた時代の中で、いよいよ黒船が上陸してくる

というのが税法と会計との関係です。

よって、百数十年前に黒船が来航してきたと

きにいろいろな議論が噴出したのと同じような

現象が、税と会計の中に起き上がっています。

そういう状況の中で、今回租研が６０周年記念を

めどにご案内の研究会を設置したということは、

非常に時宜を得たものであろうかと思われます。

私どもは、研究会のメンバーとして過去９回

にわたっていろいろな議論をしてきたわけです

が、その中身自体はいろいろな論争があるわけ

で、これを統一した方向に持っていくというこ

とは極めて困難です。そういう意味では、中間

報告自体が問題提起に終わっているということ

は否めないかと思います。そのことは、現在、

企業会計基準のコンバージェンスという内容自

体、非常に不透明なところがあるわけです。既

に、コンバージェンスは日程に組み入れられて

いるわけですが、その組み入れ方自体に、いわ

ゆる連結先行や連単分離だという議論があるわ

けです。

〔連結先行と連単分離〕

連結先行というのは上場企業のほとんどが採

用している連結財務諸表に、まずコンバージェ

ンスして、いずれその後に個別の財務諸表も続

けばいいというイメージがあろうかと思います。

その場合にも、その残されている個別は、いつ

そこに追いつくのか、或いは、残された企業の

会計基準なるものは何を意味するのかというよ

うな議論があるわけです。

他方、連単分離は、上場企業の連結はコンバー

ジェンスするが、それ以外は国内基準によると

いうものです。そもそも IFRS という国際基準

は、言うならばオリンピックに参加するための

ルールです。そうであれば、上場というオリン

ピック参加の企業は、その基準によらざるを得

ないわけです。しかし、オリンピックに参加す

る必要のない、要するに資本市場に会社の株式

を上場する必要のない企業にとってみれば、何

もオリンピックルールを無理やりに強制される

こともないではないかというわけです。よって、

連単分離はあくまでも上場企業のための会計基

準のコンバージェンスの問題であって、そうで

はない中小企業をはじめ、非上場企業にとって

みれば、コンバージェンスは必要ないという考

え方も当然あるわけです。

〔企業会計基準の現況〕

しかしながら、わが国の会計基準自体が、不

明確な状態になっています。昭和２４年に制定さ

れた企業会計原則は、昭和の時代にはわが国の

会計基準の主体をなしてきたわけですが、先ほ

ど申し上げましたように、平成に入って各種の

会計基準が設定されています。しかも、かつて

は政府の機関である企業会計審議会が会計基準

を作ってきたわけですが、それではもうコン

バージェンスに対応できないということが指摘

され、或いはそもそも会計基準なるものは政府

が作るものではないというようなことで、民間

団体の財務会計基準機構ができて、現在の企業

会計基準委員会が発足しているわけです。企業

会計基準委員会ができて、もう１０年近くたつわ

けですけれども、一段と会計基準がたくさん出

されているわけであって、国内基準といえども

何を指すのかというようなところも、現在非常

に不透明な状況にあるわけです。

先般、政府の企業会計審議会からもこのコン

バージェンスの日程が発表され、そして、その

発表段階では一応連結先行というような言い方

で、いずれ単体の財務諸表もそちらの方に追い
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つかなければならないというようなニュアンス

で報告されてきているわけですが、それとても、

残された企業がどう対応していいかということ

について、必ずしも明確な指針があるわけでは

ありません。言うならば、そういう企業会計基

準のコンバージェンス自体が不透明な状況の中

で、それに法人税法がどう対応するかというこ

とは、さらに厄介な問題であるわけです。

〔法人税法の対応〕

また、法人税法は、いわゆる確定決算を前提

にしています。この問題は、追って議論する確

定決算基準の是非はともかくとして、確定決算

を前提にして法人税の課税所得が算定されてい

ることには変わりはないわけであって、その基

礎は、あくまでも確定決算、すなわち商事上の

財務諸表作成、会社法上の利益計算に基づいて

行われるわけです。例えば、減価償却の損金経

理要件等も、あくまでも会社法上の利益計算と

税法との関係が法人税法に規定されているわけ

であって、会計基準のコンバージェンスの後に

会社法がどう対応するのかというような問題も

あるわけです。

会社法に関しては、既に、平成１４年に商法改

正が行われ、従来、商法の本則に定められてい

た計算規定が、会計基準の国際化に対応すべく

省令化されました。すなわち法務省の規則によ

って、いかようにでも変えられる仕組みがとら

れてきたわけです。その平成１４年の法律改正に

おいては、中小企業にとって、国際化の悪い影

響（負担増）を及ぼさないような特段の措置を

講じろという付帯決議が行われ、既にご案内の

ような中小企業の会計指針もできているわけで

す。

また、会社法の会社計算規則自体については、

会計基準のコンバージェンスに対応するような

姿勢ではあったのですけれども、最近の法務省

の担当者の見解等、或いは会計基準委員会と法

務省とのいろいろな非公式の会議等から漏れ聞

くところによると、会社法上もそう簡単にコン

バージェンスに右ならえというわけにいかない

ということです。会社法独自の計算方法がある

ということが最近明らかにされています。いず

れにしましても、それらに対して法人税法がど

う対応するかということは極めて厄介な問題で

す。

かといって、法人税法が全く対応していない

わけではなくて、既に平成８年の税制調査会の

法人課税小委員会の報告を受けて、平成１０年以

降の法人税法の改正は、企業会計と税との関係

について、それぞれ分離傾向といいますか、税

の独自性が強調されて、税法独自の法人税法の

規定が設けられました。そうかと思えば、ここ

７～８年は、会計基準の改正に合わせて法人税

法が変わるということもあります。これも、あ

る意味では節操がないというか、哲学がないと

いう点もなきにしもあらずですが、その方向性

が必ずしも明確ではありません。

よって、こういういろいろな混沌とする状況

の中で、法人税法がどう対応するかということ

については非常に重要なテーマであって、昨年

から１年足らずの間で議論しても、その委員会

の議論自体も必ずしも１つの方向性が見出され

たわけではありません。これは、まさに税法と

企業会計が今抱えている問題が浮き彫りにされ

たということです。その点では、まさにこれは

中間報告であって、この中間報告を得て、今後

どういうように対応していくかということにつ

いて、皆さん方とともに研究していきたいとい

うのが現状です。

〔中間報告の概要〕

内容自体については、ご案内の中間報告の目

次にありますように、最初にコンバージェンス

の実態を分析し、先ほど申し上げましたような

会社法がどう対応してきたかということを整理

し、そして、それらに対して法人税が対応する

場合、まず租税政策の原理から見て、かかる会

計基準の変化に対してどう対応していくかとい

う議論と確定決算基準の関係を整理し、最近の

税制改正動向の傾向を分析し、それらを踏まえ

て今後の対応のあり方等について、方向性・課
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題について問題提起というような形で整理させ

ていただいております。それらの内容について

は、各担当の先生方からご報告させていただき

ます。

（岩�） 続きまして、中間報告書の具体的内

容につきまして報告させていただきます。学習

院大学法科大学院准教授の渕圭吾先生と、横浜

国立大学大学院国際社会科学研究科准教授の吉

村政穂先生のお二人から個別の内容についてご

報告をお願いいたします。

はじめに

（渕） 学習院大学の渕でございます。今回、

品川先生のご指導の下、この報告書の取りまと

めを担当させていただきました。中間報告３頁

（本誌２６３頁）以降を解説したいと思いますの

で、ご覧ください。内容面では、ここにおられ

る皆様はご存じのことばかりと思いますが、報

告書の内容を紹介させていただきます。

１．企業会計基準のコンバージェンス

�１ 企業会計基準改正の経緯

まず１番の「企業会計基準のコンバージェン

ス」というところです（中間報告３頁）。「企業

会計基準改正の経緯」ですが、日本における企

業会計基準は２０００年までは企業会計審議会等が

定めた企業会計原則・会計基準があり、これに

対して日本公認会計士協会が実務指針を定めて

いました。企業会計原則は企業会計処理の総合

的指針でしたが、平成に入ってからは個別の会

計基準の役割が大きくなりました。２００１年から

は企業会計基準委員会が会計基準等を定めてい

るということです。

これに対して、国際的には、国際会計基準委

員会が１９７３年以来活動を行ってまいりましたが、

２００１年以来、民間組織である国際会計基準委員

会財団が指名する国際会計基準審議会が、国際

会計基準の策定に当たって中心的な役割を担っ

ております。その国際会計基準の中心が国際財

務報告基準（IFRS）です。国際会計基準審議

会はアメリカの会計基準設定の主体である財務

会計基準審議会との間で会計基準の統合（コン

バージェンス）の動きを進めてまいりました。

日本においては１９９０年以来、記載の２５項目に

わたる会計基準の改正、ないし制定が行われて

きました。

�２ 企業会計基準改正の特徴

中間報告６頁、「企業会計基準改正の特徴」

です。これについては研究会の中でもいろいろ

総括

�．個別論点の検討
学習院大学法科大学院准教授 渕 圭吾

横浜国立大学大学院国際社会科学研究科准教授 吉村 政穂
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な意見が出ましたが、今回の報告では次のよう

にまとめております。

第一が国際基準との調和です。資本市場の国

際化により、会計基準の国際的なコンバージェ

ンスが進んでおります。わが国の会計基準も、

この流れに沿って変化してきたということです。

第二が、企業財務の透明化という方向性です。

投資家に対する情報提供を充実させるためによ

り多くの、また、比較可能性の高い情報が開示

されるようになってまいりました。

第三に、損益計算から財産計算への力点の移

行という方向性です。従来、適正な期間損益計

算が企業会計の中核とされ、その中で取得原価

主義が重要な役割を担ってまいりました。しか

し、企業の所有する資産の含み益が投資家から

観察不可能であることの弊害を除去するために、

時価主義志向が強調されることとなってまいり

ました。もっとも、この時価主義志向は、あく

までも取得原価主義の枠の中で、その修正とし

て位置づけられているということです。

第四に、先ほど申し上げたような設定主体の

変更です。民間団体が会計基準の設定を担うよ

うになってきたということで、それに伴って会

計基準の変更が弾力化し、また、その内容も詳

細なものとなってきております。

最後は５番目で、税法との乖離の拡大を挙げ

させていただきました。かつてトライアングル

体制と称して、企業会計原則、商法・法人税法

の調整が図られてきましたが、近年、企業会計

基準と会社計算規則が接近し、また、企業会計

基準について国際的なコンバージェンスが強調

されるに従って、税法との調整に関心がやや失

われるようになってきているということです。

�３ コンバージェンスの履行とその課題

３番目が「コンバージェンスの履行とその課

題」です。これは皆様もご承知のことかとは思

いますが、次のようになっております。企業会

計基準委員会は国際会計基準審議会との間で取

り交わされた「東京合意」にて、２０１１年６月を

履行期限とした国際財務報告基準とのコンバー

ジェンスを行うこととしました。これに先立ち、

EUは日本の会計基準の IFRS との同等性評価

を行い、２６項目の差異項目を指摘しております。

しかし、近年の企業会計基準改正の結果、EU

から指摘されたコンバージェンスの対象である

２６項目については、ほぼその作業は終了しまし

た。

２００８年１２月に、EUの欧州委員会によって、

わが国の会計基準が国際基準と同等であると評

価されましたが、同等性評価というのはその一

度きりで終わりというものではないので、コン

バージェンスをさらに推進していくべきである

と考えられています。ただ、そのコンバージェ

ンスの対象である IFRS 自体が作られている作

業の最中である、発展しているものですので、

両審議会の公表する論点整理や公開草案等を見

据えながら、わが国でも対応していく必要があ

ります。

コンバージェンスの推進にはいろいろな考慮

要素がございます。そのため、連結財務諸表と

個別財務諸表の関係を緩やかに解して、連結財

務諸表についての会計基準について個別財務諸

表に先行して改訂していくという連結先行の考

え方が唱えられております。この６月に企業会

計審議会が公表した中間報告でも、この考え方

が述べられております。

さらに、日本の会計基準を IFRS に統合する

のではなく、IFRSを直接日本の企業に適用し

ようという見解もございます。アドプションと

いわれるのがこれです（中間報告７頁）。この

見解の下では、連結財務諸表の会計基準として

は IFRS を採用し、個別財務諸表の会計基準と

しては国内の独自の会計基準を用いるという考

え方が出てまいります。いわゆる連単分理論と

いうものです。この場合、公開会社の連結財務

諸表を IFRS 基準で作成し、個別財務諸表、会

社法の計算書類の作成については国内の会計基

準を用います。課税所得の算定、法人税は直接

には会社法関係の法規制を前提にしているので、

個別財務諸表系統の企業会計のみに接点を有し
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ます。要するに、連結の IFRS の方とは直接の

接点は持たないというふうな考え方もあります。

この議論を採用すると、従来の企業会計基準

に変更を加えなくて済み、また、会社法の要求

する会社計算書類の作成及び法人税法に基づく

課税所得算定が国際会計基準の影響を受けなく

なります。これをメリットと考えるならば、こ

の議論は考慮に値するということになりますが、

他方でこの議論に対しては永久に２つの基準が

存在することで、会計基準の比較可能性が失わ

れ、また、その両方の財務諸表を作るというコ

ストが存在するのではないかという批判論もご

ざいました。

２．会社法（会計計算規則）の対応

�１ 平成１４年商法改正

２番目に、租税の話の前に、会社法がどうい

うふうに対応しているかということです。平成

１４年の商法改正で、それまで商法典に置かれて

いた計算関係規定が省令に委任されることにな

りましたので、これによって計算関係規定のよ

り機動的な制定・改変が可能になり、会計基準

の改正等に弾力的に対応できることになりまし

た。このため、証券取引法の会計と商法の会計

の整合性が高まるということになりました。

�２ 平成１７年会社法の制定と会社計算規則

続いて、平成１７年に会社法が制定されました。

その制定前には、会社を含む商人一般に対して

商法３２条２項が「商業帳簿ノ作成ニ関スル規定

ノ解釈ニ付テハ公正ナル会計慣行ヲ斟酌スベ

シ」と定めておりましたが、そこで言う規定と

いうのに商法３２条１項も含まれると解されてお

り、会計処理全般について公正な会計慣行の斟

酌が要求されると考えられておりました。

会社法でどうなったかと申しますと、会計処

理について「一般に公正妥当と認められる企業

会計の慣行」に従うべきであることを定める規

定が設けられましたが、これは従来の規定と同

じ意味であると解されております。また、会社

法を受けた会社計算規則３条もその用語の解釈

及び規定の適用に関して「一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準その他の企業会計の慣

行を斟酌しなければならない」としております。

�３ 中小企業の会計に関する指針

３番目ですが、中間報告８頁「中小企業の会

計に関する指針」です。これは先ほど品川先生

からもご紹介があったとおり、企業会計基準は

元来、金融商品取引法に基づく財務諸表等の作

成の基準ですが、原則として会社法に言う「一

般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」に

当たるものと解されています。このため、利害

関係者の範囲が限定されており、規模も小さい

中小企業の従うべき規範としては必ずしも適当

でないという面がございました。

こういうようなことは従来から言われていた

のですが、最近では平成１４年の商法改正の際に、

ここに書いたような附帯決議がございまして、

それを受けて、いろいろな団体が会計基準に関

する報告書を出し、それが統合される形で中小

企業の会計に関する指針というものが作成され

たという経緯がございます。以上が会社法につ

いてです。

３．法人税法の対応

�１ 課税所得算定の基本原則（租税政策の基本

原則）

続いて「法人税法の対応」というところに入

りたいと思います。法人税法が、そもそもコン

バージェンスとか、そういう話を抜きに、それ

以前にどういうふうな原理で企業会計との関係

を考えていたかということをちょっと復習させ

ていただきます。まず�１「課税所得算定の基本
原則」というところですが、法人税法はその課

税標準を「所得の金額」と定めた上で、所得の

金額の具体的内容を、益金から損金を控除した

金額と定めております。この場合の「所得」と

いうのは、一般的に包括的所得概念に基づくと

解されているようです。

また、法人税法２２条２項が益金の額に算入す

べき金額として「無償による資産の譲渡、又は
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役務の提供」から収益が生じることを定めてお

りますが、これはここに引用した判例のような

趣旨であると考えられております。ただし、課

税所得の算定上、租税政策その他の理由から「別

段の定め」というものによって修正が加えられ

ております。

そこで、どういうような租税原則、又は租税

政策が考慮されているかというと、まず公平の

原則というのがございます。次のページですが

（中間報告９頁）、それから中立、簡素という

ことが挙がっております。これは非常に抽象的

なので、具体的にどうかということはここでは

述べてはおりませんが、そういうものがあると

いうことです。そのほかに経済政策、社会政策

の目的のために租税が利用されることがあり、

法人税法も利用されることがございます。それ

から、法人段階の課税と株主段階の課税の調整

というようなことも考えなくてはいけないとい

うようなことになっております。

�２ 確定決算基準の意義と機能

�２の「確定決算基準の意義と機能」というと
ころです。法人の課税所得算定においては、そ

の期に企業が稼得した利益の額を基礎とすると

いう基本的な考え方に加えて、減価償却費や引

当金の繰入などの企業の内部取引について恣意

性を排除する必要があることなどから、株主総

会において報告・承認された商法上の確定決算

を基本とするという、いわゆる確定決算主義が

とられています。

その内容について、３点が挙がっております。

これは後ほど坂本先生が詳しくお話しくださる

と思いますので、簡単に述べたいと思いますが、

�についてはただの手続的な規定という見方も
あるのですが、�と併せて見た場合には、課税
所得が企業利益に基礎を置いて算出される以上、

企業の採用する会計方法が不適正なものでない

限り、企業利益を課税所得の基礎とすることが

適当だとの考えに立脚するものといわれており

ます。

�についても、だいぶ前のものですが、税制

調査会の見解が引用されており、こういうよう

な理解がされております（中間報告１０頁）。読

みますと、「税法において課税所得は、納税者

たる企業が継続して適用する健全な会計慣行に

よって計算する旨の基本規定を設けるとともに、

税法においては、企業会計に関する計算原理規

定は除外して、必要最小限度の税法独自の計算

原理を規定することが適当である」と書いてあ

るわけです。

�は、企業の判断によって左右される内部取
引等に係る意思決定というのを確定決算に求め

るという考え方です。これによって計算の真実

性ないし客観性を担保し、もって課税の安定な

いし法的安定性を得ることができるという趣旨

で設けられており、それが損金経理であるとい

われております。

ということですが、最近の税制改正でどうな

ったかということについては吉村先生にお願い

いたします。

�３ 最近の税制改正の動向

〔基本的方向〕

（吉村） それでは残りの部分につきましては、

私、吉村よりご報告申し上げます。

�３「最近の税制改正の動向」といたしまして、
本報告書では平成１０年度改正以降を取り上げて、

分析の対象としております。このような限定を

加えましたのは、確定決算基準に基づいて商

法・企業会計原則と結びついていた法人税の位

置づけというものが、これらの改正によって変

化してきたと考えるからです。

この変化を基礎づけましたのが、平成８年に

出されました法人課税小委員会の報告書であろ

うと思います。その報告書におきましては、中

間報告１０頁の後半から、かなり丁寧に取り上げ

ておりますが、「課税ベースを拡大しつつ税率

を引き下げる」ということが、わが国の法人税

にとって必要であるということを基本的な方向

として打ち出しております。その上で、企業業

績を実態に応じて的確に把握し、課税すること
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が重要だということを強調したわけです。

ページをめくっていただきたいのですが、１１

頁の最初になります。当然、このように法人税

独自の立場から課税ベースの拡大ということが

目的とされますと、企業会計原則、或いは商法

との関係が問題となってきます。その際に強調

されましたのが、法人税法固有の目的と商法・

企業会計原則が有している目的・機能との違い

ということになってきます。その上で、中間報

告１１頁の頭に引用しておりますように、「法人

税の課税所得は、今後とも、商法・企業会計原

則にのっとった会計処理に基づいて算定するこ

とを基本としつつも、適正な課税を行う観点か

ら、必要に応じ、商法・企業会計原則における

会計処理と異なった取り扱いとすることが適切

と考える」と結論づけたわけです。

この言い回しからわかりますように、必ずし

も確定決算基準というものを完全に放棄すると

いうことを述べたものではないのですけれども、

法人税固有の観点から改正を行っていくのだと

いう、両面をにらむような方向が打ち出された

ということになります。

ですので、平成１０年度税制改正以降におきま

しても、会計基準のコンバージェンス等の変化

に対応いたしまして、申告段階での調整項目を

少なくするための税制改正がたびたび行われて

おります。しかしながら、法人税固有の目的と

いうものに基づいた改正ということも行われて

おりますので、企業会計と税務会計との乖離を

志向する改正と、調和を志向する会計が混在し

たものとなっております。

〔企業会計からの乖離〕

では、個別に税制改正の具体的内容を見てい

きたいと思います。まずは企業会計からの乖離

を志向する改正です。こちらは平成１０年度税制

改正におきまして、先ほど確認したところの「課

税ベースを拡大しつつ税率を引き下げる」とい

う方向に基づきまして、各種引当金の縮減・廃

止ということが進められております。また、法

人税法固有の目的として、客観的な所得算定と

いうことを重視するといった観点から、従来、

企業会計上認められていた選択的な会計処理を

法人税法上廃止するといった改正も行われてお

ります。

また、中間報告１２頁、�です。平成１３年度税
制改正におきましては、企業の競争力を確保し、

企業の活力発揮のための組織再編というものを

税制上阻害しないといった目的から、組織再編

税制の整備が行われております。この際には、

今申し上げましたような組織再編を阻害しない

という目的から、税法上独自の適格要件という

ものが定義されまして、併せて課税繰延の際の

取り扱いに関する細かな規定も設けられており

ます。

この文脈でとらえられるものとして、平成１４

年度税制改正による連結納税制度の導入が挙げ

られると思います。これは税制が組織再編を阻

害しないといったことと符合しているわけです

が、企業のグループ経営が進展する中で、その

グループ経営の実態をとらえて法人税法の仕組

みを用意していくということになります。

このように、組織再編税制や連結納税制度に

よって、税法固有の要件や処理が積極的に導入

された結果、企業会計上の処理との乖離という

ものが大きくなっていくことになります。これ

に合わせて幾つかの微調整も行われております

が、ここでは説明は省略します。

�ですが、平成１８年度税制改正におきまして
は、会社法の制定が行われたことに対応いたし
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まして、幾つかの税制改正が行われております。

例えば資本の部を整備し、或いは役員給与の損

金算入のあり方について、税法固有の観点から、

これを整理するといったことが行われておりま

す。また、ストック・オプションの税務上の処

理についても、併せて費用計上の特例を設ける

ことが行われております。

また、企業会計上の処理との乖離として位置

づけてよいものか、難しいところもあるのです

が、平成１９年度税制改正におきまして、減価償

却制度の抜本的な見直しが行われております

（中間報告１３頁）。これは後に言及しますよう

に損金経理要件を課した上での改正ということ

ですので、乖離として明確に位置づけられるか

というと疑問を持たれる方もいらっしゃるかも

しれませんけれども、ここで取り上げましたよ

うに、いわゆる２５０％定率法のように、従来考

えられていた会計上の処理とは異なった減価償

却制度を取り入れております。

〔企業会計との調和〕

ハは「企業会計との調和」を志向する改正と

いうことになります。こちらは平成１２年度税制

改正におきまして、いわゆる金融商品に関する

会計基準が導入されたことにより、売買目的有

価証券の時価課税というものが導入されており

ます。

また、平成１９年度税制改正におきましては、

いわゆるリース会計の公表に伴いまして、リー

スの取り扱いを変更したり、また、棚卸資産の

評価に関する会計基準の中におきまして、ト

レーディング目的で保有する棚卸資産の時価評

価ということが行われるようになりましたので、

これに対応して時価課税の中に取り込むといっ

た改正が行われております。繰延資産について

も、細かな修正が行われています。

�ですが、先ほど指摘いたしましたように、
法人税法としては客観的な所得算定を強調する

ということで、会計処理上の選択を認めること

を嫌うというのがあったわけですが、こちらに

示しております工事契約に関する会計基準によ

りまして、その選択、その恣意が抑制される、

排除されるといったことが打ち出されましたこ

とから、会計基準との整合性に配慮した税制改

正が行われております。

４．コンバージェンスに対する法人税
法の方向性

�１ 企業会計との基本的関係

このような税制改正の動向、また、そのほか

の商法や会計基準の動き、コンバージェンスの

進行というものを受けました法人税法の今後の

方向性といたしましては、中間報告１４頁以下で

検討しております。

まずは企業会計との基本的関係ということで

すが、１５ページに示しておりますのは、法人税

法中に設けられております課税所得算定のため

の規定がどのようにグループ分けできるのかと

いうことです。こちらは確認ということになり

ますので、説明は割愛いたします。

�２ 確定決算基準

１４頁は確定決算基準です。今までご説明申し

上げましたように、会計基準におきましてはコ

ンバージェンスが進行し、法人税法におきまし

ては法人税法固有の観点から税制改正が進めら

れるといったことになってきますと、企業会計

と法人税法との距離が大きくなる局面も増えて

くるわけです。

このように両者の差異が大きくなりますと、

従来であれば認められた会計処理に基づく税法

上の取り扱いが廃止され、その結果として税負

担が増大するといった事態が起きてきます。或

いは従来から利用されていた税法上有利な会計

処理を継続し、その結果として企業会計のルー

ルに従来よりも大きな負担をかける、いわゆる

逆基準性の問題が大きくなるといった指摘も存

在するところです。

こちらの確定決算基準の方向性につきまして

は、坂本先生から後ほどまた詳しく議論があり

ますので、ここではこの程度にして、各論に議

論を進めたいと思います。
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�３ 個別問題

〔収益認識〕

個別問題の論点として、収益認識、及び利益

概念について取り上げております。国際会計基

準におきましては、現時点では、収益をいつの

時点で認識するかという点につきましては、物

品の所有に伴う重要なリスク及び経済価値が買

い手に移転したこと、すなわち所有に伴うリス

ク、価値の移転ということに注目して、収益認

識を行うということがうたわれております。そ

のため、現在の実現主義を中心といたします企

業会計上の処理と、あまり差異はないのではな

いかと考えられます。

税務会計におきまして、収益認識基準といい

ますものは、法人税法２２条４項を通じまして、

公正処理基準を利用して収益認識を行うのだ、

収益認識の時点を決定するのだということにな

っておりますから、この議論だけをとらえます

と、法人税法にはあまり大きな影響を与えない

ように思われます（中間報告１５頁）。

しかしながら、２００８年１２月に IASBと FASB

との共同プロジェクトの下に、「顧客との契約

における収益認識に関する予備的見解」という

ものが出されております。また、これを受けた

論点整理がASBJ から９月８日に出されていま

す。こちらの予備的見解で打ち出されている方

向性としましては、従来の実現・稼得モデルか

ら離れて、資産・負債モデルに基づいて収益認

識を行うのだということになっております。す

なわち、顧客との契約における企業の正味ポジ

ションを議論の出発点としています。契約に基

づいて権利と負債が発生するわけですが、それ

をそれぞれ評価して、その正味のポジションの

増加がいつの時点で生じるのかといった観点か

ら収益認識の時点を決するという枠組みになっ

ているのです。

これがどのような方向で具体化されるのか、

特にわが国がどのような形でそれを取り入れて

いくのかということは、まだ議論の固まってい

ないところであると思うのですけれども、従来

の実現・稼得アプローチから資産・負債アプ

ローチに収益認識モデルを転換していくときに、

法人税法がそれをどのように受け止めるのかは

大きな課題になると思います。この点は今後議

論を深めていくべきところかと思います。

〔時価（公正価値）評価に伴う利得〕

また、これは、時価評価に伴う利得、いわゆ

る包括利益との関係をどうとらえるかという問

題とも関連しているかと思います（中間報告１６

頁）。国際会計基準、或いはそれを受けました

わが国の会計基準におきましては、先に指摘が

ありましたように、時価評価の対象というもの

が拡大されております。そして、時価（公正価

値）評価による利益が貸借対照表上、包括利益

として直接計上されるといったことがあるわけ

ですが、法人税法におきましては、評価益とい

うものは特定の場合を除きまして、原則として

益金の額に算入しないことになっております。

その上で、先ほど申し上げましたような平成１２

年度税制改正及び平成１９年度税制改正によりま

して、売買目的有価証券及び短期売買商品につ

いては、例外的に時価評価損益を課税の対象に

するといった仕組みになっているわけです。

従って、こちらの会計基準の動向のように、

保有している資産、とりわけ金融資産について

時価評価の対象を増大し、それを財務諸表に反

映させるといった方向性と、法人税法の評価益

に対する消極的な姿勢とが、どのように調整さ

れていくかというのが今後の問題となるわけで

す。この報告書の中におきましては、やはり課

税の確実性ということは重視されるべきである

といったことを指摘しております。

〔引当金・繰延資産〕

次に引当金・繰延資産です（中間報告１７頁）。

引当金につきましても、９月８日にASBJ から

論点の整理が出されましたが、法人税との関係

ということになりますと、平成１０年度改正によ

って大幅な引当金の整理がなされたことに見ら

れるように、債務確定主義の徹底という方向性

が一貫して進められております。そのため、現
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行法において認められているのは貸倒引当金と

返品調整引当金にすぎないといった状況にある

わけです。

この点、先ほど触れました法人課税小委員会

報告書にありましたように、それぞれ機能が違

うのだということを前提とすれば、このような

違いにも合理性があるといった意見もあります。

しかしながら、わが国におきましては欠損金の

繰戻還付、或いは繰越期間といったものが他の

先進諸国に比べて相対的に制限されているとも

評価できる状況がありますので、将来の事業リ

スクといったものを現時点で把握する企業会計

処理を、税務会計においても取り込む必要があ

るのではないかとの意見もあるところです。

また、繰延資産につきましては（中間報告１８

頁）、かいつまんで説明いたしますと、最後に

指摘いたしましたように、企業会計に準拠した

繰延資産のほかに、法人税法固有のその他の繰

延資産というものが存在しております。このそ

の他の繰延資産の外縁が曖昧であるという認識

を前提として、課税の客観性を図るために、取

り扱いの明確化を図るべきとの意見がありまし

た。

〔減価償却制度〕

次の論点は固定資産です。固定資産につきま

しては、損金経理要件との関係が正面から問題

になるところであろうと思います。まずは減価

償却制度ですが、こちらは先ほど申し上げまし

たように、平成１９年度税制改正におきまして、

非常に政策的色彩の強い償却限度額の計算方法

が認められるようになりました。

この意図された政策効果というものを重視し

た場合におきましては、損金経理要件を課して

いることによって、その政策効果が十分に実現

できないのではないか、すなわち損金経理要件

を廃止すべきではないかといった意見があると

ころです。また、これに対しまして、損金経理

要件によって内部取引の信頼性・客観性が維持

されているのだといった指摘もかねてからある

ところです（中間報告１９頁）。

〔減損処理〕

次に減損処理です。会計基準の方向性といた

しましては、投資家への情報提供といった観点

を強調して、資産の公正価値というものを財務

情報として提供するとの方向が打ち出されてお

ります。これに対しまして法人税法上は、評価

益と同じように、評価損も原則として損金算入

を認めないということになっております。

この趣旨と申しますのは、もちろん法人税法

上、実現主義が原則とされている、課税の確実

性を要求しているということがあるわけですし、

また、先ほど申し上げましたように評価益の益

金算入を認めていない状況がありますので、い

ったん評価損を計上した後に、その資産価値が

回復した場合、その回復した部分に対して課税

をする途が現時点では存在していないという状

況があるわけです。従ってこの問題、すなわち

資産価値が回復した場合に、それを課税上どの

ように扱うかといった点が解決しない限り、評

価損の議論というのは、現状のレベルよりも進

めることは難しいのではないかといった意見が

ございます。

〔企業会計基準〕

次に企業組織再編成に関する問題です。この

点は会計基準の動向として、共同支配企業の形

成及び共通支配下の取引以外の企業結合につき

ましては、すべてパーチェス法による処理に統

一されたという動きがあります。また、最近の

議論として、のれんの償却が論点になっている

状況があります（中間報告２１頁）。

〔持分プーリング法の廃止〕

このそれぞれについての分析ですが、持分

プーリング法が廃止され、パーチェス法の処理

に統一されたということにつきましては、法人

税法上は既に平成１３年度税制改正におきまして、

独自の組織再編税制というものを整備している

ところです。そのため、このようにパーチェス

法の適用範囲の拡大によって、税制上の対応が

直接必要になるということはないのだろうと考

えられます。
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しかしながら、このことによって、企業再編

税制上の適格要件とされた場合の「帳簿価額の

引継ぎ」と、パーチェス法における「時価評価」

の両者の乖離ということが決定的になり、それ

が問題になる場面というのが今後ますます拡大

していくことになるわけですから、この処理を

どのように行っていくかという問題が出るのだ

ろうと思います（中間報告２１頁）。

〔のれんの償却〕

のれんの償却につきましては、まだ議論が進

行中というところもありますが、のれんの範囲

と、のれんの償却方法ということが論点になる

のだろうと思います。

法人税法におきましては、平成１８年度税制改

正におきまして、非適格組織再編、又は営業譲

受けの場合における資産又は負債の調整勘定が

制度として創設されております（中間報告２１

頁）。これは一面では企業会計上の処理と平仄

をそろえるという意味も持っているところです

が、この際に考慮される負債の範囲というのは、

現在のところは退職給付負債及び短期重要負債

というものが念頭に置かれているのみですので、

今後、企業会計上（組織再編時に）認識される

べき負債との乖離が大きくなっていく際には、

その調整を進める必要があるのではないかとい

うことを考えております。

また、のれんの償却ということですが、会計

処理におきまして、のれんの償却というものが

否定され、代わりに減損によって処理をしてい

くということになったといたしましても、税法

上はやはり税務計算の確実性・客観性を確保す

る必要性がありますので、現状のように一定期

間を区切った上での均等償却とする方法が望ま

しいのではないかと考えられます。

以上、飛ばし、飛ばしになってしまいました

けれども、中間報告書のご報告ということにな

ります。

（岩�） ありがとうございました。ただ今ご

報告がありましたように、企業会計や法人税法

は、これまで国際会計基準をにらんで、何回も

改正を加えてきたわけですが、それでもなお調

整がついていない問題点があるというご指摘が

最後にあったところです。特にその調整がまだ

ついていない問題点のうち、主要なものにつき

まして、これから会計学の観点から検討を加え

ていただきたいと思います。

まず、法人税法上の確定決算主義というのが

国際会計基準の下でも機能し続けることができ

るのかどうかという問題点につきまして、立教

大学経済学部准教授の坂本雅士先生からご報告

をお願いいたします。

はじめに

（坂本） 立教大学の坂本でございます。この

たびは報告の機会を与えていただき、ありがと

うございます。

私に与えられたテーマは「確定決算主義」で

す。国際財務報告基準（IFRS）への税務上の

対応を確定決算主義の視点から論ずることが私

に求められている役割だと認識しております。

各論

�．確定決算主義
立教大学経済学部准教授

坂本 雅士
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１．報告の目的

「報告の目的」はこの２点となります（資料

１）。

まず、主要国における会計と税務の関係、

IFRSへの対応を整理いたします。日本の確定

決算主義と同様な課税所得の計算構造を有する

ドイツやフランスにおける IFRS への対応は、

今後のわが国の会計と税務の関係を考える上で

も有益な示唆を与え得ると言えます。

次に、日本の会計制度の現状を確認いたしま

す。本年６月には金融庁企業会計審議会・企画

調整部会から IFRS の取り扱いについて「中間

報告」が公表されました。中間報告を整理し、

関連諸法制へのインパクトをはじめ IFRS 導入

の影響について考えてみます。

以上、２つの視点からの検討を通して、最後

に確定決算主義に係る論点を明らかにしたいと

思います。

２．確定決算主義の意義

まず、今回の報告テーマである確定決算主義

について、その意義と採用論拠を確認しておき

ます（資料２）。

確定決算主義については、法人税法７４条１項

の規定、すなわち、「確定した決算に基づき…

申告書を提出しなければならない。」という条

文がしばしば引き合いに出されます。それに対

して、同項は申告の仕方に関する手続き的な規

定にすぎないという批判もあります。

確定決算主義にはさまざまな捉え方があるわ

けですが、本報告では、いわゆる確定決算主義

を広い意味での課税所得の算定方法と位置づけ

て、その内容として次の３点を挙げることとし

ます。

まず、課税所得計算において損金経理等を要

件とすることです。２点目として、「別段の定

め」がない場合には公正処理基準に従い計算す

ることです。３点目として、確定した決算に基

づいて課税所得を計算し、申告することです。

３．確定決算主義の論拠

次に確定決算主義の採用の論拠ですが、ここ

では代表的なものを幾つか挙げておきます（資

料３）。

最も大きな理由は、税務行政の便宜のためで

す。企業利益を基礎として、それに税法上必要

資料２
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な修正を行うということは、税法においても必

要な部分修正事項だけを規定すれば良いという

ことになり、課税の簡便性ないし便宜性が得ら

れることとなります。その他にも、「企業の意

思を尊重する」といった点や、「企業の恣意的

な計算を抑制する」ことなどが挙げられます。

４．諸外国の課税所得計算における確
定決算主義的視点

〔イギリス〕

ところで、今確認しました確定決算主義です

が、このような視点は諸外国においても存在し

ています（資料４）。

まずイギリスです。時間の関係もございます

ので、細かい説明は省略させていただきますが、

財政法（Finance Act）には「課税所得は、一

般に公正妥当と認められた会計実務（UK

GAAP）に基づく会計を基礎に計算しなければ

ならない」と謳われています。これはわが国の

公正処理基準の規定に相当すると考えることも

可能です。ただし、損金経理要件はありません。

〔アメリカ〕

アメリカにも同様な視点は存在しています。

イギリス同様、会計と税務が分離している、い

わゆるセパレートシステムの代表的な国のよう

に思われていますが、アメリカの内国歳入法

（IRC）には、「会計方法の総則」として、課

税所得計算の企業会計への準拠性が謳われてい

ます。これはBook Conformity Requirement

と呼ばれています。この場合のBook とは帳簿

を意味し、会計帳簿と納税申告書とで用いられ

ている会計方法が一致することを要請していま

す。

また、極めて限定的ではありますが、アメリ

カにも損金経理要件が存在しています。よく知

られている後入先出法（LIFO）です。これは

LIFO Conformity Requirement と呼ばれてい

ます。

〔ドイツ〕

慣習法系の国が続きましたから、ここで成文

法系の国も取り上げたいと思います（資料５）。

例えばドイツですが、ご存じのとおり基準性原

則がございます。基準性原則により、商法

（HGB）上の計算に含められた項目及び金額

が、課税所得計算においても適用されます。商

法における会計規制が税務に対して優位に立っ

ており、商法と税法が密接に結びついているこ

資料３
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とが確認できます。

〔フランス〕

同様の状況にあるのがフランスです。商法典

（Code du Commerce）が概括的な会計規定を

定めるにとどまっており、会計実務への適用指

針となっているのが、この条文にもありますプ

ラン・コンタブル・ジェネラル（PCG）です。

租税一般法（CGI）においても PCGの規定を

重んじなければいけない旨が謳われており、商

法と税法における会計規制が PCGによって共

通的に規制されています。

〔主要国のまとめ〕

以上、主要国における会計と税務の関係につ

いて概観しました。そこから次のことが明らか

になります（資料６）。

まず、法人所得課税の根底には、企業会計に

基づくという自然な前提が存在していることが

確認できます。どこの国にも日本の確定決算主

義と同様な視点を見出すことができるわけです

が、所得を課税ベースとしている限り、これは

当然のことかもしれません。

また、税務に関係する会計が直接には商法（会

社法）であることに着目して両者の関係を考え

た場合、ドイツやフランスのように商法と税法

が密接に結びついている国と、アメリカやイギ

リスのように結びつきが弱い国とに分類するこ

とができるかと思います。

ここで結論を先取りしますと、どちらの類型

に属するかにより、IFRS への対応にも相違が

見られます。この点について連結財務諸表と個

別財務諸表、いわゆる連単財務諸表の関係とい

う視点から確認していきます。

５．IFRS導入と連単財務諸表の関係

〔イギリス〕

まず、こちらがイギリスです。

会計基準の適用関係は資料７のようになって

います。イギリスには大まかに３つの会計基準

が存在しています。IFRS、自国の基準である

FRS、中小企業向けの基準であるFRSSEです。

また、市場も大まかに３つ存在しています。EU

の規制対象となるロンドン証券取引所、新興企

業を対象としたAIM、小規模企業を対象とし

た PLUSです。

ロンドン証券取引所とAIMについてですが、

連結財務諸表は IFRS によって作成されます。

EUの規制対象はロンドン証券取引所のみです

が、AIMは２００７年以降、自主規制により IFRS

を強制適用しています。それに対して個別財務

諸表は IFRS と FRSの選択適用となっていま

す。両者は近年のコンバージェンスによって、

その差異は小さいものの２つの会計基準が存在

することとなります。従って、課税所得につい

ても IFRS をベースとする課税所得とFRSを

ベースとする課税所得の２つが存在することと

なります。この点は興味深い事実ではあります

が、課税の公平の観点からは問題だと言えます。

続きまして、PLUSと非上場企業についてで
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すが、ご覧いただきましたとおり、IFRS、FRS、

FRSSE の３つが存在しており、企業規模に応

じて会計基準が重層化しています。

〔ドイツ〕

次に、ドイツの会計基準の適用関係です（資

料８）。ドイツの会計基準には IFRS と、商法

の計算規定であるHGBがあります。上場企業

の連結財務諸表は IFRS により作成されます。

それに対して個別財務諸表はHGBで作成され

ます。個別財務諸表は配当や課税所得計算の基

礎として位置づけられており、IFRS を用いる

ことは不適切であるという考えによります。な

お、個別財務諸表を IFRS で公表することも可

能ですが、その場合でもHGBによる作成は必

須となっています。

非上場企業ですが、連結財務諸表には IFRS

と HGBの選択適用が認められています。この

理由は、たとえ非上場企業であっても国際的な

活動をしている場合には、IFRSに準拠した連

結財務諸表を作成した方が有利なケースが想定

されるからです。個別財務諸表の取り扱いは、

上場企業と同じです。結果として、個別財務諸

表と連結財務諸表とで用いられる会計基準が異

なり、いわゆる「連単分離」になっています。

しかし、連単分離とは言っても、IFRS の影

響が個別財務諸表へ及んでいないわけではあり

ません。ドイツではHGBと IFRS のコンバー

ジェンスの観点から、BilMoG（貸借対照表法

現代化法）が検討されました。これはHGBを

IFRS に近づけるという形での改正ですが、同

時に中小企業への規制緩和を盛り込んでいます。

〔フランス〕

最後に、フランスの会計基準の適用関係です

（資料９）。フランスの会計基準には IFRS と

PCGの２つがあります。また、資本市場とし

てはEURONEXTが国際資本市場として存在

しています。さらに、規模は極めて小さいもの

の、国内資本市場として性格づけることができ

るマルシェ・リブレ、マルシェ・アルターネク

ストという市場も存在しています。

連単財務諸表の関係を確認いたしますと、

EURONEXTへ上場している企業の連結財務

諸表は IFRS に準拠して作成されます。その他

の市場に上場している企業や非上場企業につい

ては、IFRS と PCGの選択適用となっていま

す。個別財務諸表は PCGで作成され、やはり

連単分離となっています。これは配当や課税所

得計算との関係、あるいは中小企業に対する影

響からで、基本的にドイツと同じ理由です。

ただし、連単分離とは言っても、PCGを徐々

に IFRS へ近づける形での改正が近年行われて

おり、IFRSの影響は個別財務諸表へも及んで

いるといえます。

〔IFRSへの対応のまとめ〕

ここまでの報告を整理いたしますと、商法な

いし会社法と税法との結びつきの程度によって、

IFRSへの対応も相違していることが確認でき

ます。商法と税法との結びつきが強いほど、個
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別財務諸表を配当や課税ベースを把握する手段

として機能させる傾向が強まります。ドイツや

フランスでは IFRS の影響を個別財務諸表へ及

ぼさないために連単分離という対応がなされた

と考えられます。反対に、商法と税法の結びつ

きが希薄であればあるほど、個別財務諸表には

そのような機能を期待しなくなります。従って、

個別財務諸表を IFRS で作成することも可能に

なるのではないかと感じています。

６．日本における会計制度の現状

次に、日本における会計制度の現状について

確認していきます（資料１０）。

わが国では、しばしばトライアングル体制と

呼ばれてきたように、金融商品取引法、会社法、

税法が密接な関係を維持してきました。それが

最近では、金商法会計では会計基準の国際化が、

IFRSへのコンバージェンス、或いはアドプシ

ョンといった形で急速に展開し、本年６月には

中間報告が公表されています。また、会社法会

計は金商法会計への依存度を高めています。こ

れは会社法第４３１条の立法趣旨からも明らかで

す。

それでは、税法がどのように対応しているか

というと、会計基準の変化に対して個別に対応

している状況だと言えます。

IFRSに対する税務上の対応を検討するに当

たっては、まず IFRS をどのような形でアドプ

ションするのかを確認しておく必要があります。

７．企業会計審議会「中間報告」の骨
子

資料１１が中間報告の骨子です。中間報告では

２０１０年３月期からの任意適用を謳っています。

なお、任意適用時には、個別財務諸表には IFRS

を適用しません。この場合の連単財務諸表の関

係は、次のようになります。

上場企業の連結財務諸表は IFRS、又は日本

基準（J－GAAP）のいずれかで作成されるこ

ととなります。従って、連結財務諸表を IFRS

で作成した場合には連単分離となります。

次に強制適用については、その是非の判断時

期は２０１２年を目途とすることが考えられるが前

後し得る、とされています。なお、個別財務諸

表の取り扱いは、「幅広い見地から検討を行う

必要がある」と述べるに留まり、現段階におけ

る明言を避けています。

８．IFRSと連単財務諸表の関係－検
討の視座－

今後 IFRS をどのような形でアドプションす

るかにより、税務上の対応も変わってくるわけ

ですが、これは個別財務諸表へ IFRS の影響が

どの程度及ぶかという問題でもあります。連単

財務諸表の関係をどのように考えるかというこ

とは、税というよりは、むしろ会計領域におけ

る IFRS への対応とも言えますが、その際の検

討の視座を幾つか挙げてみました（資料１２）。
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まず、関連商法制へのインパクトを小さくす

ることに配慮すべきです。税の視点から言いま

すと、税務上の対応を考える前に税務への影響

を小さくする選択肢にはどのようなものがある

かということになります。

次に、IFRS はその対象として上場企業が想

定されており、いわば大企業の問題です。そし

て、その裏には圧倒的多数を占める中小企業の

会計をどうするのかという問題が潜んでいます。

この２つの視座を持つことが大切だと言えるで

しょう。

なお、日本の方向性としては、中間報告では

連結先行をうたっています。これは一時的に連

単分離するものの、その後、連単一致すること

を想定していると考えられます。しかし、今後

日本が IFRS を強制適用するかどうかの判断次

第で、また、現在 IASBと FASBが進めてい

るMoUの状況次第で連単分離となる可能性も

考えられます。

個別財務諸表への影響という点から考えてみ

ると、連結先行の場合は確実に、そして連単分

離となった場合でも既にコンバージェンスが進

んでいますから、個別財務諸表への IFRS の影

響は避けられないと言えます。

９．IFRS導入と確定決算主義－まと
め－

以上の報告から、最後に IFRS 導入に係る確

定決算主義の論点をまとめてみました（資料１３）。

まず、総論としてですが、確定決算主義に係る

議論は維持か廃止かという二者択一の問題では

なくて、どこをどの程度緩和させるかという、

あくまで程度の問題だと言えます。これは諸外

国においても確定決算主義と同様な視点は存在

しており、それをベースとして IFRS への対応

が採られていることからも明らかです。

２点目として、日本のように連結財務諸表も

個別財務諸表も同一の会計基準で作成され、か

つ会社法が金商法に依存している国では、IFRS

は直接的に会計と税との関係に影響を与えます。

この場合、非上場企業への影響をどのように排

除するかが問題となります。会社法では「公正

妥当な企業会計の慣行」は企業規模によって異

なり得ると一般に解されています。従って、今

後はイギリスのような会計基準の重層化の可能

性も考えられるのではないでしょうか。もっと

も、その場合には課税の公平性をいかに確保す

るかといった問題も生ずるかと思います。

３点目として、具体的な確定決算主義の内容

です。資料１３では「損金経理要件を中心に検討

すべき」と書きましたが、会社法と金商法が接

近していることに鑑みると、上場企業では確定

決算主義の「縛りの部分」である損金経理要件

を緩める方向での検討が今後必要になってくる

のではないかと感じています。

また、公正処理基準の規定については維持し

ていくべきだと考えています。比較法的考察か

らも明らかですが、法人所得課税の根底には企
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業会計に基づくという自然な前提が存在してい

るからです。ただし、今後は「別段の定め」を

整備していく必要があるかと思います。確定し

た決算に基づく申告も現状のままでもよいと考

えています。

最後になりますが４点目です。確定決算主義

にはさまざまな問題が混在しております。会計

と税との関係に変化がおこるたびに取り上げら

れる、古くて新しいテーマだとも言えます。会

計基準の国際化のみならず、税法独自の改正に

よって確定決算主義の理念が無視されていると

の批判もあります。コンバージェンス、或いは

アドプションの視点から確定決算主義を論ずる

場合には、問題点を混同させることなく、議論

していくべきです。

時間になりましたので、以上をもちまして私

の報告とさせていただきます。ありがとうござ

いました。

（岩�） ありがとうございました。主要国に

おきましても国際会計基準と国内会計基準が並

立しているという状況のご紹介がありました。

そのことから、日本においても必ずしも国際会

計基準一本に統一することだけが解ではないと

いうことがうかがわれるわけですが、逆に複数

の会計基準を用いることによってどういう問題

が外国において起きているのかということ、或

いは仮に日本の確定決算主義を若干調整した上

で今後も維持した場合、さらに日本の制度にお

いてどういう修正が必要になるかというような

問題があると思います。これらにつきましては

後ほどパネルディスカッションの場で取り上げ

させていただく予定です。

続きまして、現行の法人税法の取り扱いと、

時価主義が中心となっております国際会計基準

との間で生ずる問題の主要な論点として、減価

償却と減損会計の問題を取り上げさせていただ

きたいと思います。成蹊大学経済学部教授の成

道秀雄先生からご報告をお願いいたします。

はじめに

（成道） 成蹊大学の成道です。今日はこのよ

うな報告の機会を与えて頂き、誠にありがとう

ございます。私に与えられたテーマは減価償却

と減損損失です。

すなわち原価の配分と評価損ということで、

企業会計、法人税法の何れにおいても重要な論

点といえます。

各論

�．減価償却と減損会計
成蹊大学経済学部教授

成道 秀雄
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１．減価償却制度

�１ 沿革

最初に減価償却からお話しさせて頂きます。

減価償却制度は、もともと企業会計において発

達してきたものといえます。明治８年の第一国

立銀行の半期利益金割合報告には支店雑費の項

目中に営業戻し入れとして、減価償却費３，０００

円が計上されております。明治３６年の日本郵船

株式会社および大阪商船株式会社の訴訟事件を

契機として、税法上減価償却が船舶に対して容

認されるに至りましたが、全ての企業の固定資

産に対して減価償却が認められるようになった

のは大正７年の主税局長通達以後のことです。

会計制度上、減価償却が正式に公表されたのが

昭和２４年の「企業会計原則」であるので、減価

償却はまさに実務先行で認識されてきたといえ

ます。ちなみにアメリカでは１８４６年に、マサチ

ューセッツ州鉄道委員会は州内鉄道会社２６社か

ら年次報告書の提出を求め、そのなかで減価償

却費の計上を認めています。

昭和２４年の企業会計原則の公表以来、企業会

計と税法との調整が始まるわけです。「企業会

計原則の設定について」では、企業会計原則は、

将来において、税法が改正される場合において

尊重されなければならないものと述べられてい

ます。それ以降、企業会計と税法との調整の歴

史が始まります。その間に昭和２４年と昭和４１年

に企業会計と税法との調整意見書が公表されま

した。すなわち企業会計から税法への求愛が続

き、めでたくゴールインしたのです。しかし、

ご承知のように平成８年に政府税制調査会の法

人課税小委員会が「課税ベースの拡大と税率の

引き下げ」を提言し、それを受けての平成１０年

の税制改正から、企業会計と税法との関係が急

に気まずくなり、家庭内別居となってしまいま

した。平成１１年に金融商品会計基準が公表され、

それ以降、一連の新会計基準の公表と改訂が行

われていますが、法人税法ではそれを隠れ蓑と

して、いいとこ取りをしているという感は拭え

ません。税法からは家庭内別居といっても、財

布のひもはぎゅっと握っていたということでし

ょうか。平成２１年度の自民党の税制改正大綱に

おいても、依然として「課税ベースの拡大と税

率の引き下げ」を提言しており、政権が民主党

に移っても、税収逼迫は変わらないので、その

考え方は変わらないように思われます。そのよ

うな一連の税制改正のなかで、平成１９年と２０年

の減価償却関係の改正による課税ベースの縮小

は、まさに大盤振る舞いがなされました。

�２ わが国の現行制度

なぜそのような大盤振る舞いがなされたかと

いえば、国際化を背景にしての実業界の要請が

大きかったように思われます。政府税制調査会

が行った平成１９年１０月の調査で、各国の企業負

担率の比較（年金や医療など社会保険料（雇用

主負担分）を加え、政策減税分を差し引いて企

業の実質負担分の比較）をみると、自動車製造

業ではアメリカ２６．９％、日本３０．４％であり、エ

レクトロニクス製造業をみるとアメリカ２８．３％、

日本３３．３％であり、それぞれおおよそ日本の方

が５％高かったのであります。法人実効税率は

アメリカと日本では殆ど変わりませんが、アメ

リカの政策減税は１１兆円、日本の政策減税は１．１

兆円で、かなりの差がありました。

国際競争力を維持するために内部留保を厚く

し、かつ再投資を促進するため、実業界におい

ての減価償却制度の見直しは喫緊の課題となっ

てきたのです。このたびの減価償却制度の一連

の見直しのために、政府は３，０００社ほどの調査

を実施したとのことです。具体的には残存価額

のゼロベース、２５０％定率法の導入、償却区分

の簡素化、法定耐用年数の短縮が行われていま

す。

ところで、アメリカは加速度償却制度による

財政償却は１９５４年から実施されており、１５０％

や２００％の定率法は存在していましたが、わが

国のような２５０％定率法は存在していなかった

ので、この度の２５０％定率法の導入は、まさに

アメリカの財政償却と遜色がないともいえます。
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ということは、わが国の減価償却制度は、実質

的には財政償却といってもいいものとなってき

たといえましょう。繰り返しますが、わが国の

減価償却制度は、確定決算主義のもとに、いわ

ば会計制度をベースにして減価償却費を計上し

ていたのです。いくら頑張っても、経済的実質

に合った減価償却費の計上を要求することが精

一杯であったのです。それを超えて、アメリカ

の財政償却に匹敵するといっても過言でないよ

うな減価償却制度が出来上がったのです。もっ

とも、アメリカでは２００９年に、中小法人で一定

の要件を満たした石油製造会社においては、初

年度に取得原価の７５％の減価償却が認められる

ようになってはいます。

�３ 確定決算主義と逆基準性

このことは、先ほど坂本先生が報告された逆

基準性が更に進んでいくことを意味しているよ

うに思われます。税の恩恵は受けるけれども、

企業利益を圧迫していくわけで、それが更に逆

基準性の問題を大きくしていくことになるでし

ょう。ですから、今後、わが国において分離主

義の方向を検討せざるを得なくなってくるので

はないでしょうか。従前通り確定決算主義のな

かで消化して行くには限界が来ているようにも

思われます。

逆基準とならないように企業会計の方でしっ

かりやれといっても、税金を少なくすることは

取締役の重要な使命であって、余計な税金を納

める取締役は能力が問われてしまいますので、

そう簡単には解消しないでしょう。そこで、こ

の度の税制改正でアメリカの財政償却に近づい

たということであれば、企業会計では、まず適

正な減価償却をし、それを超えた逆基準による

分については利益準備金方式の特別償却を計上

させ、税務調整で申告調整による減算を認める

ということで、一応、折り合いを付けていくと

いうことではどうでしょうか。

もう一方で、大変赤字になってしまい、対与

信のために支障を来たすとか、あるいは税法上

の繰越欠損金が切り捨てられてしまうことから

減価償却費は過少に、あるいは計上したくない

という、逆基準のインセンティブが、過小の減

価償却費の計上に働くことがあります。そのよ

うな逆基準の解消には、繰越欠損金の控除期間

をできる限り長くすることが必要でしょう。も

っとも、欠損とならないように、あるいは繰越

欠損金の切捨てとならないように、減価償却費

を過少に計上することは、広い意味で租税回避

が行われているともいえますから、減価償却費

を不当に過少計上していると認められる場合に

は、法定耐用年数、法定償却方法による減価償

却費までの計上額を損金に算入するという条文

を加えることも、検討してよいように思われま

す。いわば、規則償却に近いものです。また、

かつてイギリスの海運企業において税法上、自

由償却を認めたことがありましたが、それは財

政償却の一環として行われたものではあります

が、分離主義をとって自由償却を認めるという

ことは、今後の検討課題とはなり得るかもして

ません。今後、ますます国際化の影響は大きく

なっていくでしょう。

２．減損会計

�１ 沿革

次に減損損失について報告させて頂きます。

バブル崩壊後、含み損をはき出すということで、

会計ビッグバンによる金融商品会計基準と減損

会計基準は時価評価のための重要な会計基準と

して登場してきたわけです。減損会計基準のは

じめに、減損損失のための明確な規定が今まで

存在していなかったと示されています。確かに

企業会計原則には土地という言葉はどこにもあ

りません。土地神話によって地価は上がるもの

と考えられていたのです。土地とか建物につい

て評価は考えられていなかったのです。しかし、

旧商法においては、「予測すること能わざる減

損が生じたるときは相当の減額を為すことを要

す」と定めてありました。また、監査基準の実

施基準と報告基準ですが、平成元年の改訂以前

においては、その拠りどころとして企業会計原
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則という固有名詞が使われていたのですが、改

訂によって削除され、公正妥当な会計基準とい

う言葉が使われるようになったのです。このこ

とは、国際化への対応と思われます。すなわち、

企業会計原則はもはや絶対的な基準ではなくて、

広く海外の高度な会計基準も取り込んで、公正

妥当な会計基準を考えていこうということにな

ったのです。それゆえ、減損会計基準が公表す

る以前においても、企業会計上減損損失を計上

できなかったわけではなかったのです。それで

も、減損会計基準が公表されて、それが制度上

明確になったということです。

一方、税法上は、ご承知のように個別事情の

下に評価損を認めているので、平成１４年に減損

会計基準が公表されたからといって、それに伴

っての税制改正は行われていません。減損会計

基準では、相当確実な程度に減損損失が認識さ

れた場合に、その計上を認めるとしています。

ということは、減損損失の存在の確認が条件で

ありますが、税法のように著しいとはしていま

せん。それゆえ、税法の方が減損損失の計上は

厳格であるといえるでしょう。ただし、税法で

は企業再生法等を適用された場合の評価損の計

上に対しては、著しいかどうかを問うていませ

ん。

�２ 企業会計と法人税法の減損損失

減損会計基準で若干気になった点があります。

ご承知の通り、減損損失を認識するに際しての

回収可能価額ですが、市場価格とキャッシュ・

フローの現在価値、すなわち使用価値との比較

で、その高い方まで認めますよとしているわけ

です。固定資産は使用を目的として保有してい

るのですから、やはり使用価値のキャッシュ・

フローの現在価値に重きを置くことになるでし

ょう。しかし、その場合に見積が大変困難であ

るということがいえます。この両者を比較する

ことになりますが、はたして、いつも売却する

ことを選択肢として事業を行っているとの仮定

は適切といえるのでしょうか。はたして、使用

価値より市場価格が高いから、売却しようと経

常的に考えているのでしょうか。もし売却する

となると、新に同種の資産を購入して稼働する

までの間のコストはどのように扱うのか。その

従業者の休業期間の給与はどうなるのか。中古

を購入するのか、新品を購入するのかと、全く

同じ規模で再稼働するのかという色々な要素を

考えなければならず、そうなると単純に市場価

格と比較することは非現実的です。負ののれん

を評価に伴なって議論されているような「短期

重要負債調整勘定」の中味のようなことが問題

となるでしょう。税法では通達で、時価につい

ては使用収益をされるものとして、その時に譲

渡される価額を時価としていますので、使用価

値を意識した時価を示しています。減損会計基

準において、両者を比較考量して評価額を決定

するといっても、当然その点には十分な配慮が

必要でしょう。

なお税法では使用価値という見積の世界を嫌

いますが、企業会計での使用価値と市場価格と

の何れか高い方までの減損損失の計上を認める

という処理は、税法からは、それらが認められ

たことを前提にしますと、使用価値が市場価格

より高い場合には、時価として市場価格を基準

に考えていますので、市場価格までの評価損の

計上ですから、特に課税上問題はありません。

すなわち市場価格より低く減損損失を計上する

ことはないからです。逆に市場価格が使用価値

よりも高い場合には市場価格までの減損損失に

なりますので、税法上、問題があるとは思えま

せん。何れにしても課税上弊害はないといえる

でしょう。

�３ 専用機械設備等の減損損失の計上の検討

税法において評価損益の計上を嫌うというこ

とは、未実現であるものは認めないという考え

方が基本にあるからです。しかし、たとえば汎

用性のない専用の機械設備において、使用して

いる間に価値が下がることはあっても、上がる

ということは、まずあり得ないのではないでし

ょうか。それゆえ、価値の低下の大きさに余り

関係なく、その減損損失を認めてよいようにも

― 243 ―



思えます。すなわち企業会計と税法で、その減

損損失の計上は同様に処理して構わないと思い

ます。それゆえ、その対象資産によって、減損

損失の計上は検討されるべきです。

３．税効果会計と財務諸表の比較可能
性

時間が迫ってきましたので、最後に減価償却

と減損損失で税効果会計との絡みでお話しさせ

て頂きます。ご承知の通り、わが国において税

効果会計基準が平成１０年に公表されました。そ

れ以前に国際会計基準やアメリカの会計基準に

は導入されていましたので、それに合わせてき

たことになります。先進諸国においては既に導

入済みであります。そして、減価償却費や減損

損失において、企業会計上と税法上で期間帰属

が異なれば、当然に税効果会計基準が適用され

ることになります。税効果会計基準は企業会計

に基づいて法人税等の税金の配分を適正に行う

ために適用されるのですが、業績の変動をさら

に増幅する傾向があります。すなわち利益が利

益を呼び、逆に損失が損失を呼ぶということで

す。それゆえ、減価償却と減損損失の処理手続

きで企業会計と税法が変わらないということで

あれば、その分について税効果会計の適用が少

ないでしょうが、逆に変わってきますと、税効

果会計の適用が大きくなります。そこで、国に

よって税効果会計の適用が異なれば、財務諸表

の比較可能性が随分と損なわれるのではないか

という懸念があるのです。この点において、実

業界からは、できる限り税効果会計の出番を少

なくするようにとの、すなわち便宜性の原則と

は別に、企業会計と税法を一致させるようにと

の要請が大きくなってくるのではないでしょう

か。減価償却費と減損損失は、その額が大きい

でしょうから、検討の余地は随分とあるように

思われます。

時間の都合上、この辺で報告を終わらせて頂

きます。

（岩�） ありがとうございました。以上で報

告を終わらせていただきます。

１．法人税法２２条４項とコンバージェ
ンス後の企業会計基準の関係

（岩�） それでは、これからパネルディスカ

ッションを開催させていただきます。たくさん

の質問票を頂戴致しました。まず報告者の方で

パネルディスカッションをして、その後ご質問

にお答えさせていただきたいと思います。

幾つかの論点に絞って、それぞれの先生方に

補充の意見を言っていただきたいと思います。

まず１番目の論点といたしまして、法人税法２２

条４項の公正処理基準とコンバージェンス後の

企業会計基準がどのような関係に立つかという

ことについて、最初に品川先生の方から起こり

得る問題を列挙していただいて、それに対する

解決の方向性をご示唆いただければありがたい

と思います。

�．パネルディスカッション
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〔公正処理基準とコンバージェンス後の会計基

準〕

（品川） それでは、先ほどのご報告にも若干

関連するわけですが、わが国の法人税法２２条４

項の今後の運命ですけれども、これはコンバー

ジェンスにしても、アドプションにしても、連

結先行なのか、或いは連単分離なのかというこ

とによって、かなり公正処理基準の内容や対応

の考え方が変わってくると思うのです。

連結先行で、いずれ単体がコンバージェンス

されていくということであれば、当然わが国の

会計処理基準はすべて国際化するわけです。そ

の国際化に対応して、法人税法がどのように対

応していくかは、特に税法上の課税所得計算の

簡便性とか確実性ということが問題になるわけ

です。IFRS と一言に言いましても、現在の

IFRSがどうなっているか、今後どのように変

わるのかということについては、恐らく２５０万

の会社の担当者のほんの一握りしか知っていな

いわけです。それらの財務諸表作成をリードす

る、ここに多くの方がご出席されている税理士

さんの皆さん方も、その IFRS が何であるかと

いうことについて明確に説明できる人は極めて

少ないと思われます。

そうであれば、結局、法人税法上の別段の定

めを多用させざるを得ないわけです。結果的に

は、税務貸借対照表的な考え方ですが、ある意

味ではそれでいいのかというような問題になっ

てくると思うのです。それではあまりにも国際

的になびきすぎるのではないか、わが国独自の

会計基準があってもいいのではないかというこ

とで、連単分離で構わないということにもなり

ます。先ほど申し上げましたように、オリンピ

ックに出たい人はオリンピックルールに従えば

いいのであって、出たくない人は国内基準で十

分だと割り切れば、わが国の国内基準自体を整

備しなければならないのです。企業会計原則は、

今のところ放ったらかされているわけであって、

これをどう立て直すかが重要です。

最近のわが国の会計基準は、国際化を意識し

て、できるだけそちらの方になびきながら、国

内の特殊事情を考えながら基準を作ってきたわ

けですから、完全に分離するということであれ

ば、もう一度国内基準としての妥当性を検討す

る必要があるわけです。しかるべく基準ができ

れば、それが公正処理基準として税法上の解釈

基準になじめば、それを受け入れていけばいい

という考え方もあるでしょう。

〔中小企業の会計基準〕

もう１つの問題は、この連結先行は、いずれ

はコンバージェンスする、或いは連単分離で完

全に分かれるという問題が仮にあるにしても、

２５０万もある会社の２４９万の中小企業においては、

恐らくいずれにも対応しがたい問題があるわけ

です。よって、平成１４年の商法改正に対応して、

現在、中小企業の会計指針なるものが制定され

ているわけですが、それとても最近の中小企業

の実態からいって、どうも国際会計基準を意識

しすぎているのではないか、もっと中小企業の

実態に合わせた指針づくりをやるべきではない

かという意見もあるわけです。

現に今年の秋から日本商工会議所では、中小

企業用の会計基準のあり方の見直しに関する研

究会を設立して、今後の方向性についてを検討

しようとしているわけです。よって、連単分離

で日本会計基準が仮に整備されたとしても、そ

れは何らかの形で国際志向をせざるを得ないわ

けですから、それからまた離れた中小企業用の
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会計基準という問題が出てくるかもしれません。

いずれにしましても、法人税法２２条４項がう

たう公正処理基準は、対象となる会計ルールと

いうのは非常に多様化してくる可能性があると

思うのです。よって、税法の解釈として、それ

を持ち込むのか、或いはその解釈では対応でき

ないから別段の定めを増やしていかざるを得な

いのかという対応に迫られるかと思います。

〔複数の会計基準併用とその問題点〕

（岩�） ありがとうございます。先ほど坂本

先生の方からご報告がありましたように、諸外

国を見ると複数の会計基準を並列して実施して

いる国があるということです。それらの国では

一体どういう法人について IFRS、どういう法

人について国内基準と決めているのか。或いは

違う会計基準をとることを認めることによって

何か問題は生じていないのかというようなこと

について、ご存じの点があればお教えいただけ

ればと思います。

〔イギリスの事例〕

（坂本） 先生からのご質問に対する直接的な

回答にはなっていないかもしれませんが、例え

ばイギリスのケースを紹介させていただきます。

先ほど連単財務諸表の関係で確認しましたとお

り、個別財務諸表は IFRS と FRSの選択適用

となっています。２つの会計基準が存在すると

いうことは、比較可能性の観点から問題だと考

えられますが、IFRS と FRSは近年の急速なコ

ンバージェンスによってその差異は小さくなっ

ています。さらに中小企業向けの会計基準であ

るFRSSEは、ディスクロージャーを簡略化し

ているだけで基本的にはFRSと同じです。従

って、それほど大きな問題ではないようです。

私が興味を持っていたのは、連結財務諸表を

IFRSで作成した場合、個別財務諸表にはどち

らの会計基準を用いるのかということでした。

財務諸表作成コストを考えると個別財務諸表も

IFRSで作成していることを想定したのですが、

インタビューしてみるとほとんどの会社が

FRSを選択しているとのことでした。その理

由として、IFRSで作成するとディスクロージ

ャーの範囲が広がることが挙げられていました。

〔諸外国における会計基準と法律の関係〕

（岩�） 今の点でもう少し詳しく伺いたい点

があるのです。品川先生がおっしゃっていまし

たように、会計基準と法律の関係というのが別

にありまして、異なる会計基準を用いるときに、

ある一定の会社の計算はその会計基準に全部丸

投げで、そちらで決めればいいと外国では決め

ているのか。それとも、日本でいえば別段の規

定を法人税法本法で決めたり、措置法で決めた

り、場合によっては通達で決める等によって、

何らかの租税法上のルールとして取り込んだ上

で用いているのか。それはどうでしょうか。

〔イギリスの事例〕

（坂本） 同じくイギリスのケースを紹介させ

ていただきます。イギリスでも基本的には会計

の利益をベースに所得を算定しなければいけな

い旨の規定がございます。ただし、損金経理要

件はありません。

減価償却を例に挙げますと、会計上の減価償

却費は、いったん税務上ですべて否認されます。

その上で資本控除（capital allowance）されま

すから、会計をベースにするという発想はあり
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ますが、税法では全く別に規定していることが

確認できます。

（岩�） ということは、やはり租税法自体に

も何らかの根拠になるルールを定めておく必要

はあるということですね。

（坂本） はい、そのように考えています。

〔会計基準の相違と租税の公平性〕

（岩�） 続きまして、今の話題との関連で出

てくるのは、複数の会計基準、或いは租税法の

基準を作ったとして、その会計基準によって計

算される所得額が課税所得になった場合、同じ

ような経済活動をしている法人であっても、依

拠する会計基準の違いによって課税所得が変動

したり、或いは結果として納税額に差が出てく

ることはないのでしょうか。

そういう違いが出た場合、それは租税の公平

性、或いは会計基準を選択することに関する中

立性というものに違反するという批判はないの

だろうかという点につきまして、吉村先生は、

どうお考えになりますでしょうか。

（吉村） まず、お答えだけ申し上げれば、課

税の公平に反するという議論はあり得ると思い

ます。ただ、かつて税制の簡素化を進めるとい

うことで２２条４項が導入された際の議論をたど

ると、会計基準の選択というのは身の丈を測る

ためのものさしの（許容性の）問題で、そのも

のさしで身の丈を測った後に、それらをどのよ

うに扱うかという観点からの公平という議論が

出てくるのだということでした。そのように公

平の概念を二元的にというか、複眼的な視点で

とらえた上で、各企業の自主的な経理を尊重す

るといった仕組みになっていたと思います。

したがって、会計基準が複数化し、その結果

として課税所得が異なってくるということだけ

をもって課税の公平に反するということは言え

ないのではないでしょうか。ただ、そうは言っ

ても、限度があるというか、課税上どこまで許

容できるのかという議論はもちろん出てきます

ので、その一線を越えた場合、例えば各企業の

選択の余地（恣意）があまりにも広いというこ

とになってくれば、課税の公平に反するといっ

た議論になるのではないでしょうか。自分に適

用されるものさしを都合に合わせて自分で選べ

るといった状況になってくると、課税の公平に

反するという議論が出てくるのではないかとい

う気がしております。

（品川） 今の件ですけれども、現行法でも、

減価償却とか、棚卸資産の評価とか、或いは資

産評価損益とか、いわば課税所得を決定づける

ような基本的な規定はすべて法人税法に規定さ

れているわけです。そのことは、コンバージェ

ンスされたにしても、恐らく法人税法の基本的

な規定として残るかと思いますし、公正処理基

準が直接に適用されているのはせいぜい収益の

認識基準ぐらいしか今のところないのです。そ

うであれば、コンバージェンスによって公正処

理基準の内容がある程度変化しても、直接に課

税の公平・中立ということに関しては、それほ

どの影響はないと思います。

ただ、もちろん先ほどの収益の計上時期の問

題にしても、IFRS自体が右に行ったり、左に

行ったり、揺れ動いているわけです。そういう

ふうに、その時々によってあちらに行ったり、

こちらに行ったりしているものが、果たして法

人税法がいう公正処理基準に値するのかどうか

疑問になります。いずれにしても、会計基準の

変化は２２条４項の解釈の問題にかかわってくる

のではないかと思います。

〔諸外国の状況〕

（岩�） 先ほど坂本先生は外国の諸制度を調

査なさったというお話でしたが、外国において

は、そういった会計方法が違うことによって所

得計算等に違いが出たとしても、それが不公平

であるというような議論はないのでしょうか。
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（坂本） 公平性の視点から考えると、特に中

小法人は全法人の大部分を占め、また、イギリ

スでは会計基準が重層化していることもあり問

題だと思います。

ただし、そういったこと以外にも、インタビ

ューで実感したことは中小法人の税負担をどう

するかは、とても奥が深い問題だということで

す。法人税制という枠組みで考えると大法人と

の税負担を調整する必要があります。他方、中

小法人の実態が個人企業と異ならないケースで

は個人企業との税負担の調整をも考慮しなけれ

ばなりません。２つの反対方向の力が作用して

いるとも言えます。

〔会計基準の相違から生ずる問題点〕

（岩�） ありがとうございます。大法人と中

小法人との間の会計方法の違いの問題もあるで

しょうし、連結法人と単体法人という点でも、

場合によったら会計方法が違うかもしれないと

いうことです。今後、法人の形態によって、そ

のとるべき会計基準が違うということが起こり

得ると思うのですが、この点から生ずる問題点

というのはどのように考えたらよいかというこ

とについて、品川先生、何かご意見がございま

したらお願いできませんでしょうか。

（品川） 法人税法という法律問題を考えると、

最終的に、例えば、公正処理基準の範囲がどこ

まで及ぶか、或いは何が公正処理基準であるか

ということは、結局は法廷で争われて、裁判官

の判断によって公正処理基準の内容が法的には

固まっていくわけです。そういう意味で、法律

論としてそういう法廷論争がどこまで今後積み

重なっていくかということについて注目してい

く必要があろうかと思います。

２．確定決算主義の今後

（岩�） それでは２番目の論点として、確定

決算主義の今後につきまして議論していきたい

と思います。この点につきましては先ほど坂本

先生の方から、確定決算主義自体はどこの国で

もそれに準じたものは採用されているというこ

とで、日本の確定決算主義は若干修正すればそ

のまま実施することも可能ではないかというこ

とです。その修正すべき点として、損金経理の

要件を緩和する必要があるのではないかという

ご提案がありましたが、その点をもう少し敷衍

してご説明いただきたいのですが。

〔社会的コストの削減と法人規模によるクライ

テリア〕

（坂本） 先ほどご報告いたしましたが、私は

基本的に確定決算主義を擁護する立場を採って

います。確定決算主義の採用論拠の１つに便宜

性があります。企業の側からは、利益と所得を

別々に計算するという二重コストの削減です。

もう少し広い視野から見た場合は、社会的コス

トの削減につながります。

今後の確定決算主義のあり方は、上場企業と

それ以外の非上場ないし中小企業とでは異なっ

てくると思います。IFRSの影響が及ぶのは上

場企業約３，９００社の一部にすぎません。それ以

外の２５０万社にも及ぶ中小企業には、IFRS な

ど論外とも言えます。

まず、わが国の大部分を占める中小企業につ

いてですが、会社法に定められている、「公正

妥当な企業会計の慣行」というのは１つではな

く、企業規模に応じて異なり得ると一般に解さ

れています。これには中小企業会計指針なども

含まれます。こういった指針を利用することに

よって IFRS に対して距離を置くことはできる

と思います。従って、中小企業については現状

の確定決算主義を維持することは可能であり、

また、それが社会的コストの削減という点から

も合理的だと思います。

次に上場企業ですが、連結財務諸表を IFRS

で作成する場合、財務諸表作成コストという観

点から、個別財務諸表の計算規定をも IFRS へ

接近させて欲しいとの要望が高まることが予想

されます。現にドイツではこのような状況が起
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き、それが先に報告したBilMoG へとつながり

ました。もちろん個別財務諸表の計算規定が

IFRSに近づくということは、税務調整の申告

コストは大きくなります。いわば財務諸表の作

成コストと納税申告書の作成コストの比較にな

るわけですが、最近の文献によると前者の減少

額の方が後者の増加額よりも大きいようです。

そう考えると、会計と税務を切り離して対応し

た方が合理的です。この場合、確定決算主義の

「縛りの部分」である損金経理要件は緩和すべ

きだと言えるでしょう。

また、企業の規模によって「公正妥当な企業

会計の慣行」が異なるのであれば、その前提と

なる企業規模の線引きや、さらには区分立法も

必要になってくると思います。

〔損金経理による法人の意思確定・客観性の担

保〕

（岩�） ありがとうございました。確定決算

主義を法人税法が採用していることの根拠とし

ていわれることの要件の１つは、申告所得に対

する法人の意思、或いはその内容についての確

実性を担保させることにあるといわれます。そ

うしますと、損金経理もしないでおいて、損金

算入を認めるということは、所得計算に関する

確実性、信用性という点から言うと、十分なも

のとは言えないのではないかという批判もあり

得るかもしれません。この点につきまして渕先

生や吉村先生は、租税法の観点からどのように

お考えになりますでしょうか。

（渕） 確定決算基準全般についてということ

でお話しさせていただきたいと思うのですが、

基本的には坂本先生がまとめてくださったとお

り、私も基本的には確定決算主義、ないし確定

決算基準というのは維持という方向でいいのか

なと考えています。中小法人についてはあまり

深くまだ考えていないのですが、大企業につい

ていえば、申し上げたように基本的には維持す

べきであり、損金経理要件というのも基本的に

は合理的であろうと中間報告でも書いてあると

ころに個人的にも賛成ではあるのです。

ただ、税法が経済政策目的の規定を入れてい

て、今まではそれが企業会計からやや乖離して

いた程度だったので、損金経理要件を課してい

ても大丈夫というか、企業会計を歪める程度で

済んでいたけれども、企業会計の方が変容する

ことによって、その乖離がさらに大きくなって

しまって、損金経理要件というのでは立ちゆか

ないような場合を念頭に置くと、そういう場合

は政策目的規定の要件としての損金経理要件と

いうのを緩めるというような方向をとって、今

までの法人税法ないし租税特別措置法で与えて

いた経済政策を維持するほかはないだろうと考

えております。

（岩�） 吉村先生、いかがですか。

（吉村） 大まかな方向は今ご説明いただいた

とおりだと思います。損金経理要件につきまし

ては、租税法の立場からしますと、法人の意思

をどのレベルで確認するかという話でもあると

思うのです。特に内部取引ということになりま

すと、法人の意思を客観的に把握しなければい

けないということになるわけですが、その客観

性を担保するためには２つの方法があると思い

ます。

１つは、現状のように決算という商法、会社
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法のレベルにおいて、法人の意思を明らかにし

てもらって、それを法人税として受け入れると

いうアプローチです。法人税法としては、その

外枠として幅を設定するだけというようなやり

方です。もう１つは、申告段階で法人の意思を

明らかにしてくださいというになります。その

代わり、法人税法として何か客観的な基準を設

定しますというアプローチ。このいずれかだと

思うのです。

今お話のあった損金経理要件を緩めていくと

いうことになりましたら、当然客観性の担保の

ためにはどこかを強めなければいけませんので、

後者の方ですね、法人税法として何か客観的な

基準を提示するということが必ず伴ってくるの

ではないでしょうか。これは意見というよりも、

そういったことが必要になるのだろうという指

摘です。

（岩�） ありがとうございます。では、品川

先生。

（品川） 確定決算基準自体は、先ほどの坂本

先生からのご報告のように、各国はその内容い

かんはともかく、いずれも確定決算に依存した

課税所得計算を行っているわけです。問題は、

その中身が確定決算にどの程度結びついている

かという濃淡なのです。アメリカのように極め

て淡白というか、結びつきが薄いのと、日本や

ドイツのように有機的な結びつきが極めて濃い

のとに分かれます。その濃いのがいいのか、薄

いのがいいのかということが今問われている問

題です。

濃い方が、先ほど坂本先生からのご指摘のよ

うに、簡便性とか、真実性とか、確実性が増す

わけです。薄い方は、そういう自由性というか、

恣意性が増すわけです。よって、どういう方向

がいいかということは、それぞれの立場によっ

て違うのです。確定決算基準についても、かつ

てはどちらかというと税法側の方がむしろそれ

を支持していたかのように考えられる、或いは

法律を作る国側の方がそれを支持していたかの

ように考えられてきたわけです。

しかし、平成１９年の減価償却の２５０％償却の

ように、明らかに会計上の原価配分を超越した、

完全にオーバーした償却限度額を設けて、それ

で損金経理要件を課してしまうと、確定決算基

準の目的を国側からつぶしてしまうことになっ

てしまうわけです。会計は１００を償却して、あ

との差額の１５０は申告減算すればいいではない

かというようなことが、果たして確定決算基準

の理念に沿うのかどうかが問題です。そちらの

理念はともかく、企業の所得計算上有利になれ

ば、それで結構ではないかというようなことに

ついて、どう考えるかということが今問われて

いると思うのです。

３．収益認識基準への影響

（岩�） 次に、確定決算の前提となります収

益、費用の認識基準に関する問題に移らせてい

ただきたいと思います。

３番目の論点として考えておりましたのは、

従来の収益認識基準というのは国際会計基準が

導入された場合にどういう影響を受けることに

なるのかということです。租税法上は従来、権

利確定主義という考え方がとられておりまして、

取引の私法上の権利関係が確定し、それによっ

て所得に関する権利が確定したと認められる時

点で収益があったものと認識するということで

す。会計学上は収入が確実な状況になったもの

という意味で実現主義というものに立って、収

益の認識を行ってきたわけです。

裁判例と会計学で若干の食い違いがあったこ

ともありましたが、この２つはおおよそ同じよ

うな基準という形に収束してきたところだった

のです。ところが、国際会計基準が導入される

ことになりますと、その収益の認識基準がかな

り異なってくる場合があり得るわけです。そう

いうことがあったときに、課税所得の帰属の判

定基準としてうまく機能するだろうか。場合に

よったら、それは申告、納税の際の混乱の原因
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にならないだろうか。或いは裁判を起こしたと

きの裁判基準として利用することができなくな

らないかというようなことが検討課題として出

てくるかと思いますが、この点につきましては

吉村先生が収益の認識基準についてご検討にな

りましたので、ご意見をお願いします。

〔国際会計基準の動きと企業会計基準委員会の

論点整理〕

（吉村） 国際会計基準の動きとしましては、

やはり契約に基づいて発生する権利と義務を、

それぞれ貸借対照表上どのように認識するか、

どう測定するかといった議論に向かうのだろう

と思います。特に報告書中で紹介いたしました

予備的見解によりますと、その両者を相殺した

後の正味の契約ポジションがどのように変化す

るかに注目し、それに変化が生じた段階で収益

を認識すべきだといった議論がなされているわ

けです。もしこのモデルがわが国においても全

面的に取り入れられ、それが今後の収益認識基

準となってきますと、法人税法上、それをどの

ように受け止めるかということが大きな議論に

なってくるかと思います。

ここでもう１つ、９月８日に出されました企

業会計基準委員会によります論点整理を紹介し

ます。この中でわが国の立場が表明されている

と考えられますが、この中では、そのような契

約の正味のポジションを財務情報として投資家

に提供していく、そのことにもちろん意義はあ

るわけですが、従来表示されていた実現稼得ア

プローチの下での収益にも意義があるのだとい

うことを強く主張しております。すなわち、実

現稼得アプローチというのは、結局、企業が行

った過去の活動に基づく収益をどの時点で認識

するか、それを投資家にどう情報提供するかと

いうことを命じるルールなわけですが、そうい

った過去の実績を表示することも意味があるの

だと強く主張しています。

〔法人税法の対象と会計基準の変化〕

先ほど申し上げましたように、企業の正味の

ポジションを財務情報として提供する、その変

化こそが企業の収益情報として意味があるのだ

という前提で会計基準が改められた場合、法人

税法上どうなるかという話に戻ります。こちら

の点につきましては、法人税法として、何をこ

れまで課税の対象にしてきたのかを再確認しな

くてはいけないのかなという気がいたします。

今紹介した論点整理の中で、まさに対比され

ておりますように、国際会計基準が目指してい

るのは各期末の企業の資産状況を投資家に提供

するというものです。それが変化したことをも

って収益を認識するということになるわけです

が、従来、実現主義の下で測定されてきたもの

は過去の活動の実績、過去の成果だったわけで

す。法人税法として何をターゲットとして課税

所得を構成してきたのかを確認しなくてはなら

ないと思います。

私自身は、法人税法が対象とするものは成果

であるべきではないかと思っております。そう

しますと、実現主義というものを会計基準の方

で捨ててしまった場合には、法人税法はどうす

るのだということになってくるわけです。その

際には条文上、損益法をとることが明らかとさ

れている、すなわち一定の取引にかかる収益を

益金の額に算入するということが条文上明らか

になっているということをテコとして、会計基

準との関係をやや絞るような方向になるのかな

という気がしております。
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しかしながら、資産負債アプローチに基づい

て収益を認識するということになりましても、

契約に伴う義務、負債がいつ消滅するか、すな

わち、契約上生じる履行義務がいつの時点で充

足されたということが意味を持ってくることに

なりますが、この契約の履行義務がいつ充足さ

れたのかという視点は、やはり課税の確実性と

いう観点からも意味がある情報であると思いま

す。ですので、判断の枠組みとしては変わって

も、実際の個々の取引についての評価というこ

とになると、そんなに差は出ないのではないで

しょうか。私は会計についてはほとんど素人で

すので、わかりませんけれども、そういった可

能性があるのではないかと思っております。（な

お、工事進行基準の特例などに大きな影響を及

ぼすことが予想されますが、今後の課題にした

いと思います。）

〔収益認識基準における国際会計基準の影響〕

（岩�） 従来の収益認識基準について、国際

会計基準の影響はあるのか、ないのかというこ

とについて、どなたからでも結構ですが、ご意

見はありますでしょうか。

（品川） 収益認識基準に関しては、先ほども

ちょっと申し上げましたが、IFRS の方は長期

請負工事のようなものについて、最初は、原則、

進行基準だと言いながら、最近はむしろ完成工

事基準でいいではないかという言い方をしてお

ります。実現主義の問題についても、出荷基準

というのはおかしいわけで、検収基準にすべき

ではないかとか、いろいろな議論が行われてお

ります。或いは引渡ではなくて、契約基準では

ないかとか、いろいろな論争があって、IFRS

を信奉している人たちも非常に疑問に思ってい

るところがあると思うのです。

ところが、わが国の会計とか税法では、実現

主義、或いは通達上の引渡基準というものが、

実務上定着してきているわけです。よって、こ

れをいたずらに IFRS に合わせて、あちらに行

ったり、こちらに向いたりする必要はないので

す。

そういう意味でも、先ほど申し上げたように、

むしろこういう問題も含めて国内基準をきちん

と整理した方がよいわけです。それが整理でき

れば、公正処理基準となり、その基準に合わせ

てやればいいし、それが不可能であれば、わざ

わざ法人税法に収益の計上は出荷のときと規定

するのかどうか、或いは検収のときと規定する

のかどうか定めることになるが、これは極めて

非生産的なことだと思うのです。

それはなぜかというと、出荷基準と法律で規

定したら、検収基準で計上したのをもう１回申

告書の別表で加減算しなければならないわけで

す。言うならば、損金経理という言葉が定着し

ているけれども、今までは益金経理という概念

があって、確定決算基準の趣旨からいって、会

計が出荷基準を採用したら、税法は検収基準で

は駄目だ、出荷基準でなければ駄目だというこ

とが、ほぼ解釈的にも確立しているわけです。

しかし、これがそうではなくて、ばらばらで

あるということで、さらにこれを法人税法で規

制してしまうということになると、非常に厄介

なやり方になります。むしろこういう問題は国

内基準を明確にして、それと税法との調整をと

いうか、かつてのトライアングル体制のような

もので、きちんと対応した方が合理的で生産的

だと思います。

（岩�） それは法人税法上、一定のルール化

というようなことも含めてでしょうか。

（品川） 会計の方でルール化できれば、法人

税法は乗っかればいいわけです。現在、会計上

の実現主義について、通達上は引渡基準で、ほ

ぼ、両者は同じものを意味するということで定

着してきているのですけれども、その根っこが

今崩れようとしているのです。
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４．費用損失の認識基準への影響

（岩�） 新たな調整のルールが必要になると

いうことですね。似たようなことは、次の費用

損失の認識基準についても言えると思います。

現行の法人税法は、特に費用損失の認識は極め

て消極的に、厳格に行っているわけですが、国

際会計基準の場合には、それほど厳格でない場

合もあるということです。そういう場合という

のは幾つかあるわけですが、先ほど成道先生か

ら、その例として幾つか紹介していただきまし

た。ほかの場合も含めまして、これまでの費用

損失の認識基準は、国際会計基準を導入した場

合にどのような影響を受けるかということにつ

いて、ご意見をいただけましたら、ありがたい

のですが。

〔公正妥当な会計処理の基準と国際会計基準〕

（成道） 先ほど収益の認識の基準についてご

検討されましたが、その点について触れさせて

頂けますでしょうか。今度、富士通が検収基準

を採用したと報道されていましたが、これは国

際会計基準に配慮して、いわば先取りして会計

処理を変更したように思われます。

ただ、それは国際会計基準をそのまま持って

きたというより、諸事情を勘案して変更したよ

うです。要するに富士通が扱っている製品の特

質や企業活動の範囲等をも考慮して変えたよう

です。

税法からすれば、公正妥当な国際会計基準と

定めているわけでもありませんし、同じく会社

法のように公正な企業会計の基準といっている

わけでもありません。公正妥当な会計処理の基

準といっているのです。実務でこなれてきてい

る処理基準といっているのです。

ですから、そこの企業が最も合理的で、継続

性を担保している処理手続きで、かつ対象商品

の特質や会社の規模、また多国籍企業であれば、

輸出の基準として検収基準を採るか出荷基準を

採るかは、諸事情を勘案して決めればよいので

あって、税法が国際会計基準が絶対的な公正妥

当な会計処理の基準とみなすかについては、重

きを置くことはあっても、訴訟になれば、裁判

官の判断に拠ることになります。国際会計基準

のような演繹的な基準をわっと突きつけられて、

これに従えといっても、きついところがありま

す。税法からはその点を見極めていけばよいよ

うに思われます。国際会計基準が中小法人にお

いても公正妥当な会計処理基準であると、絶対

視されることは無理があります。もっとも、品

川先生がおっしゃる通り、中小企業会計指針も、

その内容は国際会計基準や新会計基準と殆ど変

わらないところも多く、中小法人が適用しなさ

いといっても、難しいところがあり、今後、手

直しが必要でしょう。もっとも国際会計基準の

中小企業版が検討されているということのよう

です。税法からは、それらの会計基準を全て見

渡して、各法人にとって公正妥当とされる会計

処理の基準を拠り所にしていくことになるわけ

です。

平成１１年に金融商品会計基準が公表され、翌

年の税制改正で、金融商品会計基準の内容が別

段の定めとしておおよそ網羅的、確認的に税法

に入ってきたのです。それらは中小法人を含め

た全ての法人に適用されることになったわけで

すが、別段の定めがなされなかった部分は公正

妥当な会計処理の基準によるとしても、その会

計処理の基準も金融商品会計基準によらざるを
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得ないように思われました。

それは確かに問題です。中小法人にも間接的

ではありますが、上場会社の会計基準の適用を

強制することになってしまうからです。

話が長くなりましたが、要するに、国際会計

基準が、税法からはそのまま公正妥当な会計処

理の基準として認められるかは、上場会社には

かなりの程度で当てはまるとしても、中小法人

には無理があるでしょうということで、税法も

その点に十分配慮した、条文の内容とされてい

くべきです。

収益の認識から随分と離れた話となりました

が、費用損失においても、同様の注意が必要に

思われます。

（岩�） 費用損失に関する問題点として、何

かほかにご意見がございますでしょうか。

〔引当金〕

（品川） 費用損失の問題については、法人税

法は、２２条３項で債務確定基準ということを明

確にしているわけです。債務確定基準の計上に

なじまないものが別段の定めとして、引当金の

計上とか、或いは減価償却費のような法定償却

限度額を設けて、損金経理の範囲内で費用計上

を認めているわけであって、その是非が問われ

ているかと思います。

そういう点では、租税政策的に、今のように

できるだけ課税ベースを拡大して税率を下げた

いということであれば、債務確定基準を前面に

出して、もう評価性引当金しか残っていないの

ですが、そういうものも全部廃止するというよ

うなことも考えられるわけです。しかし、企業

会計と税法との共通性を拡充する、すなわち確

定決算基準をもっと濃いものにしたいというこ

とであれば、私は平成１０年以降、引当金をどん

どん縮小して、廃止してきたというのは、決し

て得策ではなかったと思うのです。もともと、

昭和４０年代は企業会計との調整を図るために負

債性引当金を設けてきたわけであって、その是

非はまた今後とも検討されるべきではないかと

思います。

（岩�） 引当金について検討された吉村先生、

何かご意見はございますか。

（吉村） 事実として、平成１０年度改正以降、

まさに債務確定主義を強調して、引当金などを

縮小してきたという現状があるというのはご指

摘のとおりです。

１点、この中間報告書の中でも若干言及した

のですが、引当金として、将来必要となる、い

つか損金として出てくる可能性があるものを現

時点で所得計算の中に取り込むということにな

ってきますと、問題としては２つです。１つは、

平成１０年度改正以降に指摘されていたように、

各企業の恣意というか、計算というのをどれだ

け信頼するかという話です。もう１点は将来に

損金の額として出ても、そのときに使えないの

ではあれば意味がないわけです。

やや文脈を異にしますが、最近の金融危機に

関連して、景気がいい時に将来の景気低迷時に

備えた準備金を積み立てておくべきだというこ

とも議論（ダイナミック・プロビジョニング）

されているわけです。今は景気がよくて、非常

に大きな収益が出ており、そのため課税所得が

多く表示される一方で、（その時点で既に発生

している）潜在的なリスクが将来現実化したと

きに、それを使えない状況が生じることへの疑

問です。時間を越えた欠損金の利用が制限され

ている制度を前提としますと、品川先生の方か

らご指摘がありましたように、引当金を常に制

限するというのは、必ずしも望ましい方向では

ないのではないかと考えています。

５．企業会計基準の変更と企業組織再
編

（岩�） それでは、最後の５番目の論点とし

て用意したものに進めさせていただきます。そ

れは企業組織再編との関係です。企業組織再編
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につきましては、会計原則は国際会計基準をに

らんで、パーチェス法を導入することになりま

した。しかし、租税法の観点からいうと、時価

評価によるパーチェス法では、組織再編が順調

に進まないということに配慮して、支配の継続

性を条件として簿価の引継ぎを認めるという制

度を設けたわけです。そうすると、こういう企

業会計の変更というのは租税法上の組織再編に

どういう影響を与えるのかということを、今後

考えなければいけません。

さらに企業の組織再編に関しては、のれんの

償却の問題もございます。国際会計基準ではの

れんを償却しない原則がとられているわけです

が、これまで日本の会計基準も、それから租税

法の取り扱いも、のれん償却を認めてきたわけ

です。この調整をどうするかということが、国

際会計基準を導入することになる企業において

は非常に重要な問題になろうと思われますので、

この点について最後にご意見を伺いたいと思い

ます。

これは時間の関係から、どなたからでも結構

です。会計の観点からでも、租税法の観点から

でも結構ですが、いかがでしょうか。

〔組織再編成税制・政令による帳簿価額規定の

影響〕

（品川） ご指摘のように、最大の問題は、パー

チェス法を導入した場合には、本来引継ぐべき

帳簿価額がなくなるのです。これを予測して、

平成１３年の税制改正では政令で定める帳簿価額

を引継ぐということで、税法独自の帳簿価額を

既に定義づけているのです。もともと帳簿価額

という概念は、確定決算上の貸借対照表価額だ

と解されてきたわけですが、これがまず現行法

の中では覆されたということです。これがこの

ままいくと、結局、税務上の減価償却資産等の

固定資産の帳簿価額と、会計上の帳簿価額とは

完全に切り離されるというか、まさに確定決算

基準の理念が喪失してしまうわけです。

ある意味では、平成１３年の組織再編税制なる

ものは、実質的に確定決算基準を放棄したこと

を意味するわけで、このことは帳簿価額なるも

のを政令で定めたということに最大の問題があ

るわけです。よって、完全にパーチェス法に移

行した場合、確定決算との関係が一層複雑にな

ります。平成１３年の時は、持分プーリング法の

方がいいのではないかということがいろいろい

われてきたのでそれほど目立たなかったわけで

す。したがって、国内基準でどういう方法がと

られるかはともかくとして、現在はそのこと自

体が問われているということです。

組織再編において簿価の引継ぎというか、課

税の繰延べ、或いは損失の繰延べを図るという

ことであれば、圧縮記帳でもいいわけです。圧

縮記帳に関しては、平成１３年のときは損失の繰

延べができないのではないかということがいわ

れてきたわけですが、それは技術的な問題で、

決してそうではないわけです。圧縮記帳でやる

と、圧縮積立金との差額が、確定決算上の帳簿

価額と有機的に結びつくわけであって、むしろ

そちらの方をもう一度やり直すべきではないか

という議論もあるのです。しかし、これは極め

て少数説だと思います。

〔のれんの償却〕

もう１つ、のれんの償却に関しては、今のよ

うな IFRS のようにのれんは償却せず減損会計

の対象にするということと、税務上要請される

確実性とか、公平性とかという問題を考えると、
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減損会計でのれんを償却するということは、そ

の損失についてかなりの予測値を伴いますし、

そもそものれんに価値があるかどうかというこ

とについては極めて難しいのです。その価値が

下がったか、下がらないかということを毎期企

業の評価に依存して、その任意償却を認めると

いうことも、極めて課税所得の計算がブレるこ

とになるわけです。ここは、やはり税務上は従

来のような定額償却をせざるを得ないというこ

とになると思います。

さらに、現行法では、一方では営業権を固定

資産として定義しておいて、片方で非適格再編

に関しては、負債調整勘定とか、資産調整勘定

とか、非常にぬえ的な、どんぶり勘定を設けて

調整しているわけです。それが営業権なのか、

のれんなのか、また別途税法上の資産なのかと

いうことを、今後きちんと整理した対応を考え

なければならないという問題が残されていると

思います。

（岩�） ありがとうございした。ほかに今の

問題につきましてご意見のある方がおられまし

たら、いかがでしょうか。ちょうどこの部分は

渕先生、吉村先生がご担当された部分ですが、

何かご意見はありますか。

〔のれんの取扱い〕

（吉村） 今ご指摘のあった調整勘定に関して

ですが、のれんの扱いに関連して、もちろんの

れんを計上して償却していくということも議論

になっているわけですが、一方で、のれんに振

り分ける前に偶発負債や（識別可能な）無形資

産に割り当てる部分をちゃんと確認しなさいと

いうことが言われていますので、そういった会

計上のさまざまな努力というか、そういった取

り組みを法人税法でどう受け止めるか、すなわ

ちのれんの外の部分、外縁の部分について、法

人税法でどう対応するかも問題になってくるの

かなという気がしています。

６．質疑応答

（岩�） ありがとうございます。大変駆け足

でしたが、時間がそろそろ足りなくなってまい

りましたので、ここでフロアの方々からの質問

に対して、報告者の方から意見を申し述べさせ

ていただきます。今までのパネルディスカッシ

ョンで幾つか回答が済んでしまったと思われる

質問もございますので、それは除かせていただ

きます。

Ｑ：IASBの会計基準をアダプションした場合、

我が国における租税の主権を守るためには、

税と会計の関係をどのように考えるべきか。

（坂本） アドプションを行い、IFRS が公正

処理基準になった場合を想定してのご質問だと

思います。公正処理基準の規定については、先

ほどの討論でもありましたが、いろいろな問題

があります。例えば、税法は課税物件の構成要

素を法律で規定せずに企業会計に委ねています

が、これは課税要件法定主義あるいは租税法律

主義に反するものであるといった指摘です。

IFRSについては、IFRSを作成している

IASBは外国の民間団体ですから、IASBに課

税要件の決定を委ねて良いのかという問題があ

ると思います。今後、IIFRS が公表された場合

には、それが公正妥当といえるかどうか絶えず

吟味すべきです。国税庁、国税不服審判所、最

終的には裁判所による判断が必要になると考え

ております。

Ｑ：会社の規模や形態によって異なる会計基準

を採用することは可能か。

（品川） 今のご質問については、今後のこと

を考えた場合に一番心配される事項ではないか

と思います。IFRS 自体は、言うならば、先ほ

ど申し上げたように、株式を上場しようとする

場合には、連結財務諸表の全てに適用しなけれ
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ばなりません。そのこと自体はオリンピックの

ルールに服するということで、それは淡々とや

ればいいわけです。そのルールが良かろうが、

悪かろうが、気に食わなければ上場しなければ

いいわけです。上場した以上、それは国際的な

約束ですから。

しかし、オリンピックのルールでも、絶対に

正しいとは思えない場合が今までに幾らでもあ

ったわけです。日本の複合ジャンプが強ければ、

欧米はジャンプの採点を低くして、距離をあげ

るとか、その場、その場のルール変更をやって

きたわけです。最近の IFRS やそれをめぐる国

際動向においても、時価主義に対して、日本が

つぶれかかっているときは「時価主義だ、時価

主義だ」と言って、不良債権をたたき売らせて

おいて、自分たちがそのときになったら、「い

や、それはちょっと待った」というようなこと

で、IFRS自体を会計基準として絶対視すると

いうことは若干危険だと思うのです。いずれに

しても、それはオリンピックルールですから、

上場企業はそれに粛々と従えばいいのです。

オリンピックに出る必要のない、市場に株式

を出す必要のない企業にとっては、国内基準に

よればよいのですが、それをもっときちんと整

備してしかるべきだと思うのです。現在の国内

基準については、企業会計原則は、今でも死ん

でいるのか生きているのかわからないわけです

し、平成に入って専ら国際基準を意識した会計

基準の設定が行われてきているわけです。そち

らの会計基準が全部 IFRS へ移行してしまった

ら、或いはアドプションでもいいのですけれど

も、そうすると残った企業の会計ルールをどう

するのかが問題です。これは、税金の問題より

も、むしろ会計のルールを設定する会計学者な

り、或いは監督官庁の責任問題です。或いは、

会社計算規則を定める法務省がもっと積極的に、

きちんとした対応を考えるべきです。

よって、残された非上場企業、又はその中で

も、およそ財務諸表の作成を法人税の申告のた

めにしか意識していない中小企業のための会計

ルールをどう設定するかという問題に関しては、

今後大いに議論して、その整理をしていくべき

だと思います。その整理された基準と法人税法

がどう対応していくかということを、先ほどの

確定決算基準との理念に合わせて考えていくべ

きではないかと考えております。

Ｑ：確定決算主義との関係で、過年度の修正が

必要になった場合にどのように行うことが

できるか。

（品川） 確定決算の過年度修正の問題に関し

ては、かつて法人税の所得計算では、確定決算

がもともと過年度修正を予定していないという

考え方が定着していました。例えば、法人税基

本通達２－２－１６というものがあって、過年度

修正項目に関してはすべてそれが生じた年度に

損金算入するとしています。例えば、売買契約

等が契約解除になったときの損失に計上すると

いうことが明記されており、しかも、その通達

は、それが生じた年度の損金の額に算入するも

のであるから留意するという言い方をしている

わけです。留意するというのは、法人税法の理

念を考えれば当然そうなる、過年度修正をする

に及ばないということになります。

具体的には、法人税法は、実質的に、国税通

則法２３条２項の後発的事由に基づく更正の請求

を原則的には否定していると解されてきたわけ

です。しかしながら、平成１７年の会社法の制定

等で、会社法の世界でも確定決算の修正問題が

出ていますので、会社法で修正をされた場合に、

更正の請求の対象にすべきかどうかという議論

が当然出てくるわけです。

法人税基本通達２－２－１６の適用に関しては、

関連する最高裁の判決も出てはいるのですけれ

ども、それは現行の通達を一応オーソライズし

ているというか、容認しているわけです。しか

しながら、最近のように会社がばたばたつぶれ

るような事態の中で、現行の２－２－１６がどこ

まで妥当な取り扱いとして容認されるかという

― 257 ―



ことは非常に疑問になってくると思うのです。

私もその問題提起をした論文を書いたことがあ

ります。

それから、法人税法に関しては、１２９条２項

に、仮装経理をした場合にはその修正の経理を

するまで税務署長は減額更正しないことができ

るという規定もあります。５年以内に修正の経

理をしないと、税金が払いっ放しになるという

法人税法の規定があるわけです。こういう規定

との関係で、過年度修正の問題については再検

討する必要があると思われます。

Ｑ：１６ページの�２「確定決算基準」の説明の項
目の、「会計処理以外の基準に従って法人

の意思を確認する方が合理的である場合に

は、確定決算基準によらないことが考えら

れる」という記述がありますが、これはど

ういった場合を想定してのことか。

（品川） この中間報告の文章整理は座長一任

ということで、最終的には、私の方でまとめさ

せていただいています。ご指摘のところは、正

直言って私も個人的にはこういう表現は書きた

くなかったのです。ですから、ここを鋭く突か

れるご意見に対しては大変恐縮しています。

というのは、税務会計研究会においては、確

定決算基準は廃止すべきであるという議論も非

常に強かったのです。その確定決算基準を廃止

すると、会計処理における企業側、法人側の意

思確認ができないのではないかという議論にお

いて、今のような損金経理の方がむしろベター

ではないかという議論も当然あったわけです。

しかし、その意思確認は、何も損金経理によ

る必要はないという意見もあるわけです。その

意思は、例えば、減価償却の２５０％償却につい

て、会計的には１００を償却すれば十分だけれど

も、税法が２５０を償却していい、償却限度額を

２５０に設定しているのであるから、差額の１５０は

申告減算を認めるべきだとし、その申告減算も

その法人の意思であり、決算上損金経理をする

だけが法人の意思ではなくて、申告書で減算す

るのも法人の１つの意思であるということです。
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まさかそういうことを書くわけにいかないので、

それが本当に合理的であるかどうかに関しては、

私は非常に疑問があるのです。しかし、座長の

立場では、各意見を尊重して、それを収拾をす

るというのが私に与えられた責任ですから、オ

ブラートに包んで書いたのですけれども、その

辺の趣旨をご理解いただければ大変ありがたい

と思います。

Ｑ：アメリカにおけるＬＩＦＯの取扱いについ

て。

（坂本） アメリカでも極めて限定的ではあり

ますが損金経理を要請する項目がございます。

先にご報告しましたが LIFOです。制定の経緯

と立法趣旨についてごく簡単にご紹介いたしま

す。

税法上、LIFOが認められたのは１９３８年のこ

とです。その背景には１９３０年代に LIFOが「一

般に認められた会計原則（GAAP）」として認

知されたことがあります。当初、税務上での

LIFOの使用は、なめし革業者や非鉄金属の生

産者・加工業者に制限されていましたが、翌

１９３９年には業種の制限なしに認められるように

なりました。その際に「一致要求（Conformity

Requirement）」が制定されています。当時の

通達には、所得を明確に反映させるために一致

要求が制定されたとの記述があります。内国歳

入法第４４６条 b項には、会計方法の総則として、

「所得の明確な反映要件（clear reflection of in-

come requirement）」が明記されており、この

条項の趣旨にも合致するものです。立法趣旨は、

以上、述べたとおりですが、節税目的で LIFO

を用いる企業にとっては、一致要求が足かせに

なっていることは周知のとおりです。

なお、一致要求は、当初は厳密に強制されて

いたのですが、１９８１年の改正で大幅に緩和され

ています。

Ｑ：ＩＡＳ３９が適用される場合、含み損益を租

税法上どのように取り扱ったらよいのか。

（吉村） 中間報告書においても若干言及した

ところですが、私自身の意見としましても、現

在の枠組み、いわゆる売買目的有価証券につい

てのみ時価評価課税を行うという現状の枠組み

が望ましいと考えています。それはなぜかと申

しますと、売買目的有価証券については、期末

の時価評価額をベースにしても課税の確実性を

害することはないとの説明には根拠があると感

じているからです。こういった観点から設けら

れた区分が、今後も維持されるべきでないかと、

私個人としては考えております。

Ｑ：会社法上の資本金の額の概念とは別に、法

人税法上の固有概念として資本金額という

ものを構成することができるかどうか。

（品川） ご質問に関しては、むしろ午前中の

安藤先生のご報告の中で、いろいろとご示唆が

あったかと思います。

しかし、先般主税局と経済産業省がグループ

課税の問題をいろいろ議論したようですが、そ

の問題の根底にあるのは、みなし配当と、株式

の譲渡損益の問題であり、更にその根底にある

のは、そもそも法人税法の資本とは何かという

ような問題になってくるわけです。今まで企業

会計上は資本取引と損益取引をきちんと明確に

区分しなければならないということを大原則に

してきたわけですが、会社法等において、その

資本概念が非常に揺らいでいることは確かです。

他方、法人税法の方は、拠出資本と、それか

らもたらされた利益、すなわち、資本積立金額

と利益積立金額を明確に区分するという考え方

がずっと維持されてきました。しかし、資本積

立金額という法律用語がなくなったわけです。

資本金等の額の中で拠出資本のあり方が細かく

区分され、それに対応した積立金についての非

常に細かい規定が設けられて、みなし配当の計
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算が厳格に行われています。そのことは、法人

税法が拠出資本には課税しないという固有の論

理を抱えていると評価できるかもしれません。

しかし、あまりにもそれに固執すると、利益

積立金額と昔の資本積立金額をことさら正確に

計算することに課税所得の計算上どれだけのメ

リットがあるのかということが考えられます。

例えば、会社法が、法人税法が言う資本の一部

を原資にして配当したとして、それを一生懸命

全部また拾い出して、課税所得から除外するこ

とに、どれだけ生産的な問題があるのか。そん

なに配当したければ、それを配当で扱ってもい

いではないか、そのぐらいは税と企業会計との

調整をもっと割り切ったっていいではないかと

いう議論は当然あろうかと思います。

そういう意味では、法人税法ががんじがらめ

に資本金額を後生大事に、「これが奪われたら

自分の使命がなくなる」と言うほどのことか疑

問です。他の面ではかなりラフな規定というか、

理念がどこにあるのかわからない規定がそこほ

かにあるわけです。私はもう少し、積立金の計

算を含めて資本計算は簡便化を図らないと、法

人税法を読み始めたら、まず積立金のところで

誰もが読むのをあきらめます。一体何が書いて

あるのか、訳がわからないような法人税法であ

れば、まさに租税法律主義が言う課税要件明確

主義に完全に反しているのです。研究者はその

ことをもう少し考えなければならない時期に来

ています。

Ｑ：諸外国においてＩＦＲＳへの対応を考える

ときに、法人税収への影響についてどのく

らい考慮されたのだろうか。

（品川） 今回の研究会とは直接関係がないか

もしれません。しかし、税制上の議論において

は当然税収が幾らになるかどうか、或いは租税

原則的にいえば、税収をきちんと見込んで課税

規定を設けるというのは極めて当たり前のこと

であって、いつも主税局がいろいろな予測数値

を出しているわけです。

しかし、今回、そもそも IFRS に対して法人

税法がどう対応するかということについては、

議論の緒に就いたというのが現状で、今日いろ

いろと議論を申し上げたようなところで、まだ

混沌としたところがあるわけです。よって、

IFRSを法人税法が受け入れれば、評価損試算

における時価主義が強調されたりすると、どち

らかというと減収になる可能性の方が高いわけ

です。しかし、それが具体的にどうなるかとい

うことに関しては、今は予測するような状況で

はないかと思いますし、少なくとも、私どもの

研究会の対象からはお答えできる範囲を超えて

いるということで、ご勘弁いただければと思い

ます。

（岩�） ありがとうございました。それでは、

本日午後の討論の部はこれにて終了させていた

だきます。ご清聴どうもありがとうございまし

た。
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【税務会計研究会中間報告】

企業会計基準のコンバージェンスと法人税の対応

平成２１年１０月
社団法人 日本租税研究協会

税務会計研究会

序文

１．企業会計基準のコンバージェンス
�１ 企業会計基準改正の経緯
�２ 企業会計基準改正の特徴
�３ コンバージェンス完全履行への日程

２．会社法（会社計算規則）の対応
�１ 平成１４年商法改正
�２ 平成１７年会社法の制度と会社計算規則
�３ 中小企業の会計に関する指針

３．法人税法の対応
�１ 課税所得算定の基本原則（租税政策の基本原理）
�２ 確定決算基準の意義と機能
�３ 最近の税制改正の動向

４．コンバージェンスに対する法人税法の方向性・課題
�１ 企業会計との基本的関係（法人税法２２条４項）
�２ 確定決算基準
�３ 個別問題

１／２３
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【税務会計研究会中間報告】

企業会計基準のコンバージェンスと法人税の対応

序文

社団法人日本租税研究協会は、２００８年１２月、税務会計研究会（以下、「本研究会」とい

う。）を設置した。本研究会は、法人税法と企業会計（金融商品取引法会計及び会社法会

計を意味する。以下同じ）との関係を調査・研究することを目的とするが、最初に、企業

会計基準のコンバージェンスが進む中、法人税法の対応のあり方について調査・研究する

こととした。

そのため、本研究会は、この問題について、２００８年１２月から月１回のペースで延べ９回

にわたって調査・研究を進めてきた。具体的には、企業会計基準のコンバージェンスの実

態を調査し、そのコンバージェンスに対し法人税の課税所得の基となる会社法上の会社計

算規則がどのように対応してきたかを調査し、それらに対し、法人税法が如何に対応すべ

きかという理論的問題を検討するとともに、実際にどのように税制改正が行われてきたか

という経緯を調査した。そして、企業会計基準のコンバージェンスが最終局面を迎え、法

人税法がどのように対処して行くべきかという方向性について検討した。

その結果、一応の成果を見ることができたので、それを「中間報告」の形で取りまとめ

ることとした。元より、法人税法と企業会計との関係においては、種々の問題が存在して

おり、それに関しての様々な議論（見解の対立）があるが、中でも企業会計基準のコンバー

ジェンスに法人税法がどのように対応すべきかということは最も厄介な問題である。また、

それらの問題のあり方については、種々の議論があって多くの見解の対立があるので、そ

れにコンセンサスを求めることは極めて困難なことである。そのことは、本研究会の議論

が一様でなかったことによっても示されている。

特に、国際財務報告基準へのコンバージェンスについては、その最終日程が固まったと

はいえ、国内では、そのコンバージェンスが連結のみなのか、それが故に連単分離なのか、

あるいは連結先行なのか、連結先行の場合にも、追って単体の方も追随して行くのか、単

体は当面凍結されるのか、等についてコンセンサスがあるわけではない。したがって、法

人税法がどのように対応すべきかについても、種々の方法論があり得ることとなり、本研

究会においても議論が紛糾することとなった。

そのため、本中間報告については、本研究会における種々の議論を整理し、今後の法人

税法が対応すべき方向性についても、種々の意見の公約数的なところを各論併記という方

法でまとめざるを得なかった。もっとも、このような方法によって今後検討すべき問題点

が明らかにされたとも言える。いずれにしても、本中間報告において取りあげた各論点に

ついては、識者の御批判を頂くことによって、本研究会の今後の研究の糧にする必要があ

る。
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１．企業会計基準のコンバージェンス
�１ 企業会計基準改正の経緯

日本における企業会計基準は、２０００年までは企業会計審議会等が定めた企業会計原則・

会計基準があり、これに対して日本公認会計士協会が実務指針を定めていた。企業会計原

則は、企業会計処理の総合的指針であったが、平成に入ってからは個別の会計基準の役割

が大きくなった。２００１年には、財団法人財務会計基準機構内が設立され、その組織である

企業会計基準委員会（ASBJ）が企業会計基準、適用指針、実務対応報告の全てを定めて

いる。このほかに、後述のとおり中小企業会計指針が公表されている。

これに対して、国際的には、各国の職業会計士団体により結成された国際会計基準委員

会が１９７３年以来活動を行ってきたが、２００１年以来、民間組織である国際会計基準委員会財

団が指名する国際会計基準審議会（IASB）が国際会計基準の策定にあたって中心的な役

割を担っている。その国際会計基準の中心が、国際財務報告基準（IFRS）である。国際

会計基準審議会は、アメリカの会計基準設定の主体である財務会計基準審議会（FASB）

との間で会計基準の統合（コンバージェンス）の動きを進めてきてきた。

日本においては、１９９０年頃以来、次のような、会計基準の改正ないし制定が行われてきた。

� 先物・オプション取引等の会計基準（企業会計審議会、１９９０年５月）

この会計基準は、先物・オプション取引等についての時価情報の開示を求め、時価主義

的会計の先駆となった。

� リース取引に係る会計基準（企業会計審議会、１９９３年６月）・リース取引に関する

会計基準（企業会計基準委員会、２００７年３月）

従来、旧商法計算書類規則において重要なファイナンス・リース取引について注記する

ことが要求されていたのみであったが、この会計基準では、ファイナンス・リース取引に

ついては、原則として、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理することとした。し

かし、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、例外的に、売買処理を行った

場合と同等の情報を注記することを条件に賃貸借取引として処理することを認めた。そし

て、ほぼ全てのファイナンス・リース取引が、この例外処理を受けてきた。これに対して、

企業会計基準委員会は５年近くの審議を経て、リース取引に関する会計基準（２００７年３月）

を公表した。これにより、例外処理が廃止され、ファイナンス・リース取引に関する会計

処理は通常の売買取引に係る方法に準じた方法に一本化された。

� 外貨建取引等会計処理基準（企業会計審議会、１９７９年６月、１９９５年５月改訂）

１９９５年５月の改訂において、外貨建長期金銭債権債務に重要な為替差損が生じていると

きは、原則として、決算時の為替相場により換算し為替差損を認識することとされる等の

変更が加えられた。さらに、１９９９年１０月には、後述の金融商品に係る会計基準を受けた改

訂が行われた。

� 連結財務諸表原則（企業会計審議会、１９７５年６月、１９９７年６月改訂）・連結財務諸

表に関する会計基準（企業会計基準委員会、２００８年１２月）

連結財務諸表原則は、１９９７年６月の「連結財務諸表制度の見直しに関する意見書」によ

って改訂され、連結ベースのディスクロージャーの充実が図られた。さらに、企業会計基

準第２２号連結財務諸表に関する会計基準によって改訂が行われている。

� 研究開発費等に係る会計基準（企業会計審議会、１９９８年３月、企業会計基準委員会、
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２００８年１２月改訂）

研究開発費等については、研究開発費等に係る会計基準が、企業間の比較可能性向上の

観点から研究開発費を発生時に費用処理することとした。同会計基準は、企業会計基準第

２３号によって、改訂されている。

� 退職給付に係る会計基準（企業会計審議会、１９９８年６月、企業会計基準委員会、２００５

年３月一部改正）

この基準は、確定給付型の企業年金制度において、積み立てた資産の運用利回りの低下、

資産の含み損等により、将来の年金給付に必要な資産の確保に懸念が生じているといわれ

ていることを背景に、企業年金を含む退職給付を、従業員の労働の提供が生じた期間の費

用として処理することとした。企業会計基準第３号「『退職給付に係る会計基準』の一部

改正」は、前記会計基準において例外的に認識しないこととされていた未認識年金資産に

ついて、原則的な考え方に即して、費用の減額として処理することとした。

� 税効果会計に係る会計基準（企業会計審議会、１９９８年１０月）

税効果会計が前述の連結財務諸表原則の改訂（１９９７年６月）によって適用されることに

なったことを受けて、税効果会計に係る会計基準が公表された。

� 金融商品会計に係る会計基準（企業会計審議会、１９９９年１月）・金融商品会計に関

する会計基準（企業会計基準委員会、２００６年８月）

金融商品については、金融商品会計に係る会計基準によって、売買目的有価証券の時価

評価等が導入された。さらに、企業会計基準第１０号金融商品会計に関する会計基準、改正

企業会計基準第１０号金融商品に関する会計基準（企業会計基準委員会、２００８年３月）を通

じて、金融商品の時価情報の開示が拡充されている。

� 固定資産の減損に係る会計基準（企業会計審議会、２００２年８月）

固定資産の減損については、固定資産の減損に係る会計基準が、一応取得原価基準の枠

内で、固定資産の減損を反映する帳簿処理を適用することとした。具体的には、減損の兆

候の判断、減損損失の認識、減損損失の測定という三段階の手順により、固定資産につい

て回収可能性を反映した帳簿価額の減額が行われる。

� 企業結合に係る会計基準（企業会計審議会、２００３年１０月）・企業結合に関する会計

基準（企業会計基準委員会、２００８年１２月）

企業結合に関しては、企業結合に係る会計基準が公表され、消滅会社から引継いだ資産

を時価以下の範囲で任意に評価替えするようなことができたそれまでの会計実務を廃し、

持分プーリング法とパーチェス法のいずれかを用いることとした。さらに、企業会計基準

第２１号企業結合に関する会計基準は、国際的動向に合わせて、持分プーリング法を廃止し

た。

� 自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準（企業会計基準委員会、２００２年

２月、のちに自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準（２００５年１２月））

自己株式及び準備金の額の減少については、企業会計基準第１号自己株式及び法定準備

金の取崩等に関する会計基準が、平成１３年の二回の商法改正に合わせた会計処理を定めた。

その後、この会計基準は、平成１７年の会社法の施行に伴い、自己株式及び準備金の額の減

少等に関する会計基準となり、さらに、平成１８年８月の会社計算規則の施行に伴い改正さ

れている。
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� １株当たり当期純利益に関する会計基準（企業会計基準委員会、２００２年９月）

この会計基準は、従来から開示が要求されてきた１株当たり当期純利益の算定方法につ

いて、平成１３年の二度の商法改正を踏まえて、定めたものである。その後の会社法施行等

に伴い数次の改正が施されている。

� 役員賞与に関する会計基準（企業会計基準委員会、２００５年１１月）

この会計基準は、従来、役員報酬については費用として、役員賞与については利益処分

として会計処理することが一般的であったところ、平成１５年商法改正を経て平成１７年会社

法施行により、役員賞与と役員報酬が同一の手続により支給されることとなったため、役

員賞与についても発生した会計期間の費用として処理することとした。

� 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準（企業会計基準委員会、２００５年１２

月）

この会計基準は、いわゆる中間区分を廃止し、従来の資本の部に代えて純資産の部を設

置した。

� 株主資本等変動計算書に関する会計基準（企業会計基準委員会、２００５年１２月）

この会計基準は、平成１７年会社法施行によって導入された株主資本等変動計算書の表示

に関するルールを定めた。

� 事業分離等に関する会計基準（企業会計基準委員会、２００５年１２月、２００８年１２月改正）

この会計基準は、持分の継続・非継続という概念を軸に、企業再編における分離元企業

や結合当時企業の株主に関する会計基準を定めた。なお、２００８年１２月に、企業結合会計基

準の改正に対応した改正が行われている。

� ストック・オプション等に関する会計基準（企業会計基準委員会、２００５年１２月）

この会計基準は、２００１年１１月の商法改正で新株予約権制度が導入されたことを受けて公

表されていた論点整理を踏まえて、平成１７年会社法施行後のストック・オプションについ

ての会計処理を定めたものである。

� 棚卸資産の評価に関する会計基準（企業会計基準委員会、２００６年７月、２００８年１２月

改正）

この会計基準は、棚卸資産の期末における評価基準及び開示について定めたものである。

従来、原価法と低価法の選択適用が認められてきたが、低価法は原価法に対する例外と位

置づけられてきた。この会計基準は、低価法を廃止し、資産の収益性低下により簿価を切

り下げることを棚卸資産についてもより広く認めることとした。さらに、２００８年１２月の改

正企業会計基準第９号棚卸資産の評価に関する会計基準では、棚卸資産の評価方法として

の後入先出法を、国際会計基準とのコンバージェンスを図るために、廃止した。

� 関連当事者の開示に関する会計基準（企業会計基準委員会、２００６年１０月）

従来、関係当事者の開示に関する特定の会計基準は存在しなかったが、国際的な会計基

準のコンバージェンスの観点などから、この会計基準が定められた。

	 四半期財務諸表に関する会計基準（２００７年３月）

２００６年の証券取引法改正に基づいて四半期報告制度が導入されたことに伴い、この会計

基準が定められた。


 工事契約に関する会計基準（企業会計基準委員会、２００７年１２月）

長期請負工事に関する収益の計上については、従来、工事進行基準又は工事完成基準の
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いずれかを選択適用することとされてきたところ、この会計基準は、工事進行基準の適用

要件を明確化した。

� 持分法に関する会計基準（企業会計基準委員会、２００８年３月）

この会計基準は、投資会社と持分法の適用対象となる非連結子会社や持分法適用関連会

社の会計処理について、原則として統一することとした。

� セグメント情報等の開示に関する会計基準（企業会計基準委員会、２００８年３月、最

終改正２００９年３月）

セグメント情報開示基準（企業会計審議会、１９８８年５月）の下で連結財務諸表の注記事

項として、�１事業の種類別セグメント情報、�２親会社及び子会社の所在地別セグメント情
報、�３海外売上高のみが開示されていたところ、この会計基準は、報告されるべきセグメ
ント情報を増やすとともに、報告されるべきセグメント情報の要件を具体的に定めた。

� 資産除去債務に関する会計基準（企業会計基準委員会、２００８年３月）

この会計基準は、国際会計基準とのコンバージェンスの一環として、従来、我が国では

特に明確なルールが存在しなかった、資産除去債務についての会計処理を定めた。

� 賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準（企業会計基準委員会、２００８年１１月）

この会計基準は、従来、一般に原価評価されていた不動産について、賃貸等不動産に該

当する場合には、時価等の注記を行うこととした。

�２ 企業会計基準改正の特徴

以上のような近年の企業会計基準改正の特徴としては、次のような諸点が指摘できる。

第一に、国際基準との調和である。資本市場の国際化により、会計基準の国際的なコン

バージェンスが進んでいる。我が国の会計基準も、この流れに沿って変化してきた。とり

わけ、ここ数年は、後述のような国際財務報告基準とのコンバージェンスの要請に応える

ための会計基準の整備が急速に進んでいる。

第二に、企業財務の透明化である。投資家に対する情報提供を充実させるために、より

多くの、また比較可能性の高い情報が開示されるようになってきた。

第三に、損益計算から財産計算への力点の移行である。従来、適正な期間損益計算が企

業会計の中核とされ、その中で取得原価主義が重要な役割を担っていた。しかし、企業の

所有する資産の含み損が投資家から観察不可能であることの弊害を除去するために、時価

主義志向が強調されることとなった。金融商品に関しても、時価主義が強調されている。

もっとも、この時価主義志向はあくまで取得原価主義の枠の中でのその修正として位置づ

けられている。

第四に、設定主体の変更である。かつての政府機関の企業会計審議会に代わり、民間団

体である財務会計基準機構の企業会計基準委員会が企業会計基準の設定を担うようになっ

た。これに伴い、会計基準の変更が弾力化し、また企業会計の内容も詳細なものとなって

きている。

第五に、税法との乖離の拡大である。かつて、トライアングル体制と称して、企業会計

原則、商法・法人税法の調整が図られてきたが、近年、企業会計基準と会社計算規則が接

近し、また、企業会計基準について国際的なコンバージェンスが強調されるのに従って、

税法との調整に関心が失われるようになってきた。
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�３ コンバージェンスの履行とその課題

企業会計基準委員会は、国際会計基準審議会との間で取り交わされ２００７年７月の「東京

合意」にて、２０１１年６月を履行期限とした国際財務報告基準とのコンバージェンスを行う

とした。また、これに先立ち、EUは、欧州証券規制当局委員会に委託して日本の会計基

準の IFRS との同等性評価を行い、２６項目の差異項目を指摘した。

しかし、近年の企業会計基準改正の結果、EUから指摘されたコンバージェンスの対象で

ある２６項目については、ほぼその作業は終了した。

２００８年１２月に、EUの欧州委員会によって我が国の会計基準が同等であると評価された

が、同等性評価は今後も行われていくので、コンバージェンスをさらに推進していくべき

であると考えられている。ただし、IFRS 自体が、国際会計基準審議会と財務会計基準審

議会の共同作業によって作られている最中であるため、両審議会の公表する論点整理や公

開草案等を見すえながら、我が国でも対応する会計基準を作成していく必要がある。

コンバージェンスの推進には、実務等との関係、会社法との関係、税法との関係等、さま

ざまな考慮要素がある。このため、連結財務諸表と個別財務諸表の関係を緩やかに解して、

連結財務諸表についての会計基準について、個別財務諸表に先行して改訂していくという

いわゆる連結先行の考え方が唱えられている。企業会計審議会が２００９年６月に公表した「我

が国における国際会計基準の取扱いについて（中間報告）」でも連結先行の考え方が示さ

れている。

さらに、日本の会計基準を IFRS に統合（コンバージェンス）するのではなく、IFRS

を直接、日本の企業に適用しようという見解もある（いわゆるアドプション）。この見解

のもとでは、連結財務諸表の会計基準としては IFRS を採用し、個別財務諸表の会計基準

としては国内の独自の会計基準を用いるという考えが主張されることがある。いわゆる連

単分離論である。この場合、公開会社の連結財務諸表を IFRS 基準で作成し、個別財務諸

表、会社法の計算書類の作成については、国内の会計基準を用いる。そして、課税所得算

定は、直接には会社法関係の法規制を前提にしているから、個別財務諸表系統の企業会計

とのみ接点を有することになる。

この連単分離論を採用すると、従来の企業会計基準に変更を加えなくて済み、また、会

社法の要求する会社計算書類の作成及び法人税法に基づく課税所得算定が国際会計基準の

影響を受けなくなる。これをメリットと考えるならば、連単分離論は考慮に値するという

ことになる。もっとも、連単分離論に対しては、永久に二つの基準が存在することで会計

情報の比較可能性が失われ、また、連結財務諸表を個別財務諸表等と別に作成するコスト

が存在する、との批判がある。

２．会社法（会社計算規則）の対応
�１ 平成１４年商法改正
平成１４年商法改正において、それまで商法典に置かれていた計算関係規定（資産評価等

に関する規定）が省令（会社計算規則）に委任されることになった。これによって、計算

関係規定のより機動的な制定・改変が可能になり、会計基準の改正等に弾力的に対応でき

ることになったため、証券取引法の会計との整合性が高まることとなった。このことは、

会計基準のコンバージェンスが会社計算規則に一層影響を及ぼすことを意味する。
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�２ 平成１７年会社法の制定と会社計算規則

平成１７年会社法制定前には、会社を含む商人一般に対して商法３２条２項が「商業帳簿ノ

作成ニ関スル規定ノ解釈ニ付テハ公正ナル会計慣行ヲ斟酌スベシ」と定めていた。そこに

いう「規定」には、商法３２条１項も含まれると解されており、会計処理全般について公正

な会計慣行の斟酌が要求されていると考えられていた。

会社法は、会計処理について、「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」に従う

べきことを定める規定を設けたが（会社法４３１条）、これは、従来の会計慣行の斟酌と同じ

意義であると解されている。また、会社法をうけた会社計算規則３条もその用語の解釈及

び規定の適用に関して、「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計

の慣行をしん酌しなければならない」としている。

２００９年には、国際的な会計基準とのコンバージェンスの必要から企業結合に関する会計

基準（持分プーリング法の廃止）等が企業会計基準委員会によって公表されたこと及び近

時の関係法令の改正等に伴い、会社法の委任に基づく会社計算規則について、所要の改正

が行われた。

�３ 中小企業の会計に関する指針

企業会計基準は、元来、金融商品取引法に基づく財務諸表等の作成の基準であるが、原

則として、会社法にいう「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」にあたるものと

解されている。このため、利害関係者の範囲が限定されており規模も小さい中小企業の従

うべき規範としては必ずしも適当でなかった。このため、従来、中小企業はもっぱら税務

会計のみを念頭に置いて計算関係書類を作成してきたと指摘されている。最近では、平成

１４年商法改正に伴い、会社計算規定が法務省令（会社計算規則）へ移行した際、国会の衆

参両院において、当該省令化によって会社計算規則が国際化・複雑化することを危惧して、

中小企業に対して過重な負担が生じないよう必要な措置をとる旨の附帯決議がされた。

この附帯決議を受けて、２００２年６月に中小企業庁が「中小企業の会計に関する研究会報

告書」を公表し、これに呼応して、２００２年１２月に日本税理士会連合会が「中小会社会計基

準」を、２００３年６月に日本公認会計士協会が「中小企業の会計のあり方に関する研究報告」

をそれぞれ定めた。その後、２００５年８月、これらの報告書等を統合する形で、日本公認会

計士協会・日本税理士連合会・日本商工会議所及び企業会計基準委員会が、「中小企業の

会計に関する指針」を作成した。これも、原則として、「一般に公正妥当と認められる企

業会計の慣行」を構成するものといえよう。

３．法人税法の対応
�１ 課税所得算定の基本原則（租税政策の基本原理）
法人税法は、その課税標準を「所得の金額」（法法２１条）と定めた上で、所得の金額の

具体的内容を「当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とす

る。」（法法２２条１項）とし、益金と損金との差額によって把握すること（損益法）を明ら

かにしている。この場合の「所得」とは、一般的に、包括的所得概念（純資産増加説）に

基づくものと解されている。

また、法人税法２２条２項が、益金の額に算入すべき金額として、「無償による資産の譲
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渡又は役務の提供」から収益が生じることを定めているが、「この規定は、法人が資産を

他に譲渡する場合には、その譲渡が代金の受入れその他資産の増加を来すべき反対給付を

伴わないものであっても、譲渡時における資産の適正な価額に相当する収益があると認識

すべきものであることを明らかにしたもの」（最判平成７年１２月１９日・民集４９巻１０号３１２１

頁）と解されている。ただし、課税所得の算定上、租税政策その他の理由から、「別段の

定め」（法法２２条２項・３項）による修正が加えられている。ここで念頭に置くべき租税

原則または租税政策上の考慮として、次のようなものが考えられる（税制調査会「わが国

税制の現状と課題－２１世紀に向けた国民の参加と選択－」（２０００年７月）参照（以下、「中

期答申」という。））。まずは、公平の原則である。法人税法にとっても、等しい負担能力

のある人には等しい負担を求めるという水平的公平は、重要な考慮要素となる。なお、こ

れは、円滑な執行が確保できるかという観点も含むものとして考えられる。

第二に、税制ができるだけ個人や企業の経済活動における選択を歪めることがないよう

にするという意味における中立が求められる。そして第三に、簡素が挙げられる。企業の

税負担の計算が容易であること、納税コストが安価であること、また執行側にとっても、

なるべく効率的に執行できる基準の方が望ましいと考えられる１。

そして、このほかに、経済社会の活力維持や国際的整合性という考慮、または特定の政

策目的を実現するための政策手段として、租税（法人税法）が利用されることがある。

また、法人所得のうち、配当に対しては、法人段階での法人税だけではなく、配当を受

け取る株主段階でも（所得）課税がなされることになるため、法人段階課税と株主段階課

税との間の負担調整の問題が生ずる（「中期答申」１５６頁）。そこで、個人株主の場合には、

配当税額控除制度（所法９２条）、法人株主の場合には、受取配当の益金不算入制度（法法

２３条）が設けられている。これは、法人税の性格論（独立課税か所得税の代替課税か）に

由来するが、「配当」の概念を明確にするため、資本金等の額と利益積立金額とを峻別す

ることを要請する。

�２ 確定決算基準の意義と機能

「法人の課税所得計算においては、その期に企業が稼得した利益の額を基礎とすると

いう基本的な考え方に加えて、減価償却費や引当金の繰入れなどの企業の内部取引につい

て恣意性を排除する必要があることなどから、株主総会において報告・承認された商法上

の確定決算を基本とするという、いわゆる『確定決算主義』が採られてい」る（「中期答

申」１５８頁以下）。

ここで確定決算主義ないし確定決算基準と呼ばれる概念の内容は、税制調査会・法人課

税小委員会報告（１９９６年１１月）に従って、次のように整理することができる。

� 商法上の確定決算に基づき課税所得を計算し、申告すること（法法７４条１項参照）。

� 課税所得計算において、決算上、費用または損失として所定の経理がされているこ

と（損金経理）等を要件とすること。

� 別段の定めがなければ、「一般に公正妥当な会計処理の基準」（以下「公正処理基準」

１ このことから、例えば、課税要件事実については明確でかつ客観的に構成されることが望まれる。
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という。）に従って計算すること（法法２２条４項）。

このうち�については、ただの手続的な規定にすぎないとの指摘もあるが、�とあわせ
て見た場合には、課税所得が企業利益に基礎をおいて算出される以上、企業の採用する会

計方法が不適正なものでない限り、企業利益を課税所得の基礎とすることが適当だとの考

えに立脚するものと評価できる（大蔵省企業会計審議会中間報告「税法と企業会計との調

整に関する意見書」（１９６６年１０月）参照）。加えて、財務諸表を統一し、会計処理の煩雑さ

を解消するという考え方を見出すこともできよう。

また、�の規定は、流動する社会経済事象を反映する課税所得にとって、適切に運用さ
れている会計慣行に委ねることが適当と思われる部分が多いことを重視し、「税法におい

て課税所得は、納税者たる企業が継続して適用する健全な会計慣行によって計算する旨の

基本規定を設けるとともに、税法においては、企業会計に関する計算原理規定は除外して、

必要最少限度の税法独自の計算原理を規定することが適当である。」（税制調査会「税制簡

素化についての中間報告」（１９６６年９月））と考えられ、導入されている。

例えば、租税法、商法、企業会計原則はそれぞれ固有の目的と機能を持っている。後二

者が利害調整機能または情報提供機能を担っているのに対し、租税法は、税負担の公平、

中立性の確保等をその立法の基本的な考え方とする（前述３�１（ロ））。そのため、企業間
の課税の公平を維持することを目的として、会計方法の選択制を抑制し、また会計方法の

適用条件の規制を行い、または、税務運営上の簡素化を図るために費用の損金算入額およ

び重要性の判断について画一的基準を設けるといった形で、必要最少限度の法人税法独自

の規定（「別段の定め」）が設けられる。

これらの場面では、租税法規が公正処理基準に対して修正的・補充的に機能するのに対

して、�は、企業の判断によって左右される内部取引等に係る意思決定を、確定決算に求
める考え方である。これにより、計算の真実性ないし客観性を担保し、もって課税の安定

ないし法的安定性を得ることができるとの判断に基づくものである。

従って、上記�は、直接には、法人の「意思」をどこに求めるかという点についての判
断（申告行為を通じて示される意思では不十分との判断）といえるが、その前提として、

内部取引等の特定事項については、その額を第三者たる課税庁が認定することはせず、（一

定の範囲内において）企業の行った会計処理を最終のものとして認めることを意味してい

る（大阪高判昭和５０年６月１３日・税資８１号８２２頁参照）。

�３ 最近の税制改正の動向

イ．基本的方向

平成１０年度税制改正以降、確定決算基準によって商法（会社法）、企業会計原則と結び

付けられていた法人税法は、大きく変化をしていく。会計慣行に多くを委ね、必要最少限

度の税法独自の計算原理を規定するとの従来の方針は転換され、法人税法上の固有の処理

をより積極的に規定する方向へと踏み出したように見える。

１９９８年以降における税制改正の理論的基礎となったのは、上記法人課税小委員会報告で

ある。同報告は、経済社会の構造変化や国際化が進展する中で、法人課税の「課税ベース

を拡大しつつ税率を引き下げる」という基本的方向を明確に打ち出した。そして課税ベー

スの見直し（拡大）にあたっては、税制の公正・中立や透明性を実現するために、企業業
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績（課税所得）を、その実態に即して、的確に把握し課税することが重要であると強調し

たのである。

その上で、「法人税の課税所得は、今後とも、商法・企業会計原則に則った会計処理に

基づいて算定することを基本としつつも、適正な課税を行う観点から、必要に応じ、商法・

企業会計原則における会計処理と異なった取扱いとすることが適切と考える。」と明言す

る。すなわち、適正な課税の実現という法人税法固有の目的と、商法（会社法）、企業会

計原則が有する目的・機能との相違に応じて、法人税法固有の取扱いを整備していくこと

が明らかにされた。この考え方は、税制調査会「わが国税制の現状と課題―２１世紀に向け

た国民の参加と選択―」（２０００年７月）においても改めて強調された。

もっとも、平成１０年度税制改正以降においても、会計基準の変容に対応し、申告段階で

の調整項目を少なくすることで企業の事務処理負担を軽減するための改正がなされてきて

いる。そのため、最近の税制改正は、後述のように、企業会計と税務会計との乖離と調和

が混在したものとなっている。

ただし、企業会計との相互調整を経て、両者の取扱いに共通した部分が多くあったとし

ても、かつてのように企業会計における取扱いに対する特例のみを別段の定めとして設け

るというアプローチは採用されていないことがあることに注意すべきである（朝長英樹「法

人税法と商法・企業会計」租税研究６５３号３３頁（２００４））。これは、法人税法が有する固有

の目的を前提として、その取扱いが定められていることを明らかにするものである。

ロ．企業会計からの乖離

� 平成１０年度税制改正では、「課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げる」という方

向を踏まえ、商法・企業会計原則における会計処理の保守主義や選択制によって、企

業間の税負担の格差や課税所得計算の歪みがもたらされているとの認識を前提に、次

のような改正が行われた。まず取り上げられたのは、各種引当金の扱いである。税制

の公平性・明確性の要請から、不確実な費用又は損失の見積り計上は極力抑制すると

の方針の下、各種引当金のうち貸倒引当金、賞与引当金、退職給与引当金、製品保証

等引当金、特別修繕引当金の縮減・廃止が進められた２。減価償却制度についても、

建物の償却方法の選択制を抑制し３、また少額減価償却資産の取得価額基準の引き下

げ、簡便償却制度の廃止といった改正がなされた。

また、収益の計上基準についても、やはり企業会計上の処理が選択的であった工事

２ なお、法人課税小委員会報告において、「近年の国際的な会計基準の動向をみると、費用収益対応の

考え方に立って企業の財政状態や経営成績を測定・開示する方法から決算期末の資産・負債の金額を

確定することによってこれらを測定・開示する方法に比重が移ってきている。今後、我が国企業会計

においても、こうした会計処理方法が採り入れられていく可能性がある。この方法によれば、従来以

上に資産・負債を確定するために見積りの要素が増え、また、長期の潜在的な債務についてもできる

限り財務諸表に計上することが求められることになると考えられる。しかし、こうした情報開示のた

めの企業会計上の要請と、公平性、明確性という課税上の要請には違いがあるので、税制が企業会計

上の処理に合わせることには限界があると考える。」との指摘があった。

３ なお、同時に建物の耐用年数の見直し（短縮）が行われている。
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収益の計上方法を限定するとともに、割賦販売等に係る収益計上基準について、商品

等の供給機能のみを果たし金融機能は第三者に委ねている法人との均衡を図るため、

その適用範囲の見直しが行われた。

� 平成１３年度税制改正では、企業の競争力を確保し、企業活力が発揮されるよう、柔

軟な組織再編成を容易にするための商法改正（会社分割法制の創設）が行われたこと

をきっかけとして、組織再編税制の整備が図られた。その際には、「移転資産に対す

る支配が再編成後も継続していると認められるものについては、移転資産の譲渡損益

の計上を繰り延べることが考えられる。」（税制調査会「会社分割・合併等の企業組織

再編成に係る税制の基本的考え方」（２０００年１０月））とされ、法人税法独自の立場から、

税負担の公平、企業の経営形態に対する中立性の観点を基本とする制度設計が行われ

た。そのため、税法固有の要件や会計処理（帳簿価額の引継ぎ、資本の部の整備など）

が設けられている。

また、平成１４年度税制改正により導入された連結納税制度においても、企業のグルー

プ経営が大きく進展してきた中で、実態に即した適正な課税を実現するという観点か

らの制度構築が行われた。なお、同時に、課税ベースの適正化措置として、退職給与

引当金の廃止が行われている。

これら組織再編税制や税法固有の要件・処理を積極的に導入した結果、課税ベース

の拡大とあいまって、企業会計上の処理との距離は広がった。そのために、例えば、

非適格合併等により被合併法人等が移転する減価償却資産について、これらの減価償

却資産の価額として会計帳簿に記載した金額が、その償却限度額の計算の基礎となる

取得価額に満たない場合には、損金経理を要件とする減価償却費の損金算入の可否に

疑義が生じる状況となっていた。そこで、平成１６年度税制改正により、この満たない

部分の金額を損金経理額とみなすことにより、その満たない部分の金額についても、

償却費として損金の額に算入することとされた（みなし損金経理）。

同じように、企業結合会計基準等の整備が進んだことに伴い、平成１８年度税制改正

において、非適格組織再編成や営業譲受けについて、移転を受けた資産及び負債につ

いては個別時価を取得価額として付すとともに、退職給付債務等に相当する負債を認

識した上で、これら資産及び負債の時価純資産価額と非適格組織再編成等の対価との

差額について資産又は負債の調整勘定を計上することとされた。このように、税法固

有の処理を前提に、企業会計との調和を図るという方向での微調整もなされている。

また、平成１５年度から段階的に廃止された退職給与引当金等との関係において捉える

こともできる。

� 平成１８年度税制改正では、会社法の制定に伴い、資本の部を整備し、資本金等の額

及び利益積立金額の概念の明確化が行われた。また、会社法制や企業会計など周辺的

な制度が大きく変わる機会を捉えて、恣意抑制という法人税法固有の立場から、役員

給与の損金算入のあり方が見直されている。

そして、２００５年１２月に「ストック・オプション等に関する会計基準」及び「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準の適用指針」が公表され、ストック・オプション

の費用計上に関する会計方法が明らかにされたことに対して、新株予約権の交付を受

けた者についての所得税法上の扱いに対応した費用計上の特例が設けられている。
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� 平成１９年度税制改正では、生産活動や事業活動の拠点としての日本の魅力を高め、

税制における国際的なイコールフッティングを確保するため、減価償却制度の抜本的

な見直しが図られた。新たな定率法（いわゆる２５０％定率法）の導入を始めとして、

経済活性化という租税政策的な観点からの改正が行われている。また、法定耐用年数

や資産区分について、使用実態を踏まえた見直しが行われた（平成２０年度税制改正）。

ハ．企業会計との調和

� 平成１２年度税制改正では、「金融商品に係る会計基準」（１９９９年１月）に対応して売

買目的有価証券の期末時価評価制度、未決済デリバティブ取引のみなし決済制度、ヘ

ッジ取引の時価評価・繰延制度が新設されたが、金融取引の計算規定と評価規定等の

全般にわたって、企業会計との調和を図りつつも、自己完結的な規定が設けられてい

る。

� また、平成１９年度税制改正では、会計基準の整備に対応して次のような改正が行わ

れている。まず、所有権移転外ファイナンス・リース取引に関する例外処理の廃止を

織り込んだ「リース取引に関する会計基準」（２００７年３月）が公表されたことを受け、

所有権移転外ファイナンス・リース取引について売買取引に準じた処理とすることと

した。

次に、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（２００６年７月）が公表されたことに対応

し、平成１９年度税制改正により、棚卸資産の期末評価について低価法を適用する場合

における棚卸資産の評価額が「当該事業年度終了の時におけるその取得のために通常

要する価額」（いわゆる再調達原価）から「当該事業年度終了の時における価額」（時

価）に改められ、また短期売買商品（トレーディング目的で保有する棚卸資産）の期

末評価制度が創設された。

また、繰延資産については、会社法及び会社計算規則が、「繰延資産として計上す

ることが適当であると認められるもの」（会社計算規則１０６条３項５号）と規定し、企

業会計に全面的に依存することとなった。そして、「繰延資産の会計処理に関する当

面の取扱い」（平成２００６年８月）により、繰延資産の項目を株式交付費、社債発行費

等（新株予約権の発行に係る費用を含む。）、創立費、開業費及び開発費とするととも

に、同時に公表された「金融商品に関する会計基準」により、社債発行差金に相当す

る額について償却原価法を適用することとされた（なお、「中小企業の会計に関する

指針」においても同様の取扱いとされた（２００７年４月改正）。）。法人税法も、このよ

うな会計処理と整合的になるように整備が行われた。

� 平成２０年度税制改正では、「工事契約に関する会計基準」（２００７年１２月）の適用によ

り、工事進行基準の方法により収益等が認識される工事の請負が増加すると予想され

る一方で、法人の自由な選択といった恣意性が排除されることから、会計処理との整

合性に配慮する方向で、工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例の見直

しが行われている。

� 平成２１年度税制改正では、「棚卸資産の評価に関する会計基準」の改正（２００８年９

月）に伴い、棚卸資産の評価について選定できる評価方法から後入先出法が除外され

た（なお、あわせて単純平均法が廃止されている）。
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４．コンバージェンスに対する法人税法の方向性
�１ 企業会計との基本的関係
我が国の企業会計が国際会計基準へとコンバージェンスの動きを見せる中で、法人税法

と企業会計との関係についても、再検討の必要の有無が問われている。まず、法人税法２２

条４項との関係でどのような問題があるか検討する。

かねてより、法人税法関係法令における課税所得算定のための規定は、企業会計との関係

では、次の三つのグループに分けられると指摘されている（金子宏『租税法第１４版』２６５

頁参照）。

すなわち、第一に、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」の内容を確認する

性質のものがある。例えば、資産の評価益の益金不算入の規定（２５条）や評価損の損金不

算入の規定（３３条）がそれである。第二に、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基

準」を前提としつつも、画一的処理の必要から、統一的な基準を設定し、または一定の限

度を設け、あるいはそれを部分的に修正することを内容とする規定である。例えば、棚卸

資産の評価に関する規定（２９条）や減価償却に関する規定（３１条）がそれである。第三に、

租税政策上または経済政策上の理由から、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」

に対する例外を定める規定である。受取配当の益金不算入に関する規定（２３条）や租税特

別措置法の多くの規定がこれにあたる。これらの区分については、第一と第二には共通す

るところが多い。

我が国の企業会計基準の IFRS へのコンバージェンス（ないし IFRS の直接適用）によ

って、法人の準拠すべき会計基準の内容が変わるのであれば、それに応じて、法人税法２２

条４項の「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」の内容が変わるということが考

えられる。つまり、法人税法が自足的な定めを置かず、「一般に公正妥当と認められる会

計処理の基準」を参照している限りで、法人税法の実体的規定が変容するということにな

る。

問題は、上記の第一および第二のカテゴリーへの影響である。コンバージェンスによっ

ても租税実体法のルールが変わるべきでないと判断するならば、法人税法の規定は維持さ

れることになる。ただし、その場合、この規定の性質は、上記の第三のものへと変化する。

これに対して、コンバージェンスによって租税実体法のルールが変わってもかまわないと

考えるのであれば、従来の「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」を確認する趣

旨の第一のカテゴリーの規定を、コンバージェンスを経た会計基準（ないし IFRS）の内

容へと改正する必要が生じる。あるいは、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」

が、納税義務者である法人に適用される会計基準によって異なると考えるならば、法人税

法で第一のカテゴリーに属するような定めを置かない、という選択肢もある。

いずれにせよ、法人税法の既存の個々の規定について、改めて、過去の企業会計のルー

ルを確認したものであるのか、それとも、何らかの租税政策ないし経済政策上の目的に応

じて定められたものなのか、ということを検討する必要がある。個々の規定については、

後述�３で検討を行う。

�２ 確定決算基準

次に、コンバージェンスと確定決算基準の関係を検討する。コンバージェンスによって
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企業会計のルールが変容するならば、個々の取引（内部取引を含む）に対する会計処理が

従来と変わる場合が生じることになる。この結果として、企業会計と法人税法の定めるルー

ルとの差異が小さくなる場合と大きくなる場合が考えられる。

差異が小さくなる場合についてはあまり問題がない。しかし、差異が大きくなる場合に

は、従来企業会計において許容されていた税法上有利な会計処理が企業会計において選択

できなくなる結果として、従来よりも税法上不利になることが生じうる。あるいは、逆に、

従来から利用されてきた税法上有利な会計処理を利用し続けたいがために、企業会計の

ルールがこれまでに増して歪められる可能性もある。

この点に鑑みても、前述のとおり、法人税法の既存の個々の規定について、改めて、過

去の企業会計のルールを確認したものであるのか、それとも、何らかの経済政策上の目的

に応じて定められたものなのか、ということを検討する必要がある。なお、経済政策上の

目的に応じた措置であるならば、すべからく租税特別措置法の中に定めを置くべきである、

という考え方が一般的であるが、法人税法の中にも政策目的の措置が存在して構わない、

という考え方もある。

これらの場合において、何らかの経済政策目的の租税特別措置の利益を享受する資格の

有無を判断するに際して、損金経理要件を含む確定決算基準を通じて、取引の存否および

法的評価に関する法人の意思を確認することは一般的には合理的であると考えられる。し

かし、前述のようなコンバージェンスによってもたらされる法人税法と企業会計との関係

において、会計処理以外の基準に従って法人の意思を確認するほうが合理的である場合に

は、確定決算基準によらない（申告調整を認める）ことが考えられる。いずれにしても、

企業会計基準のコンバージェンスの中で、確定決算基準が岐路に立たされている。

�３ 個別問題

イ．収益・利得

（イ）収益認識

IAS 第１８号では、収益について、将来の経済的便益が企業に流入する可能性が高く、こ

れらの便益が信頼性をもって測定できるときに認識されるとしている４。たとえば、物品

の販売については、�物品の所有に伴う重要なリスク及び経済価値を買手に移転したこと、
�販売された物品に対して、通常、所有とみなされる継続的な管理上の関与も有効な支配
も保持していないこと、�収益の額が信頼性をもって測定できること、�当該取引に関連
する経済的便益が企業に流入する可能性が高いこと、及び�当該取引に関連して発生した
（又は発生する）費用が信頼性をもって測定できること、という条件を満たした時に収益

が認識される。この点では、わが国における実現主義の考え方と本質的な相違はないと考

えられている（日本公認会計士協会「我が国の収益認識に関する研究報告（中間報告）―

IAS第１８号「収益」に照らした考察―」（２００９年７月）。以下、「中間報告」という。）。た

だし、所有に伴う重要なリスク及び経済価値の移転は、必ずしも法律上の所有権等の移転

４ なお、IAS第１８号は、物品の販売、役務の給付、そして利息、（ロイヤリティー及び配当を生ずる）

企業資産の第三者による利用から生ずる収益の会計処理に適用される。
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の時点に限定されず、取引の実態に基づき判断するとされているが、法律上の所有権や占

有の買手への移転と同時に発生する場合が多いとされ、物品を出荷した時点での収益認識

に否定的であると評価されている（上記中間報告）。

また、工事契約に関しては、IAS第１１号に相当するものとして、「工事契約に関する会

計基準」（２００７年１２月）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（２００７年１２月）が公

表されている。これらにより、「成果の確実性」が認められる場合には工事進行基準を適

用し、これが認められない場合には工事完成基準を適用するものとされている。

税務会計における収益認識の基準については、前述のとおり、法人税法２２条２項におい

て損益法を採用することを明らかにした上で、同法２２条４項が「一般に公正妥当と認める

会計処理の基準」（公正処理基準）を利用して益金・損金の計算を行うことと規定してい

る。そして、この条文構造を前提に、「ある収益をどの事業年度に計上すべきかは、一般

に公正妥当と認められる会計処理の基準に従うべきであり、これによれば、収益は、その

実現があった時、すなわち、その収入すべき権利が確定したときの属する年度の益金に計

上すべきものと考えられる。」（最判平成５年１１月２５日・民集４７巻９号５２７８頁）と解され、

実現主義を採るものと考えられている。

もっとも、「取引の経済的実態からみて合理的なものとみられる収益計上の基準の中か

ら、当該法人が特定の基準を選択し、継続してその基準によって収益を計上している場合

には、法人税法上も右会計処理を正当なものとして是認すべきである。」（上記最高裁判決）

と解され、基準の合理性、継続性が満たされれば企業の自主的経理が尊重される。たとえ

ば、コンバージェンスの具体的な結果が、収益認識の基準として検収・到着が重視される

という程度にとどまるのであれば、（検収基準によって）継続して収益計上が行われるこ

とも実務上は許容されている（法基通２－１－２）ので、法令上の特段の対応は必要ない

ものと考えられる。

また、平成２０年度税制改正により、会計処理との整合性を考慮した上で、工事進行基準

の適用範囲の見直しが行われている。

なお、IASB・FASB共同プロジェクトにより公表された「顧客との契約における収益

認識に関する予備的見解」（２００８年１２月）では、従来の実現・稼得モデルを資産・負債モ

デルに置き換え、収益認識の基準を開発していく方向が示されている。顧客との契約にお

ける企業の正味のポジションの増加を基礎として収益を認識するという基本的な立場が示

され、その具体的時点として、履行義務を充足した時点（例えば顧客に資産を移転した時

点）を指すものとされている。この基準は、工事契約に対しても適用することが検討され

ているなど、今後の議論の推移が注視される。また、このような立場が企業会計において

具体化された場合の対応は、法人税法にとって大きな課題となる。

（ロ）時価（公正価値）評価に伴う利得

IAS 第３９号に相当する「金融商品に関する会計基準」（旧「金融商品に係る会計基準」（１９９９

年１月））は、有価証券を、売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式・関連

会社株式及びその他有価証券に区分した上で、企業の財務活動の実態を適切に財務諸表に

反映させ、投資者に対して的確な財務情報を提供すべく、期末に売買目的有価証券及びそ

の他有価証券の時価評価を行うことを求めている。

そして、売買目的有価証券及びその他有価証券ともに時価をもって貸借対照表価額とさ
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れるが、前者については評価差額が当期の損益として処理される一方で、後者の評価差額

は当期の損益として処理されることなく、税効果を調整の上、純資産の部に記載する考え

方（全部純資産直入法）が原則とされている。

なお、公開草案「金融商品：保有区分及び測定」（２００９年７月）では、金融商品（金融

資産又は金融負債）を、基本的貸付特徴（basic loan feature）のみを有していること、及

び契約金利ベースで管理されていること（managed on a contractual yield basis）という

条件を満たすものと、それ以外のものとに区分し、前者を償却原価カテゴリー、後者を公

正価値カテゴリーとする方向が示されている。

このほか、IAS第２号に相当する「棚卸資産の評価に関する会計基準」は、トレーディ

ング目的で保有する棚卸資産について、市場価格に基づく価額をもって貸借対照表価額と

し、帳簿価額との差額（評価差額）を、当期の損益として処理することとしている。

法人税法においては、評価益は、会社更生法等の規定による更生計画認可の決定があっ

た場合又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定その他これに準ずる事実が生じた

場合を除き、原則として、益金の額に算入されない（法法２５条）。

しかしながら、平成１２年度税制改正及び平成１９年度改正により、売買目的有価証券及び

短期売買商品については、時価評価損益を益金の額又は損金の額に算入することとされて

いる（法法６１条の３及び６１条）。

したがって、企業会計上のその他有価証券については、企業会計上時価評価の適用対象

とされる５のに対し、法人税法上は、売買目的外有価証券として時価評価の対象外とされ

ることになる。これは、上記時価評価損益の益金・損金算入制度が、企業会計との調和を

図ることにより企業の事務処理負担を軽減するという目的のほか、「内国法人が、短期的

な価格の変動を利用して利益を得る目的（短期売買目的）で有価証券の売買を行っている

場合には、有価証券の価格の変動によって生じた評価益又は評価損についても、有価証券

の売買によって生じた譲渡益又は譲渡損と同様に、利益又は損失が発生したものと認識さ

れていると考えられる」（『平成１２年度改正税法のすべて』１６８頁）と説明されているよう

に、課税の確実性を重視した結果として法人税法上の上記区分が導入されたことを示して

いる。この区分は、基本的には今後とも維持されるべき基準であると考えられる。

ロ．引当金・繰延資産

（イ）引当金

わが国の企業会計原則では、「将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当期以

前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる

場合には、当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として引当金に繰入れ、当該引

当金の残高を貸借対照表の負債の部又は資産の部に記載するものとする。」（「企業会計原

則注解」注１８）とされている。個別の会計基準としては、退職給付に係る会計基準が存す

５ ただし、そもそも企業が原則的な会計処理（全部純資産直入法）を採用する場合には、その他有価

証券の評価差額は当期の損益に計上されることはなく、また例外的方法（部分純資産直入法）を採用

する場合であっても、時価が取得原価を上回る銘柄の評価差額（利得）は損益計算書に計上されない。
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る。そのほか、国際的な会計基準の動向及び我が国の現状を踏まえ、中長期的テーマとし

て引当金に関する会計基準を開発している。

また、IAS第３７号は、時期又は金額が不確実な負債を引当金と定義し、その認識の基準

として、企業が過去の事象の結果として現在の（法的又は推定的）義務を有していること、

当該義務を決済するために経済的便益をもつ資源の流出が必要となる可能性が高いこと、

及び義務の金額について信頼できる見積りができること、を挙げている。

これに対して、法人税法においては、費用計上の確実性（恣意抑制）という基本的方向

にしたがい、債務確定主義６の徹底が図られ、現行法において認められるのは貸倒引当金

及び返品調整引当金にすぎず、また、原則として、過去の実績率を用いることとされてい

る。

前述の法人課税小委員会報告の指摘に見られるように、情報提供機能を重視して長期の

潜在的債務を財務諸表に計上することを要請する企業会計とは異なり、公平性、明確性と

いう課税上の要請による限界がある以上、不確実な費用や長期間経過後に発生する費用の

見積り計上を抑制する必要があることから、このような取扱いにも合理性があるとの意見

があった。

もっとも、わが国では、欠損金の繰戻し還付が中小法人等以外の法人に対して不適用と

され、また、他の先進諸国における（事業上の）欠損金の繰越期間と比べ、繰越控除制度

の繰越期間が依然として短いという現状を前提とした場合には、企業会計との調整を図り、

将来の事業リスクを適切に現在の所得計算に反映させ、経営環境の不確実性に対応した税

制とすることが望ましいとの意見もあった。

（ロ）繰延資産

会社法及び会社計算規則は、繰延資産を限定列挙していた旧商法（施行規則）の規定を

改め、「繰延資産として計上することが適当であると認められるもの」（会社計算規則１０６

条３項５号）と定め、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣

行をしん酌しなければならない（同規則３条）としている。その上で、分配可能額の計算

において、繰延資産の部に計上した額の一定部分が減額される（同規則１８６条１号）。

そして、企業会計原則においては、「すでに代価の支払が完了し又は支払義務が確定し、

これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現する

ものと期待される費用…（略）…は、その効果が及ぶ数期間に合理的に配分するため、経

過的に貸借対照表上繰延資産として計上することができる。」（「企業会計原則注解」注１５）

と考えられてきた。しかし、実務対応報告第１９号「繰延資産の会計処理に関する当面の取

扱い」（２００６年８月）は、原則として、支出時に費用として処理するとした上で、株式交

付費、社債発行費等（新株予約権の発行に係る費用を含む。）、創立費、開業費及び開発費

を繰延資産の項目としている。また、「中小企業の会計に関する指針」においても同様で

６ 「債務の確定」（法法２２条３項２号）の意義につき、当該事業年度終了の日までに、債務が成立して

いること、当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること、及びその

金額を合理的に算定できること、という三つの要件を全て充たしていなければならないと解されてい

る（法基通２－２－１２）。
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ある。

法人税法は、「法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及

ぶもので政令で定めるもの」を繰延資産とし（法法２条４５号）、企業会計に準拠して、創

立費、開業費、開発費、株式交付費、及び社債等発行費を挙げるほか、法人税法固有の、

いわゆる「その他の繰延資産」を規定する（法令１４条１項）。課税の客観性、明確性を確

保するため、法人税法固有のその他の繰延資産の範囲につき、取扱いの明確化を図るべき

との意見があった。

ハ．固定資産

（イ）減価償却制度

わが国では、これまで税務上の減価償却費の計上が企業会計上の相当な償却として認め

られ、多くの企業において法人税法の規定に従うことが実務慣行として定着してきた。こ

れは、平成１９年度税制改正後の減価償却制度についても変わらないものと解されている（日

本公認会計士協会「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」（２００７年４月））７。また、確

定決算基準・損金経理要件による償却費の計上は、簡素な事務処理が実現し、また、客観

性が保持されることで、恣意的な会計処理を抑制する観点から意義を有すると考えられて

きた。そのため、減価償却費の損金算入に課されている損金経理要件は、当面は変更する

までの理由がないとする意見があった。

もっとも、新たな定率法を始めとする平成１９年度税制改正後の減価償却制度は、投資額

の早期回収を図り、税制における国際的なイコールフッティングを確保するという政策的

な色彩が強い。そうであるにもかかわらず損金経理を要件とすることで、企業会計上認め

られる償却額が法人税法上の償却限度額に達せず、意図した政策効果を十分に実現するこ

とができない可能性が考えられる。また、法人税法上の償却限度額を企業会計上の償却額

として採用する企業行動を招き、逆基準性の問題を拡大しているのではないかとの指摘も

ある。

そのため、損金経理要件を廃止し、申告調整によって限度額までの損金算入を認めるべ

きとの意見もあった。当協会における過去の検討においても、法人税法に基づいて計算さ

れた償却限度額の範囲内で減価償却費が損金算入されていれば問題はなく、計算の信頼

性・客観性はその限度で維持されているとの指摘はかねて存在したところである（日本租

税研究協会・企業会計との乖離問題専門部会「減価償却制度の見直しにかかる提言」（２００４

年１１月））。

（ロ）減損処理

「固定資産の減損に係る会計基準」（２００２年８月）は、資産又は資産グループに減損が

生じている可能性を示す事象（以下「減損の兆候」という。）がある場合には、当該資産

又は資産グループについて、減損損失を認識するかどうかの判定を行うとした上で、当該

７ ただし、「基本的な考え方は、減価償却方法に関する会計理論上の検討は当協会の役割ではないとの

前提から、従来の会計実務において認められてきた減価償却方法については今後も容認できるとの立

場を堅持し」たものであることには注意が必要である。
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資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比

較し、資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価

額を下回る場合には、所定の金額について減損損失を認識することとしている。

また、日本公認会計士協会により公表された「継続企業の前提が成立していない会社等

における資産及び負債の評価について」（２００５年４月）は、民事再生会社については、継

続企業の前提が成立していない会社として位置づけ、会計上すべての資産及び負債の評価

替えを強制することは適当でないとしながらも、（民事再生会社になる前における減損会

計基準の適用の有無にかかわらず）民事再生手続の開始申立てを減損の兆候とみなして、

再生計画に基づく将来キャッシュ・フローにより減損会計を適用する必要があるとしてい

る。

法人税法は、原則として、評価損の損金算入を認めない（法法３３条）が、企業会計にお

ける資産の強制評価減又は減損損失の取扱いに準拠するもの（法法３３条２項）と、法律の

規定に基づく資産評定額を会計上の資産の取得価額とみなす会社更生法等の規定に準拠す

るもの（法法３３条３項）とに区分した上で、損金算入し得る場合を規定している。

このうち、法人税法３３条２項により損金算入が認められることとなる特定事実としては、

資産そのものについて価値の毀損が生じる場合である「物損等の事実」、及び法人につい

て破産の原因となる事実が生じていること等に伴い法的整理手続が行われ、その法人の有

する資産全部について（その法人にとっての）回収可能性や経済的な価値の判断が行われ

ることを端緒に評価損の計上を認める「法的整理の事実」が挙げられている（法令６８条１

項）。また、企業会計上の損費処理を前提としたものとして位置付けられるため、損金経

理要件が課されている。

企業会計上の減損の兆候が、資産の収益性が当初の予想よりも低下し、資産の回収可能

性を帳簿価額に反映させなければならない場合を想定して構成されているのに対し、法人

税法における物損等の事実は、災害による著しい損傷と同程度ないしはそれに準ずる程度

に資産損失を生じさせるような事態を指すものとして限定的に解されている。

なお、法人税法では、評価益の益金算入を認めていないので、一時的又は回復可能性が

ないとはいえない価額の低下の場合に評価損の損金算入を認めると、その後価額が回復し

たという場合に益金として捕捉することができず、容易に利益操作・租税回避を認めるの

と同様の結果になりかねないために、評価損等の計上につき、その減少状態として、固定

的で回復の見込みのない状態ないしはそれに準ずるような状態であることを前提としてい

るものと解される（東京高判平成３年６月２６日・行集４２巻６・７号１０３３頁）。

したがって、単なる収益性の低下に基因する評価損の計上を認めるには、その検討の前

提として、減損の戻入れが義務付けられること、及びその戻入れによる収益認識に対する

課税が必要であるとも考えられる。

なお、実務上は、減価償却資産について計上した評価損（減損損失を含む。）の金額の

うち損金の額に算入されなかった金額につき、償却費として損金経理をした金額として、

償却限度額の範囲内で、損金算入を認めている（法基通７－５－１）。収益性の低下に基

因する減損損失を減価償却費として処理することには、償却限度額という客観性が担保さ

れた仕組みの中で減損損失に対応することは肯定的に評価されるとの指摘があった。
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ニ．企業組織再編成

（イ）企業会計基準

企業の組織再編については、「企業結合に係る会計基準」（２００３年１０月）（以下「企業結

合会計基準」という。）及び「事業分離に係る会計基準」（２００５年１２月）によって整備が進

められてきた。次いで、国際会計基準との整合性を図るため、２００８年１２月に所要の改正が

行われた。また、２００９年７月には、「企業結合会計の見直しに関する論点の整理」（以下「論

点整理」という。）が公表され、更なる見直しの行われることが予定されている。

これらの動向のうち、税務会計との関係において注目すべき点は、�共同支配企業の形
成及び共通支配下の取引以外の企業結合について、すべて「取得」としてパーチェス法に

よる処理に統一されたこと（持分プーリング法の廃止）、及び�のれんの償却に関する論
点が整理されたこと、である。

（ロ）持分プーリング法の廃止

従来、共同支配企業の形成及び共通支配下の取引以外の企業結合は、「取得」と「持分

の結合」という異なる経済的実態を有する企業結合について、別々の会計処理方法を適用

するとの考え方に立っていたが、会計基準のコンバージェンスを推進する観点から、「持

分の結合」に該当した企業結合のうち、共同支配企業の形成以外の企業結合については取

得となるものとして、パーチェス法により会計処理を行うこととし、持分プーリング法は

廃止されることとなった（企業結合会計・結論の背景）。

これに対して、法人税法では、企業の競争力を確保し、企業活力が発揮されるよう、柔

軟な組織再編成を容易にするという観点から、すでに独自の組織再編税制が創設されてい

る（平成１３年度税制改正）。また、「支配の継続」という概念を法令上の要件として具体化

するにあたっては、税負担の公平、企業の経営形態に対する中立性の観点を基本とするこ

とが必要とされ、企業が採用した会計処理によって課税上の取扱いが直接左右されること

は望ましくない。しかしながら、組織再編税制上の適格要件の下での「帳簿価額の引継ぎ」

とパーチェス法における「時価評価」とによって、税務会計と企業会計との間に決定的な

差異をもたらすことになる。これにどう対処するかは、今後の課題である。

（ハ）のれんの償却

企業結合会計基準では、被取得企業又は取得した事業の取得原価は、原則として、取得

の対価（支払対価）となる財の企業結合日における時価で算定し、その取得原価を、識別

可能資産及び負債に、その時価を基礎として配分することとしている。そして、取得原価

が、識別可能資産及び負債の純額を上回る場合には、のれんが生じる。この基本的な処理

については、国際会計基準との間に大きな差異はなく、特段の見直しは必要ないと考えら

れている（上記論点整理）。

しかしながら、我が国における会計基準では、２０年以内で規則的に償却する取扱いとな

っているのに対して、国際会計基準では、のれんを償却しない取扱いとなっている。その

ため、今後、のれんの償却について、わが国における会計基準を見直すかどうかは、引き

続き検討するものとされている（上記論点整理）。なお、計上されるのれんについては、

わが国では減損会計基準の適用対象資産として、国際会計基準では IAS第３６号にしたが

い、ともに減損処理が行われることとされている。

そして、仮にのれんを償却しない方法に見直す場合には、規則的には費用処理されない

２１／２３
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ことになるため、その場合には、今後、これまで以上に、取得原価を無形資産に配分し償

却することが必要になるという意見があり（上記論点整理）、識別可能な無形資産への配

分を適切に行うように見直すことが予想される。

また、改正後の企業結合会計基準においては、国際的な会計基準の考え方を斟酌した結

果、負ののれんが生じると見込まれる場合には、まず、取得企業は、すべての識別可能資

産及び負債が把握されているか、また、それらに対する取得原価の配分が適切に行われて

いるかどうかを見直すこととし、次に、この見直しを行っても、なお取得原価が受け入れ

た資産及び引き受けた負債に配分された純額を下回る場合には、当該不足額を発生した事

業年度の利益として処理することとしている。このため、識別可能な無形資産及び負債の

認識・測定は、のれんの処理にとって大きな意味を有すると考えられる。なお、識別可能

資産及び負債の範囲については、原則として、わが国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準の下で認識されるものに限定するとされているが、取得後に発生するこ

とが予測される特定の事象に対応した費用又は損失であって、その発生の可能性が取得の

対価の算定に反映されている場合には、負債（企業結合に係る特定勘定）として認識する

とされている。

法人税法においては、適格組織再編が行われた場合には、合併法人等から被合併法人等

へ移転する資産や負債は、合併に係る最後事業年度終了時の帳簿価額で引継ぎが行われる

こととされているため、上記（差額）のれんに相当する無形資産を観念する必要はない。

もっとも、この場合にも、企業会計において計上されたのれんを税務上どのように処理す

べきかという問題が残る。

しかしながら、非適格組織再編成や営業譲受けについては、平成１８年度税制改正におい

て、移転を受けた資産及び負債について個別時価を取得価額として付すこととされている

ため、当該取得価額の総額と取得原価との間に差額が生じる。そこで、退職給付債務等に

相当する負債を認識した上で、これら資産及び負債の時価純資産価額と非適格組織再編成

等の対価との差額について資産又は負債の調整勘定を計上することとされた。そして、営

業権の償却と平仄を合わせ、５年間で均等償却をすることとされている。

また、移転を受けた資産が営業権であるときは、独立した資産として取引される慣習の

ある営業権に限って、上記の時価純資産価額を計算する資産として扱われる。この独立し

た資産として取引される慣習のある営業権とは、営業権のうちその権利のみを一の資産と

して取引の対象になるものに限られており、将来において、企業会計上の識別可能な無形

資産の範囲との乖離が大きなものとなる可能性がある。また、移転を受けた負債の額には、

退職給与負債調整勘定の金額及び短期重要負債調整勘定の金額が含まれることとされてい

るが、同様に、企業会計上認識される偶発債務との乖離が大きくなることが予想される。

この乖離に関し、企業の事務処理の簡素化という観点からは、法人税法と企業会計との

一致が図られることが望ましいが、その必要性の大きさは、のれんに対応する差額（とそ

の他の資産・負債）についての税務会計上の処理の乖離に依存すると考えられる。

企業結合会計基準の見直しに伴い、のれんの償却が仮に否定されたとしても、税務会計

において費用化を完全に否定することは適当ではない。他方で、のれんの減損損失の客観

性、信頼性を確保することは困難であり、一定の限度額の範囲内で、損金経理により減損

損失の損金算入を認めることも考えられる。もっとも、５年間での均等償却とする現行法

２２／２３
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の根拠として、任意の期間により償却することを税制上の措置とした場合は、償却費を通

じた費用の計上時期の任意設定につながりかねないとの考慮があったこと８を考えると、

（差額）のれんの費用化を企業の減損処理に委ねることは適当ではなく、償却期間を固定

した上での均等償却を維持する必要があるとも考えられる。

８ 一方で、一律２０年とすると相当長期にわたるものとなるので、実務的な負担も考慮した上で５年と

いう期間が設定されたと説明されている。

２３／２３
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大阪大会開催にあたり

社団法人日本租税研究協会副会長・日本生命保険相互会社会長

宇野 郁夫

大阪大会の開催に当たりまして一言、ごあい

さつを申し上げます。

本年は当協会が昭和２４年１１月に創立されてか

ら６０周年という節目の年になっております。先

週の９月１０日、東京大会の冒頭に創立６０周年の

記念式典を開催しております。過去６０年にわた

る先人の皆様のご尽力・ご協力に感謝申し上げ、

この記念すべき年を租研活動の新たな出発点と

して、さらに決意を新たにしたいと考えており

ます。

この租税研究大会「大阪大会」の開催に当た

りましては多数の会員の皆様と講師の方々にご

参加いただき、誠にありがたいと存じておりま

す。後ほど東京からも総務省の佐藤審議官、そ

れから、財務省主税局の安居税制第三課長にお

越しいただきますが、業務ご多忙の中、パネリ

ストを務めていただきますことに、この場をお

借りして、心より御礼を申し上げておきたいと

思います。また、ここにご出席の皆様方には常

日ごろ租研の事業活動にご支援、ご協力を賜っ

ております。あらためて深く御礼を申し上げま

す。

現在、ご承知のとおり、わが国は昨年秋以降

の世界的なファイナンシャル・クライシスと最

大の世界同時不況の中で、未曾有の急激な景気

の落ち込みに直面しております。最近ではやや

持ち直した動きが見られておりますが、経済活

動の水準は依然として厳しい局面が続いており

ます。こうした足下の経済問題とともにわが国

は多くの構造的な問題を抱えておりますが、重

要な問題は３つに分かれると思います。

第１は経済活動のグローバル化の中で日本の

脆弱な経済・社会構造の改善です。そのために

も時代にふさわしい、力強い経済成長戦略が求

められております。

第２は少子化・超高齢化社会における持続可

能な社会保障制度の構築です。

第３は国が抱える巨額の長期債務と財務健全

化の問題です。

このように大変厳しい情勢ではありますけれ

ども、今まさに国民が安心して豊かに暮らせる

基盤を作るべく、大きな転換期にあると思って

おります。

特に税制につきましては、この転換期におい

て国民が将来にわたって安心・安全な生活を確

保できるようにするとともに、その活力を十分

に発揮できる制度を構築することが絶対に必要
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となっております。当協会ではこれまで日本経

済・社会の変化に対応して、その時々の財政・

税制・税務の実情を理論的・実証的に調査・研

究してまいりました。そして、その望ましい在

り方などについて研究成果を発表するとともに

政策に反映していただくべく、提言や意見表明

を行ってまいりましたが、このような事業活動

を今後とも力強く、積極的に行っていきたいと

思っております。

本日の大阪大会におきましては、「税制の今

後の課題と展望」と題した討論会並びに「租税

法学から見た消費税」と「信託税制の過去と未

来」の２つの報告を予定しております。お話し

いただくのは、皆様もご高承のとおり、税制に

精通された専門家の方々ばかりで、大変貴重な

お話をお伺いできることと存じます。ぜひ本日

のプログラムを期待し、ご清聴いただきますよ

うお願い申し上げます。

最後になりましたけれども、皆様方の益々の

ご発展をお祈り申し上げますとともに、当協会

に対しまして今後とも力強いご支援、ご協力を

いただきますよう切にお願いいたしまして、私

のごあいさつを終わらせていただきます。あり

がとうございました。
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はじめに

租研の６０周年の記念大会という、このような

記念すべき大会の場で報告をさせていただくこ

とを非常に光栄に存じております。ただ、そう

は申しましても、今日お話しするのがそれに十

分に応え得るような内容かどうか、その点に関

しては自信はありませんが、精いっぱいお話を

させていただきたいと考えております。

�．消費税の論点

１．基本的な論点

「租税法学からみた消費税」というテーマを

設定させていただいたのは、私の専門分野が法

律学の一分野である租税法ですので、法律の観

点からしかものを考えることができないという

ある意味では極めて明確な理由によるわけです。

消費税法が昭和６３年に制定されたときは必ず

しも十分な検討の時間がなかったということも

ありまして、消費税を成り立たせている基本的

な要素には今日でもなおはっきりしていないと

ころがあります。基本的な要素というのは、要

するに、１つは一体誰が納税義務を負うのかと

いう納税義務者の意味です。もう１つは消費税

というのは一体何に対して課税するのか、つま

り、課税の対象は一体何なのかということです。

税法においてこの２つは当然明確に書いてい

ないといけないことです。そのように重要な事

柄であるにも拘わらず、法律で必ずしもはっき

りと書いていないところがあります。裁判の中

でも見解が分かれ、混乱がみられます。また、

権利とか、義務とか、税務署の権限とか、そう

いう乾いた表現を使う法律の世界のものの言い

方と、一般の人々、一般大衆が消費税について

考えているイメージが必ずしも一致していない

ところがあります。

報告１ ９月１５日�・午前

租税法学からみた消費税

同志社大学法学部教授・日本税法学会理事長

田中 治
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誰が消費税を負担するか等についての説明は、

法的な説明と法律以外のごく一般的な説明とで

は必ずしも一致していない。それは日本にとっ

て必ずしもいいことではないと思うのです。例

えば、消費税の負担をめぐって事業者間、事業

者と消費者間で無用な対立が生じるのは不幸な

ことです。税を支払ってこの社会を支えていこ

うという共通の理解の下にみんなで助け合って

いく、そして、そのような共存共栄のいい社会

を作っていこうという思いがあってこそ世の中

がうまくいく。このように考えると、消費税に

ついての基本的な理解というのはどうしても必

要になってくるのではないかと考えております。

本日は、一体誰が納税義務者なのかという問

題と一体消費税は何に対して課税をするのかと

いう問題の２つを中心に、どのような考え方が

あるのか、どのような対立があるのかというこ

とを概括的にお話をさせていただきます。また、

なぜ納税者がいろいろなことを裁判にまで持ち

込んでくるのか、或いはそれに対して裁判所は

どういう回答を与えているのか、その回答は妥

当なのかといったようなことに関して私が考え

ていることの一端をお話しさせていただければ

と思っております。

本日お配りのレジュメに従ってお話をさせて

いただこうと思っております。ただ、分量が恐

らく１時間半を超えると思われますので、端折

ってお話しさせていただくことになろうかと思

います。

�１ 誰が納税義務者になるのか

まず最初は、一体誰が納税義務者になるのか

という問題です。そのときに問題になるのは、

事業者と消費者との関係です。法律の規定では

事業者が納税義務者だと書いています。これは

明白な規定ですから間違いようがありません。

現実にも、個人や法人の事業者が消費税を納付

しています。

ただ、その負担は商品の価格やサービスの価

格に織り込まれて、事実上転嫁する、つまり、

大っぴらにそれを消費者の負担にしていいです

よという一般的な約束事で作られている。とは

いえ、この約束事には明文の根拠規定がありま

せん。しかし、一般的には、この約束事は社会

的に承認をされていると説明をされています。

このように、権利や義務という乾いた言い方、

より正確には法的な根拠がはっきりしない形で、

消費者が最終的に、事実としてその負担を負う

仕組みだと説明されます。

〔消費者は事業者に消費税を預けているのか〕

しかし、その場合に、消費者が事実として最

終負担をするのであれば、消費者からすると、

この税金を自分が払っているという思いが生じ

るのは無理からぬことといってよいかもしれま

せん。つまり、消費者は消費税を事業者に預け

ている、或いは自分が税金を納めているのだと

いう感覚になってきます。ただ、これは身もふ

たもない言い方なのかもしれませんが、法律の

乾いた言い方で言うと、これには法律の根拠は

全くないわけです。消費税法には、消費者の権

利や義務は一切書いていません。消費税を事業

者に預けないといけないという義務があるかと

いうと、これは全く書いていません。或いはそ

の反対に事業者は消費者から消費税を預かる義

務があるか、これも全く書いていません。

そうすると、消費者の側に、自分たちが最終

的に消費税の負担を支えていくのだ、そのこと

によって日本の税制の一部に自分は参画するの

だという思いがあるとすれば、私はこれは日本

人の非常にまじめな、或いは積極的な性格の表

れだと思いますけれども、法的にはそれを直ち

に肯定することはできないということになりま

す。

しかし他面では、最終消費者が事実として消

費税の負担を負うものだという説明もしばしば

される。このような二面的な説明をどのように

整合させるのかは、容易ではありませんが、重

要な課題だと思います。制度設計をする際に、

租税の納付、税負担の転嫁等の一連の過程の中

で、誰が、どのような負担を負うのかは、とり
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わけ消費税の税率を上げる場合に問題になって

きます。また、消費税の納税義務者に関して裁

判の論理、いわゆる出るところに出た場合の論

理と普通の人が感じている感覚が、同じであれ

ばよいのですが、ときには違う場合もあります。

権利義務の体系として制度を設計するというこ

とと、それが社会的に承認され、同意を得るこ

とのできる仕組みとすることとの間で、どのよ

うにして一貫性と連続性を作ることができるか、

が問われているのではないかと考えます。

〔事業者は消費税を預かっているのか〕

事業者は一体消費税を預かっているのか、或

いは消費者は事業者に消費税を預けているのか、

その法的根拠はあるのかということが問題とな

ります。最近は少し下火になっていますが、か

つて消費税が導入されたときには「益税」とい

う言葉がよく言われました。益税という概念は

はっきりしませんが、特に小規模の免税事業者

に対して支払った税金を小規模な免税事業者は

国に納めていない、自分の懐に入れている、こ

れはずるいことだというような言い方が、まこ

としやかにといいますか、当然のようにいわれ

てきました。これは法的に見て、つまり、法的

な権利義務という乾いた言い方で言うと、本当

にそういうことになるのでしょうか。

例えば事業者、経営者が従業員の給料から源

泉徴収をして、それを翌月１０日までに国に払わ

ないで懐に入れるのは詐取です。税金を自分の

懐に入れる、こんなことは到底許されることで

はありません。ところが、今まで免税事業者が、

預かった消費税をネコババしたということを理

由に逮捕されたなどというのは全く事実として

ありません。これは警察の怠慢かというと、そ

うではないのです。従業員の給料に対して事業

者が源泉徴収をするというのは、事業者に対し

てその義務が法律上課されているからです。で

は、それと全く同じような徴収義務が消費税に

ついて事業者に課されているかというと、消費

税法は全く課していないのです。

同じ消費税といっても、間接消費税と直接消

費税とがあります。今お話ししている消費税は

間接消費税といって、実際に税金を払った納税

義務者である事業者と最終的に負担する消費者

とが違っている、或いは違ってよいという税金
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のことです。もう１つのタイプとして直接消費

税というのがあります。入湯税とか、或いはゴ

ルフ場利用税といったものです。例えば温泉地

などに行きますと、通常の代金に加えて、基本

的には１日について１５０円の入湯税をもらいま

すと言われます。或いはゴルフ場利用税につい

ては、１日について８００円を標準とするものが

ゴルフ場の利用に対して求められます。これは

直接消費税といいます。

なぜ直接消費税と言うかというと、納税義務

者は地方税法上、これらに関する消費者だから

です。つまり、実際に温泉に入ったり、ゴルフ

場を利用したりする利用者が納税義務者だから

です。それに対して経営者はというと、その利

用者から入湯税やゴルフ場利用税を取るための

特別徴収義務を課されているのです。これから

お話をする消費税というのはそのような直接消

費税のタイプではありません。むしろタイプで

いうと酒の税金、酒税に似ているものと考える

のが最も適切だろうと思います。

酒税というのは消費者が最終的にはこれを負

担します。ウイスキーが例えば１万円の場合だ

ったら、大ざっぱにいうと半分は税金だという

ようなことがよくいわれますが、その酒税を払

う納税義務者は酒を作った人です。酒税の場合

は、その人が一定の酒税を払って、それが仮に

１本について５，０００円だとしますと、その部分

を大っぴらにウイスキーの値段に上乗せして、

消費者に対してその部分を転嫁するという構造

になっています。しかも、消費者がウイスキー

を購入する際には、ウイスキー本体の購入価格

を支払いますので、酒税の負担部分が含まれて

いることは一見しただけでは見えない、隠れて

います。

ところが、日本の消費税の導入時には、ご承

知のように、日本に消費税が定着するためにと

いう思いからでしょうが、或いは、消費者が積

極的に消費税の部分を値切るというようなこと

をしてもらいたくないという思いからでしょう

が、消費者は事業者に対してきちんと消費税分

を預けてくださいという非常に大きなキャン

ペーンが展開されました。事業者は消費者から

消費税を預かってください、預かったものをち

ゃんと国に払ってくださいという、預ける・預

かるという言葉が消費税法の規定のどこにもな

い状況の中で作られてきました。これは確かに

日本に消費税を定着させる中での１つの工夫で

はあったと思います。しかし、そのことが一面

で消費税の理解を混乱させる要因にもなったの

ではないかと思っております。いずれにしても、

こういう特異な形で展開された状況を踏まえて、

消費税の納税義務者をどのように考えるのかが

問題となります。

�２ 消費税の課税対象は何か

もう１つは、消費税は一体何に対して課税す

る税金なのかということです。消費税の規定の

組み方としては、まず消費税法の２８条に課税標

準というのがありまして、そこに一定期間の課

税売上げについて税抜きの金額をまず出しなさ

いとあります。厳密に言うと４％なのですが、

地方消費税も併せて税率を５％として大ざっぱ

な言い方をしますと、それに対して税率の５％

をかけるというのが２９条の規定になります。そ

の次の３０条には、そうは言っても、事業者はそ

れを仕入れる段階で税金の負担があるから、仕

入れ部分については仕入税額控除をするのだと

しています。こういうふうに２８条、２９条、３０条

という規定の並びをどのように理解するかとい

う問題になってくるわけです。

〔消費税の担税力は何か〕

消費税は一体何に対して課税するのか、つま

り、消費税の課税対象は何なのか、消費税の担

税力は何なのかという議論をすべきだろうと思

います。所得税については所得税の担税力は何

か、所得とは何かという議論は相当多くのもの

があります。裁判例でも問題になります。例え

ば、単に現金のみではなくて、いわゆる経済的

な利益に対しても課税がされますが、経済的利

益とは何か、その担税力は何かなどが実際に争
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いになります。

ただ、所得税法においても、所得とは何かと

いう定義規定はどこにもありません。常識の範

囲内で考えるのだといえばそれまでなのでしょ

うが、人によって常識の範囲、幅が多少違って

いるところがありますので、それが紛争の原因

にもなります。では、消費税はというと、この

種の議論というのはほとんどありません。よく

いわれるのは、消費税というのは消費一般に対

して広く負担を求めるものであるとか、そうい

う抽象的な言い方がされるにとどまっているよ

うに思われます。しかし、この言い方も、よく

考えるとわかったようで、わからないものです。

消費税は消費そのものがあるから消費税をかけ

るのだという言い方は、非常に抽象性が高くて、

かつその意味内容が不明です。

さらに消費税の担税力を考えていくと、別の

言い方が可能となり、それは消費能力なのだと

いうことになります。つまり、消費者が現実に

品物等を買う力があるから消費税をかけるのだ

という言い方があります。また、それは他面か

らいえば、事業者が物を販売する力があるから、

それに注目して課税するのだという考え方があ

ります。

さらに付加価値、消費税法には付加価値など

という言い方は何もないのですが、付加価値の

存在があるから課税をするのだという考え方が

あります。消費税は世界的に見ると付加価値税

の１つだといわれています。ごく大ざっぱにい

うと売上げから仕入れを引いた付加価値がある、

つまり、事業者が原材料を仕入れて、それに人

を雇うという形で給料を払う、或いは自分の利

益を見込むという形で新たな事業、新たな価値

を生み出すから、消費税の課税対象がそこに生

み出されるのだという説明の仕方もあります。

このように、消費税の担税力については、い

くつかの考え方があり得ますが、これまで十分

な議論はありません。

�３ 消費税において仕入税額控除はなぜ設けら

れたのか

課税対象をどう考えるのかということで、も

う１つの重要な要素は仕入税額控除です。消費

税法における仕入税額控除というのは一体何の

ために設けられたのか。仕入税額控除は事業者

にとって特典なのか、或いは権利なのかという

ことです。売上げがあったら当然に仕入れがあ

ります。そうすると、売上げにくっついている

税金があれば、当然に仕入れにくっついている

税金もあります。そうすると、仕入れにくっつ

いている税金があると考えられる以上、それは

引くのが基本だと考えるべきなのでしょうか。

これまで裁判例においては、消費税法の３０条７

項に関するものが多く争われています。この規

定は、事業者がきちんと帳簿及び請求書等を保

存していない場合には消費税の仕入税額控除は

できないという規定です。この規定の意味をど

う考えるべきでしょうか。

私はよく講義なんかでこういう話をします。

ある高いビルにオフィスがある会社があって、

たまたま窓を開けたら帳簿、請求書が飛んでい

ってしまって、当該年度の取引を示すものが一

生懸命かき集めても半分しか集まらなかった。

この場合、帳簿等の保存がないといえばない状

態ですので、文字どおり、その年度の半分しか

仕入税額控除は認められないのか、という問題

です。

仕入税額控除の可否という問題は、裁判にお

いては、税務調査時における帳簿等の不提示に

関連して問題となっており、これについては既

に最高裁で一定の決着がついています。しかし、

裁判というのは紛争の個別的事情に左右される

ところがありますし、また、後に触れるように、

最高裁の考え方でよいのかどうかという議論は

なおも検討に値します。
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２．消費税の実体税法上の仕組みをめ
ぐる基本的な見解の対立

�１ 納税者は事業者か消費者か

私は大きく分けると、二とおりの対立する考

え方があるように思います。

私は対立する２つの物語といったような表現

をしています。非常にわかりやすく単純にする

ために例として、ある小売商がアイスクリーム

を売っていたとします。それを８４円で仕入れて、

１０５円で売ったとします。消費税導入前はその

人は８０円で仕入れて、１００円で売っていたとし

ます。

このときに、勉強し始めた学生なんかはどう

いうふうに考えているかというと、まず消費者

が１０５円を払うというのは、本体価格の１００円と

消費税の５円を事業者（小売店）に払う。事業

者は、そのうちの５円をそっくりそのまま国に

納めている。何となくこのように考えている学

生が結構いるのです。つまり、現行の消費税に

ついて、一種の小売売上税のような感覚で、し

かも自分たち消費者が納税義務者だととらえて

いる人が結構いるのです。

ところが、これは明らかに錯覚ともいうべき

ものです。消費税法は事業者が納税義務者であ

る旨を定めていること、消費者の権利も義務も

定めていないことは既にお話ししたとおりです。

�２ 消費税の課税対象は付加価値か売上高か

消費税法の課税の仕組みという点でも、上記

のような理解は明らかに間違いです。消費税法

上は、事業者は、５円を国に納めるのではなく

て、課税売上げにくっついている税金の５円と

課税仕入れの８４円にくっついている４円との差

の１円を支払うという構造になっています。

この事実をどう説明するかについて、二とお

りの物語、考え方があり得ます。一方の考えと

いうのは、事業者は消費者から５円を預かって

いるのだけれども、その事業者は仕入れる段階

で４円を卸売業者に預けているので、差引１円

を国に払ったらいいのだと考えるものです。

もう１つは、これを川の流れに例えていいま

すと、上流から下流に当然水は流れるのですが、

上流から、つまり、卸売業者から８４円で仕入れ

た際に４円分の消費税額の負担を小売商は被っ

ています。そのときに消費税を抜いていうと、

８０円で仕入れて、１００円で売るという付加価値、

つまり、人件費とか、自分のもうけを中心とし

て構成される付加価値が２０円あって、このよう

にして新たな価値を生み出している。この新た

な価値を生み出したことに着目して消費税の１

円を払えといわれるのだから、８４円で仕入れて、

本来の付加価値の２０円をプラスし、さらに１円

の税金部分をアイスクリームの値段である１０５

円にまとめて、その１０５円の中に含めた消費税

相当額５円を消費者に押し流すものと考える。

つまりこれは、税負担が上流から下流に流れ

てくるように、その人が仕入れる段階では上流

から４円の負担が流れてきている。これに、付

加価値に対する１円の税負担を加えて、消費者

に対して５円の負担を流していくというように

考えるものです。この考え方では、消費税の納

税義務者は当然に事業者であって、消費者から

消費税を預かるなどとは考えません。通常であ

れば、事業者が納付した消費税は、順番に転嫁

が可能であるけれども、消費者等に対する転嫁

が可能でない場合も経済的な力関係によっては

あるかもしれないとするものです。

最初の考えというのは、川の流れでいうと、

いわば川が下流から上流に流れるような考え方

ではないかと思います。この小売商は消費者か

ら５円を預かり、仕入れる段階で４円を卸売業

者に預けているという考え方です。

以上概観したように、両者の発想、考え方は

大きく違っています。私は、消費税法の組立て

により適合するのは、後者の考え方だと思いま

す。
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�３ 事業者が納付すべき税額は何ゆえに生じる

のか

消費税法は、納税義務者に関して、納税義務

者は事業者であるという明確な規定を置くとと

もに、事業者が納付する消費税額の転嫁につい

ては、その権利や義務を定めていません。また、

消費者が消費税を預ける義務とか、消費者から

消費税を預かる義務についても、規定していま

せん。そうすると、消費税法は、さしあたり、

事業者が消費税を納付しさえすればそれでよい

とするものと思われます。国が消費税額を納付

してもらうことを主眼に、事業者を相手とする

にとどまる、といってよいと思います。

もちろん転嫁がきちんとできるのは、一般に

望ましく、消費税法もその考え方を背景にはし

ていると思われます。私もそのように考えます

し、そういう方向に向かって欲しいと思います。

とはいえ、最終的に税負担の転嫁ができるかど

うかは、経済取引における力関係に左右されま

すし、その転嫁を法律上の義務とするのは、経

済取引において相当に困難と混乱を生じさせる

ことになると思います。

消費税法は、国と事業者との間で、税金をめ

ぐる債権、債務の関係を打ち立てることを目的

とするものですし、その限りのものです。法律

上の権利や義務という言い方の世界では、消費

税法上の主人公というか納税義務者は事業者で

しかない。消費者はそこには登場してこない。

消費税を基本的に問題とするのであれば、その

ような消費税の仕組みを理解し、そのような特

徴を持つ税金として受け入れて、それを育てて

いくのか、或いはこういう税金は具合が悪いか

ら別の形に変える方がよいと考えるのかが問わ

れるべきだと思います。

�．納税義務者をめぐる紛争

納税義務者について裁判所ではどういう形で

争われるのでしょうか。納税義務者が誰かとい

うのは、条文上ははっきりしています。にもか

かわらず、どういう形で争いになってくるのか、

その争いの中で裁判所はどのような決着をつけ

ているかについてお話をさせていただきたいと

思います。

１．消費者と納税義務

〔消費者が納税義務者、事業者は単なる徴収義

務者であるとする原告の主張が退けられた事

例〕

消費税をめぐる最も初期のころの裁判例にお

いて、消費税の納税義務者が誰かをめぐって争

われました（東京地判平成２・３・２６判時１３４４

号１１５頁）。今はありませんが、その当時、サラ

リーマン新党というのがありました。そのとき

に青木さんというサラリーマン新党の最高顧問

の方が、消費税では消費者が納税義務者で、事

業者は単なる徴収義務者であって、かつそうだ

とすると、その間に入った免税事業者がきちん

と税金を全部納めないという制度はおかしいで

はないか、このような消費税のあり方は憲法違

反ではないか等の主張をして裁判を起こしまし

た。

これに対して裁判所はその主張を全面的に退

けています。裁判所は、要するに、「今の法律

の規定から見ても、そもそも消費者が消費税の

納税義務者ということはどこを探しても言えな

い。結局、消費者が事業者に対して支払う消費

税分というのはあくまでも対価、自分が購入し

た対価の一部としての性格しか持っていない。

そうすると、事業者は自分が受け取った代価に

ついて消費者との関係で何らかの義務を負うと

いうようなことにはならない」という言い方を

します。

私はこれはもっともな見解だろうと思ってい

ます。先ほど申し上げましたように、消費税の

導入時、消費者がちゃんと転嫁部分を引き受け

ようという大きなキャンペーンの中で消費者の

多くがこういう感じ方をしたというのは、それ

はそれでわからないことではありません。しか

し、感覚はともかくとして、法律上の議論とし
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て、消費税法では消費者が納税義務者であって、

消費者が預けているものは１円に至るまで免税

事業者等はそれをちゃんと国に払わないといけ

ないのだという主張が成り立つかどうかという

と、それは成り立たないと思います。

〔消費税法上の納税義務者でない者が不正な還

付申告をした場合〕

次に２つ目の問題として、これはごく最近の

事件で、平成１５年、１６年ぐらいの裁判なのです

が、消費税法の納税義務者でない者が不正に還

付申告をしたという例があります（京都地判平

成１５・７・１０訟月５１巻９号２５００頁、大阪高判平

成１６・９・２９訟月５１巻９号２４８２頁）。このよう

な不正還付申告は到底許されるものではありま

せん。問題は、本来納税義務者でない者が消費

税を例えば１億円還付してくれと言ったときに、

その者に対して重加算税を課すのは適法か、違

法かです。これはある意味では珍しい事件です。

これに対して１審の京都地裁はどう言ったか

というと、この人は納税義務者でないのだから、

そもそも過少申告加算税すら課すことはできな

い、まして重加算税を課すことなどはできない

と言ったわけです。私はこれが一番素直な解釈

だろうと思います。納税義務者でない者が、た

とえ法的に許されないことをしたからといって、

消費税法上の何らかの義務を課すというのは、

私は法の解釈適用からすると相当とは言えない

と思います。

ところが、高裁は１審を覆して、本来納税義

務者でない人に対しても重加算税を課すのは、

これはこれでいいのだと言ったわけです。その

理由というのは、一般の人にはわかりにくい言

い方なのですが、「還付金を請求する際には、

その前提として観念的・抽象的な納税義務を一

応考えている。つまり、観念的・抽象的にも一

応納税義務があるのだから、それを前提にそれ

を返せと言っている。そうすると、それを返し

た後で、課税庁が気が付いて増額更正処分を打

ったということは、その前提として抽象的な納

税義務が具体化しているのだから、それは消費

税の納税義務に関するものであって、重加算税

を課すのはおかしくない。だから、この人は納

税義務者なのだ」と言ったわけです。非常に技

巧を弄していると私は思うのですけれども、裁

判所は裁判所なりにこういうとんでもない行為

をする人を放置するわけにいかないという思い

で、こういう技巧を使ったのだろうと思います。

ただ、私は違法に国の税金を詐取しようとす

る者に対しては厳しく刑罰等で対応すべきだと

いう話と、もともと消費税の納税義務者でない

者について、消費税に関する重加算税を課すと

いう話とは、およそ次元が違う話だろうと考え

ています。ともあれ、納税義務者というのは一

体何なのだという議論は、こういう場面にまで

広がっているということにも注意が必要になる

かと思います。

２．取引価格と消費税との関係

誰が納税義務者かということを考える際にも

う１つ問題になるのは、先ほどの例でいいます

と、消費者がアイスクリームに１０５円を払うと

いうことは、本体価格の１００円と消費税の５円

とを別々に事業者に預けているのか、それとも、

１０５円というアイスクリームの値段に納得した

から払っているのかということです。つまり、

１０５円はすべてアイスクリームの値段なのかど

うかが対立点になると思います。

これに関して、これも消費税が導入された初

期の事件なのですけれども、ある人がガソリン

を給油して、ガソリンの代金を払い、そのとき

に消費税相当分として７８円の支払を求められま

した（大阪地判平成１・１１・２２税資１７４号７１２頁）。

これに対してこの消費者は、「これは当該ガソ

リンスタンドを運営している会社が、自分との

関係でいうと不当利得、或いは不法行為をして

いる。だから、７８円を返せ」として、裁判を起

こしました。

そういうことまでが裁判になるのかと感じる

のが恐らく率直なところだと思いますし、私も

そう思います。しかし、これは法的には非常に
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興味深い論点を含んでいます。先のアイスク

リームの例でいうと、１０５円というのをどう理

解するのかというのと同じ問題です。

これに対して裁判所はどう言ったかというと、

要するに、これはこのガソリンスタンドがガソ

リンを販売する際に消費税相当部分を消費者に

転嫁したのだということです。そして、結局の

ところは、当事者の間で行われたガソリンの売

買という取引は、曲がりなりにも原告が同意し

ている、つまり、双方が合意して払ったものだ、

ガソリンの価格の一部なのだと言っているわけ

です。

消費税導入時の初期は特にそうでしたが、本

体価格とは別に、消費税という名前を付けて消

費者に請求していたということが結構ありまし

た。この判決は、たとえ税という名前が付いて

いても、それは双方で合意された価格の一部だ

ということを明らかにしています。

３．事業者の転嫁義務、転嫁請求権の
有無

�１ 転嫁義務

その次に３番目として、一体事業者には消費

税についての転嫁の請求権、或いは転嫁の義務

があるかどうかという問題です。仮に転嫁の義

務があるとすると、例えばアイスクリームでい

うと、１００円の物を１０５円で売らないと、当該事

業者は何らかの制裁を受けることになるでしょ

う。

次に、転嫁の請求権というのがもしあるとす

ると、例えばどういうことになるかというと、

当該事業者は消費者がアイスクリームについて

「１００円にまけてよ」とあまりにも強硬に言う

ので１００円で売ったけれども、どう考えても寝

覚めが悪い、本来この５円は自分のものだとい

うことで、当該消費者を相手に「自分は転嫁請

求権があるから５円を返せ」ということを裁判

で言うことができるはずです。ところが、繰り

返し申し上げているように、消費税法において

は転嫁請求権や転嫁義務は定められてはいませ

ん。

争点の１つとして転嫁義務があるかどうかが

問題となった事件があります（大阪地判平成

５・３・２判時１４５４号６１頁）。これも消費税導

入直後ですが、消費税を転嫁する目的から、そ

の当時、一般にはタクシーの運賃を値上げした

わけです。ただ、この問題のタクシー会社はい

ろいろな事情もあって、そのときにはタクシー

の値上げをしなかった。その後に２年か３年遅

れて、タクシーの運賃の値上げを運輸局長に申

請しました。ところが、運輸局長は、なぜ導入

時にあなたは協力をしないでおいて、何を今更

という思いだったのでしょうが、その値上げの

申請を蹴ったわけです。

これに対してタクシー会社の方は、「自分に

は転嫁義務がある。消費税のその当時の３％相

当額を転嫁する義務があるのだ。それに基づい

て運賃の値上げを申請しているのだから運賃値

上げをちゃんと認めてほしい」という言い方を

したわけです。これに対して裁判所は「消費税

法上は転嫁義務はない。転嫁するかどうかとか、

いつからするかというのはもっぱら事業者の判

断に任せられていることである」という言い方

をしています。このように、消費税法上、消費

税の転嫁義務はないとされています。

�２ 転嫁請求権

転嫁請求権があるかどうかが争われた事件が

あります（大阪地判平成２・８・３判タ７４１号

１６５頁）。例えば消費税が導入された後、これを

根拠に家賃を３％値上げする権利があるかどう

かということです。ごく一般的には、家主は「消

費税が３％上がったから、これからは家賃を

３％値上げします」と言います。それに対して

借主の方は「消費税が上がったからといって、

当然に３％上げるというのはおかしいではない

か。法的根拠はない。あなたに３％転嫁する権

利はないはずだ」ということで紛争になりまし

た。

これに対して裁判所は、「家主には消費税法
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上の請求権としての転嫁請求権はない。しかし、

少なくともこの家主は賃料増額の意思表示をし

た。諸般の事情で少し値上げをしたいのだとい

うことで賃料増額の意思表示をしたのだから、

一定の合理的な範囲での増額はいいのだ」とい

う言い方をしたわけです。

こういうふうに転嫁請求権なるものは少なく

とも消費税法上は認められていません。しかし、

消費税の税率が上がった部分だけ転嫁がされな

いと自分が損をするという貸主の思いと、消費

税法上の納税義務者は貸主であって、自分には

負担義務はないはずだという借主の思いが絡み

合って、現実にはこのような紛争を引き起こし

ています。

いわゆる外税方式によって取引を行っていた

事業者が消費者から消費税相当額の仮払いを受

けられなかったということで、その取引につい

て課税するのは違法であるという主張も裁判所

は認めていません（東京地判平成１４・４・１８税

資２５２号順号９１０９）。何度も出しているアイスク

リームの例を使っていいますと、当該事業者は、

「本当は１０５円で売ろうとしたところ、消費者

から１００円に値切られてしまって、５円が転嫁

できなかった。そうすると、この１００円の売上

げは消費税が乗っていないのだから、これに関

しては課税してはいけないのだ」と言っている

わけです。ところが、ご承知のように、そうい

う言い方は消費税法上は認められないのです。

その１００円の５／１０５はいわゆる売上げにかかる

消費税相当額があるものとして課税計算をする

というのが今の消費税の仕組みです。

こういうところからすると、今までずっとお

話をした裁判例が示しているのは、さまざまな

消費者、事業者のそれぞれの思いはともかくと

して、少なくとも消費税法上における権利義務

の主体は事業者であって、消費者との関係での

権利義務というのは存在しないのだということ

です。身もふたもない言い方といえばそれまで

だし、消費者からすると「自分が一生懸命今ま

で払ってきたのに」という思いとは違うかもし

れません。事業者にとっても、裁判所において

実現可能な、権利としての転嫁請求権はないと

いうことになります。そうだとすれば、消費者

等の多くが持つであろう素朴な意識と権利義務

の用語で組み立てられている法律の仕組みとの

落差をどうするかという問題があります。やは

り、消費税というのはこうなのだということを

法の仕組みに合わせて丁寧に説明した上で、「そ

ういうものとしてあなたたちは受け入れたので

すよ」としか言いようがないと思います。制度

の仕組みの理解をきちんとした上で、その上で

制度の当否を冷静に考えることを求める以外に

はないように思われます。

納税義務者の意義、取引価格と消費税との関

係、転嫁請求権や転嫁義務の存否などについて、

改めて議論を整理し、共通の理解を作ることが

大切です。

４．免税事業者の判定の際の基準期間
における課税売上高の意義

いわゆる免税事業者の判定の際に基準期間に

おける課税売上高をどう見るのかという点につ

いてかなり大きな争いがありました。これに関

しては最高裁で決着がついてます（最判平成

１７・２・１民集５９巻２号２４５頁）。この議論は技

術的なように見えるのですが、実は消費税の性

格をどう見るのかということに深くかかわって

います。消費税法９条にかなり細かな規定があ

ります。

小規模事業者はいわゆる免税事業者といわれ

ます。今は基準期間において１，０００万円以下の

事業者は２年先の課税期間に税金はかからない

という仕組みです。つまり、２年先に税金を払

う必要があるかどうかを２年前に判断する仕組

みになっています。この事件があったときは税

率が３％です。基準期間の課税売上げが３，０００

万円以下である者は２年先には消費税はかかり

ません。そのときにこの者が３，０００万円以下か

どうかをどう判断するのかが問題になりました。

将来の２年先に納税義務が生じるかどうかを
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判定する際に、例えば課税事業者と免税事業者

が仮に隣り合って仕事をしていると考えますと、

ある免税事業者に３，０５０万円の売上げがあり、

課税事業者に３，０５０万円の売上げがあったとし

ます。この２つの事業者が２年先に納税義務が

生じるかどうか。消費税法９条の規定は必ずし

もそこがはっきりしていないところがあります。

要するに、２年先に納税義務が生じるかどう

かは、基準期間の事業規模が大きいか小さいか

の判断に左右されます。本来３，０５０万円の免税

事業者の売上げと３，０５０万円の課税事業者の売

上げというのは基本的にはイコール、つまり、

事業規模という点ではイコールです。だから、

２年先に二人にもし課税があるとするならば二

人とも課税があるべきだし、二人とも課税がな

いとしたら二人とも課税がないと考えるべきだ

というのが私の理解です。

当時の税務署の取扱いは、基準期間において

課税事業者である者については３／１０３を引き

ます。つまり、３，０５０万円であったとすると、

それの３／１０３を引くと２，９６１万円ぐらいになる

はずですので、この者は２年先に納税の義務は

ありません。この３／１０３を引くというのは、

その者の税金の計算をする際にその税金部分を

１回抜いて、税抜きの形にするという意味です。

税抜きの形にした上で当時の３％という税率を

かけるわけです。

ところが、免税事業者は税金なんて関係ない

ということになる。そうだとすると、その者は、

３，０５０万円のままで計算します。つまり、基準

期間のときの課税事業者については３／１０３を

引いて計算するけれども、免税事業者について

は、税金の計算は一切関係ないから、そのまま

の数字を使うのだというような言い方をしたわ

けです。

これに対してはいろいろな議論があります。

最高裁は課税庁のその当時の取扱い、或いはそ

の後で作られた基本通達の考え方を承認したと

いうことになります。ただ、最高裁のこの取扱

いは、私がこれまでずっとお話をしてきた、そ

もそも納税義務者は誰なのか、或いはそもそも

価格というのは一体何なのかという議論からす

ると、その同じ流れには立っていないのです。

その議論というのは、むしろ課税事業者はいわ

ば消費税相当額を預かっているから、その部分

を引いた金額がその課税事業者の事業規模だと

考えているわけです。

ところが、事業規模という本来の言葉で言う

と、それは免税事業者の３，０５０万円に匹敵する

のは課税事業者の３，０５０万円というのが自然で

す。消費税の仕組みの上では課税事業者であっ

たら当然に税金を預けてくれ、或いは預かる義

務があるのだということにはなっていないので

す。課税事業者の店なんて書いてありませんし、

書いたら品がないと思いますし、普通はそれは

あり得ないのです。

そうすると、当該事業者のパワーというのは、

当該消費者から受け取った代価の集積というか、

そのままの売上高が取引規模であると恐らく見

るべきだし、この取引規模が大きいか、小さい

かということで２年先の納税義務の有無を決め

る際の物差しは基本的には１つだと考えるべき

です。消費税法９条の決め方はそもそも「事業

者は」という形で書いているのであって、その

基準期間において課税事業者である者はこうだ

とか、基準期間において免税事業者である者は

こうだというような決め方をしていないのです。

そういうところからすると、最高裁がこの９

条の存在理由を事業規模を測るためだと言うの

であれば、下級審、１審や控訴審はこういう言

い方をしていなくて、この点が最高裁を評価す

べき点だと思うのですが、この事業規模論を忠

実に展開すれば、結論は違ってしかるべきでは

なかったかと思ったりもします。

５．消費税と価格（あるいは取得価
額）

消費税と価格との関係に関する裁判例は、大

別して３つのタイプがあるように思います。

第１は、「消費税はそもそも価格の一部であ
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る。したがってこれに関して事業者による転嫁

の義務はない。転嫁は望ましいとしても、結局

はその価格は市場によって形成されるのだ」と

いう考え方で、裁判例としてはこれが支配的だ

と思います。

第２は、そこまではっきりは言っていません

が、今お話をした免税事業者の判定をめぐる最

高裁判決などの考え方からすると、消費税とい

うのは本体価格と消費税額から構成されて、本

体価格相当部分が当該事業者の真の事業規模を

示すのだという考え方です。いわゆる預かり金

的な考え方といってよいかもしれません。しか

しながら、この考え方は、消費税の仕組みに沿

ったものとはいえません。

第３は、この両者の関係について明確な自覚

を持たないものです（例として、静岡地判平成

７・１０・１３税資２１４号２７頁）。

６．免税事業者制度、簡易課税制度の
趣旨

免税事業者制度や簡易課税制度というのは、

結局のところ、一般的に説明されていますよう

に、小規模の事業者である納税者に対する税務

執行への配慮というところから導入されたもの

ということができると思います。そうすると、

このような制度があるからといって、免税事業

者が消費者から預かった消費税を自分の懐に入

れているなどの益税が生じているなどの言説は、

俗説の域を出ないのだろうと思います。しかも

それは、法的にみて正しくない俗説だといえま

す。

７．消費税の性格論と平成１６年の総額
表示の導入

特に注目すべきこととして、平成１５年の消費

税の改革において総額表示が導入され、平成１６

年から制度化されました。アイスクリームの例

でいいますと、これは本体価格１００円、消費税

５円という表示では駄目だという考えです。要

するに、トータルして幾らか、つまり、１０５円

という数字をはっきり示せというものです。も

ちろんその中に内消費税５円と書くのはそれは

それでいいが、トータルしてきちんとそれを表

示せよというのが総額表示の趣旨ということに

なります。

面白いのは、この制度がなぜ導入されたのか

という理由です。これも必ずしもよくわからな

いところがありますが、立法の改正の趣旨とし

ては消費者の便宜のために作った制度だといわ

れています。その趣旨があることを否定する気

はありませんし、それはそれで結構だと思うの

ですが、これも考えようによっては日本の消費

者はそんなに程度が高くないのかということに

なりかねません。

というのは、消費者の便宜として次のような

説明がされたわけです。消費者の手元の財布に

は３万円あるとします。仮に５％の税率でいい

ます。百貨店に行って、自分の気に入った服を

買おうとしたときに３万円という値札が付いて

いました。このときに消費者はこれは３万１，５００

円を払わないと手に入れることができないのか、

３万円でいいのかわからないというのです。つ

まり、「消費者にとって最終負担が明らかにな

るような表示をきちんとすることが大事です」

と言い始めたわけです。

しかし、その当時、仮に外税方式という形が

もし支配的になっていたとすると、値札は３万

円になっていても３万１，５００円だというのは大

体経験則から普通はわかるはずです。もし１，５００

円が足りないのであったら、それ以外の方法と

いうのはあり得るわけです。カードを使うとか、

或いは今日は買うのをやめてこの次にしましょ

うとかという、ごく普通の消費者が考える処理

が別にあると思います。いずれにしても、こう

いう形で消費者の便宜を図るために総額表示を

せよということになりました。

そのときに大事なのは、この消費者の便宜論

によって導入された総額表示であったとすると、

いわゆる益税論というのはもはや言いようがな

くなるわけです。つまり、もし本当に事業者が
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消費者から消費税、ないし消費税相当額を預か

っているのであったとしたら、総額表示でいい

なんてことは言えないのです。必ず当該消費税

額を別記せよ、明示せよと言わないといけない

が、ここはそういう改正内容にはしなかったの

です。

私は、消費税の性格からするとこのような総

額表示になったのはむしろ当然だと思います。

消費税というのはそういう税金です。つまり、

直接税と違って、痛みを感じないで、みんなが

それで税金を負担しようと合意をした上で、そ

れを受け入れるかどうかが問われている税金で

す。そうだとすると、消費税の導入当初に日本

に消費税を定着させるために、必要以上に不合

理な値切りを消費者にさせないように「消費者

がちゃんと消費税分を預けるのですよ」という

キャンペーンを張ったのは、一定の歴史的な意

味は持ったかもしれないが、消費税の基本的な

性格、或いは消費税をどういうものとして国民

が理解して、それを育てるのか、育てないのか

というまっとうな判断をする機会を必ずしも与

えてこなかったのではないかと思います。そう

いう点で、平成１６年以降に導入された総額表示

というのは本来の消費税の姿に帰ったというこ

とです。総額表示が、将来の税率引上げに伴う

税の痛みを感じさせないための布石であること

の評価は別にして、総額表示はその限りでは合

理的な改正だと考えています。

�．課税対象

１．課税対象は付加価値

次に、消費税は一体何に対して課税するのだ

という課税対象のお話に移ります。これについ

ては既にお話ししたように、消費そのもの、消

費能力、販売能力、付加価値など、種々の考え

方があります。私は、日本の消費税が付加価値

税であるとすれば、課税対象は付加価値と考え

るのが最も自然だと思います。

消費税は、事業者が原材料を仕入れて、新た

なさまざまな仕事を起こす、そのことによって

人を雇う、自分のもうけもそこで生み出すとい

うように、新たな事業を生み出したことによっ

て新たな価値が作られ、これに対して課される

税負担が、それまで転嫁されてきた税負担と併

せて、結局は市場という有償取引を通して最終

的には消費者に転嫁されるという一連の仕組み

を備えた税であると考えることができるように

思います。とはいえ、現行の制度は、租税負担

の転嫁については法的な権利、義務の形で措置

をしていません。

付加価値に対する課税といっても、これを法

律で書く場合には、幾つかの方法が可能です。

付加価値の額をまず出して、これに税率をかけ

るのが最もわかりやすいものですが、複数税率

の可能性や計算の簡明さを考えて、売上げにか

かる税額から仕入れにかかる税額を引くという

表現をすることも可能です。いずれの場合も、

表現の仕方が違うというだけで、付加価値に対

して課税をするという基本構造は同じです。

２．消費税の担税力は何か

この担税力の議論は、錯綜しているというよ

りもほとんどないと言っていいと思います。こ

れは本当にある意味では不思議な話です。消費

税というのは何ゆえに払うのですかという回答

がすぐに出てこないというか、出てきにくい、

消費税はそれほど難しい税金なのかもしれませ

ん。しかし、やはり私はもっとこの問題を正面

から議論する必要があると考えます。もしこれ

から消費税に対する比重が大きくなるとすれば、

なぜ消費税を払うのですか、一体誰が払うので

すか、この転嫁というのは正当なのですか、そ

ういう議論に対してある程度説得力ある、整合

的な回答を与えないと、消費者、事業者等の間

で相互不信が募ってしまいます。やはりこれで

はちょっと困るのではないかと思っています。

抽象的な議論は一応これくらいにとどめて、

消費税法の規定は具体的に何を課税対象に取り
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込んでいるかという話に移ります。現実の消費

税法の規定からいうと、消費税において消費税

の負担が求められる場合の要件、要素というの

は幾つかあります。１つは事業として行う、２

つは対価を得る、３つ目はその形で資産を譲渡

する、つまり、事業として対価を得て、資産を

譲渡する、このことによってこれが課税対象と

して消費税の対象に入ってくるのだというのが

条文のつくりです。

そうすると、結局、問題になるのは、これは

他の税法にも共通した問題なのですが、基本的

な要素である事業とは一体何なのか、対価を得

るというのは一体どういうことをいうのか、或

いは資産を譲渡するというのは一体どういうこ

とをいうのかについて、必ずしもはっきりした

定義規定はないということです。このように基

本的な概念が必ずしも一義的に決まらない、限

界事例の処理がもう一つはっきりしないという

ところから、幾つかのタイプの紛争が裁判所に

持ち込まれることになります。

３．実定法規の解釈

�１ 資産の譲渡とは

資産の譲渡というのは一体何をいうのかとい

うことに関して裁判例があります（東京地判平

成９・８・８行集４８巻７＝８号５３９頁）。これは

仕入税額控除が認められるかどうかというのが

争いになった事件です。建物の賃貸借契約を合

意解除する際に、賃借人に対して払った立退料

は仕入税額控除の対象になるのかどうなのかと

いうのが争いになったわけです。

このときに裁判所は、この賃借人に対して払

った補償金というのは借家権の対価としての性

格を併せ持つ可能性を否定できないと言った上

で、「しかし、この借家権はあくまでも観念上

のものであり、また、たとえそのように観念で

きるとしても、それは合意解除によって消滅す

るものであって、これが合意解除による本件建

物の明渡しという取引に際して原告に移転する

と見るのは困難である」としました。

つまり、ここで前提として、資産の譲渡とい

うのは、その資産が同一性を保ちながら他人に

移ることをいうのだというのです。これは消費

税法の基本通達にその旨の定めがあり、裁判所

はこれに依拠しているわけです。通達は、そも

そも資産の譲渡というのは、その同一性を保持

しながら他人に移るものをいうとしていますが、

これも一体何を根拠にそういうことがいえるの

かというのは必ずしもよくわからないところが

あります。

例えば、事業者が、仕入れた原材料を使うの

は使ったのだけれども、その一部を廃棄したと

いう場合において、当該廃棄部分についての資

産の同一性がない、連続性がないという理由で

仕入税額控除が否認されるというのは普通はち

ょっと考えられません。そうすると、ここでい

う当該資産が同一性を保ちながら他に移転する

ということの意味がよくわからないことになり

ます。

�２ 事業とは

事業とは何かということが問題になってきま

す。消費税法上事業の定義はありません。一般

に、消費税における事業の範囲は相当に広いと

いわれています。またそれは、「反復・継続・

独立して行われる」ものであれば、規模の大小

を問わないと説明されます。

ただ、そのときの裁判例などの言い方でいい

ますと、消費に広く負担を求める消費税におい

ては事業の規模までは問わないという（名古屋

高裁金沢支判平成１５・１１・２６税資２５３号順号

９４７３）のですが、その理由づけとして、消費に

広く負担を求めるから事業の規模までは問わな

いとされます。ところが、このような理由づけ

の前と後とがうまく結びついているのかという

と、その理屈はわかりにくいところがあります。

仮にその意味が、消費税の負担が個々の商品に

転嫁されるということだとしても、転嫁は法律

上の義務ではないこととどのように整合的に説

明できるかという問題が残ります。また、一般
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的な語感としては、事業という用語は、ある一

定の大きさを持った取引を想定していると思わ

れるところから、法律上の定義規定なしに、同

じ事業という用語を使いながら、所得税と消費

税とは違うといわれても、その根拠は何か、ど

れだけ違うのかがはっきりしません。

�３ 対価とは

対価については、基本通達で、一般に給付に

対する反対給付を受けることをいうとしていま

す。これは基本的にそのとおりだろうと思いま

す。ただ、反対給付という場合、どのような状

況をいうかがもう一つはっきりしません。この

定義を使いこなすためには、通達の他の定めな

ども参考にして、もう少し具体化する必要があ

るように思います。このように考えると、対価

性の基本的特性又はその判断基準として、例え

ば役務については、役務の提供があらかじめ義

務づけられたものではなく、役務の提供者と代

金の支払者との間での合意形成を基本とするこ

と（任意性）、役務の提供とそれに対応した代

金支払があること（関連性ないし結合性）、当

該役務と当該代金が同等の経済的価値を持つこ

と（同等性）、が求められることになると考え

ます。

特に営利企業の場合には対価を得て事業を行

うということは極めてはっきりとわかるのです

が、問題になるのは公益法人等の必ずしもその

団体の存在目的が営利を目的とするものではな

い場合です。例えばその構成員との間で何らか

の金銭の授受があった場合は当該公益法人が当

該構成員から対価を得たのか、得ていないのか

というのは、事案によってはかなり微妙なとこ

ろがありますし、営利法人でいう対価性とは必

ずしも同じに考えにくい事情もあるように思わ

れます。

もし今後、公益法人等に対する消費税の徴収

がより厳しくなるとすれば、公益法人等の各種

の取引に関して対価性の有無をどのように考え

たらよいのかが問題になる場面が増えるかもし

れません。

４．非課税取引の意味

消費税法上一定のものが非課税取引とされて

います。例えば、土地がなぜ非課税なのかとい

う理由づけとしては、土地は消費ではないとい

われます。土地は摩滅しないとか、消耗しない

という特性を持っているから消費の対象にはな

らないのだというような説明かと思います。

しかし、これに対しては租税法学者の一部か

らかなり強い批判又は疑問が出されています。

消費税というのは消費そのものが課税の対象で

はない、そういう抽象的なものが対象ではなく

て、消費能力が対象ではないか、などとするも

のです。例えば１億円の土地を買う能力がある

から、それに注目して課税しようというのであ

れば、土地の購入に対して課税してもおかしく

ないではないかという議論があるわけです。

経済学的な方法に従って消費とはそもそも何

かという議論の仕方と、消費税法における課税

標準の決め方は明らかに違います。消費税法に

おける課税標準は、基本的には、対価を得て資

産の譲渡をすることによって、相手から受け取

った代価を課税対象に取り込むことになります。

突き詰めると、これは、事業者によって、商品

や役務を売り上げる力（別の面からは、消費者

がそれらを買う力といってもよいかもしれませ

ん）が存在し、これに着目してその力を課税対

象に取り込もうとしていると説明することが可

能かもしれません。もっとも、既に述べたよう

に、消費税の担税力を付加価値に求める別の考

え方からすれば、本当の課税標準は、付加価値

であるべきであって、現行の消費税にいう課税

標準の規定は、担税力それ自体を示すものでは

なく、消費税の計算過程の一部をなす、便宜的

な仕組みでしかないということになります。

多くの非課税取引として掲げられているもの

に関して、政策的な理由についてはともかく、

そうでない場合について「そもそもそれは消費

ではない」などというような言い方が本当に消
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費税法の説明として通用するのかどうなのかを

あらためて検討する必要があります。私はかな

りの疑問を感じています。

�．仕入税額控除をめぐる紛争

１．仕入税額控除の存在理由

その次に、仕入税額控除をめぐる紛争につい

てごく簡単に触れたいと思います。仕入税額控

除の仕組みについて、これも繰り返しわかりや

すさのために何度も申し上げているアイスク

リームの例でいいますと、１０５円でアイスクリー

ムを売った人がこれを８４円で仕入れています。

そのときに、５円マイナス４円の、マイナス４

円をするというのが課税仕入れのうちに含まれ

ている税額部分を控除するということになって

きます。そうすると、５―４＝１の１円を通常

はこの事業者は払ったらいいということになり

ます。

２．３０条７項の法的性格

ところが、３０条７項は、もしこの事業者が帳

簿及び請求書等を保存していない場合は仕入税

額控除はできないと定めています。仕入税額控

除ができないということは、５円がこの人の納

税額になる、つまり、５マイナス４の、マイナ

ス４ができなくなるということになります。こ

のように、仕入税額控除ができるかどうかは、

当該納税者の税負担を大きく左右することにな

ってきます。それに関連して、３０条７項の帳簿

及び請求書等の保存がない場合には仕入税額控

除をしないという規定の意味をどう理解するか

については、見解が分かれています。

１つの極にある考え方は、真実の取引をきち

んと表示している帳簿や請求書等でないと仕入

税額控除はできないというのが第１です。同じ

く第２は、そういう帳簿や請求書等が税務調査

の時点で存在しないことが税務当局に認識され

たらその段階でアウトで、一切の仕入税額控除

は認められないというものです。つまり、この

考え方は、３０条７項の規定は、帳簿や請求書等

が法定のとおりに真実に記載され、かつ、それ

が税務調査の場できちんと提示されないと保存

がないことになる旨を定めるもので、税額の大

きさを直ちに左右する実体法的な要件だと考え

るものです。

もう一方の極にある考え方は、このような考

え方に反対をします。もちろんちゃんと帳簿を

付け、これを保存するのは当たり前で、それは

そういうふうにしてもらわないといけないけれ

ども、これは手続的規定として、納税者に対す

る注意規定の性格を持つにとどまると考えるも

のです。帳簿等の形式的な不備や税務調査にお

ける帳簿の不提示をもって保存がないとして仕

入税額控除を否定することは、消費税の生命と

もいえる仕入税額控除の重要性を理解しないも

のであって、許されないと考えるものです。

まず、第１の議論の領域として、帳簿や請求

書等の記載は真実の取引を反映したパーフェク

トなものでないと駄目かということです。いわ

ゆる仮名取引に関する事件が有名です（東京地

判平成９・８・２８行集４８巻７＝８号６００頁）。医

薬品を現金で購入して、それを卸すという仕事

があるようですが、納税者は、商慣習上仮名取

引を行わざるを得ないなどの事情がある、消費

税法３０条８項は仕入税額控除の適用要件ではな

く、一般的記帳義務における記帳要件を定めた

にすぎないなどと主張しましたが、裁判所はこ

れを退けました。裁判所は、保存を要求されて

いる帳簿には真実の仕入先が記載されていなく

てはならず、問題の帳簿は３０条７項にいう法定

帳簿ではないとして、仕入税額控除を全面的に

否定しました。

しかしながら、現実の取引や事業形態にはさ

まざまなものがあり、取引慣行等によっては、

必ずしも形式的な氏名の記載などが事実上困難

な場合もあり得ます。このような場合でも、形

式的な要件の不備を理由に仕入税額控除を否定

してよいかどうかはかなりの疑問があります。
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幾つかの事件がありまして、海に潜ってサザエ

などを取っている者から魚介類を買い入れて、

それを売る業者などについて紛争が生じていま

すが、多くの場合、裁判所においても仕入税額

控除は否定されています（高松地判平成１０・

９・２８税資２３８号３５２頁、広島地判平成１１・２・

１８税資２４０号７１６頁）。

消費税法上は帳簿や請求書等に記載すべき事

項として、例えば氏名が掲げられています。こ

の場合、氏しか書いていない場合は一体どうな

るのかとか、形式論からいうといろいろ問題に

することは可能かもしれません。こういう場合

に、真実の仕入先を書くのが好ましいのは当然

なのですが、形式要件としてそれを満たしてい

ない帳簿や請求書であったら仕入税額控除はす

べて駄目だというところまでいえるかどうかに

ついては、私は実際の運用の問題としてもやり

すぎだろうと思います。

３．３０条７項の「保存」要件の解釈

３０条７項の規定は、帳簿等の保存がなければ

仕入税額控除を認めないと書いています。問題

は「保存」という言葉です。消費税法で使って

いる「保存」は一体どういう意味合いで使って

いるのかに関して、これまでいろいろ紛争があ

ります。これはどういう場面かといいますと、

税務署が税務調査に行ったときに帳簿等を提示

しない、見せないのです。そうすると、税務署

は、「見せないということは帳簿の保存がない

ことですね。だから、仕入税額控除は認めない」

という理屈になるわけです。

これに関して、当初は裁判例も下級審におい

ては分かれていて、かついろいろな議論があっ

たのですが、最高裁が平成１６年１２月１６日にこの

問題に関して一定の決着をつけています（民集

５８巻９号２４５８頁）。最高裁の考えはわかりにく

いところはありますが、税務署が税務調査の場

面において保存を欠くと判断した場合には仕入

税額控除をしないという消費税の大きさを左右

するような結果になっても、それはそれでよい、

との結論を示したように思われます。

第１に、最高裁の言い方では、保存と提示と

いうこととの関係がもう一つはっきりしません。

最高裁判決の言い方は、これまで下級審でもあ

まり用いられなかったものです。「納税者には

態勢を整えて保存することを要する」という言

い方をするわけです。「態勢を整えて保存する」

というのは一体何をどうしたらいいのか、すぐ

目の前に像として浮かんでこないのです。保存

というのは態勢を整えた保存であるということ

を言っているのか、もし仮にそうだとすると、

何を言っているのかわかりにくいのです。

第２に、最高裁の論理からは、納税者の税務

調査に対する非協力が原因で結果的に仕入税額

控除が認められないということになりますが、

これでよいのかという疑問があります。

基本的に同じ内容の最高裁判決が、その４日

後の１２月２０日にも出されていますが、そこでは

滝井裁判官の反対意見があります（判時１８８９号

４２頁）。その反対意見はいろいろなことを言っ

ているのですが、その１つは、売上げにくっつ

いた税金から仕入れにくっついた税金をきちん

と控除しないと、税金の上にさらに税金がかか

ってくるというような文字通りの売上税になっ

てしまうので、それを避けるために仕入税額控

除があると考えると、この消費税の仕組みその

ものからして当然に仕入税額控除は控除しない

といけないものだということです。

もう１点は、もし消費税の調査において納税

者が調査に非協力であったら、消費税法はちゃ

んとそれに見合う制裁規定を置いているではな

いかと述べています。消費税法６８条は、正当な

理由なく調査を拒否した場合は１０万円以下の罰

金を科す旨を定めています。つまり、消費税法

は、調査非協力に対する制裁として基本的に刑

事上の処罰をするということで対応しているの

であって、それが消費税の大きさそのものを増

やすという方向で、結果的に制裁的な効果を上

げることを意図しているものではないと言って

いるわけです。この反対意見の内容には十分考
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慮すべき、参考にすべきものが私はあると思い

ますし、基本的に私はこの反対意見の考えがよ

り妥当ではないかと思います。

おわりに

これまで概括的にお話しをさせていただきま

したが、これは、納税義務者と課税対象という、

消費税法において非常に重要な要素であるにも

拘わらず、必ずしも法律の規定がはっきりして

いないことがらについて、より一層はっきりさ

せる必要があると考えるからです。基本的に、

納税者に疑問があったら裁判所で争わせるとい

うよりは、法律で、将来の紛争を絶つような明

確で合理的な規定を整備することが望ましいと

考えます。

私は裁判などというのはできればしない方が

いいと思います。それはあまり生産的なもので

はないです。事前にルールをはっきりさせて、

できるだけ紛争が起きないようにするのがもっ

とも合理的で生産的だと考えます。どうしても

決着がつかない場合に限り万やむを得ず裁判を

するというのが、日本の風土や精神性に合って

いるように思います。

また、税務の領域に関していいますと、日本

の税制のあり方に関して納税者の信頼を得るこ

と、税法の執行に関して納税者と課税庁との間

で相互の信頼を強めることが大切です。このよ

うな観点からも、納税義務者や課税対象につい

て、明文の規定を整備する必要があると思って

います。

益税があるとか、或いは消費税を預けるとか、

預けないとか、これらは一般受けはするのです

けれども、そのことによって必要以上に国民の

間で相互不信を生じさせたり、納税者と税制や

税務行政との間の信頼を弱めたりすることは避

けるべきです。また、そのような根拠のない言

説に対しては、はっきりと疑問を呈していく必

要があるのではないかと思います。

一応時間ですので、これでお話を終えさせて

いただきます。今日私がお話をさせていただい

たことが先生方の今後の議論の中で何かの材料

としてでもお役に立つのであれば非常にありが

たいと思っております。どうも長時間ご清聴あ

りがとうございました。
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討論１ ９月１５日�・午後
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はじめに

（林） 本日は、「税制の今後の課題と展望」

というテーマで討論を行います。昨年夏以降景

気が落ち込んで、最近、少し良くなってきてい

るという感じもいたしますけれども、落ち込み

が非常に激しかったことから、まだまだ本格的

な回復というわけにはいかない。今後、またさ

らに二番底といった可能性も残されております。

このように、足下の日本経済・社会は、非常

に大きな課題を抱えていますが、それ以外にも

中長期的な解決すべき数多くの課題を抱えてい

ます。

第１は、経済活動のグローバル化への対応で

す。国際化の時代からグローバル化の時代に入

って、企業、個人の活動が国境を越えて行われ

るようになっております。民間経済活動の早い

動きに対して、制度がどのようにキャッチアッ

プして、民間の活動を支援できるかどうかが非

常に大きな課題です。

第２は、少子高齢化社会への対応です。日本

は他の国に比べて急速に、しかも大規模に高齢

化が進んでいます。そうした中で、安定した社

会を築くために、さまざまな制度、組織を変え

ていかなければなりません。

第３は、国、地方が共に抱える巨額の財政債

務への対応です。

こうした中長期的な問題を解決すると同時に、

やはり足下の課題にも配慮しなければいけない。

このように、日本は今、非常に悩ましい時期に

置かれています。

さらに、最近では個人間、あるいは地域間の

格差が拡大しています。こういう状況の中で、

持続的で安定した活力のある社会を築くために、

制度、組織といったさまざまなソフトインフラ

を時代にふさわしいものに変えていかなければ

なりません。税制も同じように、今後どのよう

な方向を見据えて設計図を引いていけばいいの

かを考えていく必要があります。

今日の討論は「税制の今後の課題と展望」と

いうテーマで行いますが、全体で２つのステー

ジを用意しています。第１のステージでは総論

的なお話を伺い、そして、第２ステージで各論

に入り込みたいと思っています。

まずは税財政の現状という総論編です。それ

では財務省の安居課長からお願いしたいと思い

ます。

�．わが国の財政・税制の現状と
課題

１．財政の現状

（安居） 財務省主税局税制第三課長の安居で

ございます。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、お手元の財務省主税局の資料に従

い、まず、今の日本の国税の状況について簡単

にご説明をしたいと思います。

資料�（資料編３頁）は、平成２１年度の一般
会計予算の概要です。本年４月に実施されまし

た経済危機対策に基づく今年度の補正後の国の

財政の姿を示しています。左側が歳出で、一般

会計の規模は約１０２兆円となっています。それ

に対し、右側が歳入で、租税及び印紙収入が約

４６兆１，０００億円、全体に占める割合が４５％とい

う状況です。他方、公債金、つまり国債が約４４

兆円、４３％と、大変厳しい状況になっています。

資料�は、一般会計の歳出、税収、公債発行
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額をグラフにしたものです。この上の２本の線

を見て、この図のことを「ワニの口の絵」と呼

んでいますが、昭和の時代から平成に入りまし

て、ワニの口がどんどん開いていました。それ

が、平成１０年代に入りますと、やや口の開きが

止まってきて、最近少し閉じ始めたかなと思っ

たところですけれども、昨年の世界同時不況、

その経済対策としての財政出動、一方で税収の

落ち込みもあって、また口が大きく開いてしま

ったという残念な状況にあります。

一番下に数字を載せていますけれども、歳出

に占める税収の割合が、今の補正後で４５％で、

５０％を下回っているのが現状です。一般会計税

収が４６．１兆円とありますが、その下に４４．１兆円

とあるのは公債発行額です。これは補正後予算

の数字ですから、決算になりますと、これが逆

転してしまう可能性もあるのではないかと心配

しております。

資料�は、公債残高のグラフです。左側の参
考のところに示しました、平成２１年度末の公債

残高の見込みが５９２兆円、これは一般会計税収

の１３年分に相当するところまで来ています。

資料�は、利払費と公債残高のグラフです。
資料�は、財政収支・債務残高の国際比較の資
料です。左側が、財政収支を各国で比べたもの

で、一番右の方を見ていただきますと、今回の

不況によって、各国ともに急激に下がっている

のがよく見て取れると思います。ただ、各国と

日本とで違いますのは、日本はそれまでもずっ

と低空飛行を続けてきたことです。これが右側

の債務残高に端的に表れています。各国の債務

残高は、それなりのレベルに抑えていた、ない

しは、特にヨーロッパはEUの枠組みの中で財

政赤字をずっと絞ってきていました。他方、日

本は独歩高を続けてきまして、２００５年あたりか

ら少し下がっていますけれども、また最近拡大

してきているという状況です。

現下の経済状況を考えれば、財政出動はもち

ろんある程度必要だろうし、それに当然配慮し

ていかなければいけませんが、その一方で、こ

ういう財政状況を見ますと、出口戦略といいま

すか、中長期的に考えると、この財政状況はど

うにかしなければいけないのではないかと考え

ています。

２．税制の現状と課題

〔税収の動向〕

資料�―１で、一般会計税収の推移を見ます

と、平成２１年度は一番右側で４６．１兆円となって

います。過去はいい時期もありまして、平成２

年度は６０兆円ぐらい税収がありましたが、平成

２０年度が４４．３兆円でしたので、平成２年度と比

べますと３割近く落ちているのが現状です。

資料�―２は、足元の税収状況を示していま

す。平成１９年度、２０年度、２１年度と並べてあり

ます。平成２０年度の決算が４４．３兆円、昨年の末

の補正予算のときの見積りは４６．４兆円で、一昨

年の年末に平成２０年度予算を作ったときの見積

りは５３．６兆円です。見積もる時期が後になれば

なるほど、どんどん税収が落ちてきているのが

お分かり頂けると思います。

４６．１兆円という平成２１年度予算の税収の見積

りは、平成２０年度の補正予算と同時に作ってお

りまして、そのときに平成２０年度は４６．４兆円、

平成２１年度は４６．１兆円と見積もったわけですが、

実際、平成２０年度の税収はそこから２．２兆円下

がり、４４．３兆円になっていますので、土台が下

がったという言い方をしますけれども、この平

成２１年度も、この２．２兆円分はいわば土台が下

がっている状況にあるということです。

さらに足元の状況を見ますと、あまり景気の

状況はよろしくないので、法人税収は下がると

思われますし、また、残業やボーナスの動向も

気になるところで、それによって所得税の状況

も変わってきますので、やはりもう少し下がる

のではないかと心配されます。平成２１年度の税

収が下がると、今度はそれを土台として平成２２

年度の予算の見積りをしていくことになります

ので、税収については、足元で期待するのはな

かなか難しい現状にあると認識しています。
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資料�は、税目別の税収の動向を少し長い期
間で示しています。所得税も変動しております

けれども、特に法人税が景気変動によって大き

く変動しているのが見て取れます。平成１８年度、

１９年度あたりは比較的良かったけれども、２０年

度、２１年度は、大きく変動しています。

これに比較されますのは、その下の消費税で

す。税率が変化しているところで大きく変化し

ていますけれども、後は大体１０兆円前後で推移

してきています。

〔国民負担の動向〕

資料�は、もう少しマクロ的に税の規模を見
ていこうということで、国民負担率と租税負担

率の推移を示しています。租税負担率は、税収

を国民所得で割ったもので、国民負担率は、税

の負担と社会保障の負担を足したものを、国民

所得比で見たものです。

下の棒グラフを見ていただきますと、黒い棒

グラフの方が租税負担率です。平成２年度（１９９０

年度）の２７．６％がほぼピークで、現時点では

２３％となっています。

これに対して、その下の少し薄い棒グラフで

書いてありますのが社会保障負担率ですが、こ

れは一貫して上がってきておりまして、１５．９％

が現状です。この背景には、日本の高齢化とい

う問題があることはご承知の通りです。

この２つを足したものが国民負担率で、折れ

線グラフで表わしてありますが、税の負担率が

やや下がり気味なのと、社会保障の負担率が上

がり気味なので、最近で見るとほぼ横ばい、な

いしは若干上がっている傾向が見て取れると思

います。

もう一つが財政赤字を含む国民負担率で、こ

れは潜在的な国民負担率といった言い方もする

のですが、通常の税の負担率と社会保障の負担

率に財政赤字の比率を載せたものです。つまり、

本来であれば国民の負担になる、それが、先送

りされているものを今載せてみたらどうだろう

と計算したものが、この折れ線です。つまり、

租税負担率は低くなっているけれども、その裏

側に、実は財政赤字として相当なものを出して

いて、それはもう５０％に行くようなレベルにな

っている状況があるわけです。

資料�は、国際比較で、OECDの国民負担
率です。年度がいろいろありますので一概に比

較はできないのかもしれませんが、OECD２９カ

国のうち、日本は、下から５番目の３８．９％とい

う状況です。

資料�は、先ほどは国民負担率でしたけれど
も、今度は租税負担率で、下から２番目の２３％

です。日本は国民負担率も低いですし、さらに、

租税負担率も国際比較で見ると非常に低い状況

にあることがご覧いただけると思います。

資料�は、国民負担率の内訳を比較したもの
です。日本の国民負担率は他国に比べ全般的に

低いのですが、それが何故低いのかを見ると、

社会保障負担率も諸外国に比べて高いわけでは

ないのですが、租税負担率が低いことが分かり

ます。各国で制度や事情に違いがありますので、

一概に比べるのは難しいですが、ヨーロッパと

比べて、消費税の税率が非常に低いということ

が分かります。日本の消費課税は６．８％ですけ

れども、ヨーロッパでは非常に高い率になって

いますので、これが日本の租税負担率が低い理

由の一つであるのは明らかですが、個人所得課

税も日本は低いということが見て取れるのでは

ないかと思います。また、法人所得課税もそん

なに日本は高くない。いってみれば、どれを取

っても日本の課税水準は高くない、むしろ低い
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ことが、これを見ると分かるのではないかと思

います。

〔税制改正の概要〕

資料�は、平成２１年度の税制改正の概要です。
３月に法律が成立し、４月１日から施行されて

います。

内容は、一言で言いますと、現下の状況を踏

まえ、需要喚起のための政策税制を行ったとい

うことです。住宅ローンについても過去最大の

減税をしておりますし、法人関係税制、いわゆ

る省エネ設備について、即時償却、すなわち、

初年度に１００％の償却を認めるといった措置も

入れております。さらに、中小企業の法人税の

軽減税率を行ったり、さまざまな政策税制を打

ったというのがこの平成２１年度の税制改正です。

資料�は、それに加えまして、異例の対応と
して年度途中で行った税制改正の概要です。こ

れは非常に大規模な補正予算も併せて出してい

るわけですけれども、税でも、贈与税の軽減、

中小企業の交際費課税、研究開発税制の拡充と

いった改正を行ったところです。

〔近年の主な税制の動き〕

資料�は、近年の主な税制の動きを示してい
ます。平成２１年度税制改正法にも盛り込まれま

したが、昨年末に「中期プログラム」を作りま

した。現在のような景気情勢においては一生懸

命景気回復のための対策を行いますが、景気回

復がなされた後には、消費税を含む抜本的な税

制改革を実施するということを、閣議決定をし

たプログラムにも載せ、税制改正法にも盛り込

んで、中長期的な財政再建に向けた道筋を明ら

かにしたところです。一方、先般ご承知のとお

り政権が代わりましたので、今後一体どうなっ

ていくのか、非常に注視しているというところ

です。

（林） ありがとうございました。非常に厳し

い財政状況の中で、今後、現在の低い租税負担

率をどうするのか、大きなポイントだと思いま

す。

それでは、地方財政を取り巻く現状について、

佐藤審議官からお願いいたします。

�．わが国の地方財政・地方税制
の現状と課題

１．地方財政の現状

（佐藤） 資料に基づいてお話をさせていただ

きます。地方財政なり、地方税制度の現状をお

話しました後、地方税については、今後の目指

すべき方向性というものを持っております。そ

れについて少しお話をしたいと思います。

資料�（資料編５８頁）は、地方財政の現状で
す。毎年、国の予算編成と並行しまして、翌年

度の地方財政の歳出・歳入の見積もりを行いま

す。これを地方財政計画と呼んでおります。自

然体で見積もりまして、収支相償えばそれで幸

せということなのですが、めったにそういうこ

とはありませんで、多くは財源不足が生じます。

収支のギャップを生じております。

この左側のグラフが、最近のそれを示したも

のです。収支相償うことはめったにないと申し

ましたけれども、バブルの終わりころは一時期

そういうときもあったのです。いい時代でした。

その後、バブルが崩壊しまして、これは国と同

じですが、税収が減少して、長く低迷すること

になりました。その中で減税も行ったわけです。

一方で、歳出は景気対策のために公共投資を

中心にどんどん拡大しました。また、社会保障

関係費などは、景気の情勢と関係なしに自然増

で膨らんでいくわけです。そういったことから

財源不足がどんどん拡大しまして、資料には１６

年度からしか書いていませんが、ピーク時は１５

年度でして、１７．４兆円という非常に大きな財源

不足を生じました。

小泉政権が成立しましてから、歳出を厳しく

抑制しよう、増税はしないということを宣言さ

れました。そうした中で景気が回復してきて、

税の自然増収も出てきたわけで、そうしたこと
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から財源不足が１６、１７、１８、１９年ぐらいまでど

んどん縮小してきました。１９年度は４．７兆円

という額で、ピーク時の４分の１ぐらいになっ

ています。小さい数字ではありませんが、かな

り減ってきました。

ただし、足元は、やはり景気の影響で、歳出

は、なお抑制基調にはありますけれども、一方、

歳入が急激に減少し、収支のギャップが再び拡

大するような傾向になっています。

資料�をご覧いただきまして、バブルが崩壊
してから今日まで、財源不足に対しては、基本

的に穴埋めするのですけれども、これは借金で

せざるを得ないのです。国が借金して現金を地

方に配るか、或いは、地方団体自身が借金をす

るかという選択、或いは、その組み合わせにな

ります。

そうした結果、バブル後、この借金の残高は

うなぎ上りに増えてきておりまして、１６年度に

は２００兆円を突破する水準にまで達しました。

その後、歳出の抑制、それから、景気の回復が

ありまして、借金残高自体は高止まりの状況で

推移しております。

ただし、これも足元で見ますと、再び財源不

足が拡大して、借金に頼らざるを得ないという

状況になってきていますので、２１年度以降の状

況は、再び増加傾向に転じるのかどうかという

ところにあります。

こういう状況の中で、増税に頼らず、徹底し

た歳出削減で財政の健全化を図るということで

したので、地方団体はこの歳出削減に大変努力

を重ねてまいりました。

いろいろな見方があるのですが、１つは、資

料�は市町村合併の状況です。平成１１年３月に
は３，２３２あった団体が、来年の３月末までに予

定されているものを含めますと１，７５３にまで減

少することになっています。特に、１万人未満

の小さな町村というのは３分の１以下に減少し

ています。合併は、必ずしも行政の効率化だけ

を目標として行うものではありませんが、結果

的には、この行政の効率化にも大きく貢献する

ものと思います。特に、人員の削減などで効果

が顕著に出ております。新しい市町村がだんだ

ん軌道に乗ってきますと、人件費、その他の経

費についても、相当の効率化の効果が出てくる

と思っております。

なお、今の合併を進める法律は、来年の３月

で失効します。今までのように国が鉦や太鼓で

進める合併は、今年度までで終了になろうと思

います。あとは自然体でということになると、

市町村の数は、大体この１，７００くらいの水準で

しばらくは推移していくのではないか。

資料�は、地方団体の公債費を除く一般歳出
の削減状況です。ピーク時が平成１１年度で７９．１

兆円ありました。直近の決算が取れる１９年度で

見ますと、６６．３兆円ですから、絶対額で１２．８兆

円、率で１６．２％のマイナスになっています。

額面でこれだけ削減したということは、大変

なことです。特に、下の表に、都道府県市町村

ごとに財政力の強い弱い、或いは、人口の規模

の大小に区分して、その削減率を見ております

けれども、これを見ますと一目瞭然ですが、財

政力が弱い団体、或いは規模が小さい団体につ

いては、特にこの削減幅が大きくなっているの

が見て取れます。

市町村を見ていただきますと、５，０００人未満

の町村は３割以上、歳出を削減しているわけで

す。もちろんこの間も、社会保障費は自然増で

増えています。それから、景気対策で公共投資

を追加したために借金の償還も増えています。

こういった増える要素をのみ込んで、なお、こ

れだけ減らしているということですから、相当

の数字だとご理解いただきたいと思います。

地方団体は、国と違って赤字地方債を発行す

る自由を持ちません。従って、財源がなければ

歳出を切るしか道がない。どこの団体も、この

期間の厳しい削減方針の下で、赤字地方債を発

行して歳出を維持する道は取れず、歳出を削減

する道をたどってきたということです。その結

果が、こういった数字になって表れていると思

います。このことは、必ずしも悪いわけではあ
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りませんが、地域格差や、地方の疲弊という状

況を生み出した１つの要因にはなっているだろ

うと思っております。

２．地方税制の現状と課題

〔地方税収の動向〕

資料�は、地方税全体の姿と内訳になります。
２１年度の見通しでは、上から２つ目の棒グラフ

ですが、地方税合計で約３７兆円を見込んでおり

ます。

下に、道府県税と市町村税の内訳が書いてあ

ります。ご記憶にとどめていただきたいのは、

道府県におきまして、黒いところです。法人二

税といっている、この割合が非常に高いことで

す。２１年度は景気の悪化による法人関係税の税

収減を見込んでおりますけれども、かなり減る

ことを前提にしながらも、この法人二税のウ

エートはかなり高いものがあります。こういう

税収の構造が、景気を反映して税収が不安定に

なる。或いは、法人関係税ですから、地域によ

って偏在があるという構造的な問題をもたらし

ているといえようかと思います。

一方、市町村税をご覧いただきますと、主力

は個人市町村民税と固定資産税で、比較的、都

道府県税に比べますと安定的な構造になってい

ます。

資料�は、地方税収の推移を見たものです。
国税と比べますと、それほど極端な落ち込みで

はありませんが、バブルの終わりごろ、平成３

年度ぐらいに一端ピークを迎えた後、減少に転

じています。平成９年度ぐらいに少し増えたよ

うに見えますが、このときは地方消費税などが

導入されて、税収全体の規模が拡大したときで

す。実質的に見ますと、バブル時のピークを下

回るようなレベルでずっと推移してきたことに

なります。

直近では１５年度が一番低いときでして、これ

が一番苦しい時期であったと思います。その後、

景気回復によって上昇に転じ、特に１９年度はぐ

んと伸びております。これは、三位一体の改革

を進めておりまして、この１９年度に、国税から

地方税に３兆円、税源を移しました。この影響

で１９年度は大きく伸びています。

ただ、２０、２１年度をご覧いただきますと、景

気の悪化を受けまして、再び減少に転じます。

２１年度は３７兆円と見込んでおりますが、どうも

これも危ういということだろうと思います。

未曾有の経済情勢の悪化の中で、昨年、２１年

度の税制改正はほぼ減税一色という形になりま

した。こうした減税を含む大きな財政出動が行

われることになったわけですが、同時に、将来

の財政の在り方を示すことが必要ということで、

昨年末に、中期プログラムを閣議決定しました。

今日は、その資料は付けておりませんが、この

中で、税制の抜本改革をいずれする、そのため

の道筋を決めることと、基本的な改革の方向性

を決めることにしたわけです。

その中で、地方税については１項目掲げられ

ております。「地方税制については、地方分権

の推進と国、地方を通じた社会保障制度の安定

財源確保の観点から、地方消費税の充実を検討

するとともに、地方法人課税の在り方を見直す

ことにより、税源の偏在性が小さく、税収が安

定的な地方税体系の構築を進める」となってお

ります。

これは、今後の地方税改革の方向を考えてい

く上で、非常に重要なことだと考えております。

地方分権を今も進めようということで、いろい

ろな改革をしているわけですが、財政の面にお
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きましては、地方団体の自主財源を増やすこと

が重要です。或いは、社会保障の安定財源を確

保する観点から、今、財源が絶対的に不足して

いる状況にありますから、地方税収の総量を増

やすことがまず重要だろうと思っています。そ

の場合に、地方税体系全体を見直して、偏在が

小さくて安定的な地方税体系を作ることが重要

になってきます。その具体的な方法としては、

地方消費税を充実して、併せて地方法人課税の

在り方を見直すことが中心になるだろうと、こ

のことをいっているわけです。

政権が交代しますので、以前に決められたこ

ういう閣議決定などがどうなるのか。民主党の

公約などから見れば、一旦ご破算ということに

した上で、いろいろな条件を整える、或いは時

期を見定める、そうした中で、あらためて抜本

的な検討をするということになるのかなと想定

しております。

地方税の在り方に関しては、今申し上げまし

たようなことは、多分、今後、時期はわかりま

せんけれども、改革を押し進めていく上で、あ

る程度普遍的な方向性になるのではないかと思

っております。もう少しこれを敷延して申し上

げると、資料�を見ていただきたいと思います。
〔国・地方の税源配分について〕

地方税全体を増やしたいということですが、

資料�の右の表で、国と地方の税源配分の推移
を書いています。１７、１８年度は、ちょうど国税

６０で、地方税が４０ぐらいの水準になっているの

です。

一方、歳出を見ますと逆で、国が４０、地方が

６０の割合になっています。できるだけ歳出に見

合った税源の配分が望ましいという考え方でお

りまして、直ちに税も４対６というわけにはい

きませんが、当面１対１を目指したいと考えて

おります。

三位一体の改革で、国税から地方税に３兆円

を移したのも、そういう方向での改革の一環だ

ったわけです。右側の１９年度のところをご覧い

ただきますと、３兆円を移したために、国税と

地方税の割合が５７対４３％ぐらいになっています。

地方税にシフトしています。こういう状況から、

さらに５０対５０を目指して進めていくことです。

それから、偏在性の問題です。資料�を見て
いただきますと、１人当たり税収額を各都道府

県域ごとに比較してみたものになります。一番

左が地方税の計で、最大が東京都、最小が沖縄

県で、その差は、欄外にありますが３．０倍にな

っています。主な税目ごとに見ますと、個人住

民税が３．１倍、法人二税が最も大きくて６．６倍、

地方消費税が１．７倍になっています。

安定性という点を、資料�で見ると、一番下
が地方消費税の推移ですが、景気に関係なしに、

極めて安定的に推移をしています。

一方、上の方に法人二税があります。これが

景気の変動を敏感に反映して、大きく変動しま

す。非常に不安定な税収になっております。

今の２枚の資料からおわかりのように、偏在

性が小さくて安定的な税体系を作りたいという

ことですが、そのための具体的な方策として、

法人関係税のウエートを相対的に小さくして、

地方消費税のウエートを高めていくという方向

性が自然と出てくる。今後も、そういう方向性

を目指した改革を進めていきたいと考えており

ます。以上です。

（林） ありがとうございました。地方も国と

同様に、非常に厳しい財政状況にありますが、

その中で税体系を見直していかなければいけま

せん。地方財政問題の難しいところは、１，８００

ある地方自治体がきわめて多様だというところ

です。そういう意味では、偏在性が少ない税制

が必要だというお話だったと思います。

それでは、民間の討論者ということで、中森

様、お願いいたします。
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�．財政・税制の現状と課題につ
いての討論

（中森） 関西電力の中森です。私からは、産

業企業サイドから感じていることを申し述べた

いと思います。

〔経済対策と財政健全化〕

冒頭に司会の林先生からありましたように、

昨年秋以降の世界経済の急速な悪化を受けて、

関西地域も昨年秋以降、企業の生産活動は、対

前年比ベースでマイナスが続いていますが、こ

のマイナスも本年２月に底を打ったことで、現

在は少し回復基調にはあるものの本格的な回復

には至っていない状況です。

私どもの電力の販売という観点から見まして

も、企業の生産活動に連動するわけですが、同

じように２月に底を打って、徐々に回復してい

るような状況ですが、現状においては、大口の

産業で、対前年比１０％程度のマイナスになって

いる状況にあります。

このような経済状況の中で、この２１年度は税

制改正において、エネ革税制の即時償却、これ

は企業にとっては非常に有効な措置であったと

思うのですが、そのようなエネ革税制の即時償

却など、省エネ・新エネの関連の税制ではさま

ざまな施策を講じていただいたわけです。

また、本年４月には、「経済危機対策」とし

て、研究開発減税とか、或いは中小企業の交際

費課税の軽減などを含む関連法案がまとめられ

て、一定の対応はなされたと評価しております。

ただ、そういう減税措置は評価できる一方で、

まだまだ経済の活性化のための措置が必要です。

また、冒頭に林先生からもありましたように、

わが国の財政は危機的な状況にあることで、そ

の１つの象徴的なものが急速な少子・高齢化社

会の問題。それに関連して、少子・高齢化社会

への移行による社会保障費の増大という支出の

増加という問題と、逆に少子・高齢化に伴う納

税対象者の減少による歳入の減少ということで、

こういう現象が長期的に続くということだと思

うのです。

ワニの口ではないですが、このまま高齢化に

伴う社会保障費の増大や納税対象者の減少にな

りましたら、ワニの口がひょっとしたら裂ける

のではないかという危機感を共有しなくてはな

らないと思います。両省の審議官、課長におか

れては頭の痛い課題だとお察し致します。

そういう状況の中で、唯一の決定打というか、

私は税の専門家ではありませんが、どうしても

必要なのは長期的な税源確保という観点で、ワ

ニの口を狭めるという観点では、やはり経済活

力の強化が不可欠な要件と思います。日本経済

の持続的成長があって初めて安定した税収、豊

かな国民生活が約束されるのではないかと考え

ているところであります。

経済活力を強化することによって、これは必

然的に企業利益が増大し、税収が増えるという

三段論法になるわけですが、そのような図式で

ぜひ中長期的なワニの口の拡大を狭めていって

いただければとわれわれ企業人としては考える

ところです。

〔企業の経済活力の強化〕

もう１つは、これは企業の経済活力の１つの

要素ですが、国際競争力の強化もぜひ必要な施

策ではないか。それを後押しする税制度が必要

ではないかと考えております。国際競争力にな

りましたら、まず、昭和の高度成長から歴史を

見てみますと、わが国日本は技術立国で経済成
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長を成し遂げ、GNPを上げてきたことから、

昭和に立ち返って、技術立国を再現する、さら

に強固にしていく。技術革新という点で国際的

にも強くなるような税制がぜひ必要ではないか

ということ。あと１点は、国際競争力というこ

とでは、当面は税制の差異で競争力が減退する

ことのないような措置が必要と思うのです。や

はり技術立国再現で、研究開発とか、新規投資

とか、インセンティブがわくような税制を抜本

的にしていく必要があるのではないかと感じて

いるところであります。

〔地方税制〕

２つ目は地方税制ですが、地方税制について

は、いわゆる法人課税に大きく依存した状態に

よって、年度別の歳入の不安定要素をはらんで

いるとか、地方自治体間の税収格差があるとい

うような問題を提起させていただこうかと思っ

ていたのですが、先ほど佐藤審議官から、法人

課税に大きく依存するのではなく、間接税の比

率を高くするという踏み込んだお話もいただき

ました。ちょっと角度を変えまして、法人課税

と間接税の比率を高めるという二律があるので

すが、歴史的な沿革を見て、個人住民税でも企

業の法人事業税も利益が１つの関数になってい

るわけですが、行政サービスを受ける者の受益

と負担の原則が全うできていないという部分が

あるのです。歴史的に見て、個人も法人もそう

ですが、その利益を１つの関数とせざるを得な

かったことが、いま一度少しおさらいする必要

があると思います。

現実的には、利益、所得を関数とする方法は、

先ほど佐藤審議官が言われたように、少し変更

していかなくてはならないし、企業としてもそ

のように思っております。その沿革あたりは、

どんなものかということが１点。

もう１点は、間接税ということで、消費税と

いう言葉に代表されるお話をされましたが、消

費税以外に、いわゆる地方分権が進むに従って

地方税の総枠を拡大しなければいけないという

ことで、消費税は消費税で国民的な議論が必要

だと思いますが、消費税以外に課税銘柄という

のでしょうか、いわゆる間接税的な課税銘柄は

何があるのでしょうか。

例えば、素人なりに思い付くものには、過日

から議論になっているガソリンに関するものを

地方税にとか、酒税を地方とか、何かそういう

銘柄があるのかないのか、差し支えないところ

でお聞かせいただければと思います。

（林） ありがとうございました。経済活力あ

るいは企業の国際競争力を強化するために税制

はいかにあるべきか、といった視点からのお話

もございました。

それでは、戸谷さん、お願いします。

（戸谷） 大阪産業大学の戸谷です。私は、こ

の総論部分で３つの点について申し上げたいと

思っています。

〔税と社会保険料〕

第１は、税制全体の構造或いは税体系を考え

る場合に、社会保険料を考慮する必要があると

いう点です。先ほど安居課長よりご説明があり

ましたが、日本の場合は税負担は諸外国と比べ

て低いのですが、社会保険料負担に関してはそ

れほどでもない。ずいぶん昔のことになります

が、税制に対するアンケート調査で、例えば「ど

んな税なら払う気がしますか」という質問をし

ますと、「何に使うかはっきりしていたら払っ

てもいい」という意見があったと思います。

社会保険料というのはある意味で何に使うか

が明確なものです。ただし、日本の場合、社会

保険庁のいろいろなトラブルがあって、問題が

複雑化しているのは事実です。そうすると、や

はり税金の方がいいのかなと思ったりもして、

税金でいくか、社会保険料でいくかは、私自身

が迷っています。そういう点について何かご意

見をお聞かせいただけたらと思います。

〔財政健全化について〕

第２点としては、先ほどワニの口のお話があ

りましたが、巨額の財政赤字をいつどういうふ
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うに処理するかをやはり考えないといけない。

このまま将来世代へ負担を先送りし続けて、本

当にいいのだろうかということを不安に思って

おります。

学生に授業で言うのですが、財政赤字の問題

は環境問題と同じです。地球がどんどん温暖化

して南極の氷が解けてやがて地球は滅びるとい

いますが、大丈夫です。地球が滅びる前にみん

なの方が先に滅びます。しかしみんなの子供の

世代は大丈夫かな。大丈夫かもしれない。では、

孫の世代はどうですか、と質問していくと、「え

え？」ということで、だんだん不安になってく

るわけです。環境問題と同じように、財政赤字

も今は大丈夫なのでしょうが、将来はどうなる

のでしょうか。

要するに、今の人たちのツケを次の世代に先

送りしていくことは続かないのではないか。「持

続可能性」と言いますか、それでやっていける、

回っていくという社会を構築する必要がある。

そのために、いつかどこかで大きな決断と方向

転換をしなければならないと私は思っておりま

す。そのことに対して何かご意見があれば、お

聞かせいただきたいと思います。

〔地方税について〕

第３点は地方税の問題です。先ほど佐藤審議

官からご説明がありましたが、１人当たり地方

税収で見ますと都市部は大きくて地方部は小さ

い。これは、ある意味では当たり前のことで、

そのために格差是正が必要であるということは

疑う余地はありません。

しかしながら、一方で、貧困は実は都市部で

進行しています。生活保護受給者の増加という

ような非常に深刻な問題が、都市という場に存

在している。或いは、都市特有の財政需要があ

ります。ゴミの問題や混雑の問題など都市なら

ではの行政が必要です。何でもかんでも１人当

たりで見て、公平の問題を議論することが本当

に好ましいのかと疑問を持っております。

中森常務のお話に関連しますが、この租研の

生みの親であるシャウプ勧告では、都道府県の

税収は企業課税でやるべきだと提唱されていま

す。ただ、そのときのシャウプ勧告の企業課税

というのは、今で言うところの外形標準課税す

なわち、所得型付加価値税なのですが、それが

二転三転して、今の状態になっています。外形

標準課税については、各論のところでも述べた

いと思っています。

もう少し大きなお話になってくるのですが、

戦後の日本の国土開発は「均衡ある国土の発

展」といって、どんどん地方を開発してきまし

た。道路や公共設備を作って地方を住みやすく

しました。私も、以前、過疎の研究を行ったこ

とがあるのですが、アクセスを良くすることが

重要だという提言を出したこともあります。そ

うすれば、地方はもっと便利になって人々は分

散して住むようになり、過疎と過密は同時に解

決できるだろうと、当時は考えておりました。

しかし現実は逆だったと言わざるを得ません。

地方をどんどん良くして、アクセスを良くして

いるのに、それでも人々は都心に集まった。ア

クセスが良くなったら人は地方に住むかという

とそうではなく、逆に都心に住んでしまった。

都心といっても関西は駄目で、東京一極集中

になっているのが現状です。そういうことに対

する見通しといいますか、「この国のかたち」

をどのように作っていくのか。それも含めて、

地方税の偏在という問題についてご意見をお聞

かせいただきたいと思います。
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（林） ありがとうございました。佐藤審議官

と安居課長は、現在のきわめて厳しい財政を何

とかしなければいけないという話だったのです

が、中森さんからは、成長戦略というか、企業

活力を強化するという視点から税制を考える必

要があるというお話をいただきました。

小泉さんが「改革なくして成長なし」、安倍

さんが「成長なくして財政再建なし」と言われ、

これに基づいて政府税調も議論をしてきたわけ

です。そういうことも含めて各論でお話をいた

だけるかもしれません。利潤を対象とする税が

中心になっているのはなぜかということもあり

ましたが、これも法人住民税や事業税と関連し

てくるかもしれませんので、各論のところで取

り上げるところは、そこでお話をいただければ

と思います。戸谷さんからは、税か保険料かと

いう問題提起をいただきました。例えば基礎年

金は、今は２分の１が公費負担ですけれども、

これを全額公費負担するのか、保険料を残すの

かという議論とも密接につながる難しい問題で

すね。それでは、お二方からの質問に対して可

能な範囲でお答えいただければと思います。

では、安居さんからお願いします。

〔財政健全化と企業活力〕

（安居） それぞれいただいたお話はそのとお

りだと思いますし、それを論じるだけで多分相

当な時間がかかってしまうと思いますが、一言

二言コメントだけさせていただきたいと思いま

す。

まず、中森常務から産業ないしは企業のサイ

ドからということでお話をいただきましたが、

本当にそのとおりだと思います。財務省におり

まして、財政再建というのは非常に気にしてい

るものですから、こういう場では必ず財政再建

は必要ですよという話は差し上げなければいけ

ないし、後の戸谷先生のお話にもつながります

が、私自身もそれはすごく重要なことだと思い

ます。もちろん、財政再建をすれば世の中が幸

せになるわけではなくて、当然、経済活動はそ

の前提として大切であります。財政再建のため

に経済活動をつぶしてしまうのであれば、それ

は何の意味もないことでありますので、経済活

動をまずどうするかを考えなければいけない。

だからこそ、平成２１年度の税制改正やその後の

追加措置も講じられているわけでありまして、

こういう財政状況にある中でも精一杯の対応を

したところです。

ただ、もともと財政状況については心配して

いるものですから、常に出口戦略をどうしてい

くのだということを考えなければいけません。

今、G２０の枠組みでも各国がこういう状況です

ので、財政出動で対応しているわけですが、そ

ろそろ各国が集まると出口戦略はどうするのだ

ろうという話が始まっております。

やはり将来のことを考えると、このまま財政

の状況を放っておいていいはずがないので、企

業活動については気を配っていかなければいけ

ないと思いますが、財政再建についても考えて

いかなければいけないという、どうしても二兎

を追わなければいけないというなかなか厳しい

状況があるわけです。

〔企業活動と税の関係〕

この関連では、むしろ先生方に伺ってみたい

と思うのですが、企業活動と税の関係について、

例えば減税をすると企業活動が盛んになって、

税収が増えるという議論をよく聞きますし、そ

れはそれで理屈としてよく通っていると思いま

すが、本当にそうなのだろうかと自信が持てな

いところです。

そこで、もちろん企業活動のために減税はし

なければいけないということでいろいろな手を

考えるわけですが、やってしまえばいいという

議論に対してはなかなか踏み切れないというの

が正直なところです。理論的に考えたときに、

一体それがどうなるのだろうか、本当に思いき

って減税してしまって大丈夫でしょうかという

のをむしろ聞いてみたいと思うのです。

〔税と社会保険料の関係〕

戸谷先生の話は誠に大きな話で、多分、それ
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こそ１日話してもなかなか大変かなと思います

が、私なりの個人的な見解を申し上げますと、

税と社会保険料の関係をどうするかということ

ですが、これからの財政を考えると、どうして

も社会保障の費用がどんどん増えていって、こ

れをどうやって賄うかというのが我々に与えら

れた今の一番大きな命題だと思っております。

社会保障を賄う方法は、単純に考えてみると、

自己負担をしてもらうか、保険料で出すか、税

で出すかという、基本的にはこの３つしかない

わけです。先に答えを言ってしまうと、多分、

そのどれかに頼ることは難しいのではないかと

いうのが、今の私の考えです。多分、その３つ

をいろいろな時代の状況や経済の状況を見なが

らバランスよく組み合わせていくしか方法はな

いのだろうと思います。それぞれ受益者と負担

者が微妙にずれておりますので、いろいろな意

見が出てくるでしょうし、いろいろな公平感が

出てくると思います。問題が起こると、何で社

会保険なのだ、信頼がないではないかという議

論になったり、税についても、今度は使い道が

わからないではないかという議論になったりし

ています。結局、どうやって負担するかは、多

分、いろいろな議論もありますし、理屈もある

と思いますが、最後はみんなそこそこバランス

よく負担していくという方法しかないのではな

いかというのが、大まかにいうと私の考えです。

ですから、先生の先ほどのどちらでいくべきか

という問いに対する答えは、両方バランスよく

いかないとしょうがないのではないでしょうか

というのが私の答えです。

〔財政赤字と経済活動〕

それから、財政赤字をどうするのだというこ

とにつきましても、これも単純に考えてみると、

財政赤字は要するに国の借金です。これを減ら

す方法は大きく分けると２つで、歳入を増やす

か、歳出を減らすかのどちらかしかないわけで、

結局は、歳出を減らす努力をするし、歳入を増

やす努力をするということに尽きると思います。

ここから先はちょっとトリッキーになるので

すが、歳入を増やす方法は、多分、経済学的に

いうと、２つあって、１つはインフレを起こす

という方法と、もう１つは増税するという方法

です。インフレを起こすということについては、

いろいろな議論はあると思いますが、現時点で

あまりそういうことを考えるのではなくて、や

はりどこかの時点できちんと増税をしていくと

いうことを考えなければいけないと思っており

ます。先送りはもうできない、直ちにどうにか

しなければいけない状況にきています。

ただ、先ほどの最初の話に戻りますが、やは

り経済事情との関係はどうしても考えていかな

いと、「角を矯めて牛を殺す」状況になっては

何の意味もないので、それを見ていかなければ

いけない。ただ、先送りもできない状況にある

という危機感は持っておりますし、先ほど中森

常務からもお話がありましたとおり、だんだん

共有していただいてきているのかなという気持

ちでいるところです。

（林） 法人税が企業活動にどう影響している

のかは、経済学者も答えを出しにくいところで

す。理論的に見ればやはり影響するのですね。

だけど、現実にそうなのかということになって

くると、やはり転嫁と帰着のところまで踏み込

まなければいけない。ただ、諸外国と比べて税

負担率の違いがある場合には、それはグローバ

ル化社会の中で合わせていく必要があるのでは

ないかという気がします。

それから、インフレの問題も確かに累積債務

にとってはそれでいいのでしょうが、中福祉・

低負担社会と言われている現状をそのまま続け

ていくわけにはいかないので、やはり負担を上

げるか、福祉の水準を下げるしかない。そのあ

たりも、国民に問いかけていくべき課題なのだ

ろうと思います。

それでは、佐藤審議官、お願いいたします。

〔個別間接税の問題〕

（佐藤） 中森さんがおっしゃった個別間接税
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の問題です。われわれは地方消費税以外にそう

いったものが考えられるかどうかということは

１つ検討課題だと思っています。ただ、昔は、

例えば電気税・ガス税とか、料理飲食等消費税

とか、娯楽施設利用税とか、そういう税が幾つ

も地方税としてはありました。消費税を導入す

るときに二重課税を排除するという観点から整

理したり、或いは縮小したりした経緯がありま

す。それをしたものですから、消費税を導入す

るときには、一部を消費譲与税という形で地方

に配分することとし、それがまた形を変えて地

方消費税となって今日に至っているわけです。

従って、一般的な消費税が存在する以上は、な

かなか個別の間接税を昔のように復活させると

か、そういったことは難しいのかなと思います。

〔ガソリン税等〕

それから、ガソリン税などをおっしゃいまし

たが、揮発油税ですとか軽油取引税、これらは

相当額も大きく、二重課税の批判は常にありま

すが、現に存在している税目としては非常に大

きいものです。将来、環境税、民主党などは地

球温暖化対策税と言っていますが、こういった

ことが検討されるときに、これらの税はどのよ

うに再編・整理されるのか。国税とするのか、

地方税とするのかということも含めて、これは

大きな議論になるのではないかと思っています。

全体としますと、規模の点から見ると、やはり

われわれとしては地方消費税を中心に考えざる

を得ないのかなというのが今のところの考えで

す。

〔地域間格差の問題〕

それから、戸谷先生のおっしゃった格差の問

題ですが、われわれも必ずしも現にある都市部

の税収を奪って地方部に回すということがいい

と、それが本意というわけではありません。２０

年度に暫定的に税制改正で地方法人特別税と譲

与税という仕組みを作りまして、都市部からは

評判が悪いのですが、これもわれわれの本意で

はないのです。

都市部の独自の需要というのは、確かにわか

ります。それがなかなか賄えないのだというこ

とであれば、それは絶対的に財源が不足してい

るということだと思うのです。ですから、そう

いったことを解消するためには、まずは地方税

の総量を増やすことによって財源を増やさなく

てはならないということが第１に来るというこ

とだろうと思います。

われわれはこの格差の問題については、税制

で、或いは税制だけでは対応できなくて、財政

の面も含めて、いろいろ考えるのですが、やは

り限界があると感じます。結局は地域ごとの経

済力といいますか、税を生み出すもとになると

ころがどういう状況かということが非常に大事

になってくると思います。そういう意味では、

国家的な地域政策の必要性を感じます。現状に

おいても各省が、或いは各地方団体がいろいろ

知恵を絞って、いろいろな政策をやっています

が、どうも顕著な成果があがっていないような

気がするのです。

かつては「全国総合開発計画」というものが

あって、目指すべき国土像を示し、その実現に

むけた政策の体系を用意した。これが「均衡あ

る発展」はもう達成されたのだということで、

しばらく前に作るのをやめました。しかし、昨

今の情勢を考えますと、私は再び全国的な国土

の姿をどういうふうに国家として描くのかとい

うビジョンが必要ではないかと思っています。

これはちょっと私の仕事の範囲を離れますが、

何かそういうことがこれから政府の中で検討さ

れればいいなと思っています。

（林） ありがとうございました。格差問題は

財政だけではいかんともしがたい部分がありま

すね。特に地域間格差は、審議官がおっしゃっ

たように、地域の根本の経済力をどうするかを

考えることが重要です。地方法人特別税は、い

わば事後的な再分配で、暫定措置として位置付

けられています。地域間格差をどのように根本

からなくしていくかということになると、これ

は財政、税制だけでの問題ではないですね。
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税率を引き下げて企業を誘致すればいいとい

う話もあるわけですが、今の財政状況を考える

と、実際には豊かなところしか引き下げはでき

ないのです。つまり、企業誘致したいところは

税率を下げる余裕がないというのが現状ではな

いかという気がします。そういう問題も、考え

ていかなければならないと思います。

それでは、第２ステージの各論に入りたいと

思います。財務省の安居課長からお願いします。

�．個別税制の現状と課題

１．所得税

〔所得税の現状と課題〕

（安居） それでは、資料の説明を続けたいと

思います。

資料�（資料編１８頁）は所得税収の推移です。
平成３年度の２６．７兆円がピークで、ここから低

下傾向にあります。最近では大体１５兆円前後と

いう状況です。この背景にありますのは、累次

の政策的な減税があります。また、住民税への

税源移譲を平成１６年度から行っておりますので、

それによっても税収が減ってきています。ピー

ク時に比べますと、今は半分近くまで下がって

います。

資料�は、個人所得課税の税率の推移のイ
メージ図で、３段ありますが、中央が所得税で、

下が個人住民税、それを組み合わせたものを上

にお示ししています。

昭和６０年ごろは、刻みがたくさんありまして、

最高税率も７０％、住民税と足しますと８８％が最

高税率という、非常にきつい累進構造でした。

それが今はどんどん緩和されてきており、一番

右にありますとおり、現在は住民税が一律フラ

ットの税率になっておりますし、所得税も６段

階、最高税率が４０％で、所得税と個人住民税を

足しても５０％が最高税率になっています。それ

から、累進構造自体も相当緩和されてきており、

中低所得者層については非常に軽い構造になっ

ています。

資料�は、実効税率といって、実際にどれぐ
らいの税負担となるのかを見たものです。夫婦

子２人の給与所得者について表したものですが、

これも一目瞭然で、どんどん実効税率のカーブ

がフラット化して軽減されてきていることを見

ていただけると思います。

資料�は、個人所得課税の実効税率の国際比
較です。ここでは、１，０００万円ぐらいまでのと

ころは諸外国に比べて日本は圧倒的に低いとい

うことが分かると思います。

資料�は、給与収入階級別の負担額を各国で
比べたものです。為替レートで動くのですが、

日本はどの階級でも個人所得課税の負担が低い

ことが分かります。

今日一番言いたいのは資料�で、所得税の限
界税率ブラケット別の納税者の割合です。日本

は、１０％以下の税率の人が８０％います。さらに

中央の２０％以下を合わせると、日本は９６％の人

がそこのブラケットに入っています。今、日本

の所得税がいかに中低所得者に対して優しいも

のになっているかが見ていただけると思います。

結局、多くの人たちがこのブラケットに入っ

ているので、税収全体も上がらない構造になっ

ています。こういう状況を考えたときに、一方

でご承知のとおり、今は格差是正とか、所得の

再分配機能をどうにかしなければいけないとい

う議論がある中で、税率構造を含めた所得税の

構造を一体どうしていくかを考えなければいけ

ないと思われます。

〔金融所得課税について〕

資料�は、金融所得課税の一体化のイメージ
です。先ほど戸谷先生からシャウプ勧告のお話

がありましたが、シャウプ勧告で所得課税は基

本的には総合課税で、すべての所得を総合して、

そこに所得税率を掛けるのが基本的な考え方で

す。日本の所得税もまだその考え方によってい

るわけですが、世界の議論の流れは今はそうで

はなくて、金融所得は別に取り扱うべきとの議

論が増えています。
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そういう議論の影響も受けまして、今、日本

でも金融所得は、上の段にあるとおり、利子と

公社債のキャピタルゲインと株式の関係は全く

別の課税方式になっているわけですが、そうい

う区別は取り払って、金融所得は一体化して、

しかも、ほかの所得から分離して課税するとい

う方向を目指してはどうかという議論が進んで

います。

〔給付付き税額控除について〕

資料�は、最近、所得税の関係で話題になっ
ております給付付き税額控除の国際比較の資料

です。給付付き税額控除とは一体何かというの

は、実は明確に定義されていないのですが、一

応「税制を活用した給付措置」と今のところ考

えているところです。通常言われておりますの

は、税制と社会保障や福祉を一体的に考える必

要があり、税金を払える人には払ってもらい、

低い所得の人はむしろそれを給付に切り替える、

マイナスの所得税というようなイメージをして

いる人が多いと思われます。

外国では既に導入されているという話がよく

あるわけですが、調べてみますと、諸外国の制

度も本当に様々です。まず、１つは導入の目的、

ないしは制度名でもよいのですが、この制度を

一体何のために使うかということが各国で様々

でありまして、アメリカでは勤労所得税額控除

といって、勤労に対するインセンティブのため

に使ったり、児童税額控除があります。イギリ

スも大体同じで、ドイツは児童、フランスは雇

用が制度の目的となっています。

資料�のカナダは、GSTクレジットといっ
て、導入の目的にも書いてあるように、低・中

所得世帯の付加価値税負担の軽減、消費税の逆

進性対策のために使っています。様々な目的が

ありますので、一体何のためにこういったもの

を仕組むのかというのをまずよく考えた上で制

度の中身を議論する必要があります。

資料�に戻って給付の仕組みも実は様々で、
アメリカは税額から控除して、控除しきれない

額があると、これを給付しますという、いわゆ

る給付付き税額控除です。イギリスは、給付付

き税額控除という名前ですが、税額からは控除

しておりませんで、税金を全部納付させた上で

別に全額給付をするという、少し前に日本でも

やりました定額給付金と同じような仕組みで運

営して、これを給付付き税額控除と呼んでいま

す。ドイツもやはり全額給付で税額から控除は

していません。

資料�は、オランダの資料で、給付の仕組み
は、「算出税額と社会保険料の総額から上記合

計を控除」すなわち、税額控除をするけれども、

税額で控除をしきれない場合は社会保険料負担

までは控除します、その先の給付は行いません

という仕組みをとっています。国によって様々

なものがありますので、わが国において制度導

入の議論をするに当たりましても、まず、そも

そも一体何のためにこれをやるのかということ

と、それから一体どういう仕組みを組んでやる

のかということを冷静に議論しなければいけな

いだろうと思います。

そのときに、給付の話になってくるのであれ

ば、給付政策との関係を考える必要があります。

勤労税額控除も、失業保険との関係は一体どう

するのか。児童手当のようなものについても、

今度は様々な給付がありますので、児童手当も

ありますし、生活保護というのもありますし、

そういった様々な給付措置との関係をよく考え

る必要があります。

資料�は、平成１９年１１月の政府税制調査会の
答申から抜粋したものです。いわゆる給付付き

税額控除についての議論が整理されています。

２．法人税

〔法人税の現状と課題〕

資料�は、「近年の主な法人税制改正の動向」
です。一番上が税率ですが、税率は最近あまり

改正しておりませんで、むしろその下の課税

ベース等に関して、減価償却制度を見直し、ま

た、研究開発税制の改正等をしています。大ま

かに言うと、ここ１０年ぐらいの法人税は、税率
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を据え置いて、むしろ課税ベースのところを改

正等することによってインセンティブを付与し

ていくというのが全体的な動きでした。

実務的に見ますと、点線よりも下の部分が結

構重要で、税制のインフラ整備で、最近企業法

制や組織再編の分野で法整備が進んできている

ものですから、それに対応して税制も変えてい

こうと必死になってやっているところで、何と

か遅れずにいっているのかなとは思っておりま

す。産業界、経済界の方とも意見交換をしなが

ら進めてきています。法人税制というとそうい

う両面があるということです。

資料�は、法人税率の推移で、昔は高かった
のですが、最近は随分下げています。

外国を見るともっと下がっているというのが

現状で、特にヨーロッパを中心としてドイツや

イギリス辺りは表面税率はかなり下がってきて

おり、反射的に日本が比較的高い位置にあると

いうのはご指摘のとおりです。

資料�は、地方税を含めた「法人所得課税の
実効税率の国際比較」です。アメリカに比べる

とあまり変わらないようですが、ヨーロッパに

比べると実効税率が高い状況になっています。

その一方で、法人の負担を考えるときに、法

人所得の課税だけを見ればよいわけではなくて、

社会保障負担も併せて見る必要があります。資

料�は、少し古い昨年の７月のKPMG作成の
資料ですが、各主要産業分野別で実際の法人所

得課税と社会保険料の負担がどうなるのか調べ

たものです。社会保険料負担も含めて見ると、

日本の法人の負担はそんなに高くもないとも思

われます。低くはないのですが、ヨーロッパに

比べて、そんなに高い感じもしません。

資料�は、より顕著に分かるのですが、社会
保険料の事業主負担を対国民所得比で見ますと、

ヨーロッパなどではこの形で負担を求めている

ところが結構ありまして、併せたところで見る

と、日本はそんなに負担が高いという状況でも

ないと思います。

資料�の減価償却については、特に平成１９年

改正でいろいろ努力をした結果、日本は今結構

進んだ状況にあります。また、資料�は、国際
比較で見ても減価償却は日本ではどんどんでき

るような状況になっています。ただ、この１０年

ぐらいを見ると、課税ベースで対応してきてい

るというのが今の日本の法人課税の状況です。

その一方で、先ほど常務からもお話がありまし

たとおり、税率が問題だというと、では課税ベー

スとの関係はどうしますかというのが、考えな

ければいけない話として出てくることになるわ

けです。

課税ベースの続きとして考えますと、資料�
は、租税特別措置についての増減収の見込額を

示しています。租税特別措置法に基づく措置は

いろいろありますが、法人税関係のところは、

約１兆円。増収措置もありますので、それを引

きますと８，０００億円ぐらいの減収となっていま

す。

資料�は、もう少し詳しいものですが、法人
税関係はR&D税制をはじめとして様々な特例

がありまして、これも方向としては課税所得を

調整していますので、今後これをどうしていく

のかという議論になると思いますし、見直して

いく必要が出てくるのかもしれません。

〔国際課税の課題〕

資料	は、サミットの首脳宣言の資料です。
４月のロンドンサミットでは、首脳宣言の文書

でもタックス・へイブンの話などが取り上げら

れています。金融危機が顕在化した昨年秋以降、

この金融危機の原因の１つとしてタックス・ヘ

イブンの存在等が議論になっておりまして、G

２０を中心に国際的な租税回避行為に対する取組

が世界的な課題として挙げられてきております。

これは、税に関する情報交換といった問題や制

度・執行両面での国際課税の整備、或いは一方

で企業の海外進出を税制面からどのように支援

すればいいのかといった多面的な課題であろう

かと思いますけれども、外国子会社合算税制や、

移転価格税制などにつきまして今後とも実態に

即した見直しをしていく必要があります。経済
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界ともよく意見交換をさせていただきたいと思

っております。

３．消費税

資料�は、付加価値税の国際比較ですが、日
本は５％で、一番低い国ということです。消費

税は、景気変動に対して税収が安定していると

いった点を考えますと、少子高齢化、グローバ

ル化といった下で財政の安定財源確保、特に社

会保障を中心として今後の財政需要を賄うため

にはやはり大切な税目であると思っております。

４．自動車関係諸税

資料�は、自動車関係諸税で、揮発油税等の
税収の内訳がありますが、一番右の欄がいわゆ

る暫定税率部分で、国と地方併せて約２．５兆円

あります。これをどうするかということについ

て、これから議論されることになるのだろうと

思われます。

資料�は、ガソリン価格の国際比較で、日本
はそれほど高くありませんという資料です。

資料�は、石油関係税はエネルギー関係、な
いしは環境関係の税でもあるわけで、一方で環

境対策という意味で、地球温暖化対策税という

言い方をしていますが、今後どのように考えて

いく必要があるのか議論されているわけです。

現状は、この中央に書いてある環境関連の税

制については、全体を合わせて右側の表のGDP

比で、日本は下から３番目の１．７％という状況

です。現状でも北米よりは高いけれども欧州よ

りは低いという状況で、こういった状況を踏ま

えながら、今後環境関係の税制をどうしていく

のかを議論していかなければいけないという状

況にあります。

資料�は、その議論の参考になるのが欧州の
動向で、いわゆる炭素税を導入しているという

世界の流れも見ながら今後の対応を考えていく

必要があると思われます。

５．相続税

資料�は、相続税についても負担が下がって
きていることを示しています。ここでは詳しい

説明は省略します。

６．納税環境整備

資料�以降、納税環境整備として、基本的に
納税者番号についての資料を入れております。

金融所得課税の一体化や、給付付き税額控除な

どの検討とも関連して、所得の正確な把握を行

って給付や負担をするという観点から、社会保

障番号の検討とともに、納税者番号についても

具体的な検討を進めることが課題になっていま

す。

納税者番号について申し上げておかなければ

いけないことは１つでありまして、納税者番号

というのは、端的にいえば、納税者に番号を付

けて、税務署で情報の名寄せをするためのもの

です。よく納税者番号を入れると、いわゆるク

ロヨンが解決するといった話もありますが、税

務署にある情報というのは限られていますので、

納税者番号を入れればすべてが分かるようにな

るわけではありません。

納税者番号を入れてできるだけ効率的にする

ことは大切なことですが、一方で、きちんと資

料を出してもらう制度を整えていくことも重要

です。資料�を見ていただきますと、フローに
関する情報はいろいろありますが、諸外国と見

て最も違うのはストックの情報が日本の税務署

は取れていないということです。この辺をどう

にかしていかないと、本当の所得把握というの

は難しいということをご理解いただければと思

います。

（林） ありがとうございます。それでは、佐

藤審議官、お願いします。
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�．個別地方税制の現状と課題

１．地方税固有の問題

（佐藤） 地方税は国税と重複するところが非

常に多い。安居さんにほとんどご説明いただい

たので、私からは地方税の固有の問題について

２つ３つ簡単に申し上げたいと思います。

〔自動車関係諸税〕

資料�（資料編７１頁）ですが、旧道路特定財
源で、昨年のこの機会には、これから年末にか

けて一般財源化を具体化していきますというお

話を申し上げましたが、ご承知のとおりの経緯

で、一般財源化は実現しております。

地方税についてもいろいろ論点ありましたが、

資料�―１，�―２にありますような大幅な制度

改正を行って一般財源化を実現しました。その

際に暫定税率が維持されておりますが、安居さ

んからお話がありましたように、民主党は暫定

税率の廃止を公約しております。

資料�は、地方税の旧道路特定財源の現状で
す。括弧書きが暫定税率上乗せ分で、８，０００億

ちょっと地方分としてあります。今後の議論で

すが、この税収入が失われる。今の状況では

８，０００億というのは非常に大きい数字ですので、

どうやってこの穴を埋めるかというのが地方の

大きな関心事項になるだろうと考えております。

２１年度の税制改正で、冒頭申しましたように、

自動車取得税について非常に大きな減税措置を

講じました。グリーン化という視点に立って環

境性能の良い優れた車について全額ないしは

５０％の軽減というような減税措置を講じたわけ

です。所期の効果が表れているようで、これは

これで良かったというように思っております

（資料�―１）。

２２年度ですが、自動車税については以前から

グリーン化の特例があります。環境負荷の小さ

な車については自動車税２５％、或いは５０％軽減

する一方で、環境負荷の大きな車については重

課するという税制をこれまでもとっておりまし

た。この期限が今年度末でくるものですから、

２２年度以降、これをどうするかということが今

年の１つ大きな課題になります。

〔そのほかの制度改正〕

そのほか制度改正としては、民主党のマニフ

ェストに記載されたようなことが当然検討の俎

上に上ってくるだろうと思います。子ども手当

の創設に伴って配偶者控除や扶養控除を廃止す

ることが言われております。或いは、しばらく

前に廃止なり縮小しました老年者控除や公的年

金等控除を復活することになっていますので、

これをどうするのか。それから中小企業の法人

税率の引き下げなどもあります。それから租税

特別措置の見直しということで、地方税につい

ても相当の数があります。

これからどういう仕組みで検討がされていく

かわかりませんが、年末に向けてこうした課題

についての検討を進めることになろうかと思い

ます。

〔地方税の電子化〕

最後に税政の執行面で１つだけ申し上げます。

資料�―１に地方税の電子化のことが書いてあ

ります。地方税の電子化は、国税が先行して進

められておりますが、地方税についても、今ま

で協議会を作って、地方団体が電子化を進めて

きました。エル・タックスと呼んでおります。

今まで芳しくなかったわけですが、昨年１年間

で急速に加入が増えまして、都道府県はすべて

の都道府県が加入、それから市町村については

約７割の団体が加入をしています。２１年度内に

すべての市町村が加入するようにしたいと考え

ております。その上で、特に企業にとってメリ

ットがありますのが、給与支払報告書の提出や

法人二税などの電子申告ができるようになると

いうことなのですが、実はこのサービスを提供

しているのはまだ３００団体くらいしかありませ

ん。従って、全団体の加入を進めるとともに、

こうした事務量の大きなものについてのサービ

スが提供できるようにしていきたい、大幅に拡
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大したいと考えております。これは地方税電子

化協議会という団体を作って地方団体が自主的

に進めるという建前でやっておりますが、われ

われとしても最大限の努力をしていきたいと考

えております。

（林） ありがとうございます。 それでは、

中森常務お願いいたします。

（中森） 私の方から、まず法人税について３

つ４つ申し述べたいと思います。

２．法人税について

〔企業活力を強化する法人税制の構築〕

１つ目は、先ほど総論のときにも申し上げま

したように、企業活力を強化する法人税制の構

築ということです。特に、いわゆる課税対象物

件等についてはいろいろご工夫されているわけ

ですが、１９年度税制改正で見直された減価償却

制度というのは他国に見劣りしないレベルまで

きたと評価されるところです。さらに競争力に

打ち勝つべく、少し各論の話になりますが、特

に日進月歩で革新されるような機械装置という

と、生産効率の良いような機械装置に置き換え

るという企業が多いかと思うのですが、そのよ

うなものについて置き換えのインターバルも短

くなると思いますので、耐用年数の見直しなど

さらなる検討を進められたらどうかなというよ

うに考えます。

これまた企業活力を強化する税制で、先ほど

総論のときにも申しましたように、技術立国日

本というのを再度振り返ってみていただいて、

研究開発、技術革新、或いは投資という面でモ

チベーションが上がるような税制というのを法

人税でぜひ考える必要があります。

〔法人実効税率の見直し〕

もう１つは、法人税の実効税率の件ですが、

これは安居課長から先ほどもグラフでヨーロッ

パ等々においては、そう見劣りしないというお

話がありましたが、アジアでの競争という観点

から、特に、社会保険料を含む企業の実質負担

で、法人税率もアジアでは少し高め、社会保険

料を含んでどうかというのは先ほどの資料では

ありませんでしたが、その辺、生産拠点をアジ

アへ持っていくという流れの中で一工夫要るの

ではないかというように感じております。

〔国際会計基準への統一化と法人税制〕

それと法人税関係の３点目ですが、これは租

研レベルでも今検討されていますが、いわゆる

企業会計基準の国際会計基準への統一化と法人

税制の問題というのを今どのような形でとらえ

られているのか、わかる範囲でお教えいただき

たいと。すなわち、国際会計基準への統一化と

いうことになりましたら、今まで以上に会計と

税務の乖離というのが少し広がってこようかと

思いますので、その辺をどのような形で調整、

或いは調整されない方がよいのか。ご見解を承

りたい。

〔連結グループ間の寄付金等の問題〕

あと１つ、連結納税制度等でいろいろ改善し

ていただいているわけですが、少し各論になり

ますが、ダイナミックなグループ事業を展開す

るためにも、現在議論されているようですが、

連結グループ間の寄付金の損金算入、或いは益

金の不算入等を積極的に検討していただいて、

ダイナミックなグループ事業展開が可能なよう

な制度が必要ではないかと思っていますが、こ

の辺について何かありましたら。

３．地方税

〔法人事業税〕

地方税は先ほど佐藤審議官から法人課税の依

存割合というのを少し考察する必要があるので

はないかというお話もありましたが、特に法人

事業税についてですが、応益課税という観点か

らすれば、１６年度の改正で外形標準課税が一部

導入されましたが、課税法人を資本金１億円超

とされたのが現状ですが、行政サービスを受益

している法人の応分の負担が必ずしも公平とは

言い切れないわけですが、その辺の問題と、特
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定業種に適用されている収入金課税についても

公平という観点で、いろいろ経緯、意味合いは

あるでしょうけれども、どうかなというように

感じています。

〔土地取引の活性化〕

最後に、地方税の観点で、これは税制という

面ではないのですが、経済の活性化というのは

大事だと思うところですが、経済の活性化の１

つの基盤の要件として、よく日本列島改造のと

きなど議論されましたが、土地取引の活性化と

いうのは経済活性化、産業活動の活性化の１つ

の基盤整備の要件だと思うのですが、その辺の

土地取引活性化のためにいろいろな不動産取得

税の減税などされていますが、例えば企業生産

施設を造ったときの固定資産税を何年間か猶予

するとか。これは思い付きで恐縮ですが、所有

権を取らなくても事業用定借で生産設備に供し

た場合は、税制上、土地所有者に恩典を与える

とか、土地取引活性化のための地方税制で何か

妙案はないものか、それで経済活性化につなげ

たらというように感じておりますが、いかがで

しょうか。

（林） ありがとうございました。では、戸谷

さん。

（戸谷） 各論部分につきまして３点ほど申し

上げたいと思います。

４．所得税

まずは所得税です。所得税にはいろいろな問

題がありますが、とりわけ日本の所得税の大き

な問題の１つは、給与所得控除が大きすぎるの

ではないかという疑問です。例えば授業で学生

諸君に尋ねます。君たちが卒業して就職し、初

任給が例えば３００万円としましょう。そうする

と給与所得控除は１０８万円と計算されます。そ

の１０８万円が多いか少ないか。給与所得控除と

は基本的にはサラリーマンが収入を得るための

費用ですね。社会に出て仕事をするためには背

広も買うだろう、ネクタイも買うだろう、散髪

にも行くだろう。いろいろ費用がかかります。

しかし、正直言って１０８万円も要るだろうか。

要らないのではないか。或いは、仮に初年度要

ったとしても、来年またその背広を着ることは

できます。

こういうことを授業でしゃべっていると、や

はりサラリーマンの費用であるところの給与所

得控除は大きすぎるということになってきます。

そしてそのしわ寄せが所得税構造全体を歪めて

いるのではないかというように私は考えます。

ただ、給与所得控除を下げるというと、これ

はほとんど全員が増税になって、かつてのサラ

リーマン増税という大バッシングの時代に逆戻

りするかもしれない。だけれども、これもシ

ャープ勧告の有名な言葉「みんなが嫌がる税金

は良い税金だ」があります。給与所得控除につ

いて少しご意見をお伺いしたいと思います。

５．法人税の税負担

第２点として、これも先ほどから何度も出て

いますが、法人税の税負担をどう考えるかとい

うこと問題が残っていると思います。法人税改

革については、組織再編や連結納税や減価償却、

会計基準など課税ベースの改革の議論は盛んで

すが、税率をどうするかという、そのことに対

しては、誰もあまり何も言わない。租研は引き

下げを要望されていますが、ものすごく極端に

言いますと、法人税を上げろという議論はほと

んど聞こえてきません。消費者団体でさえも最

近は言っていないのではないか。私は寡聞にし

て知りません。

しかし逆に、法人税率を下げたら、本当に設

備投資が上がる、或いは景気が良くなるのかと

いうことに対する疑問も払拭できません。これ

は研究者のレベルで、いろいろな研究がなされ

ています。例えば林先生のお弟子さんなども、

法人税率と設備投資の関係を研究されているの

ですが、どうもはっきりとは出てこない。下げ

れば景気は良くなるという、それほど簡単なも
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のではないだろうということになっています。

そういう意味では、法人税の負担をどうするか

という議論が少し残っていると考えます。

６．事業税の問題

第３点としましては、やはり事業税の問題が

あると思います。平成１７年、事業税の中に一部

外形標準課税が導入されました。これはシャー

プ勧告の悲願です。シャープさんは、昭和２４年

「勧告」の中で、府県の税制は企業課税それも

外形標準課税でやりなさいと言いました。当時

は外形標準課税という言葉は使っていませんが、

内容としては同じです。

ところが日本の国内では大もめして結局見送

られた。そのためにシャープは翌年またやって

きて、また言うのですが、それでも混乱して、

やはり外形標準課税は入らず、現在の所得ベー

スの事業税が導入されるわけです。それがずっ

と続いていて、ようやく平成１７年から外形標準

課税が一部導入されました。ただし、これも資

本金１億円超の企業に対して付加価値割０．４８％

という非常に低い、たった０．４８％というぐらい

の税率です。それでよいのだろうか。もう一つ、

今回は資本割０．２％が外形標準課税の中に入っ

ております。シャープ先生は資本金にかけろと

は言わなかったのですが、いつの間にか資本割

が入ってしまった。この事業税の外形標準課税

は、簡単に言いますと非常に中途半端なままに

なっているのではないかと考えております。今

後の方向についてご意見をお伺いしたいと思い

ます。以上です。

（林） ありがとうございました。かなり具体

的な税制改正の話にまで入っております。ちょ

っとお答えにくいところもあるかもしれません

が、可能な限りお願いをいたします。

〔法人税の今後の方向性〕

（安居） それではまず、中森常務からの法人

税関係のお話と、戸谷先生の２番目の論点に関

連して、まず、現時点で思っております法人税

の今後の方向性というのは、やはり法人税の税

率は引き下げていくのだろうとは思っているわ

けです。ただ、引き下げるときに、ただ引き下

げて済むのかというと、それはまた今の財政状

況では難しいと思います。今まででよくあるの

は、課税ベースを広げ、そこで財源を生み出し

て、その分で全体の税率は下げるという方向で

す。現にヨーロッパの最近の表面税率の引下げ

というのは基本的には課税ベースを広げること

によって財源を生み出して税率を引き下げる、

ネットで増税しているところもあるのですが、

そういう方向を考えていくのかもしれません。

ただ、一方で、先ほども申し上げましたとお

り、この１０年ぐらいを振り返ってみると、日本

はむしろ税率で調整するよりも、課税ベースで

集中的にR&Dは優遇するとか、分野を決めて

課税ベースで調整をしてインセンティブを付与

してきたというのが法人税の歴史なので、こう

した流れを転換して、法人税率一般の引下げを

するのかは多分大きな決断になってきます。も

ちろん両方できればよいのですが、両方やると

法人税の税収が厳しくなりますので、そういう

わけにはいかないと思います。

そのときに、戸谷先生がおっしゃったとおり、

では税率を引き下げて本当に効果があるのです

かと言われると、それはなかなか難しいです。

多分実証も難しいと思います。その一方で、中

森常務がおっしゃったとおり、アジアとの関係

があるではないかという議論がもちろんあって、

それは考えていかなければいけないと思ってい

ます。

要すれば、これには２つの問題、１つは、今

までのやってきたポリシーを大きく転換すると

いう決断をどうするかという問題と、仮にそう

するとしたときに、課税ベースの拡大について、

一体具体的にどうするのか、例えばR&D税制

を本当にやめてしまえるのかという問題がある

わけです。これは大変難しい問題で、むしろ「皆

さんどうしたいのですか。」という問い掛けに
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もなるのかもしれませんが、そこを考えていか

なければならないのだろうと思っています。

それから、税というのは企業活動にとってす

ごく大切なことだと思いますが、アジアとの関

係でいうと、税が安いからアジアにみんな行っ

ているわけではないと思いますので、その辺も

いろいろな要素を考えながら判断していく必要

はあるだろうと思っております。

〔企業会計の国際化と税制〕

中森常務からいただいた話で、企業会計の関

係と国際会計基準 IFRS の関係ですが、これは

多分私よりも皆さんの方が動きはご存じなのか

もしれませんが、日本の基準も IFRS の方とコ

ンバージェンスしていこうということで今どん

どん動いておりまして、われわれも今一生懸命

勉強しているところです。企業会計が IFRS の

方に動いていったときに、一体税務会計をどう

したらよいのか。これも多分大規模な企業で国

際会計基準をそのままできるようなところは、

いわゆる確定決算主義をそのまま維持した方が

楽なのかもしれませんし、では中小企業はどう

するのだという議論もあるかもしれません。な

かなかはっきりしたお答えは申し上げられませ

んが、日本の企業会計自体が一体どうなるのか

をよく勉強して見極めながら、一体どこまでそ

れについていったらよいのか。これはついてい

くことにもコストがあるし、ついていかないこ

とにもコストがありますので、どうしたらよい

かをしっかり考えていきたいと思います。これ

は別に我々が勝手に決める話ではなくて、皆さ

んの意見をよく伺っていかなければいけないと

いうように思っております。

〔グループ税制〕

それから中森常務からグループ税制の話があ

りました。グループ税制については経済産業省

と一緒に勉強会などをしておりまして、その詳

しい中身は財務省のホームページにありますの

で、御参照いただければと思います。

〔今後の税制改正〕

今後の税制改正について、政権交代によりど

のように変わるのか、我々にもよく分かりませ

ん。この時点で見通しを申し上げることはでき

ません。
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〔所得税の給与所得控除〕

最後に、戸谷先生の最初の所得税の給与所得

控除が大きすぎるのではないかというお話です

が、そのとおりだと思います。これはご承知の

とおり、実額控除との選択もあって、実額控除

することはできるわけですが、通常のサラリー

マンが控除できるような額をはるかに超えた給

与所得控除になっていますので、これは説明と

しては、いろいろな他の事業所得などとのバラ

ンスも考えて決められた基準ですが、常識的な

費用ということとの関係からすると明らかに高

くなっています。それから先ほども説明したと

おり、日本の低中所得者層の税負担を引き下げ

ている原因の１つでもあるわけです。ですから、

税率の問題も併せて所得税を一体どうしていく

のかというのは、多分様々な要素を全部パッ

ケージにして皆さんの決断を求めていくという

ことになっていくのかなというように思います。

（林） では、佐藤審議官、お願いします。

〔法人事業税の外形標準課税〕

（佐藤） お二方から出た法人事業税の外形標

準課税の問題です。これは導入時に非常に激し

い議論があって導入されたものです。当初、総

務省案は、もっと対象企業も広く外形部分も大

きい提案でありましたが、反対が非常に強い中

で、制度の導入を最優先とせざるを得ないとい

うことがありましたものですから、率直に言え

ば妥協したという面はあったと思います。そう

いうことから、ご指摘の点はもっともでござい

まして、政府の税制調査会の答申においても外

形部分の割合と対象法人を拡大する方向で検討

すべきだと言われております。今後の検討課題

というように認識しております。

地方税の体系を見直すという中で、法人課税

の在り方について、ウエートを相対的に小さく

するということだけを申し上げましたが、ウ

エートを小さくすると同時に、法人課税自体を

安定的なものにするということも１つの方策に

なるわけでありまして、そうした意味から外形

標準課税の在り方についての検討ということは

併せて進めていきたいというように考えており

ます。

〔土地取引活性化のための固定資産税や不動産

取得税の特例〕

それから中森さんがおっしゃった、土地取引

の活性化のための固定資産税や不動産取得税の

特例という問題です。固定資産税は市町村税の

４割を占める重要な基幹税となっております。

現状、新築住宅の特例というのがありまして、

１，０００億円を超えるような減収になる特例なの

です。これは住宅政策の観点から設けられてお

りますが、固定資産税の性格からいいますと、

あまり政策的な特例をこの中に導入したくない

というのが基本的な考え方で、おっしゃったよ

うな趣旨での導入、特例の創設というものにつ

いては、われわれは慎重に考えざるを得ないと

思っています。

不動産取得税ですが、これは従来から土地の

流動化とか有効利用を促進しようという観点か

らの特例措置が設けられております。税率は

４％のところを基本的に３％に引き下げており

ますし、宅地評価土地については課税標準を２

分の１にする特例というのも設けておりまして、

いずれも期限がきましたものを２１年度制度改正

で３年間延長しております。これも数千億円の

減収規模になる特例です。一応おっしゃったよ

うな主旨についてはこれで対応できているので

はないかというように考えております。以上で

す。

（林） こういう時期であるにも拘らず、佐藤

さん、安居さんからは、かなり掘り下げた貴重

なお話を伺えたのではないかと思います。ただ、

先ほどの法人税の税率引き下げと課税ベースの

拡大をセットで行うといった問題も、実は本当

に課税ベースを拡大する余地があるのかとか、

拡大するのだったら租税特別措置をさわるしか

手がないのではないかという意見もあります。

― 328 ―



それから、会計基準と税法との間の乖離も意見

が随分分かれているというように思っておりま

して、非常に悩ましい、今後解決していかなけ

ればならない問題だろうと思います。

そういう意味で、本日出された論点の中には、

租研アンケートでも意見が分かれている部分が

結構あります。今後、それこそ意見のコンバー

ジェンスを行っていくことが求められているの

ではないかと思っております。

それから中森常務、戸谷教授からは民間の討

論者として非常に重要なご指摘をいただいたと

思います。２時間、ご清聴ありがとうございま

した。
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はじめに

さて、本日は、「信託税制の過去と未来～１９

年改正の位置づけと今後の展望」という題で、

若干のお話をいたします。既によくご承知のよ

うに、平成１９年に日本の信託税制は非常に大き

く変わりました。その直接の端緒が、新信託法

が制定され、施行されることにあったことは間

違いないわけです。すなわち、旧信託法、われ

われが信託法としてなじんでいた漢字片仮名交

じりの大正１１年法律６２号ですが、これが平成１８

年法律１０８号に全く新しく変わったということ

です。１９２２年の立法から８４年ぶりの新信託法の

制定でありました。この新信託法によって、１９２２

年当時の極めて規制的な、と申しましょうか、

下級金融機関の規制を主要な目的の１つとして

いた信託法は、そのくびきを解かれるというこ

とになります。

そして、この新信託法には、私の承知してい

る限りでは２つの大きな期待が寄せられていた

といえようと思います。

１つは、新たなビジネス・ツールの供給です。

例えば信託の本体部分で考えても、担保権の信

託、セキュリティー・トラストと言われるよう

なもの。或いは債務の引き受けが信託の設定時

にできるとされたことから、それが事業の信託

＝ビジネス・トラストができるようになったと

理解をされていることもご承知のとおりです。

このことは、自己信託とか信託宣言と言われて

いるもの──これは委託者が自分の財産を他人

を受益者とし、自分は受託者として持っている

という法律関係をつくり出すということです─

─こういう自己信託が新信託法で許されるとい

うことになったことから、いわば法人が自分の

事業の一部を信託として切り出し、そして、そ

のまま自分で事業を保持しておくことができる

という可能性を開いたものとしても理解をされ

てきました。

報告２ ９月１５日�・午後

信託税制の過去と未来

～１９年改正の位置づけと今後の展望

神戸大学大学院法学研究科教授

佐藤 英明
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別の例としては、新法の下では１年間に限っ

てですが、受託者自身がすべて受益権を持って

いることができることとされました。当初の信

託設定時には、受託者が受益者を兼ねていて、

様子を見ながらその受益権を市場に売り出して

いくことができるという仕組みが新たに取り入

れられた、或いはできるということが明確にな

ったわけです。他の例としては、新しい信託の

制度として、受益証券を発行する信託、これが

新たに規定としてつくられました。また、限定

責任の信託、有限責任の信託というものもつく

ることができるようになりました。これによっ

て有限責任の信託が可能とされ、それを用いた

ビジネスの展開が新たにできるようになりまし

た。このような様々の新たなビジネス・ツール

が供給されるというのが、新信託法に対する１

つ目の期待であったと思います。

２つ目は、高齢社会における個人資産管理の

ためのツールの供給です。高齢社会になって、

「比較的大きな資産を高齢者（個人）が持って

いる」という状態が生じています。そこで、そ

ういう個人資産をできるだけ柔軟に管理をした

いという希望が生じてきたと考えることができ

ます。

例えば、生きている間にある財産を誰かのた

めに使いたいということになると、贈与という

形であるものを人にやってしまう。或いは、死

ぬときに遺言という形で誰かに相続をさせる。

そこまではこれまでの制度でできるわけですが、

もう少し柔軟に財産を使うことはできないだろ

うか。例えば、自分が亡くなった後、最初はこ

の財産は自分の妻に使わせたい。しかし、妻が

死んだ後は、妻の相続人ではなくて自分の子供

だけにあげたい、或いは妻が死んだ後はその財

産を国にお返ししよう、そういう希望をどうや

ってかなえるかというと、これはやはり信託を

使うというのが適切である、というよりも、恐

らく信託を使うという方法しかないだろうと思

います。

そういう期待に応える制度として遺言代用の

信託、例えば委託者の死亡時に初めて受益権が

動き始めるという信託の制度や、跡継ぎ遺贈型

と呼ばれますが、まずは妻を受益者とし、彼女

の死亡後の受益者は子、或いは別な人という形

の連続した指定をするような信託の設定が明文

で可能とされました。また、受益者の指定権・

変更権という権限をてこにして、自分が死んだ

後の利益状況に応じて人に受益をさせる仕組み

も新法下では可能です。さらには、旧法下では

できないと言われていた受益者の定めのない信

託というのも今回つくられました。「目的信託」

と普通呼ばれますが、公益目的でもないが具体

的な受益者もいないというような信託をつくる

ことができるようになりました。この例として

は、よくペット信託というものが話題になりま

す。自分が死んだ後、コリーの○○ちゃんをち

ゃんと育ててほしいみたいな信託です。それに

とどまらず、公益とまではいえない趣味の世界

を共有する人々に一定の受益をさせたいという

信託も十分に可能になったと思います。

新信託法には、こういう２つのツールの供給

源としての期待があります。

もちろん、１９９０年代の終わりから２０００年代に

かけての世界的な信託法の改正・立法の潮流と

いうものも、当然、意識されていたと思います。

EUが１９９９年、アメリカとイギリスがそれぞれ

２０００年、２００１年には中国が信託法の立法をしま

したので、そういう世界の最新型の信託法の中

で、わが国の１９２２年法というのはいかにも古く、

新しい信託法をもって日本の法制度を世界水準

に引き上げようという考えがあったということ

は恐らく間違いないと思います。

そこから出てまいりますのが、信託の「多様

化」「柔軟化」、もう１つ言えば「明確化」だと

思います。このように、通常、「多様化」「柔軟

化」といわれているような変化が信託について

生じ、それに対応して、そのような状況に堪え

る課税制度をつくり上げる必要が生じてきたと

いうのが、平成１９年改正が直面していた状況だ

ったと申し上げてよいでしょう。
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このように１９年の信託税制の改正は、１８年の

信託法改正と密接不可分に結び付いていると考

えるべきですので、税制の側から言えば、常に

新信託法の内容と照らし合わせながら考えてい

く必要があるということは、ぜひ理解しておく

べき点であると思います。

１点だけ、新信託法で「例えば」という規定

を挙げるならば、新信託法の１３条に、会計の原

則というものがあります。これは旧法に全くな

い規定です。ここにいらっしゃる皆さんには全

然不思議ではない規定だと思いますが、新信託

法は、「信託の会計は一般に公正妥当と認めら

れる会計の慣行に従うものとする。」という条

文をわざわざ置いたわけでありまして、信託は

これから多様化・柔軟化していき、そして、そ

の課税関係を考えるというときに、公正妥当な

会計慣行の採用を新信託法がうたっているとい

うことは非常に重要なポイントであろうと思い

ます。

�．平成１９年改正の概観～何が変
わったのか

１．概観

こういう信託法をバックにして作られた現行

法の姿を、まず概観しておきたいと思います。

所得課税と資産課税に絞って申し上げます。

〔所得課税：旧法〕

旧法では本文信託、いわゆる個別的な信託の

収益については特定した受益者のものとして課

税するというのが大原則でした。

そういう信託で受益者が不存在、或いは不特

定であるという場合は、委託者のものとして課

税するというのが第２番目の考え方であり、そ

ういう個別の信託でないものについては、投資

信託等の但書信託と呼ばれていたものですが、

これは収益の分配時にだけ課税をされるという

仕組みでした。

これらの制度は所得税法、法人税法にあった

わけですが、さらに法人税法上、平成１２年の改

正で特定信託という考え方をつくりました。こ

れは SPC（特定目的会社）などと同様の特定

信託（特定目的信託など）については、法人格

を持たないにもかかわらず法人課税をするとい

うものです。他方で、一定要件下で利益分配を

損金算入するという導管的な特別措置を「合わ

せ一本」で特別措置法につくって、税制の姿と

しては、法人課税を前提としつつも実際には導

管的に動くという形になっていたことは、ご承

知のとおりです。

〔所得課税：新法〕

次に、新法です。まず旧法で本文信託の特定

した受益者がいた場合に対応するパターンとし

て、「受益者等課税信託」という考え方が出て

まいりました。この受益者等課税信託の収益は、

受益者としての権利を現に有する受益者の収益

として課税をするとし、旧法で明確でなかった

資産、負債についても、これを明確にするとい

う立法措置を取っております。

もう１つの可能性は、みなし受益者の課税で

ありまして、信託法上の受益者ではないけれど

も、一定のポジションを持っている者について

は、税法上のみなし受益者として受益者と同様

の課税をしようという制度がつくられておりま

す。

旧法で、本文信託、すなわち個別の信託で、

しかし、委託者の収益として課税されるような、

受益者が不存在、或いは特定されていないとい

う場合はどうなったかというと、これはそうい

う信託を法人とみなして課税をするという形に

なっています。条文上は、「法人課税信託」と

いう言葉が使われております。この、受益者不

存在等の場合も法人課税信託の一つであり、そ

の上で、租税回避に対する特例措置がかなり設

けられています。これは主として資産課税に関

するものです。

旧法でどういうふうになっていたか、或いは

つくることが可能であったかどうかわからない

パターンのものが新たに新法でつくられていま
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す。これが法人類似型の信託、或いは法人税回

避型の信託とも言うべきものでありまして、詳

しくは後でお話をしますが、先ほど出てまいり

ました事業信託がこの典型例であると申し上げ

てよいと思います。法人税法上の法人課税信託

の１種です。

それから、平成１２年改正でできた特定信託の

ようなパターン、これも法人課税信託の中に取

り入れられ、法人税の課税対象になります。し

かし、同時に旧法下と同じ導管的な特別措置が

設けられている。つまり一定要件下で利益分配

を損金算入できるという形になっていまして、

従って、そのつくりは改正前と変わらないとい

えます。一時はやった言葉で言えば、ペイ・ス

ルーの税制になっています。

ここで１つお断りを申し上げておきたいと思

うのですが、法律上の法人課税信託というのは、

この３種類全部でありまして、法人課税信託の

定義（法人税法２条２９号の２）のところにはこ

れらが全部入っています。しかしながら、後で

申し上げますように、最初の信託、すなわち本

文信託で受益者不存在の場合の法人課税信託と

それ以外の２類型は違う課税類型であると考え

てよいと思います。

法人課税信託のうち、法人類似型と「法人型

＋導管措置」というパターンの２種類について

は、受益者が存在します。そして、その受益者

は株主等とみなして課税をするというのが原則

になっていまして、いわば法人税の写し絵のよ

うな形で法人課税信託ができています。これに

対して、受益者のいない信託を法人とするとい

うのは、株主に当たる部分というのはないわけ

です。ぽつんと信託だけある。これは何かわか

らないが法人税の課税対象になっているという

もので、税制上の扱いもかなり違います。

したがって、これは私の考え方であって一般

的に言われているわけではありませんが、法人

課税信託というのは、少なくとも２つに分けて

考えるべきであると思います。１つは、「受益

者不存在信託」であり、残りの２つを、私は試

みに「法人型
�

課税信託」と呼ぶことにしており

ます。最後のペイ・スルー型のものを「導管法

人型」というように名前を付けて分けてもよい

のですが、法人税法上はこの２つにはそんなに

差がありませんので、それほどの必要はないよ

うにも思われます。このような考慮から、これ

以降は、少なくとも法人課税との共通性が大き

い「法人型課税信託」と、それから、法人課税

信託の中でも特殊な「受益者不存在信託」を分

けてお話をしたいと思っております。

最後は、旧法下の但書信託でありまして、こ

れは集合的信託として実質的な中身は変わらず

に存在しております。集合投資信託と退職年金

投資信託がこれに含まれます。

〔資産課税〕

資産課税は、旧法下では、他益信託の場合、

受益者は委託者から信託設定時に受益権を得た

ものとして課税されていました。これは贈与等

に当たりまして、贈与に当たる場合、それから、

相続・遺贈・死因贈与に当たる場合等の仕分け

はあるわけですが、個人の場合、そういう形で

相続税か贈与税の対象になっていました。たと

え２０年後に実際の受益が来るとしても設定時課

税です。これは私の考えでは新法でも同じだと

思いますが、そういうつくりになっていたわけ

でありまして、信託期間中の受益者の変更につ

いては実はかなり大きな問題を生じるつくりで

した。

新法は、他益信託の設定時の受益者は委託者

から受益権を得る（贈与等）ということは特に

変更はありませんが、次の点に大きく変更があ

ります。すなわち信託期間中の受益者の増減は、

受益者間の受益権のやり取りとして課税をする

というものです。後で条文を見ながらもう１回

お話をしますが、これによって旧法下の問題の

かなりの部分は片付くのではないかと思われま

すが、しかし、他方では、新しい問題を生じて

います。この点については、本日のお話しの最

後に取り上げたいと思います。
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２．個別の課税類型について

〔受益者等課税信託〕

最初は、本文信託の一番メインのパターンで

受益者等課税信託です。所得税法１３条に「信託

の受益者（受益者としての権利を現に有するも

のに限る。）は当該信託の信託財産に属する資

産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該

信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益

者の収益及び費用とみなして、この法律の規定

を適用する。」とあります。法人税法にも同じ

規定があります。

目新しいのは、ここでは受益者に「現に受益

権を有するもの」という限定が付いているとこ

ろであろうと思いますが、実はこの限定の意味

はさして大きくはない。信託法上受益者であり

ながら受益権を有しないとされる場合というの

がありますが、そういうものが除かれているに

すぎないだろうと思います。

これはどういうことかというと、信託法上受

益権というのは受益債権、すなわち、信託から

経済的な受益をする権利と、それを確保するた

めの権利──例えば受託者がけしからんことを

しようとしているというので、それを差し止め

るというものが典型になろうかと思いますが、

そういう権利──の２つから成るとされており

まして、受益者だが、保有している受益債権そ

のものは条件付きというパターンもあり得ます。

例えば、受益者ではあるが、現実に受益できる

（お金をもらえる）かどうかは、受託者の裁量

による、というパターンがあり得るわけですが、

そういう場合、受益債権に条件が付いていても、

受益権を確保する権利は無条件で行使できるわ

けであり、従って、これは受益権を「現に有す

る」と考えてよいというのが私の理解です。そ

のため、条文のこの点は、それほど大きな問題

ではないと思います。

みなし受益者というのは、信託を変更する権

限を持っており、かつ、信託からの受益可能性

を持っている、そういう人物を税法上受益者と

みなして課税をするというものです。これは経

済的実質に着目したみなし受益者課税、つまり

信託法上は受益者とはいえないけれども、租税

法の目から見ると受益者と同じではないかとい

えるものをピックアップして課税をするという

ものだといえます。そして、みなし受益者が本

来の受益者と並存するというところに、新制度

の注目すべきポイントがあると思います。

この受益者等課税信託の基本的な考え方は旧

法と全く同じでありまして、「実質主義的な受

益者課税」と考えていい。すなわち、法形式は

彼のものでない収益等について、経済的実質は

その者が有しているのと同じだという事実に着

目しようする点がポイントであると申し上げて

よいと思います。

〔受益者不存在信託〕

２つ目が受益者不存在信託です。旧法では、

先ほど申し上げたように、こういう場合に委託

者に課税するということになっていたわけです

が、この制度は非常に早くから批判をされてい

ます。金子宏先生の教科書を見ますと、実は昭

和５１年の初版からこの点についてはおかしいと

いう指摘が書いてあります。「委託者が信託か

ら全く受益をしない、また、信託に対して権限

も持っていないという場合に、受益者がいない

というだけで委託者に課税をするのはおかしい。

こういう場合は信託自体に対して課税をしては

どうか。」という趣旨のことが書いてあるわけ

ですが、３０年たってやっとそれが実現したのが、

この受益者不存在信託と言ってよいと思われま

す。

これは法人課税信託の中でも特殊な類型であ

りまして、法人課税信託は設定するときは法人

の設立、終了するときは法人の解散として扱い、

解散のときには清算課税というのが原則ですが、

その部分がすっぽり抜けます。そして、受益者

不存在信託の設定は法人への贈与、終了の場合

は解散とするけれども課税繰延、という非常に

変わったつくりになっていて、法人課税信託と
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しての性質は、実は、信託期間中の収益に対し

て法人税が課されるという１点にとどまると申

し上げて構わないと思います。その意味で、今

後は、他の法人課税信託の類型とは、分けて議

論する方が生産的であると私は考えております。

このタイプについては、受益者が存在してい

たものがいなくなる、或いは、受益者がないも

のから存在した形になるという、受益者の存否

の変更が非常に大きな課税上の問題点になると

いうことは間違いありません。

この点について、資産課税に関しては非常に

面倒な特則があります。その内容をここでいち

いち全部申し上げるつもりはありませんが、こ

のタイプの信託が租税回避に使われるのではな

いかという立法当局の非常に強い懸念がここで

見られるわけです。例えば、Aという受益者

が存在していたが、この人が亡くなる等の理由

で受益者不存在になった。その後数年して受益

者Bが存在することになったという場合に、

後のBという人がAか、或いはこの信託の委

託者の親族である場合には、受益者が不存在に

なるときに、個人贈与の課税をするというパ

ターンになっていて、資産課税を抜けることが

ないような非常に細かい、しかし、重たい措置

が定められているということだけコメントをし

ておきたいと思います。

税制全体の問題からいうと、一体これはどう

いう税金なのだろうか。もっと端的に言えば、

誰が課税をされているのかということが問題だ

と思います。このタイプの信託には受益者がい

ないわけですから、株主の存在しない法人のよ

うなもの、ちょっと想像しにくいと思いますが、

そういうものがぽんと存在をしていて税金がか

かっているということです。したがって、かか

るのは法人税だというときに、一体これは誰に

対する課税なのかということを、税制論として

はもう少し詰めておく必要があると思われると

ころです。後でまた触れます。

〔法人型課税信託〕

法人型課税信託の純粋型は、法人類似型の信

託と法人税の回避に対処するタイプのものです。

なぜこういう課税が要るかというと、信託課税

の原則は受益者等課税信託であって、いわゆる

パス・スルーの課税です。間の信託に法人格は

ないわけです。そうなると、これを使えば一定

の方法で法人税を逃げてしまうことができるで

はないかということは誰でも考え付くわけです。

そこで、そういうものについて法人税を課税し

ようという発想が登場してきます。

法人類似型の典型例として、先ほど申しまし

た受益証券発行信託が考えられます。受益証券

を発行して、それでお金を集めて、一定の事業

信託をつくろうということを考えると、受益証

券の場合、デフォルトの意思決定ルールは多数

決になりますので、ある意味では法人と変わら

ないわけです。しかし、これが受益者等課税信

託の形で課税を受けると法人税はかからない。

すべて受益者だけに対する課税になります。実

際にそういう課税が可能かどうかは別にして、

理屈はそうなるはずです。そうなると、法人と

同じ経済実体を持っているのに法人課税が抜け

るのはおかしいのではないかという議論は当然

出てくるはずです。

それから、法人税回避対処型です。最初に申

しましたように、幾つかの部門を持っている企

業がある事業を切り出すということを考えます。

その部分を事業の信託として切り出した上で、

受益権を自分の法人の株主に与えるというス

キームを考えると、いわば分社して、その株式

を今の株主に与えたのと同じつくりになり得る

わけですが、それを信託という形でやると受益

者等課税信託になるなら、やはり法人段階での

課税が抜けてしまうことになります。そこで、

これについても、法人と同じような経済実体を

持つ信託がつくられるのなら、これは法人税の

課税対象にすべきだという発想があり得るわけ

です。これが法人型課税信託の基本理念です。

この考え方の下では、信託の設定は法人の設

立、すなわち出資として扱い、期中は法人税の

課税を行ない、終了は解散として扱って清算課
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税をするというのが基本になります。期中の課

税は、特に、「受託法人」というものを擬制し

て法人税の課税をすることになります。

この部分については、技術的には法人税の用

語への読み替えという問題が今後非常に大きな

問題になると思います。ここでは詳細は割愛を

しますが、問題の所在だけ指摘しておきたいと

思います。例えば「同族法人」というのを信託

にどうやって読み替えるかということは、形式

論理上は難しくないのですが、実際にはそう簡

単ではありません。というのは、信託法上複数

の受益者がいる場合の受益者の意思決定のデフ

ォルト・ルールは実は多数決ではありません。

全員一致です。受益証券を発行していれば別で

すが、受益証券を発行しない形で事業信託をつ

くっているという場合は、受益権を９９％持って

いても「その信託を支配している」とはいえな

いというパターンが出てくるわけでありまして、

うまく法人税の言葉に読み替えていくのはどう

したらいいかということは、組織再編などを考

えると相当大きな問題になることは間違いあり

ません。

法人型課税の２つ目の類型、これは SPCな

どの特定目的信託等でありまして、法人型課税

信託としては通常のものと変わりがありません

が、租税特別措置法上の導管型措置の適用があ

りますので、いわば形式的な法人課税信託です。

本当にこれに法人課税をするというよりは、法

人課税の形式を経て、ペイ・スルーの形で事業

を行ってもらうことを考えているというパター

ンだと思います。本来は実質的に法人課税がな

されないはずであるが、運営や事業上の目論見

などに何か失敗があると、法人課税が生じてし

まうるというパターンです。

〔集合的信託〕

集合的信託は、従来の但書信託に対応します。

これはまさに「誰のものでもない財産」をつく

り出すという非常に変わったパターンです。と

いうのは、集合的信託は、通常、形式的には受

益者等課税信託にあたり、その場合は信託の収

益等は受益者のものとみなすと規定されていた

わけですが、まず、これを明文で排除します。

排除すると、では原則に戻って受託者のものに

なるかというと、法人税法でこれも排除します。

そうすると、どこに行くかというとどこにも行

き先がないのです。従って、収益はいったん宙

に浮いた形になって、それが直接受益者に対し

て配賦される形になるという、そういう極めて

変わった形で課税をされます。それによって分

配時にだけ課税をされることになります。この

すぐ後でお話ししますが、大正１２年にこの方法

が考えつかれて以来、日本の税制はこれを使っ

ているわけです。

では、同じように多数の人からお金を集めて

財産を動かしていても、片方では法人課税信託

の一種として法人課税を受ける可能性があり、

片方では集合的信託として誰のものでもないと

いうので、完全にそこは抜けて分配時のみの課

税になるわけですから、ここの区別はどうなっ

ているのかというのが税制を組み立てる上では

非常に重要なポイントになるはずです。このポ

イントの１つは、合理的な課税繰延の防止がで

きるか、にあります。現年で課税できない「た

まり」の部分がつくられる可能性（課税繰延の

可能性）があれば、これには法人型課税が必要

とされる。そうではなくて、そこに課税繰延な

く分配が行われるということが確保されていれ

ば、あえて法人段階での課税をする必要までは

ない。こういう分岐があり得るわけです。

この点を端的に示しているのが法人型課税信

託の対象になる受益証券発行信託と、その中で

特定の要件を満たすことにより、集団投資信託

としてこの集合的信託の扱いを受ける特定受益

証券発行信託の区別です。後者の要件は計算期

間が１年以下であることと、利益留保割合が

２．５％以下であるということです。細かい要件

を省くと、主要な要件はこの２つでありまして、

１年以下の期間で分配を行い、しかも利益の

９７．５％以上を常に分配しないといけない、すな

わち、そこには課税繰延の余地はないというこ
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とが、もともと信託行為で決まっていれば、こ

れは特定受益証券発行信託として法人型課税信

託の対象とならない、という規定が存在するわ

けですが、これなどは合理的な課税繰延措置に

よって振り分けが行われていることを示す例だ

ろうと思います。

ここから逆に考えていくと、従来、「但書信

託」として当然のように法人課税を受けなかっ

たものが、本当にこの分類でいいのだろうか。

証券投資信託を含む数多くの投資信託がここに

――私流に言えば――無批判に取り入れられて

いるわけですが、本当に同じだけの合理的な課

税繰延防止措置はあるのかということは、当然、

今後考えていく必要のある問題だということに

なろうと思います。

〔受益者の変更時の課税〕

これまでとは話題が変わりますが、話を、受

益者変更時の資産課税に移したいと思います。

「受益者の変更」といっても具体的にイメージ

できないと思われる方がいらっしゃると思いま

すが、例えば一定の収益用の資産を信託し、そ

の収益を自分の孫全員が等分して受け取るとい

う信託を考えてみてください。これはあまり不

合理ではありません。今、何人自分の孫がいる

かということはともかくとして、まだまだ長男

も次男も若いのだから孫ができるかもしれない。

そうすると、今いる孫だけではなくて、みんな

で分けてほしい。そこで、年金生活者としてこ

れは要らないという財産を「孫全員のため」に

信託する、それだけの話です。まったく「租税

回避」というような話ではありません。

この信託において、当初２人の孫がいたとす

るとその２人が設定時に課税をされます。とこ

ろが、もう１人孫が生まれると、従来の受益者

は２分の１から持ち分が３分の１に減ります。

そうすると、最初は例えば毎年１５０万円ずつ２０

年間もらえるはずというので現在価値を計算し

て課税をしていました。そうしたら５年目の終

わりにいとこが生まれたら、そこからあと１５年

間は毎年１００万円の受益です、ということがあ

りうる。それだけではありません。そこで課税

をし直したら、不幸にしていとこが死んでしま

ったので、また元に戻るということもあり得ま

す。

こういう信託の課税関係はは、従来、非常に

大変でした。他益信託は設定時に常に委託者か

ら受益権を得るという形になっていましたから、

なかなか合理的な課税は難しかったわけです。

この点に大きく切り込んだのは新法の良いとこ

ろです。

相続税法の９条の２の２項と３項を飛ばし読

みしますと、２項が、「受益者等の存する信託

について、新たに受益者等が存するに至った場

合には（中略）信託の受益者等となる者は、受

益者等であった者から贈与により取得」。それ

から、今度は３項で、「受益者等の存する信託

について、一部の受益者等が存しなくなったと

いう場合に、従来の受益者等である者が新たに

利益を受けることになったときには」、ややこ

しいですが、この利益を受ける従来利益者は、

当該利益を受益者であった者、つまり受益者で

なくなる者からその利益を贈与によって取得し

たとみなすとされており、このような受益者の

変更を、受益者間の贈与という形で解決しよう

としているわけです。

図がわかりやすいかどうかわかりませんが、

１つのものを押し合いへし合い持っている共有

のようなイメージでとらえていただけると良い

と思います（参考資料２頁（図１－１・図１－

２）本誌３５１頁）。最初、受益者Aと Bの２人

がいたところに、受益者Cが新たに出現した

場合を考えます。図の１－２の方を見ていただ

くと、受益者増加の場合には、受益者Aが持

っていた点線網掛け部分が受益者Cに行って

います。そして、受益者Bが持っていた斜線

の網掛け部分、これが受益者Cのものになっ

ていて、その分Bが減っています。そうであ

れば、Aから点線部分、Bから斜線部分の贈与

がCに行われたと見ることができます。逆に

減るパターンでいうと、図を右から左に見てい
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ただいて、Cの持っていたものがそれぞれA、

Bに贈与されたと考えられます。このように考

えれば、受益者の変更の問題が解けるだろうと

いうのが新法の発想であろうと思います。共有

の発想ということは、必ずしも公に説明されて

いるわけではありませんが、こういう形で理解

をするのがわかりやすいと思います。

これが本当にうまくいくかどうかというのが、

�のところで議論の対象になるわけですが、一
応こういう理解ができるだろうと思います。

�．わが国の信託税制の由来
～どこから来たのか

１．受益者課税の沿革

こういう信託税制を平成１９年につくったわけ

ですが、ではこれは一体どういう由来でその税

制が存在しているのかということを少し振り返

ってみたいと思います。

〔実質主義的受益者課税〕

この受益者課税、受益者等課税信託の発想と

いうのは、実は大正１１年に登場して以来、平成

１９年まで一度も変わったことがないという意味

で、日本の信託課税の大原則であろうと思いま

す。これは信託法がつくり出した私法上の権利

関係──この信託財産である収益用物件は私法

上は受託者のものだという権利関係──とは異

なる経済的実態──その収益用物件に帰属する

利益はすべて受益者に渡されるという経済的実

態──を認めて、そちらに着目して課税をする

という考え方です。その考え方は平成１９年以降

に至っても日本の税制の基本だといえると思い

ます。いわば、「実質主義的受益者課税」とい

う考え方が、基本であるわけです。

２．受益者不存在等の場合の課税の沿
革

では、受益者等がいないとき、すなわち不存

在であるとか不特定であるという場合はどうか

というと、これは少し変遷があります。大正１１

年法におきましては、この場合は受託者を受益

者とみなして課税をする。そして、その課税の

考え方は「代替課税」、すなわち本来は受益者

が課税されるはずのものである、というつくり

になっていました。違う言い方をすると、本来

は受託者が課税される筋合いではないにもかか

わらず、やむを得ず代わりに受託者に課税する

という仕組みだということです。

そういう考え方だったことがどこからわかる

かというと、例えば、この受益者とみなされた

受託者への課税は受託者本人の所得とは合算し

ない。累進課税を適用する場合にも合算をしな

い。複数の信託の受託者である場合、これも信

託ごとに所得等を計算して、それらの間を合算

しない。そして、受託者が、所得税の納税義務

を持たない者、当時の税法だと例えば公益法人

がそうですが、そういう場合であっても受託者

としての納税義務は負うという規定を大正１１年

法は持っているのです。これらはすべて今の目

から見れば明らかですが、受託者に対する課税

は代替課税だということを認識して、自覚して

つくられているというわけです。このように、

大正時代から日本の税制というのは既に技術的

に非常に洗練されていたと言ってよいと私は思

っております。

ところが、この考え方が昭和１５年に変更にな

ります。受益者等がいない場合、或いは不特定

な場合は、委託者を受益者とみなして課税をす

るという方法に変わるわけです。この考え方は

その後１９年改正に至るまでずっと引っ張ってく

るということになりまして、日本の受益者不存

在等の課税といえば委託者課税だと思いがちな

のはこのせいだろうと思います。しかも、これ

は代替課税ではありません。いわば、「実質主

義的委託者課税」、代替課税ではなくて、まさ

にその収益等を委託者のものとして課税をして

しまうというやり方です。

なぜ、こういうやり方に変わったかというと、

当時２つの理由が挙げられていまして、１つは、
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受益者がいない場合は、そういう信託財産は委

託者のものだと考える方が実情に沿う、そのよ

うな経済的実態を有している、という説明です。

信託は存在しており、受託者に信託財産が渡さ

れている。しかし、受益者がまだ不存在だとい

う場合は、信託財産が実質的に委託者のものと

変わらない経済実態があるのだという説明です。

もう１つが租税回避への対応です。これはち

ょっとややこしい話でありまして、１５年法とい

うのは、例えば不動産から生じる所得がある場

合には、まずは不動産所得としての比例課税が

行なわれ、これにプラスして、ほかの給与等の

所得と合算して合計所得額が５，０００円を超える

とさらに累進課税を受けるという２本立てにな

っていたのです。そうなると、例えば賃貸用の

不動産を受益者不存在の信託として自分の外に

切り出してしまうと、旧法のままだとこれは受

託者のものになってしまいます。しかし、実態

は委託者が所有しているのと同じだということ

になると、この累進課税の関係でいうと、委託

者に課税すべきものが課税できないという意味

で、租税回避をされてしまう結果になり得るわ

けです。そこで代替課税ではない実質主義的委

託者課税の制度になったわけです。

ご承知のようにこの制度はこのままずっと引

っ張ってきて、すでにご紹介しましたように、

昭和５０年代からは重要な金子説の批判などもあ

ったわけですが、平成１９年に至ってようやく法

人課税信託というカテゴリーを設けてここに入

れるというつくりになりました。先ほど申し上

げたように、この受益者不存在という状況だけ

見れば、その信託収益は法人税の課税対象にな

るのだよというつくりになっているということ

になります。先に私が、受益者不存在信託につ

いて、一体誰が課税されているのだと申し上げ

た問題意識は、少しわかっていただけるのでは

ないかと思います。

受益者不存在または不特定の場合について大

分お話ししましたが、ここで、こういう議論が

決して机上の空論でない程度に、戦前の信託に

はいろいろな仕組みを持つものがあったという

こともお話ししておきたいと思います。紹介さ

れているものの中にこんなものがありました。

・「関西の某商人（熱心な日蓮宗信者）が自分

の死後、長く祖先の祭祀を維持するための信

託」

・「往時の恩義に報いるため、その恩人の遺族

の生活を安穏ならしめて、併せて、その子女

に結婚資金を供する目的」の信託

・「亡児の最も縁故深かりし某学校校友会のあ

る部の発達に寄与すると同時に、その亡児の

名が永遠に記念せられることを希望する趣旨

の下に設定された信託」

このように、結構いろいろな信託が戦前の昭

和年代に用いられていたことはやや驚きです。

日本の信託というのは、基本は委託者が自分の

資産運用のためにやるものだ、ほとんど全部自

益信託であって、だから、受益者不存在のよう

な場合も含めて委託者課税が原則だという説明

を、昭和の後半から恐らく平成の初めまで誰も

疑わずにやっていたわけですが、本当にそうだ

ったのかというと、どうも事実はそうではなく

て、「個別信託といえば自益信託であり資産運

用に限られる」という話になるのは実はかなり

後年であり、それが特に目立つのは特金などが

使われだしたかなり後のことではないかなと私

は思っています。そうであるからこそ、委託者

はいったん自分の外に信託として切り出した財

産にまだ実質的ないろいろなコントロールを持

っているというパターンを、税制は相当気にし

たのだろうと思います。

申し忘れましたが、こういうさまざまな信託

の中でも、委託者が受益者変更権を持っている

というものが結構あります。「委託者は将来受

託者の承諾を得て受益者を指定、又は変更する

ことを得るものとする」という定型文言が契約

に入っていまして、現実に受益者がいても委託

者が変更できるという強いコントロールですか

ら、それがいなかったときのコントロールは推

して知るべしで、委託者は信託ないし信託財産
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に対して、相当に強いコントロールを持ってい

たのであろうと思います。

３．集合的信託の課税の沿革

さて、集合的信託はどうなっているかという

と、大正１１年にはあらゆる信託について受益者

課税でしたが、既に大正１２年には「貸付信託」

については銀行預金等と同じで、今流に言うと、

源泉分離課税をしようという制度がつくられま

す。議員立法でありまして、貸付信託は銀行預

金等と経済的に同じ実質、いわば信託預金とい

うイメージであるとして、その経済的実質に着

目すると銀行預金等と同じく分離課税とすべき

だという立法が通りまして、貸付信託は例外と

なります。具体的には、預け入れと貸し付けに

のみ運用を限定された金銭信託を「貸付信託」

と呼んで、これを区別するという制度をつくり

ました。

奇しくも、今月、２００９年の９月に貸付信託は

募集停止されるそうでありまして、新聞では

１９５２年から５７年で幕を下ろしたとしています。

この１９５２年というのは戦後の貸付信託法の立法

から数えているのだと思いますが、「いや、そ

うではなくて、大正１２年からの８６年の歴史だ」

と私は言いたい気がいたします。その幕がよう

やく下りるということのようです。

大正１５年には、税制に技術的な洗練が１つ加

えられることになります。というのは、預け入

れに運用対象を限定すると申しますと、信託会

社が現金を信託されて受託をして、それを銀行

預金に預け入れて運用をします。そうすると、

銀行預金から払い出しを受けるときに１回源泉

課税をされて、それを貸付信託の収益として受

益者に分配すると、そこでもう１回源泉課税を

されるというのは二重課税だという指摘が、こ

れは大正１３年すぐから行われていたのですが、

これが大正１５年改正で、中身は詳しく申し上げ

ませんが、今流に言うとグロス・アップと税額

控除の形で二重課税排除をするという制度がで

きました。これを見ても、大正期の税制が非常

に洗練されていたということがわかります。こ

の「二重課税排除方式」はずっとその後も使い

続けられるやり方です。

さて、その後昭和１５年に大改正がありまして、

「貸付信託」という運用対象に着目したものか

ら、「合同運用信託」という運用手法に着目し

たものへと例外の切り分け方が変わりました。

すなわち、原則となっている受益者課税の方式

を使い難いのは、小口のたくさんの受益者がい

るからであり、しかも受益権が転々譲渡される

と受益者課税を直接には行ないにくい。そこに

ポイントがあるのであれば、何を例外にするか

というと、合同で運用されるもの、これを区別

すべきだと考えられたわけです。

さらにこの改正には、租税回避防止という観

点も含まれていました。当時、貸付信託の形を

取って、今流に言えば特定金銭信託ですが、そ

ういう信託を使い、累進課税を回避するという

ことをやっている人がいたようです。すなわち

何々会社にどういう利率で、何を担保に取って、

どれだけの期間を預けるかという、そこまで条

件を決めておいて貸付信託にしてしまう。そう

すると、この信託は運用を「貸付け」のみに限

定されていますから「貸付信託」にあたり、源

泉分離課税になって総合課税（累進課税）の対

象にならない。こういう租税回避が可能になる

のは、運用対象に着目した立法の失敗であった、

というような議論がなされていたわけですが、

昭和１５年にここが変わります。その結果できた

当時の合同運用信託の定義は現行法とほとんど

変わりがありません。

このように、例外を作る着眼点を運用対象か

ら運用手法に代えたわけですが、面白いことに、

さらに、運用対象によって２種類に分けること

も行なわれています。これは先ほど申し上げた

総合所得課税との関係で分かれるのですが、貸

付信託類似のものとそうでないものに分けると

いうやり方が同時に採用されています。これは

実は現行法と同じパターンでありまして、運用

手法によって課税方法の原則と例外を分けた上
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で、さらに課税の中身は運用対象によって分け

る。例えば、証券投資信託として例外的な課税

方法の対象にした上で、公社債等にだけ投資す

るタイプのものとそうでないタイプのものを、

利子所得か配当所得かで分ける、あれと同じパ

ターンで分けるという考え方が、実は昭和１５年

に成立します。

戦後、昭和２６年に新たにできた証券投資信託

をここに加えた後、但書信託というタイプのも

のがどんどん増えていくことになり、日本の信

託といえば、普通はこの但書信託、集団的な投

資信託であるといわれてきたことはご承知のと

おりです。

この点については、平成１９年法も基本的には

その骨格を変えていないということを先ほど申

し上げました。以上のような経緯をみると、昭

和１５年から変わっていないと言っても過言では

ないと思います。もちろん課税繰延の防止とい

う近代的な観点が入ってくるのはもっと後にな

るわけです。

４．特定目的信託等の課税の沿革

もうご承知のとおりですので省略したいと思

います。平成１２年に特定信託、そして、ペイ・

スルーという考え方がつくられ、１９年法は基本

的にはそれをそのまま継承していると言ってよ

いと思われます。

５．資産課税の沿革

資産課税については、やはり大正１１年に最初

にできるわけですが、このときが設定時課税、

信託を設定したときに課税をするということで

あり、それは信託財産ではなくて、信託受益権

の贈与として構成されています。この時点で既

に信託財産と受益権というものをはっきり峻別

して税制がつくられていました。これも極めて

洗練された税制だと私は感心しているのですが、

そういう税制としてつくられました。ただ、こ

の当時は贈与が全て課税対象となるのではあり

ません。推定家督相続人に対する贈与とか、分

家を行うときの贈与だけが「準相続」として相

続税の対象になるというやり方が採られていま
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す。そこで、この「準相続」の要件を満たす他

益信託の設定を同様に準相続として課税をした

というところからスタートします。

そして、どうもこの直後から悪用はされてい

たようでありまして、当時ですから家督相続で

すので、１０年後の戸主を受益者とするというタ

イプの租税回避がすぐ出てくるわけです。これ

で自分（委託者）の相続財産から切り分けられ

てしまうので、いったん相続税を逃れたりする

ことができるということが問題となり、大正１５

年法で受益者不存在の場合にどうするかという

規定が設けられました。それは、受託者を相続

財産管理人として課税をするという、代替課税

の仕組みでした。一応、委託者の直系卑属が受

益者とされたものとみなすという規定をかませ

るのですが、それは、当時の相続税法は被相続

人と相続人との親疎の度合いによって税率が違

っていましたから、そこを決めないと税金のか

けようがないので、そこは架空の人物を１人か

ませた上で受託者に代替課税をするという仕組

みになっていました。

この後昭和１３年法で、大正１１年法の設定時課

税を受益時課税に変更したと言われることが多

いのですが、正確に言うと、昭和１３年に、設定

時課税が受益開始時の課税に変更されます。五

月雨式に受益できる場合は、第１回目に全体に

課税をするという意味で、受益開始時課税が正

しいのですが、これは、設定時課税は不合理、

かつ、執行困難であるという声に対応したもの

でした。すなわち、先ほどご紹介したように、

他益信託をつくっても委託者が絶大なコント

ロールを持っているという場合には、受益権全

部について受益者に課税したのでは不合理な場

合も多いし、将来、委託者の意向で受益の内容

が変わるかもしれないという信託をつくられる

と、課税当局としては設定時にこの受益権を幾

らに評価するかというのは非常に難しい問題に

なるわけです。信託財産から受益権を区別した

のは近代的だと申しましたが、同時に、今、抱

えるのと同じ悩みを昭和１０年代の課税当局は抱

えてしまうわけです。そこで課税時期を少なく

とも受益開始時まで繰り下げるという税制は、

非常に当時喜ばれたようです。

これを昭和２２年法は設定時課税に再度変更し

てしまいます。そのときの理屈は、かなり調べ

たのですがはっきりしません。１つの考慮要素

は、このときの贈与税が贈与者課税になったこ

とです。よくアメリカ型といわれるパターンで、

贈与をした方が贈与税を払う。そうすると、他

益信託を設定したときは委託者が贈与税を払い

ますから、受益者が不存在、不特定であっても、

とにかくこれだけの財産を他益信託したという

だけで贈与者に税金を掛ければいいので非常に

シンプルであるというのが１つの理由のようで

す。ただ、相続税については、もらった方（相

続人や受遺者）課税のままですので、そうなる

とかなり大きな問題が出てきます。これの場面

では、技術的にはすごくややこしいのですが、

ごく簡単に言うと、受託者への代替課税で切り

抜けるということをやっています。例えば受益

者が不存在の場合は、受託者を相続人とみなし

ていったん重く課税をするが、後で本来の相続

人が受益者として出てきたときは、その人に合

わせて税金を計算し直して還付をするとか、そ

の間に相次相続が起こると、受託者が払った分

は本来の相続人が払ったものとして計算すると

かという調整規定をかなりたくさん置いていま

して、明らかにこれは代替課税としてつくられ

ているということになります。

そういう税金があったところで、昭和２５年法

はわれわれがなじんでいる、贈与については受

贈者に課税をするというやり方に原則の方を変

えてしまうわけですが、設定時課税の方は受益

時課税に戻りませんでした。これはなぜかわか

らないのですが、そっちはそのまま放置された

というのが現状でありまして、大枠のところは

平成１９年までこれを引っ張ってくることになる

わけです。
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６．まとめ～３つの視点

信託税制の変遷に関する以上のお話しをまと

めてみますと、ここからは３つぐらいのことが

言えようかと思います。

１つは、信託課税の原則というのは、わが国

において一貫して実質主義的な受益者課税であ

ったということ、これは事実としていえると思

います。それを原則として、実質的受益者課税

ですから、受益者に着目して、受益者の性質に

よる例外を設けることになります。

例外のつくり方が２つ目の論点です。これに

は２つの場合があります。１つは、受益者不存

在または不特定、すなわち――私流の表現で恐

縮ですが――「受益者が少なくて困る」場合で

す。原則通り受益者に課税をしたいのにいない

からどうしたらいいか、という場合に対して手

を打たないといけない。もう１つ、今度は、受

益者がやたらたくさんいて、それも受益権が

転々譲渡されているという場合もうまく受益者

課税ができないので、対応が必要になります。

このように、受益者に着目して課税したいのだ

けれども、受益者がいない、或いは多すぎて手

に負えないというときに、それぞれどういうふ

うに手を打つかということが話題になっている

ということがわかると思います。そして、「多

くて困る」ときの方は、合同運用の信託への課

税として昭和１５年以来、一定の手法が開発され、

定着していると申し上げてよいと思います。

それに対して、受益者が「少なくて困る」と

いう方についていうと、ぴったりのやり方とい

うのはなかなか見つかっていませんが、全体を

通して言うならば、技術的な代替課税というの

はだんだんと用いられなくなってきた傾向があ

るということは申し上げてよいと思います。代

替課税という考え方をわが国はこれまでかなり

使ってきたのだが、沿革的に、それが実質課税

に取って代わられてきた、ということを流れと

しては見ていただけると思います。

３つ目は、課税当局は常に信託というのはど

うもうさんくさい、何か租税回避に使われるの

ではないか、という猜疑心を強く持っていると

いうことです。租税回避と信託、これは比較法

的に見ても常に問題になるところですが、わが

国においても「信託・租税回避・対処措置」と

いう三題噺は常に意識されてきたことが理解で

きるかと思います。

�．残された問題～今後の改正に
望まれる方向

１．収益留保型信託税制の必要性

さて、信託税制について現在、過去とお話し

してきましたので、最後に眼を将来に向けてみ

ましょう。信託税制の今後の課題についてです。

平成１９年改正で信託に関わる課税問題が全部片

付いたのかというと、残念ながら決してそうで

はないと、私は考えております。相当に大きな

問題を解決すると同時に、相当に大きな問題を

残しているのではないかと考えております。そ

の１つは、収益留保型信託の課税問題です。

収益留保型信託がどうして要るのだと思われ

る方もおられると思います。特に、「信託とい

うのは、大金持ちが租税回避に使うものだ」と

いう目で見られると、信託を使うなんて、そん

な複雑なことをしなくても、或いは人がしない

ようなことをしなくても別にいいではないかと

いう考え方はあると思うのです。ですが、どこ

にも租税法上のごまかしはないが、こういう場

合はどうやって課税をするのがいいのかはっき

りしないという例はかなりあると思います。

収益留保型信託の具体例を考えてみましょう。

パターンは幾つも考えられると思います。例え

ば、信託財産の収益はある程度変動するが、受

益者には一定額の現金を毎年払い出してやって

欲しいとなると、多いときにはためておいて、

不足するようなときには留保分から出すような

仕組みが考えられます。その目的としては、例

えばこの受益者は極めて浪費家であって、一度
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にたくさんのものをやると使ってしまうかもし

れない。大体信託を使うというのは浪費者に警

戒するパターンが戦前も多いのですが、そうい

うパターンは十分あり得ます。

或いは、この受益者は学費に当てるというこ

とを前提にこの受益をするとなると、今年は収

益が悪かったので学費分がありませんというの

は非常に困る。そうなると、収益の多い年は学

費分だけしか払い出さないけれども、足りない

年は留保分からも足して学費に足りるように受

益させるということもあり得ます。

他の例としては、何人かの子供を受益者とし

て順位を付けてお金を自分の死後も払いたい。

第１順位は、その年に疾病・けが等で入院した

場合の出費があったら、まずはその出費の補て

んからやってほしいということもあるかもしれ

ません。受益者全員が元気な年は「万が一」に

備えて信託収益は留保しておくわけです。

これらの信託はどれもそんなにおかしな内容

だと私は思いませんが、少なくともそういう柔

軟な資産管理、特に自分の死んだ後も一定の財

産管理をしたいという合理的な場合があること

は、認めていただけるのではないでしょうか。

それでは、〔事例１〕（参考資料３頁）を取り

上げて、課税関係の問題点を考えてみましょう。

この事例のポイントは以下の通りです。

Pは、遺言によって、個人Qを受益者とす

る信託をつくりました。信託期間はQの生存

中です。信託期間中の収益は２０％だけがQの

ものであって、残りは留保します。この期間中

に別の個人Rが要件を満たす会社 Sを設立し

た場合は、その会社も信託の受益者となります。

こういう信託をつくったらどうなるか。この個

人Rと Sはどんな関係でもかまいません。例

えば、「今は何もしていないけれども、私の息

子には、或いは娘には実は才能がある。あいつ

がこういう会社をつくって事業をやりたいとい

うときのために財産を残してやろう。しかし、

今のままぐうたらするのなら一銭たりともやら

ない」、こういうことだってあり得ます。Qは

そうすると配偶者ということになろうかと思い

ます。

こういう信託は現行法上は全く問題なくつく

れますが、その場合の現行の課税には相当問題

があります（参考資料４頁（図２－１））。所得

税法施行令５２条の４項には、受益者について「同

項の信託の信託財産に属する（中略）その有す

る権利の内容に応じて有するものとし、財産に

帰せられる収益及び費用の全部がそれぞれの受

益者にその有する権利の内容に応じて帰せられ

るものとする」と規定されており、ここに「全

部が」という言葉があります。この言葉を基点

にして、現行実務の考え方は、全部の収益が２

人以上いる受益者のうち現存するQに課税さ

れる、つまり、信託に留保される部分、これは

将来現れるかもしれない S社に課税されるべ

き部分であるわけですが、これについても現在

いる受益者Qに課税をされるという考え方に

なっています。１００の収益に対して、受益者Q

は２０だけを実際に得るわけですが、１００に対し

て課税をされ、納税をしないといけないという

のが現行法の考え方といわれています。ほかの

解釈もあり得るのかもしれませんが、恐らくこ

れが公定的な解釈だと思います。

次に、受益者が増えた、この例で言うと、S

社ができたときにはどうなるでしょうか。すで

にお話ししましたように、新しい受益者が出て

くると、従来受益者から贈与を受けたというつ

くりになります。相続税法の９条の２の２項の

「新たに受益者等が存するに至った場合は」と

いう方は、３項と違って、従来の受益者がどう

いう状況であるということは書いてありません

から、当該信託の受益者等となる者は、常に受

益者等であった者から信託に関する利益を贈与

により取得したということになって、Qから S

への贈与として課税関係が決まるということに

なります。その後はQが受け取る収益と Sが

受け取る収益は信託収益について２対８で課税

をされるということになります。この結果につ

いていかがお考えでしょうか。
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感覚的に見て、これはOKと考えられるのは、

恐らく最後の収益課税だけではないかと私は思

います。この課税関係の基礎となるストーリー

はそんなにおかしくありません。まず、今年の

収益については受益者が１人しかいないのだか

ら、これが全部Qに対する課税とされます。

そして、Qの課税済み利益が Sに移転するの

だからQから Sへの贈与です。理屈はそれで

通っているといえば通っているわけですが、こ

の収益全部についてのQへの課税というのは、

恐らく相当不合理であると思われます。という

のは、Qはこの信託行為によって全体の２０しか

将来的にも受け取る可能性がないのに、１００に

ついて課税をされ、納税をしないといけないと

いう立場に立たされているという点で不合理で

す。それ以外のパターンもありますが、ちょっ

と省略をします。

それから、Qから Sへの贈与を擬制すると

いうところにも不合理があります。新法のここ

の部分の基本的な発想は共有のイメージだろう

と申しましたが、共有というのは、共有者が何

人かいたら所有権は余すところなく共有者が全

員で押し合いへし合いをして分け持たれている

というのが民法の基本的な考え方だと思います。

これに対して、受益権は１人の現存受益者が全

体を持っているとは限らないわけです。S社が

いようといまいとQには影響がないにもかか

わらず、Qからの贈与として構成されます。そ

のため、この例だと、個人から法人への贈与に

なりますので、みなし譲渡課税の対象になりま

す。

これについてははっきり条文がありまして、

所得税法６７条の３の４項をご覧になると、信託

に新たに受益者等が存するに至った場合おいて、

受益者等となる者（法人）がいたというわけで、

S社が法人です。受益者であった者が居住者、

これはQ個人ですから、居住者です。となる

と、受益者等であった者Qから、当該新たな

受益者等となる者 Sに対する贈与による資産

の移転というので、これは明らかに５９条１項を

適用して課税をするための規定でありまして、

Qは信託に従ってお金をもらっていたら、S社

が新たに受益者になったので、さらに S社が

得たものはあなたが贈与したのだから時価譲渡

として課税をしますという課税が出てくる可能

性があるということを意味しています。

或いは Sの方が個人で、QがQ１、Q２、Q

３と複数いるとお考えください。そうなると、

個人 Sは Q１、Q２、Q３からの贈与というこ

とになりますが、Q１、Q２、Q３の中に個人

と法人が入り交じっていれば、法人からは一時

所得、個人から合わせて贈与課税という話にな

って、これも実態をよく表しているわけではな

いと思われます。

また、別のパターンですが、Q、S間がどう

いう関係であれ、個人Qから個人 Sに贈与が

あったということになると、贈与税の場合、贈

与者は受贈者の贈与税について連帯納付義務を

負います。つまり、Sが税金を払わないときは

Qに対して支払いの請求がなされるということ

であります。ほかにもありますが、今あげた問

題点を見るだけでも、どうも Sの登場をQか

ら Sへの贈与と考えるというのは、およそ実

態に合っていないように思われます。その理由

はなぜかというと、信託設定時には、いわば S

の部分は空白部分でありQのものではない。

それをQのものといったん擬制しておいて、

さらに贈与を擬制するからおかしなことになる

わけです。

こういう状態を一つ一つ解釈論で乗り越える

のは大変なことであり、乗り越えられないとこ

ろは相当残ると思われます。むしろすっきりと

立法で解決をすべきであろうというのが私の現

在の考え方です。現時点では、図２－２（参考

資料４頁）のように考えてはどうかと思ってい

ます。

第１に、信託に留保される部分は、信託に対

して課税をします。法人格としては受託者が代

替課税を受けることになります。今の法人課税

信託のような形です。
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第２に、受益者が新たに現れた場合は、故 P

からの贈与という形で、Pはいませんので、代

替課税としてTになるわけです。しかし、性

質決定は Pからの贈与と考えればいいではな

いか。Pが個人か、法人か、それから、現存受

益者のQが個人か、法人かということは当然

一致するとは限らないわけですが、そのQが

得るものの実質は Pからの贈与であって、そ

れをTの法人格を借りて代替して納める、或

いは課税関係を決定するということをやっては

どうか。結局、Qはこの S社が現れるという

ことに関与しないわけですから、Qが関与して

いないということを表せるような形にすべきだ

と思います。

こういう立法をすることの利点は３つあって、

１つは合理的な結果が得られると思われること

です。

２つ目は、当事者の理解を得やすい、或いは

当事者の意思に合致しやすいと思われることで

す。Sが登場する前のQにしてみれば、信託

に留保される部分については自分が課税をされ

ない。それから、Sが登場してきたときは、Q

にとっても Sにとっても Pが受益権をくれた

のだと考える。これは当事者の理解に合致する

であろうと思います。

そして、最後に、新信託法のつくりとしても

この方がなじむということが挙げられます。こ

れは技術的なことなので申しませんでしたが、

新信託法は、従来の信託法よりも委託者の関与

を減らして、受益者に重きを置くつくりになっ

ております。違う言い方をすると、委託者は信

託関係から距離を取りやすいつくりになってい

るので、無理やり委託者を引っ張り込んで課税

関係を考えるのは困難または不自然な場合が多

く生じうるわけです。それよりも、必ず存在す

る受託者を結節点として、課税関係を構成する

ということには技術的な安定性というメリット

も得られると考えられます。

このように考えて、本日申し上げたような考

え方は十分成り立ち得るものだと、申し上げて

おきたいと思います。

２．新たな「委託者課税信託」の必要
性

１９年改正後も残っている問題点の２つ目は、

委託者課税の関係です。

従来の委託者課税信託というのは、受益者不

存在のときの信託であって、その内容は非常に

不合理であり得ました。それが１９年改正により

修正されて良かったということは確かです。し

かしながら、そうなると、いわゆる委託者課税

信託というものは存在しません。みなし受益者

というのは、委託者がみなし受益者になり得る

ことは確かであり、なりやすいことも確かです

が、それは委託者に絞られたものではありませ

んし、何よりも現存受益者と並存するものです。

そうなると、委託者固有の課税の要求には対応

していないわけです。この点を〔事例２〕（参

考資料４頁）でご説明します。

この事例では、会社役員のAは所有する株

式を信託財産として、子供のBを受益者とし

ています。配当は１００万円まで受益者B（子供）

のものであり、残額は信託に留保します。信託

はAの退職時に終了し、Aはその時の信託財

産をすべて引き取ることとされています。この

信託は、所得税の問題でいうと典型的な所得分

割信託です。会社役員で所得が多く、累進税率

の高いAが、自分が一定の配当を得て総合課

税の対象になると高い累進税率で課税を受ける

から、ほとんど所得のない子供に分割してしま

おうというパターンでありまして、所得課税か

ら見ると相当に問題のある信託であり、所得分

割がこのスキームでできることは間違いないと

思います。

このAがみなし受益者とされる可能性は非

常に高いです。信託からの受益がもう信託行為

に規定されていますので、コントロールの権限

を明示的に手放しておかない限り、新信託法の

デフォルト・ルールでAは変更権限を持つた

め、みなし受益者にはなります。しかし、みな
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し受益者は本来受益者と並存して課税されるに

とどまりますので、Aがみなし受益者とされ

ても、やはり１００万円部分がBに課税をされ、

超える部分のみがAに課税をされるという結

果になります。つまり、所得分割による租税回

避そのものは成功してしまうということになり

ます。従って、こういうタイプの委託者がコン

トロールと受益をもって、端的に言えば、所得

分割を狙いとしているような信託については、

アメリカのグランター・トラスト型の新しい委

託者課税信託の制度を整備しておく必要がこれ

からあるだろうということを２点目の指摘とし

て申し上げておきたいと思います（なお、私流

の「新しい委託者課税信託」の位置づけについ

ては、資料１頁の図を参照してください）。

おわりに

最後に、今日のお話しを振り返って、２点ほ

ど、コメントを付け加えておきたいと思います。

第１点は、われわれの税制は、沿革的に、代替

課税という考え方を手放して、実質主義的な課

税へと移ってきました。本来的には受益者に対

する実質主義的な課税を第１とし、そして、平

成１９年改正までは実質主義的な委託者課税をや

っていたわけです。受益者がいなければ委託者

のものだという、そういう実質主義的な課税を

してきました。

１９年改正で実質主義的な委託者課税をやめた

後はどうなったかというと、１つはみなし受益

者をつくって、法的に受益者ではないが、経済

的な実質は受益者だというものに受益者課税を

行なうこととした。もう１つは、信託に留保さ

れる部分についても、現存受益者に課税をしよ

うとしている。全く受益者がいなければ法人課

税信託になりますが、受益者が１人でもいれば、

信託の収益等はすべてその人のものだという擬

制をしようというわけであって、言い過ぎかも

しれませんが、実質主義的受益者課税の擬制を

拡大し、それによって問題解決を図ろうとして

いるのだとすら言えそうです。これが現状です。

これに対して、信託というのは、定型的に、

収益等の経済的実質的な帰属先――これは受益

者です――と法律的形式的な帰属先――これが

受託者です――がずれるわけです。ずらすこと

が信託の法的目的ですから必ずずれるわけです。

そういう「ずれ」が起こるものについては、技

術的代替課税という考え方は実は有用であると

考えられます。従って、もっと積極的に用いる

べきだと思います。

その理由は３点あります。１つは、受益者の

受益の在り方が複雑化していくことへの対応と

いう観点です。受益権のあり方は、新信託法に

よってさらに複雑になり得ます。たとえば、裁

量信託等が可能になりました。信託の「柔軟化」

「多様化」と申しましたが、今日申し上げなか

った裁量信託の問題があります。或いは、私は

よく「斜め切り信託」と言うのですが、信託受

益権がようかんを切るように比例的に切られて

いるわけではなくて、受益権の間に優先劣後が

あるとか、収益受益権と元本受益権が分かれて

いるとか、配当受領権と議決権行使の権限とが

分かれているとか、いろいろな切り方ができる

ようになっています。このように受益の内容が

複雑化していくと、受益者の「実質的受益」へ

の課税の貫徹が必ず困難になっていきます。よ

うかんを切ったような受益であれば、これはあ

なたの分というのはわかりやすいわけです。従

って、この１切れ分をあなたに課税をします、

これがあなたの実質的な受益ですということが

言えたわけですが、それが非常に難しくなりま

す。実質的受益者課税の原則の危機です。

第２点として、先ほど新法下では委託者の関

与は最低限でありうるということを申しました。

それから、受益者が不存在ということもあり得

ると申し上げました。この委託者と受益者の２

つが、いわばぐらつく中で、常に法的存在とし

て存在する受託者は、そうであるがゆえに結節

点としての堅さがあります。信託収益課税であ

れ、信託財産に関する資産課税であれ、その結
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節点としての法的存在であり、堅さを持ってい

て、従って、受託者への代替課税という仕組み

には信頼性があるということができます。

第３点は、受益者の代替と考える通常のパ

ターンとは違いますが、委託者を代替する場面

における当事者の意識との合致があろうと思い

ます。先ほどの〔事例１〕で言えば、新しく登

場する受益者 Sは一体誰からこの受益をもら

ったと考えるかといえば、それは委託者 Pで

あり、決して、今まで存在してきた受益者Q

ではないはずです。そういう場合に委託者を代

替する受託者という発想は、当事者の認識とも

合致し、従って、理解を得られやすい。

この３点、実質主義の貫徹は困難になる、委

託者は結節点としての信頼性がある、そして、

当事者の信頼を得やすい、これらを考えると、

これからの信託税制には代替課税という考え方

をもっと使っていいのではないか。代替課税と

いう考え方は、違う言い方をすれば、より受託

者をクローズアップする課税と申し上げてよい

と思いますが、そう考えるといいのではないか

と思います。これまでの課税は受益者がまず第

１、そして、受益者がいなければ委託者という

形で、できるだけ受託者に触れたくないという

態度が看て取れます。それをようやく法人課税

信託という形で大きな１歩を踏み出したわけで

す。そして、私は、さらにもう１歩ないし２、

３歩を踏み出すべきであると考えております。

これはさらに進めれば、代替課税としての「信

託自体課税」、すなわち、形式的な受託者課税

の方が原則であり、それに例外が設けられるの

だ、というように制度を設計し、読み解いてい

くという発想につながろうかと思います。

つまり、そもそも信託自体に課税をしてよい、

それが原則だと考えるわけです。そして、この

原則に対する例外はどういう場合かというと、

２つパターンがあります。

１つは、代替課税を必要としないほど単純な

つくりである場合です。現行法の受益者等課税

信託というのは、まさにそういう場合を考えて

います。この信託財産の全部を現存する受益者

全員で保有しているという単純な擬制が最も合

理的だという場合は、わざわざ代替課税を考え

る必要はないわけです。それから、最後に申し

ました、新しい意味での委託者課税、信託財産

というのは、実は委託者の手から離れていない

と見るべきだというパターン、これも代替課税

という発想を必要としない、非常に単純なつく

りで対応できます。こういうものが信託自体課

税、代替課税の例外になります。

第２の例外のパターンが、信託に対する課税

が代替という実質を有しないパターンです。こ

れは端的に法人類似型の法人課税信託、或いは

証券投資信託型の集合信託、そういうパターン

のものには代替課税という発想を入れる必要が

ないわけです。

これらの例外にあたる場合には単純な課税制

度をつくっておいて、それ以外については、も

っと受託者にポイントを当てる課税を考えては

どうだろうか。新しい税制というものをそうい

う形で考えていってはどうか。というのが私の

考えです。

ただし、代替課税というのは、発想の問題で

あって、常に代替措置としての調整を必要とす

るというものではない。むしろ執行可能性を考

慮した割り切りを常に考えられていいと思いま

す。

例えば受益者不存在信託について、現行法で

これは一体誰の課税だということを申しました

が、これを代替課税と考えることも十分可能で

す。代替課税であれば、過去の法人課税分を受

益者に課税し直さなくていいのかという疑問が

あり得ると思いますが、これは昔、『信託と課

税』という本で検討しましたように、代替課税

であることを前提とした各種の調整が技術的に

非常に困難になるという場合は、いわば「割り

切り課税」もあっていいと思います。それはど

ういうことかと言うと、受益者不在信託を法人

課税信託とするのは、本来は将来に登場する受

益者に対する代替課税だが、いったん行なった
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法人課税を受益者が登場した時点で精算して課

税しなおすのはあまりに面倒だから、そうはし

ない――結果的に信託所得に対して法人税のみ

が課税されることになる――のだと考えるわけ

です。

ただし、このように考えるならば、この課税

は原則として個人所得税の代替であるから、税

率は法人税率ではなくて個人税率の最高税率

（比例税率）とする、というような形で、税制

に一貫性を持たせることが必要とされます。信

託留保収益についても同様の考え方を用いるこ

とができると思います。このように、代替課税

の有用性を強調しつつも、あくまでそれは考え

方の問題であると申し上げておきたいと思いま

す。

コメントの第２点目として、新信託法の基本

コンセプトと税制は本当にうまく調和している

かということも見直す必要があります。すなわ

ち新信託法の２つ目のニーズ対応、すなわち個

人資産管理のための柔軟な信託の利用が新信託

法の下では期待されているわけですが、それを

税制が本当にバックアップしていくことができ

るか、むしろ租税回避の対処へ目が行きすぎて

阻害する危険性があるのではないかという懸念

を持たないでもありません。

今後、恐らく信託税制は動いていかざるを得

ないと思いますが、その基本的なつくりのあり

方と、それから新信託法との調和ということを

将来の課題として挙げて、私のつたない報告の

締めくくりとしたいと思います。
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